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本号で公布された主な条例のあらまし 
  

    

 

 

 

◇県から市町村への事務の移譲に伴う関係条例の整備に関する条例（新潟県条例第48号） 

１ 県から市町村への事務の移譲 

地方自治法等の規定による事務処理の特例制度に基づく市町村への事務の移譲に伴い、関係条例の規定を整

備することとしました。 

(1) 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（第１条関係） 

(2) 新潟県生活環境の保全等に関する条例（第２条関係） 

(3) 新潟県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行条例（第３条関係） 

(4) 新潟県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（第４条関係） 

２ 施行期日 

この条例は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県手数料条例の一部を改正する条例（新潟県条例第49号） 

１ 低炭素建築物新築等計画認定等に係る手数料の新設 

都市の低炭素化の促進に関する法律の制定に伴い、低炭素建築物新築等計画認定の申請等に係る手数料を新

たに規定することとしました｡(別表関係） 

２ 施行期日 

この条例は、平成25年１月１日から施行することとしました。 

 

◇一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（新潟県条例第50号） 

１ 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正関係 

新潟県人事委員会の勧告に基づき、一般職の職員の給料月額を改正することとしました｡(第１条関係） 

２ 市町村立学校職員の給与に関する条例の一部改正関係 

新潟県人事委員会の勧告及び報告に基づき、市町村立学校職員の給料月額を改正するとともに、総括事務主

幹の配置に伴う給料表等関係規定の整備を行うこととしました｡(第２条及び第３条関係） 

３ 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正関係 

新潟県人事委員会の報告に基づき、防疫等作業手当及び銃器犯罪捜査従事手当の支給の要件等を見直すこと

としました｡(第４条関係） 

４ 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正関係 

新潟県人事委員会の勧告に基づき、一般職の任期付研究員の給料月額を改正することとしました｡(第５条関

係） 

５ 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正関係 

新潟県人事委員会の勧告に基づき、一般職の任期付職員の給料月額を改正することとしました｡(第６条関係） 

６ 施行期日 

この条例は、一部の規定を除き、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇公立大学法人新潟県立看護大学の重要な財産を定める条例（新潟県条例第51号） 

１ 公立大学法人新潟県立看護大学の重要な財産 

地方独立行政法人法の規定に基づき、公立大学法人新潟県立看護大学が処分等を行うときに知事の認可が必

要となる重要な財産を定めることとしました。 

２ 施行期日 

この条例は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇公立大学法人新潟県立看護大学への職員の引継ぎに関する条例（新潟県条例第52号） 

１ 公立大学法人新潟県立看護大学への職員の引継ぎ 

地方独立行政法人法の規定に基づき、新潟県立看護大学（事務局を除く｡)の職員を公立大学法人新潟県立看

護大学へ引継ぐこととしました。 

２ 施行期日 

この条例は、平成25年４月１日から施行することとしました。 



平成24年12月28日(金) 新  潟  県  報 号 外 １ 

4 

 

◇新潟県立看護大学条例を廃止する条例（新潟県条例第53号） 

１ 新潟県立看護大学の廃止 

公立大学法人新潟県立看護大学が新潟県立看護大学を設置することに伴い、新潟県立看護大学を廃止するこ

ととしました。 

２ 施行期日 

この条例は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県県税条例の一部を改正する条例（新潟県条例第54号） 

１ 個人の県民税（均等割）の税率の特例 

東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税

の臨時特例に関する法律の施行に伴い、平成26年度から平成35年度までの各年度分の個人の県民税に限り、均

等割の税率を500円加算することとしました｡(附則第15条の２関係） 

２ 施行期日 

この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

◇新潟県保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例（新潟県条例第56号） 

１ 保護施設及び事業授産施設の設備及び運営に関する基準 

生活保護法の改正に伴い、保護施設及び事業授産施設の設備及び運営に関する基準を定めることとしました。

（第３条～第44条関係） 

２ 施行期日 

この条例は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う

関係条例の整備に関する条例（新潟県条例第57号） 

１ 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴

う関係条例の整備 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴

い、次の条例の規定のうち道路移動等円滑化基準及び都市公園移動等円滑化基準並びに食品衛生検査施設の基

準に関する規定その他所要の規定の整備を行うこととしました。 

(1) 新潟県福祉のまちづくり条例（第１条関係） 

(2) 新潟県食品衛生法に基づく公衆衛生上必要な基準等に関する条例（第２条関係） 

２ 施行期日 

この条例は、一部の規定を除き、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県国民健康保険調整交付金条例の一部を改正する条例（新潟県条例第58号） 

１ 県調整交付金の額の見直し 

国民健康保険法の改正に伴い、県が市町村に対して交付する県調整交付金の額を見直すこととしました｡(第

３条関係） 

２ 施行期日 

  この条例は、公布の日から施行し、平成24年度分の県調整交付金から適用することとしました。 

 

◇新潟県病院及び診療所の人員及び施設等に関する基準を定める条例（新潟県条例第59号） 

１ 病院及び診療所の人員及び施設等に関する基準 

医療法の改正に伴い、病院及び診療所の人員及び施設等に関する基準を定めることとしました｡(第３条～第

９条関係） 

２ 施行期日 

この条例は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（新潟県条例第60号） 

１ 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 
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介護保険法の改正に伴い、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定めることと

しました｡(第３条～第55条関係） 

２ 施行期日 

この条例は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（新潟県条例第61号） 

１ 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 

社会福祉法の改正に伴い、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めることとしました｡(第３条～

第35条関係） 

２ 施行期日 

この条例は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例（新潟県条例第62号） 

１ 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法等に関する基準 

介護保険法の改正に伴い、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定めることとしました｡(第３条～第267条

関係） 

２ 施行期日 

この条例は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（新潟県条例第63号） 

１ 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準 

介護保険法等の改正に伴い、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定めることとし

ました｡(第３条～第56条関係） 

２ 施行期日 

この条例は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例（新潟県条例第64号） 

１ 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営等に関する基準 

介護保険法の改正に伴い、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営等に関する基準を定めることとしま

した｡(第３条～第56条関係） 

２ 施行期日 

この条例は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例（新潟県条例第65号） 

１ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準 

介護保険法の改正に伴い、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定めることと

しました｡(第３条～第277条関係） 

２ 施行期日 

この条例は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（新潟県条例第66号） 

１ 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 

老人福祉法の改正に伴い、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めることとしました｡(第３

条～第54条関係） 

２ 施行期日 

この条例は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（新潟県条例第67号） 
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１ 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 

老人福祉法の改正に伴い、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めることとしました｡(第３条～

第31条関係） 

２ 施行期日 

この条例は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例（新潟県条例第68号） 

１ 指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営等に関する基準 

児童福祉法の改正に伴い、指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営等に関する基準を定めることとしま

した｡(第３条～第59条関係） 

２ 施行期日 

この条例は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例（新潟県条例第69号） 

１ 指定障害者支援施設の人員、設備及び運営等に関する基準 

障害者自立支援法の改正に伴い、指定障害者支援施設の人員、設備及び運営等に関する基準を定めることと

しました｡(第３条～第62条関係） 

２ 施行期日 

この条例は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例（新潟県条例第70号） 

１ 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準 

障害者自立支援法の改正に伴い、指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定

めることとしました｡(第３条～第211条関係） 

２ 施行期日 

この条例は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例（新潟県条例第71号） 

１ 指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準 

児童福祉法の改正に伴い、指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定めることとしま

した｡(第３条～第93条関係） 

２ 施行期日 

この条例は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（新潟県条例第72号） 

１ 障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 

障害者自立支援法の改正に伴い、障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定めることとしました｡(第

３条～第46条関係） 

２ 施行期日 

この条例は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（新潟県条例第73号） 

１ 障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 

障害者自立支援法の改正に伴い、障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定めることとしまし

た｡(第３条～第91条関係） 

２ 施行期日 

この条例は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例（新潟県条例第74号） 

１ 地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準 

障害者自立支援法の改正に伴い、地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定めることとしまし
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た｡(第３条～第20条関係） 

２ 施行期日 

この条例は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（新潟県条例第75号） 

１ 福祉ホームの設備及び運営に関する基準 

障害者自立支援法の改正に伴い、福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定めることとしました｡(第３条

～第18条関係） 

２ 施行期日 

この条例は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（新潟県条例第76号） 

１ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 

児童福祉法の改正に伴い、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定めることとしました｡(第３条～第

113条関係） 

２ 施行期日 

この条例は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（新潟県条例第77号） 

１ 婦人保護施設の設備及び運営に関する基準 

社会福祉法の改正に伴い、婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定めることとしました｡(第３条～第

20条関係） 

２ 施行期日 

この条例は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県認定こども園の要件等に関する条例の一部を改正する条例（新潟県条例第78号） 

１ 認定こども園の要件の見直し 

認定こども園が行う満３歳以上の子どもに対する食事の提供について、一定の要件を満たす場合に限り、認

定こども園外で調理し搬入する方法により行うことができることその他の認定こども園の要件の見直しをする

こととしました｡(別表関係） 

２ 施行期日 

この条例は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県港湾管理条例の一部を改正する条例（新潟県条例第79号） 

１ 港湾施設の使用の許可に関する規定の見直し 

港湾運営会社の運営に係る港湾施設については、港湾施設の使用の許可に関する規定を適用しないこととし

ました｡(第４条関係） 

２ 施行期日 

この条例は、平成26年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県議会委員会条例の一部を改正する条例（新潟県条例第81号） 

１ 特別委員の在任期間に関する規定の整備 

  地方自治法の改正に伴い、特別委員の在任期間に関する規定の整備を行うこととしました｡(第２条関係） 

２ 常任委員会への所属義務に関する規定の整備 

  地方自治法の改正に伴い、常任委員会への所属義務に関する規定の整備を行うこととしました｡(第４条関係） 

３ 閉会中における常任委員会及び特別委員会の委員長及び副委員長の議長による指名 

  閉会中において、議長が常任委員会及び特別委員会の委員長及び副委員長を指名することができることとし

ました｡(第６条関係） 

４ 施行期日 

  この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（平成24年法律第72号）附則第１条ただし書に定める日から

施行することとしました。 
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条   例 

 

◇新潟県議会運営委員会条例の一部を改正する条例（新潟県条例第82号） 

１ 閉会中における議会運営委員会の委員長及び副委員長の議長による指名 

  閉会中において、議長が議会運営委員会の委員長及び副委員長を指名することができることとしました｡(第

６条関係） 

２ 施行期日 

  この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（平成24年法律第72号）附則第１条ただし書に定める日から

施行することとしました。 

 



号 外 １ 新  潟  県  報 平成24年12月28日(金) 

9 

次に掲げる条例をここに公布する。 

(1) 県から市町村への事務の移譲に伴う関係条例の整備に関する条例 

(2) 新潟県手数料条例の一部を改正する条例 

(3) 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

(4) 公立大学法人新潟県立看護大学の重要な財産を定める条例 

(5) 公立大学法人新潟県立看護大学への職員の引継ぎに関する条例 

(6) 新潟県立看護大学条例を廃止する条例 

(7) 新潟県県税条例の一部を改正する条例 

(8) 新潟県水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例の一部を改正する条例 

(9) 新潟県保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

(10) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行

に伴う関係条例の整備に関する条例 

(11) 新潟県国民健康保険調整交付金条例の一部を改正する条例 

(12) 新潟県病院及び診療所の人員及び施設等に関する基準を定める条例 

(13) 新潟県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例 

(14) 新潟県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 

(15) 新潟県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例 

(16) 新潟県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例 

(17) 新潟県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例 

(18) 新潟県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例 

(19) 新潟県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 

(20) 新潟県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 

(21) 新潟県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例 

(22) 新潟県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例 

(23) 新潟県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例 

(24) 新潟県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例 

(25) 新潟県障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

(26) 新潟県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

(27) 新潟県地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例 

(28) 新潟県福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 

(29) 新潟県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

(30) 新潟県婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

(31) 新潟県認定こども園の要件等に関する条例の一部を改正する条例 

(32) 新潟県港湾管理条例の一部を改正する条例 

(33) 新潟県議会図書室設置条例の一部を改正する条例 

(34) 新潟県議会委員会条例の一部を改正する条例 

(35) 新潟県議会運営委員会条例の一部を改正する条例 

(36) 新潟県暴力団排除条例の一部を改正する条例 

平成24年12月28日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 
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新潟県条例第48号 

県から市町村への事務の移譲に伴う関係条例の整備に関する条例 

 （新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正） 

第１条 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成12年新潟県条例第８号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表の改正後の欄中別表の細目の項及び号の表示に下線が引かれた別表の細目の項及び号（以下この条に

おいて「移動後別表細目項等」という｡)に対応する次の表の改正前の欄中別表の細目の項及び号の表示に下線

が引かれた別表の細目の項及び号（以下この条において「移動別表細目項等」という｡)が存在する場合には当

該移動別表細目項等を当該移動後別表細目項等とし、移動後別表細目項等に対応する移動別表細目項等が存在

しない場合には当該移動後別表細目項等（以下この条において「追加別表細目項等」という｡)を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（別表の細目の項及び号の表示を除く｡)を削り、次の表の改正後

の欄中下線が引かれた部分（別表の細目の項及び号の表示並びに追加別表細目項等を除く｡)を加える。 

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

  別表（第２条関係） 

(1)・(2) （略） 

(3) 県民生活・環境部関係 

事      務 市町村 

 （略） 

７ 特定非営利活動促進法（平成10年

法律第７号。以下この項において「法」

という｡)及び新潟県特定非営利活動

促進法施行条例（平成10年新潟県条

例第42号）に基づく事務のうち、次

に掲げるもの（２以上の市町村の区

域内に事務所を設置する特定非営利

活動法人に係るものを除く｡) 

(1)～(25) （略） 

長 岡

市、三

条市、

柏 崎

市、小

千 谷

市、加

茂市、

十日町

市、見

附市、

燕市、

佐渡市

及び南

魚沼市 

８ （略） （略） 

  ８の２ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化

に関する法律第９条第１項の規定に

よる鳥類の卵の採取の許可（学術研

究又は鳥獣による生活環境、農林水

産業若しくは生態系に係る被害の防

止のため鳥類（ミゾゴイ、ハクガン、

サカツラガン、ヒクイナ、アカモズ、

ウミウ、チュウサギ、マガン、ヨシ

ガモ、シノリガモ、ホオジロガモ、

ミサゴ、ハチクマ、ツミ、ハイタカ、

オオジシギ、コノハズク、オオコノ

ハズク、アオバズク、ヨタカ、ヤマ

セミ、コサメビタキ、サンコウチョ

ウ、キバシリ、ノジコ及びサドカケ

スを除く｡)の卵の採取をしようとす

新 潟

市、長

岡市、

上越市

及び佐

渡市 

別表（第２条関係） 

(1)・(2) （略） 

(3) 県民生活・環境部関係 

事      務 市町村 

 （略） 

７ 特定非営利活動促進法（平成10年

法律第７号。以下この項において「法」

という｡)及び新潟県特定非営利活動

促進法施行条例（平成10年新潟県条

例第42号）に基づく事務のうち、次

に掲げるもの（２以上の市町村の区

域内に事務所を設置する特定非営利

活動法人に係るものを除く｡) 

(1)～(25) （略） 

長 岡

市、三

条市、

柏 崎

市、加

茂市、

十日町

市、見

附市、

燕市、

佐渡市

及び南

魚沼市 

  ８ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 
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る場合（飛行場の区域内で安全航行

のため採取をする場合を除く｡)に係

るものに限り、２以上の市町村の区

域に係るものを除く｡) 

  （略） 

10 自然公園法（昭和32年法律第161

号。以下この項において「法」とい

う｡)に基づく事務のうち、次に掲げ

るもの（国定公園及び自然公園法施

行令（昭和32年政令第298号）附則第

３項に規定する指定区域（以下この

項において「指定区域」という｡)に

係るものに限り、２以上の市町村の

区域に係るものを除く｡) 

(1)～(34) （略） 

国定公

園に指

定され

た地域

又は指

定区域

である

地域を

管轄す

る市町

村（三

条市、

柏 崎

市、十

日 町

市、糸

魚 川

市、妙

高市、

上 越

市、佐

渡市、

胎 内

市、湯

沢町及

び関川

村を除

く｡) 

11 自然公園法（以下この項において

「法」という｡)に基づく事務のうち、

次に掲げるもの（自然公園法施行令

（以下この項において「政令」とい

う｡)附則第３項に規定する指定区域

に係るものに限り、２以上の市町村

の区域に係るものを除く｡) 

(1)～(30) （略） 

十日町

市、糸

魚 川

市、妙

高市、

胎 内

市、湯

沢町及

び関川

村 

（略） 

  14 新潟県立自然公園条例（昭和43年

新潟県条例第28号。以下この項にお

いて「条例」という｡)及び条例の施

行のための規則に基づく事務のうち、

次に掲げるもの（２以上の市町村の

区域に係るものを除く｡) 

県立自

然公園

に指定

された

地域を

管轄す

 

 

 

 

  （略） 

10 自然公園法（昭和32年法律第161

号。以下この項において「法」とい

う｡)に基づく事務のうち、次に掲げ

るもの（国定公園及び自然公園法施

行令（昭和32年政令第298号）附則第

３項に規定する指定区域（以下この

項において「指定区域」という｡)に

係るものに限り、２以上の市町村の

区域に係るものを除く｡) 

(1)～(34) （略） 

国定公

園に指

定され

た地域

又は指

定区域

である

地域を

管轄す

る市町

村（三

条市、

柏 崎

市、十

日 町

市、妙

高市、

上 越

市、佐

渡市、

胎 内

市、湯

沢町及

び関川

村を除

く｡) 

 

 

11 自然公園法（以下この項において

「法」という｡)に基づく事務のうち、

次に掲げるもの（自然公園法施行令

（以下この項において「政令」とい

う｡)附則第３項に規定する指定区域

に係るものに限り、２以上の市町村

の区域に係るものを除く｡) 

(1)～(30) （略） 

 

 

十日町

市、妙

高市、

胎 内

市、湯

沢町及

び関川

村 

（略） 

  14 新潟県立自然公園条例（昭和43年

新潟県条例第28号。以下この項にお

いて「条例」という｡)及び条例の施

行のための規則に基づく事務のうち、

次に掲げるもの（２以上の市町村の

区域に係るものを除く｡) 

県立自

然公園

に指定

された

地域を

管轄す
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(1)～(11) （略） る市町

村（三

条市、

柏 崎

市、加

茂市、

十日町

市、糸

魚 川

市、妙

高市、

上 越

市、佐

渡市、

胎 内

市、湯

沢町及

び粟島

浦村を

除く｡) 

  15 新潟県立自然公園条例（以下この

項において「条例」という｡)及び条

例の施行のための規則に基づく事務

のうち、次に掲げるもの（２以上の

市町村の区域に係るものを除く｡) 

(1)～(21) （略） 

三 条

市、柏

崎市、

加 茂

市、十

日 町

市、糸

魚 川

市、妙

高市、

上 越

市、佐

渡市、

胎 内

市、湯

沢町及

び粟島

浦村 

（略） 

  21 特定化学物質の環境への排出量の

把握等及び管理の改善の促進に関す

る法律（平成11年法律第86号。以下

この項において「法」という｡)に基

づく事務のうち、次に掲げるもの 

(1)～(8) （略） 

(9) 特定化学物質の環境への排出量

の把握等及び管理の改善の促進に

関する法律施行規則（平成13年内

閣府・財務省・文部科学省・厚生

労働省・農林水産省・経済産業省

（略） 

(1)～(11) （略） る市町

村（三

条市、

柏 崎

市、加

茂市、

十日町

市、妙

高市、

上 越

市、佐

渡市、

胎 内

市、湯

沢町及

び粟島

浦村を

除く｡) 

 

 

  15 新潟県立自然公園条例（以下この

項において「条例」という｡)及び条

例の施行のための規則に基づく事務

のうち、次に掲げるもの（２以上の

市町村の区域に係るものを除く｡) 

(1)～(21) （略） 

三 条

市、柏

崎市、

加 茂

市、十

日 町

市、妙

高市、

上 越

市、佐

渡市、

胎 内

市、湯

沢町及

び粟島

浦村 

 

 

（略） 

  21 特定化学物質の環境への排出量の

把握等及び管理の改善の促進に関す

る法律（平成11年法律第86号。以下

この項において「法」という｡)に基

づく事務のうち、次に掲げるもの 

(1)～(8) （略） 

 

 

 

 

 

（略） 
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・国土交通省・環境省令第１号。

以下この項において「省令」とい

う｡)第12条第１項の規定による届

出の受理 

(10) 省令第12条第２項の規定によ

る通知 

(11) 省令第12条第３項の規定によ

る届出の受理 

(12) 省令第12条第４項の規定によ

る使用の停止 

  （略） 

(4) 防災局関係 

事      務 市町村 

  １ 火薬類取締法（昭和25年法律第149

号。以下この項において「法」とい

う｡)に基づく事務のうち、次に掲げ

るもの（煙火の消費に係るものに限

る｡) 

(1)～(11) （略） 

長 岡

市、柏

崎市、

新発田

市、小

千 谷

市、加

茂市、

十日町

市、村

上市、

燕市、

糸魚川

市、妙

高市、

五 泉

市、上

越市、

佐 渡

市、魚

沼市、

聖 籠

町、弥

彦村及

び津南

町 

  （略） 

(5) 福祉保健部関係 

事      務 市町村 

（略） 

  １の４ 社会福祉法（以下この項にお

いて「法」という｡)及び新潟県軽費

老人ホームの設備及び運営に関する

基準を定める条例（平成24年新潟県

条例第61号）に基づく事務のうち、

次に掲げるもの（法第２条第２項第

３号に規定する軽費老人ホームを経

加 茂

市、見

附市及

び妙高

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （略） 

(4) 防災局関係 

事      務 市町村 

  １ 火薬類取締法（昭和25年法律第149

号。以下この項において「法」とい

う｡)に基づく事務のうち、次に掲げ

るもの（煙火の消費に係るものに限

る｡) 

(1)～(11) （略） 

長 岡

市、柏

崎市、

新発田

市、小

千 谷

市、加

茂市、

十日町

市、村

上市、

燕市、

妙 高

市、五

泉市、

上 越

市、佐

渡市、

魚 沼

市、聖

籠町、

弥彦村

及び津

南町 

 

 

  （略） 

(5) 福祉保健部関係 

事      務 市町村 

（略） 

  １の４ 社会福祉法（以下この項にお

いて「法」という｡)に基づく事務の

うち、次に掲げるもの（法第２条第

２項第３号に規定する軽費老人ホー

ムを経営する事業に係るものに限

る｡) 

 

加茂市 
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営する事業に係るものに限る｡) 

(1)～(10) （略） 

  （略） 

１の６ 社会福祉法（以下この項にお

いて「法」という｡)及び新潟県軽費

老人ホームの設備及び運営に関する

基準を定める条例に基づく事務のう

ち、次に掲げるもの 

(1)～(12) （略） 

（略） 

１の７ 老人福祉法（昭和38年法律第

133号。以下この項において「法」と

いう｡)及び新潟県特別養護老人ホー

ムの設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成24年新潟県条例第66

号）に基づく事務のうち、次に掲げ

るもの 

(1)～(18) （略） 

三 条

市、加

茂市、

十日町

市、見

附市、

糸魚川

市、妙

高市及

び佐渡

市 

（略） 

２ 介護保険法（以下この項において

「法」という｡)並びに新潟県指定居

宅サービス等の事業の人員、設備及

び運営等に関する基準を定める条例

（平成24年新潟県条例第65号）及び

新潟県指定介護予防サービス等の事

業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービス等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法等に関

する基準を定める条例（平成24年新

潟県条例第62号）に基づく事務のう

ち、次に掲げるもの 

(1)～(44) （略） 

三 条

市、十

日 町

市、糸

魚 川

市、妙

高市及

び佐渡

市 

（略） 

５ （略） （略） 

  ５の２ クリーニング業法（昭和25年

法律第207号。以下この項において

「法」という｡)及び新潟県クリーニ

ング業法施行条例（平成11年新潟県

条例第56号。以下この項において「条

例」という｡)に基づく事務のうち、

次に掲げるもの 

(1) 法第５条第１項の規定による開

設の届出の受理 

(2) 法第５条第２項の規定による営

業の届出の受理 

(3) 法第５条第３項の規定による変

更及び廃止の届出の受理 

(4) 法第５条の２の規定による検査

三条市 

 

(1)～(10) （略） 

  （略） 

１の６ 社会福祉法（以下この項にお

いて「法」という｡)に基づく事務の

うち、次に掲げるもの 

 

 

(1)～(12) （略） 

（略） 

１の７ 老人福祉法（昭和38年法律第

133号。以下この項において「法」と

いう｡)に基づく事務のうち、次に掲

げるもの 

 

 

 

(1)～(18) （略） 

三 条

市、加

茂市、

十日町

市、糸

魚川市

及び佐

渡市 

 

 

 

（略） 

２ 介護保険法（以下この項において

「法」という｡)に基づく事務のうち、

次に掲げるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)～(44) （略） 

三 条

市、十

日 町

市、糸

魚川市

及び佐

渡市 

（略） 

  ５ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 
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及び確認 

(5) 法第５条の３第２項の規定によ

る地位の承継の届出の受理 

(6) 法第９条の規定による業務の停

止 

(7) 法第10条第１項の規定による立

入検査 

(8) 法第10条の２の規定による命令 

(9) 法第11条の規定による命令 

(10) 条例第５条の規定による停止

又は再開の届出の受理 

  （略） 

８ 児童福祉法（以下この項において

「法」という｡)及び新潟県児童福祉

施設の設備及び運営に関する基準を

定める条例（平成24年新潟県条例第

76号）に基づく事務のうち、次に掲

げるもの（法第39条に規定する保育

所に係るものに限る｡) 

(1)～(11) （略） 

（略） 

９ 児童福祉法（以下この項において

「法」という｡)及び新潟県児童福祉

施設の設備及び運営に関する基準を

定める条例に基づく事務のうち、次

に掲げるもの（法第40条に規定する

児童厚生施設に係るものに限る｡) 

(1)～(11) （略） 

（略） 

（略） 

  14 就学前の子どもに関する教育、保

育等の総合的な提供の推進に関する

法律（平成18年法律第77号。以下こ

の項において「法」という｡)に基づ

く事務のうち、次に掲げるもの 

(1) 法第４条第１項の規定による認

定の申請に係る書類の受理及び県

への送付 

(2) 法第５条第２項の規定による認

定の更新の申請に係る書類の受理

及び県への送付 

(3) 法第７条第１項の規定による変

更の届出に係る書類の受理及び県

への送付 

(4) 法第８条第１項の規定による報

告に係る書類の受理及び県への送

付 

(5) 法第８条第２項の規定による報

告に係る書類の受理及び県への送

付 

新潟市 

   (6) 産業労働観光部関係 

事      務 市町村 

 

 

  （略） 

８ 児童福祉法（以下この項において

「法」という｡)に基づく事務のうち、

次に掲げるもの（法第39条に規定す

る保育所に係るものに限る｡) 

 

 

 

(1)～(11) （略） 

（略） 

９ 児童福祉法（以下この項において

「法」という｡)に基づく事務のうち、

次に掲げるもの（法第40条に規定す

る児童厚生施設に係るものに限る｡) 

 

 

(1)～(11) （略） 

（略） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (6) 産業労働観光部関係 

事      務 市町村 
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（略） 

６ （略） （略） 

６の２ 中心市街地の活性化に関する

法律（平成10年法律第92号）第37条

第２項の規定による変更の届出の受

理 

三条市

及び佐

渡市 

（略） 

８ 工場立地法（昭和34年法律第24号。

以下この項において「法」という｡)

に基づく事務のうち、次に掲げるも

の（２以上の市町村の区域に係るも

のを除く｡) 

(1)～(8) （略） 

聖籠町

及び刈

羽村 

８の２ 工場立地の調査等に関する法

律の一部を改正する法律（昭和48年

法律第108号）附則第３条第１項の規

定による届出の受理 

聖籠町

及び刈

羽村 

（略） 

 (7) 農林水産部関係 

事      務 市町村 

（略） 

  ３ 農業振興地域の整備に関する法律

（昭和44年法律第58号。以下この項

において「法」という｡)に基づく事

務のうち、次に掲げるもの（２以上

の市町村の区域に係るものを除く｡) 

(1)～(6) （略） 

新 潟

市、長

岡市、

三 条

市、柏

崎市、

新発田

市、十

日 町

市、見

附市、

村 上

市、燕

市、糸

魚 川

市、五

泉市、

上 越

市、阿

賀 野

市、佐

渡市、

胎 内

市、聖

籠町、

弥 彦

村、出

雲 崎

町、湯

（略） 

６ （略） （略） 

（略） 

８ 工場立地法（昭和34年法律第24号。

以下この項において「法」という｡)

に基づく事務のうち、次に掲げるも

の（２以上の市町村の区域に係るも

のを除く｡) 

(1)～(8) （略） 

刈羽村 

（略） 

 (7) 農林水産部関係 

事      務 市町村 

（略） 

  ３ 農業振興地域の整備に関する法律

（昭和44年法律第58号。以下この項

において「法」という｡)に基づく事

務のうち、次に掲げるもの（２以上

の市町村の区域に係るものを除く｡) 

(1)～(6) （略） 

新 潟

市、長

岡市、

三 条

市、柏

崎市、

新発田

市、十

日 町

市、見

附市、

村 上

市、燕

市、糸

魚 川

市、上

越市、

阿賀野

市、佐

渡市、

胎 内

市、聖

籠町、

弥 彦

村、出

雲 崎

町、津

南町及

び刈羽
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沢町、

津南町

及び刈

羽村 

（略） 

12 森林法（昭和26年法律第249号。以

下この項において「法」という｡)に

基づく事務のうち、次に掲げるもの

（２以上の市町村の区域に係るもの

を除く｡) 

(1) 法第50条第１項（法第66条にお

いて準用する場合を含む｡)の規定

による認可 

(2) 法第50条第２項（法第66条にお

いて準用する場合を含む｡)の規定

による意見の聴取 

(3) 法第50条第３項（法第66条にお

いて準用する場合を含む｡)の規定

による通知及び公示 

(4) 法第50条第４項（法第66条にお

いて準用する場合を含む｡)の規定

による証拠の提示及び意見の陳述

の機会の付与 

(5) 法第50条第５項（法第66条にお

いて準用する場合を含む｡)の規定

による通知及び掲示 

(6) 法第58条第５項（法第66条にお

いて準用する場合を含む｡)の規定

による承認 

三条市

及び佐

渡市 

 (8) 農地部関係 

事      務 市町村 

（略） 

  ２ 農地法（以下この項において「法」

という｡)に基づく事務のうち、次に

掲げるもの 

(1)～(13) （略） 

長 岡

市、三

条市、

柏 崎

市、十

日 町

市、見

附市、

燕市、

糸魚川

市、五

泉市、

阿賀野

市、弥

彦村、

出雲崎

町、津

南町、

村 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (8) 農地部関係 

事      務 市町村 

（略） 

  ２ 農地法（以下この項において「法」

という｡)に基づく事務のうち、次に

掲げるもの 

(1)～(13) （略） 

長 岡

市、三

条市、

柏 崎

市、十

日 町

市、見

附市、

燕市、

五 泉

市、阿

賀 野

市、弥

彦村、

出雲崎

町、刈

羽村及

び関川
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刈羽村

及び関

川村 

  ３ 農地法（以下この項において「法」

という｡)に基づく事務のうち、次に

掲げるもの 

(1)～(6) （略） 

 

 

各市町

村 

４ 土地改良法（昭和24年法律第195

号。以下この項において「法」とい

う｡)に基づく事務のうち、次に掲げ

るもの 

(1) 法第57条の４第１項の規定によ

る農業集落排水施設整備事業の認

可 

(2) 法第57条の８において準用する

法第57条の４第１項の規定による

事業計画の変更の認可 

長岡市 

５ 土地改良法（以下この項において

「法」という｡)に基づく事務のうち、

次に掲げるもの 

 

(1)～(9) （略） 

（略） 

 (9) 土木部関係 

事      務 市町村 

（略） 

９ 土地区画整理法（以下この項にお

いて「法」という｡)に基づく事務の

うち、次に掲げるもの（法第２条第

４項に規定する施行地区の面積が５

ヘクタール未満のものに限り、２以

上の市町村の区域に係るものを除

く｡) 

(1)～(38) （略） 

各 市

（新潟

市、長

岡市、

三 条

市、見

附市及

び上越

市を除

く｡) 

（略） 

９の３ 土地区画整理法に基づく事務

のうち、９の項各号に掲げるもの（同

法第２条第４項に規定する施行地区

の面積が10ヘクタール未満のものに

限り、２以上の市町村の区域に係る

ものを除く｡) 

三条市

及び見

附市 

（略） 

  15の２ （略） （略） 

  15の３ 都市緑地法（昭和48年法律第

72号。以下この項において「法」と

いう｡)に基づく事務のうち、次に掲

げるもの（２以上の市町村の区域に

聖籠町

及び弥

彦村 

村 

 

 

  ３ 農地法（以下この項において「法」

という｡)に基づく事務のうち、次に

掲げるもの 

(1)～(6) （略） 

各市町

村（糸

魚川市

及び湯

沢町を

除く｡) 

４ 土地改良法（昭和24年法律第195

号。以下この項において「法」とい

う｡)に基づく事務のうち、次に掲げ

るもの 

(1)～(9) （略） 

（略） 

 (9) 土木部関係 

事      務 市町村 

（略） 

９ 土地区画整理法（以下この項にお

いて「法」という｡)に基づく事務の

うち、次に掲げるもの（法第２条第

４項に規定する施行地区の面積が５

ヘクタール未満のものに限り、２以

上の市町村の区域に係るものを除

く｡) 

(1)～(38) （略） 

 

 

各 市

（新潟

市、長

岡市、

三条市

及び上

越市を

除く｡) 

（略） 

９の３ 土地区画整理法に基づく事務

のうち、９の項各号に掲げるもの（同

法第２条第４項に規定する施行地区

の面積が10ヘクタール未満のものに

限り、２以上の市町村の区域に係る

ものを除く｡) 

三条市 

（略） 

  15の２ （略） 

 

 

 

 

（略） 
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係るものを除く｡) 

(1) 法第６条第１項の規定による緑

地保全計画の策定 

(2) 法第６条第５項の規定による意

見の聴取 

(3) 法第６条第６項の規定による公

表 

(4) 法第７条第１項（法第13条にお

いて準用する場合を含む｡)の規定

による標識の設置等 

(5) 法第７条第４項（法第13条にお

いて準用する場合を含む｡)の規定

による損失の補償 

(6) 法第７条第５項（法第10条第２

項（法第16条において準用する場

合を含む｡)及び法第13条において

準用する場合を含む｡)の規定によ

る協議 

(7) 法第７条第６項（法第10条第２

項（法第16条において準用する場

合を含む｡)及び法第13条において

準用する場合を含む｡)の規定によ

る裁決の申請 

(8) 法第８条第１項の規定による緑

地保全地域における行為の届出の

受理 

(9) 法第８条第２項の規定による命

令 

(10) 法第８条第４項の規定による

期間の延長及び通知 

(11) 法第８条第６項の規定による

期間の短縮 

(12) 法第８条第７項後段の規定に

よる通知の受理 

(13) 法第８条第８項の規定による

協議の要求 

(14) 法第９条第１項（法第15条に

おいて準用する場合を含む｡)の規

定による命令 

(15) 法第９条第２項（法第15条に

おいて準用する場合を含む｡)の規

定による措置の実施及び公告 

(16) 法第10条第１項（法第16条に

おいて準用する場合を含む｡)の規

定による損失の補償 

(17) 法第11条第１項（法第19条に

おいて準用する場合を含む｡)の規

定による報告の徴収 

(18) 法第11条第２項（法第19条に

おいて準用する場合を含む｡)の規

定による立入検査及び調査 
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(19) 法第14条第１項の規定による

特別緑地保全地区における行為の

許可 

(20) 法第14条第４項の規定による

通知の受理 

(21) 法第14条第５項の規定による

行為に着手している旨の届出の受

理 

(22) 法第14条第６項の規定による

行為をした旨の届出の受理 

(23) 法第14条第７項の規定による

助言及び勧告 

(24) 法第14条第８項後段の規定に

よる協議 

(25) 法第17条第１項の規定による

土地の買入れ 

(26) 法第17条第２項の規定による

決定 

  15の４ （略） （略） 

（略） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  15の３ （略） （略） 

（略） 

  

   （新潟県生活環境の保全等に関する条例の一部改正） 

第２条 新潟県生活環境の保全等に関する条例（昭和46年新潟県条例第51号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)を当該改正部分に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

   （事務処理の特例） 

第140条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第252

条の17の２第１項の規定に基づき、この条例及び

この条例の施行のための規則に基づく事務のうち、

次の表の左欄に掲げる事務は、それぞれ同表の右

欄に掲げる市町村が処理することとする。 

事      務 市町村 

１ （略） （略） 

２ 粉じんに係る次に掲げる事務 

(1) 第27条第１項及び第３項、第28

条第１項、第31条第１項において

準用する第19条並びに第31条第２

項において準用する第20条第３項

の規定による届出の受理 

(2) 第30条第１項の規定による命令 

(3) 第137条第１項の規定による報

告の徴収 

(4) 第138条第１項の規定による立

入検査  

長岡市

及び上

越市 

３ （略） （略） 

４ （略） （略） 

５ （略） （略） 

 （事務処理の特例） 

第140条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第252

条の17の２第１項の規定に基づき、この条例及び

この条例の施行のための規則に基づく事務のうち、

次の表の左欄に掲げる事務は、それぞれ同表の右

欄に掲げる市町村が処理することとする。 

事      務 市町村 

１ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

２ （略） （略） 

３ （略） （略） 

４ （略） （略） 
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６ （略） （略） 

７ （略） （略） 

８ （略） （略） 

  

５ （略） （略） 

６ （略） （略） 

７ （略） （略） 

  

   （新潟県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行条例の一部改正） 

第３条 新潟県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行条例（平成12年新潟県条例第27号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

   （事務処理の特例） 

第11条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第252

条の17の２第１項の規定に基づき、法、この条例

並びに法及びこの条例の施行のための規則に基づ

く事務のうち、次の表の左欄に掲げる事務は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる市町村が処理すること

とする。 

事      務 市町村 

精神障害者保健福祉手帳に係る次に

掲げる事務 

(1)～(16) （略） 

長 岡

市、三

条市、

柏 崎

市、小

千 谷

市、加

茂市、

十日町

市、見

附市、

村 上

市、糸

魚 川

市、五

泉市、

上 越

市、佐

渡市、

魚 沼

市、南

魚 沼

市、聖

籠町、

湯 沢

町、津

南町、

関川村

及び粟

島浦村 

  

 （事務処理の特例） 

第11条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第252

条の17の２第１項の規定に基づき、法、この条例

並びに法及びこの条例の施行のための規則に基づ

く事務のうち、次の表の左欄に掲げる事務は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる市町村が処理すること

とする。 

事      務 市町村 

精神障害者保健福祉手帳に係る次に

掲げる事務 

(1)～(16) （略） 

長 岡

市、三

条市、

柏 崎

市、小

千 谷

市、加

茂市、

十日町

市、見

附市、

糸魚川

市、五

泉市、

上 越

市、佐

渡市、

魚 沼

市、南

魚 沼

市、湯

沢町、

津 南

町、関

川村及

び粟島

浦村 

 

 

 

  

   （新潟県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正） 

第４条 新潟県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成11年新潟県条例第72号）の一部
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を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中別表の項の表示に下線が引かれた別表の項を次の表の改正後の欄中別表の項の表示に

下線が引かれた別表の項とする。 

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

  別表（第２条関係） 

事      務 市町村 

（略） 

２ （略） （略） 

３ 社会教育法（昭和24年法律第207

号）第９条の４第４号の規定による

認定  

上越市 

４ （略） （略） 

  

別表（第２条関係） 

事      務 市町村 

（略） 

２ （略） 

 

 

 

（略） 

３ （略） （略） 

  

     附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号)､精神保健及び精

神障害者福祉に関する法律施行令（昭和25年政令第155号)､火薬類取締法（昭和25年法律第149号)､社会福祉法

（昭和26年法律第45号)､自然公園法（昭和32年法律第161号)､老人福祉法（昭和38年法律第133号)､工場立地の

調査等に関する法律の一部を改正する法律（昭和48年法律第108号)､介護保険法（平成９年法律第123号)､特定

非営利活動促進法（平成10年法律第７号)､中心市街地の活性化に関する法律（平成10年法律第92号）及び鳥獣

の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号）並びに新潟県立自然公園条例（昭和43年新潟県

条例第28号）の規定により知事に対してなされた申請その他の行為に係る事務の処理については、なお従前の

例による。 

 



号 外 １ 新  潟  県  報 平成24年12月28日(金) 

23 

新潟県条例第49号 

新潟県手数料条例の一部を改正する条例 

 新潟県手数料条例（平成12年新潟県条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正

後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

別表（第３条関係） 

(1)～(5) （略） 

(6) 土木部関係 

 対象と

なる事

務 

名称 区 分 金 額 

（略） 

36 長期優

良住宅

の普及

の促進

に関す

る法律

第８条

第１項

の規定

に基づ

く長期

優良住

宅建築

等計画

の変更

の認定

（同法

第９条

第１項

の規定

による

申請に

係るも

のを除

く｡)の

申請に

対する

審査 

長期

優良

住宅

建築

等計

画変

更認

定申

請手

数料 

(1) 建

築を

しよ

うと

する

住宅

が一

戸建

てで

ある

場合 

１件につき 

3,800円（長期優良

住宅の普及の促進

に関する法律第８

条第２項において

準用する同法第６

条第２項の規定に

よる申出を行う場

合にあっては、建

築確認等手数料額

に3,800円を加え

た額） 

(2) 建

築を

しよ

うと

する

住宅

が共

同住

宅等

であ

る場

合 

１件につき、次に

掲げる額（長期優

良住宅の普及の促

進に関する法律第

８条第２項におい

て準用する同法第

６条第２項の規定

による申出を行う

場合にあっては、

その額に建築確認

等手数料額を加え

た額）を、申請に

係る共同住宅等に

ついて同時に申請

された住戸の数で

除して得た額（そ

の額に100円未満

の端数を生じたと

きは、これを切り

捨てた額） 

(1)～(8) （略） 

（略） 

39 都市の

低炭素 

低炭

素建 

 １件につき、次に

掲げる額を合算し 
 

別表（第３条関係） 

(1)～(5) （略） 

(6) 土木部関係 

 対象と

なる事

務 

名称 区 分 金 額 

（略） 

36 長期優

良住宅

の普及

の促進

に関す

る法律

第８条

第１項

の規定

に基づ

く長期

優良住

宅建築

等計画

の変更

の認定

（同法

第９条

第１項

の規定

による

申請に

係るも

のを除

く｡)の

申請に

対する

審査 

長期

優良

住宅

建築

等計

画変

更認

定申

請手

数料 

(1) 建

築を

しよ

うと

する

住宅

が一

戸建

てで

ある

場合 

１件につき 

3,800円（長期優良

住宅の普及の促進

に関する法律第６

条第２項の規定に

よる申出を行う場

合にあっては、建

築確認等手数料額

に3,800円を加え

た額） 

 

 

(2) 建

築を

しよ

うと

する

住宅

が共

同住

宅等

であ

る場

合 

１件につき、次に

掲げる額（長期優

良住宅の普及の促

進に関する法律第

６条第２項の規定

による申出を行う

場合にあっては、

その額に建築確認

等手数料額を加え

た額）を、申請に

係る共同住宅等に

ついて同時に申請

された住戸の数で

除して得た額（そ

の額に100円未満

の端数を生じたと

きは、これを切り

捨てた額） 

 

 

(1)～(8) （略） 

（略） 
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 化の促

進に関

する法

律（平

成24年

法律第

84号）

第53条

第１項

の規定

に基づ

く低炭

素建築

物新築

等計画

の認定

の申請

に対す

る審査 

築物

新築

等計

画認

定申

請手

数料 

 た額（都市の低炭

素化の促進に関す

る法律第54条第２

項の規定による申

出を行う場合にあ

っては、その額に

建築確認等手数料

額を加えた額） 

(1) 一戸建ての住

宅又は一戸建て

の住宅以外の建

築物のうち住戸

の部分（以下「住

戸等」という｡)

については、次

に掲げる額 

ア 住戸等の数

（以下「住戸

数」という｡)

が１戸のもの

については、

32,200円（都

市の低炭素化

の促進に関す

る法律第54条

第１項の基準

に適合するか

どうかの審査

（以下「技術

審 査 」 と い

う｡)を行わな

い場合にあっ

ては、 5,700

円） 

イ 住戸数が１

戸を超え５戸

以内のものに

つ い て は 、

65,900円（技

術審査を行わ

ない場合にあ

っ て は 、

12,400円） 

ウ 住戸数が５

戸を超え10戸

以内のものに

つ い て は 、

91,200円（技

術審査を行わ

ない場合にあ

っ て は 、 
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    18,400円） 

エ 住戸数が10

戸を超え25戸

以内のものに

つ い て は 、

126,700円（技

術審査を行わ

ない場合にあ

っ て は 、

28,000円） 

オ 住戸数が25

戸を超え50戸

以内のものに

つ い て は 、

180,300円（技

術審査を行わ

ない場合にあ

っ て は 、

44,300円） 

カ 住戸数が50

戸を超え100

戸以内のもの

については、

256,700円（技

術審査を行わ

ない場合にあ

っ て は 、

76,200円） 

キ  住戸数が

100戸を超え

200戸以内の

ものについて

は 、 346,400

円（技術審査

を行わない場

合 に あ っ て

は 、 118,300

円） 

ク  住戸数が

200戸を超え

300戸以内の

ものについて

は 、 452,900

円（技術審査

を行わない場

合 に あ っ て

は 、 148,400

円） 

ケ  住戸数が

300戸を超え 
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    るものについ

ては、531,200

円（技術審査

を行わない場

合 に あ っ て

は 、 158,000

円） 

(2) 建築物のうち

住戸等以外の部

分であって、技

術審査のうち外

壁、窓その他の

部分を通しての

熱の損失の防止

に関する基準に

適合するかどう

かの審査を要し

ないもの（以下

「熱損失審査を

要しない部分」

という｡)につい

ては、次に掲げ

る額 

ア  床面積が

300平方メー

トル以内のも

の に つ い て

は 、 100,000

円（技術審査

を行わない場

合 に あ っ て

は、10,300円） 

イ  床面積が

300平方メー

ト ル を 超 え

2,000平方メ

ートル以内の

ものについて

は 、 165,400

円（技術審査

を行わない場

合 に あ っ て

は、27,600円） 

ウ  床面積が

2,000平方メ

ートルを超え

5,000平方メ

ートル以内の

ものについて

は、255,600 
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    円（技術審査

を行わない場

合 に あ っ て

は、75,700円） 

エ  床面積が

5,000平方メ

ートルを超え

１万平方メー

トル以内のも

の に つ い て

は 、 327,300

円（技術審査

を行わない場

合 に あ っ て

は 、 117,800

円） 

オ 床面積が１

万平方メート

ルを超え２万

5,000平方メ

ートル以内の

ものについて

は 、 390,500

円（技術審査

を行わない場

合 に あ っ て

は 、 147,900

円） 

カ 床面積が２

万 5,000平方

メートルを超

えるものにつ

い て は 、

454,300円（技

術審査を行わ

ない場合にあ

っ て は 、

184,000円） 

(3) 建築物のうち

住戸等以外の部

分であって、技

術審査のうち外

壁、窓その他の

部分を通しての

熱の損失の防止

に関する基準に

適合するかどう

かの審査を要す

るもの（以下「熱

損失審査を要す

る部分」とい 
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    う｡ )について

は、次に掲げる

額 

ア  床面積が

300平方メー

トル以内のも

の に つ い て

は 、 218,600

円（技術審査

を行わない場

合 に あ っ て

は、10,300円） 

イ  床面積が

300平方メー

ト ル を 超 え

2,000平方メ

ートル以内の

ものについて

は 、 348,900

円（技術審査

を行わない場

合 に あ っ て

は、27,600円） 

ウ  床面積が

2,000平方メ

ートルを超え

5,000平方メ

ートル以内の

ものについて

は 、 495,200

円（技術審査

を行わない場

合 に あ っ て

は、75,700円） 

エ  床面積が

5,000平方メ

ートルを超え

１万平方メー

トル以内のも

の に つ い て

は 、 606,500

円（技術審査

を行わない場

合 に あ っ て

は 、 117,800

円） 

オ 床面積が１

万平方メート

ルを超え２万

5,000平方メ 
 

 

  



号 外 １ 新  潟  県  報 平成24年12月28日(金) 

29 

    ートル以内の

ものについて

は 、 714,200

円（技術審査

を行わない場

合 に あ っ て

は 、 147,900

円） 

カ 床面積が２

万 5,000平方

メートルを超

えるものにつ

い て は 、

814,700円（技

術審査を行わ

ない場合にあ

っ て は 、

184,000円） 

40 都市の

低炭素

化の促

進に関

する法

律第55

条第１

項の規

定に基

づく低

炭素建

築物新

築等計

画の変

更の認

定の申

請に対

する審

査 

低炭

素建

築物

新築

等計

画変

更認

定申

請手

数料 

(1) 住

戸数

の増

加又

は熱

損失

審査

を要

しな

い部

分若

しく

は熱

損失

審査

を要

する

部分

の床

面積

の増

加を

しよ

うと

する

場合 

増加をしようとす

る住戸数又は熱損

失審査を要しない

部分若しくは熱損

失審査を要する部

分の床面積に応じ

て39の項と同じ方

法で算出した額と

する。 

(2) そ

の他

の場

合 

１件につき、次に

掲げる額を合算し

た額（都市の低炭

素化の促進に関す

る法律第55条第２

項において準用す 
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    る同法第54条第２

項の規定による申

出を行う場合にあ

っては、その額に

建築確認等手数料

額を加えた額） 

(1) 住戸等につい

ては、次に掲げ

る額 

ア 住戸数が１

戸のものにつ

い て は 、

16,100円（技

術審査を行わ

ない場合にあ

っては、2,900

円） 

イ 住戸数が１

戸を超え５戸

以内のものに

つ い て は 、

33,000円（技

術審査を行わ

ない場合にあ

っては、6,200

円） 

ウ 住戸数が５

戸を超え10戸

以内のものに

つ い て は 、

45,600円（技

術審査を行わ

ない場合にあ

っては、9,200

円） 

エ 住戸数が10

戸を超え25戸

以内のものに

つ い て は 、

63,400円（技

術審査を行わ

ない場合にあ

っ て は 、

14,000円） 

オ 住戸数が25

戸を超え50戸

以内のものに

つ い て は 、

90,200円（技

術審査を行わ

ない場合にあ 
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    っ て は 、

22,200円） 

カ 住戸数が50

戸を超え100

戸以内のもの

については、

128,400円（技

術審査を行わ

ない場合にあ

っ て は 、

38,100円） 

キ  住戸数が

100戸を超え

200戸以内の

ものについて

は 、 173,200

円（技術審査

を行わない場

合 に あ っ て

は、59,200円） 

ク  住戸数が

200戸を超え

300戸以内の

ものについて

は 、 226,500

円（技術審査

を行わない場

合 に あ っ て

は、74,200円） 

ケ  住戸数が

300戸を超え

るものについ

ては、265,600

円（技術審査

を行わない場

合 に あ っ て

は、79,000円） 

(2) 熱損失審査を

要しない部分に

ついては、次に

掲げる額 

ア  床面積が

300平方メー

トル以内のも

の に つ い て

は、50,000円

（技術審査を

行わない場合

にあっては、

5,200円） 
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    イ 床 面 積 が 

300平方メー

ト ル を 超 え

2,000平方メ

ートル以内の

ものについて

は、82,700円

（技術審査を

行わない場合

にあっては、

13,800円） 

ウ  床面積が

2,000平方メ

ートルを超え

5,000平方メ

ートル以内の

ものについて

は 、 127,800

円（技術審査

を行わない場

合 に あ っ て

は、37,900円） 

エ  床面積が

5,000平方メ

ートルを超え

１万平方メー

トル以内のも

の に つ い て

は 、 163,700

円（技術審査

を行わない場

合 に あ っ て

は、58,900円） 

オ 床面積が１

万平方メート

ルを超え２万

5,000平方メ

ートル以内の

ものについて

は 、 195,300

円（技術審査

を行わない場

合 に あ っ て

は、74,000円） 

カ 床面積が２

万 5,000平方

メートルを超

えるものにつ

い て は 、

227,200円（技

術審査を行わ 
 

 



号 外 １ 新  潟  県  報 平成24年12月28日(金) 

33 

  
    ない場合にあ

っ て は 、

92,000円） 

(3) 熱損失審査を

要する部分につ

いては、次に掲

げる額 

ア  床面積が

300平方メー

トル以内のも

の に つ い て

は 、 109,300

円（技術審査

を行わない場

合 に あ っ て

は、5,200円） 

イ  床面積が

300平方メー

ト ル を 超 え

2,000平方メ

ートル以内の

ものについて

は 、 174,500

円（技術審査

を行わない場

合 に あ っ て

は、13,800円） 

ウ  床面積が

2,000平方メ

ートルを超え

5,000平方メ

ートル以内の

ものについて

は 、 247,600

円（技術審査

を行わない場

合 に あ っ て

は、37,900円） 

エ  床面積が

5,000平方メ

ートルを超え

１万平方メー

トル以内のも

の に つ い て

は 、 303,300

円（技術審査

を行わない場

合 に あ っ て

は、58,900円） 

オ 床面積が１ 
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    万平方メート

ルを超え２万

5,000平方メ

ートル以内の

ものについて

は 、 357,100

円（技術審査

を行わない場

合 に あ っ て

は、74,000円） 

カ 床面積が２

万 5,000平方

メートルを超

えるものにつ

い て は 、

407,400円（技

術審査を行わ

ない場合にあ

っ て は 、

92,000円） 
 

 

(7)～(9) （略） (7)～(9) （略） 

   附 則 

 この条例は、平成25年１月１日から施行する。 
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新潟県条例第50号 

一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

（一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 一般職の職員の給与に関する条例（昭和30年新潟県条例第59号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)を当該改正部分に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

別表第１（第６条関係） 

行 政 職 給 料 表 

 （略） 

 備考 (1) （略） 

(2) この表の適用を受ける職員のうち、そ

の職務の級が３級以上であるものについ

ては、同表に定める給料月額に100分の

98.91（他の職員との権衡上必要と認め

られる限度において人事委員会が別に定

める場合は、その割合）を乗じて得た額

（その額に１円未満の端数を生じたとき

はこれを切り捨てた額とする｡)を給料月

額とする。 

 

別表第２（第６条関係） 

公 安 職 給 料 表 

 （略） 

 備考 (1) （略） 

(2) この表の適用を受ける職員のうち、そ

の職務の級が３級以上であるものについ

ては、同表に定める給料月額に100分の

98.91（他の職員との権衡上必要と認め

られる限度において人事委員会が別に定

める場合は、その割合）を乗じて得た額

（その額に１円未満の端数を生じたとき

はこれを切り捨てた額とする｡)を給料月

額とする。 

 

別表第３（第６条関係） 

教 育 職 給 料 表 

 イ 教育職給料表（一） 

 （略） 

 備考 (1) （略） 

(2) この表の適用を受ける職員のうち、そ

の職務の級及び号給が１級76号給以上若

しくは２級29号給以上であるもの又は職

務の級が３級以上であるもの（再任用職

員にあつては、職務の級が３級以上であ

るもの）については、同表に定める給料

月額に100分の98.91（他の職員との権衡

上必要と認められる限度において人事委

員会が別に定める場合は、その割合）を

乗じて得た額（その額に１円未満の端数

別表第１（第６条関係） 

行 政 職 給 料 表 

 （略） 

 備考 (1) （略） 

(2) この表の適用を受ける職員のうち、そ

の職務の級が３級以上であるものについ

ては、同表に定める給料月額に100分の

98.82（他の職員との権衡上必要と認め

られる限度において人事委員会が別に定

める場合は、その割合）を乗じて得た額

（その額に１円未満の端数を生じたとき

はこれを切り捨てた額とする｡)を給料月

額とする。 

 

別表第２（第６条関係） 

公 安 職 給 料 表 

 （略） 

 備考 (1) （略） 

(2) この表の適用を受ける職員のうち、そ

の職務の級が３級以上であるものについ

ては、同表に定める給料月額に100分の

98.82（他の職員との権衡上必要と認め

られる限度において人事委員会が別に定

める場合は、その割合）を乗じて得た額

（その額に１円未満の端数を生じたとき

はこれを切り捨てた額とする｡)を給料月

額とする。 

 

別表第３（第６条関係） 

教 育 職 給 料 表 

 イ 教育職給料表（一） 

 （略） 

 備考 (1) （略） 

(2) この表の適用を受ける職員のうち、そ

の職務の級及び号給が１級76号給以上若

しくは２級29号給以上であるもの又は職

務の級が３級以上であるもの（再任用職

員にあつては、職務の級が３級以上であ

るもの）については、同表に定める給料

月額に100分の98.82（他の職員との権衡

上必要と認められる限度において人事委

員会が別に定める場合は、その割合）を

乗じて得た額（その額に１円未満の端数
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を生じたときはこれを切り捨てた額とす

る｡)を給料月額とする。 

 ロ 教育職給料表（二） 

 （略） 

 備考 (1) （略） 

(2) この表の適用を受ける職員のうち、そ

の職務の級及び号給が１級84号給以上若

しくは２級48号給以上であるもの又は職

務の級が特２級以上であるもの（再任用

職員にあつては、職務の級が２級以上で

あるもの）については、同表に定める給

料月額（その職務の級が３級である職員

にあつては同表に定める給料月額に7,700

円（人事委員会規則で定める場合にあつ

ては、別に定める額）をそれぞれ加算し

た額とする｡)に100分の98.91（他の職員

との権衡上必要と認められる限度におい

て人事委員会が別に定める場合は、その

割合）を乗じて得た額（その額に１円未

満の端数を生じたときはこれを切り捨て

た額とする｡)を給料月額とする。 

 ハ 教育職給料表（三） 

 （略） 

 備考 (1) （略） 

(2) この表の適用を受ける職員のうち、そ

の職務の級及び号給が２級61号給以上で

あるもの又は職務の級が特２級以上であ

るもの（再任用職員にあつては、職務の

級が２級以上であるもの）については、

同表に定める給料月額（その職務の級が

３級である職員にあつては同表に定める

給料月額に7,500円（人事委員会規則で

定める場合にあつては、別に定める額)

をそれぞれ加算した額とする｡)に100分

の98.91（他の職員との権衡上必要と認

められる限度において人事委員会が別に

定める場合は、その割合）を乗じて得た

額（その額に１円未満の端数を生じたと

きはこれを切り捨てた額とする｡)を給料

月額とする。 

 

別表第４（第６条関係） 

医 療 職 給 料 表 

 イ （略） 

 ロ 医療職給料表（二） 

 （略） 

 備考 (1) （略） 

(2) この表の適用を受ける職員のうち、そ

の職務の級が３級以上であるものについ

ては、同表に定める給料月額に100分の

98.91（他の職員との権衡上必要と認め

を生じたときはこれを切り捨てた額とす

る｡)を給料月額とする。 

 ロ 教育職給料表（二） 

 （略） 

 備考 (1) （略） 

(2) この表の適用を受ける職員のうち、そ

の職務の級及び号給が１級84号給以上若

しくは２級48号給以上であるもの又は職

務の級が特２級以上であるもの（再任用

職員にあつては、職務の級が２級以上で

あるもの）については、同表に定める給

料月額（その職務の級が３級である職員

にあつては同表に定める給料月額に7,700

円（人事委員会規則で定める場合にあつ

ては、別に定める額）をそれぞれ加算し

た額とする｡)に100分の98.82（他の職員

との権衡上必要と認められる限度におい

て人事委員会が別に定める場合は、その

割合）を乗じて得た額（その額に１円未

満の端数を生じたときはこれを切り捨て

た額とする｡)を給料月額とする。 

 ハ 教育職給料表（三） 

 （略） 

 備考 (1) （略） 

(2) この表の適用を受ける職員のうち、そ

の職務の級及び号給が２級61号給以上で

あるもの又は職務の級が特２級以上であ

るもの（再任用職員にあつては、職務の

級が２級以上であるもの）については、

同表に定める給料月額（その職務の級が

３級である職員にあつては同表に定める

給料月額に7,500円（人事委員会規則で

定める場合にあつては、別に定める額)

をそれぞれ加算した額とする｡)に100分

の98.82（他の職員との権衡上必要と認

められる限度において人事委員会が別に

定める場合は、その割合）を乗じて得た

額（その額に１円未満の端数を生じたと

きはこれを切り捨てた額とする｡)を給料

月額とする。 

 

別表第４（第６条関係） 

医 療 職 給 料 表 

 イ （略） 

 ロ 医療職給料表（二） 

 （略） 

 備考 (1) （略） 

(2) この表の適用を受ける職員のうち、そ

の職務の級が３級以上であるものについ

ては、同表に定める給料月額に100分の

98.82（他の職員との権衡上必要と認め
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られる限度において人事委員会が別に定

める場合は、その割合）を乗じて得た額

（その額に１円未満の端数を生じたとき

はこれを切り捨てた額とする｡)を給料月

額とする。 

 ハ 医療職給料表（三） 

 （略） 

 備考 (1) （略） 

(2) この表の適用を受ける職員のうち、そ

の職務の級が３級以上であるものについ

ては、同表に定める給料月額に100分の

98.91（他の職員との権衡上必要と認め

られる限度において人事委員会が別に定

める場合は、その割合）を乗じて得た額

（その額に１円未満の端数を生じたとき

はこれを切り捨てた額とする｡)を給料月

額とする。 

 

別表第５（第６条関係） 

研 究 職 給 料 表 

 （略） 

 備考 (1) （略） 

(2) この表の適用を受ける職員のうち、そ

の職務の級が２級以上であるものについ

ては、同表に定める給料月額に100分の

98.91（他の職員との権衡上必要と認め

られる限度において人事委員会が別に定

める場合は、その割合）を乗じて得た額

（その額に１円未満の端数を生じたとき

はこれを切り捨てた額とする｡)を給料月

額とする。 

 

別表第６（第６条関係） 

福 祉 職 給 料 表 

 （略） 

 備考 (1) （略） 

(2) この表の適用を受ける職員のうち、そ

の職務の級が２級以上であるものについ

ては、同表に定める給料月額に100分の

98.91（他の職員との権衡上必要と認め

られる限度において人事委員会が別に定

める場合は、その割合）を乗じて得た額

（その額に１円未満の端数を生じたとき

はこれを切り捨てた額とする｡)を給料月

額とする。 

られる限度において人事委員会が別に定

める場合は、その割合）を乗じて得た額

（その額に１円未満の端数を生じたとき

はこれを切り捨てた額とする｡)を給料月

額とする。 

 ハ 医療職給料表（三） 

 （略） 

 備考 (1) （略） 

(2) この表の適用を受ける職員のうち、そ

の職務の級が３級以上であるものについ

ては、同表に定める給料月額に100分の

98.82（他の職員との権衡上必要と認め

られる限度において人事委員会が別に定

める場合は、その割合）を乗じて得た額

（その額に１円未満の端数を生じたとき

はこれを切り捨てた額とする｡)を給料月

額とする。 

 

別表第５（第６条関係） 

研 究 職 給 料 表 

 （略） 

 備考 (1) （略） 

(2) この表の適用を受ける職員のうち、そ

の職務の級が２級以上であるものについ

ては、同表に定める給料月額に100分の

98.82（他の職員との権衡上必要と認め

られる限度において人事委員会が別に定

める場合は、その割合）を乗じて得た額

（その額に１円未満の端数を生じたとき

はこれを切り捨てた額とする｡)を給料月

額とする。 

 

別表第６（第６条関係） 

福 祉 職 給 料 表 

 （略） 

 備考 (1) （略） 

(2) この表の適用を受ける職員のうち、そ

の職務の級が２級以上であるものについ

ては、同表に定める給料月額に100分の

98.82（他の職員との権衡上必要と認め

られる限度において人事委員会が別に定

める場合は、その割合）を乗じて得た額

（その額に１円未満の端数を生じたとき

はこれを切り捨てた額とする｡)を給料月

額とする。 

 
 

（市町村立学校職員の給与に関する条例の一部改正） 

第２条 市町村立学校職員の給与に関する条例（昭和30年新潟県条例第61号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下この条において「追加号」という｡)を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)を当該改正部分に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び追加号を除く｡)に改める。 
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次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

 （初任給） 

第７条 新たに職員を採用するには、次に掲げる職

務の級に採用する場合にあつては、あらかじめ人

事委員会の承認を得た者のうちから、その他の場

合にあつては、人事委員会規則で定める資格基準

を有する者のうちから行わなければならない。 

(1)・(2) （略） 

(3) 行政職給料表の職務の級６級 

２ （略） 

 

別表第１（第５条関係） 

教 育 職 給 料 表 

 イ 教育職給料表（一） 

 （略） 

 備考 (1) （略） 

(2) この表の適用を受ける職員のうち、そ

の職務の級及び号給が１級84号給以上若

しくは２級48号給以上であるもの又は職

務の級が特２級以上であるもの（再任用

職員にあつては、職務の級が２級以上で

あるもの）については、同表に定める給

料月額（その職務の級が３級である職員

にあつては同表に定める給料月額に7,700

円（人事委員会規則で定める場合にあつ

ては、別に定める額）をそれぞれ加算し

た額とする｡)に100分の98.91（他の職員

との権衡上必要と認められる限度におい

て人事委員会が別に定める場合は、その

割合）を乗じて得た額（その額に１円未

満の端数を生じたときはこれを切り捨て

た額とする｡)を給料月額とする。 

 ロ 教育職給料表（二） 

 （略） 

備考 (1) （略） 

(2) この表の適用を受ける職員のうち、そ

の職務の級及び号給が２級61号給以上で

あるもの又は職務の級が特２級以上であ

るもの（再任用職員にあつては、職務の

級が２級以上であるもの）については、

同表に定める給料月額（その職務の級が

３級である職員にあつては同表に定める

給料月額に7,500円（人事委員会規則で

定める場合にあつては、別に定める額）

をそれぞれ加算した額とする｡)に100分

の98.91（他の職員との権衡上必要と認

められる限度において人事委員会が別に

定める場合は、その割合）を乗じて得た

額（その額に１円未満の端数を生じたと

 （初任給） 

第７条 新たに職員を採用するには、次に掲げる職

務の級に採用する場合にあつては、あらかじめ人

事委員会の承認を得た者のうちから、その他の場

合にあつては、人事委員会規則で定める資格基準

を有する者のうちから行わなければならない。 

(1)・(2) （略） 

 

２ （略） 

 

別表第１（第５条関係） 

教 育 職 給 料 表 

 イ 教育職給料表（一） 

 （略） 

 備考 (1) （略） 

(2) この表の適用を受ける職員のうち、そ

の職務の級及び号給が１級84号給以上若

しくは２級48号給以上であるもの又は職

務の級が特２級以上であるもの（再任用

職員にあつては、職務の級が２級以上で

あるもの）については、同表に定める給

料月額（その職務の級が３級である職員

にあつては同表に定める給料月額に7,700

円（人事委員会規則で定める場合にあつ

ては、別に定める額）をそれぞれ加算し

た額とする｡)に100分の98.82（他の職員

との権衡上必要と認められる限度におい

て人事委員会が別に定める場合は、その

割合）を乗じて得た額（その額に１円未

満の端数を生じたときはこれを切り捨て

た額とする｡)を給料月額とする。 

 ロ 教育職給料表（二） 

 （略） 

備考 (1) （略） 

(2) この表の適用を受ける職員のうち、そ

の職務の級及び号給が２級61号給以上で

あるもの又は職務の級が特２級以上であ

るもの（再任用職員にあつては、職務の

級が２級以上であるもの）については、

同表に定める給料月額（その職務の級が

３級である職員にあつては同表に定める

給料月額に7,500円（人事委員会規則で

定める場合にあつては、別に定める額）

をそれぞれ加算した額とする｡)に100分

の98.82（他の職員との権衡上必要と認

められる限度において人事委員会が別に

定める場合は、その割合）を乗じて得た

額（その額に１円未満の端数を生じたと
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きはこれを切り捨てた額とする｡)を給料

月額とする。 

 

別表第２（第５条関係） 

学 校 栄 養 職 給 料 表 

 （略） 

備考 (1) （略） 

(2) この表の適用を受ける職員のうち、そ

の職務の級が３級以上であるものについ

ては、同表に定める給料月額に100分の

98.91（他の職員との権衡上必要と認め

られる限度において人事委員会が別に定

める場合は、その割合）を乗じて得た額

（その額に１円未満の端数を生じたとき

はこれを切り捨てた額とする｡)を給料月

額とする。 

 

別表第４（第５条関係） 

級 別 標 準 職 務 表 

 イ～ハ （略） 

 ニ 行政職給料表級別標準職務表 

職務の級 標  準  職  務 

（略） 

６  級  総括事務主幹の職務 

  

きはこれを切り捨てた額とする｡)を給料

月額とする。 

 

別表第２（第５条関係） 

学 校 栄 養 職 給 料 表 

 （略） 

備考 (1) （略） 

(2) この表の適用を受ける職員のうち、そ

の職務の級が３級以上であるものについ

ては、同表に定める給料月額に100分の

98.82（他の職員との権衡上必要と認め

られる限度において人事委員会が別に定

める場合は、その割合）を乗じて得た額

（その額に１円未満の端数を生じたとき

はこれを切り捨てた額とする｡)を給料月

額とする。 

 

別表第４（第５条関係） 

級 別 標 準 職 務 表 

 イ～ハ （略） 

 ニ 行政職給料表級別標準職務表 

職務の級 標  準  職  務 

（略） 

 

 

 
 

第３条 市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  別表第３を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成24年12月28日(金) 新  潟  県  報 号 外 １ 

40 

別表第３（第５条関係） 

行  政  職  給  料  表 

 

職員の区分  職務の級 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級 

号  給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

        再任用職員

以外の職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

２ 

３ 

４ 

 

５ 

６ 

７ 

８ 

 

９ 

10 

11 

12 

 

13 

14 

15 

16 

 

17 

18 

19 

20 

 

21 

22 

23 

24 

 

25 

26 

27 

28 

 

29 

30 

31 

32 

 

33 

34 

35 

36 

円 

135,600 

136,700 

137,900 

139,000 

 

140,100 

141,200 

142,300 

143,400 

 

144,500 

145,900 

147,200 

148,500 

 

149,800 

151,300 

152,800 

154,400 

 

155,700 

157,200 

158,700 

160,200 

 

161,600 

164,300 

166,900 

169,500 

 

172,200 

173,900 

175,600 

177,300 

 

178,800 

180,600 

182,400 

184,200 

 

185,800 

187,300 

188,800 

190,300 

円 

185,800 

187,600 

189,400 

191,200 

 

192,800 

194,600 

196,400 

198,200 

 

200,000 

201,800 

203,600 

205,400 

 

207,000 

208,900 

210,800 

212,700 

 

214,600 

216,500 

218,400 

220,300 

 

222,000 

223,900 

225,800 

227,700 

 

229,300 

231,100 

232,800 

234,600 

 

236,100 

237,600 

239,100 

240,600 

 

242,100 

243,600 

245,100 

246,700 

円 

222,900 

224,800 

226,700 

228,500 

 

230,200 

232,100 

234,000 

235,800 

 

237,500 

239,400 

241,200 

243,100 

 

244,900 

246,800 

248,600 

250,400 

 

252,200 

254,200 

256,200 

258,200 

 

260,100 

262,000 

263,900 

265,700 

 

267,700 

269,600 

271,500 

273,400 

 

275,300 

277,200 

279,100 

281,000 

 

282,700 

284,600 

286,500 

288,400 

円 

261,900 

264,000 

266,000 

268,100 

 

270,200 

272,300 

274,400 

276,500 

 

278,600 

280,700 

282,800 

284,900 

 

287,000 

289,100 

291,200 

293,300 

 

295,400 

297,500 

299,600 

301,700 

 

303,800 

305,900 

308,000 

310,100 

 

312,100 

314,200 

316,300 

318,400 

 

320,400 

322,500 

324,600 

326,700 

 

328,400 

330,400 

332,500 

334,600 

円 

289,200 

291,500 

293,800 

296,100 

 

298,200 

300,500 

302,800 

305,100 

 

307,300 

309,600 

311,900 

314,200 

 

316,400 

318,600 

320,800 

323,000 

 

325,200 

327,300 

329,400 

331,400 

 

333,500 

335,600 

337,700 

339,800 

 

341,500 

343,500 

345,500 

347,500 

 

349,400 

351,300 

353,200 

355,100 

 

357,000 

358,800 

360,600 

362,300 

円 

320,600 

322,900 

325,200 

327,500 

 

329,800 

331,900 

334,100 

336,300 

 

338,600 

340,800 

343,000 

345,200 

 

347,200 

349,300 

351,400 

353,500 

 

355,500 

357,500 

359,500 

361,400 

 

363,500 

365,400 

367,400 

369,400 

 

371,500 

373,500 

375,500 

377,500 

 

379,500 

381,400 

383,300 

385,100 

 

386,900 

388,600 

390,300 

392,000 
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37 

38 

39 

40 

 

41 

42 

43 

44 

 

45 

46 

47 

48 

 

49 

50 

51 

52 

 

53 

54 

55 

56 

 

57 

58 

59 

60 

 

61 

62 

63 

64 

 

65 

66 

67 

68 

 

69 

70 

71 

72 

 

73 

74 

75 

76 

 

 

191,600 

192,900 

194,200 

195,500 

 

196,900 

198,200 

199,500 

200,800 

 

202,000 

203,300 

204,600 

205,900 

 

207,100 

208,200 

209,300 

210,400 

 

211,600 

212,600 

213,600 

214,600 

 

215,400 

216,400 

217,300 

218,300 

 

219,200 

220,200 

221,200 

222,200 

 

223,000 

224,000 

225,000 

226,100 

 

226,900 

227,700 

228,500 

229,300 

 

230,100 

230,800 

231,500 

232,200 

 

 

248,000 

249,600 

251,200 

252,800 

 

254,200 

255,600 

257,000 

258,400 

 

259,700 

261,100 

262,500 

263,900 

 

265,200 

266,400 

267,700 

269,000 

 

270,100 

271,400 

272,700 

274,000 

 

275,200 

276,300 

277,400 

278,500 

 

279,700 

280,700 

281,700 

282,700 

 

283,500 

284,400 

285,300 

286,200 

 

287,200 

288,000 

288,800 

289,600 

 

290,400 

290,900 

291,400 

291,900 

 

 

290,100 

291,900 

293,700 

295,500 

 

297,400 

299,100 

300,800 

302,500 

 

304,200 

305,900 

307,600 

309,300 

 

310,600 

312,200 

313,800 

315,400 

 

317,100 

318,700 

320,300 

321,900 

 

323,400 

324,600 

325,800 

327,000 

 

328,100 

329,100 

330,000 

331,000 

 

331,900 

332,700 

333,500 

334,300 

 

335,200 

335,900 

336,600 

337,300 

 

337,800 

338,400 

339,000 

339,600 

 

 

336,500 

338,500 

340,500 

342,500 

 

344,400 

346,300 

348,200 

350,100 

 

352,000 

353,600 

355,200 

356,800 

 

358,500 

359,700 

360,900 

362,000 

 

363,000 

364,100 

365,100 

366,200 

 

367,100 

367,800 

368,500 

369,200 

 

369,800 

370,500 

371,200 

371,900 

 

372,400 

373,100 

373,800 

374,500 

 

375,000 

375,700 

376,400 

377,100 

 

377,600 

378,300 

379,000 

379,700 

 

 

364,200 

365,600 

367,100 

368,600 

 

370,100 

371,300 

372,500 

373,700 

 

374,700 

375,600 

376,500 

377,400 

 

378,400 

379,200 

380,000 

380,800 

 

381,700 

382,400 

383,100 

383,800 

 

384,500 

385,100 

385,800 

386,500 

 

387,000 

387,700 

388,400 

389,100 

 

389,600 

390,300 

391,000 

391,700 

 

392,200 

392,900 

393,600 

394,300 

 

394,800 

395,500 

396,200 

396,900 

 

 

393,700 

394,900 

396,100 

397,300 

 

398,400 

399,600 

400,800 

402,000 

 

403,000 

403,700 

404,400 

405,100 

 

405,900 

406,600 

407,300 

408,000 

 

408,800 

409,500 

410,200 

410,900 

 

411,600 

412,300 

413,000 

413,700 

 

414,300 

415,000 

415,700 

416,400 

 

416,900 

417,500 

418,200 

418,900 

 

419,400 

420,100 

420,800 

421,500 

 

422,000 

422,700 

423,400 

424,100 

 



平成24年12月28日(金) 新  潟  県  報 号 外 １ 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 

78 

79 

80 

 

81 

82 

83 

84 

 

85 

86 

87 

88 

 

89 

90 

91 

92 

 

93 

94 

95 

96 

 

97 

98 

99 

100 

 

101 

102 

103 

104 

 

105 

106 

107 

108 

 

109 

110 

111 

112 

 

113 

114 

115 

116 

 

117 

233,000 

233,800 

234,600 

235,400 

 

236,100 

236,800 

237,500 

238,200 

 

239,000 

239,700 

240,400 

241,100 

 

241,900 

242,400 

242,900 

243,400 

 

243,700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

292,300 

292,700 

293,100 

293,500 

 

293,800 

294,200 

294,600 

295,000 

 

295,300 

295,700 

296,100 

296,500 

 

296,800 

297,200 

297,600 

298,000 

 

298,200 

298,600 

299,000 

299,400 

 

299,600 

300,000 

300,400 

300,800 

 

301,000 

301,400 

301,800 

302,200 

 

302,400 

302,800 

303,200 

303,600 

 

303,800 

304,200 

304,600 

305,000 

 

305,200 

305,600 

306,000 

306,400 

 

306,600 

340,000 

340,500 

341,000 

341,500 

 

342,000 

342,500 

343,000 

343,500 

 

344,000 

344,500 

345,000 

345,500 

 

345,900 

346,400 

346,900 

347,400 

 

347,700 

348,200 

348,700 

349,200 

 

349,500 

350,000 

350,500 

351,000 

 

351,300 

351,700 

352,100 

352,500 

 

353,000 

353,400 

353,800 

354,200 

 

354,700 

355,100 

355,500 

355,900 

 

356,400 

 

 

 

 

 

380,200 

380,800 

381,400 

382,000 

 

382,700 

383,300 

383,900 

384,500 

 

385,100 

385,700 

386,300 

386,900 

 

387,600 

388,200 

388,800 

389,400 

 

390,100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

397,300 

398,000 

398,700 

399,400 

 

399,900 

400,600 

401,300 

402,000 

 

402,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424,600 
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118 

119 

120 

 

121 

122 

123 

124 

 

125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

306,900 

307,200 

307,500 

 

307,900 

308,200 

308,500 

308,800 

 

309,200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        再任用職員  186,300 214,000 258,400 278,700 294,300 320,300 

備考 (1) この表は、事務職員に適用する。 

(2) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級以上であるものについては、同表に定め

る給料月額に100分の98.91（他の職員との権衡上必要と認められる限度において人事委員会が別に

定める場合は、その割合）を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じたときはこれを切り捨

てた額とする｡)を給料月額とする。 
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 （職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 

第４条 職員の特殊勤務手当に関する条例（平成12年新潟県条例第３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下この条において「追加号」という｡)を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)を当該改正部分に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び追加号を除く｡)に改める。 

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

 （防疫等作業手当） 

第14条 防疫等作業手当は、保健所に勤務する職員

その他の人事委員会規則で定める職員が次に掲げ

る作業に従事した場合に支給する。 

(1)・(2) （略） 

(3) 家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第

２条に定める家畜伝染病（口蹄
てい

疫、高病原性鳥

インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ

に限る｡)のまん延を防止するために行う家畜の

とさつ、家畜の死体の焼却若しくは埋却又は畜

舎等の消毒の作業  

２ 前項の手当の額は、作業に従事した日１日につ

き、次のとおりとする。 

作業の区分 手当の額 

前項第１号及び第２号に

掲げる作業 

290円 

前項第３号に掲げる作業 380円（著しく危険

であるものとして人

事委員会規則で定

める作業に従事した

場合にあっては、760

円） 

 

 （銃器犯罪捜査従事手当） 

第44条 銃器犯罪捜査従事手当は、警察官が防弾装

備を着装し、武器を携帯して行う次に掲げる業務

に従事した場合に支給する。 

(1)～(5) （略） 

(6) 暴力団等から危害を受けるおそれのある者を

保護するための警戒に係る業務であって人事委

員会規則で定めるもの 

２ 前項の手当の額は、業務に従事した日１日につ

き、次のとおりとする。  

  業務の区分 手当の額 

（略） 

 （防疫等作業手当） 

第14条 防疫等作業手当は、保健所に勤務する職員

その他の人事委員会規則で定める職員が次に掲げ

る作業に従事した場合に支給する。 

(1)・(2) （略） 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の手当の額は、作業に従事した日１日につ

き290円とする。 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 （銃器犯罪捜査従事手当） 

第44条 銃器犯罪捜査従事手当は、警察官が防弾装

備を着装し、武器を携帯して行う次に掲げる業務

に従事した場合に支給する。 

(1)～(5) （略） 

 

 

 

２ 前項の手当の額は、業務に従事した日１日につ

き、次のとおりとする。 

  業務の区分 手当の額 

（略） 
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前項第４号から第６号ま

でに掲げる業務 

（略） 

 

附 則 

１ （略） 

 （東日本大震災に対処するための手当の特例） 

２ 職員が次に掲げる作業に従事したときは、災害

応急作業手当を支給する。 

(1) 原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第

156号）第20条第２項の規定に基づく原子力災

害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示

（以下「本部長指示」という｡)により、帰還困

難区域に設定することとされた区域において行

う作業 

(2)・(3) （略） 

３～５ （略） 

前項第４号及び第５号に

掲げる業務 

（略） 

 

附 則 

１ （略） 

 （東日本大震災に対処するための手当の特例） 

２ 職員が次に掲げる作業に従事したときは、災害

応急作業手当を支給する。 

(1) 原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第

156号）第20条第３項の規定に基づく原子力災

害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示

（以下「本部長指示」という｡)により、帰還困

難区域に設定することとされた区域において行

う作業 

(2)・(3) （略） 

３～５ （略） 

 
 

 （一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正） 

第５条 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成13年新潟県条例第４号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

 （給与に関する特例） 

第５条 第３条第１号の規定により任期を定めて採

用された職員（以下「第１号任期付研究員」とい

う｡)には、次の給料表を適用する。 

 （略） 

備考 この表に定める給料月額に100分の98.91を

乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生

じたときはこれを切り捨てた額とする｡)を給

料月額とする。 

２～６ （略） 

 （給与に関する特例） 

第５条 第３条第１号の規定により任期を定めて採

用された職員（以下「第１号任期付研究員」とい

う｡)には、次の給料表を適用する。 

 （略） 

備考 この表に定める給料月額に100分の98.82を

乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生

じたときはこれを切り捨てた額とする｡)を給

料月額とする。 

２～６ （略） 

 
 

 （一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第６条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成14年新潟県条例第55号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

 （給与に関する特例） 

第７条 第２条第１項の規定により任期を定めて採

用された職員（以下「特定任期付職員」という｡)

には、次の給料表を適用する。 

 （略） 

備考 この表に定める給料月額に100分の98.91を

乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生

じたときはこれを切り捨てた額とする｡)を給

料月額とする。 

２～５ （略） 

 （給与に関する特例） 

第７条 第２条第１項の規定により任期を定めて採

用された職員（以下「特定任期付職員」という｡)

には、次の給料表を適用する。 

 （略） 

備考 この表に定める給料月額に100分の98.82を

乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生

じたときはこれを切り捨てた額とする｡)を給

料月額とする。 

２～５ （略） 

 
 

 （一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第７条 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成18年新潟県条例第５号）の一部を次の
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ように改正する。 

  次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

   附 則 

１～７ （略） 

 （給料の切替えに伴う経過措置） 

８ 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用

を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日

において受けていた給料月額（一般職の職員の給

与に関する条例等の一部を改正する条例（平成21

年新潟県条例第56号）の施行の日において同条例

附則第２項第１号に規定する減額改定対象職員で

ある者にあっては、当該給料月額に100分の99.59

を乗じて得た額（適用される給料表並びにその職

務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職

務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外

の職員にあっては、当該額に100分の98.82を乗じ

て得た額）とし、その額に１円未満の端数を生じ

たときはこれを切り捨てた額とする｡)に達しない

こととなるもの（人事委員会規則で定める職員を

除く｡)には、平成26年３月31日までの間、給料月

額のほか、その差額に相当する額から、その差額

に相当する額に２分の１を乗じて得た額（その額

が１万円を超えるときは、１万円）を減じた額（そ

の額に１円未満の端数を生じたときは、これを切

り捨てた額）を給料として支給する。 

 （略） 

９～26 （略） 

   附 則 

１～７ （略） 

 （給料の切替えに伴う経過措置） 

８ 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用

を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日

において受けていた給料月額（一般職の職員の給

与に関する条例等の一部を改正する条例（平成21

年新潟県条例第56号）の施行の日において同条例

附則第２項第１号に規定する減額改定対象職員で

ある者にあっては、当該給料月額に100分の99.59

を乗じて得た額（適用される給料表並びにその職

務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職

務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外

の職員にあっては、当該額に100分の98.82を乗じ

て得た額）とし、その額に１円未満の端数を生じ

たときはこれを切り捨てた額とする｡)に達しない

こととなるもの（人事委員会規則で定める職員を

除く｡)には、給料月額のほか、その差額に相当す

る額を給料として支給する。 

 

 

 

 

 （略） 

９～26 （略） 

 
 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。ただし、第４条の規定は、公布の日から施行する。 

 （平成25年４月１日における号給の調整） 

２ 平成25年４月１日において45歳以上の職員のうち、平成19年１月１日、平成20年１月１日及び平成21年１月

１日における昇給その他の号給の決定の状況（以下「調整考慮事項」という｡)を考慮して調整の必要があると

認められるものとして人事委員会規則で定める職員の平成25年４月１日における号給は、この項の規定の適用

がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の２号給（人事委員会規則で定める職員にあっては、１

号給）上位の号給とする。 

３ 平成25年４月１日において45歳に満たない職員のうち、調整考慮事項を考慮して調整の必要があると認めら

れるものとして人事委員会規則で定める職員の同日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場

合に同日に受けることとなる号給の１号給上位の号給とする。 

４ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号。以下「育児休業法」という｡)第11条第１項に

規定する育児短時間勤務職員に対する前２項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、

「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する

条例（平成７年新潟県条例第４号。以下「一般職員勤務時間条例」という｡)第３条第２項又は市町村立学校職

員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年新潟県条例第５号。以下「市町村立学校職員勤務時間条例」と

いう｡)第２条第２項の規定により定められたその者の勤務時間を、それぞれ一般職員勤務時間条例第３条第１

項又は市町村立学校職員勤務時間条例第２条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」

とする。 

５ 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。 

 （人事委員会への委任） 
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６ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。 
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新潟県条例第51号 

公立大学法人新潟県立看護大学の重要な財産を定める条例 

公立大学法人新潟県立看護大学に係る地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第44条第１項の条例で定め

る重要な財産は、予定価格（適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡し、又は担保に供しようとする

場合にあっては、適正な見積価格）が7,000万円以上の不動産（土地については、１件２万平方メートル以上のも

のに限る｡)若しくは動産又は不動産の信託の受益権とする。 

附 則 

 この条例は、平成25年４月１日から施行する。 
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新潟県条例第52号 

公立大学法人新潟県立看護大学への職員の引継ぎに関する条例 

公立大学法人新潟県立看護大学に係る地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第59条第２項に規定する条

例で定める内部組織は、新潟県立看護大学条例を廃止する条例（平成24年新潟県条例第53号）による廃止前の新

潟県立看護大学条例（平成13年新潟県条例第91号）第１条の規定により設置された新潟県立看護大学（事務局を

除く｡)とする。 

附 則 

 この条例は、平成25年４月１日から施行する。 
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新潟県条例第53号 

新潟県立看護大学条例を廃止する条例 

新潟県立看護大学条例（平成13年新潟県条例第91号）は、廃止する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による廃止前の新潟県立看護大学条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった入学考査料、

入学料、授業料及び証明事務手数料については、なお従前の例による。 

（一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

３ 一般職の職員の給与に関する条例（昭和30年新潟県条例第59号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中項、号及び号の細目の表示に下線が引かれた項、号及び号の細目（以下この項におい

て「移動項等」という｡)に対応する同表の改正後の欄中項、号及び号の細目の表示に下線が引かれた項、号及

び号の細目（以下この項において「移動後項等」という｡)が存在する場合には当該移動項等を当該移動後項等

とし、移動項等に対応する移動後項等が存在しない場合には当該移動項等（以下この項において「削除項等」

という｡)を削る。 

次の表の改正前の欄中別表の細目の表示に下線が引かれた別表の細目（以下この項において「移動別表細目」

という｡)に対応する次の表の改正後の欄中別表の細目の表示に下線が引かれた別表の細目（以下この項におい

て「移動後別表細目」という｡)が存在する場合には当該移動別表細目を当該移動後別表細目とし、移動別表細

目に対応する移動後別表細目が存在しない場合には当該移動別表細目を削る。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項、号及び号の細目の表示、削除項等並びに別表の細目の表示

を除く。以下この項において「改正部分」という｡)に対応する次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（項、

号及び号の細目の表示並びに別表の細目の表示を除く。以下この項において「改正後部分」という｡)が存在す

る場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該

改正部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 
  
（給料表の種類及び適用範囲） 

第６条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、

各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定

めるところによる。 

(1)・(2) （略） 

(3) 教育職給料表（別表第３） 

   

  イ （略） 

  ロ （略） 

(4)～(6) （略） 

２・３ （略） 

 

（格付及び給料の支給） 

第７条 （略） 

２・３ （略） 

 

 

 

 

（初任給） 

第８条 新たに職員を採用するには、次の各号に掲

げる職務の級に採用する場合にあつては、あらか

じめ人事委員会の承認を得た者のうちから、その

他の場合にあつては、人事委員会規則で定める資

（給料表の種類及び適用範囲） 

第６条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、

各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定

めるところによる。 

(1)・(2) （略） 

(3) 教育職給料表（別表第３） 

  イ 教育職給料表（一） 

  ロ （略） 

  ハ （略） 

(4)～(6) （略） 

２・３ （略） 

 

（格付及び給料の支給） 

第７条 （略） 

２・３ （略） 

４ 教育職給料表（一）の適用を受ける職員のうち

大学の学長の職にある職員の給料月額は、同表６

級の指定号給の額とする。 

 

（初任給） 

第８条 新たに職員を採用するには、次の各号に掲

げる職務の級に採用する場合にあつては、あらか

じめ人事委員会の承認を得た者のうちから、その

他の場合にあつては、人事委員会規則で定める資



号 外 １ 新  潟  県  報 平成24年12月28日(金) 

51 

格基準を有する者のうちから行わなければならな

い。 

(1)・(2) （略） 

 

(3) （略） 

(4) （略） 

(5) （略） 

(6) （略） 

(7) （略） 

(8) （略） 

(9) （略） 

２ （略） 

 

（管理職員特別勤務手当） 

第24条の３ 前条第１項に規定する職にある職員が

臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要に

より一般職員勤務時間条例第４条第１項、第５条

及び第６条の規定による週休日又は祝日法による

休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合

は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給

する。 

２ 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定によ

る勤務１回につき、１万2,000円を超えない範囲内

において人事委員会規則で定める額とする。ただ

し、前項の規定による勤務に従事する時間等を考

慮して人事委員会規則で定める勤務にあつては、

その額に100分の150を乗じて得た額とする。 

 

 

 

３ （略） 

 

（期末手当） 

第25条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支

給する場合においては100分の122.5、12月に支給

する場合においては100分の137.5を乗じて得た額

（行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の

級が７級以上であるもの並びに同表以外の各給料

表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及

び責任の度等がこれに相当するもの（これらの職

員のうち、人事委員会規則で定める職員を除く。

第26条において「特定幹部職員」という｡)にあつ

ては、６月に支給する場合においては100分の

102.5、12月に支給する場合においては100分の

117.5を乗じて得た額とする｡)に、基準日以前６箇

月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を

乗じて得た額とする。 

 

 

格基準を有する者のうちから行わなければならな

い。 

(1)・(2) （略） 

(3) 教育職給料表（一）の職務の級６級及び５級 

(4) （略） 

(5) （略） 

(6) （略） 

(7) （略） 

(8) （略） 

(9) （略） 

(10) （略） 

２ （略） 

 

（管理職員特別勤務手当） 

第24条の３ 前条第１項に規定する職又は大学の学

長の職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の

公務の運営の必要により一般職員勤務時間条例第

４条第１項、第５条及び第６条の規定による週休

日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休

日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員

特別勤務手当を支給する。 

２ 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定によ

る勤務１回につき、前条第１項に規定する職にあ

る職員にあつては１万2,000円を超えない範囲内に

おいて人事委員会規則で定める額、大学の学長の

職にある職員にあつては当該額のうち最高のもの

に100分の150を乗じて得た額とする。ただし、前

項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して

人事委員会規則で定める勤務にあつては、それぞ

れその額に100分の150を乗じて得た額とする。 

３ （略） 

 

（期末手当） 

第25条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支

給する場合においては100分の122.5、12月に支給

する場合においては100分の137.5を乗じて得た額

（行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の

級が７級以上であるもの並びに同表以外の各給料

表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及

び責任の度等がこれに相当するもの（これらの職

員のうち、人事委員会規則で定める職員を除く。

第26条において「特定幹部職員」という｡)にあつ

ては６月に支給する場合においては100分の102.5、

12月に支給する場合においては100分の117.5を乗

じて得た額とし、大学の学長の職にある職員にあ

つては６月に支給する場合においては100分の140、

12月に支給する場合においては100分の155を乗じ

て得た額とする｡)に、基準日以前６箇月以内の期

間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た



平成24年12月28日(金) 新  潟  県  報 号 外 １ 

52 

 

 

 

 

 

(1)～(4) （略） 

３～５ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ （略） 

 

（特定の職員についての適用除外） 

第37条の２ （略） 

２・３ （略） 

 

 

 

 

 

別表第３（第６条関係） 

教 育 職 給 料 表 

 

 

イ 教育職給料表（二） 

（略） 

ロ 教育職給料表（三） 

（略） 

 

別表第７（第６条関係） 

級 別 標 準 職 務 表 

イ・ロ （略） 

 

 

ハ 教育職給料表（二）級別標準職務表 

（略） 

ニ 教育職給料表（三）級別標準職務表 

（略） 

ホ 医療職給料表（一）級別標準職務表 

（略） 

ヘ 医療職給料表（二）級別標準職務表 

（略） 

ト 医療職給料表（三）級別標準職務表 

（略） 

額（その者が大学の学長の職にある場合において、

当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好で

ないときには、その額から、その者の勤務成績に

応じ任命権者が人事委員会規則の定める基準に従

つて定める額を減じて得た額）とする。 

(1)～(4) （略） 

３～５ （略） 

６ 第２項の任命権者が人事委員会規則の定める基

準に従つて定める額は、期末手当の支給を受ける

大学の学長の職にある職員が同項に規定する在職

期間において法第29条の規定による懲戒処分を受

けた場合を除き、第４項に規定するそれぞれの月

額の合計額に100分の20を乗じて得た額に期末手当

を支給する月に応ずる第２項に規定する割合を乗

じて得た額にその者の同項に規定する在職期間に

応ずる同項各号に定める割合を乗じて得た額を超

えるものであつてはならない。 

７ （略） 

 

（特定の職員についての適用除外） 

第37条の２ （略） 

２・３ （略） 

４ 第８条から第12条まで、第14条、第16条、第17

条、第17条の５、第20条、第21条から第24条の２

まで、第24条の５及び第26条の規定は、大学の学

長の職にある職員には適用しない。 

 

別表第３（第６条関係） 

教 育 職 給 料 表 

イ 教育職給料表（一） 

（略） 

ロ 教育職給料表（二） 

（略） 

ハ 教育職給料表（三） 

（略） 

 

別表第７（第６条関係） 

級 別 標 準 職 務 表 

イ・ロ （略） 

ハ 教育職給料表（一）級別標準職務表 

（略） 

ニ 教育職給料表（二）級別標準職務表 

（略） 

ホ 教育職給料表（三）級別標準職務表 

（略） 

ヘ 医療職給料表（一）級別標準職務表 

（略） 

ト 医療職給料表（二）級別標準職務表 

（略） 

チ 医療職給料表（三）級別標準職務表 

（略） 
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チ 研究職給料表級別標準職務表 

（略） 

リ 福祉職給料表級別標準職務表 

（略） 

リ 研究職給料表級別標準職務表 

（略） 

ヌ 福祉職給料表級別標準職務表 

（略） 
  

（公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正） 

４ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例（昭和33年新潟県条例第12号）

の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下この項において「移動条」という｡)に対応する同

表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下この項において「移動後条」という｡)が存在する場合に

は当該移動条を当該移動後条とし、移動条に対応する移動後条が存在しない場合には当該移動条（以下この項

において「削除条」という｡)を削る。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条の表示及び削除条を除く。以下この項において「改正部分」

という｡)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（条の表示を除く。以下この項において「改正後

部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が

存在しない場合には当該改正部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 
  
（趣旨） 

第１条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科

医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律

（昭和32年法律第143号。以下「法」という｡)第４

条第１項の規定に基づき、県立の中学校、高等学

校、中等教育学校、特別支援学校及び幼稚園の学

校医、学校歯科医又は学校薬剤師（以下「学校医

等」という｡)の法第３条に規定する補償（以下「補

償」という｡)の範囲、金額及び支給方法その他補

償に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

（通知） 

第２条 学校医等の負傷、疾病、障害又は死亡が公

務上のものであるときは、教育委員会は、補償を

受けるべき者に対して、その者が法によつて権利

を有する旨を速やかに通知しなければならない。 

 

第３条 （略） 

 

（報告、出頭等） 

第４条 教育委員会は、補償の実施のため必要があ

ると認めるときは、補償を受け、若しくは受けよ

うとする者又はその他の関係人に対して、報告を

させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、

又は医師の診断若しくは検案を受けさせることが

できる。 

 

（委任） 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育

（趣旨） 

第１条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科

医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律

（昭和32年法律第143号。以下「法」という｡)第４

条第１項の規定に基づき、県立の中学校、高等学

校、中等教育学校、大学、特別支援学校及び幼稚

園の学校医、学校歯科医又は学校薬剤師（以下「学

校医等」という｡)の法第３条に規定する補償（以

下「補償」という｡)の範囲、金額及び支給方法そ

の他補償に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この条例で「実施機関」とは、大学の学校

医等に関しては知事、その他の学校の学校医等に

関しては教育委員会をいう。 

 

（通知） 

第３条 学校医等の負傷、疾病、障害又は死亡が公

務上のものであるときは、実施機関は、補償を受

けるべき者に対して、その者が法によつて権利を

有する旨を速やかに通知しなければならない。 

 

第４条 （略） 

 

（報告、出頭等） 

第５条 実施機関は、補償の実施のため必要がある

と認めるときは、補償を受け、若しくは受けよう

とする者又はその他の関係人に対して、報告をさ

せ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、

又は医師の診断若しくは検案を受けさせることが

できる。 

 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、大学
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委員会規則で定める。 の学校医等に関しては知事が、その他の学校の学

校医等に関しては教育委員会が規則で定める。 
  

（公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

５ 前項の規定による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規

定は、平成25年４月１日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償について適用し、同日前に支給すべき事

由が生じた公務災害補償については、なお従前の例による。 

（義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正） 

６ 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例（昭和46年新潟県条例第50号）の一部

を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この項において「改正部分」という｡)を当該改正部分に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（義務教育諸学校等の教育職員の教職調整額の支

給等） 

第３条 義務教育諸学校等の教育職員（一般職の職

員の給与に関する条例（昭和30年新潟県条例第59

号。以下「一般職員給与条例」という｡)別表第３

イの表、ロの表又は市町村立学校職員の給与に関

する条例（昭和30年新潟県条例第61号。以下「市

町村立学校職員給与条例」という｡)別表第１の適

用を受ける者に限る。第３項及び第７条において

同じ｡)のうちその属する職務の級がこれらの給料

表の特２級、２級又は１級である者には、その者

の給料月額の100分の４に相当する額の教職調整額

を支給する。 

 

２・３ （略） 

（義務教育諸学校等の教育職員の教職調整額の支

給等） 

第３条 義務教育諸学校等の教育職員（一般職の職

員の給与に関する条例（昭和30年新潟県条例第59

号。以下「一般職員給与条例」という｡)別表第３

教育職給料表のロ教育職給料表（二)､ハ教育職給

料表（三）又は市町村立学校職員の給与に関する

条例（昭和30年新潟県条例第61号。以下「市町村

立学校職員給与条例」という｡)別表第１教育職給

料表の適用を受ける者に限る。第３項及び第７条

において同じ｡)のうちその属する職務の級がこれ

らの給料表の特２級、２級又は１級である者には、

その者の給料月額の100分の４に相当する額の教職

調整額を支給する。 

２・３ （略） 
  

（一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正） 

７ 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成13年新潟県条例第４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この項において「改正部分」という｡)に対応する同表の改

正後の欄中下線が引かれた部分（以下この項において「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部

分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 
  
（一般職員給与条例の適用除外等） 

第６条 （略） 

２ （略） 

３ 第１号任期付研究員に対する一般職員給与条例

第24条の３第１項及び任期付研究員に対する一般

職員給与条例第25条第２項の規定の適用について

は、一般職員給与条例第24条の３第１項中「前条

第１項に規定する職にある職員」とあるのは「前

条第１項に規定する職にある職員及び一般職の任

期付研究員の採用等に関する条例（平成13年新潟

県条例第４号）第３条第１号の規定により任期を

定めて採用された職員」と、一般職員給与条例第

25条第２項中「100分の122.5」とあるのは「100

分の140」と､｢100分の137.5」とあるのは「100分

の155」とする。 

 

（一般職員給与条例の適用除外等） 

第６条 （略） 

２ （略） 

３ 第１号任期付研究員に対する一般職員給与条例

第24条の３第１項及び第２項並びに任期付研究員

に対する一般職員給与条例第25条第２項の規定の

適用については、一般職員給与条例第24条の３第

１項中「前条第１項に規定する職又は大学の学長

の職にある職員」とあるのは「前条第１項に規定

する職又は大学の学長の職にある職員及び一般職

の任期付研究員の採用等に関する条例（平成13年

新潟県条例第４号。以下「任期付研究員条例」と

いう｡)第３条第１号の規定により任期を定めて採

用された職員」と、同条第２項中「前条第１項に

規定する職にある職員」とあるのは「前条第１項

に規定する職にある職員及び任期付研究員条例第

３条第１号の規定により任期を定めて採用された



号 外 １ 新  潟  県  報 平成24年12月28日(金) 

55 

職員」と、一般職員給与条例第25条第２項中「100

分の122.5」とあるのは「100分の140」と､｢100分

の137.5」とあるのは「100分の155」とする。 
  

（一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

８ 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成14年新潟県条例第55号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この項において「改正部分」という｡)に対応する同表の改

正後の欄中下線が引かれた部分（以下この項において「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部

分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 

（一般職の職員の給与に関する条例の適用除外

等） 

第８条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する一般職員給与条例第24

条の３第１項及び第25条第２項並びに市町村立学

校職員給与条例第25条第１項及び第26条第２項の

規定の適用については、一般職員給与条例第24条

の３第１項中「前条第１項に規定する職にある職

員」とあるのは「前条第１項に規定する職にある

職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条

例（平成14年新潟県条例第55号）第２条第１項の

規定により任期を定めて採用された職員」と、一

般職員給与条例第25条第２項中「100分の122.5」

とあるのは「100分の140」と､｢100分の137.5」と

あるのは「100分の155」と、市町村立学校職員給

与条例第25条第１項中「前条第１項に規定する職

にある職員」とあるのは「前条第１項に規定する

職にある職員及び一般職の任期付職員の採用等に

関する条例（平成14年新潟県条例第55号）第２条

第１項の規定により任期を定めて採用された職員」

と、市町村立学校職員給与条例第26条第２項中

「100分の122.5」とあるのは「100分の140」と､｢100

分の137.5」とあるのは「100分の155」とする。 

（一般職の職員の給与に関する条例の適用除外

等） 

第８条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する一般職員給与条例第24

条の３第１項及び第２項並びに第25条第２項並び

に市町村立学校職員給与条例第25条第１項及び第

26条第２項の規定の適用については、一般職員給

与条例第24条の３第１項中「前条第１項に規定す

る職又は大学の学長の職にある職員」とあるのは

「前条第１項に規定する職又は大学の学長の職に

ある職員及び一般職の任期付職員の採用等に関す

る条例（平成14年新潟県条例第55号。以下「任期

付職員条例」という｡)第２条第１項の規定により

任期を定めて採用された職員」と、同条第２項中

「前条第１項に規定する職にある職員」とあるの

は「前条第１項に規定する職にある職員及び任期

付職員条例第２条第１項の規定により任期を定め

て採用された職員」と、一般職員給与条例第25条

第２項中「100分の122.5」とあるのは「100分の140」

と､｢100分の137.5」とあるのは「100分の155」と、

市町村立学校職員給与条例第25条第１項中「前条

第１項に規定する職にある職員」とあるのは「前

条第１項に規定する職にある職員及び一般職の任

期付職員の採用等に関する条例（平成14年新潟県

条例第55号）第２条第１項の規定により任期を定

めて採用された職員」と、市町村立学校職員給与

条例第26条第２項中「100分の122.5」とあるのは

「100分の140」と､｢100分の137.5」とあるのは「100

分の155」とする。 
  

（調整規定） 

９ この条例及び一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成24年新潟県条例第50号。以下

「一般職員給与条例等の一部改正条例」という｡)に同一の条例についての改正規定がある場合においてこの条

例及び一般職員給与条例等の一部改正条例の施行期日が同一となるときは、当該同一の条例は、一般職員給与

条例等の一部改正条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。 
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新潟県条例第54号 

新潟県県税条例の一部を改正する条例 

新潟県県税条例（平成18年新潟県条例第10号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条を加える。 

改 正 後 改 正 前 
  

附 則 

 

第15条 （略） 

 

（個人の県民税の税率の特例） 

第15条の２ 平成26年度から平成35年度までの各年

度分の個人の県民税に限り、均等割の税率は、第

18条の規定にかかわらず、同条に規定する額に500

円を加算した額とする。 

附 則 

 

第15条 （略） 

 

  
附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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新潟県条例第56号 

新潟県保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

目次 

 第１章 総則（第１条－第14条） 

 第２章 救護施設（第15条－第24条） 

 第３章 更生施設（第25条－第30条） 

 第４章 授産施設（第31条－第36条） 

 第５章 宿所提供施設（第37条－第42条） 

 第６章 医療保護施設（第43条） 

 第７章 事業授産施設（第44条） 

 第８章 雑則（第45条） 

 附則 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、生活保護法（昭和25年法律第144号。以下「法」という｡)第39条第１項及び社会福祉法（昭

和26年法律第45号）第65条第１項の規定に基づき、保護施設及び社会福祉法第２条第２項第７号に規定する授

産施設（以下「事業授産施設」という｡)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

 （基本方針） 

第３条 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設並びに事業授産施設（以下「救護施設等」という｡)は、

利用者に対し、健全な環境のもとで、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行

うよう努めなければならない。 

 （構造設備の一般原則） 

第４条 救護施設等の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生に関する事項及び防災につ

いて十分考慮されたものでなければならない。 

 （設備の専用） 

第５条 救護施設等の設備は、専ら当該施設の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の処遇に支

障がない場合には、この限りでない。 

 （職員の資格要件） 

第６条 救護施設等の長（以下「施設長」という｡)は、社会福祉法第19条第１項各号のいずれかに該当する者若

しくは社会福祉事業に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければな

らない。 

２ 生活指導員は、社会福祉法第19条第１項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると

認められる者でなければならない。 

 （職員の専従） 

第７条 救護施設等の職員は、専ら当該施設の職務に従事することができる者をもって充てなければならない。

ただし、利用者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。 

 （苦情への対応） 

第８条 救護施設等は、その行った処遇に関する入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受

け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 救護施設等は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 
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３ 救護施設等は、その行った処遇に関し、法第19条第４項に規定する保護の実施機関（以下「実施機関」とい

う｡)から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 救護施設等は、実施機関からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を実施機関に報告しなければなら

ない。 

５ 救護施設等は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第１項の規定による調査に

できる限り協力しなければならない。 

 （非常災害対策） 

第９条 救護施設等は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、当該救護施設等の所

在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に対する具体的計

画を立てておかなければならない。 

２ 救護施設等は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

 （帳簿の整備） 

第10条 救護施設等は、設備、職員、会計及び利用者の処遇の状況に関する帳簿を整備しておかなければならな

い。 

２ 救護施設等は、利用者の処遇の状況に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなけ

ればならない。 

(1) 行った具体的な処遇の内容等の記録 

(2) 第８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(3) 次条第２項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得な

い理由の記録 

(4) 第13条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

 （処遇の方針） 

第11条 救護施設等は、利用者の処遇に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するた

め緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」とい

う｡)を行ってはならない。 

２ 救護施設等は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 （秘密保持等） 

第12条 救護施設等の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしては

ならない。 

２ 救護施設等は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏

らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

 （事故発生の防止及び発生時の対応） 

第13条 救護施設等は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に定める措置を講じなければならない。 

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整

備すること。 

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を

通した改善策について、職員に周知徹底を図る体制を整備すること。 

(3) 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。 

２ 救護施設等は、利用者の処遇により事故が発生した場合は、速やかに実施機関、利用者の家族等に連絡を行

うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

３ 救護施設等は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 
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４ 救護施設等は、利用者の処遇により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければな

らない。 

 （暴力団等の排除） 

第14条 救護施設等は、その運営について、新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第３条に規定

する基本理念にのっとり、同条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員等による

不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。 

   第２章 救護施設 

 （規模） 

第15条 救護施設は、30人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。 

２ 救護施設は、当該施設と一体的に管理運営を行う、日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて生活

扶助を行うことを目的とする施設であって入所者が20人以下のもの（以下この章において「サテライト型施設」

という｡)を設置する場合は、５人以上の人員を入所させることができる規模を有するものとしなければならな

い。 

３ 救護施設は、被保護者の数が当該施設における入所者の総数のうちに占める割合が80パーセント以上としな

ければならない。 

 （設備の基準） 

第16条 救護施設の建物（入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く｡)は、耐火建築物（建築基準

法（昭和25年法律第201号）第２条第９号の２に規定する耐火建築物をいう。以下同じ｡)又は準耐火建築物（同

法第２条第９号の３に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ｡)でなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規

則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての救護施設の建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保され

ていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

３ 救護施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用するこ

とにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、設備

の一部を設けないことができる。 

(1) 居室 

(2) 静養室 

(3) 食堂 

(4) 集会室 

(5) 浴室 

(6) 洗面所 

(7) 便所 

(8) 医務室 

(9) 調理室 

(10) 事務室 

(11) 宿直室 

(12) 介護職員室 

(13) 面接室 

(14) 洗濯室又は洗濯場 

(15) 汚物処理室 

(16) 霊安室 

４ 前項各号に掲げる設備の基準は、規則で定める。  
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 （サテライト型施設の設備の基準） 

第17条 前条の規定は、サテライト型施設の設備の基準について準用する。 

 （職員の配置の基準） 

第18条 救護施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する救護施設

にあっては、第７号に掲げる職員を置かないことができる。 

(1) 施設長 

(2) 医師 

(3) 生活指導員 

(4) 介護職員 

(5) 看護師又は准看護師 

(6) 栄養士 

(7) 調理員 

２ 生活指導員、介護職員及び看護師又は准看護師の総数は、規則で定める。 

 （居室の入所人員） 

第19条 一の居室に入所させる人員は、原則として４人以下とする。 

 （給食） 

第20条 給食は、あらかじめ作成された献立に従って行うこととし、その献立は栄養並びに入所者の身体的状況

及び嗜
し

好を考慮したものでなければならない。 

 （健康管理） 

第21条 入所者については、その入所時及び毎年定期に２回以上健康診断を行わなければならない。 

 （衛生管理等） 

第22条 救護施設は、入所者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又

は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理を適正に行わなければなら

ない。 

２ 救護施設は、当該救護施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努め

なければならない。 

 （生活指導等） 

第23条 救護施設は、入所者に対し、生活の向上及び更生のための指導を受ける機会を与えなければならない。 

２ 救護施設は、入所者に対し、その精神的及び身体的条件に応じ、機能を回復し又は機能の減退を防止するた

めの訓練又は作業に参加する機会を与えなければならない。 

３ 入所者の日常生活に充てられる場所は、必要に応じ、採暖のための措置を講じなければならない。 

４ １週間に２回以上、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。 

５ 教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーション行事を行わなければならない。 

 （給付金として支払を受けた金銭の管理） 

第24条 救護施設は、当該救護施設の設置者が入所者に係る規則で定める給付金（以下この条において「給付金」

という｡)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければな

らない。 

(1) 当該入所者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの（これらの運用により生じた収益を含む。以下この条に

おいて「入所者に係る金銭」という｡)をその他の財産と区分すること。 

(2) 入所者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。 

(3) 入所者に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。 

(4) 当該入所者が退所した場合には、速やかに、入所者に係る金銭を当該入所者に取得させること。 
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   第３章 更生施設 

 （規模） 

第25条 更生施設は、30人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。 

２ 更生施設は、被保護者の数が当該施設における入所者の総数のうちに占める割合が80パーセント以上としな

ければならない。 

 （設備の基準） 

第26条 更生施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用す

ることにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、

設備の一部を設けないことができる。 

(1) 居室 

(2) 静養室 

(3) 集会室 

(4) 食堂 

(5) 浴室 

(6) 洗面所 

(7) 便所 

(8) 医務室 

(9) 作業室又は作業場 

(10) 調理室 

(11) 事務室 

(12) 宿直室 

(13) 面接室 

(14) 洗濯室又は洗濯場 

２ 第16条第１項及び第２項の規定は、更生施設について準用する。 

３ 前２項に規定するもののほか、第１項各号に掲げる設備の基準は、規則で定める。  

 （職員の配置の基準） 

第27条 更生施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する更生施設

にあっては、第７号に掲げる職員を置かないことができる。 

(1) 施設長 

(2) 医師 

(3) 生活指導員 

(4) 作業指導員 

(5) 看護師又は准看護師 

(6) 栄養士 

(7) 調理員 

２ 生活指導員、作業指導員及び看護師又は准看護師の総数は、規則で定める。 

 （生活指導等） 

第28条 更生施設は、入所者の勤労意欲を助長するとともに、入所者が退所後健全な社会生活を営むことができ

るよう入所者各人の精神及び身体の条件に適合する更生計画を作成し、これに基づく指導をしなければならな

い。 

２ 前項に定めるもののほか、生活指導等については、第23条（第２項を除く｡)の規定を準用する。 

 （作業指導） 
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第29条 更生施設は、入所者に対し、前条第１項の更生計画に従って、入所者が退所後自立するのに必要な程度

の技能を修得させなければならない。 

２ 作業指導の種目を決定するに当たっては、地域の実情及び入所者の職歴を考慮しなければならない。 

 （準用） 

第30条 第19条から第22条まで及び第24条の規定は、更生施設について準用する。 

   第４章 授産施設 

 （規模） 

第31条 授産施設は、20人以上の人員を利用させることができる規模を有しなければならない。 

２ 授産施設は、被保護者の数が当該施設における利用者の総数のうちに占める割合が50パーセント以上としな

ければならない。 

 （設備の基準） 

第32条 授産施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用す

ることにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、

設備の一部を設けないことができる。 

(1) 作業室 

(2) 作業設備 

(3) 食堂 

(4) 洗面所 

(5) 便所 

(6) 事務室 

２ 前項各号に掲げる設備の基準は、規則で定める。 

 （職員の配置の基準） 

第33条 授産施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。 

(1) 施設長 

(2) 作業指導員 

 （工賃の支払） 

第34条 授産施設の利用者には、事業収入の額から、事業に必要な経費の額を控除した額に相当する額の工賃を

支払わなければならない。 

 （自立指導） 

第35条 授産施設は、利用者に対し、作業を通じて自立のために必要な指導を行わなければならない。 

 （準用） 

第36条 第22条の規定（医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理に係る部分を除く｡)は、授産施設について準

用する。 

   第５章 宿所提供施設 

 （規模） 

第37条 宿所提供施設は、30人以上の人員を利用させることができる規模を有しなければならない。 

２ 宿所提供施設は、被保護者の数が当該施設における入所者の総数のうちに占める割合が50パーセント以上と

しなければならない。 

 （設備の基準） 

第38条 宿所提供施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利

用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないとき

は、設備の一部を設けないことができる。 
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(1) 居室 

(2) 炊事設備 

(3) 便所 

(4) 面接室 

(5) 事務室 

２ 前項各号に掲げる設備の基準は、規則で定める。 

 （職員の配置の基準） 

第39条 宿所提供施設には、施設長を置かなければならない。 

 （居室の利用世帯） 

第40条 一の居室は、やむを得ない理由がある場合を除き、２以上の世帯に利用させてはならない。 

 （生活相談） 

第41条 宿所提供施設は、生活の相談に応ずる等利用者の生活の向上を図ることに努めなければならない。 

 （準用） 

第42条 第22条の規定（医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理に係る部分を除く｡)は、宿所提供施設につい

て準用する。 

   第６章 医療保護施設 

第43条 医療保護施設は、医療法（昭和23年法律第205号）その他医療に関する法令に基づき適切に運営されてい

なければならない。 

   第７章 事業授産施設 

第44条 第31条第１項及び第32条から第36条までの規定は、事業授産施設について準用する。 

   第８章 雑則 

 （委任） 

第45条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準（昭

和41年厚生省令第18号。以下「基準省令」という｡)第７条第１項又は地域の自主性及び自立性を高めるための

改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成23年法律第105号）附則第22条の規定によりこの条

例が施行されるまでの間において同法第31条の規定による改正後の法第39条第１項に規定する条例で定める基

準とみなされることとされた基準省令第７条第１項の規定に基づき策定された非常災害に対する具体的計画は、

平成26年３月31日までの間は、第９条第１項の規定に基づき策定された非常災害に対する具体的計画とみなす。 
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新潟県条例第57号 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に

伴う関係条例の整備に関する条例 

（新潟県福祉のまちづくり条例の一部改正） 

第１条 新潟県福祉のまちづくり条例（平成８年新潟県条例第９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中節及び号の表示に下線が引かれた節及び号（以下この条において「移動後節等」とい

う｡)に対応する同表の改正前の欄中節及び号の表示に下線が引かれた節及び号（以下この条において「移動節

等」という｡)が存在する場合には当該移動節等を当該移動後節等とし、移動後節等に対応する移動節等が存在

しない場合には当該移動後節等（以下この条において「追加節等」という｡)を加える。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（節及び号の表示並びに追加節等を除く。以下この条において「改

正後部分」という｡)に対応する同表の改正前の欄中下線が引かれた部分（節及び号の表示を除く。以下この条

において「改正部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応

する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

目次 

第１章・第２章 （略） 

第３章 施設等の整備 

第１節 特定道路及び特定公園施設の整備（第

９条の２） 

第２節 （略） 

第３節 （略） 

第４節 （略） 

第４章 （略） 

附則 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

(1) （略） 

(2) 特定道路  高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律（平成18年法律第91号。

以下「法」という｡)第２条第９号の特定道路を

いう。 

(3) 特定公園施設  法第２条第13号の特定公園施

設をいう。 

(4) 公共的施設 病院、百貨店、社会福祉施設、

銀行、官公庁舎、道路（特定道路を除く｡)、公

園（特定公園施設を除く｡)その他の多数の者の

利用に供する施設で、規則で定めるものをいう。 

(5) （略） 

(6) （略） 

 

第３章 （略） 

 

第１節 特定道路及び特定公園施設の整備 

 

第９条の２ 知事は、法第10条第１項の道路移動等

円滑化基準及び法第13条第１項の都市公園移動等

円滑化基準を、規則で定めるものとする。 

目次 

第１章・第２章 （略） 

第３章 施設等の整備 

 

 

第１節 （略） 

第２節 （略） 

第３節 （略） 

第４章 （略） 

附則 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

(1) （略） 

 

 

 

 

 

 

(2) 公共的施設 病院、百貨店、社会福祉施設、

銀行、官公庁舎、道路、公園その他の多数の者

の利用に供する施設で、規則で定めるものをい

う。 

(3) （略） 

(4) （略） 

 

第３章 （略） 
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第２節 （略） 

 

第３節 （略） 

 

（事前協議） 

第15条 （略） 

２ 特定公共的施設の新設等をしようとする者が、

法第14条第１項の規定により同項の建築物移動等

円滑化基準に適合させなければならない当該特定

公共的施設について、建築基準法（昭和25年法律

第201号）第６条第１項（同法第87条第１項にお

いて準用する場合を含む｡)の規定による確認の申

請書を提出したときは、当該建築物移動等円滑化

基準において整備基準に適合させるための措置と

同等以上の措置が定められている事項については、

前項の規定による協議をしたものとみなす。 

 

 

 

第４節 （略） 

 

（国等に関する特例） 

第25条 国、地方公共団体その他規則で定める者（次

項において「国等」という｡)については、第３章

第３節の規定は、適用しない。 

２ （略） 

 

第１節 （略） 

 

第２節 （略） 

 

（事前協議） 

第15条 （略） 

２ 特定公共的施設の新設等をしようとする者が、

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律（平成18年法律第91号）第14条第１項の規

定により同項の建築物移動等円滑化基準に適合さ

せなければならない当該特定公共的施設について、

建築基準法（昭和25年法律第201号）第６条第１

項（同法第87条第１項において準用する場合を含

む｡)の規定による確認の申請書を提出したときは、

当該建築物移動等円滑化基準において整備基準に

適合させるための措置と同等以上の措置が定めら

れている事項については、前項の規定による協議

をしたものとみなす。 

 

第３節 （略） 

 

（国等に関する特例） 

第25条 国、地方公共団体その他規則で定める者（次

項において「国等」という｡)については、第３章

第２節の規定は、適用しない。 

２ （略） 

 
 

（新潟県食品衛生法に基づく公衆衛生上必要な基準等に関する条例の一部改正） 

第２条 新潟県食品衛生法に基づく公衆衛生上必要な基準等に関する条例（平成11年新潟県条例第53号）の一部

を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下この条において「移動後条」という｡)に対応する

同表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下この条において「移動条」という｡)が存在する場合に

は当該移動条を当該移動後条とし、移動後条に対応する移動条が存在しない場合には当該移動後条（以下この

条において「追加条」という｡)を加える。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（条の表示及び追加条を除く。以下この条において「改正後部分」

という｡)に対応する同表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条の表示を除く。以下この条において「改正部

分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存

在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

 
 

新潟県食品衛生法施行条例 

 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、食品衛生法（昭和22年法律第

233号。以下「法」という｡)及び食品衛生法施行令

（昭和28年政令第229号。以下「政令」という｡)

の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（食品衛生検査施設の基準） 

第２条 政令第８条第１項に規定する食品衛生検査

新潟県食品衛生法に基づく公衆衛生上必要な

基準等に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、食品衛生法（昭和22年法律第

233号。以下「法」という｡)の定めるところによ

り、営業に係る公衆衛生上必要な基準等について

定めるものとする。 
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施設の設備に係る基準は、次のとおりとする。 

(1) 理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、

事務室等を設けること。 

(2) 純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、

電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高

圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養

装置、恒温槽その他の検査又は試験のために必

要な機械及び器具を備えること。 

２ 政令第８条第１項に規定する食品衛生検査施設

に配置する職員に係る基準は、検査又は試験のた

めに必要な職員を置くこととする。 

 

第３条 （略） 

 

第４条 （略） 

 

第５条 （略） 

 

第６条 （略） 

 

（手数料） 

第７条 法第26条第１項の規定による知事の行う検

査を受けようとする者は、新潟県保健環境科学研

究所等使用料及び手数料条例（昭和43年新潟県条

例第７号）の定めるところにより、同条例別表第

１の８の項に定める額の手数料を納めなければな

らない。 

 

第８条 法第52条第１項の規定による営業の許可の

申請をしようとする者は、政令第35条各号に掲げ

る営業の種類ごとに、１件につきそれぞれ別表第

３に定める額の手数料を納めなければならない。 

 

２～４ （略） 

 

別表第１（第３条関係） 

 （略） 

 

別表第２（第４条関係） 

 （略） 

 

別表第３（第８条関係） 

 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２条 （略） 

 

第３条 （略） 

 

第４条 （略） 

 

第５条 （略） 

 

（手数料） 

第６条 法第26条第１項の規定による知事の行う検

査を受けようとする者は、新潟県保健環境科学研

究所等使用料及び手数料条例（昭和43年新潟県条

例第７号）の定めるところにより、同条例別表第

１の７の項に定める額の手数料を納めなければな

らない。 

 

第７条 法第52条第１項の規定による営業の許可の

申請をしようとする者は、食品衛生法施行令（昭

和28年政令第229号）第35条各号に掲げる営業の

種類ごとに、１件につきそれぞれ別表第３に定め

る額の手数料を納めなければならない。 

２～４ （略） 

 

別表第１（第２条関係） 

 （略） 

 

別表第２（第３条関係） 

 （略） 

 

別表第３（第７条関係） 

 （略） 

 
 

附 則 

 この条例は、平成25年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定（新潟県食品衛生法に基づく公衆衛生上

必要な基準等に関する条例第６条の改正(｢別表第１の７の項」を「別表第１の８の項」に改める部分に限る｡)に

限る｡)は、公布の日から施行する。 
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新潟県条例第58号 

新潟県国民健康保険調整交付金条例の一部を改正する条例 

新潟県国民健康保険調整交付金条例（平成17年新潟県条例第80号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正

後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（県調整交付金の額） 

第３条 基準交付金の総額は、法第72条の２第２項

の規定により算出される県調整交付金の総額（以

下「県調整交付金の総額」という｡)の９分の８に

相当する額とする。 

２ 支援交付金の総額は、県調整交付金の総額の９

分の１に相当する額とする。 

３ （略） 

（県調整交付金の額） 

第３条 基準交付金の総額は、法第72条の２第２項

の規定により算出される県調整交付金の総額（以

下「県調整交付金の総額」という｡)の７分の６に

相当する額とする。 

２ 支援交付金の総額は、県調整交付金の総額の７

分の１に相当する額とする。 

３ （略） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、平成24年度分の新潟県国民健康保険調整交付金条例第１条の県調整交付金

から適用する。 
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新潟県条例第59号 

新潟県病院及び診療所の人員及び施設等に関する基準を定める条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、医療法（昭和23年法律第205号。以下「法」という｡)第７条の２第４項及び第５項、法第18

条並びに法第21条第１項及び第２項の規定に基づき、病院及び診療所の人員及び施設等に関する基準を定める

ものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

（既存病床数及び申請病床数の補正に関する基準） 

第３条 法第７条の２第４項の規定により、病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更

の許可又は診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請がなさ

れた場合において、知事が当該申請に係る病床の種別に応じ医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号。以下

「省令」という｡)第30条の30に規定する区域における既存の病床の数及び当該申請に係る病床数を算定するに

当たって行わなければならない補正の基準は、次のとおりとする。 

(1) 国の開設する病院若しくは診療所であって、宮内庁、総務省、法務省、財務省、林野庁若しくは防衛省が

所管するもの、独立行政法人労働者健康福祉機構の開設する病院若しくは診療所であって、労働者災害補償

保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被ったもののみの診療を行うもの、

特定の事務所若しくは事業所の従業員及びその家族の診療のみを行う病院若しくは診療所、児童福祉法（昭

和22年法律第164号）第42条第２号に規定する医療型障害児入所施設若しくは障害者自立支援法（平成17年法

律第123号）第５条第６項に規定する療養介護を行う施設である病院又は独立行政法人自動車事故対策機構法

（平成14年法律第183号）第13条第３号に規定する施設である病院若しくは診療所の病床については、病床の

種別ごとに既存の病床の数又は当該申請に係る病床数に当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、

隊員及びその家族以外の者、業務上の災害を被った労働者以外の者、従業員及びその家族以外の者又は入院

患者以外の者の数を当該病床の利用者の数で除して得た数（その数が、0.05以下であるときは零とする｡)を

乗じて得た数を既存の病床の数及び当該申請に係る病床数として算定すること。 

(2) 放射線治療病室の病床、無菌病室の病床又は集中強化治療室若しくは心疾患強化治療室の病床であって、

当該病室の入院患者が当該病室における治療終了後の入院のために専ら用いる他の病床が同一病院内に確保

されているものについては、既存の病床の数及び当該申請に係る病床数に算定しないこと。 

(3) 介護老人保健施設の入所定員については、当該介護老人保健施設の入所定員数に0.5を乗じて得た数を療養

病床又は一般病床に係る既存の病床の数として算定すること。 

(4) 国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床については、既存の病床の数に算定しないこと。 

(5) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律（平成15年法律第110号）第

16条第１項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた指定入院医療機関である病院の病床（同法第42条第１

項第１号又は第61条第１項第１号の決定を受けた者に対する同法による入院による医療に係るものに限る｡)

については、既存の病床の数に算定しないこと。 

２ 前項第１号の当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、隊員及びその家族以外の者、従業員及び

その家族以外の者、業務上の災害を被った労働者以外の者又は入院患者以外の者の数並びに当該病床の利用者

の数並びに同項第２号の放射線治療病室の病床、無菌病室の病床又は集中強化治療室若しくは心疾患強化治療

室の病床であって、当該病室の入院患者が当該病室における治療終了後の入院のために専ら用いる他の病床が

同一病院内に確保されているものの数は、病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更

の許可又は診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請があっ

た日前の直近の９月30日における数によるものとする。この場合において、当該許可の申請があった日前の直

近の９月30日において業務が行われなかったときは、当該病院又は診療所における実績、当該病院又は診療所

と機能及び性格を同じくする病院又は診療所の実績等を考慮して知事が推定する数によるものとする。 

３ 当該申請に係る病床数についての第１項第１号の当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、従業

員及びその家族以外の者又は入院患者以外の者の数並びに当該病床の利用者の数並びに同項第２号の放射線治

療病室の病床、無菌病室の病床又は集中強化治療室若しくは心疾患強化治療室の病床であって、当該病室の入

院患者が当該病室における治療終了後の入院のために専ら用いる他の病床が同一病院内に確保されることが見

込まれるものの数は、前項の規定にかかわらず当該申請に係る病院の機能及び性格、当該病院に当該申請に係

る病床の種別の既存の病床がある場合における当該既存の病床における実績、当該病院と機能及び性格を同じ

くする病院の実績等を考慮して知事が推定する数によるものとする。 
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（既存の病床数とみなす介護老人保健施設の入所定員数に関する基準） 

第４条 法第７条の２第５項の規定により、介護老人保健施設の入所定員数は、介護老人保健施設の入所定員数

に0.5を乗じて得た数を療養病床又は一般病床に係る既存の病床の数とみなすものとする。 

（専属の薬剤師の配置に関する基準） 

第５条 法第18条の規定により、専属の薬剤師を置かなければならない病院又は診療所の開設者は、病院又は医

師が常時３人以上勤務する診療所の開設者とする。 

（病院の従業者に関する基準） 

第６条 法第21条第１項の規定により、病院に置くべき従業者は次のとおりとし、その員数は、規則で定める。 

(1) 薬剤師 

(2) 看護師及び准看護師 

(3) 看護補助者 

(4) 栄養士 

(5) 診療放射線技師、事務員その他の従業者 

(6) 理学療法士及び作業療法士 

（病院の施設に関する基準） 

第７条 法第21条第１項第12号の規定により、条例で定める施設は、次のとおりとする。 

(1) 消毒施設及び洗濯施設（法第15条の２の規定により繊維製品の減菌消毒の業務又は寝具類の洗濯の業務を

委託する場合における当該業務に係る設備を除く｡) 

(2) 談話室（療養病床を有する病院に限る｡) 

(3) 食堂（療養病床を有する病院に限る｡) 

(4) 浴室（療養病床を有する病院に限る｡) 

２ 前項各号に掲げる施設の構造設備は、規則で定める。 

（療養病床を有する診療所の従業者に関する基準） 

第８条 法第21条第２項の規定により、療養病床を有する診療所に置くべき従業者は、次のとおりとし、その員

数は、規則で定める。 

(1) 看護師及び准看護師 

(2) 看護補助者 

(3) 事務員その他の従業者 

（療養病床を有する診療所の施設に関する基準） 

第９条 法第21条第２項第３号の規定により、条例で定める施設は、次のとおりとする。 

(1) 談話室 

(2) 食堂 

(3) 浴室 

２ 前項各号に掲げる施設の構造設備は、規則で定める。 

（委任） 

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成12年４月１日以後に介護保険法第94条の規定による開設の許可又は入所定員の増加に係る変更の許可を

受けた介護老人保健施設及び平成３年６月26日以後に介護保険法施行法（平成９年法律第124号）第24条の規定

による改正前の老人保健法（昭和57年法律第80号）第46条の６の規定による開設の許可又は入所定員の増加に

係る変更の許可を受けた老人保健施設であって介護保険法施行法第８条第１項の規定によりその開設者が介護

保険法第94条第１項の許可を受けたものとみなされた介護老人保健施設の入所定員（入所定員の増加に係る変

更の場合は、当該増加部分に限る｡)については、当分の間、第３条第１項第３号及び第４条の規定は適用しな

い。 

３ 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成11年厚生省令第40号）附則第13条の

療養病床の転換を行った介護老人保健施設の入所定員（同条の転換に係る部分に限る｡)については、当該転換

を行った日から同日以後最初の省令第30条の30第１号の規定に基づき療養病床及び一般病床に係る基準病床数

を県において算定する日までの間に限り、前項の規定にかかわらず、第３条第１項第３号及び第４条中「入所
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定員に0.5を乗じて得た数」とあるのは､｢入所定員数」とする。 

４ 平成13年３月１日前から医療法等の一部を改正する法律（平成12年法律第141号）による改正前の医療法（以

下「旧医療法」という｡)第７条第１項の開設の許可を受けている病院の建物（同日において現に存するもの（基

本的な構造設備が完成しているものを含み、同日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く｡)に限

る｡)内の旧医療法第１条の５第３項に規定する療養型病床群（以下「旧療養型病床群」という｡)に係る病床で

あって、医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成13年厚生労働省令第８号。以下「平成13年改正省令」

という｡)第８条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成10年厚生労働省令第35号。

以下「平成10年改正省令」という｡)附則第８条の規定の適用によりなお効力を有することとされている平成10

年改正省令第３条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成５年厚生省令第３号）

附則第６条の規定の適用を受けているものを有する病院（同日以後に新築され、増築され、若しくは全面的に

改築された部分に療養病床を有するものを除く｡)のうち、第７条第１項第２号から第４号までの規定に適合し

ないものについては、当該規定は適用しない。 

５ 平成13年３月１日前から開設されている診療所の建物（同日において現に存するもの（基本的な構造設備が

完成しているものを含み、同日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く｡)に限る｡)内の旧療養型

病床群に係る病床であって、平成13年改正省令第８条の規定による改正前の平成10年改正省令附則第６条の規

定の適用を受けているものを有する診療所（同日以後に新築され、増築され、若しくは全面的に改築された部

分に療養病床を有するものを除く｡)のうち第９条第１項の規定に適合しないものについては、当該規定は適用

しない。 
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新潟県条例第60号 

新潟県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例 

目次 

第１章 趣旨及び基本方針（第１条－第３条） 

第２章 人員に関する基準（第４条） 

第３章 施設及び設備に関する基準（第５条・第６条） 

第４章 運営に関する基準（第７条－第43条） 

第５章 ユニット型介護老人保健施設の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基準 

第１節 この章の趣旨及び基本方針（第44条・第45条） 

第２節 施設及び設備に関する基準（第46条） 

第３節 運営に関する基準（第47条－第55条） 

第６章 雑則（第56条） 

附則 

第１章 趣旨及び基本方針 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という｡)第97条第１項から第３項までの規

定に基づき、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

（基本方針） 

第３条 介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練

その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるようにすることとともに、その者の居宅における生活への復帰を目指すものでなければ

ならない。 

２ 介護老人保健施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護保健施設サービスの

提供に努めなければならない。 

３ 介護老人保健施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町

村、居宅介護支援事業者（居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ｡)、居宅サービス事業者（居宅サービ

ス事業を行う者をいう。以下同じ｡)、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供す

る者との密接な連携に努めなければならない。 

第２章 人員に関する基準 

（従業者） 

第４条 法第97条第２項の規定による介護老人保健施設に置くべき医師、看護師、介護支援専門員及び介護その

他の業務に従事する従業者は、次に掲げるとおりとし、その員数及び当該員数の算定の方法等は、規則で定め

る。 

(1) 医師 

(2) 薬剤師 

(3) 看護師若しくは准看護師（以下「看護職員」という｡)又は介護職員（以下「看護及び介護職員」という｡) 

(4) 支援相談員 

(5) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 

(6) 栄養士 

(7) 介護支援専門員 
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(8) 調理員、事務員その他の従業者 

第３章 施設及び設備に関する基準 

（施設） 

第５条 介護老人保健施設は、次に掲げる施設を有しなければならない。ただし、サテライト型小規模介護老人

保健施設の場合にあっては、本体施設の施設を利用することにより当該サテライト型小規模介護老人保健施設

（当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設又は病院若しくは診療所

（以下「本体施設」という｡)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営され、入所者の在宅

への復帰の支援を目的とする定員29人以下の介護老人保健施設をいう。以下同じ｡)及び当該本体施設の入所者

の処遇が適切に行われると認められるときは、調理室、洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室を、医療機関併設型

小規模介護老人保健施設（病院又は診療所に併設され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員29人以

下の介護老人保健施設であって、サテライト型小規模介護老人保健施設以外のものをいう。以下同じ｡)の場合

にあっては、併設される病院又は診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型小規模介護老人保

健施設及び当該病院又は診療所の入所者及び入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、療養室及

び診察室を除き、これらの施設を有しないことができる。 

(1) 療養室 

(2) 診察室 

(3) 機能訓練室 

(4) 談話室 

(5) 食堂  

(6) 浴室  

(7) レクリエーション・ルーム 

(8) 洗面所 

(9) 便所  

(10) サービス・ステーション 

(11) 調理室 

(12) 洗濯室又は洗濯場 

(13) 汚物処理室 

２ 一の療養室の定員は、４人以下とする。 

３ 第１項の設備は、入所者へのサービスの向上及び従業者の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に

配慮して設備を整備するよう努めなければならない。 

４ 前２項に規定するもののほか、第１項各号に掲げる施設の基準は、規則で定める。 

（構造設備の基準） 

第６条 介護老人保健施設の建物（入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く｡)は、耐火建築物（建

築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第９号の２に規定する耐火建築物をいう。以下同じ｡)とすること。た

だし、規則で定める要件を満たす２階建て又は平屋建ての介護老人保健施設の建物にあっては、準耐火建築物

（同条第９号の３に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ｡)とすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規

則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての介護老人保健施設の建物であって、火災に係る入所者の安全性が

確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

３ 介護老人保健施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けなければならない。 

４ 前３項に定めるもののほか、介護老人保健施設の構造設備の基準は、規則で定める。 

第４章 運営に関する基準 



平成24年12月28日(金) 新  潟  県  報 号 外 １ 

80 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第７条 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、入所申込者又はその家

族に対し、第29条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資

すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について入所申込者の同意を

得なければならない。 

２ 介護老人保健施設は、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付

に代えて、規則で定めるところにより、当該入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要

事項を電子情報処理組織（介護老人保健施設の使用に係る電子計算機と、入所申込者又はその家族の使用に係

る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう｡)を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であって規則で定めるもの（以下この条において「電磁的方法」という｡)により提供すること

ができる。この場合において、当該介護老人保健施設は、当該文書を交付したものとみなす。 

３ 前項の規定による承諾を得た介護老人保健施設は、当該入所申込者又はその家族から文書又は電磁的方法に

より電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該入所申込者又はその家族に対し、第１項

に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該入所申込者又はその家族が再

び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

（提供拒否の禁止） 

第８条 介護老人保健施設は、正当な理由なく介護保健施設サービスの提供を拒んではならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第９条 介護老人保健施設は、入所申込者の病状等を勘案し、入所申込者に対し自ら必要なサービスを提供する

ことが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければ

ならない。 

（受給資格等の確認） 

第10条 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者

証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。 

２ 介護老人保健施設は、前項の被保険者証に法第73条第２項に規定する認定審査会意見が記載されているとき

は、当該認定審査会意見に配慮して、介護保健施設サービスを提供するように努めなければならない。 

（要介護認定の申請に係る援助） 

第11条 介護老人保健施設は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護認定の申請

が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえて速やかに

当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

２ 介護老人保健施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受けている要介護認定の有効期間の

満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

（入退所） 

第12条 介護老人保健施設は、その心身の状況及び病状並びにその置かれている環境に照らし看護、医学的管理

の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等が必要であると認められる者を対象に、介護保健施設サー

ビスを提供するものとする。 

２ 介護老人保健施設は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合には、医

学的管理の下における介護及び機能訓練の必要性を勘案し、介護保健施設サービスを受ける必要性が高いと認

められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。 

３ 介護老人保健施設は、入所申込者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等によ

り、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等（法第８条第23項に規定する指定居宅サービス

等をいう。以下同じ｡)の利用状況等の把握に努めなければならない。 
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４ 介護老人保健施設は、入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅におい

て日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その内容等を記録しなければならない。 

５ 前項の検討に当たっては、医師、薬剤師、看護及び介護職員、支援相談員、介護支援専門員等の従業者の間

で協議しなければならない。 

６ 介護老人保健施設は、入所者の退所に際しては、その者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、

居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、退所

後の主治の医師に対する情報の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に

努めなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第13条 介護老人保健施設は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、

退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載しなければならない。 

２ 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録

しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第14条 介護老人保健施設は、法定代理受領サービス（法第48条第４項の規定により施設介護サービス費（同条

第１項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ｡)が入所者に代わり当該介護老人保健施設に支払われ

る場合の当該施設介護サービス費に係る介護保健施設サービスをいう。以下同じ｡)に該当する介護保健施設サ

ービスを提供した際には、入所者から利用料（施設介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

以下同じ｡)の一部として、当該介護保健施設サービスについて規則で定める費用の額（その額が現に当該介護

保健施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護保健施設サービスに要した費用の額とする。

以下「施設サービス費用基準額」という｡)から当該施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得ら

れた額の支払を受けるものとする。 

２ 介護老人保健施設は、法定代理受領サービスに該当しない介護保健施設サービスを提供した際に入所者から

支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければな

らない。 

３ 介護老人保健施設は、前２項の支払を受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払を受けることができる。 

４ 介護老人保健施設は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又は家族に

対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。

ただし、規則で定める費用に係る同意については、文書によるものとする。 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第15条 介護老人保健施設は、法定代理受領サービスに該当しない介護保健施設サービスに係る費用の支払を受

けた場合は、提供した介護保健施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービ

ス提供証明書を入所者に対して交付しなければならない。 

（介護保健施設サービスの取扱方針） 

第16条 介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資する

よう、その者の心身の状況等を踏まえて、その者の療養を妥当適切に行わなければならない。 

２ 介護保健施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行わ

れなければならない。 

３ 介護老人保健施設の従業者は、介護保健施設サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又は

その家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行わなければならない。 

４ 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為（以下「身
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体的拘束等」という｡)を行ってはならない。 

５ 介護老人保健施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

６ 介護老人保健施設は、自らその提供する介護保健施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなけ

ればならない。 

（施設サービス計画の作成） 

第17条 介護老人保健施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるも

のとする。 

２ 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員（以下「計画担当介護支援専門員」という｡)は、

施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の日常生活全般を支援する観点から、当該地域の住民による自

発的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。 

３ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入所者について、

その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が

自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 

４ 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」という｡)に当た

っては、入所者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、計画担当介護支援専門員

は、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 

５ 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望、入所者についてのアセスメントの結果及び医師の治療の方針に

基づき、入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生

活全般の解決すべき課題、介護保健施設サービスの目標及びその達成時期、介護保健施設サービスの内容、介

護保健施設サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければならな

い。 

６ 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議（入所者に対する介護保健施設サービスの提供に当たる他

の担当者（以下この条において「担当者」という｡)を召集して行う会議をいう。以下同じ｡)の開催、担当者に

対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を

求めるものとする。 

７ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族に対して説明し、

文書により入所者の同意を得なければならない。 

８ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画を入所者に交付し

なければならない。 

９ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の把握（入所者につ

いての継続的なアセスメントを含む｡)を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。 

10 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」という｡)に当たっては、

入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるとこ

ろにより行わなければならない。 

(1) 定期的に入所者に面接すること。 

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

11 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会

等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものと

する。 

(1) 入所者が法第28条第２項に規定する要介護更新認定を受けた場合 

(2) 入所者が法第29条第１項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 
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12 第２項から第８項までの規定は、第９項に規定する施設サービス計画の変更について準用する。 

（診療の方針） 

第18条 医師の診療の方針は、規則で定めるところによるものとする。 

（必要な医療の提供が困難な場合等の措置等） 

第19条 介護老人保健施設の医師は、入所者の病状からみて当該介護老人保健施設において自ら必要な医療を提

供することが困難であると認めたときは、協力病院その他適当な病院若しくは診療所への入院のための措置を

講じ、又は他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。 

２ 介護老人保健施設の医師は、不必要に入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院

させてはならない。 

３ 介護老人保健施設の医師は、入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させる場

合には、当該病院又は診療所の医師又は歯科医師に対し、当該入所者の診療状況に関する情報の提供を行わな

ければならない。 

４ 介護老人保健施設の医師は、入所者が往診を受けた医師若しくは歯科医師又は入所者が通院した病院若しく

は診療所の医師若しくは歯科医師から当該入所者の療養上必要な情報の提供を受けるものとし、その情報によ

り適切な診療を行わなければならない。 

（機能訓練） 

第20条 介護老人保健施設は、入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療

法、作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第21条 看護及び医学的管理の下における介護は、入所者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、入所者

の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 介護老人保健施設は、１週間に２回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければな

らない。 

３ 介護老人保健施設は、入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要

な援助を行わなければならない。 

４ 介護老人保健施設は、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。 

５ 介護老人保健施設は、褥
じよく

瘡
そう

が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を

整備しなければならない。 

６ 介護老人保健施設は、前各項に定めるほか、入所者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を

適切に行わなければならない。 

７ 介護老人保健施設は、その入所者に対して、入所者の負担により、当該介護老人保健施設の従業者以外の者

による看護及び介護を受けさせてはならない。 

（食事の提供） 

第22条 入所者の食事は、栄養並びに入所者の身体の状況、病状及び嗜
し

好を考慮したものとするとともに、適切

な時間に行われなければならない。 

２ 入所者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければなら

ない。 

（相談及び援助） 

第23条 介護老人保健施設は、常に入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等の的確な把握に努め、

入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければなら

ない。 

（その他のサービスの提供） 
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第24条 介護老人保健施設は、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。 

２ 介護老人保健施設は、常に、入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を

確保するよう努めなければならない。 

（入所者に関する市町村への通知） 

第25条 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスを受けている入所者が次の各号のいずれかに該当する場合

は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

(1) 正当な理由なしに介護保健施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を

増進させたと認められるとき。 

(2) 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

（管理者による管理） 

第26条 介護老人保健施設の管理者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する常勤の者でなければならな

い。ただし、当該介護老人保健施設の管理上支障のない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務

に従事することができるものとし、管理者が本体施設（介護老人保健施設に限る。以下この条において同じ｡)

に従事する場合であって、当該本体施設の管理上支障のない場合は、サテライト型小規模介護老人保健施設、

サテライト型特定施設（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労

働省令第34号。以下この条において「指定地域密着型サービス基準」という｡)第110条第４項に規定するサテラ

イト型特定施設をいう｡)又はサテライト型居住施設（指定地域密着型サービス基準第131条第４項に規定するサ

テライト型居住施設をいう｡)の職務に従事することができるものとする。 

（管理者の責務） 

第27条 介護老人保健施設の管理者は、当該介護老人保健施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の

管理を一元的に行わなければならない。 

２ 介護老人保健施設の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。 

（計画担当介護支援専門員の責務） 

第28条 計画担当介護支援専門員は、第17条に規定する業務のほか、規則で定める業務を行うものとする。 

（運営規程） 

第29条 介護老人保健施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程（以下「運営規程」とい

う｡)を定めておかなければならない。 

(1) 施設の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 入所定員 

(4) 入所者に対する介護保健施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

(5) 施設の利用に当たっての留意事項 

(6) 非常災害対策 

(7) その他施設の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第30条 介護老人保健施設は、入所者に対し、適切な介護保健施設サービスを提供できるよう、従業者の勤務の

体制を定めておかなければならない。 

２ 介護老人保健施設は、当該施設の従業者によって介護保健施設サービスを提供しなければならない。ただし、

入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 介護老人保健施設は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第31条 介護老人保健施設は、入所定員及び療養室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待



号 外 １ 新  潟  県  報 平成24年12月28日(金) 

85 

その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（非常災害対策） 

第32条 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、

地震、風水害、津波その他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体

制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなけ

ればならない。 

（衛生管理等） 

第33条 介護老人保健施設は、入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的

な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければな

らない。 

２ 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該介護老人保健施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会

をおおむね３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図

ること。 

(2) 当該介護老人保健施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該介護老人保健施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の

防止のための研修を定期的に実施すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、規則で定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に

沿った対応を行うこと。 

（協力病院） 

第34条 介護老人保健施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力病院を定めておかなけれ

ばならない。 

２ 介護老人保健施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。 

（掲示） 

第35条 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、

協力病院、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

（秘密保持等） 

第36条 介護老人保健施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏

らしてはならない。 

２ 介護老人保健施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の

秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 介護老人保健施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ

文書により入所者の同意を得ておかなければならない。 

（居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止） 

第37条 介護老人保健施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該施設を紹介す

ることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

２ 介護老人保健施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該施設からの退所者を紹介することの対

償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

（苦情処理） 

第38条 介護老人保健施設は、提供した介護保健施設サービスに関する入所者及びその家族からの苦情に迅速か

つ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 
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２ 介護老人保健施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

３ 介護老人保健施設は、提供した介護保健施設サービスに関し、法第23条の規定による市町村が行う文書その

他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、入所者からの苦情

に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言

に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 介護老人保健施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければな

らない。 

５ 介護老人保健施設は、提供した介護保健施設サービスに関する入所者からの苦情に関して国民健康保険団体

連合会（国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第45条第５項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以

下同じ｡)が行う法第176条第１項第３号の規定による調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同

号の規定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

６ 介護老人保健施設は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康

保険団体連合会に報告しなければならない。 

（地域との連携等） 

第39条 介護老人保健施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行

う等の地域との交流に努めなければならない。 

２ 介護老人保健施設は、その運営に当たっては、提供した介護保健施設サービスに関する入所者からの苦情に

関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努め

なければならない。 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第40条 介護老人保健施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に定める措置を講じなければならな

い。 

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整

備すること。 

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を

通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。 

(3) 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。 

２ 介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに

市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

３ 介護老人保健施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 

４ 介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、

損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第41条 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければなら

ない。 

（記録の整備） 

第42条 介護老人保健施設は、従業者、施設及び構造設備並びに会計に関する諸記録を整備しておかなければな

らない。 

２ 介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その

完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 施設サービス計画 

(2) 第12条第４項に規定する居宅において日常生活を営むことができるかどうかについての検討の内容等の記
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録 

(3) 第13条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(4) 第16条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得

ない理由の記録 

(5) 第25条に規定する市町村への通知に係る記録 

(6) 第38条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(7) 第40条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

（暴力団等の排除） 

第43条 介護老人保健施設は、その運営について、新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第３条

に規定する基本理念にのっとり、同条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員等

による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。 

第５章 ユニット型介護老人保健施設の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基準 

第１節 この章の趣旨及び基本方針 

（この章の趣旨） 

第44条 第３条及び前２章の規定にかかわらず、ユニット型介護老人保健施設（施設の全部において少数の療養

室及び当該療養室に近接して設けられる共同生活室（当該療養室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むた

めの場所をいう。以下同じ｡)により一体的に構成される場所（以下「ユニット」という｡)ごとに入居者の日常

生活が営まれ、これに対する支援が行われる介護老人保健施設をいう。以下同じ｡)の基本方針並びに施設、設

備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。 

（基本方針） 

第45条 ユニット型介護老人保健施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、

その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものと

なるよう配慮しながら、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上

の世話を行うことにより、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むこ

とを支援しなければならない。 

２ ユニット型介護老人保健施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事

業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との

密接な連携に努めなければならない。 

第２節 施設及び設備に関する基準 

（施設） 

第46条 ユニット型介護老人保健施設は、次に掲げる施設を有しなければならない。ただし、ユニット型サテラ

イト型小規模介護老人保健施設（ユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるサ

テライト型小規模介護老人保健施設をいう。以下同じ｡)の場合にあっては、本体施設の施設を利用することに

より、当該ユニット型サテライト型小規模介護老人保健施設及び当該本体施設の入居者の処遇が適切に行われ

ると認められるときは、調理室、洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室を、ユニット型医療機関併設型小規模介護

老人保健施設（ユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる医療機関併設型小規

模介護老人保健施設をいう。以下同じ｡)の場合にあっては、併設される病院又は診療所の施設を利用すること

により、当該ユニット型医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該病院又は診療所の入居者又は入院患

者の処遇が適切に行われると認められるときは、療養室及び診察室を除き、これらの施設を有しないことがで

きる。 

(1) ユニット 

(2) 診察室 
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(3) 機能訓練室 

(4) 浴室 

(5) サービス・ステーション 

(6) 調理室 

(7) 洗濯室又は洗濯場 

(8) 汚物処理室 

２ 一の療養室の定員は、１人とする。ただし、入居者への介護保健施設サービスの提供上必要と認められる場

合は、２人とすることができる。 

３ ユニット型介護老人保健施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けなければならない。 

４ ユニット型介護老人保健施設は、入居者へのサービスの向上及び従業者の業務の負担の軽減を図るため、常

に技術の進歩に配慮して設備を整備するよう努めなければならない。 

５ 前３項に規定するもののほか、ユニット型介護老人保健施設の設備構造の基準は、規則で定める。 

第３節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第47条 ユニット型介護老人保健施設は、法定代理受領サービスに該当する介護保健施設サービスを提供した際

には、入居者から利用料の一部として、施設サービス費用基準額から当該ユニット型介護老人保健施設に支払

われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ ユニット型介護老人保健施設は、法定代理受領サービスに該当しない介護保健施設サービスを提供した際に

入居者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにし

なければならない。 

３ ユニット型介護老人保健施設は、前２項の支払を受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払を受けるこ

とができる。 

４ ユニット型介護老人保健施設は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入居者

又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入居者の同意を得な

ければならない。ただし、規則で定める費用に係る同意については、文書によるものとする。 

（介護保健施設サービスの取扱方針） 

第48条 介護保健施設サービスは、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って

自律的な日常生活を営むことができるようにするため、施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活上の活

動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。 

２ 介護保健施設サービスは、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよ

う配慮して行われなければならない。 

３ 介護保健施設サービスは、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。 

４ 介護保健施設サービスは、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減

又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。 

５ ユニット型介護老人保健施設の従業者は、介護保健施設サービスの提供に当たって、入居者又はその家族に

対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

６ ユニット型介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

７ ユニット型介護老人保健施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

８ ユニット型介護老人保健施設は、自らその提供する介護保健施設サービスの質の評価を行い、常にその改善

を図らなければならない。 
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（看護及び医学的管理の下における介護） 

第49条 看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律

的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の病状及び心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われ

なければならない。 

２ ユニット型介護老人保健施設は、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その病状及び心身の状況等

に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。 

３ ユニット型介護老人保健施設は、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよ

う、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清

しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。 

４ ユニット型介護老人保健施設は、入居者の病状及び心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立

について必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型介護老人保健施設は、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立を図りつつ、

そのおむつを適切に取り替えなければならない。 

６ ユニット型介護老人保健施設は、褥
じよく

瘡
そう

が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するた

めの体制を整備しなければならない。 

７ ユニット型介護老人保健施設は、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日常

生活上の行為を適切に支援しなければならない。 

８ ユニット型介護老人保健施設は、入居者に対し、その負担により、当該ユニット型介護老人保健施設の従業

者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 

（食事） 

第50条 ユニット型介護老人保健施設は、栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮した食事を提供しなけ

ればならない。 

２ ユニット型介護老人保健施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必

要な支援を行わなければならない。 

３ ユニット型介護老人保健施設は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入居

者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事をとることができるよう必要な時間を確保しなければな

らない。 

４ ユニット型介護老人保健施設は、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつ

つ、入居者が共同生活室で食事をとることを支援しなければならない。 

（その他のサービスの提供） 

第51条 ユニット型介護老人保健施設は、入居者の嗜
し

好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供す

るとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。 

２ ユニット型介護老人保健施設は、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交流等

の機会を確保するよう努めなければならない。 

（運営規程） 

第52条 ユニット型介護老人保健施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておか

なければならない。 

(1) 施設の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 入居定員 

(4) ユニットの数及びユニットごとの入居定員 

(5) 入居者に対する介護保健施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額 
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(6) 施設の利用に当たっての留意事項 

(7) 非常災害対策 

(8) その他施設の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第53条 ユニット型介護老人保健施設は、入居者に対し、適切な介護保健施設サービスを提供することができる

よう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継

続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次に定める職員配置を行わなければならない。 

(1) 昼間については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 

(2) 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従

事する職員として配置すること。 

(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

３ ユニット型介護老人保健施設は、当該ユニット型介護老人保健施設の従業者によって介護保健施設サービス

を提供しなければならない。ただし、入居者に対する介護保健施設サービスの提供に直接影響を及ぼさない業

務については、この限りでない。 

４ ユニット型介護老人保健施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければなら

ない。 

（定員の遵守） 

第54条 ユニット型介護老人保健施設は、ユニットごとの入居定員及び療養室の定員を超えて入居させてはなら

ない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（準用） 

第55条 第７条から第13条まで、第15条、第17条から第20条まで、第23条、第25条から第28条まで及び第32条か

ら第43条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。この場合において、第７条第１項中

「第29条に規定する運営規程」とあるのは「第52条に規定する重要事項に関する規程」と、第27条第２項中「こ

の章」とあるのは「第５章第３節」と、第28条中「第17条」とあるのは「第55条において準用する第17条」と、

第42条第２項第２号中「第12条第４項」とあるのは「第55条において準用する第12条第４項」と、第42条第２

項第３号中「第13条第２項」とあるのは「第55条において準用する第13条第２項」と、第42条第２項第４号中

「第16条第５項」とあるのは「第48条第７項」と、第42条第２項第５号中「第25条」とあるのは「第55条にお

いて準用する第25条」と、第42条第２項第６号中「第38条第２項」とあるのは「第55条において準用する第38

条第２項」と、第42条第２項第７号中「第40条第３項」とあるのは「第55条において準用する第40条第３項」

と読み替えるものとする。 

第６章 雑則 

（委任） 

第56条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者

が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成30年

３月31日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る建物については、

第６条第１項の規定は、適用しない。 
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３ 平成17年10月１日以前に法第94条第１項の規定による開設の許可を受けている介護老人保健施設（同日にお

いて建築中のものであって、同月２日以降に同項の規定による開設の許可を受けたものを含む。以下「平成17

年前介護老人保健施設」という｡)であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等

の一部を改正する省令（平成23年厚生労働省令第106号）による改正前の介護老人保健施設の人員、施設及び設

備並びに運営に関する基準（平成11年厚生省令第40号。以下「旧基準省令」という｡)第51条に規定する一部ユ

ニット型介護老人保健施設であるもの（平成23年９月１日に現に改修、改築又は増築中の平成17年前介護老人

保健施設（基準省令第39条に規定するユニット型介護老人保健施設を除く｡)であって、同日後に旧基準省令第

51条に規定する一部ユニット型介護老人保健施設に該当することとなるものを含む｡)については、同日後最初

の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。 

４ この条例の施行の日前に介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（以下「基準省令」

という｡)第28条（基準省令第50条において準用する場合を含む｡)又は地域の自主性及び自立性を高めるための

改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成23年法律第37号）附則第６条の規定によりこの条

例が施行されるまでの間において同法第18条の規定による改正後の法第97条第３項に規定する条例で定める基

準とみなされることとされた基準省令第28条（基準省令第50条において準用する場合を含む｡)の規定に基づき

策定された非常災害に関する具体的計画は、平成26年３月31日までの間は、第32条（第55条において準用する

場合を含む｡)の規定に基づき策定された非常災害に関する具体的計画とみなす。 
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新潟県条例第61号 

新潟県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 

目次 

 第１章 総則（第１条・第２条） 

 第２章 基本方針並びに設備及び運営に関する基準（第３条－第35条） 

 第３章 雑則（第36条） 

 附則 

第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、社会福祉法（昭和26年法律第45号。以下「法」という｡)第65条第１項の規定に基づき、軽

費老人ホーム（老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の６に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ｡)

の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

第２章 基本方針並びに設備及び運営に関する基準 

 （基本方針） 

第３条 軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことにつ

いて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難なものを入所させ、食事の提供、

入浴等の準備、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供することにより、

入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指すものでなければならない。 

２ 軽費老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立ってサービスの提供を行うよう

に努めなければならない。 

３ 軽費老人ホームは、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を

有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする

事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならな

い。 

 （構造設備等の一般原則） 

第４条 軽費老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項及び防災

について十分考慮されたものでなければならない。 

２ 軽費老人ホームの立地に当たっては、入所者の外出の機会や地域住民との交流の機会が確保されるよう努め

なければならない。 

 （設備の専用） 

第５条 軽費老人ホームの設備は、専ら当該軽費老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入

所者に提供するサービスに支障がない場合は、この限りでない。 

 （職員の資格要件） 

第６条 軽費老人ホームの長（以下「施設長」という｡)は、法第19条第１項各号のいずれかに該当する者若しく

は社会福祉事業に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならな

い。 

２ 第24条第１項の生活相談員は、法第19条第１項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有

すると認められる者でなければならない。 

 （職員の専従） 

第７条 軽費老人ホームの職員は、専ら当該軽費老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、
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入所者に提供するサービスに支障がない場合は、この限りでない。 

 （運営規程） 

第８条 軽費老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程（以下「運営規程」という｡)

を定めておかなければならない。 

(1) 施設の目的及び運営の方針 

(2) 職員の職種、数及び職務の内容 

(3) 入所定員 

(4) 入所者に提供するサービスの内容及び利用料その他の費用の額 

(5) 施設の利用に当たっての留意事項 

(6) 非常災害対策 

(7) その他施設の運営に関する重要事項 

 （非常災害対策） 

第９条 軽費老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、当該軽費老人ホ

ームの所在する地域の環境及び入所者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に対する

具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しな

ければならない。 

２ 軽費老人ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

 （記録の整備） 

第10条 軽費老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 軽費老人ホームは、入所者に提供するサービスの状況に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から

５年間保存しなければならない。 

(1) 入所者に提供するサービスに関する計画 

(2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(3) 第18条第４項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得

ない理由の記録 

(4) 第32条第２項の苦情の内容等の記録 

(5) 第34条第３項の事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

 （設備の基準） 

第11条 軽費老人ホームの建物（入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く｡)は、耐火建築物（建

築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第９号の２に規定する耐火建築物をいう。以下同じ｡)又は準耐火建築

物（同条第９号の３に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ｡)でなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規

則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての軽費老人ホームの建物であって、火災時における入所者の安全性

が確保されているものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

３ 軽費老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用

することにより、当該軽費老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者に提供す

るサービスに支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。 

(1) 居室 

(2) 談話室、娯楽室又は集会室 

(3) 食堂 

(4) 浴室 

(5) 洗面所 
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(6) 便所 

(7) 調理室 

(8) 面談室 

(9) 洗濯室又は洗濯場 

(10) 宿直室 

(11) 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備 

４ 一の居室の定員は、１人とする。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、２人とす

ることができる。 

５ 前項に規定するもののほか、第３項各号に掲げる設備の基準は、規則で定める。 

 （職員配置の基準） 

第12条 軽費老人ホームに置くべき職員は、次のとおりとし、その員数及び当該員数の算定の方法等は、規則で

定める。ただし、入所定員が40人以下又は他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより効果的な運

営を期待することができる軽費老人ホーム（入所者に提供するサービスに支障がない場合に限る｡)にあっては

第４号の栄養士を、調理業務の全部を委託する軽費老人ホームにあっては第６号の調理員を置かないことがで

きる。 

(1) 施設長 

(2) 生活相談員 

(3) 介護職員 

(4) 栄養士 

(5) 事務員 

(6) 調理員その他の職員 

 （入所申込者等に対する説明等） 

第13条 軽費老人ホームは、サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、

運営規程の概要、職員の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記

した文書を交付して説明を行い、当該サービスの提供に関する契約を文書により締結しなければならない。 

２ 軽費老人ホームは、前項の契約において、入所者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはな

らない。 

３ 軽費老人ホームは、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、第１項の規定による文書の交付

に代えて、規則で定めるところにより、当該入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要

事項を電子情報処理組織（軽費老人ホームの使用に係る電子計算機と、入所申込者又はその家族の使用に係る

電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう｡)を使用する方法その他の情報通信の技術を

利用する方法であって規則で定めるもの（以下この条において「電磁的方法」という｡)により提供することが

できる。この場合において、当該軽費老人ホームは、当該文書を交付したものとみなす。 

４ 前項の規定による承諾を得た軽費老人ホームは、当該入所申込者又はその家族から文書又は電磁的方法によ

り電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該入所申込者又はその家族に対し、第１項の

重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該入所申込者又はその家族が再び前項の規

定による承諾をした場合は、この限りでない。 

 （対象者） 

第14条 軽費老人ホームの入所者は、次に規定する要件を満たす者とする。 

(1) 身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族

による援助を受けることが困難なもの 

(2) 60歳以上の者。ただし、その者の配偶者、３親等内の親族その他特別な事情により当該者と共に入所させ
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ることが必要と認められる者については、この限りでない。 

 （入退所） 

第15条 軽費老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状況、生活の状況、家庭の状況等の

把握に努めなければならない。 

２ 軽費老人ホームは、入所者の心身の状況、入所中に提供することができるサービスの内容等に照らし、軽費

老人ホームにおいて日常生活を営むことが困難となったと認められる入所者に対し、その者及びその家族の希

望を十分に勘案し、その者の状態に適合するサービスに関する情報の提供を行うとともに、適切な他のサービ

スを受けることができるよう必要な援助に努めなければならない。 

３ 軽費老人ホームは、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画（介護保険法（平成９年法律第123号）第８

条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ｡)又は施設サービス計画（同条第25項に規定する施設

サービス計画をいう。以下同じ｡)の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者（同条第23項に規定する

居宅介護支援事業を行う者をいう｡)又は介護保険施設（同条第24項に規定する介護保険施設をいう｡)に対する

情報の提供に努めるほか、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなけ

ればならない。 

 （サービスの提供の記録） 

第16条 軽費老人ホームは、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。 

 （利用料の受領） 

第17条 軽費老人ホームは、入所者から利用料として、規則で定める費用の支払を受けることができる。 

２ 軽費老人ホームは、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族

に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならな

い。 

 （サービス提供の方針） 

第18条 軽費老人ホームは、入所者について、安心して生き生きと明るく生活できるよう、その心身の状況や希

望に応じたサービスの提供を行うとともに、生きがいをもって生活できるようにするための機会を適切に提供

しなければならない。 

２ 軽費老人ホームの職員は、入所者に対するサービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入

所者又はその家族に対し、サービスの提供を行う上で必要な事項について、理解しやすいように説明を行わな

ければならない。 

３ 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為（以下「身

体的拘束等」という｡)を行ってはならない。 

４ 軽費老人ホームは、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 （食事） 

第19条 軽費老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮した食事を、適切な時間に提供しな

ければならない。 

 （生活相談等） 

第20条 軽費老人ホームは、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又

はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

２ 軽費老人ホームは、要介護認定（介護保険法第19条第１項に規定する要介護認定をいう｡)の申請等入所者が

日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場

合には、その者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行わなければならない。 
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３ 軽費老人ホームは、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保

するよう努めなければならない。 

４ 軽費老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。 

５ 軽費老人ホームは、２日に１回以上の頻度で入浴の機会を提供する等の適切な方法により、入所者の清潔の

保持に努めなければならない。 

６ 軽費老人ホームは、入所者からの要望を考慮し、適宜レクリエーション行事を実施するよう努めなければな

らない。 

 （居宅サービス等の利用） 

第21条 軽費老人ホームは、入所者が要介護状態等（介護保険法第２条第１項に規定する要介護状態等をいう｡)

となった場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等（同法第23条に規定

する居宅サービス等をいう。以下同じ｡)を受けることができるよう、必要な援助を行わなければならない。 

 （健康の保持） 

第22条 軽費老人ホームは、入所者について、定期的に健康診断を受ける機会を提供しなければならない。 

２ 軽費老人ホームは、入所者について、健康の保持に努めなければならない。 

 （施設長の責務） 

第23条 施設長は、軽費老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければ

ならない。 

２ 施設長は、職員に第８条から第10条まで、第13条から前条まで及び次条から第35条までの規定を遵守させる

ために必要な指揮命令を行うものとする。 

 （生活相談員の責務） 

第24条 軽費老人ホームの生活相談員は、入所者からの相談に応じるとともに、適切な助言及び必要な支援を行

うほか、規則で定める業務を行わなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、生活相談員が置かれていない軽費老人ホームにあっては、介護職員が前項の業務

を行わなければならない。 

 （勤務体制の確保等） 

第25条 軽費老人ホームは、入所者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務の体制を定めておか

なければならない。 

２ 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送るために継続性を重視した

サービスを提供できるよう配慮しなければならない。 

３ 軽費老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 

 （定員の遵守） 

第26条 軽費老人ホームは、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その

他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

 （衛生管理等） 

第27条 軽費老人ホームは、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に

努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

２ 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次

に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該軽費老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を

おおむね３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に対し、周知徹底を

図ること。 

(2) 当該軽費老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 
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(3) 当該軽費老人ホームにおいて、介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防並びにまん延の防

止のための研修を定期的に実施すること。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に

沿った対応を行うこと。 

 （協力医療機関等） 

第28条 軽費老人ホームは、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなけ

ればならない。 

２ 軽費老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。 

 （掲示） 

第29条 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームの見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、協力

医療機関、利用料その他サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

 （秘密保持等） 

第30条 軽費老人ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らし

てはならない。 

２ 軽費老人ホームは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密

を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

 （広告） 

第31条 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームについて広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なもので

あってはならない。 

 （苦情への対応） 

第32条 軽費老人ホームは、その提供したサービスに関する入所者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対

応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。 

２ 軽費老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

３ 軽費老人ホームは、その提供したサービスに関し、県から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言

に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 軽費老人ホームは、県からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を県に報告しなければならない。 

５ 軽費老人ホームは、法第83条に規定する運営適正化委員会が行う法第85条第１項の規定による調査にできる

限り協力しなければならない。 

 （地域との連携等） 

第33条 軽費老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う

等の地域との交流を図らなければならない。 

２ 軽費老人ホームは、その運営に当たっては、その提供したサービスに関する入所者からの苦情に関して、市

町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければな

らない。 

 （事故発生の防止及び発生時の対応） 

第34条 軽費老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次に定める措置を講じなければならない。 

(1) 事故が発生した場合の対応、次号の報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備するこ

と。 

(2) 事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた

改善策について、職員に周知徹底する体制を整備すること。 

(3) 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。 

２ 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに県、入所者の家
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族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

３ 軽費老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 

４ 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速

やかに行わなければならない。 

 （暴力団等の排除） 

第35条 軽費老人ホームは、その運営について、新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第３条に

規定する基本理念にのっとり、同条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員等に

よる不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。 

第３章 雑則 

 （委任） 

第36条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

 （経過的軽費老人ホーム） 

２ 平成20年６月１日前から存する軽費老人ホーム（同日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く｡)

のうち、軽費老人ホームＡ型（次項から附則第18項までの規定に適合する軽費老人ホームをいう。以下同じ｡)

に該当するものとして知事が指定するものについては、第３条から第35条までの規定にかかわらず、次項から

附則第18項までの定めるところによる。 

 （軽費老人ホームＡ型に係る基本方針） 

３ 軽費老人ホームＡ型は、無料又は低額な料金で、高齢等のため独立して生活するには不安が認められる者を

入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、健康管理、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活

上必要な便宜を提供することにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指す

ものでなければならない。 

４ 軽費老人ホームＡ型は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立ってサービスの提供を行う

ように努めなければならない。 

５ 軽費老人ホームＡ型は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能

力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに、市町村、老人の福祉を増進することを目的と

する事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければな

らない。 

 （軽費老人ホームＡ型の規模） 

６ 軽費老人ホームＡ型は、50人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。 

 （軽費老人ホームＡ型の設備の基準） 

７ 軽費老人ホームＡ型の建物（入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く｡)は、耐火建築物又は

準耐火建築物でなければならない。 

８ 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規

則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての建物であって、火災時における入所者の安全性が確保されている

ものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

９ 軽費老人ホームＡ型には、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を

利用することにより、当該軽費老人ホームＡ型の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者

に提供するサービスに支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。 

(1) 居室 
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(2) 談話室、娯楽室又は集会室 

(3) 静養室 

(4) 食堂 

(5) 浴室 

(6) 洗面所 

(7) 便所 

(8) 医務室 

(9) 調理室 

(10) 職員室 

(11) 面談室 

(12) 洗濯室又は洗濯場 

(13) 宿直室 

(14) 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備 

10 前項各号に掲げる設備の基準は、規則で定める。 

 （軽費老人ホームＡ型の職員配置の基準） 

11 軽費老人ホームＡ型に置くべき職員は、次のとおりとし、その員数及び当該員数の算定の方法等は、規則で

定める。ただし、併設する特別養護老人ホームの栄養士、事務員、医師又は調理員その他の職員との連携を図

ることにより効果的な運営を期待することができる軽費老人ホームＡ型（入所者に提供されるサービスに支障

がない場合に限る｡)にあっては第５号の栄養士、第６号の事務員、第７号の医師又は第８号の調理員その他の

職員を、調理業務の全部を委託する軽費老人ホームＡ型にあっては第８号の調理員を置かないことができる。 

(1) 施設長 

(2) 生活相談員 

(3) 介護職員 

(4) 看護職員（看護師又は准看護師をいう｡) 

(5) 栄養士 

(6) 事務員 

(7) 医師 

(8) 調理員その他の職員 

 （軽費老人ホームＡ型の利用料の受領） 

12 軽費老人ホームＡ型は、入所者から利用料として、規則で定める費用の支払を受けることができる。 

13 軽費老人ホームＡ型は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその

家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければな

らない。 

 （軽費老人ホームＡ型における健康管理） 

14 軽費老人ホームＡ型は、入所者について、その入所時及び毎年定期に２回以上健康診断を行わなければなら

ない。 

 （軽費老人ホームＡ型における生活相談員の責務） 

15 軽費老人ホームＡ型の生活相談員は、入所者からの相談に応じるとともに、適切な助言及び必要な支援を行

うほか、規則で定める業務を行わなければならない。 

16 主任生活相談員は、前項に規定する業務のほか、軽費老人ホームＡ型への入所に際しての調整、他の生活相

談員に対する技術指導等の内容の管理を行わなければならない。 

17 前２項の規定にかかわらず、主任生活相談員が置かれていない軽費老人ホームＡ型にあっては生活相談員又



平成24年12月28日(金) 新  潟  県  報 号 外 １ 

100 

は主任介護職員が、生活相談員及び主任介護職員が置かれていない軽費老人ホームＡ型にあっては介護職員が、

前２項の業務を行わなければならない。 

 （準用） 

18 第４条から第10条まで、第13条から第16条まで、第18条から第21条まで、第23条及び第25条から第35条まで

の規定は、軽費老人ホームＡ型について準用する。この場合において、第23条第２項中「第８条から第10条ま

で、第13条から前条まで及び次条から第35条まで」とあるのは「附則第12項から第17項まで並びに附則第18項

において準用する第８条から第10条まで、第13条から第16条まで、第18条から第21条まで及び第25条から第35

条まで」と読み替えるものとする。 

 （非常災害対策に関する経過措置） 

19 この条例の施行の日前に軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成20年厚生労働省令第107号。以下

「基準省令」という｡)第８条第１項（基準省令附則第10条において準用する場合を含む｡)又は地域の自主性及

び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成23年法律第105号）附則第

25条第１項の規定によりこの条例が施行されるまでの間において同法第34条の規定による改正後の法第65条第

１項に規定する条例で定める基準とみなされることとされた基準省令第８条第１項（基準省令附則第10条にお

いて準用する場合を含む｡)の規定に基づき策定された非常災害に対する具体的計画は、平成26年３月31日まで

の間は、第９条第１項（附則第18項において準用する場合を含む｡)の規定に基づき策定された非常災害に対す

る具体的計画とみなす。 
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新潟県条例第62号 

新潟県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例 

目次 

第１章 総則（第１条－第４条） 

第２章 介護予防訪問介護 

第１節 基本方針（第５条） 

第２節 人員に関する基準（第６条・第７条） 

第３節 設備に関する基準（第８条） 

第４節 運営に関する基準（第９条－第40条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第41条－第43条） 

第６節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第44条－第48条） 

第３章 介護予防訪問入浴介護 

第１節 基本方針（第49条） 

第２節 人員に関する基準（第50条・第51条） 

第３節 設備に関する基準（第52条） 

第４節 運営に関する基準（第53条－第58条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第59条・第60条） 

第６節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第61条－第64条） 

第４章 介護予防訪問看護 

第１節 基本方針（第65条） 

第２節 人員に関する基準（第66条・第67条） 

第３節 設備に関する基準（第68条） 

第４節 運営に関する基準（第69条－第76条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第77条－第79条） 

第５章 介護予防訪問リハビリテーション 

第１節 基本方針（第80条） 

第２節 人員に関する基準（第81条） 

第３節 設備に関する基準（第82条） 

第４節 運営に関する基準（第83条－第86条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第87条・第88条） 

第６章 介護予防居宅療養管理指導 

第１節 基本方針（第89条） 

第２節 人員に関する基準（第90条） 

第３節 設備に関する基準（第91条） 

第４節 運営に関する基準（第92条－第95条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第96条・第97条） 

第７章 介護予防通所介護 

第１節 基本方針（第98条） 

第２節 人員に関する基準（第99条・第100条） 

第３節 設備に関する基準（第101条） 

第４節 運営に関する基準（第102条－第109条） 
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第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第110条－第113条） 

第６節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第114条－第117条） 

第８章 介護予防通所リハビリテーション 

第１節 基本方針（第118条） 

第２節 人員に関する基準（第119条） 

第３節 設備に関する基準（第120条） 

第４節 運営に関する基準（第121条－第125条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第126条－第129条） 

第９章 介護予防短期入所生活介護 

第１節 基本方針（第130条） 

第２節 人員に関する基準（第131条・第132条） 

第３節 設備に関する基準（第133条・第134条） 

第４節 運営に関する基準（第135条－第144条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第145条－第152条） 

第６節 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針（第153条・第154条） 

第２款 設備に関する基準（第155条・第156条） 

第３款 運営に関する基準（第157条－第161条） 

第４款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第162条－第166条） 

第７節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第167条－第173条） 

第10章 介護予防短期入所療養介護 

第１節 基本方針（第174条） 

第２節 人員に関する基準（第175条） 

第３節 設備に関する基準（第176条） 

第４節 運営に関する基準（第177条－第183条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第184条－第190条） 

第６節 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針（第191条・第192条） 

第２款 設備に関する基準（第193条） 

第３款 運営に関する基準（第194条－第198条） 

第４款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第199条－第203条） 

第11章 介護予防特定施設入居者生活介護 

第１節 基本方針（第204条） 

第２節 人員に関する基準（第205条・第206条） 

第３節 設備に関する基準（第207条） 

第４節 運営に関する基準（第208条－第219条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第220条－第226条） 

第６節 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員、設備及び運営

並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針（第227条・第228条） 
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第２款 人員に関する基準（第229条・第230条） 

第３款 設備に関する基準（第231条） 

第４款 運営に関する基準（第232条－第236条） 

第５款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第237条・第238条） 

第12章 介護予防福祉用具貸与 

第１節 基本方針（第239条） 

第２節 人員に関する基準（第240条・第241条） 

第３節 設備に関する基準（第242条） 

第４節 運営に関する基準（第243条－第250条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第251条－第253条） 

第６節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第254条・第255条） 

第13章 特定介護予防福祉用具販売 

第１節 基本方針（第256条） 

第２節 人員に関する基準（第257条・第258条） 

第３節 設備に関する基準（第259条） 

第４節 運営に関する基準（第260条－第264条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第265条－第267条） 

第14章 雑則（第268条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という｡)第54条第１項第２号、法第115条

の２第２項第１号（法第115条の11において準用する第70条の２第４項において準用する場合を含む｡)並びに法

第115条の４第１項及び第２項の規定に基づき、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指

定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法並びに指定介護予防サービス事業者の指定

に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに

指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第

35号。以下「基準省令」という｡)において使用する用語の例による。 

（指定介護予防サービス事業者の指定に関する基準） 

第３条 法第115条の２第２項第１号（法第115条の11において準用する法第70条の２第４項の規定により指定の

更新について準用する場合を含む｡)の条例で定める者は、法人とする。ただし、病院等により行われる介護予

防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーシ

ョン、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、こ

の限りでない。 

（指定介護予防サービスの事業の一般原則） 

第４条 指定介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービ

スの提供に努めなければならない。 

２ 指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付き

を重視し、市町村、他の介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者と

の連携に努めなければならない。 
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第２章 介護予防訪問介護 

第１節 基本方針 

第５条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問介護（以下「指定介護予防訪問介護」という｡)の事業は、

その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となるこ

とを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわた

る支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目

指すものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（訪問介護員等） 

第６条 指定介護予防訪問介護の事業を行う者（以下「指定介護予防訪問介護事業者」という｡)が当該事業を行

う事業所（以下「指定介護予防訪問介護事業所」という｡)ごとに置くべき訪問介護員等（指定介護予防訪問介

護の提供に当たる介護福祉士又は法第８条の２第２項に規定する政令で定める者をいう。以下この節から第５

節までにおいて同じ｡)の員数及び当該員数の算定の方法は、規則で定める。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事業所ごとに常勤の訪問介護員等のうち、規則で定

める算定の方法により算定した員数の者をサービス提供責任者としなければならない。 

３ 前項のサービス提供責任者は、規則で定める者であって、専ら指定介護予防訪問介護に従事するものをもっ

て充てなければならない。ただし、利用者（当該指定介護予防訪問介護事業者が指定訪問介護事業者（新潟県

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例（平成24年新潟県条例第65号。

以下「指定居宅サービス等基準条例」という｡)第６条第１項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ｡)

に対する指定介護予防訪問介護の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令

第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という｡)第３条の４第１項に規定する指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ｡)又は指定夜間対応型訪問介護事業所（指定地域密着型サービス基準

第６条第１項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう｡)に従事することができる。 

４ 指定介護予防訪問介護事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問介護の事

業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービ

ス等基準条例第６条第１項から第３項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前３項に規定

する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第７条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管

理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介

護予防訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事すること

ができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第８条 指定介護予防訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほ

か、指定介護予防訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項の設備及び備品等は、利用者へのサービスの向上及び訪問介護員等の業務の負担の軽減を図るため、常

に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 

３ 指定介護予防訪問介護事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問介護の事

業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービ

ス等基準条例第８条第１項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第１項に規定する基準を満た
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しているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第９条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者

又はその家族に対し、第27条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利

用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開

始について利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による

文書の交付に代えて、規則で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記

すべき重要事項を電子情報処理組織（指定介護予防訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又

はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう｡)を使用する方法そ

の他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるもの（以下この条において「電磁的方法」という｡)

により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防訪問介護事業者は、当該文書を交付した

ものとみなす。 

３ 前項の規定による承諾を得た指定介護予防訪問介護事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電

磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対

し、第１項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はそ

の家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

（提供拒否の禁止） 

第10条 指定介護予防訪問介護事業者は、正当な理由なく指定介護予防訪問介護の提供を拒んではならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第11条 指定介護予防訪問介護事業者は、当該指定介護予防訪問介護事業所の通常の事業の実施地域（当該事業

所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ｡)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定

介護予防訪問介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者へ

の連絡、適当な他の指定介護予防訪問介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならな

い。 

（受給資格等の確認） 

第12条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示する

被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の３第２項の規定により認定審査会意見が

記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護予防訪問介護を提供するように努めなけれ

ばならない。 

（要支援認定の申請に係る援助） 

第13条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の提供の開始に際し、要支援認定を受けていな

い利用申込者については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場

合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、介護予防支援（これに相当するサービスを含む｡)が利用者に対して行われ

ていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けてい

る要支援認定の有効期間が終了する30日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第14条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る介護予防支

援事業者が開催するサービス担当者会議（指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援
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等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護

予防支援等基準」という｡)第30条第９号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ｡)等を通じて、利用

者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努め

なければならない。 

（介護予防支援事業者等との連携） 

第15条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護を提供するに当たっては、介護予防支援事業者

その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対

して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サー

ビス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

（介護予防サービス費の支給を受けるための援助） 

第16条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法

施行規則（平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という｡)第83条の９各号のいずれにも該当しないときは、

当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画の作成を介護予防支援事業者に依頼する旨を市町

村に対して届け出ること等により、介護予防サービス費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護

予防支援事業者に関する情報を提供することその他の介護予防サービス費の支給を受けるために必要な援助を

行わなければならない。 

（介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供） 

第17条 指定介護予防訪問介護事業者は、介護予防サービス計画（省令第83条の９第１号ハ及びニに規定する計

画を含む。以下同じ｡)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定介護予防訪問介護を提供しなければな

らない。 

（介護予防サービス計画等の変更の援助） 

第18条 指定介護予防訪問介護事業者は、利用者が介護予防サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者

に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。 

（身分を証する書類の携行） 

第19条 指定介護予防訪問介護事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者

又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第20条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護を提供した際には、当該指定介護予防訪問介護

の提供日及び内容、当該指定介護予防訪問介護について法第53条第４項の規定により利用者に代わって支払を

受ける介護予防サービス費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画を記載した書面又はこれ

に準ずる書面に記載しなければならない。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内

容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情

報を利用者に対して提供しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第21条 指定介護予防訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防訪問介護を提供した際

には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防訪問介護に係る介護予防サービス費用基準額か

ら当該指定介護予防訪問介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるも

のとする。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問介護を提供した際に

その利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防訪問介護に係る介護予防サービス費用基準額との間
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に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防訪問介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地

域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問介護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者か

ら受けることができる。 

４ 指定介護予防訪問介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者

又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第22条 指定介護予防訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問介護に係る利用

料の支払を受けた場合は、提供した指定介護予防訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記

載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。 

（同居家族に対するサービス提供の禁止） 

第23条 指定介護予防訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する介護予防訪問

介護の提供をさせてはならない。 

（利用者に関する市町村への通知） 

第24条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該

当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

(1) 正当な理由なしに指定介護予防訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を

増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。 

(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

（緊急時等の対応） 

第25条 訪問介護員等は、現に指定介護予防訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場

合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（管理者及びサービス提供責任者の責務） 

第26条 指定介護予防訪問介護事業所の管理者は、当該指定介護予防訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を、

一元的に行わなければならない。 

２ 指定介護予防訪問介護事業所の管理者は、当該指定介護予防訪問介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守

させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

３ サービス提供責任者（第６条第２項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この節及び次節において同

じ｡)は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 指定介護予防訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。 

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。 

(3) サービス担当者会議への出席等により、介護予防支援事業者等と連携を図ること。 

(4) 訪問介護員等（サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ｡)に対し、具体的な援助目標及び援

助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。 

(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。 

(6) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。 

(7) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。 

(8) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。 

（運営規程） 

第27条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営について

の重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 
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(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定介護予防訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(5) 通常の事業の実施地域 

(6) 緊急時等における対応方法 

(7) その他運営に関する重要事項 

（介護等の総合的な提供） 

第28条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食

事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事（以下この条において「介護等」という｡)を常に総合的に提供する

ものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。 

（勤務体制の確保等） 

第29条 指定介護予防訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防訪問介護を提供できるよう、指定介

護予防訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事業所ごとに、当該指定介護予防訪問介護事業所の

訪問介護員等によって指定介護予防訪問介護を提供しなければならない。 

３ 指定介護予防訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければな

らない。 

（衛生管理等） 

第30条 指定介護予防訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わ

なければならない。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に

努めなければならない。 

（掲示） 

第31条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事業所の見やすい場所に、第27条に規定する重

要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認め

られる重要事項を掲示しなければならない。 

（秘密保持等） 

第32条 指定介護予防訪問介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族

の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、当該指定介護予防訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がな

く、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければなら

ない。 

３ 指定介護予防訪問介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者

の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなけれ

ばならない。 

（広告） 

第33条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事業所について広告をする場合においては、そ

の内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 

（介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止） 

第34条 指定介護予防訪問介護事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事

業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

（苦情処理） 
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第35条 指定介護予防訪問介護事業者は、提供した指定介護予防訪問介護に係る利用者及びその家族からの苦情

に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければな

らない。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければな

らない。 

３ 指定介護予防訪問介護事業者は、提供した指定介護予防訪問介護に関し、法第23条の規定により市町村が行

う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利

用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合におい

ては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定介護予防訪問介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告し

なければならない。 

５ 指定介護予防訪問介護事業者は、提供した指定介護予防訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康

保険団体連合会（国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第45条第５項に規定する国民健康保険団体連合会を

いう。以下同じ｡)が行う法第176条第１項第３号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号

の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

６ 指定介護予防訪問介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容

を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

（地域との連携） 

第36条 指定介護予防訪問介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定介護予防訪問介護に関す

る利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業

に協力するよう努めなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第37条 指定介護予防訪問介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問介護の提供により事故が発生した場

合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措

置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければな

らない。 

３ 指定介護予防訪問介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生

した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第38条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定介

護予防訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 

（記録の整備） 

第39条 指定介護予防訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければ

ならない。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問介護の提供に関する次に掲げる記録を整

備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 介護予防訪問介護計画 

(2) 第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(3) 第24条に規定する市町村への通知に係る記録 

(4) 第35条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(5) 第37条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 
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（暴力団等の排除） 

第40条 指定介護予防訪問介護事業者は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条

例第23号）第３条に規定する基本理念にのっとり、同条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規

定する暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防訪問介護の基本取扱方針） 

第41条 指定介護予防訪問介護は、利用者の介護予防（法第８条の２第２項に規定する介護予防をいう。以下同

じ｡)に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問介護の質の評価を行い、常にその改善

を図らなければならない。 

３ 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態と

ならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識し

てサービスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防訪問介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による

サービスの提供に努めなければならない。 

５ 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを

十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなけ

ればならない。 

（指定介護予防訪問介護の具体的取扱方針） 

第42条 訪問介護員等の行う指定介護予防訪問介護の方針は、第５条に規定する基本方針及び前条に規定する基

本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会

議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の

状況の的確な把握を行うこと。 

(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防

訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載

した介護予防訪問介護計画を作成すること。 

(3) 介護予防訪問介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って

作成しなければならないこと。 

(4) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家

族に対して説明し、利用者の同意を得なければならないこと。 

(5) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画を作成した際には、当該介護予防訪問介護計画を利用者に

交付しなければならないこと。 

(6) 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、介護予防訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むの

に必要な支援を行うこと。 

(7) 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、

サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。 

(8) 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービス

の提供を行うこと。 

(9) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも１月に

１回は、当該介護予防訪問介護計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等につい

て、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するととも
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に、当該介護予防訪問介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも１回は、

当該介護予防訪問介護計画の実施状況の把握（以下この条において「モニタリング」という｡)を行うこと。 

(10) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防

サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならないこと。 

(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問介護計画の変更を行

うこと。 

２ 前項第１号から第10号までの規定は、同項第11号に規定する介護予防訪問介護計画の変更について準用する。 

（指定介護予防訪問介護の提供に当たっての留意点） 

第43条 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項

に留意しながら行わなければならない。 

(1) 指定介護予防訪問介護事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント（指定介

護予防支援等基準第30条第７号に規定するアセスメントをいう。以下同じ｡)において把握された課題、指定

介護予防訪問介護の提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に

努めること。 

(2) 指定介護予防訪問介護事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことが

できるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サー

ビスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。 

第６節 基準該当介護予防サービスに関する基準 

（訪問介護員等） 

第44条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防訪問介護又はこれに相当するサービス（以下「基準該当

介護予防訪問介護」という｡)の事業を行う者（以下「基準該当介護予防訪問介護事業者」という｡)が、当該事

業を行う事業所（以下「基準該当介護予防訪問介護事業所」という｡)ごとに置くべき訪問介護員等（基準該当

介護予防訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第８条の２第２項に規定する政令で定める者をいう。以下

この節において同じ｡)の員数は、規則で定める。 

２ 基準該当介護予防訪問介護事業者は、基準該当介護予防訪問介護事業所ごとに訪問介護員等のうち、規則で

定める員数の者をサービス提供責任者としなければならない。 

３ 基準該当介護予防訪問介護の事業と基準該当訪問介護（指定居宅サービス等基準条例第44条第１項に規定す

る基準該当訪問介護をいう。以下同じ｡)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営

されている場合については、同項及び同条第２項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前２項

に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第45条 基準該当介護予防訪問介護事業者は、基準該当介護予防訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する

管理者を置かなければならない。ただし、基準該当介護予防訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該

基準該当介護予防訪問介護事業所の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事す

ることができるものとする。 

（設備及び備品等） 

第46条 基準該当介護予防訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準

該当介護予防訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項の設備及び備品等は、利用者へのサービスの向上及び訪問介護員等の業務の負担の軽減を図るため、常

に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 

３ 基準該当介護予防訪問介護の事業と基準該当訪問介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所におい

て一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第46条第１項に規定する設備に関す
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る基準を満たすことをもって、第１項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（同居家族に対するサービス提供の制限） 

第47条 基準該当介護予防訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する介護予防

訪問介護の提供をさせてはならない。ただし、同居の家族である利用者に対する介護予防訪問介護が次の各号

のいずれにも該当する場合には、この限りでない。 

(1) 当該介護予防訪問介護の利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定介護予防訪問介護の

みによっては必要な介護予防訪問介護の見込量を確保することが困難であると市町村が認めるものに住所を

有する場合 

(2) 当該介護予防訪問介護が、法第58条第１項に規定する指定介護予防支援事業者又は法第59条第１項第１号

に規定する基準該当介護予防支援の事業を行う者の作成する介護予防サービス計画に基づいて提供される場

合 

(3) 当該介護予防訪問介護が、第44条第２項に規定するサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提

供される場合 

(4) 当該介護予防訪問介護が、入浴、排せつ、食事等の介護をその主たる内容とする場合 

(5) 当該介護予防訪問介護を提供する訪問介護員等の当該訪問介護に従事する時間の合計時間が、当該訪問介

護員等が介護予防訪問介護に従事する時間の合計時間のおおむね２分の１を超えない場合 

２ 基準該当介護予防訪問介護事業者は、前項ただし書の規定に基づき、訪問介護員等にその同居の家族である

利用者に対する基準該当介護予防訪問介護の提供をさせる場合において、当該利用者の意向や当該利用者に係

る次条において準用する第42条第２号の介護予防訪問介護計画の実施状況等からみて、当該基準該当介護予防

訪問介護が適切に提供されていないと認めるときは、当該訪問介護員等に対し適切な指導を行う等の必要な措

置を講じなければならない。 

（準用） 

第48条 第１節、第４節（第16条、第21条第１項、第23条、第28条並びに第35条第５項及び第６項を除く｡)及び

前節の規定は、基準該当介護予防訪問介護の事業について準用する。この場合において、第20条中「内容、当

該指定介護予防訪問介護について法第53条第４項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービ

ス費の額」とあるのは「内容」に、第21条第２項及び第22条中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護

予防訪問介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問介護」に、第21条第３項中「前２項」とあるのは「前項」

に、第26条第３項中「第６条第２項」とあるのは「第44条第２項」と読み替えるものとする。 

第３章 介護予防訪問入浴介護 

第１節 基本方針 

第49条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問入浴介護（以下「指定介護予防訪問入浴介護」という｡)

の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、居宅にお

ける入浴の支援を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を図り、もって利用者

の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者） 

第50条 指定介護予防訪問入浴介護の事業を行う者（以下「指定介護予防訪問入浴介護事業者」という｡)が当該

事業を行う事業所（以下「指定介護予防訪問入浴介護事業所」という｡)ごとに置くべき指定介護予防訪問入浴

介護の提供に当たる従業者（以下この節から第５節までにおいて「介護予防訪問入浴介護従業者」という｡)は

次に掲げるものとし、その員数等は、規則で定める。 

(1) 看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という｡) 

(2) 介護職員 
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２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護事業者（指定居宅サービス等基準条例第50条第１項に

規定する指定訪問入浴介護事業者をいう。以下同じ｡)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問入浴介護

の事業と指定訪問入浴介護（指定居宅サービス等基準条例第49条に規定する指定訪問入浴介護をいう。以下同

じ｡)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例

第50条第１項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものと

みなすことができる。 

（管理者） 

第51条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する

常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、

当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務

に従事することができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第52条 指定介護予防訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設け

るほか、指定介護予防訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項の設備及び備品等は、利用者へのサービスの向上及び介護予防訪問入浴介護従業者の業務の負担の軽減

を図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問

入浴介護の事業と指定訪問入浴介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、

指定居宅サービス等基準条例第52条第１項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第１項に規定

する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第53条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防訪問入浴介護を提

供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防訪問入浴介護に係る介護予防サービス

費用基準額から当該指定介護予防訪問入浴介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額

の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護を提供

した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防訪問入浴介護に係る介護予防サービス費用

基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者

から受けることができる。 

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問入浴介護を行う場

合のそれに要する交通費 

(2) 利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用 

４ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利

用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければなら

ない。 

（緊急時等の対応） 

第54条 介護予防訪問入浴介護従業者は、現に指定介護予防訪問入浴介護の提供を行っているときに利用者に病

状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定介護予防訪問入浴介

護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 
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（管理者の責務） 

第55条 指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指

定介護予防訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うもの

とする。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者にこの節及び

次節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 

第56条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営

についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定介護予防訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(5) 通常の事業の実施地域 

(6) サービスの利用に当たっての留意事項 

(7) 緊急時等における対応方法 

(8) その他運営に関する重要事項 

（記録の整備） 

第57条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなけ

ればならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供に関する次に掲げる

記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(2) 次条において準用する第24条に規定する市町村への通知に係る記録 

(3) 次条において準用する第35条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(4) 次条において準用する第37条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

（準用） 

第58条 第９条から第20条まで、第22条、第24条、第29条から第38条まで及び第40条の規定は、指定介護予防訪

問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「介護

予防訪問入浴介護従業者」と、第９条及び第31条中「第27条」とあるのは「第56条」と、第30条中「設備及び

備品等」とあるのは「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防訪問入浴介護の基本取扱方針） 

第59条 指定介護予防訪問入浴介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われな

ければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問入浴介護の質の評価を行い、常に

その改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介

護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常

に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法に

よるサービスの提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わな
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いよう配慮しなければならない。 

（指定介護予防訪問入浴介護の具体的取扱方針） 

第60条 介護予防訪問入浴介護従業者の行う指定介護予防訪問入浴介護の方針は、第49条に規定する基本方針及

び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当

者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全

般の状況の的確な把握を行うこと。 

(2) 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対

し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。 

(3) 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサー

ビスの提供を行うこと。 

(4) 指定介護予防訪問入浴介護の提供は、１回の訪問につき、看護職員１人及び介護職員１人をもって行うも

のとし、これらの者のうち１人を当該サービスの提供の責任者とすること。ただし、利用者の身体の状況が

安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合

においては、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる。 

(5) 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、サービス提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に

際して安全及び清潔の保持に留意し、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、サ

ービス提供ごとに消毒したものを使用すること。 

第６節 基準該当介護予防サービスに関する基準 

（従業者） 

第61条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防訪問入浴介護又はこれに相当するサービス（以下「基準

該当介護予防訪問入浴介護」という｡)の事業を行う者（以下「基準該当介護予防訪問入浴介護事業者」という｡)

が、当該事業を行う事業所（以下「基準該当介護予防訪問入浴介護事業所」という｡)ごとに置くべき基準該当

介護予防訪問入浴介護の提供に当たる従業者（以下この節において「介護予防訪問入浴介護従業者」という｡)

は、次に掲げるものとし、その員数は、規則で定める。 

(1) 看護職員 

(2) 介護職員 

２ 基準該当介護予防訪問入浴介護の事業と基準該当訪問入浴介護（指定居宅サービス等基準条例第61条第１項

に規定する基準該当訪問入浴介護をいう。以下同じ｡)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において

一体的に運営されている場合については、同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規

定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第62条 基準該当介護予防訪問入浴介護事業者は、基準該当介護予防訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に

従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない

場合は、当該基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、

施設等の職務に従事することができるものとする。 

（設備及び備品等） 

第63条 基準該当介護予防訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、

基準該当介護予防訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項の設備及び備品等は、利用者へのサービスの向上及び介護予防訪問入浴介護従業者の業務の負担の軽減

を図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 

３ 基準該当介護予防訪問入浴介護の事業と基準該当訪問入浴介護の事業とが同一の事業者により同一の事業所
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において一体的に運営される場合については、指定居宅サービス等基準条例第63条第１項に規定する設備に関

する基準を満たすことをもって、第１項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（準用） 

第64条 第９条から第15条まで、第17条から第20条まで、第22条、第24条、第29条から第34条まで、第35条（第

５項及び第６項を除く｡)、第36条から第38条まで及び第40条並びに第１節、第４節（第53条第１項及び第58条

を除く｡)及び前節の規定は、基準該当介護予防訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、こ

れらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「介護予防訪問入浴介護従業者」と、第９条及び第31条中「第27条」

とあるのは「第64条において準用する第56条」と、第20条中「内容、当該指定介護予防訪問介護について法第

53条第４項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」と、第

22条中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴

介護」と、第30条中「設備及び備品等」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設

備及び備品等」と、第53条第２項中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護」とあるのは「基

準該当訪問入浴介護」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。 

第４章 介護予防訪問看護 

第１節 基本方針 

第65条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問看護（以下「指定介護予防訪問看護」という｡)の事業は、

その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援

するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すもの

でなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（看護師等） 

第66条 指定介護予防訪問看護の事業を行う者（以下「指定介護予防訪問看護事業者」という｡)が当該事業を行

う事業所（以下「指定介護予防訪問看護事業所」という｡)ごとに置くべき看護師その他の指定介護予防訪問看

護の提供に当たる従業者（以下「看護師等」という｡)は、次の各号に掲げる指定介護予防訪問看護事業所の種

類の区分に応じて、当該各号に定めるものとし、その員数及び当該員数の算定の方法等は、規則で定める。 

(1) 病院又は診療所以外の指定介護予防訪問看護事業所（以下「指定介護予防訪問看護ステーション」という｡) 

次に掲げる従業者 

ア 保健師、看護師又は准看護師（以下この条において「看護職員」という｡) 

イ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 

(2) 病院又は診療所である指定介護予防訪問看護事業所（以下「指定介護予防訪問看護を担当する医療機関」

という｡) 指定介護予防訪問看護の提供に当たる看護職員 

２ 指定介護予防訪問看護事業者が指定訪問看護事業者（指定居宅サービス等基準条例第66条第１項に規定する

指定訪問看護事業者をいう。以下同じ｡)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問看護の事業と指定訪問

看護（指定居宅サービス等基準条例第65条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ｡)の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第66条第１項に規定する人

員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第67条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常

勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、

当該指定介護予防訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職

務に従事することができるものとする。 

２ 指定介護予防訪問看護ステーションの管理者は、保健師又は看護師でなければならない。ただし、やむを得
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ない理由がある場合は、この限りでない。 

３ 指定介護予防訪問看護ステーションの管理者は、適切な指定介護予防訪問看護を行うために必要な知識及び

技能を有する者でなければならない。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第68条 指定介護予防訪問看護ステーションには、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を

設けるほか、指定介護予防訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。ただし、当該指

定介護予防訪問看護ステーションの同一敷地内に他の事業所、施設等がある場合は、事業の運営を行うために

必要な広さを有する専用の区画を設けることで足りるものとする。 

２ 指定介護予防訪問看護を担当する医療機関は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の指定介護

予防訪問看護の事業の用に供する区画を確保するとともに、指定介護予防訪問看護の提供に必要な設備及び備

品等を備えなければならない。 

３ 前２項の設備及び備品等は、利用者へのサービスの向上及び看護師等の業務の負担の軽減を図るため、常に

技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 

４ 指定介護予防訪問看護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問看護の事

業と指定訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービ

ス等基準条例第68条第１項又は第２項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第１項又は第２項

に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（サービス提供困難時の対応） 

第69条 指定介護予防訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定介護予防訪問看護事業所の通常の事業の

実施地域等を勘案し、自ら適切な指定介護予防訪問看護を提供することが困難であると認めた場合は、主治の

医師及び当該利用申込者に係る介護予防支援事業者への連絡を行い、適当な他の指定介護予防訪問看護事業者

等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

（介護予防支援事業者等との連携） 

第70条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護を提供するに当たっては、介護予防支援事業者

その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

２ 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対

して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供並

びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

（利用料等の受領） 

第71条 指定介護予防訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防訪問看護を提供した際

には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防訪問看護に係る介護予防サービス費用基準額か

ら当該指定介護予防訪問看護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるも

のとする。 

２ 指定介護予防訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問看護を提供した際に

その利用者から支払を受ける利用料の額及び指定介護予防訪問看護に係る介護予防サービス費用基準額と、健

康保険法（大正11年法律第70号）第63条第１項に規定する療養の給付若しくは同法第88条第１項に規定する指

定訪問看護又は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第64条第１項に規定する療養の給付

若しくは同法第78条第１項に規定する指定訪問看護のうち指定介護予防訪問看護に相当するものに要する費用

の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防訪問看護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地
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域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問看護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者か

ら受けることができる。 

４ 指定介護予防訪問看護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者

又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（同居家族に対するサービス提供の禁止） 

第72条 指定介護予防訪問看護事業者は、看護師等にその同居の家族である利用者に対する指定介護予防訪問看

護の提供をさせてはならない。 

（緊急時等の対応） 

第73条 看護師等は、現に指定介護予防訪問看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合

には、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求める等の必

要な措置を講じなければならない。 

（運営規程） 

第74条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営について

の重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定介護予防訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額 

(5) 通常の事業の実施地域 

(6) 緊急時等における対応方法 

(7) その他運営に関する重要事項 

（記録の整備） 

第75条 指定介護予防訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければ

ならない。 

２ 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供に関する次に掲げる記録を整

備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 第79条第２項に規定する主治の医師による指示の文書 

(2) 介護予防訪問看護計画書 

(3) 介護予防訪問看護報告書 

(4) 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(5) 次条において準用する第24条に規定する市町村への通知に係る記録 

(6) 次条において準用する第35条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(7) 次条において準用する第37条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

（準用） 

第76条 第９条、第10条、第12条から第14条まで、第16条から第20条まで、第22条、第24条、第29条から第38条

まで、第40条及び第55条の規定は、指定介護予防訪問看護の事業について準用する。この場合において、これ

らの規定中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と、第９条及び第31条中「第27条」とあるのは「第74条」

と、第14条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防訪問看護の基本取扱方針） 

第77条 指定介護予防訪問看護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなけれ

ばならない。 
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２ 指定介護予防訪問看護事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問看護の質の評価を行い、常にその改善

を図らなければならない。 

３ 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態と

ならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識し

てサービスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による

サービスの提供に努めなければならない。 

５ 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを

十分に図ることその他の様々な方法により、利用者がその有する能力を最大限活用することができるよう適切

な働きかけに努めなければならない。 

（指定介護予防訪問看護の具体的取扱方針） 

第78条 看護師等の行う指定介護予防訪問看護の方針は、第65条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取

扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会

議を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活

全般の状況の的確な把握を行うこと。 

(2) 看護師等（准看護師を除く。以下この条において同じ｡)は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況

及び希望を踏まえて、指定介護予防訪問看護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、

サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問看護計画書を作成し、主治の医師に提出しなければな

らないこと。 

(3) 介護予防訪問看護計画書は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿っ

て作成しなければならないこと。 

(4) 看護師等は、介護予防訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項について利用者又はその家族

に対して説明し、利用者の同意を得なければならないこと。 

(5) 看護師等は、介護予防訪問看護計画書を作成した際には、当該介護予防訪問看護計画書を利用者に交付し

なければならないこと。 

(6) 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び第２号に規定する介護予防訪

問看護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うこと。 

(7) 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、

療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。 

(8) 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもってサービスの提

供を行うこと。 

(9) 特殊な看護等については、これを行ってはならないこと。 

(10) 看護師等は、介護予防訪問看護計画書に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防訪問看護計

画書に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも１回は、当該介護予防訪問看護計

画書の実施状況の把握（以下この条において「モニタリング」という｡)を行うこと。 

(11) 看護師等は、モニタリングの結果も踏まえつつ、訪問日、提供した看護内容等を記載した介護予防訪問

看護報告書を作成し、当該報告書の内容について、当該指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該

報告書について主治の医師に定期的に提出しなければならないこと。 

(12) 指定介護予防訪問看護事業所の管理者は、介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書の作成

に関し、必要な指導及び管理を行わなければならないこと。 

(13) 看護師等は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問看護計画書の変更を行い、変更
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後の当該計画を主治の医師に提出しなければならないこと。 

２ 前項第１号から第12号までの規定は、同項第13号に規定する介護予防訪問看護計画書の変更について準用す

る。 

３ 当該指定介護予防訪問看護事業所が指定介護予防訪問看護を担当する医療機関である場合にあっては、第１

項第２号から第６号まで及び第10号から第13号まで並びに前項において準用する第１項第２号から第６号まで

及び第10号から第12号までの規定にかかわらず、介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書の作成

及び提出は、診療録その他の診療に関する記録（以下「診療記録」という｡)への記載をもって代えることがで

きる。 

（主治の医師との関係） 

第79条 指定介護予防訪問看護事業所の管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定介護予防訪問看護が行

われるよう必要な管理をしなければならない。 

２ 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書

で受けなければならない。 

３ 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たって主治の医師との密接な連携を図ら

なければならない。 

４ 前条第３項の規定は、主治の医師の文書による指示について準用する。 

第５章 介護予防訪問リハビリテーション 

第１節 基本方針 

第80条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問リハビリテーション（以下「指定介護予防訪問リハビリ

テーション」という｡)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことが

できるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、

利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならな

い。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者） 

第81条 指定介護予防訪問リハビリテーションの事業を行う者（以下「指定介護予防訪問リハビリテーション事

業者」という｡)は、当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防訪問リハビリテーション事業所」という｡)ご

とに、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下こ

の章において「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」という｡)を置かなければならない。 

２ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者（指定居宅サービス等基

準条例第82条第１項に規定する指定訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ｡)の指定を併せて受け、

かつ、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業と指定訪問リハビリテーション（指定居宅サービス等基準

条例第81条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同じ｡)の事業とが同一の事業所において一体

的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第82条第１項に規定する人員に関する基準

を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第82条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所又は介護老人保健施設であって、事業の

運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けているとともに、指定介護予防訪問リハビリテーショ

ンの提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。 

２ 前項の設備及び備品等は、利用者へのサービスの向上及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の業務の

負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 
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３ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、か

つ、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業と指定訪問リハビリテーションの事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第83条第１項に規定する設備に関

する基準を満たすことをもって、第１項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第83条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防訪問リ

ハビリテーションを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防訪問リハビリテ

ーションに係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業者に支払われ

る介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問リハ

ビリテーションを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定介護予防訪問リハビリテーシ

ョンに係る介護予防サービス費用基準額と、健康保険法第63条第１項又は高齢者の医療の確保に関する法律第

64条第１項に規定する療養の給付のうち指定介護予防訪問リハビリテーションに相当するものに要する費用の

額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常

の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問リハビリテーションを行う場合は、それに要し

た交通費の額の支払を利用者から受けることができる。 

４ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あら

かじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なけ

ればならない。 

（運営規程） 

第84条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、事業所ごとに、次に掲げる運営についての重要事項に

関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定介護予防訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額 

(5) 通常の事業の実施地域 

(6) その他運営に関する重要事項 

（記録の整備） 

第85条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し

ておかなければならない。 

２ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問リハビリテーションの提

供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 介護予防訪問リハビリテーション計画 

(2) 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(3) 次条において準用する第24条に規定する市町村への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第35条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第37条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

（準用） 

第86条 第９条から第14条まで、第16条から第20条まで、第22条、第24条、第29条から第32条まで、第34条から
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第38条まで、第40条、第55条及び第70条の規定は、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業について準用

する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴

覚士」と、第９条及び第31条中「第27条」とあるのは「第84条」と、第14条中「心身の状況」とあるのは「心

身の状況、病歴」と読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防訪問リハビリテーションの基本取扱方針） 

第87条 指定介護予防訪問リハビリテーションは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的

に行われなければならない。 

２ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問リハビリテーションの

質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たり、利

用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とす

るものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるよ

うな方法によるサービスの提供に努めなければならない。 

５ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たり、利

用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加する

よう適切な働きかけに努めなければならない。 

（指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針） 

第88条 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、

その方針は、第80条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによる

ものとする。 

(1) 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサ

ービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利

用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。 

(2) 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希

望を踏まえて、指定介護予防訪問リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービス

の内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問リハビリテーション計画を作成すること。 

(3) 介護予防訪問リハビリテーション計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画

の内容に沿って作成しなければならないこと。 

(4) 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画の作成に

当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならないこ

と。 

(5) 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画を作成し

た際には、当該介護予防訪問リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならないこと。 

(6) 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び介護予防訪問リハビリテーシ

ョン計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うこ

と。 

(7) 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はそ

の家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導

又は説明を行うこと。 

(8) 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術を
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もってサービスの提供を行うこと。 

(9) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、それぞれの利用者について、介護予防訪問リハビリテーショ

ン計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に

報告すること。 

(10) 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画に基づ

くサービスの提供の開始時から、当該介護予防訪問リハビリテーション計画に記載したサービスの提供を行

う期間が終了するまでに、少なくとも１回は、当該介護予防訪問リハビリテーション計画の実施状況の把握

（以下この条において「モニタリング」という｡)を行うこと。 

(11) 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当

該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならな

いこと。 

(12) 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて

介護予防訪問リハビリテーション計画の変更を行うこと。 

２ 前項第１号から第11号までの規定は、同項第12号に規定する介護予防訪問リハビリテーション計画の変更に

ついて準用する。 

第６章 介護予防居宅療養管理指導 

第１節 基本方針 

第89条 指定介護予防サービスに該当する介護予防居宅療養管理指導（以下「指定介護予防居宅療養管理指導」

という｡)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、

医師、歯科医師、薬剤師、看護職員（歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健

師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう。以下この章において同じ｡)、歯科衛生

士（歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。

以下この章において同じ｡)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身

の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、利用者の

心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者） 

第90条 指定介護予防居宅療養管理指導の事業を行う者（以下「指定介護予防居宅療養管理指導事業者」という｡)

が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防居宅療養管理指導事業所」という｡)ごとに置くべき従業者（以

下「介護予防居宅療養管理指導従業者」という｡)は、次の各号に掲げる指定介護予防居宅療養管理指導事業所

の種類の区分に応じて、当該各号に定めるものとし、その員数は、規則で定める。 

(1) 病院又は診療所である指定介護予防居宅療養管理指導事業所 次に掲げる従業者 

ア 医師又は歯科医師 

イ 薬剤師、看護職員、歯科衛生士又は管理栄養士 

(2) 薬局である指定介護予防居宅療養管理指導事業所 薬剤師 

(3) 指定訪問看護ステーション等（指定訪問看護ステーション（指定居宅サービス等基準条例第66条第１項に

いう指定訪問看護ステーションをいう｡)及び指定介護予防訪問看護ステーションをいう。以下この章におい

て同じ｡)である指定介護予防居宅療養管理指導事業所 看護職員 

２ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養管理指導事業者（指定居宅サービス等基準条例第92条

第１項に規定する指定居宅療養管理指導事業者をいう。以下同じ｡)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防

居宅療養管理指導の事業と指定居宅療養管理指導（指定居宅サービス等基準条例第91条に規定する指定居宅療

養管理指導をいう。以下同じ｡)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指
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定居宅サービス等基準条例第92条第１項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する

基準を満たしているものとみなすことができる。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第91条 指定介護予防居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所、薬局又は指定訪問看護ステーション等であっ

て、指定介護予防居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有しているほか、指定介護予防居宅療養管理

指導の提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。 

２ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養管理指導事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護

予防居宅療養管理指導の事業と指定居宅療養管理指導の事業とが同一の事業所において一体的に運営されてい

る場合については、指定居宅サービス等基準条例第93条第１項に規定する設備に関する基準を満たすことをも

って、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第92条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防居宅療養管理

指導を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防居宅療養管理指導に係る介護

予防サービス費用基準額から当該指定介護予防居宅療養管理指導事業者に支払われる介護予防サービス費の額

を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防居宅療養管理指

導を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定介護予防居宅療養管理指導に係る介護予防

サービス費用基準額と、健康保険法第63条第１項又は高齢者の医療の確保に関する法律第64条第１項に規定す

る療養の給付のうち指定介護予防居宅療養管理指導に相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額

が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、指定介護予防居宅療養管理指導

の提供に要する交通費の額の支払を利用者から受けることができる。 

４ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ

利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければな

らない。 

（運営規程） 

第93条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、指定介護予防居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事

業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定介護予防居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額 

(5) その他運営に関する重要事項 

（記録の整備） 

第94条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておか

なければならない。 

２ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定介護予防居宅療養管理指導の提供に関する次

に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(2) 次条において準用する第24条に規定する市町村への通知に係る記録 
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(3) 次条において準用する第35条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(4) 次条において準用する第37条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

（準用） 

第95条 第９条から第14条まで、第17条、第19条、第20条、第22条、第24条、第29条から第32条まで、第34条か

ら第38条まで、第40条、第55条及び第70条の規定は、指定介護予防居宅療養管理指導の事業について準用する。

この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「介護予防居宅療養管理指導従業者」と、第

９条及び第31条中「第27条」とあるのは「第93条」と、第14条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病

歴、服薬歴」と、第19条中「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防居宅療養管理指導の基本取扱方針） 

第96条 指定介護予防居宅療養管理指導は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わ

れなければならない。 

２ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、自らその提供する指定介護予防居宅療養管理指導の質の評価を行

い、常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たり、利用者ができる

限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものである

ことを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方

法によるサービスの提供に努めなければならない。 

（指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方針） 

第97条 医師又は歯科医師の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況

を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、介護予防支援事業者等に対する

介護予防サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、介護予防サービスの利

用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行うこと。 

(2) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切

丁寧に応ずるとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指

導又は助言を行うこと。 

(3) 前号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療養上必要な事項等を記載した文

書を交付するよう努めなければならないこと。 

(4) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な介護予防サービスが提供されるために

必要があると認める場合又は介護予防支援事業者若しくは介護予防サービス事業者から求めがあった場合は、

介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対し、介護予防サービス計画の作成、介護予防サービス

の提供等に必要な情報提供又は助言を行うこと。 

(5) 前号に規定する介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対する情報提供又は助言については、

原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならないこと。 

(6) 前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、介護予防支援事

業者又は介護予防サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付し

て行わなければならないこと。 

(7) それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療録に

記録すること。 

２ 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによ
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るものとする。 

(1) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示（薬局の薬剤師による指定

介護予防居宅療養管理指導にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理

指導計画）に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥

当適切に行うこと。 

(2) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族

に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。 

(3) 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサー

ビスを提供すること。 

(4) それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録

を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告すること。 

３ 看護職員の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、介護予防支援事業者等に対する介護予防サービス計

画の作成等に必要な情報提供並びに利用者に対する療養上の相談及び支援を行うこと。 

(2) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族

に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は助言を行うこと。 

(3) それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに記録を作

成するとともに、医師又は介護予防支援事業者等に報告すること。 

第７章 介護予防通所介護 

第１節 基本方針 

第98条 指定介護予防サービスに該当する介護予防通所介護（以下「指定介護予防通所介護」という｡)の事業は、

その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の

支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又

は向上を目指すものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者） 

第99条 指定介護予防通所介護の事業を行う者（以下「指定介護予防通所介護事業者」という｡)が当該事業を行

う事業所（以下「指定介護予防通所介護事業所」という｡)ごとに置くべき従業者（以下この節から第５節まで

において「介護予防通所介護従業者」という｡)は、次に掲げるものとし、その員数及び当該員数の算定の方法

等は、規則で定める。 

(1) 生活相談員 

(2) 看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という｡) 

(3) 介護職員 

(4) 機能訓練指導員 

２ 指定介護予防通所介護事業者が指定通所介護事業者（指定居宅サービス等基準条例第101条第１項に規定する

指定通所介護事業者をいう。以下同じ｡)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所介護の事業と指定通所

介護（指定居宅サービス等基準条例第100条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ｡)の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第101条第１項に規定する人

員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第100条 指定介護予防通所介護事業者は、指定介護予防通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管

理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介
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護予防通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事すること

ができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第101条 指定介護予防通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設

備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定介護予防通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等

を備えなければならない。 

２ 前項の設備の基準は、規則で定める。 

３ 第１項の設備は、専ら当該指定介護予防通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利

用者（当該指定介護予防通所介護事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所

介護の事業と指定通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事

業所における指定介護予防通所介護又は指定通所介護の利用者）に対する指定介護予防通所介護の提供に支障

がない場合は、この限りでない。 

４ 第１項の設備及び備品等は、利用者へのサービスの向上及び介護予防通所介護従業者の業務の負担の軽減を

図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 

５ 指定介護予防通所介護事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所介護の事

業と指定通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービ

ス等基準条例第103条第１項から第３項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第１項から第

３項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（利用料の受領） 

第102条 指定介護予防通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防通所介護を提供した際

には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防通所介護に係る介護予防サービス費用基準額か

ら当該指定介護予防通所介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるも

のとする。 

２ 指定介護予防通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防通所介護を提供した際に

その利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防通所介護に係る介護予防サービス費用基準額との間

に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防通所介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払を利用者か

ら受けることができる。 

４ 指定介護予防通所介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者

又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（運営規程） 

第103条 指定介護予防通所介護事業者は、指定介護予防通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営について

の重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定介護予防通所介護の利用定員（当該指定介護予防通所介護事業所において同時に指定介護予防通所介

護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ｡) 

(5) 指定介護予防通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(6) 通常の事業の実施地域 



平成24年12月28日(金) 新  潟  県  報 号 外 １ 

128 

(7) サービス利用に当たっての留意事項 

(8) 緊急時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第104条 指定介護予防通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防通所介護を提供できるよう、指定介

護予防通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定介護予防通所介護事業者は、指定介護予防通所介護事業所ごとに、当該指定介護予防通所介護事業所の

従業者によって指定介護予防通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさ

ない業務については、この限りでない。 

３ 指定介護予防通所介護事業者は、介護予防通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保し

なければならない。 

（定員の遵守） 

第105条 指定介護予防通所介護事業者は、利用定員を超えて指定介護予防通所介護の提供を行ってはならない。

ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（非常災害対策） 

第106条 指定介護予防通所介護事業者は、指定介護予防通所介護事業所の所在する地域の環境及び利用者の特性

に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関へ

の通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要

な訓練を行わなければならない。 

（衛生管理等） 

第107条 指定介護予防通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水につい

て、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防通所介護事業者は、当該指定介護予防通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延し

ないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（記録の整備） 

第108条 指定介護予防通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければ

ならない。 

２ 指定介護予防通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整

備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 介護予防通所介護計画 

(2) 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(3) 次条において準用する第24条に規定する市町村への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第35条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第37条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

（準用） 

第109条 第９条から第18条まで、第20条、第22条、第24条、第25条、第31条から第38条まで、第40条及び第55

条の規定は、指定介護予防通所介護の事業について準用する。この場合において、第９条及び第31条中「第27

条」とあるのは「第103条」と、「訪問介護員等」とあるのは「介護予防通所介護従業者」と、第25条中「訪問

介護員等」とあるのは「介護予防通所介護従業者」と読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防通所介護の基本取扱方針） 
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第110条 指定介護予防通所介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなけれ

ばならない。 

２ 指定介護予防通所介護事業者は、自らその提供する指定介護予防通所介護の質の評価を行うとともに、主治

の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防通所介護事業者は、指定介護予防通所介護の提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、

栄養状態の改善、口腔
くう

機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身

機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよ

う支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防通所介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による

サービスの提供に努めなければならない。 

５ 指定介護予防通所介護事業者は、指定介護予防通所介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを

十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなけ

ればならない。 

（指定介護予防通所介護の具体的取扱方針） 

第111条 指定介護予防通所介護の方針は、第98条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、

次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定介護予防通所介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会

議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の

状況の的確な把握を行うこと。 

(2) 指定介護予防通所介護事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ

て、指定介護予防通所介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を

行う期間等を記載した介護予防通所介護計画を作成すること。 

(3) 介護予防通所介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って

作成しなければならないこと。 

(4) 指定介護予防通所介護事業所の管理者は、介護予防通所介護計画の作成に当たっては、その内容について

利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならないこと。 

(5) 指定介護予防通所介護事業所の管理者は、介護予防通所介護計画を作成した際には、当該介護予防通所介

護計画を利用者に交付しなければならないこと。 

(6) 指定介護予防通所介護の提供に当たっては、介護予防通所介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むの

に必要な支援を行うこと。 

(7) 指定介護予防通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、

サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。 

(8) 指定介護予防通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービス

の提供を行うこと。 

(9) 指定介護予防通所介護事業所の管理者は、介護予防通所介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、

少なくとも１月に１回は、当該介護予防通所介護計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの

提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者

に報告するとともに、当該介護予防通所介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、

少なくとも１回は、当該介護予防通所介護計画の実施状況の把握（以下この条において「モニタリング」と

いう｡)を行うこと。 

(10) 指定介護予防通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提

供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならないこと。 
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(11) 指定介護予防通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防通所介

護計画の変更を行うこと。 

２ 前項第１号から第10号までの規定は、同項第11号に規定する介護予防通所介護計画の変更について準用する。 

（指定介護予防通所介護の提供に当たっての留意点） 

第112条 指定介護予防通所介護の提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項

に留意しながら行わなければならない。 

(1) 指定介護予防通所介護事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント（指定介

護予防支援等基準第30条第７号に規定するアセスメントをいう。以下同じ｡)において把握された課題、指定

介護予防通所介護の提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供

に努めること。 

(2) 指定介護予防通所介護事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔
くう

機能向上サービス

を提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。 

(3) 指定介護予防通所介護事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配

慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全

管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。 

（安全管理体制等の確保） 

第113条 指定介護予防通所介護事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場

合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の

医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。 

２ 指定介護予防通所介護事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなけれ

ばならない。 

３ 指定介護予防通所介護事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日

の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。 

４ 指定介護予防通所介護事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に

気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な

措置を講じなければならない。 

第６節 基準該当介護予防サービスに関する基準 

（従業者） 

第114条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防通所介護又はこれに相当するサービス（以下「基準該当

介護予防通所介護」という｡)の事業を行う者（以下「基準該当介護予防通所介護事業者」という｡)が当該事業

を行う事業所（以下「基準該当介護予防通所介護事業所」という｡)ごとに置くべき従業者（以下この節におい

て「介護予防通所介護従業者」という｡)は、次に掲げるものとし、その員数及び当該員数の算定の方法等は、

規則で定める。 

(1) 生活相談員 

(2) 看護職員 

(3) 介護職員 

(4) 機能訓練指導員 

２ 基準該当介護予防通所介護の事業と基準該当通所介護（指定居宅サービス等基準条例第133条第１項に規定す

る基準該当通所介護をいう。以下同じ｡)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営

されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第133条第１項に規定する人員に関する基準を満たす

ことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 
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第115条 基準該当介護予防通所介護事業所は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、

基準該当介護予防通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当介護予防通所介護事業所の他の職

務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

（設備及び備品等） 

第116条 基準該当介護予防通所介護事業所には、食事を行う場所、機能訓練を行う場所、静養のための場所、生

活相談のための場所、事務連絡のための場所を確保するとともに、消火設備その他の非常災害に際して必要な

設備並びに基準該当介護予防通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項の設備の基準は、規則で定める。 

３ 第１項の設備は、専ら当該基準該当介護予防通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、

利用者（当該基準該当介護予防通所介護事業者が基準該当介護予防通所介護の事業と基準該当通所介護（指定

居宅サービス等基準条例第133条第１項に規定する基準該当通所介護をいう。以下同じ｡)の事業を同一の事業所

において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当介護予防通所介護又は基準該当

通所介護の利用者。以下この節において同じ｡)に対する基準該当介護予防通所介護の提供に支障がない場合は、

この限りでない。 

４ 第１項の設備及び備品等は、利用者へのサービスの向上及び介護予防通所介護従業者の業務の負担の軽減を

図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 

５ 基準該当介護予防通所介護の事業と基準該当通所介護の事業とが、同一の事業所において一体的に運営され

る場合については、指定居宅サービス等基準条例第135条第１項から第３項までに規定する設備に関する基準を

もって、第１項から第３項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（準用） 

第117条 第９条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第22条、第24条、第25条、第31条から第34条まで、

第35条（第５項及び第６項を除く｡)、第36条から第38条まで、第40条及び第55条並びに第１節、第４節（第102

条第１項及び第109条を除く｡)及び前節の規定は、基準該当介護予防通所介護の事業について準用する。この場

合において、第９条及び第31条中「第27条」とあるのは「第117条において準用する第103条」と､｢訪問介護員

等」とあるのは「介護予防通所介護従業者」と、第20条中「内容、当該指定介護予防訪問介護について法第53

条第４項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」と、第22

条中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問介護」とあるのは「基準該当介護予防通所介護」

と、第31条中「訪問介護員等」とあるのは「介護予防通所介護従業者」と、第102条第２項中「法定代理受領サ

ービスに該当しない指定介護予防通所介護」とあるのは「基準該当介護予防通所介護」と、同条第３項中「前

２項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。 

第８章 介護予防通所リハビリテーション 

第１節 基本方針 

第118条 指定介護予防サービスに該当する介護予防通所リハビリテーション（以下「指定介護予防通所リハビリ

テーション」という｡)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことが

できるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維

持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者） 

第119条 指定介護予防通所リハビリテーションの事業を行う者（以下「指定介護予防通所リハビリテーション事

業者」という｡)が、当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防通所リハビリテーション事業所」という｡)ご

とに置くべき指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる従業者（以下「介護予防通所リハビリテー

ション従業者」という｡)は、次に掲げるものとし、その員数及び当該員数の算定の方法等は、規則で定める。 
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(1) 医師 

(2) 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職

員」という｡)若しくは介護職員 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者（指定居宅サービス等基

準条例第138条第１項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ｡)の指定を併せて受け、

かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーション（指定居宅サービス等基準

条例第137条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ｡)の事業とが同一の事業所において一体

的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第138条第１項に規定する人員に関する基準

を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第３節 設備に関する基準 

第120条 指定介護予防通所リハビリテーション事業所は、指定介護予防通所リハビリテーションを行うにふさわ

しい専用の部屋等であって、規則で定める面積のものを有しなければならない。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定

介護予防通所リハビリテーションを行うために必要な専用の機械及び器具を備えなければならない。 

３ 前項の機械及び器具は、利用者へのサービスの向上及び介護予防通所リハビリテーション従業者の業務の負

担の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 

４ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、か

つ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第139条第１項及び第２項に規定す

る設備に関する基準を満たすことをもって、第１項及び第２項に規定する基準を満たしているものとみなすこ

とができる。 

第４節 運営に関する基準 

（管理者等の責務） 

第121条 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

又は専ら指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理の

代行をさせることができる。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の管理者又は前項の管理を代行する者は、指定介護予防通所リ

ハビリテーション事業所の従業者にこの節及び次節の規定を遵守させるための必要な指揮命令を行うものとす

る。 

（運営規程） 

第122条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーション事業所ごとに、

次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定介護予防通所リハビリテーションの利用定員 

(5) 指定介護予防通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額 

(6) 通常の事業の実施地域 

(7) サービス利用に当たっての留意事項 

(8) 非常災害対策 

(9) その他運営に関する重要事項 

（衛生管理等） 
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第123条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に

供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管

理を適正に行わなければならない。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないよ

うに必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（記録の整備） 

第124条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し

ておかなければならない。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防通所リハビリテーションの提

供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 介護予防通所リハビリテーション計画 

(2) 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(3) 次条において準用する第24条に規定する市町村への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第35条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第37条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

（準用） 

第125条 第９条から第14条まで、第16条から第18条まで、第20条、第22条、第24条、第25条、第31条、第32条、

第34条から第38条まで、第40条、第70条、第102条及び第104条から第106条までの規定は、指定介護予防通所リ

ハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは

「介護予防通所リハビリテーション従業者」と、第９条及び第31条中「第27条」とあるのは「第122条」と、第

14条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第104条第３項中「介護予防通所介護従業者」とあ

るのは「介護予防通所リハビリテーション従業者」と読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防通所リハビリテーションの基本取扱方針） 

第126条 指定介護予防通所リハビリテーションは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的

に行われなければならない。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定介護予防通所リハビリテーションの

質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならな

い。 

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たり、単

に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔
くう

機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目

的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立し

た日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供

に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるよ

うな方法によるサービスの提供に努めなければならない。 

５ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たり、利

用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加する

よう適切な働きかけに努めなければならない。 

（指定介護予防通所リハビリテーションの具体的取扱方針） 

第127条 指定介護予防通所リハビリテーションの方針は、第118条に規定する基本方針及び前条に規定する基本

取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 
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(1) 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサ

ービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利

用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。 

(2) 医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる介護予

防通所リハビリテーション従業者（以下この節において「医師等の従業者」という｡)は、診療又は運動機能

検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、

リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期

間等を記載した介護予防通所リハビリテーション計画を作成しなければならないこと。 

(3) 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、既に介護予防サービス計

画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならないこと。 

(4) 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者

又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならないこと。 

(5) 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画を作成した際には、当該介護予防通所リハビリ

テーション計画を利用者に交付しなければならないこと。 

(6) 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護予防通所リハビリテーション計画に基づ

き、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。 

(7) 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はそ

の家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導

又は説明を行うこと。 

(8) 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術を

もってサービスの提供を行うこと。 

(9) 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なく

とも１月に１回は、当該介護予防通所リハビリテーション計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサ

ービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支

援事業者に報告するとともに、当該介護予防通所リハビリテーション計画に記載したサービスの提供を行う

期間が終了するまでに、少なくとも１回は、当該介護予防通所リハビリテーション計画の実施状況の把握（以

下この条において「モニタリング」という｡)を行うこと。 

(10) 医師等の従業者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サー

ビス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならないこと。 

(11) 医師等の従業者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防通所リハビリテーション計画

の変更を行うこと。 

２ 前項第１号から第10号までの規定は、同項第11号に規定する介護予防通所リハビリテーション計画の変更に

ついて準用する。 

（指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっての留意点） 

第128条 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、

次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。 

(1) 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセス

メントにおいて把握された課題、指定介護予防通所リハビリテーションの提供による当該課題に係る改善状

況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。 

(2) 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔
くう

機

能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なもの

とすること。 
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(3) 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者である

ことに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条

に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。 

（安全管理体制等の確保） 

第129条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急

変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速や

かに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整

備に努めなければならない。 

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する

等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならな

い。 

４ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体

調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を

行う等の必要な措置を講じなければならない。 

第９章 介護予防短期入所生活介護 

第１節 基本方針 

第130条 指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護（以下「指定介護予防短期入所生活介護」

という｡)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、

入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の

維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者） 

第131条 指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者（以下「指定介護予防短期入所生活介護事業者」という｡)

が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防短期入所生活介護事業所」という｡)ごとに置くべき指定介護予

防短期入所生活介護の提供に当たる従業者（以下この節から第５節までにおいて「介護予防短期入所生活介護

従業者」という｡)は、次に掲げるものとし、その員数及び当該員数の算定の方法等は、規則で定める。ただし、

利用定員（当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において同時に指定介護予防短期入所生活介護の提供を

受けることができる利用者（当該指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者（指定

居宅サービス等基準条例第149条第１項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ｡)の指定を併

せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護（指定居宅サービス等基準条

例第148条に規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ｡)の事業とが同一の事業所において一体的に運営

されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防短期入所生活介護又は指定短期入所生活介護の

利用者。以下この節及び次節並びに第141条において同じ｡)の数の上限をいう。以下この節から第４節までにお

いて同じ｡)が40人を超えない指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士

との連携を図ることにより当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる

場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第４号の栄養士を置かないことができる。 

(1) 医師 

(2) 生活相談員 

(3) 介護職員又は看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」という｡)  

(4) 栄養士 

(5) 機能訓練指導員 



平成24年12月28日(金) 新  潟  県  報 号 外 １ 

136 

(6) 調理員その他の従業者 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者（指定居宅サービス等基準条例第149

条第１項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ｡)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予

防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護（指定居宅サービス等基準条例第148条に規定する指定短期

入所生活介護をいう。以下同じ｡)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、

指定居宅サービス等基準条例第149条第１項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定す

る基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第132条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に

従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理上支障

がない場合は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事

業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

（利用定員等） 

第133条 指定介護予防短期入所生活介護事業所は、その利用定員を20人以上とし、指定介護予防短期入所生活介

護の事業の専用の居室を設けるものとする。ただし、規則で定める特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和38

年法律第133号）第20条の５に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ｡)の場合にあっては、この限りで

ない。 

２ 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム（老人福祉法第20条の４に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ｡)、

病院、診療所、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予

防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設（以下「特別養護老人ホーム等」という｡)に併設される指

定介護予防短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの（以

下「併設事業所」という｡)の場合又は指定介護予防短期入所生活介護事業所（ユニット型指定介護予防短期入

所生活介護事業所（第155条に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所をいう。以下この項に

おいて同じ｡)を除く｡)とユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所とが併設され一体的に運営される場

合であって、それらの利用定員の総数が20人以上である場合にあっては、前項本文の規定にかかわらず、その

利用定員を20人未満とすることができる。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護

予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されてい

る場合については、指定居宅サービス等基準条例第151条第１項に規定する利用定員等の基準を満たすことをも

って、前２項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（設備及び備品等） 

第134条 指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除

く｡)は、耐火建築物（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第９号の２に規定する耐火建築物をいう。以

下同じ｡)でなければならない。ただし、規則で定める要件を満たす２階建て又は平屋建ての指定介護予防短期

入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物（同条第９号の３に規定する準耐火建築物をいう。以下

同じ｡)とすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規

則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係

る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備を設けるとともに、指定介護予防短期入所生活

介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等
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の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の効率的運

営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用者の処

遇に支障がない場合は、居室、便所、洗面設備、静養室、介護職員室及び看護職員室を除き、これらの設備を

設けないことができる。 

(1) 居室 

(2) 食堂 

(3) 機能訓練室 

(4) 浴室 

(5) 便所 

(6) 洗面設備 

(7) 医務室 

(8) 静養室 

(9) 面談室 

(10) 介護職員室 

(11) 看護職員室 

(12) 調理室 

(13) 洗濯室又は洗濯場 

(14) 汚物処理室 

(15) 介護材料室 

４ 併設事業所の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設事業所及び当該併設事業所を併設する特

別養護老人ホーム等（以下この章において「併設本体施設」という｡)の効率的運営が可能であり、かつ、当該

併設事業所の利用者及び当該併設本体施設の入所者又は入院患者の処遇に支障がないときは、当該併設本体施

設の前項各号に掲げる設備（居室を除く｡)を指定介護予防短期入所生活介護の事業の用に供することができる

ものとする。 

５ 規則で定める特別養護老人ホームについては、老人福祉法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされ

る設備を有することで足りるものとする。 

６ 第３項各号に掲げる設備の基準は、規則で定める。 

７ 前各項に規定するもののほか、指定介護予防短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、規則で定める。 

８ 第３項の設備及び備品等は、利用者へのサービスの向上及び介護予防短期入所生活介護従業者の業務の負担

の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 

９ 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護

予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されてい

る場合については、指定居宅サービス等基準条例第152条第１項から第７項までに規定する設備に関する基準を

満たしていることをもって、第１項から第７項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第135条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供の開始に際し、あらか

じめ、利用申込者又はその家族に対し、第140条に規定する重要事項に関する規程の概要、介護予防短期入所生

活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書

を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 第９条第２項及び第３項の規定は、前項の規定による文書の交付について準用する。 

（指定介護予防短期入所生活介護の開始及び終了） 
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第136条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況により、若しくはその家族の疾病、冠婚

葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居

宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、指定介護予防短期入所生活介護を提供するものとする。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを

提供する者との密接な連携により、指定介護予防短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用

者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。 

（利用料等の受領） 

第137条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所生活

介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所生活介護に係る介護

予防サービス費用基準額から当該指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額

を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所生活介

護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防

サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払を

利用者から受けることができる。 

４ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、

利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意

を得なければならない。ただし、規則で定める費用に係る同意については、文書によるものとする。 

（身体的拘束等の禁止） 

第138条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利

用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者

の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という｡)を行ってはならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第139条 介護予防短期入所生活介護従業者は、現に指定介護予防短期入所生活介護の提供を行っているときに利

用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ指定介護予防短期入

所生活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（運営規程） 

第140条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定

めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 利用定員（規則で定める特別養護老人ホームである場合を除く｡) 

(4) 指定介護予防短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(5) 通常の送迎の実施地域 

(6) サービス利用に当たっての留意事項 

(7) 緊急時等における対応方法 

(8) 非常災害対策 

(9) その他運営に関する重要事項 

（定員の遵守） 
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第141条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定介護予

防短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この

限りでない。 

(1) 規則で定める特別養護老人ホームである指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、当該特別養護

老人ホームの入所定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数 

(2) 前号に該当しない指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えるこ

ととなる利用者数 

（地域等との連携） 

第142条 指定介護予防短期入所生活介護の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携

及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

（記録の整備） 

第143条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておか

なければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入所生活介護の提供に関する次

に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 介護予防短期入所生活介護計画 

(2) 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(3) 第138条第２項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得

ない理由の記録 

(4) 次条において準用する第24条に規定する市町村への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第35条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第37条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

（準用） 

第144条 第10条から第14条まで、第16条、第17条、第20条、第22条、第24条、第31条から第38条まで、第40条、

第55条、第104条、第106条及び第107条の規定は、指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。こ

の場合において、第31条中「第27条」とあるのは「第140条」と､｢訪問介護員等」とあるのは「介護予防短期入

所生活介護従業者」と、第104条第３項及び第106条中「介護予防通所介護従業者」とあるのは「介護予防短期

入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防短期入所生活介護の基本取扱方針） 

第145条 指定介護予防短期入所生活介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わ

れなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定介護予防短期入所生活介護の質の評価を行

うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たり、利用者ができる

限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものである

ことを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方

法によるサービスの提供に努めなければならない。 

５ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たり、利用者とのコミ

ュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働

きかけに努めなければならない。 
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（指定介護予防短期入所生活介護の具体的取扱方針） 

第146条 指定介護予防短期入所生活介護の方針は、第130条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方

針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス

担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生

活全般の状況の的確な把握を行うこと。 

(2) 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定さ

れる利用者については、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防短

期入所生活介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等

を記載した介護予防短期入所生活介護計画を作成すること。 

(3) 介護予防短期入所生活介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容

に沿って作成しなければならないこと。 

(4) 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、介護予防短期入所生活介護計画の作成に当たっては、

その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならないこと。 

(5) 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、介護予防短期入所生活介護計画を作成した際には、当

該介護予防短期入所生活介護計画を利用者に交付しなければならないこと。 

(6) 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、介護予防短期入所生活介護計画が作成されている場

合には、当該計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。 

(7) 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族

に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。 

(8) 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、介護予防短期入所生活介護計画の作成後、当該介護予

防短期入所生活介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該介護予防短期入所生活介護計画の変更

を行うこと。 

２ 前項第２号から第７号までの規定は、同項第８号に規定する介護予防短期入所生活介護計画の変更について

準用する。 

（介護） 

第147条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術

をもって行わなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、１週間に２回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は

清しきしなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立に

ついて必要な支援を行わなければならない。 

４ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えな

ければならない。 

５ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他

日常生活上の支援を適切に行わなければならない。 

６ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常時１人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。 

７ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定介護予防短

期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

（食事） 

第148条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮した食事を、

適切な時間に提供しなければならない。 
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２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事をとることを支援しな

ければならない。 

（機能訓練） 

第149条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送

る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなければならない。 

（健康管理） 

第150条 指定介護予防短期入所生活介護事業所の医師及び看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとと

もに、健康保持のための適切な措置をとらなければならない。 

（相談及び援助） 

第151条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な

把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の支援を行わ

なければならない。 

（その他のサービスの提供） 

第152条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜利用者のためのレクリエ

ーション行事を行わなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。 

第６節 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針 

（この節の趣旨） 

第153条 第１節、第３節から前節までの規定にかかわらず、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業（指

定介護予防短期入所生活介護の事業であって、その全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられ

る共同生活室（当該居室の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この章において同

じ｡)により一体的に構成される場所（以下この章において「ユニット」という｡)ごとに利用者の日常生活が営

まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ｡)の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準については、この節に定めるところによる。 

（基本方針） 

第154条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前

の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相

互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身機能の維持回復を

図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

第２款 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第155条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者（以下「ユニット型指定介護予防短期入所生

活介護事業者」という｡)が当該事業を行う事業所（以下「ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所」

という｡)の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く｡)は、耐火建築物でなければならな

い。ただし、規則で定める要件を満たす２階建て又は平屋建てのユニット型指定介護予防短期入所生活介護事

業所の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規

則で定める要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物であって、

火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要し

ない。 
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３ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備を設けるとともに、指定介護予防短

期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会

福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該ユニット型指定介護予防短期入所生活

介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該ユニット型指定介護予防短期

入所生活介護事業所の利用者へのサービスの提供に支障がない場合は、ユニットを除き、これらの設備を設け

ないことができる。 

(1) ユニット 

(2) 浴室 

(3) 医務室 

(4) 調理室 

(5) 洗濯室又は洗濯場 

(6) 汚物処理室 

(7) 介護材料室 

４ 特別養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、当該特別養

護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの（以下「併設ユニット型事業所」という｡)にあっては、前項の

規定にかかわらず、当該併設ユニット型事業所及び当該併設ユニット型事業所を併設する特別養護老人ホーム

等（以下この節において「ユニット型事業所併設本体施設」という｡)の効率的運営が可能であり、かつ、当該

併設ユニット型事業所の利用者及び当該ユニット型事業所併設本体施設の入所者又は入院患者に対するサービ

スの提供上支障がないときは、当該ユニット型事業所併設本体施設の前項各号に掲げる設備（ユニットを除く｡)

をユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。 

５ 規則で定めるユニット型特別養護老人ホーム（新潟県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成24年新潟県条例第66号）第34条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ｡)

については、ユニット型特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。 

６ 第３項各号に掲げる設備の基準は、規則で定める。 

７ 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、規則

で定める。 

８ 第３項の設備及び備品等は、利用者へのサービスの向上及び介護予防短期入所生活介護従業者の業務の負担

の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 

９ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者がユニット型指定短期入所生活介護事業者（指定居宅サー

ビス等基準条例第172条第１項に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業者をいう｡)の指定を併せて受け、

かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業（指定居宅

サービス等基準条例第170条に規定するユニット型指定短期入所生活介護の事業をいう｡)とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第172条第１項から第７項までに規

定する設備に関する基準を満たすことをもって、第１項から第７項までに規定する基準を満たしているものと

みなすことができる。 

（準用） 

第156条 第133条の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所について準用する。 

第３款 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第157条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短

期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所生活介護

に係る介護予防サービス費用基準額から当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われる介
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護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期

入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防短期入所生活介護に係

る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、規則で定める費用の

額の支払を受けることができる。 

４ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、

あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、

利用者の同意を得なければならない。ただし、規則で定める費用に係る同意については、文書によるものとす

る。 

（運営規程） 

第158条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関す

る規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 利用定員（当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所において同時にユニット型指定介護予防

短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者（当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業

者がユニット型指定短期入所生活介護事業者（指定居宅サービス等基準条例第172条第１項に規定するユニッ

ト型指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ｡)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防

短期入所生活介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業（指定居宅サービス等基準条例第170条に

規定するユニット型指定短期入所生活介護の事業をいう。以下同じ｡)とが同一の事業所において一体的に運

営されている場合については、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護又はユニット型指定短期入所生活

介護の利用者。以下この節及び第160条において同じ｡)の数の上限をいう。以下この節において同じ｡)（規則

で定めるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く｡) 

(4) ユニットの数及びユニットごとの利用定員（規則で定めるユニット型特別養護老人ホームである場合を除

く｡) 

(5) 指定介護予防短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(6) 通常の送迎の実施地域 

(7) サービス利用に当たっての留意事項 

(8) 緊急時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第159条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定介護予防短期

入所生活介護を提供できるよう、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに従業者の勤務の体制

を定めておかなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次に定める職員配置を行わなければならない。 

(1) 昼間については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 

(2) 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従

事する職員として配置すること。 

(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所ごと
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に、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者によってユニット型指定介護予防短期入所

生活介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限

りでない。 

４ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、介護予防短期入所生活介護従業者の資質の向上のため

に、その研修の機会を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第160条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に

指定介護予防短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場

合は、この限りでない。 

(1) 規則で定めるユニット型特別養護老人ホームであるユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所にあ

っては、当該ユニット型特別養護老人ホームのユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えることとなる

利用者数 

(2) 前号に該当しないユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、ユニットごとの利用定員

及び居室の定員を超えることとなる利用者数 

（準用） 

第161条 第135条、第136条、第138条、第139条及び第142条から第144条（第104条の準用に係る部分は除く｡)ま

での規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第135

条第１項中「第140条」とあるのは「第158条」と、第143条第２項第２号及び第４号から第６号までの規定中「次

条」とあるのは「第161条において準用する次条」と読み替えるものとする。 

第４款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっての留意事項） 

第162条 指定介護予防短期入所生活介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣

に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援

助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことが

できるよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。 

（介護） 

第163条 介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援す

るよう、利用者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行わなければならない。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、利用者が、その心

身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を

営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを

得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。 

４ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排

せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、排せ

つの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。 

６ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者が行う離床、着替え、整

容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 

７ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常時１人以上の介護職員を介護に従事させなければな
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らない。 

８ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該ユニ

ット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

（食事） 

第164条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮し

た食事を提供しなければならない。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食

事の自立について必要な支援を行わなければならない。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供

するとともに、利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事をとることができるよう必要な時間

を確保しなければならない。 

４ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、

その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事をとることを支援しなければならない。 

（その他のサービスの提供） 

第165条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の嗜
し

好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る

活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければな

らない。 

（準用） 

第166条 第145条、第146条及び第149条から第151条までの規定はユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事

業について準用する。この場合において、第146条中「第130条」とあるのは「第154条」と､｢前条」とあるのは

「第166条において準用する前条」と読み替えるものとする。 

第７節 基準該当介護予防サービスに関する基準 

（指定介護予防通所介護事業所等との併設） 

第167条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護又はこれに相当するサービス（以下「基

準該当介護予防短期入所生活介護」という｡)の事業を行う者（以下「基準該当介護予防短期入所生活介護事業

者」という｡)が当該事業を行う事業所（以下「基準該当介護予防短期入所生活介護事業所」という｡)は、指定

介護予防通所介護事業所、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所（指定地域密着型介護予防サービスの事

業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準（平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という｡)第13条

に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう｡)又は社会福祉施設（以下「指定介護予防通所介

護事業所等」という｡)に併設しなければならない。 

（従業者） 

第168条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者が基準該当介護予防短期入所生活介護事業所ごとに置くべ

き従業者（以下この節において「介護予防短期入所生活介護従業者」という｡)は、次に掲げるものとし、その

員数及び当該員数の算定の方法等は、規則で定める。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図るこ

とにより当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、

利用者の処遇に支障がないときは、第３号の栄養士を置かないことができる。 

(1) 生活相談員 

(2) 介護職員又は看護職員 

(3) 栄養士 

(4) 機能訓練指導員 
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(5) 調理員その他の従業者 

２ 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護（指定居宅サービス等基準条例第183

条に規定する基準該当短期入所生活介護をいう。以下同じ｡)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所に

おいて一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第184条第１項に規定する人員に

関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第169条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所ごとに専らそ

の職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の管理

上支障がない場合は、当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内に

ある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

（利用定員等） 

第170条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所は、その利用定員（当該基準該当介護予防短期入所生活介護

事業所において同時に基準該当介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者（当該基準該当

介護予防短期入所生活介護事業者が基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護

（指定居宅サービス等基準条例第183条に規定する基準該当短期入所生活介護をいう。以下同じ｡)の事業を同一

の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当介護予防短期入所生活

介護又は基準該当短期入所生活介護の利用者。以下この条において同じ｡)の数の上限をいう。以下この節にお

いて同じ｡)を20人未満とし、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。 

２ 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが同一の事業者により同一

の事業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービス等基準条例第186条第１項に規定する

利用定員等の基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（設備及び備品等） 

第171条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備を設けるとともに、基準該当介護予防

短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、指定介

護予防通所介護事業所等の設備を利用することにより、当該指定介護予防通所介護事業所等及び当該基準該当

介護予防短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該指定介護予防通所介護事業所等の利用者等

及び当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室を除き、これら

の設備を設けないことができる。 

(1) 居室 

(2) 食堂 

(3) 機能訓練室 

(4) 浴室 

(5) 便所 

(6) 洗面所 

(7) 静養室 

(8) 面接室 

(9) 介護職員室 

２ 前項各号に掲げる設備の基準は、規則で定める。 

３ 第１項の設備及び備品等は、利用者へのサービスの向上及び介護予防短期入所生活介護従業者の業務の負担

の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 

４ 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同

一の事業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービス等基準条例第187条第１項及び第２
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項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第１項及び第２項に規定する基準を満たしているもの

とみなすことができる。 

（指定介護予防通所介護事業所等との連携） 

第172条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、基準該当介護予防短期入所生活介護の提供に際し、常に

指定介護予防通所介護事業所等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。 

（準用） 

第173条 第10条から第14条まで、第17条、第20条、第22条、第24条、第31条から第34条まで、第35条（第５項及

び第６項を除く｡)、第36条から第38条まで、第40条、第55条、第104条、第106条、第107条及び第130条並びに

第４節（第137条第１項及び第144条を除く｡)及び第５節の規定は、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業

について準用する。この場合において、第20条中「内容、当該指定介護予防訪問介護について法第53条第４項

の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」と、第22条中「法

定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問介護」とあるのは「基準該当介護予防短期入所生活介護」

と、第31条中「第27条」とあるのは「第173条において準用する第140条」と､｢訪問介護員等」とあるのは「介

護予防短期入所生活介護従業者」と、第104条第３項中「介護予防通所介護従業者」とあるのは「介護予防短期

入所生活介護従業者」と、第137条第２項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所生活介

護」とあるのは「基準該当介護予防短期入所生活介護」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、

第143条第２項第２号及び第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは､｢第173条」と、第146条中「第130

条」とあるのは「第173条において準用する第130条」と､｢前条」とあるのは「第173条において準用する前条」

と、第150条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と読み替えるものとする。 

第10章 介護予防短期入所療養介護 

第１節 基本方針 

第174条 指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所療養介護（以下「指定介護予防短期入所療養介護」

という｡)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、

看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うことにより、

利用者の療養生活の質の向上及び心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指

すものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者） 

第175条 指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者（以下「指定介護予防短期入所療養介護事業者」という｡)

が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防短期入所療養介護事業所」という｡)ごとに置くべき指定介護予

防短期入所療養介護の提供に当たる従業者（以下「介護予防短期入所療養介護従業者」という｡)並びにその員

数及び当該員数の算定の方法等は、規則で定める。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期

入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されてい

る場合については、指定居宅サービス等基準条例第191条第１項に規定する人員に関する基準を満たすことをも

って、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第３節 設備に関する基準 

第176条 指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。 

(1) 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施

設として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護老人保健施設（新潟県介護老人保健施設の人員、施設

及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成24年新潟県条例第60号）第44条に規定するユニット型

介護老人保健施設をいう。以下同じ｡)に関するものを除く｡)を有すること。 
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(2) 指定介護療養型医療施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、健康保険法等の一部を

改正する法律（平成18年法律第83号）附則第130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされ

た同法第26条の規定による改正前の法（以下「平成18年旧介護保険法」という｡)に規定する指定介護療養型

医療施設として必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設（新潟県指定介護療養型医療施設の

人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成24年新潟県条例第63号）第43条に規定するユニット型

指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ｡)に関するものを除く｡)を有すること。 

(3) 療養病床を有する病院又は診療所（指定介護療養型医療施設であるものを除く｡)である指定介護予防短期

入所療養介護事業所にあっては、医療法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設

備を有すること。 

(4) 診療所（療養病床を有するものを除く｡)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲

げる要件に適合すること。 

ア 指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室の床面積は、規則で定める面積とすること。 

イ 食堂及び浴室を有すること。 

ウ 機能訓練を行うための場所を有すること。 

２ 前項第３号及び第４号に該当する指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、前項に定めるもののほ

か、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有するものとする。 

３ 第１項の設備は、利用者へのサービスの向上及び介護予防短期入所療養介護従業者の業務の負担の軽減を図

るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 

４ 指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期

入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されてい

る場合については、指定居宅サービス等基準条例第192条第１項及び第２項に規定する設備に関する基準を満た

すことをもって、第１項及び第２項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（対象者） 

第177条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族

の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練

その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設の療養室、病院の療養病床に係る病室、

診療所の指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室又は病院の老人性認知症疾患療養病棟（健康保険法等

の一部を改正する法律附則第130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行

令（平成10年政令第412号。以下「施行令」という｡)第４条第２項に規定する病床により構成される病棟をいう。

以下同じ｡)において指定介護予防短期入所療養介護を提供するものとする。 

（利用料等の受領） 

第178条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所療養

介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所療養介護に係る介護

予防サービス費用基準額から当該指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額

を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所療養介

護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防

サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払を

利用者から受けることができる。 

４ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あら
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かじめ、利用者又はその家族に対し当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者

の同意を得なければならない。ただし、規則で定める費用に係る同意については、文書によるものとする。 

（身体的拘束等の禁止） 

第179条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利

用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行っては

ならない。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

（運営規程） 

第180条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業運営についての重要事項に関する規程を定め

ておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 指定介護予防短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(4) 通常の送迎の実施地域 

(5) 施設利用に当たっての留意事項 

(6) 非常災害対策 

(7) その他運営に関する重要事項 

（定員の遵守） 

第181条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定介護予

防短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この

限りでない。 

(1) 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護老人保健施

設の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数  

(2) 療養病床を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定介護予防短

期入所療養介護事業所にあっては、療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床又は

老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の定員を超えることとなる利用者数  

(3) 診療所（前号に掲げるものを除く｡)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、指定介護予

防短期入所療養介護を提供する病床数及び病室の定員を超えることとなる利用者数 

（記録の整備） 

第182条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておか

なければならない。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の提供に関する次

に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 介護予防短期入所療養介護計画 

(2) 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(3) 第179条第２項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得

ない理由の記録 

(4) 次条において準用する第24条に規定する市町村への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第35条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第37条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

（準用） 



平成24年12月28日(金) 新  潟  県  報 号 外 １ 

150 

第183条 第10条から第14条まで、第16条、第17条、第20条、第22条、第24条、第31条、第32条、第34条から第38

条まで、第40条、第55条、第104条、第106条、第123条、第135条、第136条第２項及び第142条の規定は、指定

介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第31条中「第27条」とあるのは「第

180条」と､｢訪問介護員等」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第104条第３項中「介護予防

通所介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第135条中「第140条」とあるのは「第

180条」と､｢介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と読み替える

ものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防短期入所療養介護の基本取扱方針） 

第184条 指定介護予防短期入所療養介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わ

れなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定介護予防短期入所療養介護の質の評価を行

うとともに主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たり、利用者ができる

限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものである

ことを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方

法によるサービスの提供に努めなければならない。 

５ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たり、利用者とのコミ

ュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働

きかけに努めなければならない。 

（指定介護予防短期入所療養介護の具体的取扱方針） 

第185条 指定介護予防短期入所療養介護の方針は、第174条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方

針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス

担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、病状、その置かれている環境等利用者の

日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。 

(2) 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定さ

れる利用者については、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防短

期入所療養介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等

を記載した介護予防短期入所療養介護計画を作成すること。 

(3) 介護予防短期入所療養介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容

に沿って作成しなければならないこと。 

(4) 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、介護予防短期入所療養介護計画の作成に当たっては、

その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならないこと。 

(5) 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、介護予防短期入所療養介護計画を作成した際には、当

該介護予防短期入所療養介護計画を利用者に交付しなければならないこと。 

(6) 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、介護予防短期入所療養介護計画が作成されている場

合は、当該計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。 

(7) 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族

に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。 

(8) 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、介護予防短期入所療養介護計画の作成後、当該介護予
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防短期入所療養介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該介護予防短期入所療養介護計画の変更

を行うこと。 

２ 前項第１号から第７号までの規定は、同項第８号に規定する介護予防短期入所療養介護計画の変更について

準用する。 

（診療の方針） 

第186条 医師の診療の方針は、規則で定める。 

（機能訓練） 

第187条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を

助けるため、必要な理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行わなければならない。 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第188条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、利用者

の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、１週間に２回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は

清しきしなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつ

の自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えな

ければならない。 

５ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他

日常生活上の支援を適切に行わなければならない。 

６ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定介護予防短

期入所療養介護事業者の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 

（食事の提供） 

第189条 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況、病状及び嗜
し

好を考慮したものとするとともに、適切

な時間に行われなければならない。 

２ 利用者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければなら

ない。 

（その他のサービスの提供） 

第190条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努める

ものとする。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。 

第６節 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針 

（この節の趣旨） 

第191条 第１節及び第３節から前節までの規定にかかわらず、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業

（指定介護予防短期入所療養介護の事業であって、その全部において少数の療養室等及び当該療養室等に近接

して設けられる共同生活室（当該療養室等の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下

この章において同じ｡)により一体的に構成される場所（以下この章において「ユニット」という｡)ごとに利用

者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ｡)の基本方針、設備及び運営並び

に介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、この節に定めるところによる。 

（基本方針） 
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第192条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前

の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相

互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の療養生活の質の向上及

び心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

第２款 設備に関する基準 

第193条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者（以下「ユニット型指定介護予防短期入所療

養介護事業者」という｡)が当該事業を行う事業所（以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所」

という｡)の設備に関する基準は、次のとおりとする。 

(1) 介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護

老人保健施設として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る｡)を有す

ること。 

(2) 指定介護療養型医療施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、平成18年旧

介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施

設に関するものに限る｡)を有すること。 

(3) 療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、平成18年旧介

護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設

（療養病床を有する病院に限る｡)に関するものに限る｡)を有すること。 

(4) 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、平成18年旧

介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施

設（療養病床を有する診療所に限る｡)に関するものに限る｡)を有すること。 

２ 前項の設備は、利用者へのサービス向上及び介護予防短期入所療養介護従業者の業務の負担の軽減を図るた

め、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者が、ユニット型指定短期入所療養介護事業者（指定居宅サ

ービス等基準条例第208条第１項に規定するユニット型指定短期入所療養介護事業者をいう｡)の指定を併せて受

け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護の事業（指定

居宅サービス等基準条例第206条第１項に規定するユニット型指定短期入所療養介護の事業をいう｡)とが同一の

事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第208条第１項に規定す

る設備に関する基準を満たすことをもって、第１項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第３款 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第194条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短

期入所療養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所療養介護

に係る介護予防サービス費用基準額から当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われる介

護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期

入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防短期入所療養介護に係

る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、規則で定める費用の

額の支払を受けることができる。 

４ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、

あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、

利用者の同意を得なければならない。ただし、規則で定める費用に係る同意については、文書によるものとす
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る。 

（運営規程） 

第195条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関す

る規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 指定介護予防短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(4) 通常の送迎の実施地域 

(5) 施設利用に当たっての留意事項 

(6) 非常災害対策 

(7) その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第196条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定介護予防短期

入所療養介護を提供できるよう、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所ごとに従業者の勤務の体制

を定めておかなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次に定める職員配置を行わなければならない。 

(1) 昼間については、ユニットごとに常時１人以上の看護職員又は介護職員を配置すること。 

(2) 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の看護職員又は介護職員を夜間及び深夜の勤務に従

事する職員として配置すること。 

(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所ごと

に、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者によってユニット型指定介護予防短期入所

療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限

りでない。 

４ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、介護予防短期入所療養介護従業者の資質の向上のため

に、その研修の機会を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第197条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者（当該ユニット型指定介護予防

短期入所療養介護事業者がユニット型指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指

定介護予防短期入所療養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体

的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型指定介護予防短期入所療養介護又はユニ

ット型指定短期入所療養介護の利用者。以下この条において同じ｡)数以上の利用者に対して同時に指定介護予

防短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この

限りでない。  

(1) ユニット型介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者

を当該ユニット型介護老人保健施設の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えるこ

ととなる利用者数 

(2) ユニット型指定介護療養型医療施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、

利用者を当該ユニット型指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合において入院患者の定員及び病

室の定員を超えることとなる利用者数 

（準用） 

第198条 第177条、第179条、第182条及び第183条（第104条の準用に係る部分を除く｡)の規定は、ユニット型指
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定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第182条第２項第２号及び第４号か

ら第６号までの規定中「次条」とあるのは「第198条において準用する次条」と、第183条中「第180条」とある

のは「第195条」と読み替えるものとする。 

第４款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっての留意事項） 

第199条 指定介護予防短期入所療養介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣

に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援

助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことが

できるよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所療養介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第200条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、利用者

の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行わなければならない。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、利用者が、その病

状及び心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を

営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを

得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。 

４ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、適切な方法に

より、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、排せ

つの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。 

６ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者が行う離床、着替え、整

容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 

７ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該ユニ

ット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 

（食事） 

第201条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮し

た食事を提供しなければならない。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食

事の自立について必要な支援を行わなければならない。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供

するとともに、利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事をとることができるよう必要な時間

を確保しなければならない。 

４ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、

その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事をとることを支援しなければならない。 

（その他のサービスの提供） 

第202条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の嗜
し

好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る

活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければな

らない。 
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（準用） 

第203条 第184条から第187条までの規定は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。

この場合において、第185条中「第174条」とあるのは「第192条」と､｢前条」とあるのは「第203条において準

用する前条」と読み替えるものとする。 

第11章 介護予防特定施設入居者生活介護 

第１節 基本方針 

第204条 指定介護予防サービスに該当する介護予防特定施設入居者生活介護（以下「指定介護予防特定施設入居

者生活介護」という｡)の事業は、介護予防特定施設サービス計画（法第８条の２第11項に規定する計画をいう。

以下同じ｡)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話を

行うことにより、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者（以下この章において「利

用者」という｡)が指定介護予防特定施設（特定施設であって、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護の事

業が行われるものをいう。以下同じ｡)において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身機

能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う者（以下「指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者」

という｡)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。 

３ 養護老人ホームが指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う場合については、第６節に規定する外

部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行うこととする。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者） 

第205条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設ごとに置くべき指定介護予防特

定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者（以下「介護予防特定施設従業者」という｡)は、次に掲げるもの

とし、その員数及び当該員数の算定の方法等は、規則で定める。 

(1) 生活相談員 

(2) 看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」という｡)又は介護職員 

(3) 機能訓練指導員 

(4) 計画作成担当者 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設入居者生活介護事業者（指定居宅サービス等基

準条例第218条第２項に規定する指定特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ｡)の指定を併せて受け、

かつ、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業及び指定特定施設入居者生活介護（指定居宅サービス等基

準条例第218条第１項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ｡)の事業が同一の施設において

一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、介護予防特定施設従業者の員数は、次に

掲げるものとし、その員数及び当該員数の算定の方法等は、規則で定める。 

(1) 生活相談員 

(2) 看護職員又は介護職員 

(3) 機能訓練指導員 

(4) 計画作成担当者 

（管理者） 

第206条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに専らその職務に従事する

管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定介護予

防特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することがで

きるものとする。 

第３節 設備に関する基準 
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第207条 指定介護予防特定施設の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く｡)は、耐火建築

物又は準耐火建築物でなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規

則で定めるの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定介護予防特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安

全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

３ 指定介護予防特定施設は、一時介護室（一時的に利用者を移して指定介護予防特定施設入居者生活介護を行

うための室をいう。以下この章において同じ｡)、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を有しなければならない。

ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室を、他

に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けないことができるも

のとする。 

４ 指定介護予防特定施設の介護居室（指定介護予防特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。

以下同じ｡)、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室は、規則で定める基準を満たさなければならない。 

５ 指定介護予防特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。  

６ 第３項の設備は、利用者へのサービスの向上及び介護予防特定施設従業者の業務の負担の軽減を図るため、

常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 

７ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、か

つ、指定特定施設入居者生活介護の事業及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業が同一の施設におい

て一体的に運営されている場合にあっては、指定居宅サービス等基準条例第221条第１項から第５項までに規定

する設備に関する基準を満たすことをもって、第１項から第５項までに規定する基準を満たしているものとみ

なすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び契約の締結等） 

第208条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、第214

条に規定する重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入

居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居及び指定

介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような

契約解除の条件を定めてはならない。 

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供す

るため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が介護居

室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第１項の契約に係る文書に

明記しなければならない。 

４ 第９条第２項及び第３項の規定は、第１項の規定による文書の交付について準用する。 

（指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供の開始等） 

第209条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由なく入居者に対する指定介護予防特定施設

入居者生活介護の提供を拒んではならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定介護予防特定施設入居者生活介護に代えて当

該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護予防サービスを利用することを妨げて

はならない。 

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、入居申込者又は入居者が入院治療を要する者であること等

入居申込者又は入居者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又

は診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなければならない。 
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４ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、

利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努めなければならない。 

（法定代理受領サービスを受けるための利用者の同意） 

第210条 老人福祉法第29条第１項に規定する有料老人ホームである指定介護予防特定施設において指定介護予防

特定施設入居者生活介護を提供する指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定介護予防特定施

設入居者生活介護を法定代理受領サービスとして提供する場合は、利用者の同意がその条件であることを当該

利用者に説明し、その意思を確認しなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護を法定代理受領

サービスとして提供する場合は、前項に規定する利用者の同意を得た旨及びその者の氏名等が記載された書類

を作成し、当該書類を市町村（法第41条第10項の規定により審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連

合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会とする｡)に提出しなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第211条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の開始に際して

は、当該開始の年月日及び入居している指定介護予防特定施設の名称を、指定介護予防特定施設入居者生活介

護の終了に際しては、当該終了の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した際には、

提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第212条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防特定施

設入居者生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防特定施設入居者

生活介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に支払われ

る介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防特定施設

入居者生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防特定施設入居者生活

介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、規則で定める費用の額の

支払を利用者から受けることができる。 

４ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あら

かじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得な

ければならない。 

（身体的拘束等の禁止） 

第213条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっ

ては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束

等を行ってはならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

（運営規程） 

第214条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営

についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 介護予防特定施設従業者の職種、員数及び職務内容 

(3) 入居定員及び居室数 
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(4) 指定介護予防特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(5) 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続 

(6) 施設の利用に当たっての留意事項 

(7) 緊急時等における対応方法 

(8) 非常災害対策 

(9) その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第215条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定介護予防特定施設入居者生

活介護その他のサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定介護予防特定施設の従業者によって指定介護予防

特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業

者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。 

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定介護予防特定施設入居者生

活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実

施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。 

４ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、介護予防特定施設従業者の資質の向上のために、その研修

の機会を確保しなければならない。 

（協力医療機関等） 

第216条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協

力医療機関を定めておかなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなけ

ればならない。 

（地域との連携等） 

第217条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発

的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定介護予防特定

施設入居者生活介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業そ

の他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

（記録の整備） 

第218条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し

ておかなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防特定施設入居者生活介護の提

供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 介護予防特定施設サービス計画 

(2) 第210条第２項に規定する利用者の同意等に係る書類 

(3) 第211条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(4) 第213条第２項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得

ない理由の記録 

(5) 第215条第３項に規定する結果等の記録 

(6) 次条において準用する第24条に規定する市町村への通知に係る記録 

(7) 次条において準用する第35条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(8) 次条において準用する第37条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 
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（準用） 

第219条 第12条、第13条、第22条、第24条、第31条から第38条まで、第40条、第54条、第55条、第106条及び第

107条の規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第31条中

「第27条」とあるのは「第214条」と､｢訪問介護員等」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と、第54条中「介

護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防特定施設入居者生活介護の基本取扱方針） 

第220条 指定介護予防特定施設入居者生活介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的

に行われなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定介護予防特定施設入居者生活介護の

質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならな

い。 

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たり、利

用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とす

るものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるよ

うな方法によるサービスの提供に努めなければならない。 

５ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たり、利

用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適

切な働きかけに努めなければならない。 

（指定介護予防特定施設入居者生活介護の具体的取扱方針） 

第221条 指定介護予防特定施設入居者生活介護の方針は、第204条に規定する基本方針及び前条に規定する基本

取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達等の

適切な方法により、利用者の心身の状況、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者

が現に抱える問題点を把握し、利用者が自立した生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課

題を把握しなければならないこと。 

(2) 計画作成担当者は、利用者の希望及び利用者について把握された解決すべき課題を踏まえて、他の介護予

防特定施設従業者と協議の上、指定介護予防特定施設入居者生活介護の目標及びその達成時期、当該目標を

達成するための具体的なサービスの内容、サービスを提供する上での留意点、サービスの提供を行う期間等

を記載した介護予防特定施設サービス計画の原案を作成すること。 

(3) 計画作成担当者は、介護予防特定施設サービス計画の作成に当たっては、その原案の内容について利用者

又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならないこと。 

(4) 計画作成担当者は、介護予防特定施設サービス計画を作成した際には、当該介護予防特定施設サービス計

画を利用者に交付しなければならないこと。 

(5) 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、介護予防特定施設サービス計画に基づき、利

用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。 

(6) 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はそ

の家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。 

(7) 計画作成担当者は、他の介護予防特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、介護予防特定施設

サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防特定施設サービス計画に記載したサービ

スの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも１回は、当該介護予防特定施設サービス計画の実施状況
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の把握（以下この条において「モニタリング」という｡)を行うとともに、利用者についての解決すべき課題

の把握を行うこと。 

(8) 計画作成担当者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防特定施設サービス計画の変更を

行うこと。 

２ 前項第１号から第７号までの規定は、同項第８号に規定する介護予防特定施設サービス計画の変更について

準用する。 

（介護） 

第222条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術

をもって行わなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、１週間に２回以上、適

切な方法により、入浴させ、又は清しきしなければならない。 

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの

自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前３項に定めるほか、利用者に対し、食事、離床、着替え、

整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 

（健康管理） 

第223条 指定介護予防特定施設の看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための

適切な措置を講じなければならない。 

（相談及び援助） 

第224条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の

的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要

な支援を行わなければならない。 

（利用者の家族との連携等） 

第225条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者と

その家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

（準用） 

第226条 第149条の規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。 

第６節 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員、設備及び

運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針 

（趣旨） 

第227条 第１節から前節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護（指

定介護予防特定施設入居者生活介護であって、当該指定介護予防特定施設の従業者により行われる介護予防特

定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等（以下この節において「基本サービス」

という｡)及び当該指定介護予防特定施設の事業者が委託する指定介護予防サービス事業者（以下この節におい

て「受託介護予防サービス事業者」という｡)により、当該介護予防特定施設サービス計画に基づき行われる入

浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話（以下この節において「受

託介護予防サービス」という｡)をいう｡)の事業を行うものの基本方針、人員、設備及び運営並びに介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準についてはこの節に定めるところによる。 

（基本方針） 

第228条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業は、介護予防特定施設サービス計画に

基づき、受託介護予防サービス事業者による受託介護予防サービスを適切かつ円滑に提供することにより、当
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該指定介護予防特定施設において自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身機能の維持回復を

図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

２ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う者（以下「外部サービス利用型指定

介護予防特定施設入居者生活介護事業者」という｡)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。 

第２款 人員に関する基準 

（従業者） 

第229条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設ごとに置くべ

き基本サービスを提供する従業者（以下「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」という｡)は、次に掲

げるものとし、その員数及び当該員数の算定の方法等は、規則で定める。 

(1) 生活相談員 

(2) 介護職員 

(3) 計画作成担当者 

２ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定特定施設入居者

生活介護事業者（指定居宅サービス等基準条例第240条第２項に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居

者生活介護事業者をいう。以下同じ｡)の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定介護予防特定施設

入居者生活介護の事業及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護（指定居宅サービス等基準条例第

239条に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ｡)の事業が同一の施設にお

いて一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、外部サービス利用型介護予防特定施

設従業者は、次に掲げるものとし、その員数及び当該員数の算定の方法等は、規則で定める。 

(1) 生活相談員 

(2) 介護職員 

(3) 計画作成担当者 

（管理者） 

第230条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに専ら

その職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防特定施設の管理上支障がない場合

は、当該指定介護予防特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務

に従事することができるものとする。 

第３款 設備に関する基準 

第231条 指定介護予防特定施設の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く｡)は、耐火建築

物又は準耐火建築物でなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規

則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての指定介護予防特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全

性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

３ 指定介護予防特定施設は、居室、浴室、便所及び食堂を有しなければならない。ただし、居室の面積が25平

方メートル以上である場合には、食堂を設けないことができるものとする。 

４ 指定介護予防特定施設の居室、浴室、便所及び食堂は、規則で定める基準を満たさなければならない。 

５ 指定介護予防特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。  

６ 第３項の設備は、利用者へのサービスの向上及び外部サービス利用型介護予防特定施設従業者の業務の負担

の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して整備するよう努めなければならない。 

７ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定特定施設入居者

生活介護事業者の指定も併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業

及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業が同一の施設において一体的に運用されている場
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合にあっては、指定居宅サービス等基準条例第243条第１項から第５項までに規定する設備に関する基準を満た

すことをもって、第１項から第５項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４款 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び契約の締結等） 

第232条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその

家族に対し、次条に規定する重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制、当該外部サービス利用型指

定介護予防特定施設入居者生活介護事業者と受託介護予防サービス事業者の業務の分担の内容、受託介護予防

サービス事業者及び受託介護予防サービス事業者が受託介護予防サービスの事業を行う事業所（以下「受託介

護予防サービス事業所」という｡)の名称並びに受託介護予防サービスの種類、利用料の額及びその改定の方法

その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入

居（養護老人ホームに入居する場合は除く｡)及び外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の

提供に関する契約を文書により締結しなければならない。 

２ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を

不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。 

３ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な外部サービス利用型指定介

護予防特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を他の居室に移して介護を行うこととしている場合にあ

っては、利用者が当該居室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第１項の契約に係

る文書に明記しなければならない。 

４ 第９条第２項及び第３項の規定は、第１項の規定による文書の交付について準用する。 

（運営規程） 

第233条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに、次

に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 外部サービス利用型介護予防特定施設従業者の職種、員数及び職務内容 

(3) 入居定員及び居室数 

(4) 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(5) 受託介護予防サービス事業者及び受託介護予防サービス事業所の名称及び所在地 

(6) 利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続 

(7) 施設の利用に当たっての留意事項 

(8) 緊急時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) その他運営に関する重要事項 

（受託介護予防サービス事業者への委託） 

第234条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が、受託介護予防サービスの提供に関

する業務を委託する契約を締結するときは、受託介護予防サービス事業所ごとに文書により締結しなければな

らない。 

２ 受託介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者

（法第54条の２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう｡)でなければならない。 

３ 受託介護予防サービス事業者が提供する受託介護予防サービスの種類は、指定介護予防訪問介護、指定介護

予防訪問入浴介護、指定介護予防訪問看護、指定介護予防訪問リハビリテーション、指定介護予防通所介護、

指定介護予防通所リハビリテーション、第239条に規定する指定介護予防福祉用具貸与及び指定地域密着型介護

予防サービス基準第４条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護とする。 
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４ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、事業の開始に当たっては、指定介護予

防訪問介護、指定介護予防訪問看護及び指定介護予防通所介護を提供する事業者と、第１項に規定する方法に

よりこれらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。 

５ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、第３項に規定する受託介護予防サービ

ス事業者が提供する受託介護予防サービスのうち、前項の規定により事業の開始に当たって契約を締結すべき

受託介護予防サービス以外のものについては、利用者の状況に応じて、第１項に規定する方法により、これら

の提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。 

６ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、第３項の指定介護予防認知症対応型通

所介護の提供に関する業務を受託介護予防サービス事業者に委託する契約を締結する場合にあっては、指定介

護予防特定施設と同一の市町村の区域内に所在する指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う受託介護

予防サービス事業所において当該受託介護予防サービスが提供される契約を締結しなければならない。 

７ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、受託介護予防サービス事業者に対し、

業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。 

８ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、受託介護予防サービスに係る業務の実

施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。 

（記録の整備） 

第235条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品、会計及び受

託介護予防サービス事業者に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する外部サービス利用型指

定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存し

なければならない。 

(1) 介護予防特定施設サービス計画 

(2) 第237条第２項に規定する受託介護予防サービス事業者等から受けた報告に係る記録 

(3) 前条第８項に規定する結果等の記録 

(4) 次条において準用する第24条に規定する市町村への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第35条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第37条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

(7) 次条において準用する第210条第２項に規定する利用者の同意等に係る書類 

(8) 次条において準用する第211条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(9) 次条において準用する第213条第２項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(10) 次条において準用する第215条第３項に規定する結果等の記録 

（準用） 

第236条 第12条、第13条、第22条、第24条、第31条から第38条まで、第40条、第54条、第55条、第106条、第107

条、第209条から第213条まで及び第215条から第217条までの規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施

設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第31条中「第27条」とあるのは「第233条」と、

「訪問介護員等」とあるのは「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」と、第33条中「指定介護予防訪

問介護事業所」とあるのは「指定介護予防特定施設及び受託介護予防サービス事業所」と、第54条中「介護予

防訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定介護予防特定施設の従業者」と、第211条第２項中「指定介護予防特

定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第215条中「指定介護予防特定施設入居者生活介

護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。 

第５款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 
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（受託介護予防サービスの提供） 

第237条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、介護予防特定施設サービス計画に

基づき、受託介護予防サービス事業者により、適切かつ円滑に受託介護予防サービスが提供されるよう、必要

な措置を講じなければならない。 

２ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、受託介護予防サービス事業者が受託介

護予防サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報

告させなければならない。 

（準用） 

第238条 第220条、第221条、第224条及び第225条の規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生

活介護の事業について準用する。この場合において、第221条中「他の介護予防特定施設従業者」とあるのは「他

の外部サービス利用型介護予防特定施設従業者及び受託介護予防サービス事業者」と読み替えるものとする。 

第12章 介護予防福祉用具貸与 

第１節 基本方針 

第239条 指定介護予防サービスに該当する介護予防福祉用具貸与（以下「指定介護予防福祉用具貸与」という｡)

の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の

心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具（法第８条の２第12項の規定により厚

生労働大臣が定める福祉用具をいう。以下この章において同じ｡)の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉

用具を貸与することにより、利用者の生活機能の維持又は改善を図るものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（福祉用具専門相談員） 

第240条 指定介護予防福祉用具貸与の事業を行う者（以下「指定介護予防福祉用具貸与事業者」という｡)が当該

事業を行う事業所（以下「指定介護予防福祉用具貸与事業所」という｡)ごとに置くべき福祉用具専門相談員（施

行令第４条第１項に規定する福祉用具専門相談員をいう。以下同じ｡)の員数及び当該員数の算定の方法は、規

則で定める。 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者が次に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る

事業と指定介護予防福祉用具貸与の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、

次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもっ

て、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

(1) 指定福祉用具貸与事業者（指定居宅サービス等基準条例第251条第１項に規定する指定福祉用具貸与事業者

をいう。以下同じ｡) 指定居宅サービス等基準条例第251条第１項 

(2) 指定特定福祉用具販売事業者（指定居宅サービス等基準条例第268条第１項に規定する指定特定福祉用具販

売事業者をいう。以下同じ｡) 指定居宅サービス等基準条例第268条第１項 

(3) 指定特定介護予防福祉用具販売事業者 第257条第１項 

（管理者） 

第241条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する

常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、

当該指定介護予防福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務

に従事することができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第242条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及び器材並びに事業

の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定介護予防福祉用具貸与の提供に必要なその他の設備
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及び備品等を備えなければならない。ただし、第273条第３項の規定に基づき福祉用具の保管又は消毒を他の事

業者に行わせる場合にあっては、福祉用具の保管又は消毒のために必要な設備又は器材を有しないことができ

るものとする。 

２ 前項の設備及び器材の基準は、次の各号に掲げる設備又は器材の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとす

る。 

(1) 福祉用具の保管のために必要な設備 次の要件を満たしていること。 

ア 清潔であること。 

イ 既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可能であること。 

(2) 福祉用具の消毒のために必要な器材 当該指定介護予防福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及

び材質等からみて適切な消毒効果を有するものであること。 

３ 指定介護予防福祉用具貸与事業者が指定福祉用具貸与事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防福祉

用具貸与の事業と指定福祉用具貸与（指定居宅サービス等基準条例第250条に規定する指定福祉用具貸与をいう。

以下同じ｡)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基

準条例第253条第１項及び第２項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前２項に規定する基準を

満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第243条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防福祉用具貸与を提

供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防福祉用具貸与に係る介護予防サービス

費用基準額から当該指定介護予防福祉用具貸与事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額

の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防福祉用具貸与を提供

した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防福祉用具貸与に係る介護予防サービス費用

基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払を利用

者から受けることができる。 

４ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利

用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければなら

ない。 

５ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、あらかじめ定めた期日までに利用者から利用料又はその一部の支払が

なく、その後の請求にもかかわらず、正当な理由なく支払に応じない場合は、当該指定介護予防福祉用具貸与

に係る福祉用具を回収すること等により、当該指定介護予防福祉用具貸与の提供を中止することができる。 

（運営規程） 

第244条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲げる事業の運営

についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定介護予防福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額 

(5) 通常の事業の実施地域 

(6) その他運営に関する重要事項 

（適切な研修の機会の確保） 
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第245条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、福祉用具専門相談員の資質の向上のために、福祉用具に関する適

切な研修の機会を確保しなければならない。 

（福祉用具の取扱種目） 

第246条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者の身体の状態の多様性、変化等に対応することができるよ

う、できる限り多くの種類の福祉用具を取り扱うようにしなければならない。 

（衛生管理等） 

第247条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わな

ければならない。 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有

する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具と

を区分して保管しなければならない。 

３ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の規定にかかわらず、福祉用具の保管又は消毒を委託等により他

の事業者に行わせることができる。この場合において、当該指定介護予防福祉用具貸与事業者は、当該委託等

の契約の内容において保管又は消毒が適切な方法により行われることを担保しなければならない。 

４ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の規定により福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者

に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなけ

ればならない。 

５ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならな

い。 

（掲示及び目録の備え付け） 

第248条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、第244条に規定する重要事項に関する

規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、指定介護予防福祉用具貸与事

業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その他の必要事項が記載された目録等を備え付け

なければならない。 

（記録の整備） 

第249条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなけ

ればならない。 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定介護予防福祉用具貸与の提供に関する次に掲げる

記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(2) 第247条第４項に規定する結果等の記録 

(3) 次条において準用する第24条に規定する市町村への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第35条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第37条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

(6) 第253条に規定する介護予防福祉用具貸与計画 

（準用） 

第250条 第９条から第20条まで、第22条、第24条、第32条から第38条まで、第40条、第55条並びに第104条第１

項及び第２項の規定は、指定介護予防福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第９条中「第

27条」とあるのは「第244条」と､｢訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第11条中「以下同じ｡)」

とあるのは「以下同じ｡)、取り扱う福祉用具の種目」と、第15条第２項中「適切な指導」とあるのは「適切な

相談又は助言」と、第19条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と､｢初回訪問時及び利用者」とあるのは



号 外 １ 新  潟  県  報 平成24年12月28日(金) 

167 

「利用者」と、第20条中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、

第22条中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第104条第２項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と読み

替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防福祉用具貸与の基本取扱方針） 

第251条 指定介護予防福祉用具貸与は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われな

ければならない。 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、自らその提供する指定介護予防福祉用具貸与の質の評価を行い、常に

その改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たり、利用者ができる限り要介

護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常

に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法に

よるサービスの提供に努めなければならない。 

（指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針） 

第252条 福祉用具専門相談員の行う指定介護予防福祉用具貸与の方針は、第239条に規定する基本方針及び前条

に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当

者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等利用者の日

常生活全般の状況の的確な把握を行い、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に

基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料等に関する情報を

提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得ること。 

(2) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、次条第１項に規定する介護予防福祉用具貸与計画に基づ

き、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。 

(3) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対

し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。 

(4) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、

点検を行うこと。 

(5) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うと

ともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、

十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行

うこと。 

(6) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使

用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うこと。 

（介護予防福祉用具貸与計画の作成） 

第253条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等利用者の日常生活全般

の状況を踏まえて、指定介護予防福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、

サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防福祉用具貸与計画を作成しなければならない。この場合にお

いて、指定特定介護予防福祉用具販売の利用があるときは、第267条第１項に規定する特定介護予防福祉用具販

売計画と一体のものとして作成しなければならない。 

２ 介護予防福祉用具貸与計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス

計画の内容に沿って作成しなければならない。 
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３ 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその

家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画を作成した際には、当該介護予防福祉用具貸与計画を利

用者に交付しなければならない。 

５ 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から、必要に応じ、当該

介護予防福祉用具貸与計画の実施状況の把握（以下この条において「モニタリング」という｡)を行うものとす

る。 

６ 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サー

ビス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。 

７ 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防福祉用具貸与計画の変更を行

うものとする。 

８ 第１項から第４項までの規定は、前項に規定する介護予防福祉用具貸与計画の変更について準用する。 

第６節 基準該当介護予防サービスに関する基準 

（福祉用具専門相談員） 

第254条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防福祉用具貸与又はこれに相当するサービス（以下「基準

該当介護予防福祉用具貸与」という｡)の事業を行う者が、当該事業を行う事業所（以下「基準該当介護予防福

祉用具貸与事業所」という｡)ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数及び当該員数の算定の方法は、規則で

定める。 

２ 基準該当介護予防福祉用具貸与の事業と基準該当福祉用具貸与（指定居宅サービス等基準条例第265条第１項

に規定する基準該当福祉用具貸与をいう。以下同じ｡)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において

一体的に運営されている場合については、同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規

定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（準用） 

第255条 第９条から第15条まで、第17条から第20条まで、第22条、第24条、第32条から第34条まで、第35条（第

５項及び第６項を除く｡)、第36条から第38条まで、第40条、第55条並びに第104条第１項及び第２項並びに第１

節、第２節（第240条を除く｡)、第３節、第４節（第243条第１項及び第250条を除く｡)及び前節の規定は、基準

該当介護予防福祉用具貸与の事業に準用する。この場合において、第９条中「第27条」とあるのは「第255条に

おいて準用する第244条」と､｢訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第11条中「以下同じ｡)」

とあるのは「以下同じ｡)、取り扱う福祉用具の種目」と、第15条第２項中「適切な指導」とあるのは「適切な

相談又は助言」と、第19条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第20条中「提供日及び内容、当該指

定介護予防訪問介護について法第53条第４項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費

の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第22条中「法定代理受領サービスに該当しな

い指定介護予防訪問介護」とあるのは「基準該当介護予防福祉用具貸与」と、第104条第２項中「処遇」とある

のは「サービスの利用」と、第243条第２項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防福祉用具貸与」

とあるのは「基準該当介護予防福祉用具貸与」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と読み替える

ものとする。 

第13章 特定介護予防福祉用具販売 

第１節 基本方針 

第256条 指定介護予防サービスに該当する特定介護予防福祉用具販売（以下「指定特定介護予防福祉用具販売」

という｡)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、

利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定介護予防福祉用具（法第８条の２

第13項の規定により厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具をいう。以下この章において同じ｡)の選定の
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援助、取付け、調整等を行い、特定介護予防福祉用具を販売することにより、利用者の心身機能の維持回復を

図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（福祉用具専門相談員） 

第257条 指定特定介護予防福祉用具販売の事業を行う者（以下「指定特定介護予防福祉用具販売事業者」という｡)

が当該事業を行う事業所（以下「指定特定介護予防福祉用具販売事業所」という｡)ごとに置くべき福祉用具専

門相談員の員数及び当該員数の算定の方法は、規則で定める。 

２ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者が次に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に

係る事業と指定特定介護予防福祉用具販売の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合につ

いては、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める規定に基づく人員に関する基準を満たすこ

とをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

(1) 指定福祉用具貸与事業者 指定居宅サービス等基準条例第251条第１項 

(2) 指定特定福祉用具販売事業者 指定居宅サービス等基準条例第268条第１項 

(3) 指定介護予防福祉用具貸与事業者 第240条第１項 

（管理者） 

第258条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売事業所ごとに専らその職務に

従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定特定介護予防福祉用具販売事業所の管理上支障

がない場合は、当該指定特定介護予防福祉用具販売事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事

業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第259条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指

定特定介護予防福祉用具販売の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者が指定特定福祉用具販売事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定

介護予防福祉用具販売の事業と指定特定福祉用具販売の事業とが同一の事業所において一体的に運営されてい

る場合については、指定居宅サービス等基準条例第270条第１項に規定する設備に関する基準を満たすことをも

って、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（サービスの提供の記録） 

第260条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売を提供した際には、提供した

具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切

な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 

（販売費用の額等の受領） 

第261条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売を提供した際には、法第56

条第３項に規定する現に当該特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額（以下「販売費用の額」という｡)

の支払を受けるものとする。 

２ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、前項の支払を受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払を利

用者から受けることができる。 

３ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、

利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければな

らない。 

（保険給付の申請に必要となる書類等の交付） 
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第262条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売に係る販売費用の額の支払を

受けた場合は、次に掲げる事項を記載した書面を利用者に対して交付しなければならない。 

(1) 当該指定特定介護予防福祉用具販売事業所の名称 

(2) 販売した特定介護予防福祉用具の種目及び品目の名称及び販売費用の額その他必要と認められる事項を記

載した証明書 

(3) 領収書 

(4) 当該特定介護予防福祉用具のパンフレットその他の当該特定介護予防福祉用具の概要 

（記録の整備） 

第263条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておか

なければならない。 

２ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定介護予防福祉用具販売の提供に関する次

に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 第260条に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(2) 次条において準用する第24条に規定する市町村への通知に係る記録 

(3) 次条において準用する第35条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(4) 次条において準用する第37条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

(5) 第267条第１項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画 

（準用） 

第264条 第９条から第15条まで、第17条から第19条まで、第24条、第30条、第32条から第38条まで、第40条、第

55条、第104条第１項及び第２項、第244条から第246条まで並びに第248条の規定は、指定特定介護予防福祉用

具販売の事業について準用する。この場合において、第９条中「第27条」とあるのは「第264条において準用す

る第244条」と､｢訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第11条中「以下同じ｡)」とあるのは「以

下同じ｡)、取り扱う特定介護予防福祉用具の種目」と、第15条第２項中「適切な指導」とあるのは「適切な相

談又は助言」と、第19条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と､｢初回訪問時及び利用者」とあるのは「利

用者」と、第104条第２項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と第244条中「利用料」とあるのは「販売費

用の額」と、第245条及び第246条中「福祉用具」とあるのは「特定介護予防福祉用具」と、第248条中「第244

条」とあるのは「第264条において準用する第244条」と読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定特定介護予防福祉用具販売の基本取扱方針） 

第265条 指定特定介護予防福祉用具販売は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わ

れなければならない。 

２ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、自らその提供する指定特定介護予防福祉用具販売の質の評価を行

い、常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たり、利用者ができる

限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものである

ことを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方

法によるサービスの提供に努めなければならない。 

（指定特定介護予防福祉用具販売の具体的取扱方針） 

第266条 福祉用具専門相談員の行う指定特定介護予防福祉用具販売の方針は、次に掲げるところによるものとす

る。 

(1) 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環
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境を踏まえ、特定介護予防福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に

応じるとともに、目録等の文書を示して特定介護予防福祉用具の機能、使用方法、販売費用の額等に関する

情報を提供し、個別の特定介護予防福祉用具の販売に係る同意を得ること。 

(2) 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、次条第１項に規定する特定介護予防福祉用具販売計

画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。 

(3) 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定介護予防福祉用具の機能、安全性、衛

生状態等に関し、点検を行うこと。 

(4) 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて特定介護予防福祉用

具の調整を行うとともに、当該特定介護予防福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等を記載した文書を利

用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該特定介護予防福祉用具を使用さ

せながら使用方法の指導を行うこと。 

(5) 介護予防サービス計画に指定特定介護予防福祉用具販売が位置づけられる場合には、当該計画に指定特定

介護予防福祉用具販売が必要な理由が記載されるように必要な措置を講じること。 

（特定介護予防福祉用具販売計画の作成） 

第267条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定特定介

護予防福祉用具販売の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した特定介護予防福

祉用具販売計画を作成しなければならない。この場合において、指定介護予防福祉用具貸与の利用があるとき

は、第253条第１項に規定する介護予防福祉用具貸与計画と一体のものとして作成しなければならない。 

２ 特定介護予防福祉用具販売計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に

沿って作成しなければならない。 

３ 福祉用具専門相談員は、特定介護予防福祉用具販売計画の作成に当たっては、その内容について利用者又は

その家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ 福祉用具専門相談員は、特定介護予防福祉用具販売計画を作成した際には、当該特定介護予防福祉用具販売

計画を利用者に交付しなければならない。 

第14章 雑則 

（委任） 

第268条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成23年９月１日において現に法第53条第１項に規定する指定介護予防サービス（以下「指定介護予防サー

ビス」という｡)に該当する介護予防短期入所生活介護の事業を行っている事業所（以下「指定介護予防短期入

所生活介護事業所」という｡)であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一

部を改正する省令（平成23年厚生労働省令第106号）による改正前の基準省令（以下「指定介護予防サービス等

旧基準」という｡)第167条第１項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所であるもの（同

日において現に改修、改築又は増築中の指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、同日後に指定介護予

防サービス等旧基準第167条第１項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所となるもの

を含む｡)については、同日後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。 

３ 平成23年９月１日において現に指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所療養介護の事業を行って

いる事業所（以下「指定介護予防短期入所療養介護事業所」という｡)であって、指定介護予防サービス等旧基

準第218条第１項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所（同日において現に改修、改
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築又は増築中の指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、同日後に指定介護予防サービス等旧基準第218

条第１項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所に該当することとなるものを含む｡)

であるものについては、同日後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。  

４ この条例の施行の日前に基準省令第104条（基準省令第115条、第123条、第142条（第159条において準用する

場合を含む｡)、第185条、第195条（第210条において準用する場合を含む｡)、第245条及び第262条において準用

する場合を含む｡)又は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律（平成23年法律第37号）附則第６条の規定によりこの条例が施行されるまでの間において同法第18条の

規定による改正後の法第54条第１項第２号及び法第115条の４第２項に規定する条例で定める基準とみなされる

こととされた基準省令第104条（基準省令第115条、第123条、第142条（第159条において準用する場合を含む｡)、

第185条、第195条（第210条において準用する場合を含む｡)、第245条及び第262条において準用する場合を含む｡)

の規定に基づき策定された非常災害に関する具体的計画は、平成26年３月31日までの間は、第106条（第117条、

第125条、第144条（第161条において準用する場合を含む｡)、第173条、第183条（第198条において準用する場

合を含む｡)、第219条及び第236条において準用する場合を含む｡)の規定に基づき策定された非常災害に関する

具体的計画とみなす。 
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新潟県条例第63号 

新潟県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例 

目次 

第１章 趣旨及び基本方針（第１条－第３条） 

第２章 人員に関する基準（第４条） 

第３章 設備に関する基準（第５条－第７条） 

第４章 運営に関する基準（第８条－第42条） 

第５章 ユニット型指定介護療養型医療施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準 

第１節 この章の趣旨及び基本方針（第43条・第44条） 

第２節 設備に関する基準（第45条－第47条） 

第３節 運営に関する基準（第48条－第56条） 

第６章 雑則（第57条） 

附則 

第１章 趣旨及び基本方針 

（趣旨） 

第１条 この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号。以下「平成18年改正法」とい

う｡)附則第130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の

介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という｡)第110条第１項及び第２項の規定に基づき、指定介護

療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

（基本方針） 

第３条 指定介護療養型医療施設は、長期にわたる療養を必要とする要介護者に対し、施設サービス計画に基づ

いて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行

うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなけれ

ばならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は、入院患者の意思及び人格を尊重し、常に入院患者の立場に立って指定介護療養

施設サービスの提供に努めなければならない。 

３ 指定介護療養型医療施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者

（居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ｡)、居宅サービス事業者（居宅サービス事業を行う者をいう｡)、

他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければな

らない。 

第２章 人員に関する基準 

（従業者） 

第４条 指定介護療養型医療施設（療養病床（医療法（昭和23年法律第205号）第７条第２項第４号に規定する療

養病床をいう。以下同じ｡)を有する病院であるものに限る｡)に置くべき従業者は、次に掲げるものとし、その

員数及び当該員数の算定の方法等は、規則で定める。 

(1) 医師、薬剤師及び栄養士 

(2) 療養病床に係る病室によって構成される病棟（療養病床が病棟の一部である場合は、当該一部。以下「療

養病床に係る病棟」という｡)に置くべき看護師又は准看護師（以下「看護職員」という｡)  

(3) 療養病床に係る病棟に置くべき介護職員 

(4) 理学療法士及び作業療法士 
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(5) 介護支援専門員 

２ 指定介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所であるものに限る｡)に置くべき従業者は、次に掲げるも

のとし、その員数及び当該員数の算定の方法等は、規則で定める。 

(1) 医師 

(2) 療養病床に係る病室に置くべき看護職員 

(3) 療養病床に係る病室に置くべき介護職員 

(4) 介護支援専門員 

３ 指定介護療養型医療施設（介護保険法施行令（平成10年政令第412号）第４条第２項に規定する病床により構

成される病棟（以下「老人性認知症疾患療養病棟」という｡)を有する病院（以下「老人性認知症疾患療養病棟

を有する病院」という｡)であるものに限る｡)に置くべき従業者は、次に掲げるものとし、その員数及び当該員

数の算定の方法等は、規則で定める。 

(1) 医師、薬剤師及び栄養士 

(2) 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員 

(3) 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき介護職員 

(4) 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき作業療法士 

(5) 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準ずる者 

(6) 介護支援専門員 

第３章 設備に関する基準 

（構造設備） 

第５条 指定介護療養型医療施設（療養病床を有する病院に限る。以下この条において同じ｡)は、食堂及び浴室

を有しなければならない。 

２ 療養病床に係る一の病室の病床数は、４床以下としなければならない。 

３ 指定介護療養型医療施設の病室、廊下、機能訓練室、談話室、食堂及び浴室の設備の基準は、規則で定める。 

４ 前項の設備は、入院患者へのサービスの向上及び従業者の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に

配慮して整備するよう努めなければならない。 

５ 第３項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

を設けることとする。 

第６条 指定介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所に限る。以下この条において同じ｡)は、食堂及び浴

室を有しなければならない。 

２ 療養病床に係る一の病室の病床数は、４床以下とすること。 

３ 指定介護療養型医療施設の病室、廊下、機能訓練室、談話室、食堂及び浴室の設備の基準は、規則で定める。 

４ 前項の設備は、入院患者へのサービスの向上及び従業者の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に

配慮して整備するよう努めなければならない。 

５ 第３項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

を設けることとする。 

第７条 指定介護療養型医療施設（老人性認知症疾患療養病棟を有する病院に限る。以下この条において同じ｡)

は、生活機能回復訓練室、デイルーム、面会室、食堂及び浴室を有しなければならない。 

２ 老人性認知症疾患療養病棟に係る一の病室の病床数は、４床以下としなければならない。 

３ 指定介護療養型医療施設の病室、廊下、生活機能回復訓練室、デイルーム、面会室、食堂及び浴室の基準は、

規則で定める。 

４ 前項の設備は、入院患者へのサービスの向上及び従業者の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に

配慮して整備するよう努めなければならない。 
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５ 第３項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

を設けることとする。 

第４章 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第８条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、患者又はそ

の家族に対し、第28条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の患者のサービスの選択に資す

ると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について患者の同意を得なけれ

ばならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は、患者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付

に代えて、規則で定めるところにより、当該患者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を

電子情報処理組織（指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機と、患者又はその家族の使用に係る電子

計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう｡)を使用する方法で規則で定めるもの（以下この

条において「電磁的方法」という｡)により提供することができる。この場合において、当該指定介護療養型医

療施設は、当該文書を交付したものとみなす。 

３ 前項の規定による承諾を得た指定介護療養型医療施設は、当該患者又はその家族から文書又は電磁的方法に

より電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該患者又はその家族に対し、第１項に規定

する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該患者又はその家族が再び前項の規定

による承諾をした場合は、この限りでない。 

（提供拒否の禁止） 

第９条 指定介護療養型医療施設は、正当な理由なく指定介護療養施設サービスの提供を拒んではならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第10条 指定介護療養型医療施設は、患者の病状等を勘案し、自ら必要なサービスを提供することが困難である

と認めた場合は、適切な病院又は診療所等を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。 

（受給資格等の確認） 

第11条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供を求められた場合には、その者の提示す

る被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければならな

い。 

２ 指定介護療養型医療施設は、前項の被保険者証に法第73条第２項に規定する認定審査会意見が記載されてい

るときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護療養施設サービスを提供するように努めなければならな

い。 

（要介護認定の申請に係る援助） 

第12条 指定介護療養型医療施設は、入院の際に要介護認定を受けていない患者については、要介護認定の申請

が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、患者の意思を踏まえて速やかに当該申

請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入院患者が受けている要介護認定の有

効期間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

（入退院） 

第13条 指定介護療養型医療施設は、長期にわたる療養が必要であると認められる要介護者を対象に、指定介護

療養施設サービスを提供するものとする。 

２ 指定介護療養型医療施設は、入院の申込みを行っている患者の数が入院患者の定員から入院患者の数を差し

引いた数を超えている場合には、長期にわたる療養及び医学的管理の下における介護の必要性を勘案し、指定

介護療養施設サービスを受ける必要性が高いと認められる患者を優先的に入院させるよう努めなければならな
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い。 

３ 指定介護療養型医療施設は、患者の入院に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等によ

り、その者の心身の状況、病歴、生活歴、指定居宅サービス等（法第８条第23項に規定する指定居宅サービス

等をいう。以下同じ｡)の利用状況等の把握に努めなければならない。 

４ 指定介護療養型医療施設の医師は、適時、療養の必要性を判断し、医学的に入院の必要性がないと判断した

場合には、患者に対し、退院を指示しなければならない。 

５ 指定介護療養型医療施設は、患者の退院に際しては、その者又はその家族に対し、適切な指導を行うととも

に、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、

退院後の主治の医師に対する情報の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連

携に努めなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第14条 指定介護療養型医療施設は、入院に際しては入院の年月日並びに入院している介護保険施設の種類及び

名称を、退院に際しては退院の年月日を、当該患者の被保険者証に記載しなければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内

容等を記録しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第15条 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービス（法第48条第４項の規定により施設介護サービス費

（同条第１項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ｡)が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療

施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る指定介護療養施設サービスをいう。以下同じ｡)に該当

する指定介護療養施設サービスを提供した際には、入院患者から利用料（施設介護サービス費の支給の対象と

なる費用に係る対価をいう。以下同じ｡)の一部として、当該指定介護療養施設サービスについて規則で定める

費用の額（その額が現に当該指定介護療養施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護

療養施設サービスに要した費用の額とする。以下「施設サービス費用基準額」という｡)から当該施設に支払わ

れる施設介護サービス費の額を控除して得られた額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設サービスを提供した際に

入院患者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないように

しなければならない。 

３ 指定介護療養型医療施設は、前２項の支払を受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払を受けることが

できる。 

４ 指定介護療養型医療施設は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入院患者又

は家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入院患者の同意を得なけれ

ばならない。ただし、規則で定める費用に係る同意については、文書によるものとする。 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第16条 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設サービスに係る費用

の支払を受けた場合は、提供した指定介護療養施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を

記載したサービス提供証明書を患者に対して交付しなければならない。 

（指定介護療養施設サービスの取扱方針） 

第17条 指定介護療養型医療施設は、施設サービス計画に基づき、入院患者の要介護状態の軽減又は悪化の防止

に資するよう、その者の心身の状況等を踏まえて、その者の療養を妥当適切に行わなければならない。 

２ 指定介護療養施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して

行われなければならない。 

３ 指定介護療養型医療施設の従業者は、指定介護療養施設サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、



号 外 １ 新  潟  県  報 平成24年12月28日(金) 

177 

入院患者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行わなければ

ならない。 

４ 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供に当たっては、当該入院患者又は他の入院患

者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入院患者の行動を制限す

る行為（以下「身体的拘束等」という｡)を行ってはならない。 

５ 指定介護療養型医療施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入院患者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

６ 指定介護療養型医療施設は、自らその提供する指定介護療養施設サービスの質の評価を行い、常にその改善

を図らなければならない。 

（施設サービス計画の作成） 

第18条 指定介護療養型医療施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当さ

せるものとする。 

２ 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員（以下「計画担当介護支援専門員」という｡)は、

施設サービス計画の作成に当たっては、入院患者の日常生活全般を支援する観点から、当該地域の住民による

自発的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。 

３ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入院患者について、

その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入院患者が現に抱える問題点を明らかにし、入院患

者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 

４ 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」という｡)に当た

っては、入院患者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、計画担当介護支援専門

員は、面接の趣旨を入院患者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 

５ 計画担当介護支援専門員は、入院患者の希望、入院患者についてのアセスメントの結果及び医師の治療の方

針に基づき、入院患者の家族の希望を勘案して、入院患者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の

方針、生活全般の解決すべき課題、指定介護療養施設サービスの目標及びその達成時期、指定介護療養施設サ

ービスの内容、指定介護療養施設サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を

作成しなければならない。 

６ 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議（入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に当

たる他の担当者（以下この条において「担当者」という｡)を召集して行う会議をいう。以下同じ｡)の開催、担

当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの

意見を求めるものとする。 

７ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入院患者又はその家族に対して説明し、

文書により入院患者の同意を得なければならない。 

８ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画を入院患者に交付

しなければならない。 

９ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の把握（入院患者に

ついての継続的なアセスメントを含む｡)を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。 

10 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」という｡)に当たっては、

入院患者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めると

ころにより行わなければならない。 

(1) 定期的に入院患者に面接すること。 

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

11 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会
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等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものと

する。 

(1) 入院患者が法第28条第２項に規定する要介護更新認定を受けた場合 

(2) 入院患者が法第29条第１項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 

12 第２項から第８項までの規定は、第９項に規定する施設サービス計画の変更について準用する。 

（診療の方針） 

第19条 医師の診療の方針は、規則で定めるところによらなければならない。 

（機能訓練） 

第20条 指定介護療養型医療施設は、入院患者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、

必要に応じて理学療法、作業療法その他適切なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第21条 看護及び医学的管理の下における介護は、入院患者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、入院

患者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は、１週間に２回以上、適切な方法により、入院患者を入浴させ、又は清しきしな

ければならない。 

３ 指定介護療養型医療施設は、入院患者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立につ

いて必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定介護療養型医療施設は、おむつを使用せざるを得ない入院患者のおむつを適切に取り替えなければなら

ない。 

５ 指定介護療養型医療施設は、褥
じよく

瘡
そう

が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための

体制を整備しなければならない。 

６ 指定介護療養型医療施設は、前各項に定めるほか、入院患者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上

の世話を適切に行わなければならない。 

７ 指定介護療養型医療施設は、その入院患者に対して、入院患者の負担により、当該指定介護療養型医療施設

の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 

（食事の提供） 

第22条 入院患者の食事は、栄養並びに入院患者の身体の状態、病状及び嗜
し

好を考慮したものとするとともに、

適切な時間に行われなければならない。 

２ 入院患者の食事は、その者の自立の支援に配慮して、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければ

ならない。 

（その他のサービスの提供） 

第23条 指定介護療養型医療施設は、適宜入院患者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。 

２ 指定介護療養型医療施設は、常に入院患者の家族との連携を図るとともに、入院患者とその家族との交流等

の機会を確保するよう努めなければならない。 

（患者に関する市町村への通知） 

第24条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを受けている入院患者が次のいずれかに該当す

る場合には、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

(1) 指定介護療養施設サービスの利用の必要がなくなったと認められるにもかかわらず退院しないとき。 

(2) 正当な理由なしに指定介護療養施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程

度を増進させたと認められるとき。 

(3) 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

（管理者の管理） 
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第25条 指定介護療養型医療施設を管理する医師は、当該施設所在地の知事の医療法第12条第２項に基づく許可

を受けた場合を除くほか、同時に他の病院、診療所を管理する者であってはならない。 

２ 指定介護療養型医療施設の管理者は、同時に他の介護保険施設、養護老人ホーム等の社会福祉施設を管理す

る者であってはならない。ただし、これらの施設が同一敷地内にあること等により、当該指定介護療養型医療

施設の管理上支障がない場合には、この限りでない。 

（管理者の責務） 

第26条 指定介護療養型医療施設の管理者は、当該指定介護療養型医療施設の従業者の管理、業務の実施状況の

把握その他の管理を、一元的に行わなければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うもの

とする。 

（計画担当介護支援専門員の責務） 

第27条 計画担当介護支援専門員は、第18条に規定する業務のほか、規則で定める業務を行うものとする。 

（運営規程） 

第28条 指定介護療養型医療施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程（以下「運営規程」

という｡)を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 入院患者の定員 

(4) 入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

(5) 施設の利用に当たっての留意事項 

(6) 非常災害対策 

(7) その他施設の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第29条 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し、適切な指定介護療養施設サービスを提供できるよう、従

業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は、当該施設の従業者によって指定介護療養施設サービスを提供しなければならな

い。ただし、入院患者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 指定介護療養型医療施設は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第30条 指定介護療養型医療施設は、入院患者の定員及び病室の定員を超えて入院させてはならない。ただし、

災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（非常災害対策） 

第31条 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設の所在する地域の環境及び利用者の特性に応

じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通

報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓

練を行わなければならない。 

（衛生管理等） 

第32条 指定介護療養型医療施設は、入院患者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、

衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなけ

ればならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延

しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。 
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(1) 当該指定介護療養型医療施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する

委員会をおおむね３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹

底を図ること。 

(2) 当該指定介護療養型医療施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する

こと。 

(3) 当該指定介護療養型医療施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びま

ん延の防止のための研修を定期的に実施すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、規則で定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に

沿った対応を行うこと。 

（協力歯科医療機関） 

第33条 指定介護療養型医療施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。 

（掲示） 

第34条 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設の見やすい場所に、運営規程の概要並びに従

業者の勤務の体制、利用料その他のサービスの選択に関する重要事項を掲示しなければならない。 

（秘密保持等） 

第35条 指定介護療養型医療施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入院患者又はその家族の

秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入院患者又はそ

の家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入院患者に関する情報を提供する際には、あ

らかじめ文書により入院患者の同意を得ておかなければならない。 

（居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止） 

第36条 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該施設を

紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該施設からの退院患者を紹介する

ことの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

（苦情処理） 

第37条 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関する入院患者及びその家族からの

苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならな

い。 

３ 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関し、法第23条の規定による市町村が行

う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、入院患

者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該

指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定介護療養型医療施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなけ

ればならない。 

５ 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関する入院患者からの苦情に関して国民

健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第45条第５項に規定する国民健康保険団体連合

会をいう。以下同じ｡)が行う法第176条第１項第２号の規定による調査に協力するとともに、国民健康保険団体

連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を
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行わなければならない。 

６ 指定介護療養型医療施設は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国

民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

（地域との連携等） 

第38条 指定介護療養型医療施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協

力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は、その運営に当たっては、提供した指定介護療養施設サービスに関する入院患者

からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力

するよう努めなければならない。 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第39条 指定介護療養型医療施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に定める措置を講じなければ

ならない。 

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整

備すること。 

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を

通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。 

(3) 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。 

２ 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供により事故が発生した場合

は、速やかに市町村、入院患者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定介護療養型医療施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならな

い。 

４ 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供により賠償すべき事故が発

生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第40条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しな

ければならない。 

（記録の整備） 

第41条 指定介護療養型医療施設は、従業者、施設及び設備構造並びに会計に関する諸記録を整備しておかなけ

ればならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に関する次に掲げる記録を

整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 施設サービス計画 

(2) 第14条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(3) 第17条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入院患者の心身の状況並びに緊急やむを

得ない理由の記録 

(4) 第24条に規定する市町村への通知に係る記録 

(5) 第37条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(6) 第39条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

（暴力団等の排除） 

第42条 指定介護療養型医療施設は、その運営について、新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）

第３条に規定する基本理念にのっとり、同条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力

団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。 
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第５章 ユニット型指定介護療養型医療施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準 

第１節 この章の趣旨及び基本方針 

（この章の趣旨） 

第43条 第３条及び前２章の規定にかかわらず、ユニット型指定介護療養型医療施設（施設の全部において少数

の病室及び当該病室に近接して設けられる共同生活室（当該病室の入院患者が交流し、共同で日常生活を営む

ための場所をいう。以下同じ｡)により一体的に構成される場所（以下「ユニット」という｡)ごとに入院患者の

日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ｡)の基本方針並び

に設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。 

（基本方針） 

第44条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者一人一人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画

に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入院前の居宅における生活と入院後の生活が連続

したものとなるよう配慮しながら、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能

訓練その他の必要な医療を行うことにより、各ユニットにおいて入院患者が相互に社会的関係を築き、自律的

な日常生活を営むことを支援しなければならない。 

２ ユニット型指定介護療養型医療施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護

支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する

者との密接な連携に努めなければならない。 

第２節 設備に関する基準 

（構造設備） 

第45条 ユニット型指定介護療養型医療施設（療養病床を有する病院に限る。以下この条において同じ｡)は、ユ

ニット及び浴室を有しなければならない。 

２ 一の病室の定員は、１人とすること。ただし、入院患者への指定介護療養施設サービスの提供上必要と認め

られる場合は、２人とすることができる。 

３ ユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、廊下、機能訓練室、浴室等設備の基準は、規則で定める。 

４ 前項の設備は、入院患者へのサービスの向上及び従業者の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に

配慮して整備するよう努めなければならない。 

５ 第３項に規定するもののほか、ユニット型指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して

必要な設備を設けることとする。 

第46条 ユニット型指定介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所に限る。以下この条において同じ｡)は、

ユニット及び浴室を有しなければならない。 

２ 一の病室の定員は、１人とすること。ただし、入院患者への指定介護療養施設サービスの提供上必要と認め

られる場合は、２人とすることができる。 

３ ユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、廊下、機能訓練室、浴室等設備の基準は、規則で定める。 

４ 前項の設備は、入院患者へのサービスの向上及び従業者の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に

配慮して整備するよう努めなければならない。 

５ 第３項に規定するもののほか、ユニット型指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して

必要な設備を設けることとする。 

第47条 ユニット型指定介護療養型医療施設（老人性認知症疾患療養病棟を有する病院に限る。以下この条にお

いて同じ｡)は、ユニット、生活機能回復訓練室及び浴室を有しなければならない。 

２ 一の病室の定員は、１人とすること。ただし、入院患者への指定介護療養施設サービスの提供上必要と認め

られる場合は、２人とすることができる。 

３ ユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、廊下、生活機能回復訓練室、浴室等設備の基準は、規則で
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定める。 

４ 前項の設備は、入院患者へのサービスの向上及び従業者の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に

配慮して整備するよう努めなければならない。 

５ 第３項に規定するもののほか、ユニット型指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して

必要な設備を設けることとする。 

第３節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第48条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当する指定介護療養施設サービスを

提供した際には、入院患者から利用料の一部として、施設サービス費用基準額から当該ユニット型指定介護療

養型医療施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ ユニット型指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設サービスを提

供した際に入院患者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じ

ないようにしなければならない。 

３ ユニット型指定介護療養型医療施設は、前２項の支払を受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払を受

けることができる。 

４ ユニット型指定介護療養型医療施設は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、

入院患者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入院患者の

同意を得なければならない。ただし、規則で定める費用に係る同意については、文書によるものとする。 

（指定介護療養施設サービスの取扱方針） 

第49条 指定介護療養施設サービスは、入院患者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に

沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、施設サービス計画に基づき、入院患者の日常生

活上の活動について必要な援助を行うことにより、入院患者の日常生活を支援するものとして行われなければ

ならない。 

２ 指定介護療養施設サービスは、各ユニットにおいて入院患者がそれぞれの役割を持って生活を営むことがで

きるよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定介護療養施設サービスは、入院患者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。 

４ 指定介護療養施設サービスは、入院患者の自立した生活を支援することを基本として、入院患者の要介護状

態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければな

らない。 

５ ユニット型指定介護療養型医療施設の従業者は、指定介護療養施設サービスの提供に当たって、入院患者又

はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

６ ユニット型指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供に当たっては、当該入院患者又は

他の入院患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならな

い。 

７ ユニット型指定介護療養型医療施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

入院患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

８ ユニット型指定介護療養型医療施設は、自らその提供する指定介護療養施設サービスの質の評価を行い、常

にその改善を図らなければならない。 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第50条 看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニットにおいて入院患者が相互に社会的関係を築き、自

律的な日常生活を営むことを支援するよう、入院患者の病状及び心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行

われなければならない。 
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２ ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の日常生活における家事を、入院患者が、その病状及び心

身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。 

３ ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことが

できるよう、適切な方法により、入院患者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場

合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。 

４ ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の病状及び心身の状況に応じて、適切な方法により、排せ

つの自立について必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型指定介護療養型医療施設は、おむつを使用せざるを得ない入院患者については、排せつの自立を

図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。 

６ ユニット型指定介護療養型医療施設は、褥
じよく

瘡
そう

が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防

するための体制を整備しなければならない。 

７ ユニット型指定介護療養型医療施設は、前各項に規定するもののほか、入院患者が行う離床、着替え、整容

等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 

８ ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し、その負担により、当該ユニット型指定介護療養型

医療施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 

（食事） 

第51条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、栄養並びに入院患者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮した食事を提

供しなければならない。 

２ ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立に

ついて必要な支援を行わなければならない。 

３ ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するととも

に、入院患者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事をとることができるよう必要な時間を確保し

なければならない。 

４ ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を

尊重しつつ、入院患者が共同生活室で食事をとることを支援しなければならない。 

（その他のサービスの提供） 

第52条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の嗜
し

好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会

を提供するとともに、入院患者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。 

２ ユニット型指定介護療養型医療施設は、常に入院患者の家族との連携を図るとともに、入院患者とその家族

との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

（運営規程） 

第53条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定め

ておかなければならない。 

(1) 施設の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 入院患者の定員 

(4) ユニットの数及びユニットごとの入院患者の定員 

(5) 入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

(6) 施設の利用に当たっての留意事項 

(7) 非常災害対策 

(8) その他施設の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 
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第54条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し、適切な指定介護療養施設サービスを提供する

ことができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入院患者が安心して日常生活を送ることができるよう、

継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次に定める職員配置を行わなければならない。 

(1) 昼間については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 

(2) 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従

事する職員として配置すること。 

(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

３ ユニット型指定介護療養型医療施設は、当該ユニット型指定介護療養型医療施設の従業者によって指定介護

療養施設サービスを提供しなければならない。ただし、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に

直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

４ ユニット型指定介護療養型医療施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなけれ

ばならない。 

（定員の遵守） 

第55条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、ユニットごとの入院患者の定員及び病室の定員を超えて入院さ

せてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（準用） 

第56条 第８条から第14条まで、第16条、第18条から第20条まで、第24条から第27条まで及び第31条から第42条

までの規定は、ユニット型指定介護療養型医療施設について準用する。この場合において、第８条第１項中「第

28条に規定する運営規程」とあるのは「第53条に規定する重要事項に関する規程」と、第26条第２項中「この

章」とあるのは「第５章第３節」と、第41条第２項第２号中「第14条第２項」とあるのは「第56条において準

用する第14条第２項」と、第27条中「第18条」とあるのは「第56条において準用する第18条」と、第41条第２

項第４号中「第24条」とあるのは「第56条において準用する第24条」と、第41条第２項第５号中「第37条第２

項」とあるのは「第56条において準用する第37条第２項」と、第41条第２項第６号中「第39条第３項」とある

のは「第56条において準用する第39条第３項」と、第41条第２項第３号中「第17条第５項」とあるのは「第49

条第７項」と読み替えるものとする。 

第６章 雑則 

（委任） 

第57条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に平成18年改正法附則第130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとさ

れた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第41号。以下「基準省令」

という｡)第27条（基準省令第50条において準用する場合を含む｡)又は地域の自主性及び自立性を高めるための

改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成23年法律第37号）附則第36条の規定よりこの条例

が施行されるまでの間において同法附則第35条の規定による改正後の介護サービスの基盤強化のための介護保

険法等の一部を改正する法律（平成23年法律第72号）第４条の規定による改正後の平成18年改正法附則第130

条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の法第110条第２

項に規定する条例で定める基準とみなされた基準省令第27条（基準省令第50条において準用する場合を含む｡)

の規定に基づき策定された非常災害に関する具体的計画は、平成26年３月31日までの間は、第31条（第56条に
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おいて準用する場合を含む｡)の規定に基づき策定された非常災害に関する具体的計画とみなす。 
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新潟県条例第64号 

新潟県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例 

目次 

第１章 趣旨及び基本方針（第１条－第４条） 

第２章 人員に関する基準（第５条） 

第３章 設備に関する基準（第６条） 

第４章 運営に関する基準（第７条－第44条） 

第５章 ユニット型指定介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準 

第１節 この章の趣旨及び基本方針（第45条・第46条） 

第２節 設備に関する基準（第47条） 

第３節 運営に関する基準（第48条－第56条） 

第６章 雑則（第57条） 

附則 

第１章 趣旨及び基本方針 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という｡)第86条第１項（法第86条の２第４

項において準用する場合を含む｡)並びに法第88条第１項及び第２項の規定に基づき、指定介護老人福祉施設の

人員、設備及び運営並びに指定介護老人福祉施設の指定に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

（指定介護老人福祉施設の指定に関する基準） 

第３条 法第86条第１項（法第86条の２第４項の規定により指定の更新について準用する場合を含む｡)の条例で

定める数は、30人以上とする。 

（基本方針） 

第４条 指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭

に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、

機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を

営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定介護福祉施設サ

ービスを提供するように努めなければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、

市町村、居宅介護支援事業者（居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ｡)、居宅サービス事業者（居宅サ

ービス事業を行う者をいう。以下同じ｡)、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提

供する者との密接な連携に努めなければならない。 

第２章 人員に関する基準 

（従業者） 

第５条 法第88条第１項の規定による指定介護老人福祉施設に置くべき従業者は、次のとおりとし、その員数及

び当該員数の算定の方法等は、規則で定める。ただし、入所定員が40人を超えない指定介護老人福祉施設にあ

っては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定介護老人福祉施設の効果的な運営を

期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第４号の栄養士を置かないことがで

きる。 

(1) 医師 
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(2) 生活相談員 

(3) 介護職員又は看護師若しくは准看護師（以下「看護職員」という｡) 

(4) 栄養士 

(5) 機能訓練指導員 

(6) 介護支援専門員 

第３章 設備に関する基準 

（設備） 

第６条 指定介護老人福祉施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。 

(1) 居室 

(2) 静養室 

(3) 浴室 

(4) 洗面設備 

(5) 便所 

(6) 医務室 

(7) 食堂及び機能訓練室 

(8) 廊下 

(9) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 

２ 一の居室の定員は、１人とする。ただし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める員数とす

ることができる。 

(1) 入所者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合 ２人 

(2) 居室が規則で定める要件を満たしており、かつ、地域の実情を勘案し、特に必要と認められる場合 ２人

以上４人以下 

３ 第１項の設備は、入所者へのサービスの向上及び従業者の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に

配慮して整備するよう努めなければならない。 

４ 前２項に規定するもののほか、第１項各号に掲げる施設の基準は、規則で定める。 

第４章 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第７条 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入所申込

者又はその家族に対し、第29条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の入所申込者のサービ

スの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について入所申

込者の同意を得なければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の

交付に代えて、規則で定めるところにより、当該入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき

重要事項を電子情報処理組織（指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機と、入所申込者又はその家族の

使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう｡)を使用する方法その他の情報通

信の技術を利用する方法であって規則で定めるもの（以下この条において「電磁的方法」という｡)により提供

することができる。この場合において、当該指定介護老人福祉施設は、当該文書を交付したものとみなす。 

３ 前項の規定による承諾を得た指定介護老人福祉施設は、当該入所申込者又はその家族から文書又は電磁的方

法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該入所申込者又はその家族に対し、第

１項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該入所申込者又はその家族

が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

（提供拒否の禁止） 
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第８条 指定介護老人福祉施設は、正当な理由なく指定介護福祉施設サービスの提供を拒んではならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第９条 指定介護老人福祉施設は、入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら適切な

便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設を紹介する等の適

切な措置を速やかに講じなければならない。 

（受給資格等の確認） 

第10条 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被

保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、前項の被保険者証に法第73条第２項に規定する認定審査会意見が記載されている

ときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護福祉施設サービスを提供するように努めなければならない。 

（要介護認定の申請に係る援助） 

第11条 指定介護老人福祉施設は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護認定の

申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえて速や

かに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受けている要介護認定の有効期

間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

（入退所） 

第12条 指定介護老人福祉施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居

宅においてこれを受けることが困難な者に対し、指定介護福祉施設サービスを提供するものとする。 

２ 指定介護老人福祉施設は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合には、

介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、指定介護福祉施設サービスを受ける必要性が高いと認められる

入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は、入所申込者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等

により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等（法第８条第23項に規定する指定居宅サー

ビス等をいう。以下同じ｡)の利用状況等の把握に努めなければならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において

日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなければならない。 

５ 前項の検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の従業者の間で協議しなけ

ればならない。 

６ 指定介護老人福祉施設は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営

むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとな

る環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。 

７ 指定介護老人福祉施設は、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅

介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接

な連携に努めなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第13条 指定介護老人福祉施設は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名

称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載しなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容

等を記録しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第14条 指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービス（法第48条第４項の規定により施設介護サービス費（同
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条第１項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ｡)が入所者に代わり当該指定介護老人福祉施設に支

払われる場合の当該施設介護サービス費に係る指定介護福祉施設サービスをいう。以下同じ｡)に該当する指定

介護福祉施設サービスを提供した際には、入所者から利用料（施設介護サービス費の支給の対象となる費用に

係る対価をいう。以下同じ｡)の一部として、当該指定介護福祉施設サービスについて規則で定める費用の額（そ

の額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サー

ビスに要した費用の額とする。以下「施設サービス費用基準額」という｡)から当該指定介護老人福祉施設に支

払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスを提供した際に入

所者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしな

ければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は、前２項の支払を受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払を受けることがで

きる。 

４ 指定介護老人福祉施設は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はそ

の家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければ

ならない。ただし、規則で定める費用に係る同意については、文書によるものとする。 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第15条 指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスに係る費用の

支払を受けた場合は、その提供した指定介護福祉施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項

を記載したサービス提供証明書を入所者に対して交付しなければならない。 

（指定介護福祉施設サービスの取扱方針） 

第16条 指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資

するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当適切に行わなければならない。 

２ 指定介護福祉施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して

行われなければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設の従業者は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入

所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為（以

下「身体的拘束等」という｡)を行ってはならない。 

５ 指定介護老人福祉施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

６ 指定介護老人福祉施設は、自らその提供する指定介護福祉施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を

図らなければならない。 

（施設サービス計画の作成） 

第17条 指定介護老人福祉施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させ

るものとする。 

２ 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員（以下「計画担当介護支援専門員」という｡)は、

施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の日常生活全般を支援する観点から、当該地域の住民による自

発的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。 

３ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入所者について、

その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が

自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 
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４ 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」という｡)に当た

っては、入所者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、計画担当介護支援専門員

は、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 

５ 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望及び入所者についてのアセスメントの結果に基づき、入所者の家

族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき

課題、指定介護福祉施設サービスの目標及びその達成時期、指定介護福祉施設サービスの内容、指定介護福祉

施設サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければならない。 

６ 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議（入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に当た

る他の担当者（以下この条において「担当者」という｡)を召集して行う会議をいう。以下同じ｡)の開催、担当

者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意

見を求めるものとする。 

７ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族に対して説明し、

文書により入所者の同意を得なければならない。 

８ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画を入所者に交付し

なければならない。 

９ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の把握（入所者につ

いての継続的なアセスメントを含む｡)を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。 

10 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」という｡)に当たっては、

入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるとこ

ろにより行わなければならない。 

(1) 定期的に入所者に面接すること。 

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

11 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会

等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものと

する。 

(1) 入所者が法第28条第２項に規定する要介護更新認定を受けた場合 

(2) 入所者が法第29条第１項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 

12 第２項から第８項までの規定は、第９項に規定する施設サービス計画の変更について準用する。 

（介護） 

第18条 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な

技術をもって行われなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、１週間に２回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなけれ

ばならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立につ

いて必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。 

５ 指定介護老人福祉施設は、 褥
じよく

瘡
そう

が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための

体制を整備しなければならない。 

６ 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、前各項に規定するもののほか、離床、着替え、整容等の介護を適

切に行わなければならない。 

７ 指定介護老人福祉施設は、常時１人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。 

８ 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その負担により、当該指定介護老人福祉施設の従業者以外の者に
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よる介護を受けさせてはならない。 

（食事） 

第19条 指定介護老人福祉施設は、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮した食事を、適切な時間に提

供しなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事をとることを支援しなければならない。 

（相談及び援助） 

第20条 指定介護老人福祉施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入

所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならな

い。 

（社会生活上の便宜の提供等） 

第21条 指定介護老人福祉施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を

行わなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又

はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会

を確保するよう努めなければならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。 

（機能訓練） 

第22条 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能

を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。 

（健康管理） 

第23条 指定介護老人福祉施設の医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保

持のための適切な措置を採らなければならない。 

（入所者の入院期間中の取扱い） 

第24条 指定介護老人福祉施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入

院後おおむね３月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、

必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定介護

老人福祉施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。 

（入所者に関する市町村への通知） 

第25条 指定介護老人福祉施設は、入所者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してそ

の旨を市町村に通知しなければならない。 

(1) 正当な理由なしに指定介護福祉施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程

度を増進させたと認められるとき。 

(2) 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

（管理者による管理） 

第26条 指定介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなけれ

ばならない。ただし、当該指定介護老人福祉施設の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、

施設等又は当該指定介護老人福祉施設のサテライト型居住施設の職務に従事することができる。 

（管理者の責務） 

第27条 指定介護老人福祉施設の管理者は、当該指定介護老人福祉施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握

その他の管理を一元的に行わなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものと
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する。 

（計画担当介護支援専門員の責務） 

第28条 計画担当介護支援専門員は、第17条に規定する業務のほか、規則で定める業務を行うものとする。 

（運営規程） 

第29条 指定介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程（以下「運営規程」

という｡)を定めておかなければならない。 

(1) 施設の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 入所定員 

(4) 入所者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

(5) 施設の利用に当たっての留意事項 

(6) 非常災害対策 

(7) その他施設の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第30条 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、適切な指定介護福祉施設サービスを提供することができるよ

う、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設の従業者によって指定介護福祉施設サービスを提供し

なければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 指定介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第31条 指定介護老人福祉施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐

待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（非常災害対策） 

第32条 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設の所在する地域の環境及び入所者の特性に応じて、

火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び

連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行

わなければならない。 

（衛生管理等） 

第33条 指定介護老人福祉施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な

管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければなら

ない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しな

いように、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委

員会をおおむね３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底

を図ること。 

(2) 当該指定介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備するこ

と。 

(3) 当該指定介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん

延の防止のための研修を定期的に実施すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、規則で定める感染症及び食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に

沿った対応を行うこと。 
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（協力病院等） 

第34条 指定介護老人福祉施設は、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力病院を定めておか

なければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。 

（掲示） 

第35条 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤

務の体制、協力病院、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならな

い。 

（秘密保持等） 

第36条 指定介護老人福祉施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密

を漏らしてはならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家

族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらか

じめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。 

（広告） 

第37条 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設について広告をする場合は、その内容が虚偽又は

誇大なものであってはならない。 

（居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止） 

第38条 指定介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該指定介護

老人福祉施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該指定介護老人福祉施設からの退所

者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

（苦情処理） 

第39条 指定介護老人福祉施設は、その提供した指定介護福祉施設サービスに関する入所者及びその家族からの

苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は、提供した指定介護福祉施設サービスに関し、法第23条の規定による市町村が行う

文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、入所者か

らの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導

又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなけれ

ばならない。 

５ 指定介護老人福祉施設は、提供した指定介護福祉施設サービスに関する入所者からの苦情に関して国民健康

保険団体連合会（国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第45条第５項に規定する国民健康保険団体連合会を

いう。以下同じ｡)が行う法第176条第１項第３号の規定による調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合

会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければ

ならない。 

６ 指定介護老人福祉施設は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民

健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

（地域との連携等） 
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第40条 指定介護老人福祉施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力

を行う等の地域との交流を図らなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、その運営に当たっては、提供した指定介護福祉施設サービスに関する入所者から

の苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力する

よう努めなければならない。 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第41条 指定介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に定める措置を講じなければな

らない。 

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整

備すること。 

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を

通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。 

(3) 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。 

２ 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により事故が発生した場合は、

速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生し

た場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第42条 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの事業の会計をその他の事業の会計と区分しなけ

ればならない。 

（記録の整備） 

第43条 指定介護老人福祉施設は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備

し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 施設サービス計画 

(2) 第13条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(3) 第16条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得

ない理由の記録 

(4) 第25条に規定する市町村への通知に係る記録 

(5) 第39条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(6) 第41条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

（暴力団等の排除） 

第44条 指定介護老人福祉施設は、その運営について、新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第

３条に規定する基本理念にのっとり、同条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団

員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。 

第５章 ユニット型指定介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準 

第１節 この章の趣旨及び基本方針 

（この章の趣旨） 

第45条 第４条及び前２章の規定にかかわらず、ユニット型指定介護老人福祉施設（施設の全部において少数の

居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室（当該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むため

の場所をいう。以下同じ｡)により一体的に構成される場所（以下「ユニット」という｡)ごとに入居者の日常生
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活が営まれ、これに対する支援が行われる指定介護老人福祉施設をいう。以下同じ｡)の基本方針並びに設備及

び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。 

（基本方針） 

第46条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基

づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続した

ものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営

むことを支援しなければならない。 

２ ユニット型指定介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支

援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者

との密接な連携に努めなければならない。 

第２節 設備に関する基準 

（設備） 

第47条 ユニット型指定介護老人福祉施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。 

(1) ユニット 

(2) 浴室 

(3) 医務室 

(4) 廊下 

(5) 消防設備その他の非常災害に際して必要な設備 

２ 一の居室の定員は、１人とする。ただし、入居者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる

場合は、２人とすることができる。 

３ 第１項の設備は、入居者へのサービスの向上及び従業者の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に

配慮して整備するよう努めなければならない。 

４ 前２項に定めるもののほか、第１項各号に掲げる設備の基準は、規則で定める。 

第３節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第48条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当する指定介護福祉施設サービスを提

供した際には、入居者から利用料の一部として、施設サービス費用基準額から当該ユニット型指定介護老人福

祉施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ ユニット型指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスを提供

した際に入居者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じない

ようにしなければならない。 

３ ユニット型指定介護老人福祉施設は、前２項の支払を受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払を受け

ることができる。 

４ ユニット型指定介護老人福祉施設は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入

居者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入居者の同意を

得なければならない。ただし、規則で定める費用に係る同意については、文書によるものとする。 

（指定介護福祉施設サービスの取扱方針） 

第49条 指定介護福祉施設サービスは、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿

って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活上

の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならな

い。 

２ 指定介護福祉施設サービスは、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができ
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るよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定介護福祉施設サービスは、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。 

４ 指定介護福祉施設サービスは、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の

軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならな

い。 

５ ユニット型指定介護老人福祉施設の従業者は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たって、入居者又はそ

の家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

６ ユニット型指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の

入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

７ ユニット型指定介護老人福祉施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入

居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

８ ユニット型指定介護老人福祉施設は、自らその提供する指定介護福祉施設サービスの質の評価を行い、常に

その改善を図らなければならない。 

（介護） 

第50条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援す

るよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応

じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。 

３ ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができ

るよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、

清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。 

４ ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立につ

いて必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型指定介護老人福祉施設は、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立を図り

つつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。 

６ ユニット型指定介護老人福祉施設は、 褥
じよく

瘡
そう

が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防

するための体制を整備しなければならない。 

７ ユニット型指定介護老人福祉施設は、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の

日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 

８ ユニット型指定介護老人福祉施設は、常時１人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。 

９ ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者に対し、その負担により、当該ユニット型指定介護老人福祉施

設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

（食事） 

第51条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮した食事を提供し

なければならない。 

２ ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立につい

て必要な支援を行わなければならない。 

３ ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、

入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事をとることができるよう必要な時間を確保しなけれ

ばならない。 

４ ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重

しつつ、入居者が共同生活室で食事をとることを支援しなければならない。 
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（社会生活上の便宜の提供等） 

第52条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の嗜
し

好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提

供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。 

２ ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者が日常生活を営む上で必要な行政機関等に対する手続について、

その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。 

３ ユニット型指定介護老人福祉施設は、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交

流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

４ ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。 

（運営規程） 

第53条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めて

おかなければならない。 

(1) 施設の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 入居定員 

(4) ユニットの数及びユニットごとの入居定員 

(5) 入居者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

(6) 施設の利用に当たっての留意事項 

(7) 非常災害対策 

(8) その他施設の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第54条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者に対し、適切な指定介護福祉施設サービスを提供すること

ができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継

続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次に定める職員配置を行わなければならない。 

(1) 昼間については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 

(2) 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従

事する職員として配置すること。 

(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

３ ユニット型指定介護老人福祉施設は、当該ユニット型指定介護老人福祉施設の従業者によって指定介護福祉

施設サービスを提供しなければならない。ただし、入居者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に直接影

響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

４ ユニット型指定介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければ

ならない。 

（定員の遵守） 

第55条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、ユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはな

らない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（準用） 

第56条 第７条から第13条まで、第15条、第17条、第20条、第22条から第28条まで及び第32条から第44条までの

規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第７条第１項中「第29条に

規定する運営規程」とあるのは「第53条に規定する重要事項に関する規程」と、第27条第２項中「この章」と

あるのは「第５章第３節」と、第28条中「第17条」とあるのは「第56条において準用する第17条」と、第43条

第２項第２号中「第13条第２項」とあるのは「第56条において準用する第13条第２項」と、第43条第２項第３
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号中「第16条第５項」とあるのは「第49条第７項」と、第43条第２項第４号中「第25条」とあるのは「第56条

において準用する第25条」と、第43条第２項第５号中「第39条第２項」とあるのは「第56条において準用する

第39条第２項」と、第43条第２項第６号中「第41条第３項」とあるのは「第56条において準用する第41条第３

項」と読み替えるものとする。 

第６章 雑則 

（委任） 

第57条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成15年４月１日以前に法第48条第１項第１号の規定による指定を受けている介護老人福祉施設（同日にお

いて建築中のものであって、同月２日以降に同号の規定による指定を受けたものを含む。以下「平成15年前指

定介護老人福祉施設」という｡)であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の

一部を改正する省令（平成23年厚生労働省令第106号）による改正前の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び

運営に関する基準（平成11年厚生省令第39号。以下「指定介護老人福祉施設旧基準」という｡)第50条に規定す

る一部ユニット型指定介護老人福祉施設であるもの（平成23年９月１日において現に改修、改築又は増築中の

平成15年前指定介護老人福祉施設（基準省令第38条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設を除く｡)であ

って、同日後に指定介護老人福祉施設旧基準第50条に規定する一部ユニット型指定介護老人福祉施設に該当す

ることとなるものを含む｡)については、同日後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができ

る。 

３ この条例の施行の際現に存する指定介護老人福祉施設（基本的な設備が完成しているものを含み、この条例

の施行後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く｡)における第６条第２項の規定の適用については、

第６条第２項中「１人」とあるのは､｢４人以下」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。 

４ この条例の施行の日前に指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（以下「基準省令」とい

う｡)第26条（第49条において準用する場合を含む｡)又は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を

図るための関係法律の整備に関する法律（平成23年法律第37号）附則第６条の規定によりこの条例が施行され

るまでの間において同法第18条の規定による改正後の法第88条第２項に規定する条例で定める基準とみなされ

ることとされた基準省令第26条（第49条において準用する場合を含む｡)の規定に基づき策定された非常災害に

関する具体的計画は、平成26年３月31日までの間は、第32条（第56条において準用する場合を含む｡)の規定に

基づき策定された非常災害に関する具体的計画とみなす。 
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新潟県条例第65号 

新潟県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例 

目次 

第１章 総則（第１条－第４条） 

第２章 訪問介護 

第１節 基本方針（第５条） 

第２節 人員に関する基準（第６条・第７条） 

第３節 設備に関する基準（第８条） 

第４節 運営に関する基準（第９条－第43条） 

第５節 基準該当居宅サービスに関する基準（第44条－第48条） 

第３章 訪問入浴介護 

第１節 基本方針（第49条） 

第２節 人員に関する基準（第50条・第51条） 

第３節 設備に関する基準（第52条） 

第４節 運営に関する基準（第53条－第60条） 

第５節 基準該当居宅サービスに関する基準（第61条－第64条） 

第４章 訪問看護 

第１節 基本方針（第65条） 

第２節 人員に関する基準（第66条・第67条） 

第３節 設備に関する基準（第68条） 

第４節 運営に関する基準（第69条－第80条） 

第５章 訪問リハビリテーション 

第１節 基本方針（第81条） 

第２節 人員に関する基準（第82条） 

第３節 設備に関する基準（第83条） 

第４節 運営に関する基準（第84条－第90条） 

第６章 居宅療養管理指導 

第１節 基本方針（第91条） 

第２節 人員に関する基準（第92条） 

第３節 設備に関する基準（第93条） 

第４節 運営に関する基準（第94条－第99条） 

第７章 通所介護 

第１節 基本方針（第100条） 

第２節 人員に関する基準（第101条・第102条） 

第３節 設備に関する基準（第103条） 

第４節 運営に関する基準（第104条－第114条） 

第５節 指定療養通所介護の事業の基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針（第115条・第116条） 

第２款 人員に関する基準（第117条・第118条） 

第３款 設備に関する基準（第119条・第120条） 

第４款 運営に関する基準（第121条－第132条） 

第６節 基準該当居宅サービスに関する基準（第133条－第136条） 
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第８章 通所リハビリテーション 

第１節 基本方針（第137条） 

第２節 人員に関する基準（第138条） 

第３節 設備に関する基準（第139条） 

第４節 運営に関する基準（第140条－第147条） 

第９章 短期入所生活介護 

第１節 基本方針（第148条） 

第２節 人員に関する基準（第149条・第150条） 

第３節 設備に関する基準（第151条・第152条） 

第４節 運営に関する基準（第153条－第169条） 

第５節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針（第170条・第171条） 

第２款 設備に関する基準（第172条・第173条） 

第３款 運営に関する基準（第174条－第182条） 

第６節 基準該当居宅サービスに関する基準（第183条－第189条） 

第10章 短期入所療養介護 

第１節 基本方針（第190条） 

第２節 人員に関する基準（第191条） 

第３節 設備に関する基準（第192条） 

第４節 運営に関する基準（第193条－第205条） 

第５節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針（第206条・第207条） 

第２款 設備に関する基準（第208条） 

第３款 運営に関する基準（第209条－第217条） 

第11章 特定施設入居者生活介護 

第１節 基本方針（第218条） 

第２節 人員に関する基準（第219条・第220条） 

第３節 設備に関する基準（第221条） 

第４節 運営に関する基準（第222条－第238条） 

第５節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員並びに設備及び運営に関

する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針（第239条・第240条） 

第２款 人員に関する基準（第241条・第242条） 

第３款 設備に関する基準（第243条） 

第４款 運営に関する基準（第244条－第249条） 

第12章 福祉用具貸与 

第１節 基本方針（第250条） 

第２節 人員に関する基準（第251条・第252条） 

第３節 設備に関する基準（第253条） 

第４節 運営に関する基準（第254条－第264条） 

第５節 基準該当居宅サービスに関する基準（第265条・第266条） 

第13章 特定福祉用具販売 
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第１節 基本方針（第267条） 

第２節 人員に関する基準（第268条・第269条） 

第３節 設備に関する基準（第270条） 

第４節 運営に関する基準（第271条－第277条） 

第14章 雑則（第278条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という｡)第42条第１項第２号、法第70条第

２項第１号（法第70条の２第４項において準用する場合を含む｡)並びに法第74条第１項及び第２項の規定に基

づき、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定居宅サービス事業者の指定に関する基準を

定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準（平成11年厚生省令第37号。以下「基準省令」という｡)において使用する用語の例による。 

（指定居宅サービス事業者の指定に関する基準） 

第３条 法第70条第２項第１号（法第70条の２第４項の規定により指定の更新について準用する場合を含む｡)の

条例で定める者は、法人とする。ただし、病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所に

より行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る

指定の申請にあっては、この限りでない。 

（指定居宅サービスの事業の一般原則） 

第４条 指定居宅サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの

提供に努めなければならない。 

２ 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、

市町村、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めな

ければならない。 

第２章 訪問介護 

第１節 基本方針 

第５条 指定居宅サービスに該当する訪問介護（以下「指定訪問介護」という｡)の事業は、要介護状態となった

場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（訪問介護員等） 

第６条 指定訪問介護の事業を行う者（以下「指定訪問介護事業者」という｡)が当該事業を行う事業所（以下「指

定訪問介護事業所」という｡)ごとに置くべき訪問介護員等（指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第

８条第２項に規定する政令で定める者をいう。以下この節から第４節までにおいて同じ｡)の員数及び当該員数

の算定の方法は、規則で定める。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに常勤の訪問介護員等のうち、規則で定める算定の方法に

より算定した員数の者をサービス提供責任者としなければならない。 

３ 前項のサービス提供責任者は、規則で定める者であって、専ら指定訪問介護に従事するものをもって充てな

ければならない。ただし、利用者（当該指定訪問介護事業者が指定介護予防訪問介護事業者（新潟県指定介護

予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な
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支援の方法等に関する基準を定める条例（平成24年新潟県条例第62号。以下「指定介護予防サービス等基準条

例」という｡)第６条第１項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ｡)の指定を併せて受け、

かつ、指定訪問介護の事業と指定介護予防訪問介護（指定介護予防サービス等基準条例第５条に規定する指定

介護予防訪問介護をいう。以下同じ｡)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあって

は、当該事業所における指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護の利用者）に対する指定訪問介護の提供に支

障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所（指定地域密着型サービス

の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基

準」という｡)第３条の４第１項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ｡)

又は指定夜間対応型訪問介護事業所（指定地域密着型サービス基準第６条第１項に規定する指定夜間対応型訪

問介護事業所をいう｡)に従事することができる。 

４ 指定訪問介護事業者が指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と指定

介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サ

ービス等基準条例第６条第１項から第３項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前３項に

規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第７条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなけれ

ばならない。ただし、指定訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に

従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第８条 指定訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定

訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項の設備及び備品等は、利用者へのサービスの向上及び訪問介護員等の業務の負担の軽減を図るため、常

に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者が指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と指定

介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サ

ービス等基準条例第８条第１項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第１項に規定する基準を

満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第９条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対

し、第30条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資

すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を

得なければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交

付に代えて、規則で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重

要事項を電子情報処理組織（指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用

に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう｡)を使用する方法その他の情報通信の

技術を利用する方法であって規則で定めるもの（以下この条において「電磁的方法」という｡)により提供する

ことができる。この場合において、当該指定訪問介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 

３ 前項の規定による承諾を得た指定訪問介護事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法

により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第１



平成24年12月28日(金) 新  潟  県  報 号 外 １ 

204 

項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が

再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

（提供拒否の禁止） 

第10条 指定訪問介護事業者は、正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第11条 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の通常の事業の実施地域（当該事業所が通常時に当該

サービスを提供する地域をいう。以下同じ｡)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供す

ることが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定訪

問介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

（受給資格等の確認） 

第12条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によっ

て、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。 

２ 指定訪問介護事業者は、前項の被保険者証に、法第73条第２項に規定する認定審査会意見が記載されている

ときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定訪問介護を提供するように努めなければならない。 

（要介護認定の申請に係る援助） 

第13条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者につ

いては、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申

込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援（これに相当するサービスを含む｡)が利用者に対して行われていない

等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護

認定の有効期間が終了する30日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第14条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催す

るサービス担当者会議（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第38号）

第13条第９号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ｡)等を通じて、利用者の心身の状況、その置か

れている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

（居宅介護支援事業者等との連携） 

第15条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サ

ービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を

行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サー

ビスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

（法定代理受領サービスの提供を受けるための援助） 

第16条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則（平成11

年厚生省令第36号。以下「省令」という｡)第64条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はそ

の家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等

により、指定訪問介護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、居宅介護

支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなけれ

ばならない。 

（居宅サービス計画に沿ったサービスの提供） 

第17条 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画（省令第64条第１号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同

じ｡)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。 
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（居宅サービス計画等の変更の援助） 

第18条 指定訪問介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介

護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。 

（身分を証する書類の携行） 

第19条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその

家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第20条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指

定訪問介護について法第41条第６項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その

他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録すると

ともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対し

て提供しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第21条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問介護を提供した際には、その利用者

から利用料の一部として、当該指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問介護事業者

に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護を提供した際にその利用者から支

払を受ける利用料の額と、指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じな

いようにしなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の

地域の居宅において指定訪問介護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることがで

きる。 

４ 指定訪問介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその

家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第22条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた

場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書

を利用者に対して交付しなければならない。 

（指定訪問介護の基本取扱方針） 

第23条 指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的

に行われなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければな

らない。 

（指定訪問介護の具体的取扱方針） 

第24条 訪問介護員等の行う指定訪問介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定訪問介護の提供に当たっては、次条第１項に規定する訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営

むのに必要な援助を行うこと。 

(2) 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービス

の提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。 

(3) 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を

行うこと。 
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(4) 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適

切な相談及び助言を行うこと。 

（訪問介護計画の作成） 

第25条 サービス提供責任者（第６条第２項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この条及び第29条にお

いて同じ｡)は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成する

ための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計画を作成しなければならない。 

２ 訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければ

ならない。 

３ サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して

説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成した際には、当該訪問介護計画を利用者に交付しなければなら

ない。 

５ サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成後、当該訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて

当該訪問介護計画の変更を行うものとする。 

６ 第１項から第４項までの規定は、前項に規定する訪問介護計画の変更について準用する。 

（同居家族に対するサービス提供の禁止） 

第26条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせ

てはならない。 

（利用者に関する市町村への通知） 

第27条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅

滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

(1) 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させ

たと認められるとき。 

(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

（緊急時等の対応） 

第28条 訪問介護員等は、現に指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他

必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（管理者及びサービス提供責任者の責務） 

第29条 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わな

ければならない。 

２ 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な

指揮命令を行うものとする。 

３ サービス提供責任者は、第25条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。 

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。 

(3) サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等と連携を図ること。 

(4) 訪問介護員等（サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ｡)に対し、具体的な援助目標及び援

助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。 

(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。 

(6) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。 

(7) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。 

(8) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。 
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（運営規程） 

第30条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関す

る規程（以下この章において「運営規程」という｡)を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(5) 通常の事業の実施地域 

(6) 緊急時等における対応方法 

(7) その他運営に関する重要事項 

（介護等の総合的な提供） 

第31条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調

理、洗濯、掃除等の家事（以下この条において「介護等」という｡)を常に総合的に提供するものとし、介護等

のうち特定の援助に偏することがあってはならない。 

（勤務体制の確保等） 

第32条 指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、指定訪問介護事業所ごと

に、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等によって指定

訪問介護を提供しなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

（衛生管理等） 

第33条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければ

ならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければなら

ない。 

（掲示） 

第34条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務

の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

（秘密保持等） 

第35条 指定訪問介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を

漏らしてはならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知

り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、

利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。 

（広告） 

第36条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は

誇大なものであってはならない。 

（居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止） 

第37条 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によ

るサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

（苦情処理） 
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第38条 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に

対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物

件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に

関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又

は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定訪問介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければ

ならない。 

５ 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会（国

民健康保険法（昭和33年法律第192号）第45条第５項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ｡)

が行う法第176条第１項第３号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を

受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

６ 指定訪問介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健

康保険団体連合会に報告しなければならない。 

（地域との連携） 

第39条 指定訪問介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定訪問介護に関する利用者からの苦

情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努

めなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第40条 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当

該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければ

ならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害

賠償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第41条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会

計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 

（記録の整備） 

第42条 指定訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の

日から５年間保存しなければならない。 

(1) 訪問介護計画 

(2) 第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(3) 第27条に規定する市町村への通知に係る記録 

(4) 第38条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(5) 第40条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

（暴力団等の排除） 

第43条 指定訪問介護事業者は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）

第３条に規定する基本理念にのっとり、同条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力

団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。 
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第５節 基準該当居宅サービスに関する基準 

（訪問介護員等） 

第44条 基準該当居宅サービスに該当する訪問介護又はこれに相当するサービス（以下「基準該当訪問介護」と

いう｡)の事業を行う者（以下「基準該当訪問介護事業者」という｡)が、当該事業を行う事業所（以下「基準該

当訪問介護事業所」という｡)ごとに置くべき訪問介護員等（基準該当訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は

法第８条第２項に規定する政令で定める者をいう。以下この節において同じ｡)の員数は、規則で定める。 

２ 基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪問介護事業所ごとに訪問介護員等のうち、規則で定める員数の者を

サービス提供責任者としなければならない。 

３ 基準該当訪問介護の事業と基準該当介護予防訪問介護（指定介護予防サービス等基準条例第44条第１項に規

定する基準該当介護予防訪問介護をいう。以下同じ｡)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において

一体的に運営されている場合については、同項及び同条第２項に規定する人員に関する基準を満たすことをも

って、前２項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第45条 基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなけ

ればならない。ただし、基準該当訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問介護事業所の

他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

（設備及び備品等） 

第46条 基準該当訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当訪問

介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項の設備及び備品等は、利用者へのサービスの向上及び訪問介護員等の業務の負担の軽減を図るため、常

に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 

３ 基準該当訪問介護の事業と基準該当介護予防訪問介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所におい

て一体的に運営される場合については、指定介護予防サービス等基準条例第46条第１項に規定する設備に関す

る基準を満たすことをもって、第１項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（同居家族に対するサービス提供の制限） 

第47条 基準該当訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供を

させてはならない。ただし、同居の家族である利用者に対する訪問介護が次の各号のいずれにも該当する場合

には、この限りでない。 

(1) 当該訪問介護の利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定訪問介護のみによっては必要

な訪問介護の見込量を確保することが困難であると市町村が認めるものに住所を有する場合 

(2) 当該訪問介護が、法第46条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者又は法第47条第１項第１号に規定す

る基準該当居宅介護支援の事業を行う者の作成する居宅サービス計画に基づいて提供される場合 

(3) 当該訪問介護が、第44条第２項に規定するサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される

場合 

(4) 当該訪問介護が、入浴、排せつ、食事等の介護をその主たる内容とする場合 

(5) 当該訪問介護を提供する訪問介護員等の当該訪問介護に従事する時間の合計時間が、当該訪問介護員等が

訪問介護に従事する時間の合計時間のおおむね２分の１を超えない場合 

２ 基準該当訪問介護事業者は、前項ただし書の規定に基づき、訪問介護員等にその同居の家族である利用者に

対する基準該当訪問介護の提供をさせる場合において、当該利用者の意向や当該利用者に係る次条において準

用する第25条第１項の訪問介護計画の実施状況等からみて、当該基準該当訪問介護が適切に提供されていない

と認めるときは、当該訪問介護員等に対し適切な指導を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（準用） 
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第48条 第１節及び第４節（第16条、第21条第１項、第26条、第31条並びに第38条第５項及び第６項を除く｡)の

規定は、基準該当訪問介護の事業について準用する。この場合において、第20条中「内容、当該指定訪問介護

について法第41条第６項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内

容」と、第21条第２項及び第22条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該

当訪問介護」と、第21条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、第25条第１項中「第６条第２項」とある

のは「第44条第２項」と､｢第29条」とあるのは「第48条において準用する第29条」と読み替えるものとする。 

第３章 訪問入浴介護 

第１節 基本方針 

第49条 指定居宅サービスに該当する訪問入浴介護（以下「指定訪問入浴介護」という｡)の事業は、要介護状態

となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身

機能の維持等を図るものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者） 

第50条 指定訪問入浴介護の事業を行う者（以下「指定訪問入浴介護事業者」という｡)が、当該事業を行う事業

所（以下「指定訪問入浴介護事業所」という｡)ごとに置くべき指定訪問入浴介護の提供に当たる従業者（以下

この節から第４節までにおいて「訪問入浴介護従業者」という｡)は、次に掲げるものとし、その員数等は、規

則で定める。 

(1) 看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という｡) 

(2) 介護職員 

２ 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者（指定介護予防サービス等基準条例第50条第１

項に規定する指定介護予防訪問入浴介護事業者をいう。以下同じ｡)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問入浴

介護の事業と指定介護予防訪問入浴介護（指定介護予防サービス等基準条例第49条に規定する指定介護予防訪

問入浴介護をいう。以下同じ｡)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指

定介護予防サービス等基準条例第50条第１項に規定する人員に関する基準を満たすことに加え、介護職員を１

人置くことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第51条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置

かなければならない。ただし、指定訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問入浴介護事

業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとす

る。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第52条 指定訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、

指定訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項の設備及び備品等は、利用者へのサービスの向上及び訪問入浴介護従業者の業務の負担の軽減を図るた

め、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 

３ 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問入浴介護

の事業と指定介護予防訪問入浴介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、

指定介護予防サービス等基準条例第52条第１項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第１項に

規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 
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（利用料等の受領） 

第53条 指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問入浴介護を提供した際には、そ

の利用者から利用料の一部として、当該指定訪問入浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪

問入浴介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護を提供した際にその利用

者から支払を受ける利用料の額と、指定訪問入浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な

差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定訪問入浴介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払を利用者から受

けることができる。 

４ 指定訪問入浴介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又は

その家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（指定訪問入浴介護の基本取扱方針） 

第54条 指定訪問入浴介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、利用者の状態に応じて、

適切に行われなければならない。 

２ 指定訪問入浴介護事業者は、自らその提供する指定訪問入浴介護の質の評価を行い、常にその改善を図らな

ければならない。 

（指定訪問入浴介護の具体的取扱方針） 

第55条 訪問入浴介護従業者の行う指定訪問入浴介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、常に利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏ま

え、必要なサービスを適切に提供すること。 

(2) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サー

ビスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。 

(3) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提

供を行うこと。 

(4) 指定訪問入浴介護の提供は、１回の訪問につき、看護職員１人及び介護職員２人をもって行うものとし、

これらの者のうち１人を当該サービスの提供の責任者とすること。ただし、利用者の身体の状況が安定して

いること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合において

は、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる。 

(5) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、サービスの提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際して

安全及び清潔の保持に留意し、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、サービス

の提供ごとに消毒したものを使用すること。 

（緊急時等の対応） 

第56条 訪問入浴介護従業者は、現に指定訪問入浴介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた

場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定訪問入浴介護事業者が定めた協力医療

機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（管理者の責務） 

第57条 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の

利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 

２ 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるた

め必要な指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 

第58条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事
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項に関する規程（以下この章において「運営規程」という｡)を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(5) 通常の事業の実施地域 

(6) サービスの利用に当たっての留意事項 

(7) 緊急時等における対応方法 

(8) その他運営に関する重要事項 

（記録の整備） 

第59条 指定訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければなら

ない。 

２ 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定訪問入浴介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、そ

の完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(2) 次条において準用する第27条に規定する市町村への通知に係る記録 

(3) 次条において準用する第38条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(4) 次条において準用する第40条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

（準用） 

第60条 第９条から第20条まで、第22条、第27条、第32条から第41条まで及び第43条の規定は、指定訪問入浴介

護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護

従業者」と、第９条中「第30条」とあるのは「第58条」と、第33条中「設備及び備品等」とあるのは「指定訪

問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と読み替えるものとする。 

第５節 基準該当居宅サービスに関する基準 

（従業者） 

第61条 基準該当居宅サービスに該当する訪問入浴介護又はこれに相当するサービス（以下「基準該当訪問入浴

介護」という｡)の事業を行う者が、当該事業を行う事業所（以下「基準該当訪問入浴介護事業所」という｡)ご

とに置くべき基準該当訪問入浴介護の提供に当たる従業者（以下この節において「訪問入浴介護従業者」とい

う｡)は、次に掲げるものとし、その員数は、規則で定める。 

(1) 看護職員 

(2) 介護職員 

２ 基準該当訪問入浴介護の事業と基準該当介護予防訪問入浴介護（指定介護予防サービス等基準条例第61条第

１項に規定する基準該当介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ｡)の事業とが、同一の事業者により同一の事

業所において一体的に運営されている場合については、同項に規定する人員に関する基準を満たすことに加え、

介護職員を１人置くことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第62条 基準該当訪問入浴介護事業者は、基準該当訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を

置かなければならない。ただし、基準該当訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問

入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができ

るものとする。 

（設備及び備品等） 

第63条 基準該当訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当
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訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項の設備及び備品等は、利用者へのサービスの向上及び訪問入浴介護従業者の業務の負担の軽減を図るた

め、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 

３ 基準該当訪問入浴介護の事業と基準該当介護予防訪問入浴介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業

所において一体的に運営される場合については、指定介護予防サービス等基準条例第63条第１項に規定する設

備に関する基準を満たすことをもって、第１項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（準用） 

第64条 第９条から第15条まで、第17条から第20条まで、第22条、第27条、第32条から第37条まで、第38条（第

５項及び第６項を除く｡)、第39条から第41条まで、第43条及び第49条並びに第４節（第53条第１項及び第60条

を除く｡)の規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪

問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第９条中「第30条」とあるのは「第58条」と、第20条中

「内容、当該指定訪問介護について法第41条第６項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サー

ビス費の額」とあるのは「内容」と、第22条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるの

は「基準該当訪問入浴介護」と、第33条中「設備及び備品等」とあるのは「基準該当訪問入浴介護に用いる浴

槽その他の設備及び備品等」と、第53条第２項中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護」と

あるのは「基準該当訪問入浴介護」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。 

第４章 訪問看護 

第１節 基本方針 

第65条 指定居宅サービスに該当する訪問看護（以下「指定訪問看護」という｡)の事業は、要介護状態となった

場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（看護師等） 

第66条 指定訪問看護の事業を行う者（以下「指定訪問看護事業者」という｡)が当該事業を行う事業所（以下「指

定訪問看護事業所」という｡)ごとに置くべき看護師その他の指定訪問看護の提供に当たる従業者（以下「看護

師等」という｡)は、次に掲げる指定訪問看護事業所の種類の区分に応じて、次に掲げるものとし、その員数及

び当該員数の算定の方法等は、規則で定める。 

(1) 病院又は診療所以外の指定訪問看護事業所（以下「指定訪問看護ステーション」という｡) 

ア 保健師、看護師又は准看護師（以下この条において「看護職員」という｡) 

イ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 

(2) 病院又は診療所である指定訪問看護事業所（以下「指定訪問看護を担当する医療機関」という｡) 指定訪

問看護の提供に当たる看護職員 

２ 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者（指定介護予防サービス等基準条例第66条第１項に規定

する指定介護予防訪問看護事業者をいう。以下同じ｡)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定

介護予防訪問看護（指定介護予防サービス等基準条例第65条に規定する指定介護予防訪問看護をいう。以下同

じ｡)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準

条例第66条第１項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているも

のとみなすことができる。 

３ 指定訪問看護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者（指定地域密着型サービス基準第３条

の４第１項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。以下同じ｡)の指定を併せて受け、

かつ、指定訪問看護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護（指定地域密着型サービス基準第３条の

２に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう｡)の事業が同一の事業所において一体的に運営さ
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れている場合に、指定地域密着型サービス基準第３条の４第１項第４号イに規定する人員に関する基準を満た

すとき（次項の規定により第１項第１号ア及び第２号に規定する基準を満たしているものとみなされていると

きを除く｡)は、当該指定訪問看護事業者は、第１項第１号ア及び第２号に規定する基準を満たしているものと

みなすことができる。 

４ 指定訪問看護事業者が指定複合型サービス事業者（指定地域密着型サービス基準第171条第１項に規定する指

定複合型サービス事業者をいう｡)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定複合型サービス（指

定地域密着型サービス基準第170条に規定する指定複合型サービスをいう｡)の事業が同一の事業所において一体

的に運営されている場合に、指定地域密着型サービス基準第171条第４項に規定する人員に関する基準を満たす

とき（前項の規定により第１項第１号ア及び第２号に規定する基準を満たしているものとみなされているとき

を除く｡)は、当該指定訪問看護事業者は、第１項第１号ア及び第２号に規定する基準を満たしているものとみ

なすことができる。 

（管理者） 

第67条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置か

なければならない。ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステー

ションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものと

する。 

２ 指定訪問看護ステーションの管理者は、保健師又は看護師でなければならない。ただし、やむを得ない理由

がある場合は、この限りでない。 

３ 指定訪問看護ステーションの管理者は、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者で

なければならない。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第68条 指定訪問看護ステーションには、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設けるほ

か、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。ただし、当該指定訪問看護ステー

ションの同一敷地内に他の事業所、施設等がある場合は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の

区画を設けることで足りるものとする。 

２ 指定訪問看護を担当する医療機関は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専ら指定訪問看護の事業

の用に供する区画を確保するとともに、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

３ 前２項の設備及び備品等は、利用者へのサービスの向上及び看護師等の業務の負担の軽減を図るため、常に

技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 

４ 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定

介護予防訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サ

ービス等基準条例第68条第１項又は第２項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第１項又は第

２項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（サービス提供困難時の対応） 

第69条 指定訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定訪問看護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案

し、自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難であると認めた場合は、主治の医師及び当該利用申込者に

係る居宅介護支援事業者への連絡を行い、適当な他の指定訪問看護事業者等の紹介その他の必要な措置を速や

かに講じなければならない。 

（居宅介護支援事業者等との連携） 

第70条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サ
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ービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

２ 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を

行うとともに、主治の医師及び当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サー

ビス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

（利用料等の受領） 

第71条 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問看護を提供した際には、その利用者

から利用料の一部として、当該指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問看護事業者

に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問看護を提供した際にその利用者から支

払を受ける利用料の額及び指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額と、健康保険法（大正11年法律第

70号）第63条第１項に規定する療養の給付若しくは同法第88条第１項に規定する指定訪問看護又は高齢者の医

療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第64条第１項に規定する療養の給付若しくは同法第78条第１項

に規定する指定訪問看護に要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定訪問看護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の

地域の居宅において指定訪問看護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることがで

きる。 

４ 指定訪問看護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその

家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（指定訪問看護の基本取扱方針） 

第72条 指定訪問看護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、療養上の目標を設定し、計

画的に行われなければならない。 

２ 指定訪問看護事業者は、自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければな

らない。 

（指定訪問看護の具体的取扱方針） 

第73条 看護師等の行う指定訪問看護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び第75条第１項に規定する訪問看護計画

書に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うこと。 

(2) 指定訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必

要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。 

(3) 指定訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、これを行うこと。 

(4) 指定訪問看護の提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把

握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うこと。 

(5) 特殊な看護等については、これを行ってはならないこと。 

（主治の医師との関係） 

第74条 指定訪問看護事業所の管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な

管理をしなければならない。 

２ 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければな

らない。 

３ 指定訪問看護事業者は、主治の医師に次条第１項に規定する訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出し、

指定訪問看護の提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。 

４ 当該指定訪問看護事業所が指定訪問看護を担当する医療機関である場合にあっては、前２項の規定にかかわ

らず、第２項の主治の医師の文書による指示並びに前項の訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出は、診療
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録その他の診療に関する記録（以下「診療記録」という｡)への記載をもって代えることができる。 

（訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成） 

第75条 看護師等（准看護師を除く。以下この条において同じ｡)は、利用者の希望、主治の医師の指示及び心身

の状況等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問看

護計画書を作成しなければならない。 

２ 看護師等は、既に居宅サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って訪問看護計画書を

作成しなければならない。 

３ 看護師等は、訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項について利用者又はその家族に対して説

明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ 看護師等は、訪問看護計画書を作成した際には、当該訪問看護計画書を利用者に交付しなければならない。 

５ 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなければならない。 

６ 指定訪問看護事業所の管理者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を

行わなければならない。 

７ 看護師等は、訪問看護計画書の作成後、当該訪問看護計画書の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該訪

問看護計画書の変更を行うものとする。 

８ 第１項から第６項までの規定は、前項に規定する訪問看護計画書の変更について準用する。 

９ 前条第４項の規定は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成及び変更について準用する。 

（同居家族に対するサービス提供の禁止） 

第76条 指定訪問看護事業者は、看護師等にその同居の家族である利用者に対する指定訪問看護の提供をさせて

はならない。 

（緊急時等の対応） 

第77条 看護師等は、現に指定訪問看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、必

要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求める等の必要な措置

を講じなければならない。 

（運営規程） 

第78条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関す

る規程（以下この章において「運営規程」という｡)を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額 

(5) 通常の事業の実施地域 

(6) 緊急時等における対応方法 

(7) その他運営に関する重要事項 

（記録の整備） 

第79条 指定訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の

日から５年間保存しなければならない。 

(1) 第74条第２項に規定する主治の医師による指示の文書 

(2) 訪問看護計画書 

(3) 訪問看護報告書 

(4) 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 
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(5) 次条において準用する第27条に規定する市町村への通知に係る記録 

(6) 次条において準用する第38条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(7) 次条において準用する第40条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

（準用） 

第80条 第９条、第10条、第12条から第14条まで、第16条から第20条まで、第22条、第27条、第32条から第41条

まで、第43条及び第57条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定

中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と、第９条中「第30条」とあるのは「第78条」と、第14条中「心

身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。 

第５章 訪問リハビリテーション 

第１節 基本方針 

第81条 指定居宅サービスに該当する訪問リハビリテーション（以下「指定訪問リハビリテーション」という｡)

の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力

に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要な

リハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者） 

第82条 指定訪問リハビリテーションの事業を行う者（以下「指定訪問リハビリテーション事業者」という｡)は、

当該事業を行う事業所（以下「指定訪問リハビリテーション事業所」という｡)ごとに、指定訪問リハビリテー

ションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下この章において「理学療法士、作業療法

士又は言語聴覚士」という｡)を置かなければならない。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者（指定介護予防サービス

等基準条例第81条第１項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ｡)の指定を

併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーション（指定介護予

防サービス等基準条例第80条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ｡)の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第81条第１

項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第83条 指定訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所又は介護老人保健施設であって、事業の運営を行

うために必要な広さを有する専用の区画を設けているとともに、指定訪問リハビリテーションの提供に必要な

設備及び備品等を備えているものでなければならない。 

２ 前項の設備及び備品等は、利用者へのサービスの向上及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の業務の

負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 

３ 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、か

つ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーションの事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第82条第１項に規定する設備

に関する基準を満たすことをもって、第１項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第84条 指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問リハビリテーション

を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サ
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ービス費用基準額から当該指定訪問リハビリテーション事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除し

て得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問リハビリテーションを

提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービ

ス費用基準額と、健康保険法第63条第１項又は高齢者の医療の確保に関する法律第64条第１項に規定する療養

の給付のうち指定訪問リハビリテーションに相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じな

いようにしなければならない。 

３ 指定訪問リハビリテーション事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の

実施地域以外の地域の居宅において指定訪問リハビリテーションを行う場合は、それに要した交通費の額の支

払を利用者から受けることができる。 

４ 指定訪問リハビリテーション事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利

用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければなら

ない。 

（指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針） 

第85条 指定訪問リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、リハビリテ

ーションの目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定訪問リハビリテーションの質の評価を行い、

常にその改善を図らなければならない。 

（指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針） 

第86条 指定訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方

針は、次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次条第１項に規定する訪問リハビリテ

ーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行

うこと。 

(2) 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に

対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明

を行うこと。 

(3) 常に利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し、適

切なサービスを提供すること。 

(4) それぞれの利用者について、次条第１項に規定する訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施

状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告すること。 

（訪問リハビリテーション計画の作成） 

第87条 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、当該医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の

状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、当該サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な

サービスの内容等を記載した訪問リハビリテーション計画を作成しなければならない。 

２ 訪問リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って

作成しなければならない。 

３ 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、

その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画を作成した際には、

当該訪問リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。 

５ 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画の作成後、当該訪問
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リハビリテーション計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該訪問リハビリテーション計画の変更を行

うものとする。 

６ 第１項から第４項までの規定は、前項に規定する訪問リハビリテーション計画の変更について準用する。 

（運営規程） 

第88条 指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の

運営についての重要事項に関する規程（以下この章において「運営規程」という｡)を定めておかなければなら

ない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額 

(5) 通常の事業の実施地域 

(6) その他運営に関する重要事項 

（記録の整備） 

第89条 指定訪問リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかな

ければならない。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供に関する次に掲

げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 訪問リハビリテーション計画 

(2) 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(3) 次条において準用する第27条に規定する市町村への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第38条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第40条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

（準用） 

第90条 第９条から第14条まで、第16条から第20条まで、第22条、第27条、第32条から第35条まで、第37条から

第41条まで、第43条、第57条及び第70条の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。こ

の場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、

第９条中「第30条」とあるのは「第88条」と、第14条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読

み替えるものとする。 

第６章 居宅療養管理指導 

第１節 基本方針 

第91条 指定居宅サービスに該当する居宅療養管理指導（以下「指定居宅療養管理指導」という｡)の事業は、要

介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立し

た日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員（歯科衛生士が行う居宅療養管理指

導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう。以下この

章において同じ｡)、歯科衛生士（歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及

び准看護師を含む。以下この章において同じ｡)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を

訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うこ

とにより、その者の療養生活の質の向上を図るものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者） 

第92条 指定居宅療養管理指導の事業を行う者（以下「指定居宅療養管理指導事業者」という｡)が当該事業を行
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う事業所（以下「指定居宅療養管理指導事業所」という｡)ごとに置くべき従業者（以下この章において「居宅

療養管理指導従業者」という｡)は、次の各号に掲げる指定居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応じて、当

該各号に定めるものとし、その員数は、規則で定める。 

(1) 病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所 次に掲げる従業者 

ア 医師又は歯科医師 

イ 薬剤師、看護職員、歯科衛生士又は管理栄養士 

(2) 薬局である指定居宅療養管理指導事業所 薬剤師 

(3) 指定訪問看護ステーション等（指定訪問看護ステーション及び指定介護予防訪問看護ステーション（指定

介護予防サービス等基準条例第66条第１項に規定する指定介護予防訪問看護ステーションをいう｡)をいう。

以下この章において同じ｡)である指定居宅療養管理指導事業所 看護職員 

２ 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者（指定介護予防サービス等基準条例第

90条第１項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業者をいう。以下同じ｡)の指定を併せて受け、かつ、

指定居宅療養管理指導の事業と指定介護予防居宅療養管理指導（指定介護予防サービス等基準条例第89条に規

定する指定介護予防居宅療養管理指導をいう。以下同じ｡)の事業とが同一の事業所において一体的に運営され

ている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第90条第１項に規定する人員に関する基準を満たす

ことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第93条 指定居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所、薬局又は指定訪問看護ステーション等であって、指定

居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有しているほか、指定居宅療養管理指導の提供に必要な設備及

び備品等を備えているものでなければならない。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者の指定を併せて受け、かつ、指定居宅

療養管理指導の事業と指定介護予防居宅療養管理指導の事業とが同一の事業所において一体的に運営されてい

る場合については、指定介護予防サービス等基準条例第91条第１項に規定する設備に関する基準を満たすこと

をもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第94条 指定居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定居宅療養管理指導を提供した際

には、その利用者から利用料の一部として、当該指定居宅療養管理指導に係る居宅介護サービス費用基準額か

ら当該指定居宅療養管理指導事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるも

のとする。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定居宅療養管理指導を提供した際に

その利用者から支払を受ける利用料の額及び指定居宅療養管理指導に係る居宅介護サービス費用基準額と、健

康保険法第63条第１項又は高齢者の医療の確保に関する法律第64条第１項に規定する療養の給付のうち指定居

宅療養管理指導に相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならな

い。 

３ 指定居宅療養管理指導事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、指定居宅療養管理指導の提供に要する交

通費の額の支払を利用者から受けることができる。 

４ 指定居宅療養管理指導事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又

はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（指定居宅療養管理指導の基本取扱方針） 

第95条 指定居宅療養管理指導は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、計画的に行われな
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ければならない。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者は、自らその提供する指定居宅療養管理指導の質の評価を行い、常にその改善

を図らなければならない。 

（指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針） 

第96条 医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、

計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、居宅介護支援事業者等に対する居宅サービ

ス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、居宅サービスの利用に関する留意事項、

介護方法等についての指導、助言等を行うこと。 

(2) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応

ずるとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導又は助

言を行うこと。 

(3) 前号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療養上必要な事項等を記載した文

書を交付するよう努めなければならないこと。 

(4) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると

認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事

業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又

は助言を行うこと。 

(5) 前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則

として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならないこと。 

(6) 前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、居宅介護支援事

業者又は居宅サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行

わなければならないこと。 

(7) それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療録に記録する

こと。 

２ 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものと

する。 

(1) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示（薬局の薬剤師による指定居宅療養

管理指導にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画）に基づ

き、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うこと。 

(2) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、

療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。 

(3) 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサー

ビスを提供すること。 

(4) それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成す

るとともに、医師又は歯科医師に報告すること。 

３ 看護職員の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、居宅介護支援事業者等に対する居宅サービス計画の作成等に

必要な情報提供並びに利用者に対する療養上の相談及び支援を行うこと。 

(2) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、

療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は助言を行うこと。 

(3) それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに記録を作成すると
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ともに、医師又は居宅介護支援事業者等に報告すること。 

（運営規程） 

第97条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営について

の重要事項に関する規程（以下この章において「運営規程」という｡)を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額 

(5) その他運営に関する重要事項 

（記録の整備） 

第98条 指定居宅療養管理指導事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければ

ならない。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供に関する次に掲げる記録を整

備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(2) 次条において準用する第27条に規定する市町村への通知に係る記録 

(3) 次条において準用する第38条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(4) 次条において準用する第40条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

（準用） 

第99条 第９条から第14条まで、第17条、第19条、第20条、第22条、第27条、第32条から第35条まで、第37条か

ら第41条まで、第43条、第57条及び第70条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。この場

合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「居宅療養管理指導従業者」と、第９条中「第30条」

とあるのは「第97条」と、第14条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴、服薬歴」と、第19条中「初

回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。 

第７章 通所介護 

第１節 基本方針 

第100条 指定居宅サービスに該当する通所介護（以下「指定通所介護」という｡)の事業は、要介護状態となった

場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及

び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者） 

第101条 指定通所介護の事業を行う者（以下「指定通所介護事業者」という｡)が当該事業を行う事業所（以下「指

定通所介護事業所」という｡)ごとに置くべき従業者（以下この節から第４節までにおいて「通所介護従業者」

という｡)は、次に掲げるものとし、その員数及び当該員数の算定の方法等は、規則で定める。 

(1) 生活相談員 

(2) 看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という｡) 

(3) 介護職員 

(4) 機能訓練指導員 

２ 指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者（指定介護予防サービス等基準条例第99条第１項に規定

する指定介護予防通所介護事業者をいう。以下同じ｡)の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と指定

介護予防通所介護（指定介護予防サービス等基準条例第98条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同
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じ｡)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準

条例第99条第１項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているも

のとみなすことができる。 

（管理者） 

第102条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなけれ

ばならない。ただし、指定通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に

従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第103条 指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他

の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければな

らない。 

２ 前項の設備の基準は、規則で定める。 

３ 第１項の設備は、専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者（当

該指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と指定

介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所にお

ける指定通所介護又は指定介護予防通所介護の利用者。以下この条において同じ｡)に対する指定通所介護の提

供に支障がない場合は、この限りでない。 

４ 第１項の設備及び備品等は、利用者へのサービスの向上及び通所介護従業者の業務の負担の軽減を図るため、

常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 

５ 指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と指定

介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サ

ービス等基準条例第101条第１項から第３項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第１項か

ら第３項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第104条 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定通所介護を提供した際には、その利用者

から利用料の一部として、当該指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定通所介護事業者

に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護を提供した際にその利用者から支

払を受ける利用料の額と、指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じな

いようにしなければならない。 

３ 指定通所介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払を利用者から受ける

ことができる。 

４ 指定通所介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその

家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（指定通所介護の基本取扱方針） 

第105条 指定通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的

に行われなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、自らその提供する指定通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければな

らない。 

（指定通所介護の具体的取扱方針） 
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第106条 指定通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定通所介護の提供に当たっては、次条第１項に規定する通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及び

その者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うこと。 

(2) 通所介護従業者は、指定通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家

族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。 

(3) 指定通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を

行うこと。 

(4) 指定通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他

必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供すること。特に、認知症（法第５条の２に規定する認知

症をいう。以下同じ｡)である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができ

る体制を整えること。 

（通所介護計画の作成） 

第107条 指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機

能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成しなけ

ればならない。 

２ 通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作

成しなければならない。 

３ 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族

に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画を作成した際には、当該通所介護計画を利用者に交付しなけ

ればならない。 

５ 通所介護従業者は、それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成

状況の記録を行う。 

６ 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画の作成後、当該通所介護計画の実施状況の把握を行い、必要

に応じて当該通所介護計画の変更を行うものとする。 

７ 第１項から第４項までの規定は、前項に規定する通所介護計画の変更について準用する。 

（運営規程） 

第108条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関す

る規程（以下この章（第５節を除く｡)において「運営規程」という｡)を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定通所介護の利用定員（当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることがで

きる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ｡) 

(5) 指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(6) 通常の事業の実施地域 

(7) サービス利用に当たっての留意事項 

(8) 緊急時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第109条 指定通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定通所介護を提供できるよう、指定通所介護事業所ごと
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に従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、当該指定通所介護事業所の従業者によって指定通所介

護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでな

い。 

３ 指定通所介護事業者は、通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第110条 指定通所介護事業者は、利用定員を超えて指定通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その

他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（非常災害対策） 

第111条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、

地震、風水害、津波その他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体

制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなけ

ればならない。 

（衛生管理等） 

第112条 指定通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生

的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な

措置を講ずるよう努めなければならない。 

（記録の整備） 

第113条 指定通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の

日から５年間保存しなければならない。 

(1) 通所介護計画 

(2) 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(3) 次条において準用する第27条に規定する市町村への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第38条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第40条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

（準用） 

第114条 第９条から第18条まで、第20条、第22条、第27条、第28条、第34条から第41条まで、第43条及び第57

条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場合において、第９条中「第30条」とあるのは「第

108条」と､｢訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第28条及び第34条中「訪問介護員等」とあるの

は「通所介護従業者」と読み替えるものとする。 

第５節 指定療養通所介護の事業の基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針 

（この節の趣旨） 

第115条 第１節から第４節までの規定にかかわらず、指定療養通所介護（指定通所介護であって、難病等を有す

る重度要介護者又はがん末期の者であって、サービス提供に当たり常時看護師による観察が必要なものを対象

者とし、療養通所介護計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を

行うものをいう。以下同じ｡)の事業の基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準については、この節に

定めるところによる。 

（基本方針） 

第116条 指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅に
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おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能

訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び

精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 

２ 指定療養通所介護の事業を行う者（以下「指定療養通所介護事業者」という｡)は、指定療養通所介護の提供

に当たっては、利用者の主治の医師及び当該利用者の利用している訪問看護事業者（指定訪問看護事業者又は

健康保険法第88条第１項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この節において同じ｡)等との密接な連携

に努めなければならない。 

第２款 人員に関する基準 

（従業者） 

第117条 指定療養通所介護事業者が当該事業を行う事業所（以下「指定療養通所介護事業所」という｡)ごとに置

くべき指定療養通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員（以下この節において「療養通所介護従業者」

という｡)の員数及び当該員数の算定の方法等は、規則で定める。 

（管理者） 

第118条 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置

かなければならない。ただし、指定療養通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養通所介護事

業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとす

る。 

２ 指定療養通所介護事業所の管理者は、看護師でなければならない。 

３ 指定療養通所介護事業所の管理者は、適切な指定療養通所介護を行うために必要な知識及び技能を有する者

でなければならない。 

第３款 設備に関する基準 

（利用定員） 

第119条 指定療養通所介護事業所は、その利用定員（当該指定療養通所介護事業所において同時に指定療養通所

介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ｡)を９人以下とする。 

（設備及び備品等） 

第120条 指定療養通所介護事業所は、指定療養通所介護を行うのにふさわしい専用の部屋を有するほか、消火設

備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定療養通所介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなけれ

ばならない。 

２ 前項に掲げる専用の部屋の面積は、規則で定める。 

３ 第１項の設備及び備品等は、利用者へのサービスの向上及び療養通所介護従業者の業務の負担の軽減を図る

ため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 

４ 第１項に掲げる設備は、専ら当該指定療養通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、

利用者に対する指定療養通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。 

第４款 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第121条 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその

家族に対し、第128条に規定する運営規程の概要、療養通所介護従業者の勤務の体制、第126条第１項に規定す

る利用者ごとに定めた緊急時等の対応策、主治の医師及び第129条第１項に規定する緊急時対応医療機関との連

絡体制並びにその他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説

明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 第９条第２項及び第３項の規定は、前項の規定による文書の交付について準用する。 

（心身の状況等の把握） 
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第122条 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者

が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サー

ビス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよう、特に利用者の主治の

医師及び当該利用者が利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、利用者の心身の状況等の把握に努め

なければならない。 

（居宅介護支援事業者等との連携） 

第123条 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保

健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供の適否について、主治の医師を含めた

サービス担当者会議において検討するため、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対して必要な情報を提供

するように努めなければならない。 

３ 指定療養通所介護事業者は、利用者に係る居宅介護支援事業者に対して、居宅サービス計画の作成及び変更

等に必要な情報を提供するように努めなければならない。 

４ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切

な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は

福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

（指定療養通所介護の具体的取扱方針） 

第124条 指定療養通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定療養通所介護の提供に当たっては、次条第１項に規定する療養通所介護計画に基づき、利用者の機能

訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うこと。 

(2) 療養通所介護従業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又

はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。 

(3) 指定療養通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提

供を行うこと。 

(4) 指定療養通所介護事業者は、利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよう、利用者の

主治の医師や当該利用者の利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、サービスの提供方法及び手順

等についての情報の共有を十分に図ること。 

(5) 指定療養通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能

訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供すること。 

（療養通所介護計画の作成） 

第125条 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、

機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した療養通所介護計画を作成

しなければならない。 

２ 療養通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿っ

て作成しなければならない。 

３ 療養通所介護計画は、既に訪問看護計画書（第75条第１項に規定する訪問看護計画書又は指定訪問看護の事

業の人員及び運営に関する基準（平成12年厚生省令第80号）第17条第１項に規定する訪問看護計画をいう。以

下この節において同じ｡)が作成されている場合は、当該訪問看護計画書の内容との整合を図りつつ、作成しな

ければならない。 

４ 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又は

その家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 
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５ 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計画を作成した際には、当該療養通所介護計画を利用者

に交付しなければならない。 

６ 療養通所介護従業者は、それぞれの利用者について、療養通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目

標の達成状況の記録を行う。 

７ 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計画の作成後、当該療養通所介護計画の実施状況の把握

を行い、必要に応じて当該療養通所介護計画の変更を行うものとする。 

８ 第１項から第５項までの規定は、前項に規定する療養通所介護計画の変更について準用する。 

（緊急時等の対応） 

第126条 指定療養通所介護事業者は、現に指定療養通所介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生

じた場合等に備え、主治の医師とともに、その場合の対応策（以下この節において「緊急時等の対応策」とい

う｡)について利用者ごとに検討し、緊急時等の対応策をあらかじめ定めておかなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、緊急時等の対応策について、利用者及び家族に対して十分に説明し、利用者及

び家族が安心してサービスを利用できるよう配慮しなければならない。 

３ 療養通所介護従業者は、現に指定療養通所介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合

その他必要な場合は、緊急時等の対応策に基づき、速やかに主治の医師又は第129条第１項に規定する緊急時対

応医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

４ 指定療養通所介護事業者は、利用者の主治の医師と密接な連携をとりながら、利用者の状態の変化に応じて

緊急時等の対応策の変更を行うものとする。 

５ 第１項及び第２項の規定は、前項に規定する緊急時等の対応策の変更について準用する。 

（管理者の責務） 

第127条 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護事業所の従業者の管理及び指定療養通所介護の

利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 

２ 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよう、利

用者の主治の医師や当該利用者が利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、サービスの提供方法及び

手順等についての情報の共有を十分に行わなければならない。 

３ 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護の提供に適切な環境を整備しなければならない。 

４ 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護の利用者個々の療養通所介護計画の作成に関し、必

要な指導及び管理を行わなければならない。 

５ 指定療養通所介護事業所の管理者は、当該指定療養通所介護事業所の従業者にこの款の規定を遵守させるた

め必要な指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 

第128条 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに次に掲げる事業の運営についての重要事項

に関する規程（以下この節において「運営規程」という｡)を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定療養通所介護の利用定員 

(5) 指定療養通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(6) 通常の事業の実施地域 

(7) サービス利用に当たっての留意事項 

(8) 非常災害対策 

(9) その他運営に関する重要事項 
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（緊急時対応医療機関） 

第129条 指定療養通所介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、緊急時対応医療機関を

定めておかなければならない。 

２ 緊急時対応医療機関は、指定療養通所介護事業所と同一の敷地内に存し又は隣接し若しくは近接していなけ

ればならない。 

３ 指定療養通所介護事業者は、緊急時において円滑な協力を得るため、当該緊急時対応医療機関との間であら

かじめ必要な事項を取り決めておかなければならない。 

（安全・サービス提供管理委員会の設置） 

第130条 指定療養通所介護事業者は、安全かつ適切なサービスの提供を確保するため、地域の医療関係団体に属

する者、地域の保健、医療又は福祉の分野を専門とする者その他指定療養通所介護の安全かつ適切なサービス

の提供を確保するために必要と認められる者から構成される安全・サービス提供管理委員会（以下この条にお

いて「委員会」という｡)を設置しなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、おおむね６月に１回以上委員会を開催することとし、事故事例等、安全管理に

必要なデータの収集を行うとともに、当該データ等を踏まえ、指定療養通所介護事業所における安全かつ適切

なサービスの提供を確保するための方策の検討を行い、当該検討の結果についての記録を作成しなければなら

ない。 

３ 指定療養通所介護事業者は、前項の検討の結果を踏まえ、必要に応じて対策を講じなければならない。 

（記録の整備） 

第131条 指定療養通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければなら

ない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、そ

の完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 療養通所介護計画 

(2) 前条第２項に規定する検討の結果についての記録 

(3) 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(4) 次条において準用する第27条に規定する市町村への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第38条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第40条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

（準用） 

第132条 第10条から第13条まで、第16条から第18条まで、第20条、第22条、第27条、第34条から第41条まで、第

43条、第104条、第105条及び第109条から第112条までの規定は、指定療養通所介護の事業について準用する。

この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第104条第３項中

「規則で定める費用」とあるのは「指定療養通所介護の提供において提供される便宜に要した費用のうち、規

則で定める費用」と、第109条第３項中「通所介護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と読み替えるも

のとする。 

第６節 基準該当居宅サービスに関する基準 

（従業者） 

第133条 基準該当居宅サービスに該当する通所介護又はこれに相当するサービス（以下「基準該当通所介護」と

いう｡)の事業を行う者（以下「基準該当通所介護事業者」という｡)が当該事業を行う事業所（以下「基準該当

通所介護事業所」という｡)ごとに置くべき従業者（以下この節において「通所介護従業者」という｡)は、次に

掲げるものとし、その員数及び当該員数の算定の方法等は、規則で定める。 

(1) 生活相談員 
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(2) 看護職員 

(3) 介護職員 

(4) 機能訓練指導員 

２ 基準該当通所介護の事業と基準該当介護予防通所介護（指定介護予防サービス等基準条例第114条第１項に規

定する基準該当介護予防通所介護をいう。以下同じ｡)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において

一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第114条第１項に規定する人員に関

する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第134条 基準該当通所介護事業所は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該

当通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷

地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

（設備及び備品等） 

第135条 基準該当通所介護事業所には、食事を行う場所、機能訓練を行う場所、静養のための場所、生活相談の

ための場所、事務連絡のための場所を確保するとともに、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並び

に基準該当通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項の設備の基準は、規則で定める。 

３ 第１項の設備は、専ら当該基準該当通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者

に対する基準該当通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。 

４ 第１項の設備及び備品等は、利用者へのサービスの向上及び通所介護従業者の業務の負担の軽減を図るため、

常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 

５ 基準該当通所介護の事業と基準該当介護予防通所介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所におい

て一体的に運営される場合については、指定介護予防サービス等基準条例第116条第１項から第３項までに規定

する設備に関する基準を満たすことをもって、第１項から第３項までに規定する基準を満たしているものとみ

なすことができる。 

（準用） 

第136条 第９条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第22条、第27条、第28条、第34条から第37条まで、

第38条（第５項及び第６項を除く｡)、第39条から第41条まで、第43条、第57条、第100条及び第４節（第104条

第１項及び第114条を除く｡)の規定は、基準該当通所介護の事業について準用する。この場合において、第９条

中「第30条」とあるのは「第108条」と､｢訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第20条中「内容、

当該指定訪問介護について法第41条第６項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の

額」とあるのは「内容」と、第22条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準

該当通所介護」と、第28条及び第34条中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第104条第２項中

「法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、同条第３項中「前

２項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。 

第８章 通所リハビリテーション 

第１節 基本方針 

第137条 指定居宅サービスに該当する通所リハビリテーション（以下「指定通所リハビリテーション」という｡)

の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力

に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行

うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者） 
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第138条 指定通所リハビリテーションの事業を行う者（以下「指定通所リハビリテーション事業者」という｡)

が、当該事業を行う事業所（以下「指定通所リハビリテーション事業所」という｡)ごとに置くべき指定通所リ

ハビリテーションの提供に当たる従業者（以下「通所リハビリテーション従業者」という｡)は、次に掲げるも

のとし、その員数及び当該員数の算定の方法等は、規則で定める。 

(1) 医師 

(2) 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職

員」という｡)若しくは介護職員 

２ 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、か

つ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第119条第１項に規定する人員

に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第３節 設備に関する基準 

第139条 指定通所リハビリテーション事業所は、指定通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等

であって、規則で定める面積のものを有しなければならない。 

２ 指定通所リハビリテーション事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所リハ

ビリテーションを行うために必要な専用の機械及び器具を備えなければならない。 

３ 前項の機械及び器具は、利用者へのサービスの向上及び通所リハビリテーション従業者の業務の負担の軽減

を図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 

４ 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、か

つ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第120条第１項及び第２項に規

定する設備に関する基準を満たすことをもって、第１項及び第２項に規定する基準を満たしているものとみな

すことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（指定通所リハビリテーションの基本取扱方針） 

第140条 指定通所リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を

設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定通所リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定通所リハビリテーションの質の評価を行い、

常にその改善を図らなければならない。 

（指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針） 

第141条 指定通所リハビリテーションの方針は、次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次条第１項に規定する通所リハビリテ

ーション計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に

行うこと。 

(2) 通所リハビリテーション従業者は、指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うこ

とを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、

理解しやすいように指導又は説明を行うこと。 

(3) 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている

環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供すること。特に、認知症である要介護者に対

しては、必要に応じ、その特性に対応したサービス提供ができる体制を整えること。 

（通所リハビリテーション計画の作成） 

第142条 医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる通所リハビリ
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テーション従業者（以下「医師等の従業者」という｡)は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共

同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該

目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画を作成しなければな

らない。 

２ 通所リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って

作成しなければならない。 

３ 医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家

族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ 医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画を作成した際には、当該通所リハビリテーション計画を利

用者に交付しなければならない。 

５ 通所リハビリテーション従業者は、それぞれの利用者について、通所リハビリテーション計画に従ったサー

ビスの実施状況及びその評価を診療記録に記載する。 

６ 医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画の作成後、当該通所リハビリテーション計画の実施状況の

把握を行い、必要に応じて当該通所リハビリテーション計画の変更を行うものとする。 

７ 第１項から第４項までの規定は、前項に規定する通所リハビリテーション計画の変更について準用する。 

（管理者等の責務） 

第143条 指定通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師、理学療法士、作業療法士又は専ら指定通所リハ

ビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理の代行をさせることができる。 

２ 指定通所リハビリテーション事業所の管理者又は前項の管理を代行する者は、指定通所リハビリテーション

事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるための必要な指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 

第144条 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の

運営についての重要事項に関する規程（以下この章において「運営規程」という｡)を定めておかなければなら

ない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定通所リハビリテーションの利用定員 

(5) 指定通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額 

(6) 通常の事業の実施地域 

(7) サービス利用に当たっての留意事項 

(8) 非常災害対策 

(9) その他運営に関する重要事項 

（衛生管理等） 

第145条 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水

について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正

に行わなければならない。 

２ 指定通所リハビリテーション事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要

な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（記録の整備） 

第146条 指定通所リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかな

ければならない。 
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２ 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供に関する次に掲

げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 通所リハビリテーション計画 

(2) 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(3) 次条において準用する第27条に規定する市町村への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第38条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第40条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

（準用） 

第147条 第９条から第14条まで、第16条から第18条まで、第20条、第22条、第27条、第28条、第34条、第35条、

第37条から第41条まで、第43条、第70条、第104条及び第109条から第111条までの規定は、指定通所リハビリテ

ーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「通所リ

ハビリテーション従業者」と、第９条中「第30条」とあるのは「第144条」と、第14条中「心身の状況」とある

のは「心身の状況、病歴」と、第109条第３項中「通所介護従業者」とあるのは「通所リハビリテーション従業

者」と読み替えるものとする。 

第９章 短期入所生活介護 

第１節 基本方針 

第148条 指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護（以下「指定短期入所生活介護」という｡)の事業は、要

介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立し

た日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を

行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るもので

なければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者） 

第149条 指定短期入所生活介護の事業を行う者（以下「指定短期入所生活介護事業者」という｡)が当該事業を行

う事業所（以下「指定短期入所生活介護事業所」という｡)ごとに置くべき指定短期入所生活介護の提供に当た

る従業者（以下この節から第５節までにおいて「短期入所生活介護従業者」という｡)は、次に掲げるものとし、

その員数及び当該員数の算定の方法等は、規則で定める。ただし、利用定員（当該指定短期入所生活介護事業

所において同時に指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者（当該指定短期入所生活介護事業

者が指定介護予防短期入所生活介護事業者（指定介護予防サービス等基準条例第131条第１項に規定する指定介

護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ｡)の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業

と指定介護予防短期入所生活介護（指定介護予防サービス等基準条例第130条に規定する指定介護予防短期入所

生活介護をいう。以下同じ｡)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該

事業所における指定短期入所生活介護又は指定介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この節及び次節並び

に第166条において同じ｡)の数の上限をいう。以下この節から第４節までにおいて同じ｡)が40人を超えない指定

短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定短期入

所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、

第４号の栄養士を置かないことができる。 

(1) 医師 

(2) 生活相談員 

(3) 介護職員又は看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」という｡)  

(4) 栄養士 

(5) 機能訓練指導員 
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(6) 調理員その他の従業者 

２ 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期

入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されてい

る場合については、指定介護予防サービス等基準条例第131条第１項に規定する人員に関する基準を満たすこと

をもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第150条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管

理者を置かなければならない。ただし、指定短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定短

期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事すること

ができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

（利用定員等） 

第151条 指定短期入所生活介護事業所は、その利用定員を20人以上とし、指定短期入所生活介護の事業の専用の

居室を設けるものとする。ただし、規則で定める特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和38年法律第133号）第

20条の５に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ｡)の場合にあっては、この限りでない。 

２ 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム（老人福祉法第20条の４に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ｡)、

病院、診療所、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予

防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設（以下「特別養護老人ホーム等」という｡)に併設される指

定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの（以下「併設

事業所」という｡)の場合又は指定短期入所生活介護事業所（ユニット型指定短期入所生活介護事業所（第172

条に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業所をいう。以下この項において同じ｡)を除く｡)とユニット

型指定短期入所生活介護事業所とが併設され一体的に運営される場合であって、それらの利用定員の総数が20

人以上である場合にあっては、前項本文の規定にかかわらず、その利用定員を20人未満とすることができる。 

３ 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期

入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されてい

る場合については、指定介護予防サービス等基準条例第133条第１項及び第２項に規定する利用定員等に関する

基準を満たすことをもって、前２項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（設備及び備品等） 

第152条 指定短期入所生活介護事業所の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く｡)は、耐

火建築物（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第９号の２に規定する耐火建築物をいう。以下同じ｡)

でなければならない。ただし、規則で定める要件を満たす２階建て又は平屋建ての指定短期入所生活介護事業

所の建物にあっては、準耐火建築物（同条第９号の３に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ｡)とすること

ができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規

則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての指定短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者

の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

３ 指定短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備を設けるとともに、指定短期入所生活介護を提供するた

めに必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用する

ことにより、当該社会福祉施設等及び当該指定短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会

福祉施設等の入所者等及び当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室、便所、

洗面設備、静養室、介護職員室及び看護職員室を除き、これらの設備を設けないことができる。 

(1) 居室 
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(2) 食堂 

(3) 機能訓練室 

(4) 浴室 

(5) 便所 

(6) 洗面設備 

(7) 医務室 

(8) 静養室 

(9) 面談室 

(10) 介護職員室 

(11) 看護職員室 

(12) 調理室 

(13) 洗濯室又は洗濯場 

(14) 汚物処理室 

(15) 介護材料室 

４ 併設事業所の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設事業所及び当該併設事業所を併設する特

別養護老人ホーム等（以下この章において「併設本体施設」という｡)の効率的運営が可能であり、かつ、当該

併設事業所の利用者及び当該併設本体施設の入所者又は入院患者の処遇に支障がないときは、当該併設本体施

設の前項各号に掲げる設備（居室を除く｡)を指定短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとす

る。 

５ 規則で定める特別養護老人ホームについては、老人福祉法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされ

る設備を有することで足りるものとする。 

６ 第３項各号に掲げる設備の基準は、規則で定める。 

７ 前各項に規定するもののほか、指定短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、規則で定める。 

８ 第３項の設備及び備品等は、利用者へのサービスの向上及び短期入所生活介護従業者の業務の負担の軽減を

図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 

９ 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期

入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されてい

る場合については、指定介護予防サービス等基準条例第134条第１項から第７項までに規定する設備に関する基

準を満たすことをもって、第１項から第７項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第153条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者

又はその家族に対し、第165条に規定する運営規程の概要、短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用

申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容

及び利用期間等について利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 第９条第２項及び第３項の規定は、前項の規定による文書の交付について準用する。 

（指定短期入所生活介護の開始及び終了） 

第154条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出

張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅におい

て日常生活を営むのに支障がある者を対象に、指定短期入所生活介護を提供するものとする。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する

者との密接な連携により、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健
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医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。 

（利用料等の受領） 

第155条 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所生活介護を提供した際

には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額か

ら当該指定短期入所生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるも

のとする。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護を提供した際に

その利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間

に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定短期入所生活介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払を利用者か

ら受けることができる。 

４ 指定短期入所生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者

又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得な

ければならない。ただし、規則で定める費用に係る同意については、文書によるものとする。 

（指定短期入所生活介護の取扱方針） 

第156条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状

況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、次条第１項に規定す

る短期入所生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。 

３ 短期入所生活介護従業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はそ

の家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

４ 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為

（以下「身体的拘束等」という｡)を行ってはならない。 

５ 指定短期入所生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

６ 指定短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定短期入所生活介護の質の評価を行い、常にその改善

を図らなければならない。 

（短期入所生活介護計画の作成） 

第157条 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利

用者については、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定短期入所生活介護の

提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短期入所生活介護

従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入

所生活介護計画を作成しなければならない。 

２ 短期入所生活介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成し

なければならない。 

３ 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利

用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生活介護計画を作成した際には、当該短期入所生活介護

計画を利用者に交付しなければならない。 

５ 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生活介護計画の作成後、当該短期入所生活介護計画の実

施状況の把握を行い、必要に応じて当該通短期入所生活介護計画の変更を行うものとする。 
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６ 第１項から第４項までの規定は、前項に規定する短期入所生活介護計画の変更について準用する。 

（介護） 

第158条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術

をもって行われなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、１週間に２回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきし

なければならない。 

３ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必

要な援助を行わなければならない。 

４ 指定短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければな

らない。 

５ 指定短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活

上の世話を適切に行わなければならない。 

６ 指定短期入所生活介護事業者は、常時１人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。 

７ 指定短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定短期入所生活介護事

業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

（食事） 

第159条 指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮した食事を、適切な時

間に提供しなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事をとることを支援しなければな

らない。 

（機能訓練） 

第160条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必

要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなければならない。 

（健康管理） 

第161条 指定短期入所生活介護事業所の医師及び看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健

康保持のための適切な措置をとらなければならない。 

（相談及び援助） 

第162条 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努

め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければ

ならない。 

（その他のサービスの提供） 

第163条 指定短期入所生活介護事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜利用者のためのレクリエーション

行事を行わなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第164条 短期入所生活介護従業者は、現に指定短期入所生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変

が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ指定短期入所生活介護事業者が定めた

協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（運営規程） 

第165条 指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程（以下この章

において「運営規程」という｡)を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 
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(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 利用定員（規則で定める特別養護老人ホームである場合を除く｡) 

(4) 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(5) 通常の送迎の実施地域 

(6) サービス利用に当たっての留意事項 

(7) 緊急時等における対応方法 

(8) 非常災害対策 

(9) その他運営に関する重要事項 

（定員の遵守） 

第166条 指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所生活介

護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

(1) 規則で定める特別養護老人ホームである指定短期入所生活介護事業所にあっては、当該特別養護老人ホー

ムの入所定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数 

(2) 前号に該当しない指定短期入所生活介護事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる

利用者数 

（地域等との連携） 

第167条 指定短期入所生活介護の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力

を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

（記録の整備） 

第168条 指定短期入所生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければ

ならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定短期入所生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整

備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 短期入所生活介護計画 

(2) 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(3) 第156条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得

ない理由の記録 

(4) 次条において準用する第27条に規定する市町村への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第38条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第40条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

（準用） 

第169条 第10条から第14条まで、第16条、第17条、第20条、第22条、第27条、第34条から第41条まで、第43条、

第57条、第109条、第111条及び第112条の規定は、指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合に

おいて、第34条中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第109条第３項中「通所介護従

業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。 

第５節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針 

（この節の趣旨） 

第170条 第１節、第３節及び前節の規定にかかわらず、ユニット型指定短期入所生活介護の事業（指定短期入所

生活介護の事業であって、その全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室（当該

居室の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この章において同じ｡)により一体的に

構成される場所（以下この章において「ユニット」という｡)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する



号 外 １ 新  潟  県  報 平成24年12月28日(金) 

239 

支援が行われるものをいう。以下同じ｡)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定

めるところによる。 

（基本方針） 

第171条 ユニット型指定短期入所生活介護の事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅に

おける生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会

的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者

の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 

第２款 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第172条 ユニット型指定短期入所生活介護の事業を行う者（以下「ユニット型指定短期入所生活介護事業者」と

いう｡)が当該事業を行う事業所（以下「ユニット型指定短期入所生活介護事業所」という｡)の建物（利用者の

日常生活のために使用しない附属の建物を除く｡)は、耐火建築物でなければならない。ただし、規則で定める

要件を満たす２階建て又は平屋建てのユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築

物とすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規

則で定める要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に

係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

３ ユニット型指定短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備を設けるとともに、指定短期入所生活介護を

提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備

を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の効率的運営が

可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の利用者へのサ

ービスの提供に支障がない場合は、ユニットを除き、これらの設備を設けないことができる。 

(1) ユニット 

(2) 浴室 

(3) 医務室 

(4) 調理室 

(5) 洗濯室又は洗濯場 

(6) 汚物処理室 

(7) 介護材料室 

４ 特別養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホ

ーム等と一体的に運営が行われるもの（以下「併設ユニット型事業所」という｡)にあっては、前項の規定にか

かわらず、当該併設ユニット型事業所及び当該併設ユニット型事業所を併設する特別養護老人ホーム等（以下

この節において「ユニット型事業所併設本体施設」という｡)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設ユニ

ット型事業所の利用者及び当該ユニット型事業所併設本体施設の入所者又は入院患者に対するサービスの提供

上支障がないときは、当該ユニット型事業所併設本体施設の前項各号に掲げる設備（ユニットを除く｡)をユニ

ット型指定短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。 

５ 規則で定めるユニット型特別養護老人ホーム（新潟県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成24年新潟県条例第66号）第34条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ｡)

については、ユニット型特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。 

６ 第３項各号に掲げる設備の基準は、規則で定める。 

７ 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、規則で定める。 

８ 第３項の設備及び備品等は、利用者へのサービスの向上及び短期入所生活介護従業者の業務の負担の軽減を
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図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 

９ ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて

受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第155条第１

項から第７項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第１項から第７項までに規定する基準

を満たしているものとみなすことができる。 

（準用） 

第173条 第151条の規定は、ユニット型指定短期入所生活介護事業所について準用する。 

第３款 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第174条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所生活介護を

提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費

用基準額から当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得

た額の支払を受けるものとする。 

２ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護を提

供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基

準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払

を受けることができる。 

４ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじ

め、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の

同意を得なければならない。ただし、規則で定める費用に係る同意については、文書によるものとする。 

（指定短期入所生活介護の取扱方針） 

第175条 指定短期入所生活介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って

自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行う

ことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよ

う配慮して行われなければならない。 

３ 指定短期入所生活介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。 

４ 指定短期入所生活介護は、利用者の自立した生活を支援することを基本として、利用者の要介護状態の軽減

又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。 

５ ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たって、利用者又は

その家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

６ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他

の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

７ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

８ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定短期入所生活介護の質の評価を行い、常

にその改善を図らなければならない。 

（介護） 

第176条 介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援す

るよう、利用者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。 



号 外 １ 新  潟  県  報 平成24年12月28日(金) 

241 

２ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、利用者が、その心身の状況

等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。 

３ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むこと

ができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場

合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。 

４ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自

立について必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、排せつの自立

を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。 

６ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者が行う離床、着替え、整容等の日

常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 

７ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、常時１人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。 

８ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該ユニット型指

定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

（食事） 

第177条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮した食事を

提供しなければならない。 

２ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立

について必要な支援を行わなければならない。 

３ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとと

もに、利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事をとることができるよう必要な時間を確保し

なければならない。 

４ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思

を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事をとることを支援しなければならない。 

（その他のサービスの提供） 

第178条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の嗜
し

好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機

会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。 

２ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。 

（運営規程） 

第179条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を

定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 利用定員（当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所において同時にユニット型指定短期入所生活介護

の提供を受けることができる利用者（当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予

防短期入所生活介護事業者（指定介護予防サービス等基準条例第155条第１項に規定するユニット型指定介護

予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ｡)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活

介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業（指定介護予防サービス等基準条例第153条に

規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業をいう。以下同じ｡)とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合にあっては、ユニット型指定短期入所生活介護又はユニット型指定介護予防短期

入所生活介護の利用者。第181条において同じ｡)の数の上限をいう。以下この節において同じ｡)（規則で定め

るユニット型特別養護老人ホームである場合を除く｡) 
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(4) ユニットの数及びユニットごとの利用定員（規則で定めるユニット型特別養護老人ホームである場合を除

く｡) 

(5) 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(6) 通常の送迎の実施地域 

(7) サービス利用に当たっての留意事項 

(8) 緊急時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第180条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定短期入所生活介護を提

供できるよう、ユニット型指定短期入所生活介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければなら

ない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次に定める職員配置を行わなければならない。 

(1) 昼間については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 

(2) 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従

事する職員として配置すること。 

(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

３ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、ユニット型指定短期入所生活介護事業所ごとに、当該ユニット

型指定短期入所生活介護事業所の従業者によってユニット型指定短期入所生活介護を提供しなければならない。

ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

４ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、短期入所生活介護従業者の資質の向上のために、その研修の機

会を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第181条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期

入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りで

ない。 

(1) 規則で定めるユニット型特別養護老人ホームであるユニット型指定短期入所生活介護事業所にあっては、

当該ユニット型特別養護老人ホームのユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数 

(2) 前号に該当しないユニット型指定短期入所生活介護事業所にあっては、ユニットごとの利用定員及び居室

の定員を超えることとなる利用者数 

（準用） 

第182条 第153条、第154条、第157条、第160条から第162条まで、第164条及び第167条から第169条（第109条の

準用に係る部分を除く｡)までの規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合

において、第153条第１項中「第165条に規定する運営規程」とあるのは「第179条に規定する重要事項に関する

規程」と、第168条第２項第２号中「次条」とあるのは「第182条において準用する第169条」と、同項第３号中

「第156条第５項」とあるのは「第175条第７項」と、同項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは

「第182条において準用する第169条」と読み替えるものとする。 

第６節 基準該当居宅サービスに関する基準 

（指定通所介護事業所等との併設） 

第183条 基準該当居宅サービスに該当する短期入所生活介護又はこれに相当するサービス（以下「基準該当短期

入所生活介護」という｡)の事業を行う者（以下「基準該当短期入所生活介護事業者」という｡)が当該事業を行

う事業所（以下「基準該当短期入所生活介護事業所」という｡)は、指定通所介護事業所若しくは指定認知症対
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応型通所介護事業所（指定地域密着型サービス基準第52条第１項に規定する指定認知症対応型通所介護事業所

をいう｡)又は社会福祉施設（以下「指定通所介護事業所等」という｡)に併設しなければならない。 

（従業者） 

第184条 基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護事業所ごとに置くべき従業者（以下この

節において「短期入所生活介護従業者」という｡)は、次に掲げるものとし、その員数及び当該員数の算定の方

法等は、規則で定める。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該基準該当短期入

所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、

第３号の栄養士を置かないことができる。 

(1) 生活相談員 

(2) 介護職員又は看護職員 

(3) 栄養士 

(4) 機能訓練指導員 

(5) 調理員その他の従業者 

２ 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同

一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第168条第１項

に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことが

できる。 

（管理者） 

第185条 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する

管理者を置かなければならない。ただし、基準該当短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該

基準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従

事することができるものとする。 

（利用定員等） 

第186条 基準該当短期入所生活介護事業所は、その利用定員（当該基準該当短期入所生活介護事業所において同

時に基準該当短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者（当該基準該当短期入所生活介護事業者が

基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護（指定介護予防サービス等基準条例第

167条に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ｡)の事業を同一の事業所において一体的

に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当短期入所生活介護又は基準該当介護予防短期入

所生活介護の利用者）の数の上限をいう。以下この節において同じ｡)を20人未満とし、基準該当短期入所生活

介護の事業の専用の居室を設けるものとする。 

２ 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業者により同一

の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第170条第１項に

規定する利用定員等に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすこ

とができる。 

（設備及び備品等） 

第187条 基準該当短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備を設けるとともに、基準該当短期入所生活介護

を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、指定通所介護事業所等の

設備を利用することにより、当該指定通所介護事業所等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の効率的運

営が可能であり、当該指定通所介護事業所等の利用者等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の利用者の

処遇に支障がない場合は、居室を除き、これらの設備を設けないことができる。 

(1) 居室 

(2) 食堂 
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(3) 機能訓練室 

(4) 浴室 

(5) 便所 

(6) 洗面所 

(7) 静養室 

(8) 面接室 

(9) 介護職員室 

２ 前項各号に掲げる設備の基準は、規則で定める。 

３ 第１項の設備及び備品等は、利用者へのサービスの向上及び短期入所生活介護従業者の業務の負担の軽減を

図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 

４ 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同

一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第171条第１項

及び第２項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第１項及び第２項に規定する基準を満たして

いるものとみなすことができる。 

（指定通所介護事業所等との連携） 

第188条 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護の提供に際し、常に指定通所介護事業

所等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。 

（準用） 

第189条 第10条から第14条まで、第17条、第20条、第22条、第27条、第34条から第37条まで、第38条（第５項及

び第６項を除く｡)、第39条から第41条まで、第43条、第57条、第109条、第111条、第112条及び第148条並びに

第４節（第155条第１項及び第169条を除く｡)の規定は、基準該当短期入所生活介護の事業について準用する。

この場合において、第20条中「内容、当該指定訪問介護について法第41条第６項の規定により利用者に代わっ

て支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第22条中「法定代理受領サービスに該当し

ない指定訪問介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、第34条中「訪問介護員等」とあるのは「短

期入所生活介護従業者」と、第109条第３項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、

第155条第２項中「法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護」とあるのは「基準該当短期入所

生活介護」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、第161条中「医師及び看護職員」とあるのは「看

護職員」と読み替えるものとする。 

第10章 短期入所療養介護 

第１節 基本方針 

第190条 指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護（以下「指定短期入所療養介護」という｡)の事業は、要

介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立し

た日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並び

に日常生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減

を図るものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者） 

第191条 指定短期入所療養介護の事業を行う者（以下「指定短期入所療養介護事業者」という｡)が当該事業を行

う事業所（以下「指定短期入所療養介護事業所」という｡)ごとに置くべき指定短期入所療養介護の提供に当た

る従業者（以下「短期入所療養介護従業者」という｡)並びにその員数及び当該員数の算定の方法等は、規則で

定める。 

２ 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期
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入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されてい

る場合については、指定介護予防サービス等基準条例第175条第１項に規定する人員に関する基準を満たすこと

をもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第３節 設備に関する基準 

第192条 指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。 

(1) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施設として

必要とされる施設及び設備（ユニット型介護老人保健施設（新潟県介護老人保健施設の人員、施設及び設備

並びに運営等に関する基準を定める条例（平成24年新潟県条例第60号）第44条に規定するユニット型介護老

人保健施設をいう。以下同じ｡)に関するものを除く｡)を有すること。 

(2) 指定介護療養型医療施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、健康保険法等の一部を改正する

法律（平成18年法律第83号）附則第130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第

26条の規定による改正前の法（以下「平成18年旧介護保険法」という｡)に規定する指定介護療養型医療施設

として必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設（新潟県指定介護療養型医療施設の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例（平成24年新潟県条例第63号）第43条に規定するユニット型指定介護

療養型医療施設をいう。以下同じ｡)に関するものを除く｡)を有すること。 

(3) 療養病床（医療法（昭和23年法律第205号）第７条第２項第４号に規定する療養病床をいう｡)を有する病院

又は診療所（指定介護療養型医療施設であるものを除く｡)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、

医療法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備を有すること。 

(4) 診療所（療養病床を有するものを除く｡)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる要件

に適合すること。 

ア 指定短期入所療養介護を提供する病室の床面積は、利用者１人につき規則で定める面積とすること。 

イ 食堂及び浴室を有すること。 

ウ 機能訓練を行うための場所を有すること。 

２ 前項第３号及び第４号に該当する指定短期入所療養介護事業所にあっては、前項に定めるもののほか、消火

設備その他の非常災害に際して必要な設備を有するものとする。 

３ 第１項の設備は、利用者へのサービスの向上及び短期入所療養介護従業者の業務の負担の軽減を図るため、

常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 

４ 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期

入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されてい

る場合については、指定介護予防サービス等基準条例第176条第１項及び第２項に規定する設備に関する基準を

満たすことをもって、第１項及び第２項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（対象者） 

第193条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、

冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的

に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象

に、介護老人保健施設の療養室、病院の療養病床に係る病室、診療所の指定短期入所療養介護を提供する病室

又は病院の老人性認知症疾患療養病棟（健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の２第１項の規定によ

りなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令（平成10年政令第412号。以下「施行令」という｡)第４

条第２項に規定する病床により構成される病棟をいう。以下同じ｡)において指定短期入所療養介護を提供する

ものとする。 

（利用料等の受領） 
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第194条 指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所療養介護を提供した際

には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額か

ら当該指定短期入所療養介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるも

のとする。 

２ 指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所療養介護を提供した際に

その利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間

に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定短期入所療養介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払を利用者か

ら受けることができる。 

４ 指定短期入所療養介護事業者は、前項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、

利用者又はその家族に対し当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を

得なければならない。ただし、規則で定める費用に係る同意については、文書によるものとする。 

（指定短期入所療養介護の取扱方針） 

第195条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状

況等利用者の心身の状況を踏まえて、当該利用者の療養を妥当適切に行わなければならない。 

２ 指定短期入所療養介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、次条第１項に規定す

る短期入所療養介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配意して行わなければならない。 

３ 短期入所療養介護従業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はそ

の家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行わなければならない。 

４ 指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

５ 指定短期入所療養介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

６ 指定短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定短期入所療養介護の質の評価を行い、常にその改善

を図らなければならない。 

（短期入所療養介護計画の作成） 

第196条 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利

用者については、利用者の心身の状況、病状、希望及びその置かれている環境並びに医師の診療の方針に基づ

き、指定短期入所療養介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮

して、他の短期入所療養介護従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービ

スの内容等を記載した短期入所療養介護計画を作成しなければならない。 

２ 短期入所療養介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成し

なければならない。 

３ 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画の作成に当たっては、その内容について利

用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画を作成した際には、当該短期入所療養介護

計画を利用者に交付しなければならない。 

５ 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画の作成後、当該短期入所療養介護計画の実

施状況の把握を行い、必要に応じて当該短期入所療養介護計画の変更を行うものとする。 

６ 第１項から第４項までの規定は、前項に規定する短期入所療養介護計画の変更について準用する。 

（診療の方針） 

第197条 医師の診療の方針は、規則で定める。 
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（機能訓練） 

第198条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるた

め、必要な理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行わなければならない。 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第199条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、利用者

の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定短期入所療養介護事業者は、１週間に２回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきし

なければならない。 

３ 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立に

ついて必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければな

らない。 

５ 指定短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活

上の世話を適切に行わなければならない。 

６ 指定短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定短期入所療養介護事

業者の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 

（食事の提供） 

第200条 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況、病状及び嗜
し

好を考慮したものとするとともに、適切

な時間に行われなければならない。 

２ 利用者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければなら

ない。 

（その他のサービスの提供） 

第201条 指定短期入所療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとす

る。 

２ 指定短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。 

（運営規程） 

第202条 指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業運営についての重要事項に関する規程（以下この章に

おいて「運営規程」という｡)を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(4) 通常の送迎の実施地域 

(5) 施設利用に当たっての留意事項 

(6) 非常災害対策 

(7) その他運営に関する重要事項 

（定員の遵守） 

第203条 指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介

護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

(1) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護老人保健施設の入所

者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数 

(2) 療養病床を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定短期入所療

養介護事業所にあっては、療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床又は老人性認



平成24年12月28日(金) 新  潟  県  報 号 外 １ 

248 

知症疾患療養病棟に係る病室の定員を超えることとなる利用者数 

(3) 診療所（前号に掲げるものを除く｡)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、指定短期入所療養介

護を提供する病床数及び病室の定員を超えることとなる利用者数 

（記録の整備） 

第204条 指定短期入所療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければ

ならない。 

２ 指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に関する次に掲げる記録を整

備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 短期入所療養介護計画 

(2) 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(3) 第195条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得

ない理由の記録 

(4) 次条において準用する第27条に規定する市町村への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第38条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第40条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

（準用） 

第205条 第10条から第14条まで、第16条、第17条、第20条、第22条、第27条、第34条、第35条、第37条から第41

条まで、第43条、第57条、第109条、第111条、第145条、第153条、第154条第２項及び第167条の規定は、指定

短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第34条中「訪問介護員等」とあるのは「短期

入所療養介護従業者」と、第109条第３項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第

153条中「第165条」とあるのは「第202条」と､｢短期入所生活介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業

者」と読み替えるものとする。 

第５節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針 

（この節の趣旨） 

第206条 第１節、第３節及び前節の規定にかかわらず、ユニット型指定短期入所療養介護の事業（指定短期入所

療養介護の事業であって、その全部において少数の療養室等及び当該療養室等に近接して設けられる共同生活

室（当該療養室等の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この章において同じ｡)に

より一体的に構成される場所（以下この章において「ユニット」という｡)ごとに利用者の日常生活が営まれ、

これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ｡)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、

この節に定めるところによる。 

（基本方針） 

第207条 ユニット型指定短期入所療養介護の事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅に

おける生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、看護、医学的管理の下における介護及び

機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、各ユニットにおいて利用者が相互に社

会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用

者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 

第２款 設備に関する基準 

第208条 ユニット型指定短期入所療養介護の事業を行う者（以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業者」と

いう｡)が当該事業を行う事業所（以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業所」という｡)の設備に関する基

準は、次のとおりとする。 

(1) 介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健
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施設として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る｡)を有すること。 

(2) 指定介護療養型医療施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、平成18年旧介護保険

法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設に関す

るものに限る｡)を有すること。 

(3) 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、平成18年旧介護保険法

に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設（療養病

床を有する病院に限る｡)に関するものに限る｡)を有すること。 

(4) 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、平成18年旧介護保険

法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設（療養

病床を有する診療所に限る｡)に関するものに限る｡)を有すること。 

２ 前項の設備は、利用者へのサービスの向上及び短期入所療養介護従業者の業務の負担の軽減を図るため、常

に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 

３ ユニット型指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者（指定介護予防サービス等

基準条例第193条第１項に規定するユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者をいう｡)の指定を併せて受

け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業（指定

介護予防サービス等基準条例第191条に規定する指定介護予防短期入所療養介護の事業をいう。以下同じ｡)とが

同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第193条第１

項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第１項に規定する基準を満たしているものとみなすこ

とができる。 

第３款 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第209条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所療養介護を

提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費

用基準額から当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得

た額の支払を受けるものとする。 

２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所療養介護を提

供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基

準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払

を受けることができる。 

４ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじ

め、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の

同意を得なければならない。ただし、規則で定める費用に係る同意については、文書によるものとする。 

（指定短期入所療養介護の取扱方針） 

第210条 指定短期入所療養介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って

自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行う

ことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。 

２ 指定短期入所療養介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよ

う配慮して行われなければならない。 

３ 指定短期入所療養介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。 

４ 指定短期入所療養介護は、利用者の自立した生活を支援することを基本として、利用者の要介護状態の軽減

又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。 
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５ ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たって、利用者又は

その家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

６ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者又は他

の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

７ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

８ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定短期入所療養介護の質の評価を行い、常

にその改善を図らなければならない。 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第211条 看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律

的な日常生活を営むことを支援するよう、利用者の病状及び心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われ

なければならない。 

２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、利用者が、その病状及び心

身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。 

３ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むこと

ができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場

合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。 

４ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、適切な方法により、排

せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、排せつの自立

を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。 

６ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者が行う離床、着替え、整容等の日

常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 

７ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該ユニット型指

定短期入所療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 

（食事） 

第212条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮した食事を

提供しなければならない。 

２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立

について必要な支援を行わなければならない。 

３ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとと

もに、利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事をとることができるよう必要な時間を確保し

なければならない。 

４ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思

を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事をとることを支援しなければならない。 

（その他のサービスの提供） 

第213条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の嗜
し

好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機

会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。 

２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。 

（運営規程） 

第214条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を

定めておかなければならない。 
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(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(4) 通常の送迎の実施地域 

(5) 施設利用に当たっての留意事項 

(6) 非常災害対策 

(7) その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第215条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定短期入所療養介護を提

供できるよう、ユニット型指定短期入所療養介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければなら

ない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次に定める職員配置を行わなければならない。 

(1) 昼間については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 

(2) 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従

事する職員として配置すること。 

(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

３ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、ユニット型指定短期入所療養介護事業所ごとに、当該ユニット

型指定短期入所療養介護事業所の従業者によってユニット型指定短期入所療養介護を提供しなければならない。

ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

４ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、短期入所療養介護従業者の資質の向上のために、その研修の機

会を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第216条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者（当該ユニット型指定短期入所療養介護

事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入

所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営

されている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型指定短期入所療養介護又はユニット型指定介護予

防短期入所療養介護の利用者。以下この条において同じ｡)数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介

護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

(1) ユニット型介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユ

ニット型介護老人保健施設の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる

利用者数 

(2) ユニット型指定介護療養型医療施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を

当該ユニット型指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合において入院患者の定員及び病室の定員

を超えることとなる利用者数 

（準用） 

第217条 第193条、第196条から第198条まで、第204条及び第205条（第109条の準用に係る部分を除く｡)の規定は、

ユニット型指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第204条第２項第２号中「次条」

とあるのは「第217条において準用する第205条」と、同項第３号中「第195条第５項」とあるのは「第210条第

７項」と、同項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第217条において準用する第205条」と、

第205条中「第165条」とあるのは「第165条に規定する運営規程」と､｢第202条」とあるのは「第214条に規定す

る重要事項に関する規程」と読み替えるものとする。 

第11章 特定施設入居者生活介護 
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第１節 基本方針 

第218条 指定居宅サービスに該当する特定施設入居者生活介護（以下「指定特定施設入居者生活介護」という｡)

の事業は、特定施設サービス計画（法第８条第11項に規定する計画をいう。以下同じ｡)に基づき、入浴、排せ

つ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態とな

った場合でも、当該指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者（以下この章において「利用者」とい

う｡)が当該指定特定施設（特定施設であって、当該指定特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。

以下同じ｡)においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければな

らない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者（以下「指定特定施設入居者生活介護事業者」という｡)は、安

定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。 

３ 養護老人ホームが指定特定施設入居者生活介護の事業を行う場合については、第５節に規定する外部サービ

ス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行うこととする。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者） 

第219条 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設ごとに置くべき指定特定施設入居者生活介護の提供

に当たる従業者（以下「特定施設従業者」という｡)は、次に掲げるものとし、その員数及び当該員数の算定の

方法等は、規則で定める。 

(1) 生活相談員 

(2) 看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」という｡)又は介護職員 

(3) 機能訓練指導員 

(4) 計画作成担当者 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者（指定介護予防サービス

等基準条例第204条第２項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ｡)の指定を

併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護（指定介護予

防サービス等基準条例第204条第１項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ｡)の事

業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、特定施設従業

者は、次に掲げるものとし、その員数及び当該員数の算定の方法等は、規則で定める。 

(1) 生活相談員 

(2) 看護職員又は介護職員 

(3) 機能訓練指導員 

(4) 計画作成担当者 

（管理者） 

第220条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなけ

ればならない。ただし、指定特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事

し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

第221条 指定特定施設の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く｡)は、耐火建築物又は準

耐火建築物でなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規

則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての指定特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保

されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

３ 指定特定施設は、一時介護室（一時的に利用者を移して指定特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。
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以下同じ｡)、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を有しなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移し

て介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さ

の場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けないことができるものとする。 

４ 指定特定施設の介護居室（指定特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。以下同じ｡)、一時

介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室は、規則で定める基準を満たさなければならない。 

５ 指定特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。 

６ 第３項の設備は、利用者へのサービスの向上及び特定施設従業者の業務の負担の軽減を図るため、常に技術

の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 

７ 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、か

つ、指定特定施設入居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業とが同一の施設におい

て一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防サービス等基準条例第207条第１項から第５項までに

規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第１項から第５項までに規定する基準を満たしているもの

とみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び契約の締結等） 

第222条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、第233条の運営

規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資

すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居及び指定特定施設入居者生活介護の提供

に関する契約を文書により締結しなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除

の条件を定めてはならない。 

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な指定特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を介

護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介護室

に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第１項の契約に係る文書に明記しなければな

らない。 

４ 第９条第２項及び第３項の規定は、第１項の規定による文書の交付について準用する。 

（指定特定施設入居者生活介護の提供の開始等） 

第223条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由なく入居者に対する指定特定施設入居者生活介護の

提供を拒んではならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定特定施設入居者生活介護に代えて当該指定特定施設入

居者生活介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利用することを妨げてはならない。 

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居申込者又は入居者（以下「入居者等」という｡)が入院治療を要

する者であること等入居者等に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な

病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなければならない。 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、利用者の心身の

状況、その置かれている環境等の把握に努めなければならない。 

（法定代理受領サービスを受けるための利用者の同意） 

第224条 老人福祉法第29条第１項に規定する有料老人ホームである指定特定施設において指定特定施設入居者生

活介護（利用期間を定めて行うものを除く。以下この条において同じ｡)を提供する指定特定施設入居者生活介

護事業者は、当該指定特定施設入居者生活介護を法定代理受領サービスとして提供する場合は、利用者の同意

がその条件であることを当該利用者に説明し、その意思を確認しなければならない。 

（サービスの提供の記録） 
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第225条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の開始に際しては、当該開始の年

月日及び入居している指定特定施設の名称を、指定特定施設入居者生活介護の終了に際しては、当該終了の年

月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護を提供した際には、提供した具体的な

サービスの内容等を記録しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第226条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定特定施設入居者生活介護

を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サ

ービス費用基準額から当該指定特定施設入居者生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除し

て得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定特定施設入居者生活介護を

提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービ

ス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払を利

用者から受けることができる。 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、

利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければな

らない。 

（指定特定施設入居者生活介護の取扱方針） 

第227条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知

症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護は、次条第１項に規定する特定施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的な

ものとならないよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定特定施設の特定施設従業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、

利用者又はその家族から求められたときは、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わ

なければならない。 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は

他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

５ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

６ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定特定施設入居者生活介護の質の評価を行い、

常にその改善を図らなければならない。 

（特定施設サービス計画の作成） 

第228条 指定特定施設の管理者は、計画作成担当者（第219条第１項第４号の計画作成担当者をいう。以下この

条において同じ｡)に特定施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 

２ 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その

有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立

した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 

３ 計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望、利用者について把握された解決すべき課題に基づき、他の

特定施設従業者と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容並びにサービスを提供する上

での留意点等を盛り込んだ特定施設サービス計画の原案を作成しなければならない。 

４ 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、その原案の内容について利用者又はその家
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族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 

５ 計画作成担当者は、特定施設サービス計画を作成した際には、当該特定施設サービス計画を利用者に交付し

なければならない。 

６ 計画作成担当者は、特定施設サービス計画作成後においても、他の特定施設従業者との連絡を継続的に行う

ことにより、特定施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把

握を行い、必要に応じて特定施設サービス計画の変更を行うものとする。 

７ 第２項から第５項までの規定は、前項に規定する特定施設サービス計画の変更について準用する。 

（介護） 

第229条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術

をもって行われなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、１週間に２回以上、適切な方法

により、入浴させ、又は清しきしなければならない。 

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立につ

いて必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前３項に定めるほか、利用者に対し、食事、離床、着替え、整容そ

の他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 

（健康管理） 

第230条 指定特定施設の看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措

置を講じなければならない。 

（相談及び援助） 

第231条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把

握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を

行わなければならない。 

（利用者の家族との連携等） 

第232条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族

との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

（運営規程） 

第233条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事

項に関する規程（以下この章において「運営規程」という｡)を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 特定施設従業者の職種、員数及び職務内容 

(3) 入居定員及び居室数 

(4) 指定特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(5) 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続 

(6) 施設の利用に当たっての留意事項 

(7) 緊急時等における対応方法 

(8) 非常災害対策 

(9) その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第234条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定特定施設入居者生活介護その他のサ

ービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定特定施設の従業者によって指定特定施設入居者生活介護を
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提供しなければならない。ただし、当該指定特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実

に行うことができる場合は、この限りでない。 

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定特定施設入居者生活介護に係る業務

の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定

期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しな

ければならない。 

（協力医療機関等） 

第235条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機

関を定めておかなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければなら

ない。 

（地域との連携等） 

第236条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動

等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定特定施設入居者生活介

護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実

施する事業に協力するよう努めなければならない。 

（記録の整備） 

第237条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかな

ければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲

げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 特定施設サービス計画 

(2) 第225条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(3) 第227条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得

ない理由の記録 

(4) 第234条第３項に規定する結果等の記録 

(5) 次条において準用する第27条に規定する市町村への通知に係る記録 

(6) 次条において準用する第38条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(7) 次条において準用する第40条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

(8) 省令第64条第３号に規定する書類 

（準用） 

第238条 第12条、第13条、第22条、第27条、第34条から第41条まで、第43条、第56条、第57条、第111条、第112

条及び第160条の規定は、指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第34条中

「訪問介護員等」とあるのは「特定施設従業者」と、第56条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「特定施設

従業者」と読み替えるものとする。 

第５節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員並びに設備及び運営

に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針 

（この節の趣旨） 

第239条 第１節から前節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護（指定特定
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施設入居者生活介護であって、当該指定特定施設の従業者により行われる特定施設サービス計画の作成、利用

者の安否の確認、利用者の生活相談等（以下「基本サービス」という｡)及び当該指定特定施設の事業者が委託

する指定居宅サービス事業者（以下「受託居宅サービス事業者」という｡)により、当該特定施設サービス計画

に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話（以下

「受託居宅サービス」という｡)をいう｡)の事業を行うものの基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準

については、この節に定めるところによる。 

（基本方針） 

第240条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業は、特定施設サービス計画に基づき、受託居宅

サービス事業者による受託居宅サービスを適切かつ円滑に提供することにより、利用者が要介護状態になった

場合でも、当該指定特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにする

ものでなければならない。 

２ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者（以下「外部サービス利用型指定特定施設

入居者生活介護事業者」という｡)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。 

第２款 人員に関する基準 

（従業者） 

第241条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設ごとに置くべき基本サービスを

提供する従業者（以下「外部サービス利用型特定施設従業者」という｡)は、次に掲げるものとし、その員数及

び当該員数の算定の方法等は、規則で定める。 

(1) 生活相談員 

(2) 介護職員 

(3) 計画作成担当者 

２ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者

生活介護事業者（指定介護予防サービス等基準条例第228条第２項に規定する外部サービス利用型指定介護予防

特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ｡)の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定特定

施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護（指定介護予防サービ

ス等基準条例第227条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ｡)

の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、外部サー

ビス利用型特定施設従業者は、次に掲げるものとし、その員数及び当該員数の算定の方法等は、規則で定める。 

(1) 生活相談員 

(2) 介護職員 

(3) 計画作成担当者 

（管理者） 

第242条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専らその職務に従事す

る管理者を置かなければならない。ただし、指定特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設にお

ける他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

第３款 設備に関する基準 

第243条 指定特定施設の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く｡)は、耐火建築物又は準

耐火建築物でなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規

則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての指定特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保

されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

３ 指定特定施設は、居室、浴室、便所及び食堂を有しなければならない。ただし、居室の面積が25平方メート
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ル以上である場合には、食堂を設けないことができるものとする。 

４ 指定特定施設の居室、浴室、便所及び食堂は、規則で定める基準を満たさなければならない。 

５ 指定特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。 

６ 第３項の設備は、利用者へのサービスの向上及び外部サービス利用型特定施設従業者の業務の負担の軽減を

図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 

７ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者

生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業と外部サ

ービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場

合にあっては、指定介護予防サービス等基準条例第231条第１項から第５項までに規定する設備に関する基準を

満たすことをもって、第１項から第５項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４款 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び契約の締結等） 

第244条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対

し、第246条の運営規程の概要、従業者の勤務の体制、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者

と受託居宅サービス事業者の業務の分担の内容、受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業者が受託

居宅サービスの事業を行う事業所（以下「受託居宅サービス事業所」という｡)の名称、受託居宅サービスの種

類、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記

した文書を交付して説明を行い、入居（養護老人ホームに入居する場合は除く｡)及び外部サービス利用型指定

特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。 

２ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭

めるような契約解除の条件を定めてはならない。 

３ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な外部サービス利用型指定特定施設入

居者生活介護を提供するため利用者を他の居室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が

当該居室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続きをあらかじめ第１項の契約に係る文書に明記し

なければならない。 

４ 第９条第２項及び第３項の規定は、第１項の規定による文書の交付について準用する。 

（受託居宅サービスの提供） 

第245条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設サービス計画に基づき、受託居宅

サービス事業者により、適切かつ円滑に受託居宅サービスが提供されるよう、必要な措置を講じなければなら

ない。 

２ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービス事業者が受託居宅サービスを

提供した場合にあっては、提供した日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させなければな

らない。 

（運営規程） 

第246条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運

営についての重要事項に関する規程（以下この節において「運営規程」という｡)を定めておかなければならな

い。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 外部サービス利用型特定施設従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 入居定員及び居室数 

(4) 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(5) 受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業所の名称及び所在地 
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(6) 利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続 

(7) 施設の利用に当たっての留意事項 

(8) 緊急時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) その他運営に関する重要事項 

（受託居宅サービス事業者への委託） 

第247条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が、受託居宅サービスの提供に関する業務を委

託する契約を締結するときは、受託居宅サービス事業所ごとに文書により行わなければならない。 

２ 受託居宅サービス事業者は、指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者（法第42条の２第

１項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう｡)でなければならない。 

３ 受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスの種類は、指定訪問介護、指定訪問入浴介護、指定訪

問看護、指定訪問リハビリテーション、指定通所介護、指定通所リハビリテーション、第250条に規定する指定

福祉用具貸与及び指定地域密着型サービス基準第41条に規定する指定認知症対応型通所介護とする。 

４ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、事業の開始に当たっては、指定訪問介護、指定

訪問看護及び指定通所介護を提供する事業者と、第１項に規定する方法によりこれらの提供に関する業務を委

託する契約を締結するものとする。 

５ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、第３項に規定する受託居宅サービス事業者が提

供する受託居宅サービスのうち、前項の規定により事業の開始に当たって契約を締結すべき受託居宅サービス

以外のものについては、利用者の状況に応じて、第１項に規定する方法により、これらの提供に関する業務を

委託する契約を締結するものとする。 

６ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、第３項の指定認知症対応型通所介護の提供に関

する業務を受託居宅サービス事業者に委託する契約を締結する場合にあっては、指定特定施設と同一の市町村

の区域内に所在する指定認知症対応型通所介護の事業を行う受託居宅サービス事業所において受託居宅サービ

スが提供される契約を締結しなければならない。 

７ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービス事業者に、業務について必要

な管理及び指揮命令を行うものとする。 

８ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービスに係る業務の実施状況につい

て定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。 

（記録の整備） 

第248条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品、会計及び受託居宅サ

ービス事業者に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する外部サービス利用型指定特定施

設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 特定施設サービス計画 

(2) 第245条第２項に規定する受託居宅サービス事業者から受けた報告に係る記録 

(3) 前条第８項に規定する結果等の記録 

(4) 次条において準用する第27条に規定する市町村への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第38条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第40条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

(7) 次条において準用する第225条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(8) 次条において準用する第227条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由の記録 
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(9) 次条において準用する第234条第３項に規定する結果等の記録 

(10) 省令第64条第３号に規定する書類 

（準用） 

第249条 第12条、第13条、第22条、第27条、第34条から第41条まで、第43条、第56条、第57条、第111条、第112

条、第223条から第228条まで、第231条、第232条及び第234条から第236条までの規定は、外部サービス利用型

指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第34条中「訪問介護員等」とある

のは「外部サービス利用型特定施設従業者」と、第35条中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定特定施設

及び受託居宅サービス事業所」と、第56条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、

第225条第２項中「指定特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第228条中「他の特定

施設従業者」とあるのは「他の外部サービス利用型特定施設従業者及び受託居宅サービス事業者」と、第234

条中「指定特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。 

第12章 福祉用具貸与 

第１節 基本方針 

第250条 指定居宅サービスに該当する福祉用具貸与（以下「指定福祉用具貸与」という｡)の事業は、要介護状態

となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具

（法第８条第12項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。以下この章において同じ｡)の選定の援

助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓

練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（福祉用具専門相談員） 

第251条 指定福祉用具貸与の事業を行う者（以下「指定福祉用具貸与事業者」という｡)が当該事業を行う事業所

（以下「指定福祉用具貸与事業所」という｡)ごとに置くべき福祉用具専門相談員（施行令第４条第１項に規定

する福祉用具専門相談員をいう。以下同じ｡)の員数及び当該員数の算定の方法は、規則で定める。 

２ 指定福祉用具貸与事業者が次に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指

定福祉用具貸与の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる

事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項

に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

(1) 指定介護予防福祉用具貸与事業者（指定介護予防サービス等基準条例第240条第１項に規定する指定介護予

防福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ｡) 指定介護予防サービス等基準条例第240条第１項 

(2) 指定特定介護予防福祉用具販売事業者（指定介護予防サービス等基準条例第257条第１項に規定する指定特

定介護予防福祉用具販売事業者をいう。以下同じ｡) 指定介護予防サービス等基準条例第257条第１項 

(3) 指定特定福祉用具販売事業者 第268条第１項 

（管理者） 

第252条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置

かなければならない。ただし、指定福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定福祉用具貸与事

業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとす

る。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第253条 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及び器材並びに事業の運営を

行うために必要な広さの区画を有するほか、指定福祉用具貸与の提供に必要なその他の設備及び備品等を備え



号 外 １ 新  潟  県  報 平成24年12月28日(金) 

261 

なければならない。ただし、第261条第３項の規定に基づき福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場

合にあっては、福祉用具の保管又は消毒のために必要な設備又は器材を有しないことができるものとする。 

２ 前項の設備及び器材の基準は、次のとおりとする。 

(1) 福祉用具の保管のために必要な設備 

ア 清潔であること。 

イ 既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可能であること。 

(2) 福祉用具の消毒のために必要な器材 当該指定福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等

からみて適切な消毒効果を有するものであること。 

３ 指定福祉用具貸与事業者が指定介護予防福祉用具貸与事業者の指定を併せて受け、かつ、指定福祉用具貸与

の事業と指定介護予防福祉用具貸与（指定介護予防サービス等基準条例第239条に規定する指定介護予防福祉用

具貸与をいう。以下同じ｡)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介

護予防サービス等基準条例第242条第１項及び第２項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前２

項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第254条 指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定福祉用具貸与を提供した際には、そ

の利用者から利用料の一部として、当該指定福祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定福

祉用具貸与事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与を提供した際にその利用

者から支払を受ける利用料の額と、指定福祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な

差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定福祉用具貸与事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払を利用者から受

けることができる。 

４ 指定福祉用具貸与事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又は

その家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

５ 指定福祉用具貸与事業者は、あらかじめ定めた期日までに利用者から利用料又はその一部の支払がなく、そ

の後の請求にもかかわらず、正当な理由なく支払に応じない場合は、当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具を

回収すること等により、当該指定福祉用具貸与の提供を中止することができる。 

（指定福祉用具貸与の基本取扱方針） 

第255条 指定福祉用具貸与は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止並びに利用者を介護する者の負担の軽

減に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、常に、清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具を貸与しなければならない。 

３ 指定福祉用具貸与事業者は、自らその提供する指定福祉用具貸与の質の評価を行い、常にその改善を図らな

ければならない。 

（指定福祉用具貸与の具体的取扱方針） 

第256条 福祉用具専門相談員の行う指定福祉用具貸与の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、次条第１項に規定する福祉用具貸与計画に基づき、福祉用具が適

切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して

福祉用具の機能、使用方法、利用料等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得ること。 

(2) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行

うこと。 

(3) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、
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当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説

明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うこと。 

(4) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を

確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うこと。 

(5) 居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が位置づけられる場合には、当該計画に指定福祉用具貸与が必要な

理由が記載されるとともに、当該利用者に係る介護支援専門員により、必要に応じて随時その必要性が検討

された上で、継続が必要な場合にはその理由が居宅サービス計画に記載されるように必要な措置を講じるこ

と。 

（福祉用具貸与計画の作成） 

第257条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、指定福祉用具

貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した福祉用具貸与計画を作成しなけ

ればならない。この場合において、指定特定福祉用具販売の利用があるときは、第275条第１項に規定する特定

福祉用具販売計画と一体のものとして作成しなければならない。 

２ 福祉用具貸与計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿っ

て作成しなければならない。 

３ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対

して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画を作成した際には、当該福祉用具貸与計画を利用者に交付しなけ

ればならない。 

５ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握を行い、必要

に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。 

６ 第１項から第４項までの規定は、前項に規定する福祉用具貸与計画の変更について準用する。 

（運営規程） 

第258条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事

項に関する規程（以下この章において「運営規程」という｡)を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額 

(5) 通常の事業の実施地域 

(6) その他運営に関する重要事項 

（適切な研修の機会の確保） 

第259条 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具専門相談員の資質の向上のために、福祉用具に関する適切な研修

の機会を確保しなければならない。 

（福祉用具の取扱種目） 

第260条 指定福祉用具貸与事業者は、利用者の身体の状態の多様性、変化等に対応することができるよう、でき

る限り多くの種類の福祉用具を取り扱うようにしなければならない。 

（衛生管理等） 

第261条 指定福祉用具貸与事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければな

らない。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法

により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分し
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て保管しなければならない。 

３ 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定にかかわらず、福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者

に行わせることができる。この場合において、当該指定福祉用具貸与事業者は、当該委託等の契約の内容にお

いて保管又は消毒が適切な方法により行われることを担保しなければならない。 

４ 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定により福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせ

る場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければなら

ない。 

５ 指定福祉用具貸与事業者は、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。 

（掲示及び目録の備付け） 

第262条 指定福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、福祉用具専門相談員の勤務の

体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、指定福祉用具貸与事業所に、その取り

扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければならない。 

（記録の整備） 

第263条 指定福祉用具貸与事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければなら

ない。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供に関する次に掲げる記録を整備し、そ

の完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 福祉用具貸与計画 

(2) 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(3) 第261条第４項に規定する結果等の記録 

(4) 次条において準用する第27条に規定する市町村への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第38条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第40条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

（準用） 

第264条 第９条から第20条まで、第22条、第27条、第35条から第41条まで、第43条、第57条並びに第109条第１

項及び第２項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第９条中「第30条」

とあるのは「第258条」と､｢訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第11条中「以下同じ｡)」と

あるのは「以下同じ｡)、取り扱う福祉用具の種目」と、第15条第２項中「適切な指導」とあるのは「適切な相

談又は助言」と、第19条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と､｢初回訪問時及び利用者」とあるのは「利

用者」と、第20条中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第22

条中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第109条第２項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と読み替え

るものとする。 

第５節 基準該当居宅サービスに関する基準 

（福祉用具専門相談員） 

第265条 基準該当居宅サービスに該当する福祉用具貸与又はこれに相当するサービス（以下「基準該当福祉用具

貸与」という｡)の事業を行う者が、当該事業を行う事業所（以下「基準該当福祉用具貸与事業所」という｡)ご

とに置くべき福祉用具専門相談員の員数及び当該員数の算定の方法は、規則で定める。 

２ 基準該当福祉用具貸与の事業と基準該当介護予防福祉用具貸与（指定介護予防サービス等基準条例第254条第

１項に規定する基準該当介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ｡)の事業とが、同一の事業者により同一の事

業所において一体的に運営されている場合については、同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもっ

て、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 
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（準用） 

第266条 第９条から第15条まで、第17条から第20条まで、第22条、第27条、第35条から第37条まで、第38条（第

５項及び第６項を除く｡)、第39条から第41条まで、第43条、第57条、第109条第１項及び第２項、第250条、第

252条並びに第253条並びに第４節（第254条第１項及び第264条を除く｡)の規定は、基準該当福祉用具貸与の事

業に準用する。この場合において、第９条中「第30条」とあるのは「第258条」と､｢訪問介護員等」とあるのは

「福祉用具専門相談員」と、第11条中「以下同じ｡)」とあるのは「以下同じ｡)、取り扱う福祉用具の種目」と、

第15条第２項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第19条中「訪問介護員等」とあるのは

「従業者」と、第20条中「提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第41条第６項の規定により利用者に

代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第

22条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、第109

条第２項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、第254条第２項中「法定代理受領サービスに該当しない

指定福祉用具貸与」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と

読み替えるものとする。 

第13章 特定福祉用具販売 

第１節 基本方針 

第267条 指定居宅サービスに該当する特定福祉用具販売（以下「指定特定福祉用具販売」という｡)の事業は、要

介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立し

た日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な

特定福祉用具（法第８条第13項の規定により厚生労働大臣が定める特定福祉用具をいう。以下この章において

同じ｡)の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定福祉用具を販売することにより、利用者の日常生活上の便

宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（福祉用具専門相談員） 

第268条 指定特定福祉用具販売の事業を行う者（以下「指定特定福祉用具販売事業者」という｡)が当該事業を行

う事業所（以下「指定特定福祉用具販売事業所」という｡)ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数及び当該

員数の算定の方法は、規則で定める。 

２ 指定特定福祉用具販売事業者が次に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業

と指定特定福祉用具販売の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号

に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもっ

て、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

(1) 指定介護予防福祉用具貸与事業者 指定介護予防サービス等基準条例第240条第１項 

(2) 指定特定介護予防福祉用具販売事業者 指定介護予防サービス等基準条例第257条第１項 

(3) 指定福祉用具貸与事業者 第251条第１項 

（管理者） 

第269条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管

理者を置かなければならない。ただし、指定特定福祉用具販売事業所の管理上支障がない場合は、当該指定特

定福祉用具販売事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事すること

ができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第270条 指定特定福祉用具販売事業者は、事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定特定福

祉用具販売の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。 



号 外 １ 新  潟  県  報 平成24年12月28日(金) 

265 

２ 指定特定福祉用具販売事業者が指定特定介護予防福祉用具販売事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定

福祉用具販売の事業と指定特定介護予防福祉用具販売（指定介護予防サービス等基準条例第256条に規定する指

定特定介護予防福祉用具販売をいう。以下同じ｡)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場

合については、指定介護予防サービス等基準条例第259条第１項に規定する設備に関する基準を満たすことをも

って、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（サービスの提供の記録） 

第271条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売を提供した際には、提供した具体的なサービス

の内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、そ

の情報を利用者に対して提供しなければならない。 

（販売費用の額等の受領） 

第272条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売を提供した際には、法第44条第３項に規定する

現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額（以下「販売費用の額」という｡)の支払を受けるものとする。 

２ 指定特定福祉用具販売事業者は、前項の支払を受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払を利用者から

受けることができる。 

３ 指定特定福祉用具販売事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者

又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（保険給付の申請に必要となる書類等の交付） 

第273条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売に係る販売費用の額の支払を受けた場合は、次

に掲げる事項を記載した書面を利用者に対して交付しなければならない。 

(1) 当該指定特定福祉用具販売事業所の名称 

(2) 販売した特定福祉用具の種目、品目の名称及び販売費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明

書 

(3) 領収書 

(4) 当該特定福祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要 

（指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針） 

第274条 福祉用具専門相談員の行う指定特定福祉用具販売の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、次条第１項に規定する特定福祉用具販売計画に基づき、特定

福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の

文書を示して特定福祉用具の機能、使用方法、販売費用の額等に関する情報を提供し、個別の特定福祉用具

の販売に係る同意を得ること。 

(2) 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、

点検を行うこと。 

(3) 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて特定福祉用具の調整を行うと

ともに、当該特定福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明

を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該特定福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うこと。 

(4) 居宅サービス計画に指定特定福祉用具販売が位置づけられる場合には、当該計画に指定特定福祉用具販売

が必要な理由が記載されるように必要な措置を講じること。 

（特定福祉用具販売計画の作成） 

第275条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、指定特定福祉

用具販売の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した特定福祉用具販売計画を作

成しなければならない。この場合において、指定福祉用具貸与の利用があるときは、第257条第１項に規定する
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福祉用具貸与計画と一体のものとして作成しなければならない。 

２ 特定福祉用具販売計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に

沿って作成しなければならない。 

３ 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族

に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画を作成した際には、当該特定福祉用具販売計画を利用者に交

付しなければならない。 

（記録の整備） 

第276条 指定特定福祉用具販売事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければ

ならない。 

２ 指定特定福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定福祉用具販売の提供に関する次に掲げる記録を整

備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 特定福祉用具販売計画 

(2) 第271条に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(3) 次条において準用する第27条に規定する市町村への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第38条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第40条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

（準用） 

第277条 第９条から第15条まで、第17条から第19条まで、第27条、第33条、第35条から第41条まで、第43条、第

57条、第109条第１項及び第２項、第255条、第258条から第260条まで並びに第262条の規定は、指定特定福祉用

具販売の事業について準用する。この場合において、第９条中「第30条」とあるのは「第277条において準用す

る第258条」と､｢訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第11条中「以下同じ｡)」とあるのは「以

下同じ｡)、取り扱う特定福祉用具の種目」と、第15条第２項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助

言」と、第19条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と､｢初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」

と、第109条第２項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、第255条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉

用具」と､｢貸与」とあるのは「販売」と、第258条中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第259条及び

第260条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と読み替えるものとする。 

第14章 雑則 

（委任） 

第278条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成15年４月１日以前に法第41条第１項に規定する指定居宅サービス（以下「指定居宅サービス」という｡)

に該当する短期入所生活介護の事業を行っている事業所（同日において建築中のものであって、同月２日以降

に指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行う事業所となったものを含む。以下「平成15年前

指定短期入所生活介護事業所」という｡)であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準等の一部を改正する省令（平成23年厚生労働省令第106号）による改正前の基準省令（以下「指定居宅サー

ビス等旧基準」という｡)第140条の16第１項に規定する一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所であるもの

（平成23年９月１日において現に改修、改築又は増築中の平成15年前指定短期入所生活介護事業所（基準省令

第140条の２に規定するユニット型指定短期入所生活介護を行う事業所を除く｡)であって、同日後に指定居宅サ
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ービス等旧基準第140条の16第１項に規定する一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所に該当することとな

るものを含む｡)については、同日後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。 

３ 平成17年10月１日以前に指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護の事業を行っている事業所（同日に

おいて建築中のものであって、同月２日以降に指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護の事業を行う事

業所となったものを含む。以下「平成17年前指定短期入所療養介護事業所」という｡)であって、指定居宅サー

ビス等旧基準第155条の15第１項に規定する一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所であるもの（平成23

年９月１日において現に改修、改築又は増築中の平成17年前指定短期入所療養介護事業所（基準省令155条の４

第１項に規定するユニット型指定短期入所療養介護事業所を除く｡)であって、同日後に指定居宅サービス等旧

基準第155条の15第１項に規定する一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所に該当することとなるものを含

む｡)については、同日後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。 

４ この条例の施行の日前に基準省令第103条（基準省令第105条の19、第109条、第119条、第140条（第140条の

13において準用する場合を含む｡)、第140条の32、第155条（第155条の12において準用する場合を含む｡)、第192

条及び第192条の12において準用する場合を含む｡)又は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図

るための関係法律の整備に関する法律（平成23年法律第37号）附則第６条の規定により条例が施行されるまで

の間において同法第18条の規定による改正後の法第42条第１項第２号及び法第74条第２項に規定する条例で定

める基準とみなされることとされた基準省令第103条（基準省令第105条の19、第109条、第119条、第140条（第

140条の13において準用する場合を含む｡)、第140条の32、第155条（第155条の12において準用する場合を含む｡)、

第192条及び第192条の12において準用する場合を含む｡)の規定に基づき策定された非常災害に関する具体的計

画は、平成26年３月31日までの間は、第111条（第132条、第136条、第147条、第169条（第182条において準用

する場合を含む｡)、第189条、第205条（第217条において準用する場合を含む｡)、第238条及び第249条において

準用する場合を含む｡)の規定に基づき策定された非常災害に関する具体的計画とみなす。 
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新潟県条例第66号 

新潟県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準（第３条－第33条） 

第３章 ユニット型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準（第34条－第44条） 

第４章 地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準（第45条－第50条） 

第５章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準（第51条－第

54条） 

第６章 雑則（第55条） 

附則 

第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、老人福祉法（昭和38年法律第133号。以下「法」という｡)第17条第１項の規定に基づき、特

別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

第２章 基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準 

 （基本方針） 

第３条 特別養護老人ホームは、入所者に対し、健全な環境の下で、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有す

る職員による適切な処遇を行うよう努めなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念

頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世

話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。 

３ 特別養護老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って処遇を行うように努め

なければならない。 

４ 特別養護老人ホームは、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市

町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提

供する者との密接な連携に努めなければならない。 

 （構造設備の一般原則） 

第４条 特別養護老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等の入所者の保健衛生に関する事項及

び防災について十分考慮されたものでなければならない。 

 （設備の専用） 

第５条 特別養護老人ホームの設備は、専ら当該特別養護老人ホームの用に供するものでなければならない。た

だし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。 

 （職員の資格要件） 

第６条 特別養護老人ホームの長（以下「施設長」という｡)は、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第19条第１

項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有

すると認められる者でなければならない。 

２ 生活相談員は、社会福祉法第19条第１項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると

認められる者でなければならない。 
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３ 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能

力を有すると認められる者でなければならない。 

 （職員の専従） 

第７条 特別養護老人ホームの職員は、専ら当該特別養護老人ホームの職務に従事する者でなければならない。

ただし、特別養護老人ホーム（ユニット型特別養護老人ホーム（第34条に規定するユニット型特別養護老人ホ

ームをいう。以下この条において同じ｡)を除く。以下この条において同じ｡)及びユニット型特別養護老人ホー

ムを併設する場合、特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホーム（第51条に規定するユ

ニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下この条において同じ｡)を併設する場合、地域密着型特別

養護老人ホーム（第45条に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいい、ユニット型地域密着型特別養護老

人ホームを除く。以下この条において同じ｡)及びユニット型特別養護老人ホームを併設する場合又は地域密着

型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームを併設する場合の介護職員及び看護職員

（第42条第２項の規定に基づき配置される看護職員に限る｡)を除き、入所者の処遇に支障がない場合は、この

限りでない。 

 （運営規程） 

第８条 特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければ

ならない。 

(1) 施設の目的及び運営の方針 

(2) 職員の職種、数及び職務の内容 

(3) 入所定員 

(4) 入所者の処遇の内容及び費用の額 

(5) 施設の利用に当たっての留意事項 

(6) 非常災害対策 

(7) その他施設の運営に関する重要事項 

 （非常災害対策） 

第９条 特別養護老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、当該特別養

護老人ホームの所在する地域の環境及び入所者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害

に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に

周知しなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければなら

ない。 

 （記録の整備） 

第10条 特別養護老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保

存しなければならない。 

(1) 入所者の処遇に関する計画 

(2) 行った具体的な処遇の内容等の記録 

(3) 第16条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得

ない理由の記録 

(4) 第30条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(5) 第32条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

 （設備の基準） 

第11条 特別養護老人ホームの建物（入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く｡)は、耐火建築物
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（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第９号の２に規定する耐火建築物をいう。以下同じ｡)でなければ

ならない。ただし、規則で定める要件を満たす２階建て又は平屋建ての特別養護老人ホームの建物にあっては、

準耐火建築物（同条第９号の３に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ｡)とすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規

則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入所者の安全性

が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

３ 特別養護老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を

利用することにより当該特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の

処遇に支障がないときは、次に掲げる設備の一部を設けないことができる。 

(1) 居室  

(2) 静養室 

(3) 食堂 

(4) 浴室  

(5) 洗面設備 

(6) 便所  

(7) 医務室 

(8) 調理室 

(9) 介護職員室 

(10) 看護職員室 

(11) 機能訓練室 

(12) 面談室 

(13) 洗濯室又は洗濯場 

(14) 汚物処理室 

(15) 介護材料室 

(16) 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備 

４ 一の居室の定員は、１人とする。ただし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める員数とす

ることができる。 

(1) 入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合 ２人 

(2) 居室が規則で定める要件を満たしており、かつ、地域の実情を勘案し、特に必要と認められる場合 ２人

以上４人以下 

５ 第３項の設備は、入所者の処遇の向上及び職員の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して

整備するよう努めなければならない。 

６ 前２項に規定するもののほか、第３項各号に掲げる設備の基準は、規則で定める。 

 （職員の配置の基準） 

第12条 特別養護老人ホームには、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、入所定員が40人を超えな

い特別養護老人ホームにあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該特別養護老人

ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第５号の栄

養士を置かないことができる。 

(1) 施設長 

(2) 医師 

(3) 生活相談員 

(4) 介護職員又は看護師若しくは准看護師（以下「看護職員」という｡) 
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(5) 栄養士 

(6) 機能訓練指導員 

(7) 調理員、事務員その他の職員 

２ 前項各号に掲げる職員の数及びその算出の方法等は、規則で定める。 

 （サービス提供困難時の対応） 

第13条 特別養護老人ホームは、入所予定者が入院治療を必要とする場合その他入所予定者に対し自ら適切な便

宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設を紹介する等の適切

な措置を速やかに講じなければならない。 

 （入退所） 

第14条 特別養護老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援（介護保険法（平成

９年法律第123号）第８条第23項に規定する居宅介護支援をいう。以下同じ｡)を行う者に対する照会等により、

その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等（同項に規定する指定居宅サービス等をいう｡)の利

用状況等の把握に努めなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日

常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなければならない。 

３ 前項の検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員等の職員の間で協議しなければならない。 

４ 特別養護老人ホームは、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営む

ことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる

環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。 

５ 特別養護老人ホームは、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画（介護保険法第８条第23項に規定する

居宅サービス計画をいう｡)の作成等の援助に資するため、居宅介護支援を行う者に対する情報の提供に努める

ほか、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

 （入所者の処遇に関する計画） 

第15条 特別養護老人ホームは、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境、その者及びその家

族の希望等を勘案し、その者の同意を得て、その者の処遇に関する計画を作成しなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画について、入所者の処遇の状況等を勘案し、必要な見直

しを行わなければならない。 

 （処遇の方針） 

第16条 特別養護老人ホームは、入所者について、その者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、そ

の者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当適切に行わなければならない。 

２ 入所者の処遇は、入所者の処遇に関する計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して、行

わなければならない。 

３ 特別養護老人ホームの職員は、入所者の処遇に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、

処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

４ 特別養護老人ホームは、入所者の処遇に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」

という｡)を行ってはならない。 

５ 特別養護老人ホームは、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

６ 特別養護老人ホームは、自らその行う処遇の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

 （介護） 

第17条 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な
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技術をもって行われなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは、１週間に２回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければ

ならない。 

３ 特別養護老人ホームは、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立につい

て必要な援助を行わなければならない。 

４ 特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。 

５ 特別養護老人ホームは、 褥
じよく

瘡
そう

が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体

制を整備しなければならない。 

６ 特別養護老人ホームは、入所者に対し、前各項に規定するもののほか、離床、着替え、整容等の介護を適切

に行わなければならない。 

７ 特別養護老人ホームは、常時１人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。 

８ 特別養護老人ホームは、入所者に対し、その負担により、当該特別養護老人ホームの職員以外の者による介

護を受けさせてはならない。 

 （食事） 

第18条 特別養護老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮した食事を、適切な時間に提供

しなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事をとることを支援しなければならない。 

 （相談及び援助） 

第19条 特別養護老人ホームは、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所

者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

 （社会生活上の便宜の提供等） 

第20条 特別養護老人ホームは、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行

わなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又は

その家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。 

３ 特別養護老人ホームは、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を

確保するよう努めなければならない。 

４ 特別養護老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。 

 （機能訓練） 

第21条 特別養護老人ホームは、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を

改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。 

 （健康管理） 

第22条 特別養護老人ホームの医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持

のための適切な措置を採らなければならない。 

 （入所者の入院期間中の取扱い） 

第23条 特別養護老人ホームは、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院

後おおむね３月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必

要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該特別養護老

人ホームに円滑に入所することができるようにしなければならない。 

 （施設長の責務） 

第24条 施設長は、特別養護老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなけ

ればならない。 
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２ 施設長は、職員に第８条から第10条まで、第13条から前条まで及び次条から第33条までの規定を遵守させる

ために必要な指揮命令を行うものとする。 

 （勤務体制の確保等） 

第25条 特別養護老人ホームは、入所者に対し、適切な処遇を行うことができるよう、職員の勤務の体制を定め

ておかなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームの職員によって処遇を行わなければならない。ただし、入

所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 特別養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 

 （定員の遵守） 

第26条 特別養護老人ホームは、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害その他

のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

 （衛生管理等） 

第27条 特別養護老人ホームは、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管

理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならな

い。 

２ 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよ

うに、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該特別養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員

会をおおむね３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を図

ること。 

(2) 当該特別養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該特別養護老人ホームにおいて、介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の

防止のための研修を定期的に実施すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、規則で定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に

沿った対応を行うこと。 

 （協力病院等） 

第28条 特別養護老人ホームは、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力病院を定めておかな

ければならない。 

２ 特別養護老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。 

 （秘密保持等） 

第29条 特別養護老人ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏

らしてはならない。 

２ 特別養護老人ホームは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の

秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

 （苦情処理） 

第30条 特別養護老人ホームは、その行った処遇に関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応

するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

３ 特別養護老人ホームは、その行った処遇に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助

言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 特別養護老人ホームは、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければ

ならない。 
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 （地域との連携等） 

第31条 特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を

行う等の地域との交流を図らなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、その提供したサービスに関する入所者からの苦情に関して、

市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければ

ならない。 

 （事故発生の防止及び発生時の対応） 

第32条 特別養護老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次に定める措置を講じなければなら

ない。 

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整

備すること。 

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を

通した改善策について、職員に周知徹底を図る体制を整備すること。 

(3) 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。 

２ 特別養護老人ホームは、入所者の処遇により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連

絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

３ 特別養護老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 

４ 特別養護老人ホームは、入所者の処遇により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わな

ければならない。 

 （暴力団等の排除） 

第33条 特別養護老人ホームは、その運営について、新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第３

条に規定する基本理念にのっとり、同条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員

等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。 

第３章 ユニット型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準 

（この章の趣旨） 

第34条 前章（第12条を除く｡)の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老人ホーム（施設の全部において少数

の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室（当該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むた

めの場所をいう。以下同じ｡)により一体的に構成される場所（以下「ユニット」という｡)ごとに入居者の日常

生活が営まれ、これに対する支援が行われる特別養護老人ホームをいう。以下同じ｡)の基本方針並びに設備及

び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。 

 （基本方針） 

第35条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、入居者へのサービスの提

供に関する計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居

後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自

律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。 

２ ユニット型特別養護老人ホームは、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、老人の福祉を

増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な

連携に努めなければならない。 

 （運営規程） 

第36条 ユニット型特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めてお

かなければならない。 

(1) 施設の目的及び運営の方針 
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(2) 職員の職種、数及び職務の内容 

(3) 入居定員 

(4) ユニットの数及びユニットごとの入居定員 

(5) 入居者へのサービスの提供の内容及び費用の額 

(6) 施設の利用に当たっての留意事項 

(7) 非常災害対策 

(8) その他施設の運営に関する重要事項 

 （設備の基準） 

第37条 ユニット型特別養護老人ホームの建物（入居者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く｡)は、

耐火建築物でなければならない。ただし、規則で定める要件を満たす２階建て又は平屋建てのユニット型特別

養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規

則で定める要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入居

者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

３ ユニット型特別養護老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設

等の設備を利用することにより当該ユニット型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場

合であって、入居者へのサービスの提供に支障がないときは、次の各号（第１号を除く｡)に掲げる設備の一部

を設けないことができる。 

(1) ユニット 

(2) 浴室 

(3) 医務室 

(4) 調理室 

(5) 洗濯室又は洗濯場 

(6) 汚物処理室 

(7) 介護材料室 

(8) 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備 

４ ユニットの一の居室の定員は、１人とする。ただし、入居者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、

２人とすることができる。 

５ 第３項の設備は、入居者へのサービスの向上及び職員の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に配

慮して整備するよう努めなければならない。 

６ 前２項に規定するもののほか、第３項各号に掲げる設備の基準は、規則で定める。 

 （サービスの取扱方針） 

第38条 入居者へのサービスの提供は、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿

って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、入居者へのサービスの提供に関する計画に基づき、

入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行

われなければならない。 

２ 入居者へのサービスの提供は、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができ

るよう配慮して行われなければならない。 

３ 入居者へのサービスの提供は、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。 

４ 入居者へのサービスの提供は、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の

軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならな

い。 
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５ ユニット型特別養護老人ホームの職員は、入居者へのサービスの提供に当たって、入居者又はその家族に対

し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

６ ユニット型特別養護老人ホームは、入居者へのサービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

７ ユニット型特別養護老人ホームは、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

８ ユニット型特別養護老人ホームは、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなけ

ればならない。 

 （介護） 

第39条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援す

るよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じ

て、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。 

３ ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができる

よう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、

清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。 

４ ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立につい

て必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立を図りつ

つ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。 

６ ユニット型特別養護老人ホームは、 褥
じよく

瘡
そう

が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防す

るための体制を整備しなければならない。 

７ ユニット型特別養護老人ホームは、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日

常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 

８ ユニット型特別養護老人ホームは、常時１人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。 

９ ユニット型特別養護老人ホームは、入居者に対し、その負担により、当該ユニット型特別養護老人ホームの

職員以外の者による介護を受けさせてはならない。 

 （食事） 

第40条 ユニット型特別養護老人ホームは、栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮した食事を提供しな

ければならない。 

２ ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について

必要な支援を行わなければならない。 

３ ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入

居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事をとることができるよう必要な時間を確保しなければ

ならない。 

４ ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重し

つつ、入居者が共同生活室で食事をとることを支援しなければならない。 

 （社会生活上の便宜の提供等） 

第41条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の嗜
し

好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供

するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。 

２ ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、

その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。 
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３ ユニット型特別養護老人ホームは、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交流

等の機会を確保するよう努めなければならない。 

４ ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。 

 （勤務体制の確保等） 

第42条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者に対し、適切なサービスを提供することができるよう、職員

の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続

性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次に定める職員配置を行わなければならない。 

(1) 昼間については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 

(2) 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従

事する職員として配置すること。 

(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

３ ユニット型特別養護老人ホームは、当該ユニット型特別養護老人ホームの職員によってサービスを提供しな

ければならない。ただし、入居者へのサービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでな

い。 

４ ユニット型特別養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければなら

ない。 

 （定員の遵守） 

第43条 ユニット型特別養護老人ホームは、ユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはなら

ない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

 （準用） 

第44条 第４条から第７条まで、第９条、第10条、第13条から第15条まで、第19条、第21条から第24条まで及び

第27条から第33条までの規定は、ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第10

条第２項第３号中「第16条第５項」とあるのは「第38条第７項」と、同項第４号中「第30条第２項」とあるの

は「第44条において準用する第30条第２項」と、同項第５号中「第32条第３項」とあるのは「第44条において

準用する第32条第３項」と、第24条第２項中「第８条から第10条まで、第13条から前条まで及び次条から第33

条まで」とあるのは「第36条及び第38条から第43条まで並びに第44条において準用する第９条、第10条、第13

条から第15条まで、第19条、第21条から第23条まで及び第27条から第33条まで」と読み替えるものとする。 

第４章 地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準 

 （この章の趣旨） 

第45条 前２章の規定にかかわらず、地域密着型特別養護老人ホーム（入所定員が29人以下の特別養護老人ホー

ムをいう。以下同じ｡)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。 

 （設備の基準） 

第46条 地域密着型特別養護老人ホームの建物（入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く｡)は、

耐火建築物でなければならない。ただし、規則で定める要件を満たす２階建て又は平屋建ての地域密着型特別

養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規

則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての地域密着型特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入所

者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

３ 地域密着型特別養護老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設

等の設備を利用することにより当該地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場

合であって、入所者の処遇に支障がないときは、次に掲げる設備の一部を設けないことができる。 
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(1) 居室 

(2) 静養室 

(3) 食堂 

(4) 浴室 

(5) 洗面設備 

(6) 便所 

(7) 医務室 

(8) 調理室 

(9) 介護職員室 

(10) 看護職員室 

(11) 機能訓練室 

(12) 面談室 

(13) 洗濯室又は洗濯場 

(14) 汚物処理室 

(15) 介護材料室 

(16) 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備 

４ 一の居室の定員は、１人とする。ただし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める員数とす

ることができる。 

(1) 入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合 ２人 

(2) 居室が規則で定める要件を満たしており、かつ、地域の実情を勘案し、特に必要と認められる場合 ２人

以上４人以下 

５ 第３項の設備は、入所者の処遇の向上及び職員の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して

整備するよう努めなければならない。 

６ 前２項に規定するもののほか、第３項各号に掲げる設備の基準は、規則で定める。 

 （職員の配置の基準） 

第47条 地域密着型特別養護老人ホームには、次に掲げる職員を置かなければならない。 

(1) 施設長 

(2) 医師 

(3) 生活相談員 

(4) 介護職員又は看護職員 

(5) 栄養士 

(6) 機能訓練指導員 

(7) 調理員、事務員その他の職員 

２ 前項各号に掲げる職員の数及びその算出の方法等は、規則で定める。 

 （介護） 

第48条 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な

技術をもって行われなければならない。 

２ 地域密着型特別養護老人ホームは、１週間に２回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しき

しなければならない。 

３ 地域密着型特別養護老人ホームは、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの

自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 地域密着型特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければ
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ならない。 

５ 地域密着型特別養護老人ホームは、 褥
じよく

瘡
そう

が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防す

るための体制を整備しなければならない。 

６ 地域密着型特別養護老人ホームは、入所者に対し、前各項に規定するもののほか、離床、着替え、整容等の

介護を適切に行わなければならない。 

７ 地域密着型特別養護老人ホームは、常時１人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。 

８ 地域密着型特別養護老人ホームは、入所者に対し、その負担により、当該地域密着型特別養護老人ホームの

職員以外の者による介護を受けさせてはならない。 

 （地域との連携等） 

第49条 地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、入所者、入所者の家族、地域住民の代表者、

当該地域密着型特別養護老人ホームが所在する市町村の職員又は当該地域密着型特別養護老人ホームが所在す

る区域を管轄する介護保険法第115条の46第１項に規定する地域包括支援センターの職員、地域密着型特別養護

老人ホームについて知見を有する者等により構成される協議会（以下「運営推進会議」という｡)を設置し、お

おむね２月に１回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、

運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

２ 地域密着型特別養護老人ホームは、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、

当該記録を公表するものとする。 

３ 地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び

協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 

４ 地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、その提供したサービスに関する入所者からの苦

情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう

努めなければならない。 

 （準用） 

第50条 第３条から第10条まで、第13条から第16条まで、第18条から第30条まで、第32条及び第33条の規定は、

地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第10条第２項第３号中「第16条第５項」

とあるのは「第50条において準用する第16条第５項」と、同項第４号中「第30条第２項」とあるのは「第50条

において準用する第30条第２項」と、同項第５号中「第32条第３項」とあるのは「第50条において準用する第

32条第３項」と、第24条第２項中「第８条から第10条まで、第13条から前条まで及び次条から第33条まで」と

あるのは「第48条及び第49条並びに第50条において準用する第８条から第10条まで、第13条から第16条まで、

第18条から第23条まで、第25条から第30条まで、第32条及び第33条」と読み替えるものとする。 

第５章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準 

 （この章の趣旨） 

第51条 前３章（第47条を除く｡)の規定にかかわらず、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム（施設の全部

においてユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる地域密着型特別養護老人ホ

ームをいう。以下同じ｡)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによ

る。 

 （設備の基準） 

第52条 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物（入居者の日常生活のために使用しない附属の建物を

除く｡)は、耐火建築物でなければならない。ただし、規則で定める要件を満たす２階建て又は平屋建てのユニ

ット型地域密着型特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規

則で定める要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物であって、火災
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に係る入居者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

３ ユニット型地域密着型特別養護老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社

会福祉施設等の設備を利用することにより当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期

待することができる場合であって、入居者へのサービスの提供に支障がないときは、次の各号（第１号を除く｡)

に掲げる設備の一部を設けないことができる。 

(1) ユニット 

(2) 浴室 

(3) 医務室 

(4) 調理室 

(5) 洗濯室又は洗濯場 

(6) 汚物処理室 

(7) 介護材料室 

(8) 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備 

４ ユニットの一の居室の定員は、１人とする。ただし、入居者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、

２人とすることができる。 

５ 第３項の設備は、入居者へのサービスの向上及び職員の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に配

慮して整備するよう努めなければならない。 

６ 前２項に規定するもののほか、第３項各号に掲げる設備の基準は、規則で定める。 

 （介護） 

第53条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援す

るよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状

況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。 

３ ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むこ

とができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない

場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。 

４ ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの

自立について必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自

立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。 

６ ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、 褥
じよく

瘡
そう

が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発

生を予防するための体制を整備しなければならない。 

７ ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、

整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 

８ ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、常時１人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。 

９ ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者に対し、その負担により、当該ユニット型地域密着型

特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。 

 （準用） 

第54条 第４条から第７条まで、第９条、第10条、第13条から第15条まで、第19条、第21条から第24条まで、第

27条から第30条まで、第32条、第33条、第35条、第36条、第38条、第40条から第43条まで及び第49条の規定は、

ユニット型地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第10条第２項第３号中「第

16条第５項」とあるのは「第54条において準用する第38条第７項」と、同項第４号中「第30条第２項」とある
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のは「第54条において準用する第30条第２項」と、同項第５号中「第32条第３項」とあるのは「第54条におい

て準用する第32条第３項」と、第24条第２項中「第８条から第10条まで、第13条から前条まで及び次条から第

33条まで」とあるのは「第53条並びに第54条において準用する第９条、第10条、第13条から第15条まで、第19

条、第21条から第23条まで、第27条から第30条まで、第32条、第33条、第36条、第38条、第40条から第43条ま

で及び第49条」と読み替えるものとする。 

第６章 雑則 

 （委任） 

第55条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 昭和62年３月９日前から存する特別養護老人ホーム（平成16年４月１日以降に全面的に改築されたものを除

く｡)については、第11条第３項第14号、第37条第３項第６号、第46条第３項第14号及び第52条第３項第６号の

規定は、当分の間、適用しない。 

３ 平成15年４月１日以前に法第15条の規定により設置されている特別養護老人ホーム（同日において建築中の

ものであって、同月２日以降に同条の規定により設置されたものを含む。以下「平成15年前特別養護老人ホー

ム」という｡)であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省

令（平成23年厚生労働省令第106号）による改正前の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成11

年厚生省令第46号。以下「特別養護老人ホーム旧基準」という｡)第43条に規定する一部ユニット型特別養護老

人ホームであるもの（平成23年９月１日に改修、改築又は増築中の平成15年前特別養護老人ホーム（第34条に

規定するユニット型特別養護老人ホームを除く｡)であって、同日後に特別養護老人ホーム旧基準第43条に規定

する一部ユニット型特別養護老人ホームに該当することとなるものを含む｡)のうち、介護保険法第48条第１項

の指定を受けている介護老人福祉施設であるものについては、この条例の施行後最初の指定の更新までの間は、

なお従前の例によることができる。 

４ この条例の施行の際現に存する特別養護老人ホーム（基本的な設備が完成しているものを含み、この条例の

施行後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く｡)における第11条第４項及び第46条第４項の規定の適

用については、第11条第４項本文及び第46条第４項本文中「１人」とあるのは「４人以下」とし、第11条第４

項ただし書及び第46条第４項ただし書の規定は、適用しない。 

５ この条例の施行の日前に特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（以下「基準省令」という｡)第８

条第１項（基準省令第42条、第59条及び第63条において準用する場合を含む｡)又は地域の自主性及び自立性を

高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成23年法律第37号）附則第７条の規定

によりこの条例が施行されるまでの間において同法第15条の規定による改正後の法第17条第１項に規定する条

例で定める基準とみなされることとされた基準省令第８条第１項（基準省令第42条、第59条及び第63条におい

て準用する場合を含む｡)の規定に基づき策定された非常災害に関する具体的計画は、平成26年３月31日までの

間は、第９条第１項（第44条、第50条及び第54条において準用する場合を含む｡)の規定に基づき策定された非

常災害に関する具体的計画とみなす。 
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新潟県条例第67号 

新潟県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、老人福祉法（昭和38年法律第133号。以下「法」という｡)第17条第１項の規定に基づき、養

護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

（基本方針） 

第３条 養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画（以下「処遇計画」という｡)に基づき、社会復帰の促進

及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立し

た日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。 

２ 養護老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って処遇を行うように努めなけ

ればならない。 

３ 養護老人ホームは、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福

祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇に努めるとともに、市町村、老人の福祉を増進す

ることを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に

努めなければならない。 

（構造設備の一般原則） 

第４条 養護老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項及び防災

について十分考慮されたものでなければならない。 

（設備の専用） 

第５条 養護老人ホームの設備は、専ら当該養護老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入

所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。 

（職員の資格要件） 

第６条 養護老人ホームの長（以下「施設長」という｡)は、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第19条第１項各

号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有する

と認められる者でなければならない。 

２ 生活相談員は、社会福祉法第19条第１項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると

認められる者でなければならない。 

（職員の専従） 

第７条 養護老人ホームの職員は、専ら当該養護老人ホームの職務に従事することができる者をもって充てなけ

ればならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。 

（運営規程） 

第８条 養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければなら

ない。 

(1) 施設の目的及び運営の方針 

(2) 職員の職種、数及び職務の内容 

(3) 入所定員 

(4) 入所者の処遇の内容 

(5) 施設の利用に当たっての留意事項 

(6) 非常災害対策 

(7) その他施設の運営に関する重要事項 
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（非常災害対策） 

第９条 養護老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、当該養護老人ホ

ームの所在する地域の環境及び入所者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に対する

具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しな

ければならない。 

２ 養護老人ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

（記録の整備） 

第10条 養護老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存し

なければならない。 

(1) 処遇計画 

(2) 行った具体的な処遇の内容等の記録 

(3) 第17条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得

ない理由の記録 

(4) 第28条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(5) 第30条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

（規模） 

第11条 養護老人ホームは、20人以上（特別養護老人ホームに併設する場合にあっては、10人以上）の人員を入

所させることができる規模を有しなければならない。 

（設備の基準） 

第12条 養護老人ホームの建物（入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く｡)は、耐火建築物（建

築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第９号の２に規定する耐火建築物をいう。以下同じ｡)又は準耐火建築

物（同条第９号の３に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ｡)でなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規

則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての養護老人ホームの建物であって、火災に係る入所者の安全性が確

保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

３ 養護老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用

することにより、施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないとき

は、設備の一部を設けないことができる。 

(1) 居室 

(2) 静養室 

(3) 食堂 

(4) 集会室 

(5) 浴室 

(6) 洗面所 

(7) 便所 

(8) 医務室 

(9) 調理室 

(10) 宿直室 

(11) 職員室 

(12) 面談室 

(13) 洗濯室又は洗濯場 
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(14) 汚物処理室 

(15) 霊安室 

(16) 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備 

４ 前項各号に掲げる設備の基準は、規則で定める。 

（職員の配置の基準） 

第13条 養護老人ホームには、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、特別養護老人ホームに併設す

る入所定員50人未満の養護老人ホーム（併設する特別養護老人ホームの栄養士との連携を図ることにより当該

養護老人ホームの効果的な運営を期待することができ、かつ、入所者の処遇に支障がないものに限る｡)にあっ

ては第６号の栄養士を、調理業務の全部を委託する養護老人ホームにあっては第７号の調理員を置かないこと

ができる。 

(1) 施設長 

(2) 医師 

(3) 生活相談員 

(4) 支援員 

(5) 看護師又は准看護師（以下「看護職員」という｡) 

(6) 栄養士 

(7) 調理員、事務員その他の職員 

２ 前項各号に掲げる職員の数及びその算出の方法等は、規則で定める。 

（居室の定員） 

第14条 一の居室の定員は、１人とする。ただし、入所者への処遇上必要と認められる場合には、２人とするこ

とができる。 

（入退所） 

第15条 養護老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努め

なければならない。 

２ 養護老人ホームは、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生

活を営むことができるかどうかについて常に配慮しなければならない。 

３ 養護老人ホームは、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むこと

ができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる生活

環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助に努めなければならない。 

４ 養護老人ホームは、入所者の退所に際しては、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な

連携に努めなければならない。 

５ 養護老人ホームは、入所者の退所後も、必要に応じ、当該入所者及びその家族等に対する相談援助を行うと

ともに、適切な援助に努めなければならない。 

（処遇計画） 

第16条 施設長は、生活相談員に処遇計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 

２ 生活相談員は、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境、その者及びその家族の希望等を

勘案し、他の職員と協議の上、その者の処遇計画を作成しなければならない。 

３ 生活相談員は、処遇計画について、入所者の処遇の状況等を勘案し、必要な見直しを行わなければならない。 

（処遇の方針） 

第17条 養護老人ホームは、入所者について、その者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる

ように、その心身の状況等に応じて、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を妥

当適切に行わなければならない。 
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２ 入所者の処遇は、処遇計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して、行わなければならな

い。 

３ 養護老人ホームの職員は、入所者の処遇に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族

に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

４ 養護老人ホームは、入所者の処遇に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するた

め緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」とい

う｡)を行ってはならない。 

５ 養護老人ホームは、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

（食事） 

第18条 養護老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮した食事を、適切な時間に提供しな

ければならない。 

（生活相談等） 

第19条 養護老人ホームは、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又

はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

２ 養護老人ホームは、入所者に対し、処遇計画に基づき、自立した日常生活を営むために必要な指導及び訓練

その他の援助を行わなければならない。 

３ 養護老人ホームは、要介護認定（介護保険法（平成９年法律第123号）第19条第１項に規定する要介護認定を

いう｡)の申請等、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族

において行うことが困難である場合は、当該入所者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行わなければなら

ない。 

４ 養護老人ホームは、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保

するよう努めなければならない。 

５ 養護老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。 

６ 養護老人ホームは、入所者に対し、退所後の地域における生活を念頭に置きつつ、自立的な生活に必要な援

助を適切に行わなければならない。 

７ 養護老人ホームは、１週間に２回以上、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。 

８ 養護老人ホームは、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーション行事を行わなければならない。 

（居宅サービス等の利用） 

第20条 養護老人ホームは、入所者が要介護状態等（介護保険法第２条第１項に規定する要介護状態等をいう｡)

となった場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等（同法第23条に規定

する居宅サービス等をいう。以下同じ｡)を受けることができるよう、必要な措置を講じなければならない。 

（健康管理） 

第21条 養護老人ホームは、入所者について、その入所時及び毎年定期に２回以上健康診断を行わなければなら

ない。 

（施設長の責務） 

第22条 施設長は、養護老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければ

ならない。 

２ 施設長は、職員に第８条から第10条まで、第15条から前条まで及び次条から第31条までの規定を遵守させる

ために必要な指揮命令を行うものとする。 

（生活相談員の責務） 

第23条 生活相談員は、処遇計画を作成し、それに沿った支援が行われるよう必要な調整を行うほか、次に掲げ
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る業務を行わなければならない。 

(1) 入所者の居宅サービス等の利用に際し、介護保険法第８条第23項に規定する居宅サービス計画又は同法第

８条の２第18項に規定する介護予防サービス計画の作成等に資するため、同法第８条第23項に規定する居宅

介護支援事業又は同法第８条の２第18項に規定する介護予防支援事業を行う者と密接な連携を図るほか、居

宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めること。 

(2) 第28条第２項に規定する苦情の内容等の記録を行うこと。 

(3) 第30条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った措置についての記録を行うこと。 

２ 主任生活相談員は、前項に規定する業務のほか、養護老人ホームへの入所に際しての調整、他の生活相談員

に対する技術指導等の内容の管理を行うものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、生活相談員が置かれていない外部サービス利用型養護老人ホームにあっては、

主任支援員が前２項に掲げる業務を行うものとする。 

（勤務体制の確保等） 

第24条 養護老人ホームは、入所者に対し、適切な処遇を行うことができるよう、職員の勤務の体制を定めてお

かなければならない。 

２ 前項の職員の勤務体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送るために継続性を重視した処

遇を行うことができるよう配慮しなければならない。 

３ 養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 

（衛生管理等） 

第25条 養護老人ホームは、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に

努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 

２ 養護老人ホームは、当該養護老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次

に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を

おおむね３月に１回以上開催するとともに、その結果について、支援員その他の職員に周知徹底を図ること。 

(2) 当該養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該養護老人ホームにおいて、支援員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の

ための研修を定期的に実施すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、規則で定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に

沿った対応を行うこと。 

（協力病院等） 

第26条 養護老人ホームは、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力病院を定めておかなけれ

ばならない。 

２ 養護老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。 

（秘密保持等） 

第27条 養護老人ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らし

てはならない。 

２ 養護老人ホームは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密

を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

（苦情への対応） 

第28条 養護老人ホームは、その行った処遇に関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応する

ために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 養護老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 
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３ 養護老人ホームは、その行った処遇に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に

従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 養護老人ホームは、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければなら

ない。 

５ 養護老人ホームは、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第１項の規定による調

査にできる限り協力しなければならない。 

（地域との連携等） 

第29条 養護老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う

等の地域との交流を図らなければならない。 

２ 養護老人ホームは、その運営に当たっては、その措置に関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣

する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第30条 養護老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次に定める措置を講じなければならない。 

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整

備すること。 

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を

通した改善策について、職員に周知徹底する体制を整備すること。 

(3) 事故発生の防止のための委員会及び支援員その他の職員に対する研修を定期的に行うこと。 

２ 養護老人ホームは、入所者に対する処遇により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に

連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

３ 養護老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 

４ 養護老人ホームは、入所者に対する処遇により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わ

なければならない。 

（暴力団等の排除） 

第31条 養護老人ホームは、その運営について、新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第３条に

規定する基本理念にのっとり、同条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員等に

よる不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。 

（委任） 

第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 昭和41年10月１日前から存する養護老人ホームについては、第12条第１項の規定は、当分の間、適用しない。 

３ 昭和62年３月９日前から存する養護老人ホームについては、第12条第３項第14号の規定は、当分の間、適用

しない。 

４ 平成18年４月１日前から存する養護老人ホーム（建築中のものを含む｡)に係る居室の定員については、第14

条中「１人とする。ただし、入所者への処遇上必要と認められる場合には、２人とすることができる」とある

のは「原則として２人以下とする」とする。 

５ この条例の施行の日前に養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（昭和41年厚生省令第19号。以下「基

準省令」という｡)第８条第１項又は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律（平成23年法律第37号）附則第７条の規定によりこの条例が施行されるまでの間において
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同法第15条の規定による改正後の法第17条第１項に規定する条例で定める基準とみなされることとされた基準

省令第８条第１項の規定に基づき策定された非常災害に対する具体的計画は、平成26年３月31日までの間は、

第９条第１項の規定に基づき策定された非常災害に対する具体的計画とみなす。 
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新潟県条例第68号 

新潟県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例 

目次 

第１章 総則（第１条－第４条） 

第２章 指定福祉型障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準 

第１節 人員に関する基準（第５条） 

第２節 設備に関する基準（第６条） 

第３節 運営に関する基準（第７条－第53条） 

第３章 指定医療型障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準 

第１節 人員に関する基準（第54条） 

第２節 設備に関する基準（第55条） 

第３節 運営に関する基準（第56条－第59条） 

第４章 雑則（第60条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という｡)第24条の９第２項（法第24条の10

第４項において準用する場合を含む｡)において準用する法第21条の５の15第２項第１号並びに法第24条の12第

１項及び第２項の規定に基づき、指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営並びに指定障害児入所施設の指

定に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法及び児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び

運営に関する基準（平成24年厚生労働省令第16号。以下「基準省令」という｡)において使用する用語の例によ

る。 

（指定障害児入所施設の指定に関する基準） 

第３条 法第24条の９第２項（法第24条の10第４項の規定により指定の更新について準用する場合を含む｡)にお

いて準用する法第21条の５の15第２項第１号の条例で定める者は、法人とする。 

（指定障害児入所施設等の一般原則） 

第４条 指定障害児入所施設等は、入所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の

事情を踏まえた計画（以下「入所支援計画」という｡)を作成し、これに基づき障害児に対して指定入所支援を

提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に

対して適切かつ効果的に指定入所支援を提供しなければならない。 

２ 指定障害児入所施設等は、当該指定障害児入所施設等を利用する障害児の意思及び人格を尊重して、常に当

該障害児の立場に立った指定入所支援の提供に努めなければならない。 

３ 指定障害児入所施設等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、県、市町村、障害者自立支援

法（平成17年法律第123号）第５条第１項に規定する障害福祉サービス（第47条において「障害福祉サービス」

という｡)を行う者、他の児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連

携に努めなければならない。 

４ 指定障害児入所施設等は、当該指定障害児入所施設等を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、

責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる

よう努めなければならない。 

第２章 指定福祉型障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準 
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第１節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第５条 指定福祉型障害児入所施設に置くべき従業者は、次のとおりとし、その員数は、規則で定める。ただし、

40人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては第４号の栄養士を、調理業務の全部を委

託する指定福祉型障害児入所施設にあっては第５号の調理員を置かないことができる。 

(1) 嘱託医 

(2) 看護師 

(3) 児童指導員（新潟県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成24年新潟県条例第76号。

以下「児童福祉施設基準条例」という｡)第29条第６項に規定する児童指導員をいう。以下同じ｡)及び保育士 

(4) 栄養士 

(5) 調理員 

(6) 児童発達支援管理責任者（児童福祉施設基準条例第69条第１項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。

以下同じ｡) 

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、主として自閉症児を入所させる指定福祉型障害児入所施設である場合には

医師を、指定福祉型障害児入所施設において、心理指導を行う必要があると認められる障害児５人以上に心理

指導を行う場合には心理指導担当職員を、職業指導を行う場合には職業指導員を置かなければならない。 

３ 第１項各号（第１号を除く｡)及び前項に規定する従業者は、専ら当該指定福祉型障害児入所施設の職務に従

事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第１項第４号の栄養士及び同項第

５号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。 

４ 指定福祉型障害児入所施設が、指定障害者支援施設（障害者自立支援法第29条第１項に規定する指定障害者

支援施設をいう。次条第６項において同じ｡)の指定を受け、かつ、指定入所支援と施設障害福祉サービス（同

法第５条第１項に規定する施設障害福祉サービスをいう。次条第６項において同じ｡)とを同一の施設において

一体的に提供している場合については、新潟県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営等に関する基準を定

める条例（平成24年新潟県条例第69号。次条第６項において「指定障害者支援施設基準条例」という｡)第５条

に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前３項に規定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。 

第２節 設備に関する基準 

（設備） 

第６条 指定福祉型障害児入所施設は、居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けなければならない。

ただし、30人未満の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設であって主として知的障害のある児童を入

所させるものにあっては医務室を、30人未満の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設であって主とし

て盲ろうあ児を入所させるものにあっては医務室及び静養室を設けないことができる。 

２ 次の各号に掲げる指定福祉型障害児入所施設は、前項に規定する設備のほか、当該指定福祉型障害児入所施

設の区分に応じ、当該各号に定める設備を設けなければならない。 

(1) 主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 入所している障害児の年齢、適性

等に応じた職業指導に必要な設備（以下この項において「職業指導に必要な設備」という｡) 

(2) 主として盲児を入所させる指定福祉型障害児入所施設 遊戯室、訓練室、職業指導に必要な設備、音楽に

関する設備並びに浴室及び便所の手すり、特殊表示等身体の機能の不自由を助ける設備 

(3) 主としてろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設 遊戯室、訓練室、職業指導に必要な設備及び

映像に関する設備 

(4) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 訓練室、屋外訓練場並びに浴室

及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備 



号 外 １ 新  潟  県  報 平成24年12月28日(金) 

291 

３ 第１項の居室の基準は、規則で定める。 

４ 主として盲児又は肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設は、その階段の傾斜を緩や

かにしなければならない。 

５ 第１項及び第２項各号に規定する設備は、専ら当該指定福祉型障害児入所施設の用に供するものでなければ

ならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第１項及び第２項各号に規定する設備（居室を除く｡)

については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。 

６ 指定福祉型障害児入所施設が、指定障害者支援施設の指定を受け、かつ、指定入所支援と施設障害福祉サー

ビスとを同一の施設において一体的に提供している場合については、指定障害者支援施設基準条例第９条に規

定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことがで

きる。 

第３節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第７条 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定保護者が指定入所支援の利用の申込みを行ったときは、当

該利用申込を行った入所給付決定保護者（以下「利用申込者」という｡)に係る障害児の障害の特性に応じた適

切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第35条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利

用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定入所

支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第77条の規定に基づき書面の交付を行う

場合は、利用申込者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。 

（提供拒否の禁止） 

第８条 指定福祉型障害児入所施設は、正当な理由がなく、指定入所支援の提供を拒んではならない。 

（あっせん、調整及び要請に対する協力） 

第９条 指定福祉型障害児入所施設は、法第24条の19第２項の規定により指定入所支援の利用について県が行う

あっせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第10条 指定福祉型障害児入所施設は、利用申込者に係る障害児が入院治療を必要とする場合その他利用申込者

に係る障害児に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他

の措置を速やかに講じなければならない。 

（受給資格の確認） 

第11条 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援の提供を求められた場合は、入所給付決定保護者の提示す

る入所受給者証によって、入所給付決定の有無、給付決定期間等を確かめるものとする。 

（障害児入所給付費の支給の申請に係る援助） 

第12条 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その

者の意向を踏まえて速やかに障害児入所給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならな

い。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、給付決定期間の終了に

伴う障害児入所給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第13条 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援の提供に当たっては、障害児の心身の状況、その置かれて

いる環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

（居住地の変更が見込まれる者への対応） 

第14条 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定保護者の居住地の変更が見込まれる場合においては、速や
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かに当該入所給付決定保護者の居住地の都道府県に連絡しなければならない。 

（入退所の記録の記載等） 

第15条 指定福祉型障害児入所施設は、入所又は退所に際しては、当該指定福祉型障害児入所施設の名称、入所

又は退所の年月日その他の必要な事項（次項において「入所受給者証記載事項」という｡)を、その入所給付決

定保護者の入所受給者証に記載しなければならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は、入所受給者証記載事項を遅滞なく県に対し報告しなければならない。 

３ 指定福祉型障害児入所施設は、入所している障害児の数の変動が見込まれる場合においては、速やかに県に

報告しなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第16条 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援を提供した際は、提供日、内容その他必要な事項を記録し

なければならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は、前項の規定による記録に際しては、入所給付決定保護者から指定入所支援を

提供したことについて確認を受けなければならない。 

（指定福祉型障害児入所施設が入所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等） 

第17条 指定福祉型障害児入所施設が、入所給付決定保護者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当

該金銭の使途が直接入所給付決定に係る障害児の便益を向上させるものであって、当該入所給付決定保護者に

支払を求めることが適当であるものに限るものとする。 

２ 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに入所給付決定保護者に金銭の支払

を求める理由について書面によって明らかにするとともに、入所給付決定保護者に対して説明を行い、同意を

得なければならない。ただし、次条第１項から第３項までに規定する支払については、この限りでない。 

（入所利用者負担額の受領） 

第18条 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から当該指定入所支

援に係る入所利用者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は、法定代理受領を行わない指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者

から、当該指定入所支援に係る指定入所支援費用基準額の支払を受けるものとする。 

３ 指定福祉型障害児入所施設は、前２項の支払を受ける額のほか、指定入所支援において提供される便宜に要

する費用のうち、規則で定める費用の額の支払を入所給付決定保護者から受けることができる。 

４ 指定福祉型障害児入所施設は、前３項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用

の額を支払った入所給付決定保護者に対し交付しなければならない。 

５ 指定福祉型障害児入所施設は、第３項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所給付決

定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入所給付決定保護者の同意を得なければ

ならない。 

（入所利用者負担額に係る管理） 

第19条 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定福祉型障害児入所施設

が提供する指定入所支援及び他の指定障害児入所施設等が提供する指定入所支援を受けたときは、これらの指

定入所支援に係る入所利用者負担額の合計額（以下この条において「入所利用者負担額合計額」という｡)を算

定しなければならない。この場合において、当該指定福祉型障害児入所施設は、これらの指定入所支援の状況

を確認の上、入所利用者負担額合計額を県に報告するとともに、当該入所給付決定保護者及び当該他の指定入

所支援を提供した指定障害児入所施設等に通知しなければならない。 

（障害児入所給付費等の額に係る通知等） 

第20条 指定福祉型障害児入所施設は、法定代理受領により指定入所支援に係る障害児入所給付費の支給を受け

た場合は、入所給付決定保護者に対し、当該入所給付決定保護者に係る障害児入所給付費の額を通知しなけれ
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ばならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は、第18条第２項の法定代理受領を行わない指定入所支援に係る費用の額の支払

を受けた場合は、その提供した指定入所支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービ

ス提供証明書を入所給付決定保護者に対して交付しなければならない。 

（指定入所支援の取扱方針） 

第21条 指定福祉型障害児入所施設は、入所支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援

を適切に行うとともに、指定入所支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、指定入所支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所給付決

定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

３ 指定福祉型障害児入所施設は、その提供する指定入所支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければ

ならない。 

（入所支援計画の作成等） 

第22条 指定福祉型障害児入所施設の管理者は、児童発達支援管理責任者に入所支援計画の作成に関する業務を

担当させるものとする。 

２ 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、その

有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて入所給付決定保護者及び障害児

の希望する生活並びに課題等の把握（以下この条において「アセスメント」という｡)を行い、障害児の発達を

支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。 

３ 児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、入所給付決定保護者及び障害児に面接しなければ

ならない。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を入所給付決定保護者及び障害児に対

して十分に説明し、理解を得なければならない。 

４ 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、入所給付決定保護者及び障害

児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるため

の課題、指定入所支援の具体的内容、指定入所支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した入

所支援計画の原案を作成しなければならない。 

５ 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作成に当たっては、障害児に対する指定入所支援の提供に当た

る担当者等を招集して行う会議を開催し、入所支援計画の原案について意見を求めるものとする。 

６ 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作成に当たっては、入所給付決定保護者及び障害児に対し、当

該入所支援計画について説明し、文書によりその同意を得なければならない。 

７ 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画を作成した際には、当該入所支援計画を入所給付決定保護者に交

付しなければならない。 

８ 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作成後、入所支援計画の実施状況の把握（障害児についての継

続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という｡)を行うとともに、障害児について解決す

べき課題を把握し、少なくとも６月に１回以上、入所支援計画の見直しを行い、必要に応じて入所支援計画の

変更を行うものとする。 

９ 児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、入所給付決定保護者との連絡を継続的に行うこと

とし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 

(1) 定期的に入所給付決定保護者及び障害児に面接すること。 

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

10 第２項から第７項までの規定は、第８項に規定する入所支援計画の変更について準用する。 

（児童発達支援管理責任者の責務） 

第23条 児童発達支援管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 
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(1) 次条に規定する検討及び必要な援助並びに第25条に規定する相談及び援助を行うこと。 

(2) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 

（検討等） 

第24条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児について、その心身の状況等に照らし、法第21条の５の３第１項

に規定する指定通所支援、障害者自立支援法第29条第１項に規定する指定障害福祉サービスその他の保健医療

サービス又は福祉サービスを利用することにより、当該障害児が居宅において日常生活を営むことができるよ

う定期的に検討するとともに、居宅において日常生活を営むことができると認められる障害児に対し、入所給

付決定保護者及び障害児の希望等を勘案し、必要な援助を行わなければならない。 

（相談及び援助） 

第25条 指定福祉型障害児入所施設は、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、

障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければなら

ない。 

（指導、訓練等） 

第26条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充実に資

するよう、適切な技術をもって指導、訓練等を行わなければならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適

応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて生活指導を行わなければならない。 

３ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の適性に応じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営むことができ

るよう、より適切に指導、訓練等を行わなければならない。 

４ 指定福祉型障害児入所施設は、常時１人以上の従業者を指導、訓練等に従事させなければならない。 

５ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対して、当該障害児に係る入所給付決定保護者の負担により、当該

指定福祉型障害児入所施設の従業者以外の者による指導、訓練等を受けさせてはならない。 

（食事） 

第27条 指定福祉型障害児入所施設において、障害児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化

に富み、障害児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。 

２ 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに障害児の身体的状況及び嗜
し

好

を考慮したものでなければならない。 

３ 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。 

４ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならな

い。 

（社会生活上の便宜の供与等） 

第28条 指定福祉型障害児入所施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜障害児のためのレクリエーション行

事を行わなければならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、当該

障害児又はその家族が行うことが困難である場合は、入所給付決定保護者の同意を得て代わって行わなければ

ならない。 

３ 指定福祉型障害児入所施設は、常に障害児の家族との連携を図るとともに、障害児とその家族との交流等の

機会を確保するよう努めなければならない。 

（健康管理） 

第29条 指定福祉型障害児入所施設は、常に障害児の健康の状況に注意するとともに、入所した障害児に対し、

入所時の健康診断、少なくとも１年に２回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法（昭和33年

法律第56号）に規定する健康診断に準じて行わなければならない。 



号 外 １ 新  潟  県  報 平成24年12月28日(金) 

295 

２ 指定福祉型障害児入所施設は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健康診断が行われた場合で

あって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、

同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、指定福祉型障害児入所施

設は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。 

児童相談所等における障害児の入所前の健康診断 入所する障害児に対する障害児の入所時の健康診断 

障害児が通学する学校における健康診断 定期の健康診断又は臨時の健康診断 

３ 指定福祉型障害児入所施設の従業者の健康診断に当たっては、特に入所している者の食事を調理する者につ

き、綿密な注意を払わなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第30条 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、現に指定入所支援の提供を行っているときに障害児に病状の急

変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならな

い。 

（障害児の入院期間中の取扱い） 

第31条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、

入院後おおむね３月以内に退院することが見込まれるときは、当該障害児及び当該障害児に係る入所給付決定

保護者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、

退院後再び当該指定福祉型障害児入所施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。 

（給付金として支払を受けた金銭の管理） 

第32条 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の設置者が障害児に係る規則で定める給

付金（以下この条において「給付金」という｡)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に

掲げるところにより管理しなければならない。 

(1) 当該障害児に係る当該金銭及びこれに準ずるもの（これらの運用により生じた収益を含む。以下この条に

おいて「障害児に係る金銭」という｡)をその他の財産と区分すること。 

(2) 障害児に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。 

(3) 障害児に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。 

(4) 当該障害児が退所した場合には、速やかに、障害児に係る金銭を当該障害児に取得させること。 

（入所給付決定保護者に関する県への通知） 

第33条 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援を受けている障害児に係る入所給付決定保護者が偽りその

他不正な行為によって障害児入所給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付して

その旨を県に通知しなければならない。 

（管理者による管理等） 

第34条 指定福祉型障害児入所施設は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定

福祉型障害児入所施設の管理上支障がない場合は、当該指定福祉型障害児入所施設の他の職務に従事させ、又

は当該指定福祉型障害児入所施設以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。 

２ 指定福祉型障害児入所施設の管理者は、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者及び業務の管理その他の管

理を、一元的に行わなければならない。 

３ 指定福祉型障害児入所施設の管理者は、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者にこの章の規定を遵守させ

るために必要な指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 

第35条 指定福祉型障害児入所施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程（第41条に

おいて「運営規程」という｡)を定めておかなければならない。 

(1) 施設の目的及び運営の方針 
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(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 入所定員 

(4) 指定入所支援の内容並びに入所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額 

(5) 施設の利用に当たっての留意事項 

(6) 緊急時等における対応方法 

(7) 非常災害対策 

(8) 主として入所させる障害児の障害の種類 

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(10) 秘密保持等に関する事項 

(11) 苦情解決に関する事項 

(12) その他施設の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第36条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対し、適切な指定入所支援を提供することができるよう、従業

者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者によって指定入所支援を提供しなけ

ればならない。ただし、障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 指定福祉型障害児入所施設は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第37条 指定福祉型障害児入所施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、

虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（非常災害対策） 

第38条 指定福祉型障害児入所施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、当該

指定福祉型障害児入所施設の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その

他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定

期的に従業者に周知しなければならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなけれ

ばならない。 

（衛生管理等） 

第39条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努

め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなけれ

ばならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設において感染症又は食中毒が発生し、又はま

ん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

３ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の希望等を勘案し、適切な方法により、障害児を入浴させ又は清しき

しなければならない。 

（協力医療機関等） 

第40条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定め

ておかなければならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。 

（掲示） 

第41条 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従

業者の勤務の体制、前条第１項の協力医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関その他の利用申込者のサー
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ビスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

（身体拘束等の禁止） 

第42条 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援の提供に当たっては、当該障害児又は他の障害児の生命又

は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為（次項に

おいて「身体拘束等」という｡)を行ってはならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。 

（虐待等の禁止） 

第43条 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、障害児に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その他当該障害

児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

（懲戒に係る権限の濫用禁止） 

第44条 指定福祉型障害児入所施設の長たる指定福祉型障害児入所施設の管理者は、障害児に対し法第47条第１

項本文の規定により親権を行う場合であって懲戒するとき又は同条第３項の規定により懲戒に関しその障害児

の福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。 

（秘密保持等） 

第45条 指定福祉型障害児入所施設の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又は

その家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障

害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定福祉型障害児入所施設は、法第21条の５の３第１項に規定する指定障害児通所支援事業者、障害者自立

支援法第29条第２項に規定する指定障害福祉サービス事業者等その他の福祉サービスを提供する者等に対して、

障害児又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得

ておかなければならない。 

（情報の提供等） 

第46条 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設に入所しようとする障害児が、適切かつ

円滑に入所できるように、当該指定福祉型障害児入所施設が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよ

う努めなければならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設について広告をする場合において、その内容

を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。 

（利益供与等の禁止） 

第47条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児相談支援事業を行う者若しくは障害者自立支援法第５条第17項に

規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者（次項において「障害児相談支援事業者等」と

いう｡)、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者に対し、障害児又はその家族に対して当該指定福祉型障

害児入所施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児相談支援事業者等、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者から、

障害児又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

（苦情解決） 

第48条 指定福祉型障害児入所施設は、その提供した指定入所支援に関する障害児又は入所給付決定保護者その

他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する

等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければなら

ない。 
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３ 指定福祉型障害児入所施設は、その提供した指定入所支援に関し、法第24条の15第１項の規定により知事が

行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定福祉

型障害児入所施設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又は入所給付決定保護者そ

の他の当該障害児の家族からの苦情に関して知事が行う調査に協力するとともに、知事から指導又は助言を受

けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定福祉型障害児入所施設は、知事からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を知事に報告しなけれ

ばならない。 

５ 指定福祉型障害児入所施設は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行

う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。 

（地域との連携等） 

第49条 指定福祉型障害児入所施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び

協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第50条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対する指定入所支援の提供により事故が発生した場合は、速や

かに県、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければな

らない。 

３ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対する指定入所支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、

損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第51条 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の事業の会計をその他の事業の会計と区

分しなければならない。 

（記録の整備） 

第52条 指定福祉型障害児入所施設は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければな

らない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対する指定入所支援の提供に関する規則で定める記録を整備し、当

該指定入所支援を提供した日から５年間保存しなければならない。 

（暴力団等の排除） 

第53条 指定福祉型障害児入所施設は、その運営について、新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）

第３条に規定する基本理念にのっとり、同条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力

団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。 

第３章 指定医療型障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準 

第１節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第54条 指定医療型障害児入所施設に置くべき従業者は、次のとおりとし、その員数は、規則で定める。 

(1) 医療法（昭和23年法律第205号）に規定する病院として必要とされる従業者 

(2) 児童指導員及び保育士 

(3) 心理指導を担当する職員 

(4) 理学療法士又は作業療法士 

(5) 児童発達支援管理責任者 

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定医療型障害児入所施設（主として肢体不自由のある児童を入所させる

ものに限る｡)において職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。 
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３ 第１項各号に掲げる従業者は、専ら当該指定医療型障害児入所施設の職務に従事する者でなければならない。

ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の

社会福祉施設の職務に従事させることができる。 

４ 指定医療型障害児入所施設が、療養介護（障害者自立支援法第５条第６項に規定する療養介護をいう。以下

この項及び次条第５項において同じ｡)に係る指定障害福祉サービス事業者（同法第29条第１項に規定する指定

障害福祉サービス事業者をいう。次条第５項において同じ｡)の指定を受け、かつ、指定入所支援と療養介護と

を同一の施設において一体的に提供している場合については、新潟県指定障害福祉サービスの事業等の人員、

設備及び運営等に関する基準を定める条例（平成24年新潟県条例第70号。次条第５項において「指定障害福祉

サービス等基準条例」という｡)第52条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前３項に規定する

基準を満たしているものとみなすことができる。 

第２節 設備に関する基準 

（設備） 

第55条 指定医療型障害児入所施設の設備は、次のとおりとする。 

(1) 医療法に規定する病院として必要とされる設備を有すること。 

(2) 訓練室及び浴室を有すること。 

２ 次の各号に掲げる指定医療型障害児入所施設にあっては、前項各号に掲げる設備のほか、それぞれ当該各号

に定める設備を設けなければならない。ただし、第２号の義肢装具を製作する設備にあっては、他に適当な設

備がある場合は、これを置かないことができる。 

(1) 主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設 静養室 

(2) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設 屋外訓練場、ギブス室、特殊手

工芸等の作業を指導するのに必要な設備、義肢装具を製作する設備並びに浴室及び便所の手すり等身体の機

能の不自由を助ける設備 

３ 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設は、その階段の傾斜を緩やかにしな

ければならない。 

４ 第１項各号及び第２項各号に掲げる設備は、専ら当該指定医療型障害児入所施設が提供する指定入所支援の

用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第１項第２号及び第２項各

号に掲げる設備については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。 

５ 指定医療型障害児入所施設が、療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受け、かつ、指定入所

支援と療養介護とを同一の施設において一体的に提供している場合については、指定障害福祉サービス等基準

条例第54条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものと

みなすことができる。 

第３節 運営に関する基準 

（入所利用者負担額の受領） 

第56条 指定医療型障害児入所施設は、指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から当該指定入所支

援に係る入所利用者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定医療型障害児入所施設は、法定代理受領を行わない指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者

から、次に掲げる費用の額の支払を受けるものとする。 

(1) 当該指定入所支援に係る指定入所支援費用基準額 

(2) 当該障害児入所支援のうち障害児入所医療に係るものにつき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法

の例により算定した費用の額 

３ 指定医療型障害児入所施設は、前２項の支払を受ける額のほか、指定入所支援において提供される便宜に要

する費用のうち、規則で定める費用の額の支払を入所給付決定保護者から受けることができる。 
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４ 指定医療型障害児入所施設は、前３項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用

の額を支払った入所給付決定保護者に対し交付しなければならない。 

５ 指定医療型障害児入所施設は、第３項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所給付決

定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入所給付決定保護者の同意を得なければ

ならない。 

（障害児入所給付費の額に係る通知等） 

第57条 指定医療型障害児入所施設は、法定代理受領により指定入所支援に係る障害児入所給付費又は指定障害

児入所医療費の支給を受けた場合は、入所給付決定保護者に対し、当該入所給付決定保護者に係る障害児入所

給付費及び障害児入所医療費の額を通知しなければならない。 

２ 指定医療型障害児入所施設は、前条第２項の法定代理受領を行わない指定入所支援に係る費用の額の支払を

受けた場合は、その提供した指定入所支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス

提供証明書を入所給付決定保護者に対して交付しなければならない。 

（協力歯科医療機関） 

第58条 指定医療型障害児入所施設（主として自閉症児を受け入れるものを除く｡)は、あらかじめ、協力歯科医

療機関を定めておくよう努めなければならない。 

（準用） 

第59条 第７条から第17条まで、第19条、第21条から第39条まで、第41条から第45条まで、第46条第１項、第47

条から第50条まで、第52条及び第53条の規定は、指定医療型障害児入所施設について準用する。この場合にお

いて、第17条第２項中「次条」とあるのは「第56条」と、第30条中「医療機関」とあるのは「他の専門医療機

関」と、第33条中「障害児入所給付費」とあるのは「障害児入所給付費及び障害児入所医療費」と、第41条中

「前条第１項の協力医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」とあるのは「第58条の協力歯科医療機関」

と読み替えるものとする。 

第４章 雑則 

（委任） 

第60条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に基準省令第34条（基準省令第57条において準用する場合を含む｡)又は地域の自主性

及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成23年法律第37号）附則

第７条の規定によりこの条例が施行されるまでの間において同法第13条の規定による改正後の法第24条の12第

２項に規定する条例で定める基準とみなされることとされた基準省令第34条（基準省令第57条において準用す

る場合を含む｡)の規定に基づき定められた運営規程は、当分の間、第35条（第59条において準用する場合を含

む｡)の規定に基づき定められた運営規程とみなす。 

３ この条例の施行の日前に基準省令第37条第１項（基準省令第57条において準用する場合を含む｡)又は地域の

自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第７条の規定によ

りこの条例が施行されるまでの間において同法第13条の規定による改正後の法第24条の12第２項に規定する条

例で定める基準とみなされることとされた基準省令第37条第１項（基準省令第57条において準用する場合を含

む｡)の規定に基づき策定された非常災害に関する具体的計画は、平成26年３月31日までの間は、第38条第１項

（第59条において準用する場合を含む｡)の規定に基づき策定された非常災害に関する具体的計画とみなす。 
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新潟県条例第69号 

新潟県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例 

目次 

第１章 総則（第１条－第４条） 

第２章 指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準 

第１節 人員に関する基準（第５条－第８条） 

第２節 設備に関する基準（第９条・第10条） 

第３節 運営に関する基準（第11条－第62条） 

第３章 雑則（第63条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、障害者自立支援法（平成17年法律第123号。以下「法」という｡)法第38条第３項（法第39

条第２項及び法第41条第４項において準用する場合を含む｡)において準用する法第36条第３項第１号並びに法

第44条第１項及び第２項の規定に基づき、指定障害者支援施設（法第29条第１項に規定する指定障害者支援施

設をいう。以下同じ｡)の人員、設備及び運営並びに指定障害者支援施設の指定に関する基準を定めるものとす

る。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法及び障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設

備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第172号。以下「基準省令」という｡)において使用する用語の

例による。 

（指定障害者支援施設の指定に関する基準） 

第３条 法第38条第３項（法第39条第２項及び法第41条第４項において準用する場合を含む｡)において準用する

法第36条第３項第１号の条例で定める者は、法人とする。 

（指定障害者支援施設の一般原則）  

第４条 指定障害者支援施設は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画（以下「個別支

援計画」という｡)を作成し、これに基づき利用者に対して施設障害福祉サービスを提供するとともに、その効

果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に施

設障害福祉サービスを提供しなければならない。 

２ 指定障害者支援施設は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った施設障害福祉サ

ービスの提供に努めなければならない。 

３ 指定障害者支援施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備

を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。 

第２章 指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準 

第１節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第５条 生活介護を行う場合において指定障害者支援施設に置くべき従業者は、次のとおりとし、その員数及び

当該員数の算定の方法等は、規則で定める。 

(1) 医師 

(2) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ｡)、理学療法士又は作業療法士及び生活

支援員 

(3) サービス管理責任者（施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として規則で定めるもの
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をいう。以下同じ｡) 

２ 前項の場合において、同項第２号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難なときは、これらの者

に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者

を機能訓練指導員として置くことができる。 

３ 自立訓練（機能訓練)(障害者自立支援法施行規則（平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という｡)第

６条の６第１号に規定する自立訓練（機能訓練）をいう。以下同じ｡)を行う場合において指定障害者支援施設

に置くべき従業者は、次のとおりとし、その員数及び当該員数の算定の方法等は、規則で定める。 

(1) 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 

(2) サービス管理責任者 

４ 前項の場合において、指定障害者支援施設が、指定障害者支援施設における自立訓練（機能訓練）に併せて

利用者の居宅を訪問することにより行われる自立訓練（機能訓練)(以下この条において「訪問による自立訓練

（機能訓練)｣という｡)を提供するときは、前項に規定する員数の従業者に加えて、当該訪問による自立訓練（機

能訓練）を提供する、規則で定める員数の生活支援員を置くものとする。 

５ 第３項の場合において、同項第１号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難なときは、これらの

者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の

者を機能訓練指導員として置くことができる。 

６ 自立訓練（生活訓練)(省令第６条の６第２号に規定する自立訓練（生活訓練）をいう。以下同じ｡)を行う場

合において指定障害者支援施設に置くべき従業者は、次のとおりとし、その員数及び当該員数の算定の方法等

は、規則で定める。 

(1) 生活支援員 

(2) サービス管理責任者 

７ 前項の場合において、健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置いているときについて

は、前項第１号中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と読み替えるものとし、この場合に

おける生活支援員及び看護職員の数は、規則で定める。 

８ 第６項の場合において、指定障害者支援施設が、指定障害者支援施設における自立訓練（生活訓練）に併せ

て利用者の居宅を訪問することにより行われる自立訓練（生活訓練)(以下この条において「訪問による自立訓

練（生活訓練)｣という｡)を提供するときは、前２項に規定する員数の従業者に加えて、当該訪問による自立訓

練（生活訓練）を提供する、規則で定める員数の生活支援員を置くものとする。 

９ 就労移行支援を行う場合において指定障害者支援施設に置くべき従業者は、次のとおりとし、その員数及び

当該員数の算定の方法等は、規則で定める。 

(1) 職業指導員及び生活支援員 

(2) 就労支援員 

(3) サービス管理責任者 

10 前項の規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則（昭

和26年文部省・厚生省令第２号）によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設と

して認定されている指定障害者支援施設（以下「認定指定障害者支援施設」という｡)が就労移行支援を行う場

合に置くべき従業者は、次のとおりとし、その員数及び当該員数の算定の方法等は、規則で定める。 

(1) 職業指導員及び生活支援員 

(2) サービス管理責任者 

11 就労継続支援Ｂ型（省令第６条の10第２号に規定する就労継続支援Ｂ型をいう。以下同じ｡)を行う場合にお

いて指定障害者支援施設に置くべき従業者は、次のとおりとし、その員数及び当該員数の算定の方法等は、規

則で定める。 
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(1) 職業指導員及び生活支援員 

(2) サービス管理責任者 

12 施設入所支援を行う場合において指定障害者支援施設に置くべき従業者は、次のとおりとし、その員数及び

当該員数の算定の方法は、規則で定める。 

(1) 生活支援員 

(2) サービス管理責任者 

13 前各項に規定する指定障害者支援施設の従業者は、生活介護の単位若しくは施設入所支援の単位ごとに専ら

当該生活介護若しくは当該施設入所支援の提供に当たる者又は専ら自立訓練（機能訓練)､自立訓練（生活訓練)､

就労移行支援若しくは就労継続支援Ｂ型の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障

がない場合は、この限りでない。 

14 前項の生活介護の単位は、生活介護であって、その提供が同時に１又は複数の利用者に対して一体的に行わ

れるものをいう。 

15 第13項の施設入所支援の単位は、施設入所支援であって、その提供が同時に１又は複数の利用者に対して一

体的に行われるものをいう。 

（従業者の員数に関する特例） 

第６条 指定障害者支援施設が、福祉型障害児入所施設（児童福祉法（昭和22年法律第164号）第42条第１号に規

定する福祉型障害児入所施設をいう。第10条において同じ｡)に係る指定障害児入所施設等（同法第24条の２第

１項に規定する指定障害児入所施設等をいう。第10条において同じ｡)の指定を受け、かつ、施設障害福祉サー

ビスと指定入所支援（同項に規定する指定入所支援をいう。第10条において同じ｡)とを同一の施設において一

体的に提供している場合については、新潟県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営等に関する基準を定

める条例（平成24年新潟県条例第68号。第10条において「指定入所施設基準条例」という｡)第５条に規定する

人員に関する基準を満たすことをもって、前条第１項、第２項及び第12項の基準を満たしているものとみなす

ことができる。 

（複数の昼間実施サービスを行う場合における従業者の員数） 

第７条 昼間実施サービスの利用定員の合計が20人未満である場合の複数の昼間実施サービスを行う指定障害者

支援施設が提供する昼間実施サービスを行う場合に置くべき従業者（医師及びサービス管理責任者を除く｡)に

関する基準については、第５条第１項、第３項、第６項、第７項、第９項及び第11項の規定にかかわらず、規

則で定める特例によることができる。 

２ 複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援施設が置くべきサービス管理責任者に関する基準については、

第５条第１項、第３項、第６項及び第９項から第11項までの規定にかかわらず、規則で定める特例によること

ができる。 

（従たる事業所を設置する場合における特例） 

第８条 指定障害者支援施設は、当該指定障害者支援施設における主たる事業所（以下この条において「主たる

事業所」という｡)と一体的に管理運営を行う事業所（以下この条において「従たる事業所」という｡)を設置す

ることができる。 

２ 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者（サービス管理責任者を

除く｡)のうちそれぞれ１人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でな

ければならない。 

第２節 設備に関する基準 

（設備） 

第９条 指定障害者支援施設は、訓練・作業室、居室、食堂、浴室、洗面所、便所、相談室及び多目的室その他

運営上必要な設備を設けなければならない。 



平成24年12月28日(金) 新  潟  県  報 号 外 １ 

304 

２ 前項に規定する設備の基準は、規則で定める。 

３ 認定指定障害者支援施設が就労移行支援を行う場合の設備の基準は、前項に規定するほか、あん摩マツサー

ジ指圧師、はり師又はきゆう師に係る学校養成施設認定規則の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師及

びきゅう師に係る学校又は養成施設として必要とされる設備を有することとする。 

４ 第１項に規定する相談室及び多目的室については、利用者へのサービスの提供に当たって支障がない範囲で

兼用することができる。 

（設備に関する特例） 

第10条 指定障害者支援施設が、福祉型障害児入所施設に係る指定障害児入所施設等の指定を受け、かつ、施設

障害福祉サービスと指定入所支援とを同一の施設において一体的に提供している場合については、指定入所施

設基準条例第６条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前条の基準を満たしているものとみな

すことができる。 

第３節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第11条 指定障害者支援施設は、支給決定障害者が施設障害福祉サービスの利用の申込みを行ったときは、当該

利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、実施する施設障害福祉サ

ービスの種類ごとに、第46条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの

選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該施設障害福祉サービスの提供の

開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定障害者支援施設は、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、

利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。 

（契約支給量の報告等） 

第12条 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスを提供するときは、当該施設障害福祉サービスの種類ご

との内容、支給決定障害者に提供することを契約した施設障害福祉サービスの種類ごとの量（以下「契約支給

量」という｡)その他の必要な事項（以下「受給者証記載事項」という｡)を支給決定障害者の受給者証に記載し

なければならない。 

２ 前項の契約支給量の総量は、当該支給決定障害者の支給量を超えてはならない。 

３ 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の

必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。 

４ 前３項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。 

（提供拒否の禁止） 

第13条 指定障害者支援施設は、正当な理由がなく、施設障害福祉サービスの提供を拒んではならない。 

（連絡調整に対する協力） 

第14条 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特

定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第15条 指定障害者支援施設は、生活介護、自立訓練（機能訓練)､自立訓練（生活訓練)､就労移行支援又は就労

継続支援Ｂ型に係る通常の事業の実施地域（当該指定障害者支援施設が通常時に当該施設障害福祉サービスを

提供する地域をいう。以下同じ｡)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な生活介護、自立訓練（機能訓練)､

自立訓練（生活訓練)､就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型を提供することが困難であると認めた場合は、適当

な他の指定障害者支援施設、指定生活介護事業者（新潟県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運

営等に関する基準を定める条例（平成24年新潟県条例第70号）第81条第１項に規定する指定生活介護事業者を

いう｡)、指定自立訓練（機能訓練）事業者（同条例第144条第１項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業者
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をいう｡)、指定自立訓練（生活訓練）事業者（同条例第154条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業

者をいう｡)、指定就労移行支援事業者（同条例第164条第１項に規定する指定就労移行支援事業者をいう｡)、指

定就労継続支援Ｂ型事業者（同条例第190条第１項に規定する指定就労継続支援Ｂ型事業者をいう｡)等の紹介そ

の他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

２ 指定障害者支援施設は、利用申込者が入院治療を必要とする場合その他利用申込者に対し自ら適切な便宜を

供与することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の措置を速やかに講じなければならな

い。 

（受給資格の確認） 

第16条 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証

によって、支給決定の有無、支給決定をされたサービスの種類、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるも

のとする。 

（介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請に係る援助） 

第17条 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスに係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあ

った場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請が行われるよう必要

な援助を行わなければならない。 

２ 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスに係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給

決定の有効期間の終了に伴う介護給付費又は訓練等給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければな

らない。 

（心身の状況等の把握） 

第18条 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれ

ている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

（指定障害福祉サービス事業者等との連携等） 

第19条 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視

した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービス等

を提供する者等との連携に努めなければならない。 

２ 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切

な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければなら

ない。 

（身分を証する書類の携行） 

第20条 指定障害者支援施設は、利用者の居宅を訪問して、自立訓練（機能訓練）又は自立訓練（生活訓練）を

行う場合には、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたと

きは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第21条 指定障害者支援施設は、当該指定障害者支援施設において施設入所支援を受ける者以外の者に対して施

設障害福祉サービスを提供した際は、当該施設障害福祉サービスの種類ごとに、提供日、内容その他必要な事

項を、当該施設障害福祉サービスの提供の都度記録しなければならない。 

２ 指定障害者支援施設は、当該指定障害者支援施設において施設入所支援を受ける者に対して施設障害福祉サ

ービスを提供した際は、当該施設障害福祉サービスの種類ごとに、提供日、内容その他必要な事項を記録しな

ければならない。 

３ 指定障害者支援施設は、前２項の規定による記録に際しては、提供した施設障害福祉サービスの種類ごとに、

支給決定障害者から施設障害福祉サービスを提供したことについて確認を受けなければならない。 

（指定障害者支援施設が支給決定障害者に求めることのできる金銭の支払の範囲等） 
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第22条 指定障害者支援施設が、施設障害福祉サービスを提供する支給決定障害者に対して金銭の支払を求める

ことができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者に支

払を求めることが適当であるものに限るものとする。 

２ 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者に金銭の支払を求

める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者に対して説明を行い、その同意を得な

ければならない。ただし、次条第１項から第３項までに掲げる支払については、この限りでない。 

（利用者負担額等の受領） 

第23条 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスを提供した際は、支給決定障害者から施設障害福祉サー

ビスに係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定障害者支援施設は、法定代理受領を行わない施設障害福祉サービスを提供した際は、支給決定障害者か

ら施設障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。 

３ 指定障害者支援施設は、前２項の支払を受ける額のほか、施設障害福祉サービスにおいて提供される便宜に

要する費用のうち、規則で定める費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。 

４ 指定障害者支援施設は、前３項に係る費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の

額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。 

５ 指定障害者支援施設は、第３項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に

対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。 

（利用者負担額に係る管理） 

第24条 指定障害者支援施設は、支給決定障害者（当該指定障害者支援施設において施設入所支援を受ける者に

限る｡)が同一の月に当該指定障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービス等及び他の指定障害福祉サービ

ス等を受けたときは、当該施設障害福祉サービス及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービ

ス等費用基準額から当該施設障害福祉サービス及び当該他の指定障害福祉サービス等につき法第29条第３項（法

第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む｡)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費

の額を控除した額の合計額（以下「利用者負担額合計額」という｡)を算定しなければならない。この場合にお

いて、当該指定障害者支援施設は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及

び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。 

２ 指定障害者支援施設は、支給決定障害者（当該指定障害者支援施設において施設入所支援を受ける者を除く｡)

の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に当該指定障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービス

及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該施設障害福祉サービス及び他の指定障害福祉サービス

等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指定障害者支援施設は、利

用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を

提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。 

（介護給付費又は訓練等給付費の額に係る通知等） 

第25条 指定障害者支援施設は、法定代理受領により市町村から施設障害福祉サービスに係る介護給付費又は訓

練等給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者に対し、当該支給決定障害者に係る介護給付費又は訓練等

給付費の額を通知しなければならない。 

２ 指定障害者支援施設は、第23条第２項の法定代理受領を行わない施設障害福祉サービスに係る費用の支払を

受けた場合は、その提供した施設障害福祉サービスの種類ごとの内容、費用の額その他必要と認められる事項

を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者に対して交付しなければならない。 

（施設障害福祉サービスの取扱方針） 

第26条 指定障害者支援施設は、次条第１項に規定する施設障害福祉サービス計画に基づき、利用者の心身の状

況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、施設障害福祉サービスの提供が漫然かつ画一的なものと
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ならないよう配慮しなければならない。 

２ 指定障害者支援施設の従業者は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又

はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

３ 指定障害者支援施設は、その提供する施設障害福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなけれ

ばならない。 

（施設障害福祉サービス計画の作成等） 

第27条 指定障害者支援施設の管理者は、サービス管理責任者に施設障害福祉サービスに係る個別支援計画（以

下「施設障害福祉サービス計画」という｡)の作成に関する業務を担当させるものとする。 

２ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者につい

て、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活及び課題等の把握

（以下「アセスメント」という｡)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で

の適切な支援内容の検討をしなければならない。 

３ アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責

任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 

４ サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対す

る意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、施設障害福祉サービスごとの目標及び

その達成時期、施設障害福祉サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設障害福祉サービス計画の原

案を作成しなければならない。この場合において、当該指定障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービス

以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて施設障害福祉サービス計画の原案に位

置付けるように努めなければならない。 

５ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議（利用者に対する施設障害福祉サービ

ス等の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう｡)を開催し、前項に規定する施設障害福祉サービス計

画の原案の内容について意見を求めるものとする。 

６ サービス管理責任者は、第４項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容について利用者又はその

家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 

７ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画を作成した際には、当該施設障害福祉サービス計画を利

用者に交付しなければならない。 

８ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成後、施設障害福祉サービス計画の実施状況の把握

（利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という｡)を行うとともに、少なくと

も６月に１回以上（自立訓練（機能訓練)､自立訓練（生活訓練）又は就労移行支援を提供する場合にあっては、

少なくとも３月に１回以上)､施設障害福祉サービス計画の見直しを行い、必要に応じて、施設障害福祉サービ

ス計画の変更を行うものとする。 

９ サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うことと

し、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 

(1) 定期的に利用者に面接すること。 

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

10 第２項から第７項までの規定は、第８項に規定する施設障害福祉サービス計画の変更について準用する。 

（サービス管理責任者の責務） 

第28条 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の

心身の状況、当該指定障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 

(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができる
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よう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な

援助を行うこと。 

(3) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 

（相談等） 

第29条 指定障害者支援施設は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用

者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

２ 指定障害者支援施設は、利用者が、当該指定障害者支援施設以外において生活介護、自立訓練（機能訓練)､

自立訓練（生活訓練)､就労移行支援、就労継続支援Ａ型（省令第６条の10第１号に規定する就労継続支援Ａ型

をいう。以下同じ｡)又は就労継続支援Ｂ型の利用を希望する場合には、他の指定障害福祉サービス事業者等と

の利用調整等必要な支援を実施しなければならない。 

（介護） 

第30条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術

をもって行われなければならない。 

２ 指定障害者支援施設は、施設入所支援の提供に当たっては、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清

しきしなければならない。 

３ 指定障害者支援施設は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、適切

な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定障害者支援施設は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、おむつを使用せざるを得ない利用

者のおむつを適切に取り替えなければならない。 

５ 指定障害者支援施設は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、利用者に対し、離床、着替え、整

容等の介護その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない。 

６ 指定障害者支援施設は、常時１人以上の従業者を介護に従事させなければならない。 

７ 指定障害者支援施設は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定障害者支援施設の従業者以外

の者による介護を受けさせてはならない。 

（訓練） 

第31条 指定障害者支援施設は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよ

う、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。 

２ 指定障害者支援施設は、自立訓練（機能訓練)､自立訓練（生活訓練)､就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型の

提供に当たっては、利用者に対し、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の

特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。 

３ 指定障害者支援施設は、常時１人以上の従業者を訓練に従事させなければならない。 

４ 指定障害者支援施設は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定障害者支援施設の従業者以外

の者による訓練を受けさせてはならない。 

（生産活動） 

第32条 指定障害者支援施設は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型における生産活動の機会の提供

に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うように努めなければならない。 

２ 指定障害者支援施設は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動

に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。 

３ 指定障害者支援施設は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動

の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。 

４ 指定障害者支援施設は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、防塵
じん

設備

又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 
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（工賃の支払等） 

第33条 指定障害者支援施設は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型において行われる生産活動に従

事している者に、当該生活介護、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型ごとに、生産活動に係る事業の収入から

生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。 

２ 指定障害者支援施設は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、前項の規定により利用者それぞれに対し支

払われる１月当たりの工賃の平均額（第４項において「工賃の平均額」という｡)を、3,000円を下回るものとし

てはならない。 

３ 指定障害者支援施設は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を

営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。 

４ 指定障害者支援施設は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当

該工賃の目標水準及び前年度に利用者それぞれに対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、

県に報告しなければならない。 

（実習の実施） 

第34条 指定障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者が施設障害福祉サービス計画に基づ

いて実習できるよう、実習の受入先を確保しなければならない。 

２ 指定障害者支援施設は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、利用者が施設障害福祉サービス計画に基づ

いて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。 

３ 指定障害者支援施設は、前２項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支

援センター（障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）第27条第２項に規定する障害者就業

・生活支援センターをいう。以下同じ｡)、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏

まえて行うよう努めなければならない。 

（求職活動の支援等の実施） 

第35条 指定障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、公共職業安定所での求職の登録その他の利

用者が行う求職活動を支援しなければならない。 

２ 指定障害者支援施設は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、公共職業安定所での求職の登録その他の利

用者が行う求職活動の支援に努めなければならない。 

３ 指定障害者支援施設は、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、公共職業安定所、障害者

就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓

に努めなければならない。 

（職場への定着のための支援の実施） 

第36条 指定障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者の職場への定着を促進するため、障

害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から６月以上、職業生活における

相談等の支援を継続しなければならない。 

２ 指定障害者支援施設は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、利用者の職場への定着を促進するため、障

害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から６月以上、職業生活における

相談等の支援の継続に努めなければならない。 

（就職状況の報告） 

第37条 指定障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、毎年、前年度における就職した利用者の数

その他の就職に関する状況を、県に報告しなければならない。 

（食事） 

第38条 指定障害者支援施設（施設入所支援を提供する場合に限る｡)は、正当な理由がなく、食事の提供を拒ん

ではならない。 
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２ 指定障害者支援施設は、食事の提供を行う場合には、当該食事の提供に当たり、あらかじめ、利用者に対し

その内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。 

３ 指定障害者支援施設は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮し、適切な時間に食

事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行う

ため、必要な栄養管理を行わなければならない。 

４ 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。 

５ 指定障害者支援施設は、食事の提供を行う場合であって、指定障害者支援施設に栄養士を置かないときは、

献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。 

（社会生活上の便宜の供与等） 

第39条 指定障害者支援施設は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。 

２ 指定障害者支援施設は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又は

その家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行わなければならない。 

３ 指定障害者支援施設は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を

確保するよう努めなければならない。 

（健康管理） 

第40条 指定障害者支援施設は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を

講じなければならない。 

２ 指定障害者支援施設は、施設入所支援を利用する利用者に対して、毎年２回以上定期に健康診断を行わなけ

ればならない。 

（緊急時等の対応） 

第41条 従業者は、現に施設障害福祉サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その

他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（施設入所支援利用者の入院期間中の取扱い） 

第42条 指定障害者支援施設は、施設入所支援を利用する利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生

じた場合であって、入院後おおむね３月以内に退院することが見込まれるときは、その者の希望等を勘案し、

必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定障害

者支援施設の施設入所支援を円滑に利用することができるようにしなければならない。 

（給付金として支払を受けた金銭の管理） 

第43条 指定障害者支援施設は、当該指定障害者支援施設の設置者が利用者に係る規則で定める給付金（以下こ

の条において「給付金」という｡)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところ

により管理しなければならない。 

(1) 当該利用者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの（これらの運用により生じた収益を含む。以下この条に

おいて「利用者に係る金銭」という｡)をその他の財産と区分すること。 

(2) 利用者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。 

(3) 利用者に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。 

(4) 当該利用者が退所した場合には、速やかに、利用者に係る金銭を当該利用者に取得させること。 

（支給決定障害者に関する市町村への通知） 

第44条 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスを受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該

当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

(1) 正当な理由なしに施設障害福祉サービスの利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化

させたと認められるとき。 

(2) 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は訓練等給付費を受け、又は受けようとしたとき。 
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（管理者による管理等） 

第45条 指定障害者支援施設は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、当該指定障

害者支援施設の管理上支障がない場合は、当該指定障害者支援施設の他の職務に従事させ、又は当該指定障害

者支援施設以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。 

２ 指定障害者支援施設の管理者は、当該指定障害者支援施設の従業者及び業務の管理その他の管理を、一元的

に行わなければならない。 

３ 指定障害者支援施設の管理者は、当該指定障害者支援施設の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要

な指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 

第46条 指定障害者支援施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程（第52条において

「運営規程」という｡)を定めておかなければならない。 

(1) 指定障害者支援施設の目的及び運営の方針 

(2) 提供する施設障害福祉サービスの種類 

(3) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(4) 昼間実施サービスに係る営業日及び営業時間 

(5) 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの利用定員 

(6) 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその

額 

(7) 昼間実施サービスに係る通常の事業の実施地域 

(8) サービスの利用に当たっての留意事項 

(9) 緊急時等における対応方法 

(10) 非常災害対策 

(11) 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとに主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の

種類 

(12) 虐待の防止のための措置に関する事項       

(13) 秘密保持等に関する事項 

(14) 苦情解決に関する事項 

(15) その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第47条 指定障害者支援施設は、利用者に対し、適切な施設障害福祉サービスを提供できるよう、施設障害福祉

サービスの種類ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの種類ごとに、当該指定障害者支援施設の従業者によって施

設障害福祉サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務について

は、この限りでない。 

３ 指定障害者支援施設は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第48条 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの種類ごとのそれぞれの利用定員及び居室の定員を超え

て施設障害福祉サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場

合は、この限りでない。 

（非常災害対策） 

第49条 指定障害者支援施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、当該指定障

害者支援施設の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害
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に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者

に周知しなければならない。 

２ 指定障害者支援施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければなら

ない。 

（衛生管理等） 

第50条 指定障害者支援施設は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又

は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければなら

ない。 

２ 指定障害者支援施設は、指定障害者支援施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように

必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（協力医療機関等） 

第51条 指定障害者支援施設は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておか

なければならない。 

２ 指定障害者支援施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。 

（掲示） 

第52条 指定障害者支援施設は、指定障害者支援施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、

前条の協力医療機関及び協力歯科医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事

項を掲示しなければならない。 

（身体拘束等の禁止） 

第53条 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身

体拘束等」という｡)を行ってはならない。 

２ 指定障害者支援施設は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。 

（秘密保持等） 

第54条 指定障害者支援施設の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家

族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定障害者支援施設は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又

はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定障害者支援施設は、他の指定障害福祉サービス事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を

提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない。 

（情報の提供等） 

第55条 指定障害者支援施設は、当該指定障害者支援施設を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用するこ

とができるように、当該指定障害者支援施設が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなけれ

ばならない。 

２ 指定障害者支援施設は、当該指定障害者支援施設について広告をする場合においては、その内容を虚偽又は

誇大なものとしてはならない。 

（利益供与等の禁止） 

第56条 指定障害者支援施設は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サ

ービスを行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定障害者支援施設を紹介するこ

との対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

２ 指定障害者支援施設は、相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスを行う者等又はその従業者か
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ら、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

（苦情解決） 

第57条 指定障害者支援施設は、その提供した施設障害福祉サービスに関する利用者又はその家族からの苦情に

迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければなら

ない。 

２ 指定障害者支援施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

３ 指定障害者支援施設は、その提供した施設障害福祉サービスに関し、法第10条第１項の規定により市町村が

行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定障害者支

援施設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町

村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要

な改善を行わなければならない。 

４ 指定障害者支援施設は、その提供した施設障害福祉サービスに関し、法第11条第２項の規定により知事が行

う報告若しくは施設障害福祉サービスの提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当

該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して知事が行う調査に協力するとともに、

知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

５ 指定障害者支援施設は、その提供した施設障害福祉サービスに関し、法第48条第１項の規定により知事又は

市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しく

は指定障害者支援施設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦

情に関して知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場

合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

６ 指定障害者支援施設は、知事、市町村又は市町村長からの求めがあった場合には、前３項の改善の内容を知

事、市町村又は市町村長に報告しなければならない。 

７ 指定障害者支援施設は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査

又はあっせんにできる限り協力しなければならない。 

（地域との連携等） 

第58条 指定障害者支援施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を

行う等の地域との交流に努めなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第59条 指定障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により事故が発生した場合は、県、

市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定障害者支援施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。 

３ 指定障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合

は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第60条 指定障害者支援施設は、実施する施設障害福祉サービスの種類ごとに経理を区分するとともに、指定障

害者支援施設の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。 

（記録の整備） 

第61条 指定障害者支援施設は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関する規則で定める記録を整備し、

当該施設障害福祉サービスを提供した日から５年間保存しなければならない。 

（暴力団等の排除） 

第62条 指定障害者支援施設は、その運営について、新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第３
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条に規定する基本理念にのっとり、同条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員

等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。 

第３章 雑則 

（委任） 

第63条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成18年10月１日前から存する法附則第41条第１項の規定によりなお従前の例により運営をすることができ

ることとされた法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号。以下「旧身体障

害者福祉法」という｡)第29条に規定する身体障害者更生施設のうち旧身体障害者福祉法第17条の10第１項の指

定を受けているもの、旧身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設のうち旧身体障害者福祉法第

17条の10第１項の指定を受けているもの若しくは旧身体障害者福祉法第31条に規定する身体障害者授産施設の

うち旧身体障害者福祉法第17条の10第１項の指定を受けているもの（障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚

生労働省関係省令の整備等に関する省令（平成18年厚生労働省令第169号。以下「整備省令」という｡)による廃

止前の指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準（平成14年厚生労働省令第79号）第２条第３号

イに規定する指定特定身体障害者入所授産施設に限る｡)、法附則第58条第１項の規定によりなお従前の例によ

り運営をすることができることとされた法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法（昭和35年法律

第37号。以下「旧知的障害者福祉法」という｡)第21条の６に規定する知的障害者更生施設のうち旧知的障害者

福祉法第15条の11第１項の指定を受けているもの（整備省令による廃止前の指定知的障害者更生施設等の設備

及び運営に関する基準（平成14年厚生労働省令第81号。以下「旧知的障害者更生施設等指定基準」という｡)第

２条第１号イに規定する指定知的障害者入所更生施設に限る｡)、旧知的障害者福祉法第21条の７に規定する知

的障害者授産施設のうち旧知的障害者福祉法第15条の11第１項の指定を受けているもの（旧知的障害者更生施

設等指定基準第２条第２号イに規定する指定特定知的障害者入所授産施設に限る｡)若しくは旧知的障害者福祉

法第21条の８に規定する知的障害者通勤寮のうち旧知的障害者福祉法第15条の11第１項の指定を受けているも

の又は法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第46条の規

定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第50条の２第１項第１号

に規定する精神障害者生活訓練施設若しくは同項第２号に規定する精神障害者授産施設（整備省令による廃止

前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準（平成12年厚生省令第87号）第23条第１号に規定す

る精神障害者通所授産施設及び同条第２号に規定する精神障害者小規模通所授産施設を除く｡)において施設障

害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物（同日において基本的な設備が完成しているもの

を含み、同日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く｡)については、当分の間、

第９条第１項に規定する多目的室を設けないことができる。 

３ この条例の施行の日前に基準省令第41条又は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため

の関係法律の整備に関する法律（平成23年法律第37号）附則第７条の規定によりこの条例が施行されるまでの

間において同法第19条の規定による改正後の法第44条第２項に規定する条例で定める基準とみなされることと

された基準省令第41条の規定に基づき定められた運営規程は、当分の間、第46条の規定に基づき定められた運

営規程とみなす。 

４ この条例の施行の日前に基準省令第44条第１項又は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図

るための関係法律の整備に関する法律附則第７条の規定によりこの条例が施行されるまでの間において同法第

19条の規定による改正後の法第44条第２項に規定する条例で定める基準とみなされることとされた基準省令第
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44条第１項の規定に基づき策定された非常災害に関する具体的計画は、平成26年３月31日までの間は、第49条

第１項の規定に基づき策定された非常災害に関する具体的計画とみなす。 
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第３節 設備に関する基準（第117条） 

第４節 運営に関する基準（第118条－第124条） 

第７章 共同生活介護 

第１節 基本方針（第125条） 

第２節 人員に関する基準（第126条・第127条） 

第３節 設備に関する基準（第128条） 

第４節 運営に関する基準（第129条－第142条） 

第８章 自立訓練（機能訓練） 

第１節 基本方針（第143条） 

第２節 人員に関する基準（第144条・第145条） 

第３節 設備に関する基準（第146条） 

第４節 運営に関する基準（第147条－第150条） 
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第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第151条・第152条） 

第９章 自立訓練（生活訓練） 

第１節 基本方針（第153条） 

第２節 人員に関する基準（第154条・第155条） 

第３節 設備に関する基準（第156条） 

第４節 運営に関する基準（第157条－第160条） 

第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第161条・第162条） 

第10章 就労移行支援 

第１節 基本方針（第163条） 

第２節 人員に関する基準（第164条－第166条） 

第３節 設備に関する基準（第167条・第168条） 

第４節 運営に関する基準（第169条－第173条） 

第11章 就労継続支援Ａ型 

第１節 基本方針（第174条） 

第２節 人員に関する基準（第175条・第176条） 

第３節 設備に関する基準（第177条） 

第４節 運営に関する基準（第178条－第186条） 

第12章 就労継続支援Ｂ型 

第１節 基本方針（第187条） 

第２節 人員に関する基準（第188条） 

第３節 設備に関する基準（第189条） 

第４節 運営に関する基準（第190条・第191条） 

第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第192条－第195条） 

第13章 共同生活援助 

第１節 基本方針（第196条） 

第２節 人員に関する基準（第197条・第198条） 

第３節 設備に関する基準（第199条） 

第４節 運営に関する基準（第200条－第202条） 

第14章 多機能型に関する特例（第203条・第204条） 

第15章 一体型指定共同生活介護事業所等に関する特例（第205条・第206条） 

第16章 離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基準（第207条－第211条） 

第17章 雑則（第212条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、障害者自立支援法（平成17年法律第123号。以下「法」という｡)第30条第１項第２号イ、法

第36条第３項第１号（法第37条第２項及び法第41条第４項において準用する場合を含む｡)並びに法第43条第１

項及び第２項の規定に基づき、指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営並びに指定障害福祉サー

ビス事業者の指定に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法及び障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の

人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第171号。以下「基準省令」という｡)において使用す
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る用語の例による。 

（指定障害福祉サービス事業者の指定に関する基準） 

第３条 法第36条第３項第１号（法第37条第２項及び法第41条第４項において準用する場合を含む｡)の条例で定

める者は、法人とする。ただし、療養介護に係る指定又は短期入所（病院又は診療所により行われるものに限

る｡)に係る指定の申請にあっては、この限りでない。 

（指定障害福祉サービス事業者の一般原則） 

第４条 指定障害福祉サービス事業者（第３章、第４章及び第７章から第13章までに掲げる事業を行うものに限

る｡)は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画（以下「個別支援計画」という｡)を作

成し、これに基づき利用者に対して指定障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評

価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを

提供しなければならない。 

２ 指定障害福祉サービス事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者又

は障害児の保護者の立場に立った指定障害福祉サービスの提供に努めなければならない。 

３ 指定障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体

制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。 

第２章 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護 

第１節 基本方針 

第５条 居宅介護に係る指定障害福祉サービス（以下この章において「指定居宅介護」という｡)の事業は、利用

者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及

びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活

等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

２ 重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業は、重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者

が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障害者の身体その他の状況及び

その置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時にお

ける移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行う

ものでなければならない。 

３ 同行援護に係る指定障害福祉サービスの事業は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等が居

宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障害者等の身体その他の状況及びそ

の置かれている環境に応じて、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報の提供、移動の援

護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなけ

ればならない。 

４ 行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営

むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、当該利用者が行動

する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護

その他の当該利用者が行動する際に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第６条 指定居宅介護の事業を行う者（以下この章において「指定居宅介護事業者」という｡)が当該事業を行う

事業所（以下この章において「指定居宅介護事業所」という｡)ごとに置くべき従業者（指定居宅介護の提供に

当たる者として規則で定めるものをいう。以下この節及び第４節において同じ｡)の員数及びその算定の方法は、

規則で定める。 

２ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従事
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するもののうち事業の規模（当該指定居宅介護事業者が重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害

福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定居宅介護の事業と重度訪問介護、同行援護又は行動援護

に係る指定障害福祉サービスの事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事

業所において一体的に運営している指定居宅介護及び重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福

祉サービスの事業の規模）に応じて１人以上の者をサービス提供責任者としなければならないものとし、この

場合における当該サービス提供責任者の員数の算定の方法は、規則で定める。 

（管理者） 

第７条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなけれ

ばならない。ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に

従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。 

（準用） 

第８条 前２条の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準

用する。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第９条 指定居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定

居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 

第４節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第10条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申

込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第32条に規定する運営規程の概

要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を

交付して説明を行い、当該指定居宅介護の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、

利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。 

（契約支給量の報告等） 

第11条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するときは、当該指定居宅介護の内容、支給決定障害者等

に提供することを契約した指定居宅介護の量（以下この章において「契約支給量」という｡)その他の必要な事

項（以下この章において「受給者証記載事項」という｡)を支給決定障害者等の受給者証に記載しなければなら

ない。 

２ 前項の契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えてはならない。 

３ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事

項を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。 

４ 前３項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。 

（提供拒否の禁止） 

第12条 指定居宅介護事業者は、正当な理由がなく、指定居宅介護の提供を拒んではならない。 

（連絡調整に対する協力） 

第13条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支

援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第14条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域（当該事業所が通常時にサービス
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を提供する地域をいう。以下同じ｡)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが

困難であると認めた場合は、適当な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなけ

ればならない。 

（受給資格の確認） 

第15条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、

支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。 

（介護給付費の支給の申請に係る援助） 

第16条 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、

その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期

間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第17条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環

境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

（指定障害福祉サービス事業者等との連携等） 

第18条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した

運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供

する者との密接な連携に努めなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を

行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

（身分を証する書類の携行） 

第19条 指定居宅介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族か

ら求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第20条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な

事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定居宅介護を提供した

ことについて確認を受けなければならない。 

（指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等） 

第21条 指定居宅介護事業者が、指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることが

できるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を

求めることが適当であるものに限るものとする。 

２ 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を

求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得

なければならない。ただし、次条第１項から第３項までに掲げる支払については、この限りでない。 

（利用者負担額等の受領） 

第22条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る

利用者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該

指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。 

３ 指定居宅介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、支給決定障害者等の選定により通常の事業の実施

地域以外の地域において指定居宅介護を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を支給決定障害者等
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から受けることができる。 

４ 指定居宅介護事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を

支払った支給決定障害者等に対し交付しなければならない。 

５ 指定居宅介護事業者は、第３項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等

に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得なければならない。 

（利用者負担額に係る管理） 

第23条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に当該指

定居宅介護事業者が提供する指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定居宅介

護及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定居宅介護及び他の

指定障害福祉サービス等につき法第29条第３項（法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む｡)の

規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額（以下「利用者負担額合計額」

という｡)を算定しなければならない。この場合において、当該指定居宅介護事業者は、利用者負担額合計額を

市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者等及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害

福祉サービス事業者等に通知しなければならない。 

（介護給付費の額に係る通知等） 

第24条 指定居宅介護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた

場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、第22条第２項の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場

合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明

書を支給決定障害者等に対して交付しなければならない。 

（指定居宅介護の基本取扱方針） 

第25条 指定居宅介護は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該

利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、その提供する指定居宅介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならな

い。 

（指定居宅介護の具体的取扱方針） 

第26条 指定居宅介護事業所の従業者が提供する指定居宅介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定居宅介護の提供に当たっては、次条第１項に規定する居宅介護計画に基づき、利用者が日常生活を営

むのに必要な援助を行うこと。 

(2) 指定居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービス

の提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。 

(3) 指定居宅介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を

行うこと。 

(4) 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適

切な相談及び助言を行うこと。 

（居宅介護計画の作成） 

第27条 サービス提供責任者（第６条第２項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この節において同じ｡)

は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記

載した居宅介護計画を作成しなければならない。 

２ サービス提供責任者は、前項の居宅介護計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその内容を説明

するとともに、当該居宅介護計画を交付しなければならない。 

３ サービス提供責任者は、居宅介護計画作成後においても、当該居宅介護計画の実施状況の把握を行い、必要
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に応じて当該居宅介護計画の変更を行うものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、前項に規定する居宅介護計画の変更について準用する。 

（同居家族に対するサービス提供の禁止） 

第28条 指定居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護の提供をさせてはな

らない。 

（緊急時等の対応） 

第29条 従業者は、現に指定居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な

場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（支給決定障害者等に関する市町村への通知） 

第30条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を受けている支給決定障害者等が偽りその他不正な行為によって

介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなけ

ればならない。 

（管理者及びサービス提供責任者の責務） 

第31条 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなけ

ればならない。 

２ 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な

指揮命令を行うものとする。 

３ サービス提供責任者は、第27条に規定する業務のほか、指定居宅介護事業所に対する指定居宅介護の利用の

申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。 

（運営規程） 

第32条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関す

る運営規程（第36条において「運営規程」という｡)を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定居宅介護の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額 

(5) 通常の事業の実施地域 

(6) 緊急時等における対応方法 

(7) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(9) 秘密保持等に関する事項 

(10) 苦情解決に関する事項 

(11) その他運営に関する重要事項 

（介護等の総合的な提供） 

第33条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗

濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏ることがあってはならない。 

（勤務体制の確保等） 

第34条 指定居宅介護事業者は、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ご

とに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業所の従業者によって指定居宅介

護を提供しなければならない。 

３ 指定居宅介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 
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（衛生管理等） 

第35条 指定居宅介護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならな

い。 

２ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければなら

ない。 

（掲示） 

第36条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制

その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

（秘密保持等） 

第37条 指定居宅介護事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家

族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又

はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定居宅介護事業者は、他の指定居宅介護事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する

際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない。 

（情報の提供等） 

第38条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができる

ように、当該指定居宅介護事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業者について広告をする場合においては、その内容を虚偽又は

誇大なものとしてはならない。 

（利益供与等の禁止） 

第39条 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サ

ービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定居宅介護事業者を紹介

することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービ

スの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財

産上の利益を収受してはならない。 

（苦情解決） 

第40条 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ

適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

３ 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第10条第１項の規定により市町村が行う報告

若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の

設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う

調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を

行わなければならない。 

４ 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第11条第２項の規定により知事が行う報告若

しくは指定居宅介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問

に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して知事が行う調査に協力するとともに、知事から指導又は

助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

５ 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第48条第１項の規定により知事又は市町村長

が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居
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宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関し

て知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当

該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

６ 指定居宅介護事業者は、知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、前３項の改善の内容を知事、

市町村又は市町村長に報告しなければならない。 

７ 指定居宅介護事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査

又はあっせんにできる限り協力しなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第41条 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、県、市町村、

当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。 

３ 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害

賠償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第42条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会

計をその他の事業の会計と区分しなければならない。 

（記録の整備） 

第43条 指定居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護を

提供した日から５年間保存しなければならない。 

（暴力団等の排除） 

第44条 指定居宅介護事業者は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）

第３条に規定する基本理念にのっとり、同条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力

団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。 

（準用） 

第45条 第10条から前条までの規定は、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。こ

の場合において、第10条第１項中「第32条」とあるのは「第45条第１項において準用する第32条」と、第21条

第２項中「次条第１項」とあるのは「第45条第１項において準用する次条第１項」と、第24条第２項中「第22

条第２項」とあるのは「第45条第１項において準用する第22条第２項」と、第26条第１号中「次条第１項」と

あるのは「第45条第１項において準用する次条第１項」と、第27条第１項中「第６条第２項」とあるのは「第

８条において準用する第６条第２項」と、第31条第３項中「第27条」とあるのは「第45条第１項において準用

する第27条」と、第32条中「第36条」とあるのは「第45条第１項において準用する第36条」と、第33条中「食

事等の介護」とあるのは「食事等の介護、外出時における移動中の介護」と読み替えるものとする。 

２ 第10条から第32条まで及び第34条から前条までの規定は、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービ

スの事業について準用する。この場合において、第10条第１項中「第32条」とあるのは「第45条第２項におい

て準用する第32条」と、第21条第２項中「次条第１項」とあるのは「第45条第２項において準用する次条第１

項」と、第24条第２項中「第22条第２項」とあるのは「第45条第２項において準用する第22条第２項」と、第

26条第１号中「次条第１項」とあるのは「第45条第２項において準用する次条第１項」と、第27条第１項中「第

６条第２項」とあるのは「第８条において準用する第６条第２項」と、第31条第３項中「第27条」とあるのは

「第45条第２項において準用する第27条」と、第32条中「第36条」とあるのは「第45条第２項において準用す

る第36条」と読み替えるものとする。 

第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準 
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（従業者の員数） 

第46条 居宅介護に係る基準該当障害福祉サービス（以下この節において「基準該当居宅介護」という｡)の事業

を行う者（以下この節において「基準該当居宅介護事業者」という｡)が、当該事業を行う事業所（以下この節

において「基準該当居宅介護事業所」という｡)ごとに置くべき従業者（基準該当居宅介護の提供に当たる者と

して規則で定めるものをいう。以下この節において同じ｡)の員数は、規則で定める数とする。 

２ 離島その他の地域であって規則で定めるものにおいて基準該当居宅介護を提供する基準該当居宅介護事業者

にあっては、前項の規定にかかわらず、基準該当居宅介護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、規則で定め

る数とする。 

３ 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに、従業者のうち規則で定める数の者をサービス

提供責任者としなければならない。 

（管理者） 

第47条 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなけ

ればならない。ただし、基準該当居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当居宅介護事業所の

他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。 

（設備及び備品等） 

第48条 基準該当居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当居宅

介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

（同居家族に対するサービス提供の制限） 

第49条 基準該当居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護の提供をさせて

はならない。ただし、同居の家族である利用者に対する居宅介護が次の各号のいずれにも該当する場合には、

この限りでない。 

(1) 当該居宅介護に係る利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定居宅介護のみによっては

必要な居宅介護の見込量を確保することが困難であると市町村が認めるものに住所を有する場合 

(2) 当該居宅介護が第46条第３項に規定するサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される場

合 

(3) 当該居宅介護を提供する従業者の当該居宅介護に従事する時間の合計が、当該従業者が居宅介護に従事す

る時間の合計のおおむね２分の１を超えない場合 

２ 基準該当居宅介護事業者は、前項ただし書の規定に基づき、従業者にその同居の家族である利用者に対する

基準該当居宅介護の提供をさせる場合において、当該利用者の意向や当該利用者に係る次条第１項において準

用する第27条の居宅介護計画の実施状況等からみて、当該基準該当居宅介護が適切に提供されていないと認め

るときは、当該従業者に対し適切な指導を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（運営に関する基準） 

第50条 第５条第１項及び前節（第22条第１項、第23条、第24条第１項、第28条、第33条及び第45条を除く｡)の

規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。この場合において、第10条第１項中「第32条」とあるの

は「第50条第１項において準用する第32条」と、第21条第２項中「次条第１項から第３項まで」とあるのは「第

50条第１項において準用する次条第２項及び第３項」と、第24条第２項中「第22条第２項」とあるのは「第50

条第１項において準用する第22条第２項」と、第26条第１号中「次条第１項」とあるのは「第50条第１項にお

いて準用する次条第１項」と、第27条第１項中「第６条第２項」とあるのは「第46条第３項」と、第31条第３

項中「第27条」とあるのは「第50条第１項において準用する第27条」と、第32条中「第36条」とあるのは「第

50条第１項において準用する第36条」と読み替えるものとする。 

２ 第５条第２項から第４項まで、前節（第22条第１項、第23条、第24条第１項、第28条、第33条及び第45条を

除く｡)及び第46条から前条までの規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サー
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ビスの事業について準用する。この場合において、第10条第１項中「第32条」とあるのは「第50条第２項にお

いて準用する第32条」と、第21条第２項中「次条第１項から第３項まで」とあるのは「第50条第２項において

準用する次条第２項及び第３項」と、第24条第２項中「第22条第２項」とあるのは「第50条第２項において準

用する第22条第２項」と、第26条第１号中「次条第１項」とあるのは「第50条第２項において準用する次条第

１項」と、第27条第１項中「第６条第２項」とあるのは「第46条第３項」と、第31条第３項中「第27条」とあ

るのは「第50条第２項において準用する第27条」と、第32条中「第36条」とあるのは「第50条第２項において

準用する第36条」と、第49条第１項第２号中「第46条第３項」とあるのは「第50条第２項において準用する第

46条第３項」と、第49条第２項中「次条第１項」とあるのは「次条第２項」と読み替えるものとする。 

第３章 療養介護 

第１節 基本方針 

第51条 療養介護に係る指定障害福祉サービス（以下「指定療養介護」という｡)の事業は、利用者が自立した日

常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者自立支援法施行規則（平成18年厚生労働省令第19号。以

下「省令」という｡)第２条の２に規定する者に対して、当該者の身体その他の状況及びその置かれている環境

に応じて、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を適切かつ効

果的に行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第52条 指定療養介護の事業を行う者（以下「指定療養介護事業者」という｡)が当該事業を行う事業所（以下「指

定療養介護事業所」という｡)に置くべき従業者は、次のとおりとし、その員数及び当該員数の算定の方法等は、

規則で定める。 

(1) 医師 

(2) 看護職員（看護師、准看護師又は看護補助者をいう｡) 

(3) 生活支援員  

(4) サービス管理責任者（指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として規則で定めるもの

をいう。以下同じ｡)  

２ 前項に規定する指定療養介護事業所の従業者（第１号及び第２号に掲げる者を除く｡)は、専ら当該指定療養

介護事業所の職務に従事する者又は指定療養介護の単位ごとに専ら当該指定療養介護の提供に当たる者でなけ

ればならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

３ 前項の指定療養介護の単位は、指定療養介護であって、その提供が同時に１又は複数の利用者に対して一体

的に行われるものをいう。 

４ 指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設（児童福祉法（昭和22年法律第164号）第42条第２号に規定す

る医療型障害児入所施設をいう。以下この項及び第54条第３項において同じ｡)に係る指定障害児入所施設（同

法第24条の２第１項に規定する指定障害児入所施設をいう。以下同じ｡)の指定を受け、かつ、指定療養介護と

指定入所支援（同項に規定する指定入所支援をいう。次項及び第54条第３項において同じ｡)とを同一の施設に

おいて一体的に提供している場合については、新潟県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営等に関する

基準を定める条例（平成24年新潟県条例第68号。第54条第３項において「指定入所施設基準条例」という｡)第

54条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前３項に規定する基準を満たしているものとみなす

ことができる。 

５ 指定療養介護事業者が、指定医療機関（児童福祉法第６条の２第３項に規定する指定医療機関をいう｡)の設

置者である場合であって、療養介護と指定入所支援とを同一の機関において一体的に提供しているときは、指

定医療機関として適切な医療その他のサービスを提供するのに必要な人員を確保していることをもって、第１

項から第３項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 
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（管理者） 

第53条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければなら

ない。ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養介護事業所の他の職務に従事さ

せ、又は当該指定療養介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

（設備） 

第54条 指定療養介護事業所は、医療法（昭和23年法律第205号）に規定する病院として必要とされる設備及び多

目的室その他運営上必要な設備を備えなければならない。 

２ 前項に規定する設備は、専ら当該指定療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用

者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

３ 指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設に係る指定障害児入所施設の指定を受け、かつ、指定療養介

護と指定入所支援とを同一の施設において一体的に提供している場合については、指定入所施設基準条例第55

条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前２項に規定する基準を満たしているものとみなすこ

とができる。 

第４節 運営に関する基準 

（契約支給量の報告等） 

第55条 指定療養介護事業者は、入所又は退所に際しては、入所又は退所の年月日その他の必要な事項（以下こ

の章において「受給者証記載事項」という｡)を支給決定障害者の受給者証に記載しなければならない。 

２ 指定療養介護事業者は、指定療養介護の利用に係る契約をしたときは受給者証記載事項その他の必要な事項

を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。 

３ 前２項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。 

（サービスの提供の記録） 

第56条 指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供した際は、当該指定療養介護の提供日、内容その他必要な

事項を記録しなければならない。 

２ 指定療養介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定療養介護を提供した

ことについて確認を受けなければならない。 

（利用者負担額等の受領） 

第57条 指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る利

用者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定療養介護事業者は、法定代理受領を行わない指定療養介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指

定療養介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費

用の額の算定方法の例により算定した額又は規則で定めるところにより算定した額の支払を受けるものとする。 

３ 指定療養介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、指定療養介護において提供される便宜に要する費

用のうち規則で定める費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。 

４ 指定療養介護事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を

支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。 

５ 指定療養介護事業者は、第３項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に

対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。 

（利用者負担額に係る管理） 

第58条 指定療養介護事業者は、支給決定障害者が同一の月に当該指定療養介護事業者が提供する指定療養介護

及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る

利用者負担額合計額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定



平成24年12月28日(金) 新  潟  県  報 号 外 １ 

328 

した額又は規則で定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費

の額を控除して得た額の合計額（以下この条において「利用者負担額等合計額」という｡)を算定しなければな

らない。この場合において、当該指定療養介護事業者は、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、

当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知し

なければならない。 

（介護給付費の額に係る通知等） 

第59条 指定療養介護事業者は、法定代理受領により市町村から指定療養介護に係る介護給付費及び療養介護医

療費の支給を受けた場合は、支給決定障害者に対し、当該支給決定障害者に係る介護給付費及び療養介護医療

費の額を通知しなければならない。 

２ 指定療養介護事業者は、第57条第２項の法定代理受領を行わない指定療養介護に係る費用の支払を受けた場

合は、その提供した指定療養介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明

書を支給決定障害者に対して交付しなければならない。 

（指定療養介護の取扱方針） 

第60条 指定療養介護事業者は、次条第１項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、

その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなけ

ればならない。 

２ 指定療養介護事業所の従業者は、指定療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家

族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

３ 指定療養介護事業者は、その提供する指定療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならな

い。 

（療養介護計画の作成等） 

第61条 指定療養介護事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画（以下この章

において「療養介護計画」という｡)の作成に関する業務を担当させるものとする。 

２ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有す

る能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把

握（以下この章において「アセスメント」という｡)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるよ

うに支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。 

３ アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責

任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 

４ サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対す

る意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定療養介護の目標及びその達成時期、

指定療養介護を提供する上での留意事項等を記載した療養介護計画の原案を作成しなければならない。この場

合において、当該指定療養介護事業所が提供する指定療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サー

ビス等との連携も含めて療養介護計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。 

５ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議（利用者に対する指定療養介護の提供に当たる担当

者等を招集して行う会議をいう｡)を開催し、前項に規定する療養介護計画の原案の内容について意見を求める

ものとする。 

６ サービス管理責任者は、第４項に規定する療養介護計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して

説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 

７ サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を利用者に交付しなければなら

ない。 

８ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握（利用者についての継続的
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なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という｡)を行うとともに、少なくとも６月に１回以上、療養介

護計画の見直しを行い、必要に応じて療養介護計画の変更を行うものとする。 

９ サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うことと

し、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 

(1) 定期的に利用者に面接すること。 

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

10 第２項から第７項までの規定は、第８項に規定する療養介護計画の変更について準用する。 

（サービス管理責任者の責務） 

第62条 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の

心身の状況、当該指定療養介護事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 

(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができる

よう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な

支援を行うこと。 

(3) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 

（相談及び援助） 

第63条 指定療養介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用

者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

（機能訓練） 

第64条 指定療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要

な機能訓練を行わなければならない。 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第65条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と

日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必

要な援助を行わなければならない。 

３ 指定療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。 

４ 指定療養介護事業者は、前３項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上の支

援を適切に行わなければならない。 

５ 指定療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定療養介護事業所の従業者以外

の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 

（その他のサービスの提供） 

第66条 指定療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。 

２ 指定療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族の交流等の機会を確

保するよう努めなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第67条 従業者は、現に指定療養介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な

場合は、速やかに他の専門医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（支給決定障害者に関する市町村への通知） 

第68条 指定療養介護事業者は、指定療養介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場

合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

(1) 正当な理由なしに指定療養介護の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと



平成24年12月28日(金) 新  潟  県  報 号 外 １ 

330 

認められるとき。 

(2) 偽りその他不正な行為によって介護給付費若しくは特例介護給付費又は療養介護医療費を受け、又は受け

ようとしたとき。 

（管理者の責務） 

第69条 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元

的に行わなければならない。 

２ 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な

指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 

第70条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関す

る運営規程（第75条において「運営規程」という｡)を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 利用定員 

(4) 指定療養介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額 

(5) サービス利用に当たっての留意事項 

(6) 緊急時等における対応方法 

(7) 非常災害対策 

(8) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(10) 秘密保持等に関する事項 

(11) 苦情解決に関する事項 

(12) その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第71条 指定療養介護事業者は、利用者に対し、適切な指定療養介護を提供できるよう、指定療養介護事業所ご

とに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、当該指定療養介護事業所の従業者によって指定療養介

護を提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでな

い。 

３ 指定療養介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第72条 指定療養介護事業者は、利用定員を超えて指定療養介護の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐

待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（非常災害対策） 

第73条 指定療養介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、指定療養介

護事業所の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関

する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周

知しなければならない。 

２ 指定療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければなら

ない。 

（衛生管理等） 

第74条 指定療養介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又
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は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 

２ 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように

必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（掲示） 

第75条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制

その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

（身体拘束等の禁止） 

第76条 指定療養介護事業者は、指定療養介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保

護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」

という｡)を行ってはならない。 

２ 指定療養介護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。 

（地域との連携等） 

第77条 指定療養介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び

協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

（記録の整備） 

第78条 指定療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供に関する規則で定める記録を整備し、当該指定

療養介護を提供した日から５年間保存しなければならない。 

（準用） 

第79条 第10条、第12条、第13条、第15条から第18条まで、第21条、第37条、第38条第１項、第39条から第41条

まで及び第44条の規定は、指定療養介護の事業について準用する。この場合において、第10条第１項中「第32

条」とあるのは「第70条」と、第21条第２項中「次条第１項」とあるのは「第57条第１項」と読み替えるもの

とする。 

第４章 生活介護 

第１節 基本方針 

第80条 生活介護に係る指定障害福祉サービス（以下「指定生活介護」という｡)の事業は、利用者が自立した日

常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第２条の４に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事

の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第81条 指定生活介護の事業を行う者（以下「指定生活介護事業者」という｡)が当該事業を行う事業所（以下「指

定生活介護事業所」という｡)に置くべき従業者は、次のとおりとし、その員数及び当該員数の算定の方法等は、

規則で定める。 

(1) 医師 

(2) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章、第８章、第９章及び第16章において

同じ｡)、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 

(3) サービス管理責任者 

２ 前項第２号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活

を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員と

して置くことができる。 

３ 前２項に規定する指定生活介護事業所の従業者は、専ら当該指定生活介護事業所の職務に従事する者又は指
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定生活介護の単位ごとに専ら当該指定生活介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援

に支障がない場合は、この限りでない。 

４ 前項の指定生活介護の単位は、指定生活介護であって、その提供が同時に１又は複数の利用者に対して一体

的に行われるものをいう。 

（従たる事業所を設置する場合における特例） 

第82条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所における主たる事業所（以下この条において「主たる事業

所」という｡)と一体的に管理運営を行う事業所（以下この条において「従たる事業所」という｡)を設置するこ

とができる。 

２ 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者（サービス管理責任者を

除く｡)のうちそれぞれ１人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でな

ければならない。 

（準用） 

第83条 第53条の規定は、指定生活介護の事業について準用する。 

第３節 設備に関する基準 

（設備） 

第84条 指定生活介護事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を

設けなければならない。 

２ 前項に規定する設備の基準は、規則で定める。 

３ 第１項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。 

４ 第１項に規定する設備は、専ら当該指定生活介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利

用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

第４節 運営に関する基準 

（利用者負担額等の受領） 

第85条 指定生活介護事業者は、指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る利

用者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定生活介護事業者は、法定代理受領を行わない指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指

定生活介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。 

３ 指定生活介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、指定生活介護において提供される便宜に要する費

用のうち、規則で定める費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。 

４ 指定生活介護事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を

支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。 

５ 指定生活介護事業者は、第３項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に

対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。 

（介護） 

第86条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術

をもって行われなければならない。 

２ 指定生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助

を行わなければならない。 

３ 指定生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。 

４ 指定生活介護事業者は、前３項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上必要

な支援を適切に行わなければならない。 

５ 指定生活介護事業者は、常時１人以上の従業者を介護に従事させなければならない。 
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６ 指定生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定生活介護事業所の従業者以外

の者による介護を受けさせてはならない。 

（生産活動） 

第87条 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需

給状況等を考慮して行うように努めなければならない。 

２ 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等

がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。 

３ 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用

者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。 

４ 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、防塵
じん

設備又は消火設備の設置等生産活動を安

全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

（工賃の支払） 

第88条 指定生活介護事業者は、生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る

事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。 

（食事） 

第89条 指定生活介護事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、

その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

２ 指定生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮し、適切な時間に食

事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行う

ため、必要な栄養管理を行わなければならない。 

３ 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。 

４ 指定生活介護事業者は、食事の提供を行う場合であって、指定生活介護事業所に栄養士を置かないときは、

献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。 

（健康管理） 

第90条 指定生活介護事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康診断を受けることの勧奨そ

の他の健康保持のための適切な措置を講じなければならない。 

（支給決定障害者に関する市町村への通知） 

第91条 指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場

合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

(1) 正当な理由なしに指定生活介護の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと

認められるとき。 

(2) 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は特例介護給付費を受け、又は受けようとしたとき。 

（運営規程） 

第92条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関す

る運営規程（第95条において「運営規程」という｡)を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 利用定員 

(5) 指定生活介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額 

(6) 通常の事業の実施地域 

(7) サービスの利用に当たっての留意事項 
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(8) 緊急時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

(11) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(12) 秘密保持等に関する事項 

(13) 苦情解決に関する事項 

(14) その他運営に関する重要事項 

（衛生管理等） 

第93条 指定生活介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又

は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければなら

ない。 

２ 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように

必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（協力医療機関） 

第94条 指定生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておか

なければならない。 

（掲示） 

第95条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、

前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければな

らない。 

（準用） 

第96条 第10条から第18条まで、第20条、第21条、第23条、第24条、第29条、第37条から第42条まで、第44条、

第60条から第63条まで、第69条、第71条から第73条まで及び第76条から第78条までの規定は、指定生活介護の

事業について準用する。この場合において、第10条第１項中「第32条」とあるのは「第92条」と、第21条第２

項中「次条第１項」とあるのは「第85条第１項」と、第24条第２項中「第22条第２項」とあるのは「第85条第

２項」と、第60条第１項中「次条第１項」とあるのは「第96条において準用する次条第１項」と､｢療養介護計

画」とあるのは「生活介護計画」と、第61条中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第62条中「前

条」とあるのは「第96条において準用する前条」と読み替えるものとする。 

第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準 

（基準該当生活介護の基準） 

第97条 生活介護に係る基準該当障害福祉サービス（第207条に規定する特定基準該当生活介護を除く。以下この

節において「基準該当生活介護」という｡)の事業を行う者（以下この節において「基準該当生活介護事業者」

という｡)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

(1) 指定通所介護事業者（新潟県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条

例（平成24年新潟県条例第65号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という｡)第101条第１項に規定する指

定通所介護事業者をいう。以下同じ｡)であって、地域において生活介護が提供されていないこと等により生

活介護を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護（指定居宅サービス等基準条例第100条に規定する

指定通所介護をいう。以下同じ｡)を提供するものであること。 

(2) 指定通所介護事業所（指定居宅サービス等基準条例第101条第１項に規定する指定通所介護事業所をいう。

以下同じ｡)の食堂及び機能訓練室（指定居宅サービス等基準条例第103条第１項に規定する食堂及び機能訓練

室をいう。以下同じ｡)の面積を、指定通所介護の利用者の数と基準該当生活介護を受ける利用者の数の合計

数で除して得た面積が、規則で定める面積であること。 
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(3) 指定通所介護事業所の従業者の員数が、規則で定める数であること。 

(4) 基準該当生活介護を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の

関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（指定小規模多機能型居宅介護事業所に関する特例） 

第98条 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という｡)第

63条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下同じ｡)が地域において生活介護が提供

されていないこと等により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護（指定

地域密着型サービス基準第62条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう｡)のうち通いサービス（指定地

域密着型サービス基準第63条第１項に規定する通いサービスをいう。以下同じ｡)を提供する場合には、当該通

いサービスを基準該当生活介護と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密

着型サービス基準第63条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ｡)を基準該当

生活介護事業所とみなす。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所につい

ては適用しない。 

(1) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者（指

定地域密着型サービス基準第63条第１項に規定する登録者をいう｡)の数とこの条の規定により基準該当生活

介護とみなされる通いサービス又は厚生労働省関係構造改革特別区域法第34条に規定する政令等規制事業に

係る省令の特例に関する措置を定める省令（平成15年厚生労働省令第132号。以下「特区省令」という｡)第４

条第１項の規定により自立訓練とみなされる通いサービスを利用するために当該小規模多機能型居宅介護事

業所に登録を受けた障害者の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ｡)を25人以下とすること。 

(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービスの利用定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事

業所の通いサービスの利用者の数とこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス又は特

区省令第４条第１項の規定により自立訓練とみなされる通いサービスを受ける障害者の数の合計数の１日当

たりの上限をいう。以下同じ｡)を登録定員の２分の１から15人までの範囲内とすること。 

(3) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の居間及び食堂（指定地域密着型サービス基準第67条第２項第１

号に規定する居間及び食堂をいう｡)は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。 

(4) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所が提

供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数及びこの条の規定により基準該当生活介護とみな

される通いサービス又は特区省令第４条第１項の規定により自立訓練とみなされる通いサービスを受ける障

害者の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第63条に規定する基準を満たして

いること。 

(5) この条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービス

を提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（準用） 

第99条 第44条及び第85条第２項から第５項までの規定は、基準該当生活介護の事業について準用する。 

第５章 短期入所 

第１節 基本方針 

第100条 短期入所に係る指定障害福祉サービス（以下この章において「指定短期入所」という｡)の事業は、利用

者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な保護を

適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 
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第101条 法第５条第８項に規定する施設が指定短期入所の事業を行う事業所（以下この章において「指定短期入

所事業所」という｡)として当該施設と一体的に運営を行う事業所（以下この章において「併設事業所」という｡)

を設置する場合において、当該施設及び併設事業所に置くべき従業者の総数及びその算定の方法は、規則で定

める。 

２ 法第５条第８項に規定する施設が、その施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指

定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所（以下この章において「空床利用型事業所」と

いう｡)に置くべき従業者の員数及びその算定の方法は、規則で定める。 

３ 併設事業所又は空床利用型事業所以外の指定短期入所事業所（以下この章において「単独型事業所」という｡)

に置くべき生活支援員の員数及びその算定の方法は、規則で定める。 

（準用） 

第102条 第７条の規定は、指定短期入所の事業について準用する。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第103条 指定短期入所事業所は、併設事業所又は法第５条第８項に規定する施設の居室であって、その全部又は

一部が利用者に利用されていない居室を用いるものでなければならない。 

２ 併設事業所にあっては、当該併設事業所及び当該併設事業所と同一敷地内にある法第５条第８項に規定する

施設（以下この章において「併設本体施設」という｡)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設本体施設の

利用者の支援に支障がないときは、当該併設本体施設の設備（居室を除く｡)を指定短期入所の事業の用に供す

ることができるものとする。 

３ 空床利用型事業所にあっては、当該施設として必要とされる設備を有することで足りるものとする。 

４ 単独型事業所は、居室、食堂、浴室、洗面所及び便所その他運営上必要な設備を設けなければならない。 

５ 前項に規定する設備の基準は、規則で定める。 

第４節 運営に関する基準 

（指定短期入所の開始及び終了） 

第104条 指定短期入所の事業を行う者（以下この章において「指定短期入所事業者」という｡)は、介護を行う者

の疾病その他の理由により居宅において介護を受けることが一時的に困難となった利用者を対象に、指定短期

入所を提供するものとする。 

２ 指定短期入所事業者は、他の指定障害福祉サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供

する者との密接な連携により、指定短期入所の提供後においても提供前と同様に利用者が継続的に保健医療サ

ービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。 

（入退所の記録の記載等） 

第105条 指定短期入所事業者は、入所又は退所に際しては、指定短期入所事業所の名称、入所又は退所の年月日

その他の必要な事項（以下この章において「受給者証記載事項」という｡)を、支給決定障害者等の受給者証に

記載しなければならない。 

２ 指定短期入所事業者は、自らの指定短期入所の提供により、支給決定障害者等が提供を受けた指定短期入所

の量の総量が支給量に達した場合は、当該支給決定障害者等に係る受給者証の指定短期入所の提供に係る部分

の写しを市町村に提出しなければならない。 

（利用者負担額等の受領） 

第106条 指定短期入所事業者は、指定短期入所を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定短期入所に係る

利用者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定短期入所事業者は、法定代理受領を行わない指定短期入所を提供した際は、支給決定障害者等から当該

指定短期入所に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。 
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３ 指定短期入所事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、指定短期入所において提供される便宜に要する費

用のうち規則で定める費用の支払を支給決定障害者等から受けることができる。 

４ 指定短期入所事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を

支払った支給決定障害者等に対し交付しなければならない。 

５ 指定短期入所事業者は、第３項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等

に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得なければならない。 

（指定短期入所の取扱方針） 

第107条 指定短期入所は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければ

ならない。 

２ 指定短期入所事業所の従業者は、指定短期入所の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその介

護を行う者に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

３ 指定短期入所事業者は、その提供する指定短期入所の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならな

い。 

（サービスの提供） 

第108条 指定短期入所の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実

に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。 

２ 指定短期入所事業者は、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。 

３ 指定短期入所事業者は、その利用者に対して、支給決定障害者等の負担により、当該指定短期入所事業所の

従業者以外の者による保護を受けさせてはならない。 

４ 指定短期入所事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けた場合には、利用者に対して食事の提供を行わなけ

ればならない。 

５ 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜
し

好を考慮したものとするとともに、適切な時間に提

供しなければならない。 

（運営規程） 

第109条 指定短期入所事業者は、次の各号（第101条第２項の規定の適用を受ける施設にあっては、第３号を除

く｡)に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 利用定員 

(4) 指定短期入所の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額 

(5) サービス利用に当たっての留意事項 

(6) 緊急時等における対応方法 

(7) 非常災害対策 

(8) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(10) 秘密保持等に関する事項 

(11) 苦情解決に関する事項 

(12) その他運営に関する重要事項 

（定員の遵守） 

第110条 指定短期入所事業者は、次に掲げる利用者の数以上の利用者に対して同時に指定短期入所を提供しては

ならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

(1) 併設事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数 
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(2) 空床利用型事業所にあっては、当該施設の利用定員（第126条第１項に規定する指定共同生活介護事業所又

は第197条第１項に規定する指定共同生活援助事業所にあっては、共同生活住居（法第34条第１項に規定する

共同生活住居をいう。以下同じ｡)及びユニット（居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ること

ができる設備により一体的に構成される場所をいう。以下同じ｡)の入居定員）及び居室の定員を超えること

となる利用者の数 

(3) 単独型事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数 

（準用） 

第111条 第10条、第12条から第18条まで、第20条、第21条、第23条、第24条、第29条、第30条、第37条から第44

条まで、第63条、第69条、第71条、第73条、第76条、第77条、第90条及び第93条から第95条までの規定は、指

定短期入所の事業について準用する。この場合において、第10条第１項中「第32条」とあるのは「第109条」と、

第21条第２項中「次条第１項」とあるのは「第106条第１項」と、第24条第２項中「第22条第２項」とあるのは

「第106条第２項」と、第95条中「前条」とあるのは「第111条において準用する前条」と読み替えるものとす

る。 

第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準 

（指定小規模多機能型居宅介護事業所に関する特例） 

第112条 短期入所に係る基準該当障害福祉サービス（以下この節において「基準該当短期入所」という｡)の事業

を行う者（以下この節において「基準該当短期入所事業者」という｡)が当該事業に関して満たすべき基準は、

次のとおりとする。 

(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業者であって、第98条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサ

ービス又は特区省令第４条第１項の規定により自立訓練とみなされる通いサービスを利用するために当該指

定小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた利用者に対して指定小規模多機能型居宅介護のうち宿泊サ

ービス（指定地域密着型サービス基準第63条第５項に規定する宿泊サービスをいう。以下この条において同

じ｡)を提供するものであること。 

(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の宿泊サービスの利用定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事

業所の宿泊サービスを利用する者の数と基準該当短期入所の提供を受ける利用者の数の合計数の１日当たり

の上限をいう。以下この条において同じ｡)を通いサービスの利用定員の３分の１から９人までの範囲内とす

ること。 

(3) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に個室（指定地域密着型サービス基準第67条第２項第２号ハに規

定する個室をいう。以下この号において同じ｡)以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を宿

泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じて得た数で除して得た面積が、規則で定める面積であること。 

(4) 基準該当短期入所の提供を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所そ

の他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（準用） 

第113条 第44条及び第106条第２項から第５項までの規定は、基準該当短期入所の事業について準用する。 

第６章 重度障害者等包括支援 

第１節 基本方針 

第114条 重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス（以下この章において「指定重度障害者等包括支援」

という｡)の事業は、常時介護を要する利用者であって、その介護の必要の程度が著しく高いものが自立した日

常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じて、

障害福祉サービスを包括的に提供し、生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 
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第115条 指定重度障害者等包括支援の事業を行う者（以下この章において「指定重度障害者等包括支援事業者」

という｡)は、当該指定重度障害者等包括支援事業者が指定を受けている指定障害福祉サービス事業者（指定療

養介護事業者及び第197条第１項に規定する指定共同生活援助事業者を除く。第118条において同じ｡)又は指定

障害者支援施設の基準を満たさなければならない。 

２ 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援の事業を行う事業所（以下この章において

「指定重度障害者等包括支援事業所」という｡)ごとに、規則で定める員数のサービス提供責任者を置かなけれ

ばならない。 

３ 前項のサービス提供責任者は、指定重度障害者等包括支援の提供に係るサービス管理を行う者として規則で

定めるものでなければならない。 

４ 第２項のサービス提供責任者のうち、１人以上は、専任かつ常勤でなければならない。 

（準用） 

第116条 第７条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。 

第３節 設備に関する基準 

（準用） 

第117条 第９条第１項の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。 

第４節 運営に関する基準 

（実施主体） 

第118条 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設でなければ

ならない。 

（事業所の体制） 

第119条 指定重度障害者等包括支援事業所は、利用者からの連絡に随時対応できる体制を有していなければなら

ない。 

２ 指定重度障害者等包括支援事業所は、自ら又は第三者に委託することにより、２以上の障害福祉サービスを

提供できる体制を有していなければならない。 

３ 指定重度障害者等包括支援事業所は、その事業の主たる対象とする利用者に関する専門医を有する医療機関

と協力する体制を有していなければならない。 

（障害福祉サービスの提供に係る基準） 

第120条 指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス（生活介護、自立訓練、就労移行支援及

び就労継続支援に限る｡)を自ら又は第三者に委託することにより提供する場合にあっては、当該指定重度障害

者等包括支援事業所又は当該委託を受けて障害福祉サービスを提供する事業所は、新潟県障害福祉サービス事

業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成24年新潟県条例第73号）又は新潟県障害者支援施設の設備

及び運営に関する基準を定める条例（平成24年新潟県条例第72号）に規定する基準を満たさなければならない。 

２ 指定重度障害者等包括支援事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定重度障害者等包

括支援において提供する障害福祉サービス（居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に限る｡)の提供

をさせてはならない。 

３ 指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス（短期入所及び共同生活介護に限る｡)を自ら

又は第三者に委託することにより提供する場合にあっては、当該指定重度障害者等包括支援事業所又は当該委

託を受けて障害福祉サービスを提供する事業所は、その提供する障害福祉サービスごとに、この条例に規定す

る基準を満たさなければならない。 

（指定重度障害者等包括支援の取扱方針） 

第121条 指定重度障害者等包括支援事業者は、次条第１項に規定するサービス利用計画に基づき、利用者が自立

した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環
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境に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定重度障害者等包括支援の提供が漫然かつ画一的なもの

とならないよう配慮しなければならない。 

２ 指定重度障害者等包括支援事業所の従業者は、指定重度障害者等包括支援の提供に当たっては、懇切丁寧を

旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければな

らない。 

３ 指定重度障害者等包括支援事業者は、その提供する指定重度障害者等包括支援の質の評価を行い、常にその

改善を図らなければならない。 

（サービス利用計画の作成） 

第122条 サービス提供責任者は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、週を

単位として、具体的なサービスの内容等を記載した重度障害者等包括支援サービス利用計画（以下この章にお

いて「サービス利用計画」という｡)を作成しなければならない。 

２ サービス提供責任者は、サービス利用計画の作成に当たっては、サービス担当者会議（サービス提供責任者

がサービス利用計画の作成のためにサービス利用計画の原案に位置付けた障害福祉サービスの担当者（以下こ

の条において「担当者」という｡)を招集して行う会議をいう｡)の開催、担当者に対する照会等により担当者か

ら専門的な見地からの意見を求めるものとする。 

３ サービス提供責任者は、サービス利用計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその内容を説明す

るとともに、当該サービス利用計画を交付しなければならない。 

４ サービス提供責任者は、サービス利用計画作成後においても、当該サービス利用計画の実施状況の把握を行

い、必要に応じて当該サービス利用計画の変更を行うものとする。 

５ 第１項から第３項までの規定は、前項に規定するサービス利用計画の変更について準用する。 

（運営規程） 

第123条 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営

についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 指定重度障害者等包括支援を提供できる利用者の数 

(4) 指定重度障害者等包括支援の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額 

(5) 通常の事業の実施地域 

(6) 緊急時等における対応方法 

(7) 事業の主たる対象とする利用者 

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(9) 秘密保持等に関する事項 

(10) 苦情解決に関する事項 

(11) その他運営に関する重要事項 

（準用） 

第124条 第10条から第22条まで、第24条、第29条、第30条、第35条から第44条まで及び第69条の規定は、指定重

度障害者等包括支援の事業について準用する。この場合において、第10条第１項中「第32条」とあるのは「第

123条」と、第21条第２項中「次条第１項」とあるのは「第124条において準用する次条第１項」と、第24条第

２項中「第22条第２項」とあるのは「第124条において準用する第22条第２項」と読み替えるものとする。 

第７章 共同生活介護 

第１節 基本方針 

第125条 共同生活介護に係る指定障害福祉サービス（以下「指定共同生活介護」という｡)の事業は、利用者が地
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域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状

況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において入浴、排せつ及び食事等の介護、相談その他の

日常生活上の支援を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第126条 指定共同生活介護の事業を行う者（以下「指定共同生活介護事業者」という｡)が当該事業を行う事業所

（以下「指定共同生活介護事業所」という｡)に置くべき従業者は、次のとおりとし、その員数及び当該員数の

算定の方法は、規則で定める。 

(1) 世話人 

(2) 生活支援員 

(3) サービス管理責任者 

２ 前項に規定する指定共同生活介護の従業者は、専ら指定共同生活介護事業所の職務に従事する者でなければ

ならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

（管理者） 

第127条 指定共同生活介護事業者は、指定共同生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置

かなければならない。ただし、指定共同生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定共同生活介護事

業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。 

２ 指定共同生活介護事業所の管理者は、適切な指定共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有す

る者でなければならない。 

第３節 設備に関する基準 

（設備） 

第128条 指定共同生活介護に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交

流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設（以下「入

所施設」という｡)又は病院の敷地外にあるようにしなければならない。 

２ 指定共同生活介護事業所は、１以上の共同生活住居を有するものとし、当該共同生活住居の入居定員の合計

は４人以上とする。 

３ 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたものでなければならない。 

４ 共同生活住居は、その入居定員を２人以上10人以下とする。ただし、既存の建物を共同生活住居とする場合

にあっては、当該共同生活住居の入居定員を２人以上20人（知事が特に必要があると認めるときは30人）以下

とすることができる。 

５ 共同生活住居は、１以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。 

６ ユニットの入居定員は、２人以上10人以下とする。 

７ ユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備を設けることとし、

その基準は、規則で定める。 

第４節 運営に関する基準 

（入退居） 

第129条 指定共同生活介護は、共同生活住居への入居を必要とする利用者（入院治療を要する者を除く｡)に提供

するものとする。 

２ 指定共同生活介護事業者は、利用申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に

努めなければならない。 

３ 指定共同生活介護事業者は、利用者の退居の際は、利用者の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や援助

の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなければならない。 
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４ 指定共同生活介護事業者は、利用者の退居に際しては、利用者に対し、適切な援助を行うとともに、保健医

療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

（入退居の記録の記載等） 

第130条 指定共同生活介護事業者は、入居又は退居に際しては、当該指定共同生活介護事業者の名称、入居又は

退居の年月日その他の必要な事項（次項において「受給者証記載事項」という｡)を、利用者の受給者証に記載

しなければならない。 

２ 指定共同生活介護事業者は、受給者証記載事項その他の必要な事項を遅滞なく市町村に対し報告しなければ

ならない。 

（利用者負担額等の受領） 

第131条 指定共同生活介護事業者は、指定共同生活介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定共同生活

介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定共同生活介護事業者は、法定代理受領を行わない指定共同生活介護を提供した際は、支給決定障害者か

ら当該指定共同生活介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。 

３ 指定共同生活介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、指定共同生活介護において提供される便宜に

要する費用のうち、規則で定める費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。 

４ 指定共同生活介護事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の

額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。 

５ 指定共同生活介護事業者は、第３項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害

者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。 

（利用者負担額に係る管理） 

第132条 指定共同生活介護事業者は、支給決定障害者（入居前の体験的な指定共同生活介護を受けている者を除

く｡)が同一の月に当該指定共同生活介護事業者が提供する指定共同生活介護及び他の指定障害福祉サービス等

を受けたときは、当該指定共同生活介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定し

なければならない。この場合において、当該指定共同生活介護事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告

するとともに、当該支給決定障害者（入居前の体験的な指定共同生活介護を受けている者を除く｡)及び当該他

の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。 

２ 指定共同生活介護事業者は、支給決定障害者（入居前の体験的な指定共同生活介護を受けている者に限る｡)

の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に当該指定共同生活介護事業者が提供する指定共同生活介護

及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定共同生活介護及び他の指定障害福祉サービス等に

係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指定共同生活介護事業者は、利

用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を

提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。 

（指定共同生活介護の取扱方針） 

第133条 指定共同生活介護事業者は、第142条において準用する第61条に規定する共同生活介護計画（以下「共

同生活介護計画」という｡)に基づき、利用者が地域において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の

身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定共同生

活介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 

２ 指定共同生活介護事業者は、入居前の体験的な利用を希望する者に対して指定共同生活介護の提供を行う場

合には、共同生活介護計画に基づき、当該利用者が、継続した指定共同生活介護の利用に円滑に移行できるよ

う配慮するとともに、継続して入居している他の利用者の処遇に支障がないようにしなければならない。 

３ 指定共同生活介護事業所の従業者は、指定共同生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又

はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 
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４ 指定共同生活介護事業者は、その提供する指定共同生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなけれ

ばならない。 

（サービス管理責任者の責務） 

第134条 サービス管理責任者は、第142条において準用する第61条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行

うものとする。 

(1) 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の

身体及び精神の状況、当該指定共同生活介護事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把

握すること。 

(2) 利用者の身体及び精神の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むこと

ができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、

必要な支援を行うこと。 

(3) 利用者が自立した社会生活を営むことができるよう指定生活介護事業所等との連絡調整を行うこと。 

(4) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 

（介護及び家事等） 

第135条 介護は、利用者の身体及び精神の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適

切な技術をもって行わなければならない。 

２ 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行うよう努めなければならない。 

３ 指定共同生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定共同生活介護事業所の従

業者以外の者による介護又は家事等を受けさせてはならない。 

（社会生活上の便宜の供与等） 

第136条 指定共同生活介護事業者は、利用者について、指定生活介護事業所等との連絡調整、余暇活動の支援等

に努めなければならない。 

２ 指定共同生活介護事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者

又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行わなければならない。 

３ 指定共同生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機

会を確保するよう努めなければならない。 

（運営規程） 

第137条 指定共同生活介護事業者は、指定共同生活介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事

項に関する運営規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 入居定員 

(4) 指定共同生活介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額 

(5) 入居に当たっての留意事項 

(6) 緊急時等における対応方法 

(7) 非常災害対策 

(8) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(10) 秘密保持等に関する事項 

(11) 苦情解決に関する事項 

(12) その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 
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第138条 指定共同生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定共同生活介護を提供できるよう、指定共同生活

介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継

続性を重視した指定共同生活介護の提供に配慮しなければならない。 

３ 指定共同生活介護事業者は、指定共同生活介護事業所ごとに、当該指定共同生活介護事業所の従業者によっ

て指定共同生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定共同生活介護事業者が業務の管理及び指揮

命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。 

４ 指定共同生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定共同生活介護に係る生活支援員の業務の全部又

は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確

認し、その結果等を記録しなければならない。 

５ 指定共同生活介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

（支援体制の確保） 

第139条 指定共同生活介護事業者は、利用者の身体及び精神の状況に応じた必要な支援を行うことができるよう、

他の障害福祉サービス事業を行う者その他の関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければなら

ない。 

（定員の遵守） 

第140条 指定共同生活介護事業者は、共同生活住居及びユニットの入居定員並びに居室の定員を超えて入居させ

てはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（協力医療機関等） 

第141条 指定共同生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めて

おかなければならない。 

２ 指定共同生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。 

（準用） 

第142条 第10条、第12条、第13条、第15条から第18条まで、第21条、第24条、第29条、第37条から第42条まで、

第44条、第56条、第61条、第63条、第69条、第73条、第76条から第78条まで、第91条、第93条及び第95条の規

定は、指定共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第10条第１項中「第32条」とあるのは

「第137条」と、第21条第２項中「次条第１項」とあるのは「第131条第１項」と、第24条第２項中「第22条第

２項」とあるのは「第131条第２項」と、第61条中「療養介護計画」とあるのは「共同生活介護計画」と、第95

条中「前条の協力医療機関」とあるのは「第141条第１項の協力医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」

と読み替えるものとする。 

第８章 自立訓練（機能訓練） 

第１節 基本方針 

第143条 自立訓練（機能訓練)(省令第６条の６第１号に規定する自立訓練（機能訓練）をいう。以下同じ｡)に係

る指定障害福祉サービス（以下「指定自立訓練（機能訓練)｣という｡)の事業は、利用者が自立した日常生活又

は社会生活を営むことができるよう、省令第６条の７第１号に規定する者に対して、省令第６条の６第１号に

規定する期間にわたり、身体機能又は生活能力の維持、向上等のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効

果的に行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第144条 指定自立訓練（機能訓練）の事業を行う者（以下「指定自立訓練（機能訓練）事業者」という｡)が当該

事業を行う事業所（以下「指定自立訓練（機能訓練）事業所」という｡)に置くべき従業者は、次のとおりとし、

その員数及び当該員数の算定の方法等は、規則で定める。 
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(1) 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 

(2) サービス管理責任者 

２ 指定自立訓練（機能訓練）事業者が、指定自立訓練（機能訓練）事業所における指定自立訓練（機能訓練）

に併せて、利用者の居宅を訪問することにより指定自立訓練（機能訓練)(以下この条において「訪問による指

定自立訓練（機能訓練)｣という｡)を提供する場合は、指定自立訓練（機能訓練）事業所ごとに、前項に規定す

る員数の従業者に加えて、当該訪問による指定自立訓練（機能訓練）を提供する、規則で定める員数の生活支

援員を置くものとする。 

３ 第１項第１号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生

活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員

として置くことができる。 

４ 前３項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業所の従業者は、専ら当該指定自立訓練（機能訓練）事業所

の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

（準用） 

第145条 第53条及び第82条の規定は、指定自立訓練（機能訓練）の事業について準用する。 

第３節 設備に関する基準 

（準用） 

第146条 第84条の規定は、指定自立訓練（機能訓練）の事業について準用する。 

第４節 運営に関する基準 

（利用者負担額等の受領） 

第147条 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、指定自立訓練（機能訓練）を提供した際は、支給決定障害者から

当該指定自立訓練（機能訓練）に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練（機能訓練）を提供した際は、

支給決定障害者から当該指定自立訓練（機能訓練）に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受ける

ものとする。 

３ 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、指定自立訓練（機能訓練）において

提供される便宜に要する費用のうち規則で定める費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。 

４ 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、前３項に係る費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証

を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。 

５ 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、第３項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給

決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければな

らない。 

（訓練） 

第148条 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充

実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。 

２ 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立した日常

生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。 

３ 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、常時１人以上の従業者を訓練に従事させなければならない。 

４ 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定自立訓練（機能

訓練）事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならない。 

（地域生活への移行のための支援） 

第149条 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むこと

ができるよう、第164条第１項に規定する指定就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と
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連携し、必要な調整を行わなければならない。 

２ 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者が地域において安心した日常生活又は社会生活を営むことがで

きるよう、当該利用者が住宅等における生活に移行した後も、一定期間、定期的な連絡、相談等を行わなけれ

ばならない。 

（準用） 

第150条 第10条から第21条まで、第23条、第24条、第29条、第37条から第42条まで、第44条、第60条から第63

条まで、第69条、第71条から第73条まで、第76条から第78条まで及び第89条から第95条までの規定は、指定自

立訓練（機能訓練）の事業について準用する。この場合において、第10条第１項中「第32条」とあるのは「第

150条において準用する第92条」と、第21条第２項中「次条第１項」とあるのは「第147条第１項」と、第24条

第２項中「第22条第２項」とあるのは「第147条第２項」と、第60条第１項中「次条第１項」とあるのは「第150

条において準用する次条第１項」と､｢療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と、第61条中

「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と、同条第８項中「６月」とあるのは「３月」と、

第62条中「前条」とあるのは「第150条において準用する前条」と、第92条中「第95条」とあるのは「第150条

において準用する第95条」と、第95条中「前条」とあるのは「第150条において準用する前条」と読み替えるも

のとする。 

第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準 

（基準該当自立訓練（機能訓練）の基準） 

第151条 自立訓練（機能訓練）に係る基準該当障害福祉サービス（第207条に規定する特定基準該当自立訓練（機

能訓練）を除く。以下この節において「基準該当自立訓練（機能訓練)｣という｡)の事業を行う者（以下この節

において「基準該当自立訓練（機能訓練）事業者」という｡)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとお

りとする。 

(1) 指定通所介護事業者であって、地域において自立訓練（機能訓練）が提供されていないこと等により自立

訓練（機能訓練）を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護を提供するものであること。 

(2) 指定通所介護事業所の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護の利用者の数と基準該当自立訓練（機

能訓練）を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が、規則で定める面積であること。 

(3) 指定通所介護事業所の従業者の員数が、規則で定める数であること。 

(4) 基準該当自立訓練（機能訓練）を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練（機

能訓練）事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（準用） 

第152条 第44条及び第147条第２項から第５項までの規定は、基準該当自立訓練（機能訓練）の事業について準

用する。 

第９章 自立訓練（生活訓練） 

第１節 基本方針 

第153条 自立訓練（生活訓練)(省令第６条の６第２号に規定する自立訓練（生活訓練）をいう。以下同じ｡)に係

る指定障害福祉サービス（以下「指定自立訓練（生活訓練)｣という｡)の事業は、利用者が自立した日常生活又

は社会生活を営むことができるよう、省令第６条の７第２号に規定する者に対して、省令第６条の６第２号に

規定する期間にわたり生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行

うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第154条 指定自立訓練（生活訓練）の事業を行う者（以下「指定自立訓練（生活訓練）事業者」という｡)が当該

事業を行う事業所（以下「指定自立訓練（生活訓練）事業所」という｡)に置くべき従業者は、次のとおりとし、
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その員数及び当該員数の算定の方法等は、規則で定める。 

(1) 生活支援員 

(2) 地域移行支援員 

(3) サービス管理責任者 

２ 健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を置いている指定自立訓練（生活訓練）事業所

については、前項第１号中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と読み替えるものとする。

この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、規則で定める。 

３ 指定自立訓練（生活訓練）事業者が、指定自立訓練（生活訓練）事業所における指定自立訓練（生活訓練）

に併せて、利用者の居宅を訪問することにより指定自立訓練（生活訓練)(以下この項において「訪問による指

定自立訓練（生活訓練)｣という｡)を提供する場合は、前２項に規定する員数の従業者に加えて、当該訪問によ

る指定自立訓練（生活訓練）を提供する、規則で定める員数の生活支援員を置くものとする。 

４ 第１項及び第２項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業所の従業者は、専ら当該指定自立訓練（生活訓

練）事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りで

ない。 

（準用） 

第155条 第53条及び第82条の規定は、指定自立訓練（生活訓練）の事業について準用する。 

第３節 設備に関する基準 

（設備） 

第156条 指定自立訓練（生活訓練）事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に

必要な設備を設けなければならない。 

２ 前項に規定する設備の基準は、規則で定める。 

３ 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練（生活訓練）事業所にあっては、第１項に規定する設備のほか、居

室及び浴室を設けるものとし、その基準は、規則で定める。ただし、指定宿泊型自立訓練のみを行う指定自立

訓練（生活訓練）事業所にあっては、同項に規定する訓練・作業室を設けないことができる。 

４ 第１項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。 

５ 第１項及び第３項に規定する設備は、専ら当該指定自立訓練（生活訓練）事業所の用に供するものでなけれ

ばならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

第４節 運営に関する基準 

（サービスの提供の記録） 

第157条 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、指定自立訓練（生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く｡)を提供し

た際は、当該指定自立訓練（生活訓練）の提供日、内容その他必要な事項を、指定自立訓練（生活訓練）の提

供の都度記録しなければならない。 

２ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、指定宿泊型自立訓練を提供した際は、当該指定宿泊型自立訓練の提供

日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。 

３ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、前２項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定自立

訓練（生活訓練）を提供したことについて確認を受けなければならない。 

（利用者負担額等の受領） 

第158条 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、指定自立訓練（生活訓練）を提供した際は、支給決定障害者から

当該指定自立訓練（生活訓練）に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練（生活訓練）を提供した際は、

支給決定障害者から当該指定自立訓練（生活訓練）に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受ける

ものとする。 
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３ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、指定自立訓練（生活訓練)(指定宿泊

型自立訓練を除く｡)において提供される便宜に要する費用のうち、規則で定める費用の支払を支給決定障害者

から受けることができる。 

４ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、指定宿泊型自立訓練を行う場合には、第１項及び第２項の支払を受け

る額のほか、指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、規則で定める費用の支払を支

給決定障害者から受けることができる。 

５ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、第１項から第４項までに係る費用の額の支払を受けた場合は、当該費

用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。 

６ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、第３項及び第４項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらか

じめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得

なければならない。 

（記録の整備） 

第159条 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなけ

ればならない。 

２ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、利用者に対する指定自立訓練（生活訓練）の提供に関する規則で定め

る記録を整備し、当該指定自立訓練（生活訓練）を提供した日から５年間保存しなければならない。 

（準用） 

第160条 第10条から第19条まで、第21条、第23条、第24条、第29条、第37条から第42条まで、第44条、第60条か

ら第63条まで、第69条、第71条から第73条まで、第76条、第77条、第89条から第95条まで、第132条、第148条

及び第149条の規定は、指定自立訓練（生活訓練）の事業について準用する。この場合において、第10条第１項

中「第32条」とあるのは「第160条において準用する第92条」と、第21条第２項中「次条第１項から第３項まで」

とあるのは「第158条第１項から第４項まで」と、第23条中「支給決定障害者等の」とあるのは「支給決定障害

者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び規則で定める者を除く。以下この条において同じ｡)の」と､｢当該支給

決定障害者等」とあるのは「当該支給決定障害者」と、第24条第２項中「第22条第２項」とあるのは「第158

条第２項」と、第60条第１項中「次条第１項」とあるのは「第160条において準用する次条第１項」と､｢療養介

護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）計画」と、第61条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生

活訓練）計画」と、同条第８項中「６月」とあるのは「３月」と、第62条中「前条」とあるのは「第160条にお

いて準用する前条」と、第92条中「第95条」とあるのは「第160条において準用する第95条」と、第95条中「前

条」とあるのは「第160条において準用する前条」と、第132条第１項中「入居前の体験的な指定共同生活介護

を受けている者を除く」とあるのは「指定宿泊型自立訓練を受ける者及び規則で定める者に限る」と、同条第

２項中「入居前の体験的な指定共同生活介護を受けている者に限る」とあるのは「指定宿泊型自立訓練を受け

る者及び規則で定める者を除く」と読み替えるものとする。 

第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準 

（基準該当自立訓練（生活訓練）の基準） 

第161条 自立訓練（生活訓練）に係る基準該当障害福祉サービス（第207条に規定する特定基準該当自立訓練（生

活訓練）を除く。以下この節において「基準該当自立訓練（生活訓練)｣という｡)の事業を行う者（以下この節

において「基準該当自立訓練（生活訓練）事業者」という｡)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとお

りとする。 

(1) 指定通所介護事業者であって、地域において自立訓練（生活訓練）が提供されていないこと等により自立

訓練（生活訓練）を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護を提供するものであること。 

(2) 指定通所介護事業所の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護の利用者の数と基準該当自立訓練（生

活訓練）を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が、規則で定める面積であること。 
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(3) 指定通所介護事業所の従業者の員数が、規則で定める数であること。 

(4) 基準該当自立訓練（生活訓練）を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練（生

活訓練）事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（準用） 

第162条 第44条及び第147条第２項から第５項までの規定は、基準該当自立訓練（生活訓練）の事業について準

用する。 

第10章 就労移行支援 

第１節 基本方針 

第163条 就労移行支援に係る指定障害福祉サービス（以下「指定就労移行支援」という｡)の事業は、利用者が自

立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第６条の９に規定する者に対して、省令第６条の

８に規定する期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上

のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第164条 指定就労移行支援の事業を行う者（以下「指定就労移行支援事業者」という｡)が当該事業を行う事業所

（以下「指定就労移行支援事業所」という｡)に置くべき従業者は、次のとおりとし、その員数及び当該員数の

算定の方法等は、規則で定める。 

(1) 職業指導員及び生活支援員 

(2) 就労支援員 

(3) サービス管理責任者 

２ 前項に規定する指定就労移行支援事業所の従業者は、専ら当該指定就労移行支援事業所の職務に従事する者

でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

（認定指定就労移行支援事業所の従業者の員数） 

第165条 前条の規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則

（昭和26年文部省・厚生省令第２号）によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施

設として認定されている指定就労移行支援事業所（以下この章において「認定指定就労移行支援事業所」とい

う｡)に置くべき従業者は、次のとおりとし、その員数及び当該員数の算定の方法等は、規則で定める。 

(1) 職業指導員及び生活支援員 

(2) サービス管理責任者 

２ 前項の従業者については、前条第２項の規定を準用する。 

（準用） 

第166条 第53条及び第82条の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。この場合において、認定指定

就労移行支援事業所については、第82条の規定は、適用しない。 

第３節 設備に関する基準 

（認定指定就労移行支援事業所の設備） 

第167条 次条において準用する第84条の規定にかかわらず、認定指定就労移行支援事業所の設備の基準は、あん

摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る養成施設認定規則の規定によりあん摩マッサージ指圧師、は

り師又はきゅう師に係る学校又は養成施設として必要とされる設備を有することとする。 

（準用） 

第168条 第84条の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。 

第４節 運営に関する基準 

（実習の実施） 
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第169条 指定就労移行支援事業者は、利用者が第173条において準用する第61条の就労移行支援計画に基づいて

実習できるよう、実習の受入先を確保しなければならない。 

２ 指定就労移行支援事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活

支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなけ

ればならない。 

（求職活動の支援等の実施） 

第170条 指定就労移行支援事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援しな

ければならない。 

２ 指定就労移行支援事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機

関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。 

（職場への定着のための支援の実施） 

第171条 指定就労移行支援事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等

の関係機関と連携して、利用者が就職した日から６月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければ

ならない。 

（就職状況の報告） 

第172条 指定就労移行支援事業者は、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、

県に報告しなければならない。 

（準用） 

第173条 第10条から第18条まで、第20条、第21条、第23条、第24条、第29条、第37条から第42条まで、第44条、

第60条から第63条まで、第69条、第71条から第73条まで、第76条から第78条まで、第87条から第95条まで、第

132条、第147条及び第148条の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。この場合において、第10

条第１項中「第32条」とあるのは「第173条において準用する第92条」と、第21条第２項中「次条第１項」とあ

るのは「第173条において準用する第147条第１項」と、第23条中「支給決定障害者等の」とあるのは「支給決

定障害者（規則で定める者を除く。以下この条において同じ｡)の」と､｢当該支給決定障害者等」とあるのは「当

該支給決定障害者」と、第24条第２項中「第22条第２項」とあるのは「第173条において準用する第147条第２

項」と、第60条第１項中「次条第１項」とあるのは「第173条において準用する次条第１項」と､｢療養介護計画」

とあるのは「就労移行支援計画」と、第61条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第

８項中「６月」とあるのは「３月」と、第62条中「前条」とあるのは「第173条において準用する前条」と、第

92条中「第95条」とあるのは「第173条において準用する第95条」と、第95条中「前条」とあるのは「第173条

において準用する前条」と、第132条第１項中「入居前の体験的な指定共同生活介護を受けている者を除く」と

あるのは「指定宿泊型自立訓練を受ける者及び規則で定める者に限る」と、同条第２項中「入居前の体験的な

指定共同生活介護を受けている者に限る」とあるのは「指定宿泊型自立訓練を受ける者及び規則で定める者を

除く」と読み替えるものとする。 

第11章 就労継続支援Ａ型 

第１節 基本方針 

第174条 省令第６条の10第１号に規定する就労継続支援Ａ型に係る指定障害福祉サービス（以下「指定就労継続

支援Ａ型」という｡)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら省令第

６条の10第１号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必

要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第175条 指定就労継続支援Ａ型の事業を行う者（以下「指定就労継続支援Ａ型事業者」という｡)が当該事業を行
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う事業所（以下「指定就労継続支援Ａ型事業所」という｡)に置くべき従業者は、次のとおりとし、その員数及

び当該員数の算定の方法等は、規則で定める。 

(1) 職業指導員及び生活支援員 

(2) サービス管理責任者 

２ 前項に規定する指定就労継続支援Ａ型事業所の従業者は、専ら当該指定就労継続支援Ａ型事業所の職務に従

事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

（準用） 

第176条 第53条及び第82条の規定は、指定就労継続支援Ａ型の事業について準用する。 

第３節 設備に関する基準 

（設備） 

第177条 指定就労継続支援Ａ型事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要

な設備を設けなければならない。 

２ 前項に規定する設備の基準は、規則で定める。 

３ 第１項に規定する訓練・作業室は、指定就労継続支援Ａ型の提供に当たって支障がない場合は、設けないこ

とができる。 

４ 第１項に規定する相談室及び多目的室その他必要な設備については、利用者への支援に支障がない場合は、

兼用することができる。 

５ 第１項に規定する設備は、専ら当該指定就労継続支援Ａ型事業所の用に供するものでなければならない。た

だし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

第４節 運営に関する基準 

（実施主体） 

第178条 指定就労継続支援Ａ型事業者が社会福祉法人以外の者である場合は、当該指定就労継続支援Ａ型事業者

は専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。 

２ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）第44条に規定

する子会社以外の者でなければならない。 

（雇用契約の締結等） 

第179条 指定就労継続支援Ａ型事業者は、指定就労継続支援Ａ型の提供に当たっては、利用者と雇用契約を締結

しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定就労継続支援Ａ型事業者（多機能型により第187条に規定する指定就労継続支

援Ｂ型の事業を一体的に行う者を除く｡)は、省令第６条の10第２号に規定する者に対して雇用契約を締結せず

に指定就労継続支援Ａ型を提供することができる。 

（就労） 

第180条 指定就労継続支援Ａ型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービス

の需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。 

２ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、利用

者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。 

（賃金及び工賃） 

第181条 指定就労継続支援Ａ型事業者は、第179条第１項の規定による利用者が自立した日常生活又は社会生活

を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければならない。 

２ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、第179条第２項の規定による利用者（以下この条において「雇用契約を締結

していない利用者」という｡)に対しては、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を

控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。 
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３ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、雇用契約を締結していない利用者の自立した日常生活又は社会生活を営む

ことを支援するため、前項の規定により支払われる工賃の水準を高めるよう努めなければならない。 

４ 第２項の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払われる１月あたりの工賃の平均額

は、3,000円を下回ってはならない。 

（実習の実施） 

第182条 指定就労継続支援Ａ型事業者は、利用者が第186条において準用する第61条の就労継続支援Ａ型計画に

基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。 

２ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・

生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に対する意向及び適性を踏まえて

行うよう努めなければならない。 

（求職活動の支援等の実施） 

第183条 指定就労継続支援Ａ型事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援

に努めなければならない。 

２ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関

係機関と連携して、利用者の就労に関する意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。 

（職場への定着のための支援等の実施） 

第184条 指定就労継続支援Ａ型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センタ

ー等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から６月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努め

なければならない。 

（利用者及び従業者以外の者の雇用） 

第185条 指定就労継続支援Ａ型事業者は、利用者及び従業者以外の者を指定就労継続支援Ａ型の事業に従事する

作業員として雇用する場合は、次の各号に掲げる利用定員の区分に応じ、当該各号に定める数を超えて雇用し

てはならない。 

(1) 利用定員が10人以上20人以下 利用定員に100分の50を乗じて得た数 

(2) 利用定員が21人以上30人以下 10又は利用定員に100分の40を乗じて得た数のいずれか多い数 

(3) 利用定員が31人以上 12又は利用定員に100分の30を乗じて得た数のいずれか多い数 

（準用） 

第186条 第10条から第18条まで、第20条、第21条、第23条、第24条、第29条、第37条から第42条まで、第44条、

第60条から第63条まで、第69条、第71条から第73条まで、第76条から第78条まで、第89条から第95条まで、第

147条及び第148条の規定は、指定就労継続支援Ａ型の事業について準用する。この場合において、第10条第１

項中「第32条」とあるのは「第186条において準用する第92条」と、第21条第２項中「次条第１項」とあるのは

「第186条において準用する第147条第１項」と、第24条第２項中「第22条第２項」とあるのは「第186条におい

て準用する第147条第２項」と、第60条第１項中「次条第１項」とあるのは「第186条において準用する次条第

１項」と､｢療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と、第61条中「療養介護計画」とあるのは「就

労継続支援Ａ型計画」と、第62条中「前条」とあるのは「第186条において準用する前条」と、第92条中「第95

条」とあるのは「第186条において準用する第95条」と、第95条中「前条」とあるのは「第186条において準用

する前条」と読み替えるものとする。 

第12章 就労継続支援Ｂ型 

第１節 基本方針 

第187条 省令第６条の10第２号に規定する就労継続支援Ｂ型（以下「就労継続支援Ｂ型」という｡)に係る指定障

害福祉サービス（以下「指定就労継続支援Ｂ型」という｡)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活

を営むことができるよう、省令第６条の10第２号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産
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活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切か

つ効果的に行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（準用） 

第188条 第53条、第82条及び第175条の規定は、指定就労継続支援Ｂ型の事業について準用する。 

第３節 設備に関する基準 

（準用） 

第189条 第177条の規定は、指定就労継続支援Ｂ型の事業について準用する。 

第４節 運営に関する基準 

（工賃の支払等） 

第190条 指定就労継続支援Ｂ型の事業を行う者（以下「指定就労継続支援Ｂ型事業者」という｡)は、利用者に、

生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支

払わなければならない。 

２ 前項の規定により利用者それぞれに対し支払われる１月当たりの工賃の平均額（第４項において「工賃の平

均額」という｡)は、3,000円を下回ってはならない。 

３ 指定就労継続支援Ｂ型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃

の水準を高めるよう努めなければならない。 

４ 指定就労継続支援Ｂ型事業者は、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に

利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、県に報告しなければならない。 

（準用） 

第191条 第10条から第18条まで、第20条、第21条、第23条、第24条、第29条、第37条から第42条まで、第44条、

第60条から第63条まで、第69条、第71条から第73条まで、第76条から第78条まで、第87条、第89条から第95条

まで、第147条、第148条及び第182条から第184条までの規定は、指定就労継続支援Ｂ型の事業について準用す

る。この場合において、第10条第１項中「第32条」とあるのは「第191条において準用する第92条」と、第21

条第２項中「次条第１項」とあるのは「第191条において準用する第147条第１項」と、第24条第２項中「第22

条第２項」とあるのは「第191条において準用する第147条第２項」と、第60条第１項中「次条第１項」とある

のは「第191条において準用する次条第１項」と､｢療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と、第

61条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と、第62条中「前条」とあるのは「第191条にお

いて準用する前条」と、第92条中「第95条」とあるのは「第191条において準用する第95条」と、第95条中「前

条」とあるのは「第191条において準用する前条」と、第182条第１項中「第186条」とあるのは「第191条」と、

「就労継続支援Ａ型計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と読み替えるものとする。 

第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準 

（実施主体等） 

第192条 就労継続支援Ｂ型に係る基準該当障害福祉サービス（第207条に規定する特定基準該当就労継続支援Ｂ

型を除く。以下「基準該当就労継続支援Ｂ型」という｡)の事業を行う者（以下「基準該当就労継続支援Ｂ型事

業者」という｡)は、社会福祉法第２条第２項第７号に掲げる授産施設又は生活保護法（昭和25年法律第144号）

第38条第１項第４号に掲げる授産施設を経営する者でなければならない。 

２ 基準該当就労継続支援Ｂ型事業者は、基準該当就労継続支援Ｂ型の事業を行う事業所（以下「基準該当就労

継続支援Ｂ型事業所」という｡)ごとに、新潟県保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成24

年新潟県条例第56号。以下この条において「保護施設等基準条例」という｡)第33条に掲げる職員のうちから１

人以上の者をサービス管理責任者としなければならない。 

３ 基準該当就労継続支援Ｂ型事業所は、保護施設等基準条例に規定する授産施設として必要とされる設備を有
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しなければならない。 

（運営規程） 

第193条 基準該当就労継続支援Ｂ型事業者は、基準該当就労継続支援Ｂ型事業所ごとに、次に掲げる事業の運営

についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 基準該当就労継続支援Ｂ型の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額 

(5) サービスの利用に当たっての留意事項 

(6) 緊急時等における対応方法 

(7) 非常災害対策 

(8) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(10) 秘密保持等に関する事項 

(11) 苦情解決に関する事項 

(12) その他運営に関する重要事項 

（工賃の支払） 

第194条 基準該当就労継続支援Ｂ型事業者は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に

必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。 

２ 基準該当就労継続支援Ｂ型事業者は、利用者の自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、

工賃の水準を高めるよう努めなければならない。 

（準用） 

第195条 第10条から第13条まで、第15条から第18条まで、第20条、第21条、第24条（第１項を除く｡)､第29条、

第37条から第42条まで、第44条、第53条、第60条から第63条まで、第71条、第73条、第76条から第78条まで、

第87条、第90条、第91条、第93条から第95条まで、第147条（第１項を除く｡)､第148条、第182条から第184条ま

で及び第187条の規定は、基準該当就労継続支援Ｂ型の事業について準用する。この場合において、第10条第１

項中「第32条」とあるのは「第193条」と、第21条第２項中「次条第１項から第３項まで」とあるのは「第195

条において準用する第147条第２項及び第３項」と、第24条第２項中「第22条第２項」とあるのは「第195条に

おいて準用する第147条第２項」と、第60条第１項中「次条第１項」とあるのは「第195条において準用する次

条第１項」と､｢療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と、第61条中「療養介護計画」

とあるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と、第62条中「前条」とあるのは「第195条において準用する前

条」と、第95条中「前条」とあるのは「第195条において準用する前条」と、第182条第１項中「第186条」とあ

るのは「第195条」と､｢就労継続支援Ａ型計画」とあるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と読み替えるも

のとする。 

第13章 共同生活援助 

第１節 基本方針 

第196条 共同生活援助に係る指定障害福祉サービス（以下「指定共同生活援助」という｡)の事業は、利用者が地

域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状

況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談その他の日常生活上の援助を適切かつ効果

的に行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 
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第197条 指定共同生活援助の事業を行う者（以下「指定共同生活援助事業者」という｡)が当該事業を行う事業所

（以下「指定共同生活援助事業所」という｡)に置くべき従業者は、次のとおりとし、その員数及び当該員数の

算定の方法は、規則で定める。 

(1) 世話人 

(2) サービス管理責任者 

２ 前項に規定する指定共同生活援助の従業者は、専ら指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければ

ならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

（準用） 

第198条 第127条の規定は、指定共同生活援助の事業について準用する。 

第３節 設備に関する基準 

（準用） 

第199条 第128条の規定は、指定共同生活援助の事業について準用する。 

第４節 運営に関する基準 

（家事等） 

第200条 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行うよう努めなければならない。 

２ 指定共同生活援助事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定共同生活援助事業所の従

業者以外の者による家事等を受けさせてはならない。 

（勤務体制の確保等） 

第201条 指定共同生活援助事業者は、利用者に対し、適切な指定共同生活援助を提供できるよう、指定共同生活

援助事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継

続性を重視した指定共同生活援助の提供に配慮しなければならない。 

３ 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに、当該指定共同生活援助事業所の従業者によっ

て指定共同生活援助を提供しなければならない。 

４ 指定共同生活援助事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

（準用） 

第202条 第10条、第12条、第13条、第15条から第18条まで、第21条、第24条、第29条、第37条から第42条まで、

第44条、第56条、第61条、第63条、第69条、第73条、第76条から第78条まで、第91条、第93条、第95条、第129

条から第134条まで、第136条、第137条及び第139条から第141条までの規定は、指定共同生活援助の事業につい

て準用する。この場合において、第10条第１項中「第32条」とあるのは「第202条において準用する第137条」

と、第21条第２項中「次条第１項」とあるのは「第202条において準用する第131条第１項」と、第24条第２項

中「第22条第２項」とあるのは「第202条において準用する第131条第２項」と、第61条中「療養介護計画」と

あるのは「共同生活援助計画」と、第95条中「前条の協力医療機関」とあるのは「第202条において準用する第

141条第１項の協力医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と、第133条第１項及び第134条中「第142条」

とあるのは「第202条」と、第134条第３号及び第136条第１項中「指定生活介護事業所」とあるのは「指定自立

訓練（生活訓練）事業所」と読み替えるものとする。 

第14章 多機能型に関する特例 

（従業者の員数等に関する特例） 

第203条 一体的に事業を行う多機能型による指定生活介護事業所、指定自立訓練（機能訓練）事業所、指定自立

訓練（生活訓練）事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援Ａ型事業所及び指定就労継続支援Ｂ型

事業所（指定就労継続支援Ｂ型事業者が指定就労継続支援Ｂ型の事業を行う事業所をいう｡)並びに指定児童発

達支援事業所（新潟県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例（平成24年新
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潟県条例第71号）第６条に規定する指定児童発達支援事業所をいう｡)､指定医療型児童発達支援事業所（同条例

第64条に規定する指定医療型児童発達支援事業所をいう｡)及び指定放課後等デイサービス事業所（同条例第74

条に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう｡)（以下「多機能型事業所」と総称する｡)の利用定員数

の合計が20人未満である場合の当該多機能型事業所に置くべき従業者（医師及びサービス管理責任者を除く｡)

に関する基準については、第81条第１項、第144条第１項、第154条第１項、第164条第１項及び第175条第１項

（第188条において準用する場合を含む｡)の規定にかかわらず、規則で定める特例によることができる。 

２ 一体的に事業を行う多機能型事業所（指定児童発達支援事業所、指定医療型児童発達支援事業所及び指定放

課後等デイサービス事業所を多機能型として一体的に行うものを除く｡)のうち規則で定めるものを一の事業所

であるとみなした場合の当該一の事業所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者に関する基準につ

いては、第81条第１項、第144条第１項、第154条第１項、第164条第１項及び第175条第１項（第188条において

準用する場合を含む｡)の規定にかかわらず、規則で定める特例によることができる。 

（設備の特例） 

第204条 多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他

の多機能型事業所の設備を兼用することができる。 

第15章 一体型指定共同生活介護事業所等に関する特例 

（従業者の員数に関する特例） 

第205条 指定共同生活介護の事業及び指定共同生活援助の事業（以下「指定共同生活介護の事業等」という｡)

を一体的に行う指定共同生活介護事業所（以下「一体型指定共同生活介護事業所」という｡)及び指定共同生活

援助事業所（以下「一体型指定共同生活援助事業所」という｡)に置くべき世話人及びサービス管理責任者に関

する基準については、第126条第１項及び第197条第１項の規定にかかわらず、規則で定める特例によることが

できる。 

（設備及び定員の遵守に関する特例） 

第206条 一体型指定共同生活介護事業所及び一体型指定共同生活援助事業所においては、これらの事業所の利用

者の数の合計及びその入居定員の合計をこれらの事業所の利用者の数及び入居定員とみなして第128条（第199

条において準用する場合を含む｡)及び第140条（第202条において準用する場合を含む｡)の規定を適用する。 

第16章 離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基準 

（離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基準） 

第207条 離島その他の地域であって規則で定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして知

事が認めるものであって、障害福祉サービスが提供されていないこと等により障害福祉サービスを利用するこ

とが困難なものにおける生活介護に係る基準該当障害福祉サービス（以下この章において「特定基準該当生活

介護」という｡)､自立訓練（機能訓練）に係る基準該当障害福祉サービス（以下この章において「特定基準該当

自立訓練（機能訓練)｣という｡)､自立訓練（生活訓練)(宿泊型自立訓練を除く｡)に係る基準該当障害福祉サービ

ス（以下この章において「特定基準該当自立訓練（生活訓練)｣という｡)又は就労継続支援Ｂ型に係る基準該当

障害福祉サービス（以下この章において「特定基準該当就労継続支援Ｂ型」という｡)（以下「特定基準該当障

害福祉サービス」と総称する｡)の事業のうち２以上の事業を一体的に行う事業者（以下「特定基準該当障害福

祉サービス事業者」という｡)が当該特定基準該当障害福祉サービスの事業に関して満たすべき基準は、次条か

ら第211条までに定めるところによる。 

（従業者の員数） 

第208条 特定基準該当障害福祉サービス事業者が特定基準該当障害福祉サービスを行う事業所（以下この章にお

いて「特定基準該当障害福祉サービス事業所」という｡)に置くべき従業者は、次のとおりとし、当該員数の算

定の方法等は、規則で定める。 

(1) 医師 
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(2) 看護職員 

(3) 理学療法士又は作業療法士 

(4) 生活支援員 

(5) 職業指導員 

(6) サービス管理責任者 

２ 前項第３号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な特定基準該当障害福祉サービス事業所（特

定基準該当自立訓練（機能訓練）を提供する事業所を除く｡)は、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必

要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くこと

ができる。 

（管理者） 

第209条 特定基準該当障害福祉サービス事業者は、特定基準該当障害福祉サービス事業所ごとに専らその職務に

従事する管理者を置かなければならない。ただし、特定基準該当障害福祉サービス事業所の管理上支障がない

場合は、当該特定基準該当障害福祉サービス事業所の他の職務に従事させることができるものとする。 

（利用定員） 

第210条 特定基準該当障害福祉サービス事業所は、その利用定員を10人以上とする。 

（準用） 

第211条 第10条から第13条まで、第15条から第18条まで、第20条、第21条、第24条第２項、第29条、第37条から

第42条まで、第44条、第60条から第62条まで、第69条、第71条から第73条まで、第78条、第84条、第92条（第

10号を除く｡)及び第95条の規定は、特定基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。この場合におい

て、第10条第１項中「第32条」とあるのは「第211条第１項において準用する第92条」と、第16条中「介護給付

費」とあるのは「特例介護給付費又は特例訓練等給付費」と、第21条第２項中「次条第１項から第３項まで」

とあるのは「第211条第２項において準用する第85条第２項及び第３項、第211条第３項及び第５項において準

用する第147条第２項及び第３項並びに第211条第４項において準用する第158条第２項及び第３項」と、第24

条第２項中「第22条第２項」とあるのは「第211条第２項において準用する第85条第２項、第211条第３項及び

第５項において準用する第147条第２項並びに第211条第４項において準用する第158条第２項」と、第37条第３

項中「指定居宅介護事業者等」とあるのは「障害福祉サービス事業を行う者等」と、第42条中「指定居宅介護

事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と」とあるのは「そ

の提供する特定基準該当障害福祉サービスの事業ごとに、その会計を」と、第60条第１項中「次条第１項」と

あるのは「第211条第１項において準用する次条第１項」と､｢療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福

祉サービス計画」と、第61条中「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、同条

第８項中「６月」とあるのは「６月（特定基準該当障害福祉サービス計画のうち特定基準該当自立訓練（機能

訓練）に係る計画又は特定基準該当自立訓練（生活訓練）に係る計画にあっては、３月)｣と、第62条中「前条」

とあるのは「第211条第１項において準用する前条」と、第95条中「前条」とあるのは「第211条第２項から第

５項までにおいて準用する前条」と読み替えるものとする。 

２ 第63条、第76条、第77条、第80条、第85条（第１項を除く｡)､第86条（第５項を除く｡)､第87条から第91条ま

で、第93条及び第94条の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者（特定基準該当生活介護の事業を行う

者に限る｡)について準用する。この場合において、第76条第１項中「指定療養介護」とあるのは「特定基準該

当生活介護」と、第80条中「生活介護に係る指定障害福祉サービス（以下「指定生活介護」という｡)」とある

のは「特定基準該当生活介護」と、第85条中「指定生活介護」とあるのは「特定基準該当生活介護」と、第86

条第６項及び第89条第４項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、

第91条第２号中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「特例介護給付費」と、第93条第２項中「指定

生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と読み替えるものとする。 
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３ 第63条、第76条、第77条、第89条から第91条まで、第93条、第94条、第143条、第147条（第１項を除く｡)､

第148条（第３項を除く｡)及び第149条第２項の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者（特定基準該当

自立訓練（機能訓練）の事業を行う者に限る｡)について準用する。この場合において、第76条第１項中「指定

療養介護」とあるのは「特定基準該当自立訓練（機能訓練)｣と、第89条第４項中「指定生活介護事業所」とあ

るのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、第91条第２号中「介護給付費又は特例介護給付費」とあ

るのは「特例訓練等給付費」と、第93条第２項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉

サービス事業所」と、第143条中「自立訓練（機能訓練)(省令第６条の６第１号に規定する自立訓練（機能訓練）

をいう。以下同じ｡)に係る指定障害福祉サービス（以下「指定自立訓練（機能訓練)｣という｡)」とあるのは「特

定基準該当自立訓練（機能訓練)｣と、第147条中「指定自立訓練（機能訓練)｣とあるのは「特定基準該当自立訓

練（機能訓練)｣と、第148条第４項中「指定自立訓練（機能訓練）事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉

サービス事業所」と読み替えるものとする。 

４ 第63条、第76条、第77条、第89条から第91条まで、第93条、第94条、第148条（第３項を除く｡)､第149条第２

項、第153条及び第158条（第１項及び第４項を除く｡)の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者（特定

基準該当自立訓練（生活訓練）の事業を行う者に限る｡)について準用する。この場合において、第76条第１項

中「指定療養介護」とあるのは「特定基準該当自立訓練（生活訓練)｣と、第89条第４項中「指定生活介護事業

所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、第91条第２号中「介護給付費又は特例介護給付

費」とあるのは「特例訓練等給付費」と、第93条第２項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当

障害福祉サービス事業所」と、第148条第４項中「指定自立訓練（機能訓練）事業所」とあるのは「特定基準該

当障害福祉サービス事業所」と、第153条中「自立訓練（生活訓練)(省令第６条の６第２号に規定する自立訓練

（生活訓練）をいう。以下同じ｡)に係る指定障害福祉サービス（以下「指定自立訓練（生活訓練)｣という｡)」

とあるのは「特定基準該当自立訓練（生活訓練)｣と、第158条中「指定自立訓練（生活訓練)｣とあるのは「特定

基準該当自立訓練（生活訓練)｣と読み替えるものとする。 

５ 第63条、第76条、第77条、第87条、第89条から第91条まで、第93条、第94条、第147条（第１項を除く｡)、第

148条（第３項を除く｡)、第182条から第184条まで、第187条及び第190条の規定は、特定基準該当障害福祉サー

ビス事業者（特定基準該当就労継続支援Ｂ型の事業を行う者に限る｡)について準用する。この場合において、

第76条第１項中「指定療養介護」とあるのは「特定基準該当就労継続支援Ｂ型」と、第89条第４項中「指定生

活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、第91条第２号中「介護給付費又は特

例介護給付費」とあるのは「特例訓練等給付費」と、第93条第２項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特

定基準該当障害福祉サービス事業所」と、第147条中「指定自立訓練（機能訓練)｣とあるのは「特定基準該当就

労継続支援Ｂ型」と、第148条第４項中「指定自立訓練（機能訓練）事業所」とあるのは「特定基準該当障害福

祉サービス事業所」と、第182条第１項中「第186条」とあるのは「第211条第１項」と､｢就労継続支援Ａ型計画」

とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、第187条中「省令第６条の10第２号に規定する就労継続

支援Ｂ型（以下「就労継続支援Ｂ型」という｡)に係る指定障害福祉サービス（以下「指定就労継続支援Ｂ型」

という｡)」とあるのは「特定基準該当就労継続支援Ｂ型」と読み替えるものとする。 

第17章 雑則 

（委任） 

第212条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

（地域移行型ホームの特例） 

２ 平成24年３月31日までに入所施設又は病院の敷地内に存する建物を共同生活住居とする指定共同生活介護の
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事業等を行うことができる者として知事が認めた者で、この条例の施行の日の前日において現に指定共同生活

介護の事業等を行っているものについては、第128条第１項（第199条において準用する場合を含む｡)の規定に

かかわらず、当該共同生活介護の事業等を行う事業所において指定共同生活介護の事業等を行う場合に限り、

この条例の施行の日以降においても指定共同生活介護の事業等を行うことができる。 

３ 前項の規定により指定共同生活介護の事業等を行う事業所（以下「地域移行型ホーム」という｡)における指

定共同生活介護の事業等について第128条第２項から第７項まで（第199条において準用する場合を含む｡)の規

定を適用する場合においては、第128条第２項中「４人以上」とあるのは､｢４人以上30人以下」とする。 

（地域移行型ホームにおける指定共同生活介護等の提供期間） 

４ 地域移行型ホームにおいて指定共同生活介護の事業等を行う者（以下「地域移行型ホーム事業者」という｡)

は、利用者に対し、原則として、２年を超えて、指定共同生活介護等を提供してはならない。 

（地域移行型ホームにおける指定共同生活介護等の取扱方針） 

５ 地域移行型ホーム事業者は、入居している利用者が住宅又は地域移行型ホーム以外の指定共同生活介護事業

所若しくは指定共同生活援助事業所（以下「住宅等」という｡)において日常生活を営むことができるかどうか

について定期的に検討するとともに、当該利用者が入居の日から前項に定める期間内に住宅等に移行できるよ

う、適切な支援を行わなければならない。 

（地域移行型ホームにおける共同生活介護計画の作成等） 

６ 地域移行型ホームにおける指定共同生活介護の事業等について第142条又は第202条において準用する第61条

の規定を適用する場合においては、同条第２項中「営むこと」とあるのは「営み、入居の日から附則第４項に

定める期間内に附則第５項に規定する住宅等に移行すること」と、同条第４項中「達成時期」とあるのは「達

成時期、入所施設又は病院の敷地外における福祉サービスの利用その他の活動」とする。 

（地域移行型ホームに係る協議の場の設置） 

７ 地域移行型ホーム事業者は、指定共同生活介護等の提供に当たっては、利用者の地域への移行を推進するた

めの関係者により構成される協議会（以下「地域移行推進協議会」という｡)を設置し、定期的に地域移行推進

協議会に活動状況を報告し、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

（平成18年10月１日前から入所施設又は病院の敷地内に存する建物を共同生活住居として、指定共同生活援助

事業を行う者に関する特例） 

８ 指定共同生活援助事業者（平成18年10月１日前から入所施設又は病院の敷地内に存する建物を共同生活住居

として指定共同生活援助の事業を行う者に限る｡)は、第128条第１項（第199条において準用する場合を含む｡)

の規定にかかわらず、当該建物を共同生活住居とする指定共同生活介護の事業等を行うことができる。 

（経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所における従業者の員数に関する特例） 

９ 指定共同生活援助事業者は、平成18年10月１日前から指定共同生活援助の事業を行っている事業所のうち、

次の各号のいずれにも該当するものとして知事が認めたものにおいて、指定共同生活介護の事業を行う場合に

限り、平成27年３月31日までの間、当該事業所（以下「経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所」とい

う｡)には、第126条第１項第２号に掲げる生活支援員及び同項第３号に掲げるサービス管理責任者を置かないこ

とができる。 

(1) 平成18年10月１日前から居宅介護の支給決定を受けている利用者が、同日以降も引き続き入居しているこ

と。 

(2) 生活支援員を置くことが困難であること。 

（経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所における運営に関する特例） 

10 経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所における指定共同生活介護の事業については、第142条におい

て準用する第61条及び第135条第３項の規定は、適用しない。 

11 経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所の管理者は、第142条において準用する第69条に掲げる業務の
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ほか、第134条各号に掲げる業務を行うものとする。 

（経過的居宅介護利用型一体型指定共同生活援助事業所に関する特例） 

12 経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所において指定共同生活介護の事業等を一体的に行う指定共同

生活援助事業所（以下「経過的居宅介護利用型一体型指定共同生活援助事業所」という｡)については、平成27

年３月31日までの間、第197条第１項第２号のサービス管理責任者を置かないことができる。 

13 経過的居宅介護利用型一体型指定共同生活援助事業所における指定共同生活援助の事業については、第202

条において準用する第61条の規定は、適用しない。 

14 経過的居宅介護利用型一体型指定共同生活援助事業所の管理者は、第202条において準用する第69条に掲げる

業務のほか、第202条において準用する第134条各号に掲げる業務を行うものとする。 

（準用） 

15 経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所のうち指定共同生活介護の事業等を一体的に行うもの及び経

過的居宅介護利用型一体型指定共同生活援助事業所における指定共同生活介護の事業等については、第15章の

規定を準用する。 

（平成18年10月１日前から指定共同生活援助の事業を行っている事業所に係る設備に関する特例） 

16 指定共同生活援助事業者は、平成18年10月１日前から存する指定共同生活援助事業所において、指定共同生

活介護の事業等を行う場合には、当該事業所の共同生活住居（同日において基本的な設備が完成しているもの

を含み、同日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く｡)が満たすべき設備に関す

る基準については、第128条第６項及び第７項（これらの規定を第199条において準用する場合を含む｡)の規定

にかかわらず、基準省令による改正前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準等に関する省令（平成18年厚生労働省令第58号）第109条第２項及び第３項に定める基準

によることができる。 

（指定共同生活介護事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例） 

17 第135条第３項の規定は、指定共同生活介護事業所の利用者のうち、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に

係る支給決定を受けることができる者であって、障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準

等に関する省令（平成18年厚生労働省令第40号）第２条第４号に規定する区分４、同条第５号に規定する区分

５又は同条第６号に規定する区分６に該当するものが、共同生活住居内において、当該指定共同生活介護事業

所の従業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の利用を希望する場合については、平成27年３月31日ま

での間、当該利用者については、適用しない。 

18 第135条第３項の規定は、指定共同生活介護事業所の利用者のうち、障害程度区分に係る市町村審査会による

審査及び判定の基準等に関する省令第２条第４号に規定する区分４、同条第５号に規定する区分５又は同条第

６号に規定する区分６に該当するものが、共同生活住居内において、当該指定共同生活介護事業所の従業者以

外の者による居宅介護（身体介護に係るものに限る。以下この項において同じ｡)の利用を希望し、次の各号に

掲げる要件のいずれにも該当する場合については、平成27年３月31日までの間、当該利用者については、適用

しない。 

(1) 当該利用者の個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられていること。 

(2) 当該利用者が居宅介護を利用することについて、市町村が必要と認めること。 

（平成18年10月１日前から存する精神障害者生活訓練施設等に係る設備に関する特例） 

19 平成18年10月１日前から存する法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法（昭和24年法律第283

号。以下「旧身体障害者福祉法」という｡)第30条の２に規定する身体障害者福祉ホーム、法附則第48条の規定

によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第46条の規定による改正前の精神保健

及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号。以下「旧精神保健福祉法」という｡)第50条の２第１

項第１号に掲げる精神障害者生活訓練施設、法附則第58条第１項の規定によりなお従前の例により運営をする
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ことができることとされた法附則第52条による改正前の知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号。以下「旧知

的障害者福祉法」という｡)第21条の８に規定する知的障害者通勤寮のうち旧知的障害者福祉法第15条の11第１

項の指定を受けているもの（以下「指定知的障害者通勤寮」という｡)若しくは旧知的障害者福祉法第21条の９

に規定する知的障害者福祉ホーム（以下「知的障害者福祉ホーム」という｡)又は旧精神保健福祉法第50条の２

第１項第３号に掲げる精神障害者福祉ホーム（これらの施設のうち、同日において基本的な設備が完成してい

るものを含み、同日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く｡)において行われる

指定共同生活介護の事業等について、第128条（第199条において準用する場合を含む｡)の規定を適用する場合

においては、当分の間、第128条第６項中「２人以上10人以下」とあるのは「２人以上30人以下」とする。 

（指定就労継続支援Ａ型に関する経過措置） 

20 平成18年10月１日前から存する法附則第41条第１項の規定によりなお従前の例により運営をすることができ

ることとされた旧身体障害者福祉法第31条に規定する身体障害者授産施設（以下「身体障害者授産施設」とい

う｡)のうち規則で定めるもの、法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることと

された旧精神保健福祉法第50条の２第１項第２号に掲げる精神障害者授産施設のうち規則で定めるもの又は法

附則第58条第１項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧知的障害者福祉法

第21条の７に規定する知的障害者授産施設のうち規則で定めるもの（これらの施設のうち、同日において基本

的な設備が完成しているものを含み、同日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除

く｡)において、指定就労継続支援Ａ型を行う場合については、第185条の基準を満たすための計画を提出したと

きには、当分の間、同条の規定は、適用しない。 

（身体障害者更生施設等に関する経過措置） 

21 法附則第41条第１項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧身体障害者福

祉法第29条に規定する身体障害者更生施設のうち旧身体障害者福祉法第17条の10第１項の指定を受けているも

の、旧身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設のうち旧身体障害者福祉法第17条の10第１項の

指定を受けているもの若しくは身体障害者授産施設のうち旧身体障害者福祉法第17条の10第１項の指定を受け

ているもの（以下「指定特定身体障害者授産施設」という｡)､旧精神保健福祉法第50条の２第１項第３号に掲げ

る精神障害者福祉ホーム又は指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設若しくは指定知的障害者

通勤寮（これらの施設のうち、平成18年10月１日において基本的な設備が完成しているものを含み、同日以後

に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く｡)において、指定療養介護の事業、指定生活

介護の事業、指定自立訓練（機能訓練）の事業、指定自立訓練（生活訓練）の事業、指定就労移行支援の事業、

指定就労継続支援Ａ型の事業又は指定就労継続支援Ｂ型の事業を行う場合におけるこれらの施設の建物につい

ては、当分の間、第54条第１項、第84条第１項（第146条及び第168条において準用する場合を含む｡)､第156条

第１項又は第177条第１項（第189条において準用する場合を含む｡)に規定する多目的室を設けないことができ

る。 

（従たる事業所に関する経過措置） 

22 指定特定身体障害者授産施設又は指定知的障害者更生施設若しくは指定特定知的障害者授産施設が、指定生

活介護の事業、指定自立訓練（機能訓練）の事業、指定自立訓練（生活訓練）の事業、指定就労移行支援の事

業、指定就労継続支援Ａ型の事業又は指定就労継続支援Ｂ型の事業を行う場合において、平成18年10月１日前

から存する分場（障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令（平成18年

厚生労働省令第169号。以下「整備省令」という｡)による改正前の指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に

関する基準（平成14年厚生労働省令第79号）第51条第１項並びに整備省令による廃止前の指定知的障害者更生

施設等の設備及び運営に関する基準（平成14年厚生労働省令第81号）第６条第１項及び第47条の10第１項に規

定する分場をいい、これらの施設のうち、同日において基本的な設備が完成しているものを含み、同日以後に

増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く｡)を指定生活介護事業所、指定自立訓練（機能



平成24年12月28日(金) 新  潟  県  報 号 外 １ 

362 

訓練）事業所、指定自立訓練（生活訓練）事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援Ａ型事業所又

は指定就労継続支援Ｂ型事業所と一体的に管理運営を行う事業所として設置する場合については、当分の間、

第82条第２項（第145条、第155条、第166条、第176条及び第188条において準用する場合を含む｡)の規定は、適

用しない。この場合において、当該従たる事業所に置かれる従業者（サービス管理責任者を除く｡)のうち１人

以上は、専ら当該従たる事業所の職務に従事するものでなければならない。 

（運営規程に関する経過措置） 

23 この条例の施行の日前に基準省令第31条（基準省令第43条第１項及び第２項並びに第48条第１項及び第２項

において準用する場合を含む｡)､第67条、第89条（基準省令第162条、第171条、第184条、第197条、第202条及

び第223条第１項において準用する場合を含む｡)､第123条、第135条、第149条（基準省令第213条において準用

する場合を含む｡)及び第204条又は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律（平成23年法律第37号）附則第７条の規定によりこの条例が施行されるまでの間において同

法第19条の規定による改正後の法第30条第１項第２号イ及び法第43条第２項に規定する条例で定める基準とみ

なされることとされた基準省令第31条（基準省令第43条第１項及び第２項並びに第48条第１項及び第２項にお

いて準用する場合を含む｡)､第67条、第89条（基準省令第162条、第171条、第184条、第197条、第202条及び第

223条第１項において準用する場合を含む｡)､第123条、第135条、第149条（基準省令第213条において準用する

場合を含む｡)及び第204条の規定に基づき定められた運営規程は、当分の間、第32条（第45条第１項及び第２項

並びに第50条第１項及び第２項において準用する場合を含む｡)､第70条、第92条（第150条、第160条、第173条、

第186条、第191条及び第211条第１項において準用する場合を含む｡)､第109条、第123条、第137条（第202条に

おいて準用する場合を含む｡)及び第193条の規定に基づき定められた運営規程とみなす。 

（非常災害対策に関する経過措置） 

24 この条例の施行の日前に基準省令第70条（第93条、第125条、第154条、第162条、第171条、第184条、第197

条、第202条、第206条、第213条及び第223条第１項において準用する場合を含む｡)又は地域の自主性及び自立

性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第７条の規定によりこの条例が施

行されるまでの間において同法第19条の規定による改正後の法第30条第１項第２号イ及び法第43条第２項に規

定する条例で定める基準とみなされることとされた基準省令第70条（第93条、第125条、第154条、第162条、第

171条、第184条、第197条、第202条、第206条、第213条及び第223条第１項において準用する場合を含む｡)の規

定に基づき策定された非常災害に関する具体的計画は、平成26年３月31日までの間は、第73条（第96条、第111

条、第142条、第150条、第160条、第173条、第186条、第191条、第195条、第202条及び第211条第１項において

準用する場合を含む｡)の規定に基づき策定された非常災害に関する具体的計画とみなす。 
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新潟県条例第71号 

新潟県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例 

目次 

第１章 総則（第１条－第４条） 

第２章 児童発達支援 

第１節 基本方針（第５条） 

第２節 人員に関する基準（第６条－第９条） 

第３節 設備に関する基準（第10条・第11条） 

第４節 運営に関する基準（第12条－第56条） 

第５節 基準該当通所支援に関する基準（第57条－第62条） 

第３章 医療型児童発達支援 

第１節 基本方針（第63条） 

第２節 人員に関する基準（第64条・第65条） 

第３節 設備に関する基準（第66条） 

第４節 運営に関する基準（第67条－第72条） 

第４章 放課後等デイサービス 

第１節 基本方針（第73条） 

第２節 人員に関する基準（第74条・第75条） 

第３節 設備に関する基準（第76条） 

第４節 運営に関する基準（第77条－第79条） 

第５節 基準該当通所支援に関する基準（第80条－第82条） 

第５章 保育所等訪問支援 

第１節 基本方針（第83条） 

第２節 人員に関する基準（第84条・第85条） 

第３節 設備に関する基準（第86条） 

第４節 運営に関する基準（第87条－第90条） 

第６章 多機能型事業所に関する特例（第91条－第93条） 

第７章 雑則（第94条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という｡)第21条の５の４第１項第２号、法

第21条の５の15第２項第１号（法第21条の５の16第４項において準用する場合を含む｡)並びに法第21条の５の

18第１項及び第２項の規定に基づき、指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営並びに指定障害児通所支援

事業者の指定に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び

運営に関する基準（平成24年厚生労働省令第15号。以下「基準省令」という｡)において使用する用語の例によ

る。 

（指定障害児通所支援事業者の指定に関する基準） 

第３条 法第21条の５の15第２項第１号（法第21条の５の16第４項の規定により指定の更新について準用する場

合を含む｡)の条例で定める者は、法人とする。ただし、法第６条の２第３項に規定する医療型児童発達支援（病
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院又は診療所により行われるものに限る｡)に係る指定の申請については、この限りでない。 

（指定障害児通所支援事業者等の一般原則） 

第４条 指定障害児通所支援事業者等は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性そ

の他の事情を踏まえた計画（第28条第１項において「通所支援計画」という｡)を作成し、これに基づき障害児

に対して指定通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講

ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定通所支援を提供しなければならない。 

２ 指定障害児通所支援事業者等は、当該指定障害児通所支援事業者等を利用する障害児の意思及び人格を尊重

して、常に当該障害児の立場に立った指定通所支援の提供に努めなければならない。 

３ 指定障害児通所支援事業者等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、県、市町村、障害者自

立支援法（平成17年法律第123号）第５条第１項に規定する障害福祉サービス（第21条及び第50条において「障

害福祉サービス」という｡)を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者

との連携に努めなければならない。 

４ 指定障害児通所支援事業者等は、当該指定障害児通所支援事業者等を利用する障害児の人権の擁護、虐待の

防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等

の措置を講ずるよう努めなければならない。 

第２章 児童発達支援 

第１節 基本方針 

第５条 児童発達支援に係る指定通所支援（以下「指定児童発達支援」という｡)の事業は、障害児が日常生活に

おける基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及

び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものでなければなら

ない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第６条 指定児童発達支援の事業を行う者（以下「指定児童発達支援事業者」という｡)が当該事業を行う事業所

（以下「指定児童発達支援事業所」という｡)（児童発達支援センターであるものを除く。以下この条において

同じ｡)に置くべき従業者は、次に掲げるものとし、その員数等は、規則で定める。 

(1) 指導員又は保育士 

(2) 児童発達支援管理責任者（新潟県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成24年新潟

県条例第76号。以下「児童福祉施設基準条例」という｡)第69条第１項に規定する児童発達支援管理責任者を

いう。以下同じ｡) 

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において日常生活を営むのに必要な機能訓練を行

う場合には、機能訓練担当職員（日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ｡)を置

かなければならない。この場合において、当該機能訓練担当職員が指定児童発達支援の単位ごとにその提供を

行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員の数を指導員

又は保育士の合計数に含めることができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児（法第７条第２項に規定する重症心身障害児をいう。

以下同じ｡)を通わせる指定児童発達支援事業所に置くべき従業者は、次に掲げるものとし、その員数は、規則

で定める。 

(1) 嘱託医 

(2) 看護師 

(3) 児童指導員（児童福祉施設基準条例第29条第６項に規定する児童指導員をいう。以下同じ｡)又は保育士 

(4) 機能訓練担当職員 
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(5) 児童発達支援管理責任者 

４ 第２項の指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に１又は複数の障害児に

対して一体的に行われるものをいう。 

５ 第１項第２号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち、１人以上は、専任かつ常勤でなければならない。 

第７条 指定児童発達支援事業者が指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるものに限る。以下こ

の条において同じ｡)に置くべき従業者は、次に掲げるものとし、その員数等は、規則で定める。ただし、40人

以下の障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては第３号の栄養士を、調理業務の全部を委託する指

定児童発達支援事業所にあっては第４号の調理員を置かないことができる。 

(1) 嘱託医 

(2) 児童指導員及び保育士 

(3) 栄養士 

(4) 調理員 

(5) 児童発達支援管理責任者 

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において日常生活を営むのに必要な機能訓練を行

う場合には、機能訓練担当職員を置かなければならない。この場合において、当該機能訓練担当職員の数を児

童指導員及び保育士の総数に含めることができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所には、第１項各号に掲げる従

業者のほか、次の各号に掲げる従業者を置かなければならない。この場合において、当該各号に掲げる従業者

については、その数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。 

(1) 言語聴覚士 

(2) 機能訓練担当職員（日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合に限る｡) 

４ 第２項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所には、第１項各号

に掲げる従業者のほか、次の各号に掲げる従業者を置かなければならない。この場合において、当該各号に掲

げる従業者については、その数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。 

(1) 看護師 

(2) 機能訓練担当職員 

５ 第１項から第４項まで（第１項第１号を除く｡)に規定する従業者は、専ら当該指定児童発達支援事業所の職

務に従事する者又は指定児童発達支援の単位ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる者でなければな

らない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第１項第３号の栄養士及び同項第４号の調理員について

は、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。 

（管理者） 

第８条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなけ

ればならない。ただし、指定児童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定児童発

達支援事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることがで

きる。 

（従たる事業所を設置する場合における特例） 

第９条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるものを除く｡)にお

ける主たる事業所（次項において「主たる事業所」という｡)と一体的に管理運営を行う事業所（次項において

「従たる事業所」という｡)を設置することができる。 

２ 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者（児童発達支援管理責任

者を除く｡)のうちそれぞれ１人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者

でなければならない。 
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第３節 設備に関する基準 

（設備） 

第10条 指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるものを除く｡)は、指導訓練室のほか、指定児童

発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項に規定する指導訓練室は、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。 

３ 第１項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するものでなければならな

い。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

第11条 指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ｡)は、指

導訓練室、遊戯室、屋外遊戯場（指定児童発達支援事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。

以下この項において同じ｡)、医務室、相談室、調理室及び便所並びに指定児童発達支援の提供に必要な設備及

び備品等を設けなければならない。ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあ

っては、遊戯室、屋外遊戯場、医務室及び相談室は、障害児の支援に支障がない場合は、設けないことができ

る。 

２ 前項に規定する設備の基準は、規則で定める。 

３ 第１項に規定する設備のほか、主として知的障害のある児童を通わせる指定児童発達支援事業所は静養室を、

主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所は聴力検査室を設けなければならない。 

４ 第１項及び前項に規定する設備は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。

ただし、障害児の支援に支障がない場合は、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。 

第４節 運営に関する基準 

（利用定員） 

第12条 指定児童発達支援事業所は、その利用定員を10人以上とする。ただし、主として重症心身障害児を通わ

せる指定児童発達支援事業所にあっては、利用定員を５人以上とすることができる。 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第13条 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定保護者が指定児童発達支援の利用の申込みを行ったときは、

当該利用申込を行った通所給付決定保護者（以下「利用申込者」という｡)に係る障害児の障害の特性に応じた

適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第38条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の

利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定児

童発達支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第77条の規定に基づき書面の交付を行う場

合は、利用申込者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。 

（契約支給量の報告等） 

第14条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供するときは、当該指定児童発達支援の内容、通所

給付決定保護者に提供することを契約した指定児童発達支援の量（次項において「契約支給量」という｡)その

他の必要な事項（第３項及び第４項において「通所受給者証記載事項」という｡)を通所給付決定保護者の通所

受給者証に記載しなければならない。 

２ 契約支給量の総量は、当該通所給付決定保護者の支給量を超えてはならない。 

３ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用に係る契約をしたときは、通所受給者証記載事項その

他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。 

４ 前３項の規定は、通所受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。 

（提供拒否の禁止） 

第15条 指定児童発達支援事業者は、正当な理由がなく、指定児童発達支援の提供を拒んではならない。 

（連絡調整に対する協力） 
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第16条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用について市町村又は障害児相談支援事業を行う者

（第50条第１項において「障害児相談支援事業者」という｡)が行う連絡調整に、できる限り協力しなければな

らない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第17条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の通常の事業の実施地域（当該指定児童発達支援

事業所が通常時に指定児童発達支援を提供する地域をいう。第38条第６号及び第52条第２項において同じ｡)等

を勘案し、利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な指定児童発達支援を提供することが困難であると認めた

場合は、適当な他の指定児童発達支援事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

（受給資格の確認） 

第18条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供を求められた場合は、通所給付決定保護者の提示

する通所受給者証によって、通所給付決定の有無、通所給付決定をされた指定通所支援の種類、通所給付決定

の有効期間、支給量等を確かめるものとする。 

（障害児通所給付費の支給の申請に係る援助） 

第19条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援に係る通所給付決定を受けていない者から利用の申込み

があった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに障害児通所給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助

を行わなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援に係る通所給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、

通所給付決定の有効期間の終了に伴う障害児通所給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければなら

ない。 

（心身の状況等の把握） 

第20条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児の心身の状況、その置かれ

ている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

（指定障害児通所支援事業者等との連携等） 

第21条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、県、市町村、障害福祉サービスを

行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなけれ

ばならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供の終了に際しては、障害児又はその家族に対して適切

な援助を行うとともに、県、市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又

は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第22条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供した際は、当該指定児童発達支援の提供日、内容

その他必要な事項を当該指定児童発達支援の提供の都度記録しなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、前項の規定による記録に際しては、通所給付決定保護者から指定児童発達支援

を提供したことについて確認を受けなければならない。 

（指定児童発達支援事業者が通所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等） 

第23条 指定児童発達支援事業者が、指定児童発達支援を提供する通所給付決定保護者に対して金銭の支払を求

めることができるのは、当該金銭の使途が直接通所給付決定に係る障害児の便益を向上させるものであって、

当該通所給付決定保護者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。 

２ 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに通所給付決定保護者に金銭の支払

を求める理由について書面によって明らかにするとともに、通所給付決定保護者に対して説明を行い、同意を

得なければならない。ただし、次条第１項から第３項までに規定する支払については、この限りでない。 

（通所利用者負担額の受領） 
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第24条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定児童

発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護

者から、当該指定児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。 

３ 指定児童発達支援事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、指定児童発達支援において提供される便宜に

要する費用のうち、規則で定める費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。 

４ 指定児童発達支援事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の

額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。 

５ 指定児童発達支援事業者は、第３項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定

保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければな

らない。 

（通所利用者負担額に係る管理） 

第25条 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定児童発達支援事業者が提

供する指定児童発達支援及び他の指定障害児通所支援事業者等が提供する指定通所支援を受けた場合において、

当該障害児の通所給付決定保護者から依頼があったときは、当該指定児童発達支援及び当該他の指定通所支援

に係る通所利用者負担額の合計額（以下この条において「通所利用者負担額合計額」という｡)を算定しなけれ

ばならない。この場合において、当該指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援及び当該他の指定通

所支援の状況を確認の上、通所利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該通所給付決定保護者及

び当該他の指定通所支援を提供した指定障害児通所支援事業者等に通知しなければならない。 

（障害児通所給付費の額に係る通知等） 

第26条 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定児童発達支援に係る障害児通所給付費の支給を受

けた場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費の額を通知しなけ

ればならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、第24条第２項の法定代理受領を行わない指定児童発達支援に係る費用の額の支

払を受けた場合は、その提供した指定児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した

サービス提供証明書を通所給付決定保護者に対して交付しなければならない。 

（指定児童発達支援の取扱方針） 

第27条 指定児童発達支援事業者は、次条第１項に規定する児童発達支援計画に基づき、障害児の心身の状況等

に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定児童発達支援の提供が漫然かつ画一的なものとならない

よう配慮しなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業所の従業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、通所給付

決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

３ 指定児童発達支援事業者は、その提供する指定児童発達支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなけれ

ばならない。 

（児童発達支援計画の作成等） 

第28条 指定児童発達支援事業所の管理者は、児童発達支援管理責任者に指定児童発達支援に係る通所支援計画

（以下この条において「児童発達支援計画」という｡)の作成に関する業務を担当させるものとする。 

２ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、

その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障

害児の希望する生活並びに課題等の把握（以下この条において「アセスメント」という｡)を行い、障害児の発

達を支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。 

３ 児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に面接しなければ
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ならない。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を通所給付決定保護者及び障害児に対

して十分に説明し、理解を得なければならない。 

４ 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定保護者及び障害

児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるため

の課題、指定児童発達支援の具体的内容、指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記

載した児童発達支援計画の原案を作成しなければならない。この場合において、障害児の家族に対する援助及

び当該指定児童発達支援事業所が提供する指定児童発達支援以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連

携も含めて児童発達支援計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。 

５ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、障害児に対する指定児童発達支援の提

供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催し、児童発達支援計画の原案について意見を求めるものとする。 

６ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に対し、

当該児童発達支援計画について説明し、文書によりその同意を得なければならない。 

７ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画を作成した際には、当該児童発達支援計画を通所給付決定保

護者に交付しなければならない。 

８ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成後、児童発達支援計画の実施状況の把握（障害児につ

いての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という｡)を行うとともに、障害児につい

て解決すべき課題を把握し、少なくとも６月に１回以上、児童発達支援計画の見直しを行い、必要に応じて、

当該児童発達支援計画の変更を行うものとする。 

９ 児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、通所給付決定保護者との連絡を継続的に行うこと

とし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 

(1) 定期的に通所給付決定保護者及び障害児に面接すること。 

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

10 第２項から第７項までの規定は、第８項に規定する児童発達支援計画の変更について準用する。 

（児童発達支援管理責任者の責務） 

第29条 児童発達支援管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 次条に規定する相談及び援助を行うこと。 

(2) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 

（相談及び援助） 

第30条 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、

障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければなら

ない。 

（指導、訓練等） 

第31条 指定児童発達支援事業者は、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充実に資す

るよう、適切な技術をもって指導、訓練等を行わなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応

性を高めるよう、あらゆる機会を通じて支援を行わなければならない。 

３ 指定児童発達支援事業者は、障害児の適性に応じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営むことができる

よう、より適切に指導、訓練等を行わなければならない。 

４ 指定児童発達支援事業者は、常時１人以上の従業者を指導、訓練等に従事させなければならない。 

５ 指定児童発達支援事業者は、障害児に対して、当該障害児に係る通所給付決定保護者の負担により、指定児

童発達支援事業所の従業者以外の者による指導、訓練等を受けさせてはならない。 

（食事） 
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第32条 指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるものに限る。第４項において同じ｡)において、

障害児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、障害児の健全な発育に必要な栄養量

を含有するものでなければならない。 

２ 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに障害児の身体的状況及び嗜
し

好

を考慮したものでなければならない。 

３ 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。 

４ 指定児童発達支援事業所においては、障害児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければ

ならない。 

（社会生活上の便宜の供与等） 

第33条 指定児童発達支援事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜障害児のためのレクリエーション行事

を行わなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の家族との連携を図るよう努めなければならない。 

（健康管理） 

第34条 指定児童発達支援事業者（児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所において、指定児童発

達支援の事業を行う者に限る｡)は、常に障害児の健康の状況に注意するとともに、通所する障害児に対し、通

所開始時の健康診断、少なくとも１年に２回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法（昭和33

年法律第56号）に規定する健康診断に準じて行わなければならない。 

２ 前項の指定児童発達支援事業者は、同項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健康診断が行われた場

合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められると

きは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、指定児童発達支援

事業者は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。 

児童相談所等における障害児の通所開始前の健康診

断 

通所する障害児に対する障害児の通所開始時の健康診

断 

障害児が通学する学校における健康診断 定期の健康診断又は臨時の健康診断 

３ 指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるものに限る｡)の従業者の健康診断に当たっては、綿

密な注意を払わなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第35条 指定児童発達支援事業所の従業者は、現に指定児童発達支援の提供を行っているときに障害児に病状の

急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければなら

ない。 

（通所給付決定保護者に関する市町村への通知） 

第36条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を受けている障害児に係る通所給付決定保護者が偽りそ

の他不正な行為によって障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費の支給を受け、又は受けようとした

ときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

（管理者の責務） 

第37条 指定児童発達支援事業所の管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者及び業務の管理その他の管

理を、一元的に行わなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業所の管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるた

めに必要な指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 

第38条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事

項に関する運営規程（第44条において「運営規程」という｡)を定めておかなければならない。 
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(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 利用定員 

(5) 指定児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額 

(6) 通常の事業の実施地域 

(7) サービスの利用に当たっての留意事項 

(8) 緊急時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

(11) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(12) 秘密保持等に関する事項 

(13) 苦情解決に関する事項 

(14) その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第39条 指定児童発達支援事業者は、障害児に対し、適切な指定児童発達支援を提供することができるよう、指

定児童発達支援事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の従業者によっ

て指定児童発達支援を提供しなければならない。ただし、障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務について

は、この限りでない。 

３ 指定児童発達支援事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第40条 指定児童発達支援事業者は、利用定員及び指導訓練室の定員を超えて、指定児童発達支援の提供を行っ

てはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（非常災害対策） 

第41条 指定児童発達支援事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、指定児

童発達支援事業所の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常

災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従

業者に周知しなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければ

ならない。 

（衛生管理等） 

第42条 指定児童発達支援事業者は、障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、

又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければな

らない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しな

いように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（協力医療機関） 

第43条 指定児童発達支援事業者は、障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めて

おかなければならない。 

（掲示） 

第44条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤
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務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示し

なければならない。 

（身体拘束等の禁止） 

第45条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児又は他の障害児の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為（次項にお

いて「身体拘束等」という｡)を行ってはならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。 

（虐待等の禁止） 

第46条 指定児童発達支援事業所の従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律（平成12年法律第

82号）第２条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

（懲戒に係る権限の濫用禁止） 

第47条 指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるものに限る｡)の長たる指定児童発達支援事業所

の管理者は、障害児に対し法第47条第１項本文の規定により親権を行う場合であって懲戒するとき又は同条第

３項の規定により懲戒に関しその障害児の福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を

辱める等その権限を濫用してはならない。 

（秘密保持等） 

第48条 指定児童発達支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はそ

の家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害

児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定児童発達支援事業者は、指定障害児入所施設等（法第24条の２第１項に規定する指定障害児入所施設等

をいう｡)、指定障害福祉サービス事業者等（障害者自立支援法第29条第２項に規定する指定障害福祉サービス

事業者等をいう｡)その他の福祉サービスを提供する者等に対して、障害児又はその家族に関する情報を提供す

る際は、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておかなければならない。 

（情報の提供等） 

第49条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を利用しようとする障害児が、これを適切かつ円滑に利

用できるように、当該指定児童発達支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなけ

ればならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援事業者について広告をする場合において、その内容を虚

偽のもの又は誇大なものとしてはならない。 

（利益供与等の禁止） 

第50条 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者若しくは障害者自立支援法第５条第17項に規定する

一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者（次項において「障害児相談支援事業者等」という｡)、

障害福祉サービスを行う者等又はその従業者に対し、障害児又はその家族に対して当該指定児童発達支援事業

者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者等、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者から、

障害児又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

（苦情解決） 

第51条 指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に関する障害児又は通所給付決定保護者そ

の他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置す

る等の必要な措置を講じなければならない。 
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２ 指定児童発達支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならな

い。 

３ 指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に関し、法第21条の５の21第１項の規定により

知事又は市町村長（以下この項及び次項において「知事等」という｡)が行う報告若しくは帳簿書類その他の物

件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定児童発達支援事業者の設備若しくは帳簿書

類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関

して知事等が行う調査に協力するとともに、知事等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従

って必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定児童発達支援事業者は、知事等からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を知事等に報告しなけ

ればならない。 

５ 指定児童発達支援事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う

調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。 

（地域との連携等） 

第52条 指定児童発達支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協

力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者（児童発達支援センターである児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の

事業を行うものに限る｡)は、通常の事業の実施地域の障害児の福祉に関し、その家庭からの相談に応じ、必要

な援助を行うよう努めなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第53条 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により事故が発生した場合は、速

やかに県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければなら

ない。 

３ 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合

は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第54条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定児童発達支

援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。 

（記録の整備） 

第55条 指定児童発達支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければなら

ない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する規則で定める記録を整備し、

当該指定児童発達支援を提供した日から５年間保存しなければならない。 

（暴力団等の排除） 

第56条 指定児童発達支援事業者は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第

23号）第３条に規定する基本理念にのっとり、同条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定す

る暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。 

第５節 基準該当通所支援に関する基準 

（従業者の員数） 

第57条 児童発達支援に係る基準該当通所支援（以下「基準該当児童発達支援」という｡)の事業を行う者（以下

「基準該当児童発達支援事業者」という｡)が当該事業を行う事業所（以下「基準該当児童発達支援事業所」と

いう｡)に置くべき従業者は、次に掲げるものとし、その員数等は、規則で定める。 
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(1) 指導員又は保育士  

(2) 児童発達支援管理責任者 

（設備） 

第58条 基準該当児童発達支援事業所は、指導訓練を行う場所を確保するとともに、基準該当児童発達支援の提

供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項に規定する指導訓練を行う場所は、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。 

３ 第１項に規定する設備及び備品等は、専ら当該基準該当児童発達支援の事業の用に供するものでなければな

らない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

（利用定員） 

第59条 基準該当児童発達支援事業所は、その利用定員を10人以上とする。 

（準用） 

第60条 第５条及び第８条並びに前節（第12条、第24条第２項、第25条、第26条第１項、第32条、第34条、第47

条及び第52条第２項を除く｡)の規定は、基準該当児童発達支援の事業について準用する。 

（指定生活介護事業所に関する特例） 

第61条 次に掲げる要件を満たした指定生活介護事業者（新潟県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及

び運営等に関する基準を定める条例（平成24年新潟県条例第70号。以下「指定障害福祉サービス等基準条例」

という｡)第81条第１項に規定する指定生活介護事業者をいう｡)が地域において児童発達支援が提供されていな

いこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定生活介護（指定障害福祉サービス等基

準条例第80条に規定する指定生活介護をいう。以下同じ｡)を提供する場合には、当該指定生活介護を基準該当

児童発達支援と、当該指定生活介護を行う指定生活介護事業所（指定障害福祉サービス等基準条例第81条第１

項に規定する指定生活介護事業所をいう。以下同じ｡)を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合にお

いて、この節（前条（第24条第１項及び第３項から第５項までの規定を準用する部分に限る｡)を除く｡)の規定

は、当該指定生活介護事業所については適用しない。 

(1) 当該指定生活介護事業所の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所が提供する指定生活介護の利用者の

数を指定生活介護の利用者の数及びこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護を

受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要とされる数以上で

あること。 

(2) この条の規定に基づき基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護を受ける障害児に対して適切なサ

ービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（指定通所介護事業所に関する特例） 

第62条 次に掲げる要件を満たした指定通所介護事業者（新潟県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運

営等に関する基準を定める条例（平成24年新潟県条例第65号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という｡)

第101条第１項に規定する指定通所介護事業者をいう｡)が地域において児童発達支援が提供されていないこと等

により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定通所介護（指定居宅サービス等基準条例第100

条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ｡)を提供する場合には、当該指定通所介護を基準該当児童発達支

援と、当該指定通所介護を行う指定通所介護事業所（指定居宅サービス等基準条例第101条第１項に規定する指

定通所介護事業所をいう。以下同じ｡)を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この節（第

60条（第24条第１項及び第３項から第５項までの規定を準用する部分に限る｡)を除く｡)の規定は、当該指定通

所介護事業所については適用しない。 

(1) 当該指定通所介護事業所の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護の利用者の数とこの条の規定によ

り基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護を受ける障害児の数の合計数で除して得た面積が３平方

メートル以上であること。 
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(2) 当該指定通所介護事業所の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所が提供する指定通所介護の利用者の

数を指定通所介護の利用者の数及びこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護を

受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所として必要とされる数以上で

あること。 

(3) この条の規定に基づき基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護を受ける障害児に対して適切なサ

ービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

第３章 医療型児童発達支援 

第１節 基本方針 

第63条 医療型児童発達支援に係る指定通所支援（以下「指定医療型児童発達支援」という｡)の事業は、障害児

が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障

害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練並びに治療を

行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第64条 指定医療型児童発達支援の事業を行う者（以下「指定医療型児童発達支援事業者」という｡)が当該事業

を行う事業所（以下「指定医療型児童発達支援事業所」という｡)に置くべき従業者は、次に掲げるものとし、

その員数は、規則で定める。 

(1) 医療法（昭和23年法律第205号）に規定する診療所として必要とされる従業者 

(2) 児童指導員 

(3) 保育士 

(4) 看護師 

(5) 理学療法士又は作業療法士 

(6) 児童発達支援管理責任者 

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定医療型児童発達支援事業所において日常生活を営むのに必要な言語訓

練等を行う場合には、機能訓練担当職員を置かなければならない。 

３ 第１項各号及び前項に規定する従業者は、専ら当該指定医療型児童発達支援事業所の職務に従事する者でな

ければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併

せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。 

（準用） 

第65条 第８条の規定は、指定医療型児童発達支援の事業について準用する。 

第３節 設備に関する基準 

（設備） 

第66条 指定医療型児童発達支援事業所の設備の基準は、次のとおりとする。 

(1) 医療法に規定する診療所として必要とされる設備を有すること。 

(2) 指導訓練室、屋外訓練場、相談室及び調理室を有すること。 

(3) 浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を有すること。 

２ 指定医療型児童発達支援事業所は、その階段の傾斜を緩やかにしなければならない。 

３ 第１項各号に掲げる設備は、専ら当該指定医療型児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。

ただし、障害児の支援に支障がない場合は、同項第１号に掲げる設備を除き、併せて設置する他の社会福祉施

設の設備に兼ねることができる。  

第４節 運営に関する基準 

（利用定員） 
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第67条 指定医療型児童発達支援事業所は、その利用定員を10人以上とする。 

（通所利用者負担額の受領） 

第68条 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から

当該指定医療型児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定医療型児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定医療型児童発達支援を提供した際は、通所

給付決定保護者から、次に掲げる費用の額の支払を受けるものとする。 

(1) 当該指定医療型児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額 

(2) 当該指定医療型児童発達支援のうち肢体不自由児通所医療（食事療養（健康保険法（大正11年法律第70号）

第63条第２項第１号に規定する食事療養をいう｡)を除く。以下同じ｡)に係るものにつき健康保険の療養に要

する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額 

３ 指定医療型児童発達支援事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、指定医療型児童発達支援において提供

される便宜に要する費用のうち、規則で定める費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。 

４ 指定医療型児童発達支援事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該

費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。 

５ 指定医療型児童発達支援事業者は、第３項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給

付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なけ

ればならない。 

（障害児通所給付費の額に係る通知等） 

第69条 指定医療型児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定医療型児童発達支援に係る障害児通所給付

費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者

に係る障害児通所給付費及び肢体不自由児通所医療費の額を通知しなければならない。 

２ 指定医療型児童発達支援事業者は、前条第２項の法定代理受領を行わない指定医療型児童発達支援に係る費

用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定医療型児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認められ

る事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に対して交付しなければならない。 

（通所給付決定保護者に関する市町村への通知） 

第70条 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援を受けている障害児に係る通所給付決定保

護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費又は肢体不自由児通所

医療費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければ

ならない。 

（運営規程） 

第71条 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営につ

いての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 利用定員 

(5) 指定医療型児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額 

(6) 通常の事業の実施地域（当該指定医療型児童発達支援事業所が通常時に指定医療型児童発達支援を提供す

る地域をいう｡) 

(7) サービスの利用に当たっての留意事項 

(8) 緊急時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 
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(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) 秘密保持等に関する事項 

(12) 苦情解決に関する事項 

(13) その他運営に関する重要事項 

（準用） 

第72条 第13条から第23条まで、第25条、第27条から第35条まで、第37条、第39条から第42条まで、第44条から

第48条まで、第49条第１項、第50条から第53条まで、第55条及び第56条の規定は、指定医療型児童発達支援の

事業について準用する。この場合において、第13条第１項中「第38条」とあるのは「第71条」と、第17条中「い

う。第38条第６号及び」とあるのは「いう｡｣と、第23条第２項中「次条」とあるのは「第68条」と、第28条中

「児童発達支援計画」とあるのは「医療型児童発達支援計画」と、第35条中「医療機関」とあるのは「他の専

門医療機関」と、第44条中「従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」

と読み替えるものとする。 

第４章 放課後等デイサービス 

第１節 基本方針 

第73条 放課後等デイサービスに係る指定通所支援（以下「指定放課後等デイサービス」という｡)の事業は、障

害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の

身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものでなけれ

ばならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第74条 指定放課後等デイサービスの事業を行う者（以下「指定放課後等デイサービス事業者」という｡)が当該

事業を行う事業所（以下「指定放課後等デイサービス事業所」という｡)に置くべき従業者は、次に掲げるもの

とし、その員数等は、規則で定める。 

(1) 指導員又は保育士 

(2) 児童発達支援管理責任者 

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定放課後等デイサービス事業所において日常生活を営むのに必要な機能

訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を置かなければならない。この場合において、当該機能訓練担当職員

が指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービス

の提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員の数を指導員又は保育士の合計数に含めることができる。 

３ 前項の指定放課後等デイサービスの単位は、指定放課後等デイサービスであって、その提供が同時に１又は

複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。 

４ 第１項第２号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち、１人以上は、専任かつ常勤でなければならない。 

（準用） 

第75条 第８条及び第９条の規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 

第３節 設備に関する基準 

（設備） 

第76条 指定放課後等デイサービス事業所は、指導訓練室のほか、指定放課後等デイサービスの提供に必要な設

備及び備品等を設けなければならない。 

２ 前項に規定する指導訓練室は、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。 

３ 第１項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定放課後等デイサービスの事業の用に供するものでなけれ

ばならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

第４節 運営に関する基準 
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（利用定員） 

第77条 指定放課後等デイサービス事業所は、その利用定員を10人以上とする。 

（通所利用者負担額の受領） 

第78条 指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者

から当該指定放課後等デイサービスに係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定放課後等デイサービス事業者は、法定代理受領を行わない指定放課後等デイサービスを提供した際は、

通所給付決定保護者から、当該指定放課後等デイサービスに係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるもの

とする。 

３ 指定放課後等デイサービス事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、指定放課後等デイサービスにおいて

提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付

決定保護者に負担させることが適当と認められるものの額の支払を通所給付決定保護者から受けることができ

る。 

４ 指定放課後等デイサービス事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当

該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。 

５ 指定放課後等デイサービス事業者は、第３項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所

給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得な

ければならない。 

（準用） 

第79条 第13条から第23条まで、第25条から第31条まで、第33条、第35条から第37条まで、第39条から第42条ま

で、第44条から第46条まで、第48条から第51条まで、第52条第１項、第53条から第56条まで及び第71条の規定

は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。この場合において、第13条第１項中「第38条」とあ

るのは「第79条において準用する第71条」と、第17条中「第38条第６号及び第52条第２項」とあるのは「第79

条において準用する第71条第６号」と、第23条第２項中「次条」とあるのは「第78条」と、第28条中「児童発

達支援計画」とあるのは「放課後等デイサービス計画」と、第44条中「従業者の勤務の体制、前条の協力医療

機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と、第71条第６号中「実施地域（当該指定医療型児童発達支援事業

所が通常時に指定医療型児童発達支援を提供する地域をいう｡)」とあるのは「実施地域」と読み替えるものと

する。 

第５節 基準該当通所支援に関する基準 

（従業者の員数） 

第80条 放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援（以下「基準該当放課後等デイサービス」という｡)の事

業を行う者（以下「基準該当放課後等デイサービス事業者」という｡)が当該事業を行う事業所（以下「基準該

当放課後等デイサービス事業所」という｡)に置くべき従業者は、次に掲げるものとし、その員数等は、規則で

定める。 

(1) 指導員又は保育士 

(2) 児童発達支援管理責任者 

２ 前項第１号の基準該当放課後等デイサービスの単位は、基準該当放課後等デイサービスであって、その提供

が同時に１又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。 

（設備） 

第81条 基準該当放課後等デイサービス事業所には、指導訓練を行う場所を確保するとともに、基準該当放課後

等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項に規定する指導訓練を行う場所は、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。 

３ 第１項に規定する設備及び備品等は、専ら当該基準該当放課後等デイサービスの事業の用に供するものでな
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ければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

（準用） 

第82条 第８条、第13条から第23条まで、第26条第２項、第27条から第31条まで、第33条、第35条から第37条ま

で、第39条から第46条まで、第48条から第51条まで、第52条第１項、第53条から第56条まで、第61条、第62条、

第71条、第73条、第77条及び第78条（第１項を除く｡)の規定は、基準該当放課後等デイサービスの事業につい

て準用する。 

第５章 保育所等訪問支援 

第１節 基本方針 

第83条 保育所等訪問支援に係る指定通所支援（以下「指定保育所等訪問支援」という｡)の事業は、障害児が障

害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置か

れている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第84条 指定保育所等訪問支援の事業を行う者（以下「指定保育所等訪問支援事業者」という｡)が当該事業を行

う事業所（以下「指定保育所等訪問支援事業所」という｡)に置くべき従業者は、次に掲げるものとし、その員

数は、規則で定める。 

(1) 訪問支援員 

(2) 児童発達支援管理責任者 

２ 前項第２号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち１人以上は、専ら当該指定保育所等訪問支援事業所の職

務に従事する者でなければならない。 

（準用） 

第85条 第８条の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、同条中「ただし､｣

とあるのは､｢ただし、第84条第１項第１号に掲げる訪問支援員及び同項第２号に掲げる児童発達支援管理責任

者を併せて兼ねる場合を除き､｣と読み替えるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

（設備） 

第86条 指定保育所等訪問支援事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほ

か、指定保育所等訪問支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定保育所等訪問支援の事業の用に供するものでなければなら

ない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

第４節 運営に関する基準 

（身分を証する書類の携行） 

第87条 指定保育所等訪問支援事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び障害児、通所

給付決定保護者その他の当該障害児の家族又は訪問する施設から求められたときは、これを提示すべき旨を指

導しなければならない。 

（通所利用者負担額の受領） 

第88条 指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該

指定保育所等訪問支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定保育所等訪問支援事業者は、法定代理受領を行わない指定保育所等訪問支援を提供した際は、通所給付

決定保護者から、当該指定保育所等訪問支援に係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。 

３ 指定保育所等訪問支援事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、通所給付決定保護者の選定により通常の

事業の実施地域（当該指定保育所等訪問支援事業所が通常時に指定保育所等訪問支援を提供する地域をいう。
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次条第５号において同じ｡)以外の地域において指定保育所等訪問支援を提供する場合は、それに要した交通費

の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。 

４ 指定保育所等訪問支援事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費

用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。 

５ 指定保育所等訪問支援事業者は、第３項の交通費については、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、そ

の額について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない。 

（運営規程） 

第89条 指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営に

ついての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定保育所等訪問支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額 

(5) 通常の事業の実施地域 

(6) サービスの利用に当たっての留意事項 

(7) 緊急時等における対応方法 

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(9) 秘密保持等に関する事項 

(10) 苦情解決に関する事項 

(11) その他運営に関する重要事項 

（準用） 

第90条 第13条から第23条まで、第25条から第31条まで、第33条、第35条から第37条まで、第39条、第42条、第

44条から第46条まで、第48条から第51条まで、第52条第１項及び第53条から第56条までの規定は、指定保育所

等訪問支援の事業について準用する。この場合において、第13条第１項中「第38条」とあるのは「第89条」と、

第17条中「いう。第38条第６号及び第52条第２項において同じ｡｣とあるのは「いう｡｣と、第23条第２項中「次

条」とあるのは「第88条」と、第28条中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と、第44

条中「従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と読み替えるものとす

る。 

第６章 多機能型事業所に関する特例 

（従業者の員数に関する特例） 

第91条 多機能型事業所（この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る｡)に係る事業を行う者に対

する第６条第１項、第２項及び第４項、第７条、第64条、第74条第１項から第３項まで並びに第84条第１項の

規定の適用については、第６条第１項中「事業所（以下「指定児童発達支援事業所」という｡)」とあるのは「多

機能型事業所」と、同条第２項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と､｢指定児童発

達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第４項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、

第７条第１項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第２項及び第３項中「指

定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第４項中「指定児童発達支援事業所」とある

のは「多機能型事業所」と、同条第５項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と､｢指

定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、第64条第１項中「事業所（以下「指定医療型児童発達

支援事業所」という｡)」とあり、並びに同条第２項及び第３項中「指定医療型児童発達支援事業所」とあるの

は「多機能型事業所」と、第74条第１項中「事業所（以下「指定放課後等デイサービス事業所」という｡)」と

あるのは「多機能型事業所」と、同条第２項中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事
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業所」と､｢指定放課後等デイサービスの」とあるのは「指定通所支援の」と、同条第３項中「指定放課後等デ

イサービス」とあるのは「指定通所支援」と、第84条第１項中「事業所（以下「指定保育所等訪問支援事業所」

という｡)」とあるのは「多機能型事業所」とする。 

２ 利用定員の合計が20人未満である多機能型事業所（この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除

く｡)に置くべき従業者（児童発達支援管理責任者、嘱託医及び管理者を除く｡)に関する基準については、第６

条第１項及び第74条第１項の規定にかかわらず、規則で定める特例によることができる。 

（設備に関する特例） 

第92条 多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他

の多機能型事業所の設備を兼用することができる。 

（利用定員に関する特例） 

第93条 多機能型事業所（この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る｡)は、第12条、第67条及び

第77条の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての指定通所支援の事業を通じて

10人以上とすることができる。 

２ 利用定員の合計が10人以上である多機能型事業所（この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除

く｡)は、第12条、第67条及び第77条の規定にかかわらず、指定児童発達支援、指定医療型児童発達支援又は指

定放課後等デイサービスの利用定員を５人以上（指定児童発達支援の事業、指定医療型児童発達支援の事業又

は指定放課後等デイサービスの事業を併せて行う場合にあっては、これらの事業を通じて５人以上）とするこ

とができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる多機能型事業所は、第12条、第67条及び第

77条の規定にかかわらず、その利用定員を５人以上とすることができる。 

４ 第２項の規定にかかわらず、多機能型事業所は、主として重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又は体幹の

機能の障害が重複している障害者を通わせる生活介護の事業を併せて行う場合にあっては、第12条、第67条及

び第77条の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての事業を通じて５人以上とす

ることができる。 

第７章 雑則 

（委任） 

第94条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚

生労働省令第171号）附則第５条に規定する旧指定児童デイサービス事業所に係る事業を行う者であって、障が

い者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域

生活を支援するための関係法律の整備に関する法律（平成22年法律第71号。以下「整備法」という｡)附則第22

条第１項の規定により整備法第５条の規定による改正後の児童福祉法第21条の５の３第１項の指定を受けたも

のとみなされているものについては、平成27年３月31日までの間は、第６条第２項及び第５項並びに第74条第

２項及び第４項の規定は適用せず、第28条及び第29条の規定の適用については、第28条第１項中「指定児童発

達支援事業所の管理者は、児童発達支援管理責任者に」とあるのは「指定児童発達支援事業所の管理者は､｣と､

｢担当させる」とあるのは「行う」と、同条第２項から第９項まで及び第29条中「児童発達支援管理責任者」と

あるのは「指定児童発達支援事業所の管理者」とする。 

３ この条例の施行の日前に基準省令第37条（基準省令第54条の５において準用する場合を含む｡)、第63条（基
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準省令第71条において準用する場合を含む｡)及び第78条又は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推

進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成23年法律第37号）附則第７条の規定によりこの条例が施行

されるまでの間において同法第13条の規定による改正後の法第21条の５の18第２項に規定する条例で定める基

準とみなされることとされた基準省令第37条、第63条（基準省令第71条において準用する場合を含む｡)及び第

78条の規定に基づき定められた運営規程は、当分の間、第38条（第60条において準用する場合を含む｡)、第71

条（第79条において準用する場合を含む｡)及び第89条の規定に基づき定められた運営規程とみなす。 

４ この条例の施行の日前に基準省令第40条第１項（基準省令第54条の５、第64条、第71条及び第71条の４にお

いて準用する場合を含む｡)又は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律附則第７条の規定によりこの条例が施行されるまでの間において同法第13条の規定による改正

後の法第21条の５の18第２項に規定する条例で定める基準とみなされることとされた基準省令第40条第１項（基

準省令第64条及び第71条において準用する場合を含む｡)の規定に基づき策定された非常災害に関する具体的計

画は、平成26年３月31日までの間は、第41条第１項（第60条、第72条、第79条及び第82条において準用する場

合を含む｡)の規定に基づき策定された非常災害に関する具体的計画とみなす。 
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新潟県条例第72号 

新潟県障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

目次 

第１章 総則（第１条－第３条） 

第２章 設備及び運営に関する基準（第４条－第46条） 

第３章 雑則（第47条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、障害者自立支援法（平成17年法律第123号。以下「法」という｡)第84条第１項の規定に基づ

き、障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法及び障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に

関する基準（平成18年厚生労働省令第177号。以下「基準省令」という｡)において使用する用語の例による。 

（障害者支援施設の一般原則） 

第３条 障害者支援施設は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画（以下「個別支援計

画」という｡)を作成し、これに基づき利用者に対して施設障害福祉サービスを提供するとともに、その効果に

ついて継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に施設障

害福祉サービスを提供しなければならない。 

２ 障害者支援施設は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った施設障害福祉サービ

スの提供に努めなければならない。 

３ 障害者支援施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行

うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。 

第２章 設備及び運営に関する基準 

（構造設備） 

第４条 障害者支援施設の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等

の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。 

２ 障害者支援施設の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ｡)は、

耐火建築物（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第９号の２に規定する耐火建築物をいう。次項におい

て同じ｡)又は準耐火建築物（同条第９号の３に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ｡)でなければ

ならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規

則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての障害者支援施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確

保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

（施設長の資格要件） 

第５条 障害者支援施設の施設長は、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第19条第１項各号のいずれかに該当す

る者若しくは社会福祉事業に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなけ

ればならない。 

（運営規程） 

第６条 障害者支援施設は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければ

ならない。 

(1) 障害者支援施設の目的及び運営の方針 
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(2) 提供する施設障害福祉サービスの種類 

(3) 職員の職種、員数及び職務の内容 

(4) 昼間実施サービスに係る営業日及び営業時間 

(5) 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの利用定員 

(6) 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額 

(7) 昼間実施サービスに係る通常の事業の実施地域 

(8) サービスの利用に当たっての留意事項 

(9) 緊急時等における対応方法 

(10) 非常災害対策 

(11) 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとに主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の

種類 

(12) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(13) 秘密保持等に関する事項 

(14) 苦情解決に関する事項 

(15) その他運営に関する重要事項 

（非常災害対策） 

第７条 障害者支援施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、当該障害者支援

施設の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関する

具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しな

ければならない。 

２ 障害者支援施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

（記録の整備） 

第８条 障害者支援施設は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関する規則で定める記録を整備し、当該

施設障害福祉サービスを提供した日から５年間保存しなければならない。 

（規模） 

第９条 障害者支援施設は、次の各号に掲げる当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類の区

分に応じ、当該各号に掲げる人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。 

(1) 生活介護、自立訓練（機能訓練)(障害者自立支援法施行規則（平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」

という｡)第６条の６第１号に規定する自立訓練（機能訓練）をいう。以下同じ｡)、自立訓練（生活訓練)(省

令第６条の６第２号に規定する自立訓練（生活訓練）をいう。以下同じ｡)、就労移行支援及び就労継続支援

Ｂ型（省令第６条の10第２号に規定する就労継続支援Ｂ型をいう。以下同じ｡) 20人以上（入所を目的とす

る他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設（次条第３項に規定する認定障害者支援施設を除く。次項

において同じ｡)にあっては、10人以上） 

(2) 施設入所支援 30人以上（入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、

10人以上） 

２ 複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設は、その利用定員を、次の各号に掲げる当該障害者支援施設

が提供する施設障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める数としなければならない。ただし、

当該障害者支援施設が提供する昼間実施サービスの利用定員の合計が20人以上（入所を目的とする他の社会福

祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、12人以上）でなければならないものとする。 

(1) 生活介護、自立訓練（機能訓練)､自立訓練（生活訓練）又は就労移行支援 ６人以上 

(2) 就労継続支援Ｂ型 10人以上 
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(3) 施設入所支援 30人以上（入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、

10人以上） 

（設備の基準） 

第10条 障害者支援施設は、訓練・作業室、居室、食堂、浴室、洗面所、便所、相談室及び多目的室その他運営

上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該障害者

支援施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部

を設けないことができる。 

２ 前項本文に規定する設備の基準は、規則で定める。 

３ あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則（昭和26年文部省・厚生省令第

２号）によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の養成施設として認定されている障害者支援施設

（以下「認定障害者支援施設」という｡)が就労移行支援を行う場合は、前項の規定のほか、あん摩マッサージ

指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設として必要とされる設備を有することとする。 

４ 第１項に規定する相談室及び多目的室については、利用者へのサービスの提供に当たって支障がない範囲で

兼用することができる。 

（職員の配置の基準） 

第11条 障害者支援施設には、施設長を置くものとし、その員数は、規則で定める。 

２ 前項に定めるもののほか、生活介護を行う場合において障害者支援施設に置くべき職員は、次のとおりとし、

その員数及び当該員数の算定の方法等は、規則で定める。 

(1) 医師 

(2) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ｡)、理学療法士又は作業療法士及び生活

支援員 

(3) サービス管理責任者（施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として規則で定めるもの

をいう。以下同じ｡) 

３ 前項の場合において、同項第２号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難なときは、これらの者

に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者

を機能訓練指導員として置くことができる。 

４ 第１項に定めるもののほか、自立訓練（機能訓練）を行う場合において障害者支援施設に置くべき職員は、

次のとおりとし、その員数及び当該員数の算定の方法等は、規則で定める。 

(1) 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 

(2) サービス管理責任者 

５ 前項の場合において、障害者支援施設が、障害者支援施設における自立訓練（機能訓練）に併せて、利用者

の居宅を訪問することにより行われる自立訓練（機能訓練)(以下この条において「訪問による自立訓練（機能

訓練)｣という｡)を提供するときは、同項に規定する員数の職員に加えて、当該訪問による自立訓練（機能訓練）

を提供する、規則で定める員数の生活支援員を置くものとする。 

６ 第４項の場合において、同項第１号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難なときは、これらの

者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の

者を機能訓練指導員として置くことができる。 

７ 第１項に定めるもののほか、自立訓練（生活訓練）を行う場合において障害者支援施設に置くべき職員は、

次のとおりとし、その員数及び当該員数の算定の方法等は、規則で定める。 

(1) 生活支援員 

(2) サービス管理責任者 

８ 前項の場合において、健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置いているときについて
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は、同項第１号中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と読み替えるものとし、この場合に

おける生活支援員及び看護職員の数は、規則で定める。 

９ 第７項の場合において、障害者支援施設が、障害者支援施設における自立訓練（生活訓練）に併せて、利用

者の居宅を訪問することにより行われる自立訓練（生活訓練)(以下この条において「訪問による自立訓練（生

活訓練)｣という｡)を行うときは、前２項に規定する員数の職員に加えて、当該訪問による自立訓練（生活訓練）

を提供する、規則で定める員数の生活支援員を置くものとする。 

10 第１項に定めるもののほか、就労移行支援を行う場合において障害者支援施設に置くべき職員は、次のとお

りとし、その員数及び当該員数の算定の方法等は、規則で定める。 

(1) 職業指導員及び生活支援員 

(2) 就労支援員 

(3) サービス管理責任者 

11 前項の規定にかかわらず、認定障害者支援施設が就労移行支援を行う場合において障害者支援施設に置くべ

き職員は、次のとおりとし、その員数及び当該員数の算定の方法等は、規則で定める。 

(1) 職業指導員及び生活支援員 

(2) サービス管理責任者 

12 第１項に定めるもののほか、就労継続支援Ｂ型を行う場合において障害者支援施設に置くべき職員は、次の

とおりとし、その員数及び当該員数の算定の方法等は、規則で定める。 

(1) 職業指導員及び生活支援員 

(2) サービス管理責任者 

13 第１項に定めるもののほか、施設入所支援を行う場合において障害者支援施設に置くべき職員は、次のとお

りとし、その員数及び当該員数の算定の方法は、規則で定める。 

(1) 生活支援員 

(2) サービス管理責任者 

14 第２項から前項までに規定する障害者支援施設の職員は、生活介護の単位若しくは施設入所支援の単位ごと

に専ら当該生活介護若しくは当該施設入所支援の提供に当たる者又は専ら自立訓練（機能訓練)､自立訓練（生

活訓練)､就労移行支援若しくは就労継続支援Ｂ型の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支

援に支障がない場合は、この限りでない。 

15 前項の生活介護の単位は、生活介護であって、その提供が同時に１又は複数の利用者に対して一体的に行わ

れるものをいい、複数の生活介護の単位を置く場合の生活介護の単位の利用定員は20人以上とする。 

16 第14項の施設入所支援の単位は、施設入所支援であって、その提供が同時に１又は複数の利用者に対して一

体的に行われるものをいい、複数の施設入所支援の単位を置く場合の施設入所支援の単位の利用定員は30人以

上とする。 

17 第１項の施設長は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、障害者支援施設の管理上支障

がない場合は、当該障害者支援施設の他の業務に従事し、又は当該障害者支援施設以外の事業所、施設等の職

務に従事することができるものとする。 

（複数の昼間実施サービスを行う場合における職員の員数） 

第12条 昼間実施サービスの利用定員の合計が20人未満である場合の複数の昼間実施サービスを行う障害者支援

施設が昼間実施サービスを行う場合に置くべき職員（施設長、医師及びサービス管理責任者を除く｡)に関する

基準については、前条第２項、第４項、第７項、第８項、第10項及び第12項の規定にかかわらず、規則で定め

る特例によることができる。 

２ 複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設が置くべきサービス管理責任者に関する基準については、前

条第２項、第４項、第７項及び第10項から第12項までの規定にかかわらず、規則で定める特例によることがで
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きる。 

（従たる事業所を設置する場合における特例） 

第13条 障害者支援施設は、障害者支援施設における主たる事業所（以下この条において「主たる事業所」とい

う｡)と一体的に管理運営を行う事業所（以下この条において「従たる事業所」という｡)を設置することができ

る。 

２ 従たる事業所は、６人以上の人員を利用させることができる規模を有するものとしなければならない。 

３ 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者（サービス管理責任者を

除く｡)のうちそれぞれ１人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でな

ければならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第14条 障害者支援施設は、生活介護、自立訓練（機能訓練)､自立訓練（生活訓練)､就労移行支援又は就労継続

支援Ｂ型に係る通常の事業の実施地域（当該障害者支援施設が通常時に当該施設障害福祉サービスを提供する

地域をいう。以下同じ｡)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な生活介護、自立訓練（機能訓練)､自立訓練

（生活訓練)､就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の障

害者支援施設等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

２ 障害者支援施設は、利用申込者が入院治療を必要とする場合その他利用申込者に対し自ら適切な便宜を供与

することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の措置を速やかに講じなければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第15条 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれてい

る環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

（障害福祉サービス事業者等との連携等） 

第16条 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスを提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視

した運営を行い、市町村、他の障害者支援施設、障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス又

は福祉サービスを提供する者等との密接な連携に努めなければならない。 

２ 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援

助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

（障害者支援施設が利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等） 

第17条 障害者支援施設が、施設障害福祉サービスを提供する利用者に対して金銭の支払を求めることができる

のは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に支払を求めることが適当

であるものに限るものとする。 

２ 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利用者に金銭の支払を求める理由

について書面によって明らかにするとともに、利用者に対して説明を行い、その同意を得なければならない。 

（施設障害福祉サービスの取扱方針） 

第18条 障害者支援施設は、次条第１項に規定する施設障害福祉サービス計画に基づき、利用者の心身の状況等

に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、施設障害福祉サービスの提供が漫然かつ画一的なものとなら

ないよう配慮しなければならない。 

２ 障害者支援施設の職員は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその

家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

３ 障害者支援施設は、その提供する施設障害福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければな

らない。 

（施設障害福祉サービス計画の作成等） 

第19条 障害者支援施設の施設長は、サービス管理責任者に施設障害福祉サービスに係る個別支援計画（以下「施
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設障害福祉サービス計画」という｡)の作成に関する業務を担当させるものとする。 

２ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者につい

て、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握（以

下「アセスメント」という｡)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適

切な支援内容の検討をしなければならない。 

３ アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責

任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 

４ サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対す

る意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、施設障害福祉サービスごとの目標及び

その達成時期、施設障害福祉サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設障害福祉サービス計画の原

案を作成しなければならない。この場合において、当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービス以外

の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて施設障害福祉サービス計画の原案に位置付

けるように努めなければならない。 

５ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議（利用者に対する施設障害福祉サービ

ス等の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう｡)を開催し、前項に規定する施設障害福祉サービス計

画の原案の内容について意見を求めるものとする。 

６ サービス管理責任者は、第４項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容について利用者又はその

家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 

７ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画を作成した際には、当該施設障害福祉サービス計画を利

用者に交付しなければならない。 

８ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成後、施設障害福祉サービス計画の実施状況の把握

（利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という｡)を行うとともに、少なくと

も６月に１回以上、施設障害福祉サービス計画の見直しを行い、必要に応じて、施設障害福祉サービス計画の

変更を行うものとする。 

９ サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等と連絡を継続的に行うこととし、

特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 

(1) 定期的に利用者に面接すること。 

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

10 第２項から第７項までの規定は、第８項に規定する施設障害福祉サービス計画の変更について準用する。 

（サービス管理責任者の責務） 

第20条 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 利用申込者の利用に際し、その者が現に利用している障害福祉サービス事業を行う者等に対する照会等に

より、その者の心身の状況、当該障害者支援施設以外における障害福祉サービス等の利用状況等を把握する

こと。 

(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができる

よう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な

援助を行うこと。 

(3) 他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。 

（相談等） 

第21条 障害者支援施設は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又

はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

２ 障害者支援施設は、利用者が、当該障害者支援施設以外において生活介護、自立訓練（機能訓練)､自立訓練
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（生活訓練)､就労移行支援、就労継続支援Ａ型（省令第６条の10第１号に規定する就労継続支援Ａ型をいう。

以下同じ｡)又は就労継続支援Ｂ型の利用を希望する場合には、他のサービス事業所（法第36条第１項に規定す

るサービス事業所をいう｡)等との利用調整等必要な支援を実施しなければならない。 

（介護） 

第22条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術

をもって行われなければならない。 

２ 障害者支援施設は、施設入所支援の提供に当たっては、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しき

しなければならない。 

３ 障害者支援施設は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、適切な方

法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 障害者支援施設は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、おむつを使用せざるを得ない利用者の

おむつを適切に取り替えなければならない。 

５ 障害者支援施設は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、利用者に対し、離床、着替え、整容等

の介護その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない。 

６ 障害者支援施設は、常時１人以上の職員を介護に従事させなければならない。 

７ 障害者支援施設は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該障害者支援施設の職員以外の者による

介護を受けさせてはならない。 

（訓練） 

第23条 障害者支援施設は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、

適切な技術をもって訓練を行わなければならない。 

２ 障害者支援施設は、自立訓練（機能訓練)､自立訓練（生活訓練)､就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型の提供

に当たっては、利用者に対し、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性

に応じた必要な訓練を行わなければならない。 

３ 障害者支援施設は、常時１人以上の職員を訓練に従事させなければならない。 

４ 障害者支援施設は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該障害者支援施設の職員以外の者による

訓練を受けさせてはならない。 

（生産活動） 

第24条 障害者支援施設は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実

情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うように努めなければならない。 

２ 障害者支援施設は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従

事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。 

３ 障害者支援施設は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能

率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。 

４ 障害者支援施設は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、防塵
じん

設備又は

消火設備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

（工賃の支払等） 

第25条 障害者支援施設は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型において行われる生産活動に従事し

ている者に、当該生活介護、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型ごとに、生産活動に係る事業の収入から生産

活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。 

２ 障害者支援施設は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、前項の規定により利用者それぞれに対し支払わ

れる１月当たりの工賃の平均額（第４項において「工賃の平均額」という｡)を、3,000円を下回るものとしては

ならない。 
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３ 障害者支援施設は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営む

ことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。 

４ 障害者支援施設は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工

賃の目標水準及び前年度に利用者それぞれに対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、県に

報告しなければならない。 

（実習の実施） 

第26条 障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者が施設障害福祉サービス計画に基づいて

実習できるよう、実習の受入先を確保しなければならない。 

２ 障害者支援施設は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、利用者が施設障害福祉サービス計画に基づいて

実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。 

３ 障害者支援施設は、前２項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援セ

ンター（障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）第27条第２項に規定する障害者就業・生

活支援センターをいう。以下同じ｡)、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえ

て行うよう努めなければならない。 

（求職活動の支援等の実施） 

第27条 障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者

が行う求職活動を支援しなければならない。 

２ 障害者支援施設は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者

が行う求職活動の支援に努めなければならない。 

３ 障害者支援施設は、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、公共職業安定所、障害者就業

・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努

めなければならない。 

（職場への定着のための支援の実施） 

第28条 障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者の職場への定着を促進するため、障害者

就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から６月以上、職業生活における相談

等の支援を継続しなければならない。 

２ 障害者支援施設は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、利用者の職場への定着を促進するため、障害者

就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から６月以上、職業生活における相談

等の支援の継続に努めなければならない。 

（就職状況の報告） 

第29条 障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、毎年、前年度における就職した利用者の数その

他の就職に関する状況を、県に報告しなければならない。 

（食事） 

第30条 障害者支援施設（施設入所支援を提供する場合に限る｡)は、正当な理由がなく、食事の提供を拒んでは

ならない。 

２ 障害者支援施設は、食事の提供を行う場合には、当該食事の提供に当たり、あらかじめ、利用者に対しその

内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。 

３ 障害者支援施設は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮し、適切な時間に食事の

提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、

必要な栄養管理を行わなければならない。 

４ 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。 

５ 障害者支援施設は、食事の提供を行う場合であって、障害者支援施設に栄養士を置かないときは、献立の内



号 外 １ 新  潟  県  報 平成24年12月28日(金) 

391 

容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。 

（社会生活上の便宜の供与等） 

第31条 障害者支援施設は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。 

２ 障害者支援施設は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその

家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行わなければならない。 

３ 障害者支援施設は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保

するよう努めなければならない。 

（健康管理） 

第32条 障害者支援施設は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じ

なければならない。 

２ 障害者支援施設は、施設入所支援を利用する利用者に対して、毎年２回以上定期に健康診断を行わなければ

ならない。 

（緊急時等の対応） 

第33条 職員は、現に施設障害福祉サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他

必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（施設入所支援利用者の入院期間中の取扱い） 

第34条 障害者支援施設は、施設入所支援を利用する利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた

場合であって、入院後おおむね３月以内に退院することが見込まれるときは、その者の希望等を勘案し、必要

に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該障害者支援施

設の施設入所支援を円滑に利用することができるようにしなければならない。 

（給付金として支払を受けた金銭の管理） 

第35条 障害者支援施設は、当該障害者支援施設の設置者が利用者に係る規則で定める給付金（以下この条にお

いて「給付金」という｡)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管

理しなければならない。 

(1) 当該利用者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの（これらの運用により生じた収益を含む。以下この条に

おいて「利用者に係る金銭」という｡)をその他の財産と区分すること。 

(2) 利用者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。 

(3) 利用者に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。 

(4) 当該利用者が退所した場合には、速やかに、利用者に係る金銭を当該利用者に取得させること。 

（施設長の責務） 

第36条 障害者支援施設の施設長は、当該障害者支援施設の職員及び業務の管理その他の管理を、一元的に行わ

なければならない。 

２ 障害者支援施設の施設長は、当該障害者支援施設の職員にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を

行うものとする。 

（勤務体制の確保等） 

第37条 障害者支援施設は、利用者に対し、適切な施設障害福祉サービスを提供できるよう、施設障害福祉サー

ビスの種類ごとに、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの種類ごとに、当該障害者支援施設の職員によって施設障害福祉

サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限

りでない。 

３ 障害者支援施設は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 
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第38条 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの種類ごとのそれぞれの利用定員及び居室の定員を超えて施

設障害福祉サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、

この限りでない。 

（衛生管理等） 

第39条 障害者支援施設は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛

生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。 

２ 障害者支援施設は、障害者支援施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措

置を講ずるよう努めなければならない。 

（協力医療機関等） 

第40条 障害者支援施設は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなけ

ればならない。 

２ 障害者支援施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。 

（身体拘束等の禁止） 

第41条 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体

を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘

束等」という｡)を行ってはならない。 

２ 障害者支援施設は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。 

（秘密保持等） 

第42条 障害者支援施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らし

てはならない。 

２ 障害者支援施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密

を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

（苦情解決） 

第43条 障害者支援施設は、その提供した施設障害福祉サービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速

かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 障害者支援施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

３ 障害者支援施設は、その提供した施設障害福祉サービスに関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、

当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 障害者支援施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければなら

ない。 

（地域との連携等） 

第44条 障害者支援施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う

等の地域との交流に努めなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第45条 障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により事故が発生した場合は、県、市

町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 障害者支援施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。 

３ 障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、

損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（暴力団等の排除） 

第46条 障害者支援施設は、その運営について、新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第３条に
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規定する基本理念にのっとり、同条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員等に

よる不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。 

第３章 雑則 

（委任） 

第47条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成18年10月１日前から存する法附則第41条第１項の規定によりなお従前の例により運営をすることができ

ることとされた法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号。以下「旧身体障

害者福祉法」という｡)第29条に規定する身体障害者更生施設、旧身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害

者療護施設若しくは旧身体障害者福祉法第31条に規定する身体障害者授産施設（障害者自立支援法の一部の施

行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令（平成18年厚生労働省令第169号。以下「整備省令」という｡)

による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準（平成15年厚生労働省令第21号）第50条

第１号に規定する身体障害者入所授産施設に限る｡)、法附則第58条第１項の規定によりなお従前の例により運

営をすることができることとされた法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法（昭和35年法律第37

号。以下「旧知的障害者福祉法」という｡)第21条の６に規定する知的障害者更生施設（整備省令による廃止前

の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準（平成15年厚生労働省令第22号。以下「旧知的障害者援護

施設最低基準」という｡)第22条第１号に規定する知的障害者入所更生施設に限る｡)、旧知的障害者福祉法第21

条の７に規定する知的障害者授産施設（旧知的障害者援護施設最低基準第46条第１号に規定する知的障害者入

所授産施設に限る｡)若しくは旧知的障害者福祉法第21条の８に規定する知的障害者通勤寮又は法附則第48条の

規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第46条の規定による改正前の精神

保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第50条の２第１項第１号に規定する精神障害者

生活訓練施設若しくは同項第２号に規定する精神障害者授産施設（整備省令による廃止前の精神障害者社会復

帰施設の設備及び運営に関する基準（平成12年厚生省令第87号）第23条第１号に規定する精神障害者通所授産

施設及び同条第２号に規定する精神障害者小規模通所授産施設を除く｡)において施設障害福祉サービスを提供

する場合におけるこれらの施設の建物（これらの施設のうち、同日において基本的な設備が完成しているもの

を含み、同日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く｡)については、当分の間、

第10条第１項に規定する多目的室を設けないことができる。 

３ この条例の施行の日前に基準省令第６条又は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため

の関係法律の整備に関する法律（平成23年法律第37号）附則第７条の規定によりこの条例が施行されるまでの

間において同法第19条の規定による改正後の法第84条第１項に規定する条例で定める基準とみなされることと

された基準省令第６条の規定に基づき定められた運営規程は、当分の間、第６条の規定に基づき定められた運

営規程とみなす。 

４ この条例の施行の日前に基準省令第７条第１項又は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図

るための関係法律の整備に関する法律附則第７条の規定によりこの条例が施行されるまでの間において同法第

19条の規定による改正後の法第84条第１項に規定する条例で定める基準とみなされることとされた基準省令第

７条第１項の規定に基づき策定された非常災害に関する具体的計画は、平成26年３月31日までの間は、第７条

第１項の規定に基づき策定された非常災害に関する具体的計画とみなす。 
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新潟県条例第73号 

新潟県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

目次 

第１章 総則（第１条－第３条） 

第２章 療養介護（第４条－第33条） 

第３章 生活介護（第34条－第51条） 

第４章 自立訓練（機能訓練)(第52条－第56条） 

第５章 自立訓練（生活訓練)(第57条－第61条） 

第６章 就労移行支援（第62条－第70条） 

第７章 就労継続支援Ａ型（第71条－第85条） 

第８章 就労継続支援Ｂ型（第86条－第88条） 

第９章 多機能型に関する特例（第89条－第91条） 

第10章 雑則（第92条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、障害者自立支援法（平成17年法律第123号。以下「法」という｡)第80条第１項の規定に基づ

き、障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法及び障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び

運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第174号。以下「基準省令」という｡)において使用する用語の例によ

る。 

（障害福祉サービス事業者の一般原則） 

第３条 障害福祉サービス事業を行う者（以下「障害福祉サービス事業者」という｡)（次章から第８章までに掲

げる事業を行うものに限る｡)は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画（以下「個別

支援計画」という｡)を作成し、これに基づき利用者に対して障害福祉サービスを提供するとともに、その効果

について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に障害

福祉サービスを提供しなければならない。 

２ 障害福祉サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った障害福祉サ

ービスの提供に努めなければならない。 

３ 障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の

整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。 

第２章 療養介護 

（基本方針） 

第４条 療養介護の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者自立支援

法施行規則（平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という｡)第２条の２に規定する者に対して、当該利

用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の

下における介護及び日常生活上の世話を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

（構造設備） 

第５条 療養介護の事業を行う者（以下「療養介護事業者」という｡)が当該事業を行う事業所（以下「療養介護

事業所」という｡)の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利

用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。 
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（管理者の資格要件） 

第６条 療養介護事業所の管理者は、医師でなければならない。 

（運営規程） 

第７条 療養介護事業者は、療養介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規

程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 職員の職種、員数及び職務の内容 

(3) 利用定員 

(4) 療養介護の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額 

(5) サービス利用に当たっての留意事項 

(6) 緊急時等における対応方法 

(7) 非常災害対策 

(8) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(10) 秘密保持等に関する事項 

(11) 苦情解決に関する事項 

(12) その他運営に関する重要事項 

（非常災害対策） 

第８条 療養介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、療養介護事業所

の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関する具体

的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなけれ

ばならない。 

２ 療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

（記録の整備） 

第９条 療養介護事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供に関する規則で定める記録を整備し、当該療養介護を提

供した日から５年間保存しなければならない。 

（規模） 

第10条 療養介護事業所は、20人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。 

（設備の基準） 

第11条 療養介護事業所の設備の基準は、医療法（昭和23年法律第205号）に規定する病院として必要とされる設

備及び多目的室その他運営上必要な設備を備えなければならない。 

２ 前項に規定する設備は、専ら当該療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の

支援に支障がない場合は、この限りでない。 

（職員の配置の基準） 

第12条 療養介護事業者が療養介護事業所に置くべき職員は、次のとおりとし、その員数及び当該員数の算定の

方法等は、規則で定める。 

(1) 管理者 

(2) 医師 

(3) 看護職員（看護師、准看護師又は看護補助者をいう｡) 

(4) 生活支援員 

(5) サービス管理責任者（障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として規則で定めるものをい
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う。以下同じ｡) 

２ 前項に規定する療養介護事業所の職員（第１号から第３号までに掲げる者を除く｡)は、専ら当該療養介護事

業所の職務に従事する者又は療養介護の単位ごとに専ら当該療養介護の提供に当たる者でなければならない。

ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

３ 前項の療養介護の単位は、療養介護であって、その提供が同時に１又は複数の利用者に対して一体的に行わ

れるものをいい、複数の療養介護の単位を置く場合の療養介護の単位の利用定員は20人以上とする。 

４ 第１項第１号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、療養介護事業所の管理

上支障がない場合は、当該療養介護事業所の他の業務に従事し、又は当該療養介護事業所以外の事業所、施設

等の職務に従事することができるものとする。 

（心身の状況等の把握） 

第13条 療養介護事業者は、療養介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の

保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

（障害福祉サービス事業者等との連携等） 

第14条 療養介護事業者は、療養介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行

い、市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との密

接な連携に努めなければならない。 

２ 療養介護事業者は、療養介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとと

もに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

（療養介護事業者が利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等） 

第15条 療養介護事業者が療養介護を提供する利用者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭

の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限

るものとする。 

２ 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利用者に金銭の支払を求める理由

について書面によって明らかにするとともに、利用者に対し説明を行い、その同意を得なければならない。 

（療養介護の取扱方針） 

第16条 療養介護事業者は、次条第１項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、そ

の者の支援を適切に行うとともに、療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければな

らない。 

２ 療養介護事業所の職員は、療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、

支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

３ 療養介護事業者は、その提供する療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

（療養介護計画の作成等） 

第17条 療養介護事業所の管理者は、サービス管理責任者に療養介護に係る個別支援計画（以下この章において

「療養介護計画」という｡)の作成に関する業務を担当させるものとする。 

２ 療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれてい

る環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握（以下この章において

「アセスメント」という｡)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切

な支援内容の検討をしなければならない。 

３ サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合に

おいて、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 

４ サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対す

る意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、療養介護の目標及びその達成時期、療
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養介護を提供する上での留意事項等を記載した療養介護計画の原案を作成しなければならない。この場合にお

いて、当該療養介護事業所が提供する療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携

も含めて療養介護計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。 

５ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議（利用者に対する療養介護の提供に当たる担当者等

を招集して行う会議をいう｡)を開催し、前項に規定する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるもの

とする。 

６ サービス管理責任者は、第４項に規定する療養介護計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して

説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 

７ サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を利用者に交付しなければなら

ない。 

８ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握（利用者についての継続的

なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という｡)を行うとともに、少なくとも６月に１回以上、療養介

護計画の見直しを行い、必要に応じて療養介護計画の変更を行うものとする。 

９ サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うことと

し、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 

(1) 定期的に利用者に面接すること。 

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

10 第２項から第７項までの規定は、第８項に規定する療養介護計画の変更について準用する。 

（サービス管理責任者の責務） 

第18条 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 利用申込者の利用に際し、その者に係る障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身

の状況、当該療養介護事業所以外における障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 

(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができる

よう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な

支援を行うこと。 

(3) 他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。 

（相談及び援助） 

第19条 療養介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又

はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

（機能訓練） 

第20条 療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な機

能訓練を行わなければならない。 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第21条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と

日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な

援助を行わなければならない。 

３ 療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。 

４ 療養介護事業者は、前３項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上の支援を

適切に行わなければならない。 

５ 療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該療養介護事業所の職員以外の者による

看護及び介護を受けさせてはならない。 
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（その他のサービスの提供） 

第22条 療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。 

２ 療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族の交流等の機会を確保す

るよう努めなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第23条 職員は、現に療養介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、

速やかに他の専門医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（管理者の責務） 

第24条 療養介護事業所の管理者は、当該療養介護事業所の職員及び業務の管理その他の管理を一元的に行わな

ければならない。 

２ 療養介護事業所の管理者は、当該療養介護事業所の職員にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を

行うものとする。 

（勤務体制の確保等） 

第25条 療養介護事業者は、利用者に対し、適切な療養介護を提供できるよう、療養介護事業所ごとに、職員の

勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 療養介護事業者は、療養介護事業所ごとに、当該療養介護事業所の職員によって療養介護を提供しなければ

ならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 療養介護事業者は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第26条 療養介護事業者は、利用定員を超えて療養介護の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他

のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（衛生管理等） 

第27条 療養介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛

生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 

２ 療養介護事業者は、療養介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措

置を講ずるよう努めなければならない。 

（身体拘束等の禁止） 

第28条 療養介護事業者は、療養介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するた

め緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という｡)

を行ってはならない。 

２ 療養介護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。 

（秘密保持等） 

第29条 療養介護事業所の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘

密を漏らしてはならない。 

２ 療養介護事業者は、職員及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその

家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 療養介護事業者は、他の療養介護事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あ

らかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない。 

（苦情解決） 

第30条 療養介護事業者は、その提供した療養介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対

応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 
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２ 療養介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

３ 療養介護事業者は、その提供した療養介護に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は

助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 療養介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければなら

ない。 

（地域との連携等） 

第31条 療養介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力

を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第32条 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供により事故が発生した場合は、県、市町村、当該利

用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 療養介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。 

３ 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速

やかに行わなければならない。 

（暴力団等の排除） 

第33条 療養介護事業者は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第

３条に規定する基本理念にのっとり、同条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団

員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。 

第３章 生活介護 

（基本方針） 

第34条 生活介護の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第２条の４

に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を

適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

（構造設備） 

第35条 生活介護の事業を行う者（以下「生活介護事業者」という｡)が当該事業を行う事業所（以下「生活介護

事業所」という｡)の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利

用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。 

（管理者の資格要件） 

第36条 生活介護事業所の管理者は、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第19条第１項各号のいずれかに該当す

る者若しくは社会福祉事業に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなけ

ればならない。 

（運営規程） 

第37条 生活介護事業者は、生活介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規

程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 職員の職種、員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 利用定員 

(5) 生活介護の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額 

(6) 通常の事業の実施地域 

(7) サービスの利用に当たっての留意事項 

(8) 緊急時等における対応方法 
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(9) 非常災害対策 

(10) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

(11) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(12) 秘密保持等に関する事項 

(13) 苦情解決に関する事項 

(14) その他運営に関する重要事項 

（規模） 

第38条 生活介護事業所は、20人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。

ただし、離島その他の地域であって規則で定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして

知事が認めるものにおいて事業を行う生活介護事業所については、10人以上とすることができる。 

（設備の基準） 

第39条 生活介護事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設備を設け

なければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該生活介護事業所の効果的な

運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないことがで

きる。 

２ 前項に規定する設備の基準は、規則で定める。 

３ 第１項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。 

４ 第１項に規定する設備は、専ら当該生活介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者

の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

（職員の配置の基準） 

第40条 生活介護事業者が生活介護事業所に置くべき職員は、次のとおりとし、その員数及び当該員数の算定の

方法等は、規則で定める。 

(1) 管理者 

(2) 医師 

(3) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章、次章及び第５章において同じ｡)、理

学療法士又は作業療法士及び生活支援員 

(4) サービス管理責任者 

２ 前項第３号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活

を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員と

して置くことができる。 

３ 第１項（第１号に掲げる者を除く｡)及び前項に規定する生活介護事業所の職員は、専ら当該生活介護事業所

の職務に従事する者又は生活介護の単位ごとに専ら当該生活介護の提供に当たる者でなければならない。ただ

し、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

４ 前項の生活介護の単位は、生活介護であって、その提供が同時に１又は複数の利用者に対して一体的に行わ

れるものをいい、複数の生活介護の単位を置く場合の生活介護の単位の利用定員は20人以上とする。 

５ 第１項第１号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、生活介護事業所の管理

上支障がない場合は、当該生活介護事業所の他の業務に従事し、又は当該生活介護事業所以外の事業所、施設

等の職務に従事することができるものとする。 

（従たる事業所を設置する場合における特例） 

第41条 生活介護事業者は、生活介護事業所における主たる事業所（以下この条において「主たる事業所」とい

う｡)と一体的に管理運営を行う事業所（以下この条において「従たる事業所」という｡)を設置することができ

る。 
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２ 従たる事業所は、６人以上の人員を利用させることができる規模を有するものとしなければならない。 

３ 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の職員（管理者及びサービス管理

責任者を除く｡)のうちそれぞれ１人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事す

る者でなければならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第42条 生活介護事業者は、当該生活介護事業所の通常の事業の実施地域（当該事業所が通常時にサービスを提

供する地域をいう。以下同じ｡)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な生活介護を提供することが困難であ

ると認めた場合は、適当な他の生活介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

（介護） 

第43条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術

をもって行われなければならない。 

２ 生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行

わなければならない。 

３ 生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。 

４ 生活介護事業者は、前３項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上必要な支

援を適切に行わなければならない。 

５ 生活介護事業者は、常時１人以上の職員を介護に従事させなければならない。 

６ 生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該生活介護事業所の職員以外の者による

介護を受けさせてはならない。 

（生産活動） 

第44条 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状

況等を考慮して行うよう努めなければならない。 

２ 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がそ

の者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。 

３ 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の

障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。 

４ 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、防塵
じん

設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に

行うために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

（工賃の支払） 

第45条 生活介護事業者は、生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業

に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。 

（食事） 

第46条 生活介護事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その

内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

２ 生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮し、適切な時間に食事の

提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、

必要な栄養管理を行わなければならない。 

３ 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。 

４ 生活介護事業者は、食事の提供を行う場合であって、生活介護事業所に栄養士を置かないときは、献立の内

容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。 

（健康管理） 

第47条 生活介護事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康診断を受けることの勧奨その他
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の健康保持のための適切な措置を講じなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第48条 職員は、現に生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、

速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（衛生管理等） 

第49条 生活介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛

生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。 

２ 生活介護事業者は、生活介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措

置を講ずるよう努めなければならない。 

（協力医療機関） 

第50条 生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなけ

ればならない。 

（準用） 

第51条 第８条、第９条、第13条から第19条まで、第24条から第26条まで及び第28条から第33条までの規定は、

生活介護の事業について準用する。この場合において、第16条第１項中「次条第１項」とあるのは「第51条に

おいて準用する次条第１項」と、第17条中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第18条中「前条」

とあるのは「第51条において準用する前条」と読み替えるものとする。 

第４章 自立訓練（機能訓練） 

（基本方針） 

第52条 自立訓練（機能訓練）の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省

令第６条の７第１号に規定する者に対して、省令第６条の６第１号に規定する期間にわたり、身体機能又は生

活能力の維持、向上等のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

（職員の配置の基準） 

第53条 自立訓練（機能訓練）の事業を行う者（以下「自立訓練（機能訓練）事業者」という｡)が当該事業を行

う事業所（以下「自立訓練（機能訓練）事業所」という｡)に置くべき職員は、次のとおりとし、その員数及び

当該員数の算定の方法等は、規則で定める。 

(1) 管理者 

(2) 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 

(3) サービス管理責任者 

２ 自立訓練（機能訓練）事業者が、自立訓練（機能訓練）事業所における自立訓練（機能訓練）に併せて、利

用者の居宅を訪問することにより自立訓練（機能訓練)(以下この条において「訪問による自立訓練（機能訓練)｣

という｡)を提供する場合は、自立訓練（機能訓練）事業所ごとに、前項に規定する員数の職員に加えて、当該

訪問による自立訓練（機能訓練）を提供する、規則で定める員数の生活支援員を置くものとする。 

３ 第１項第２号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生

活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員

として置くことができる。 

４ 第１項（第１号に掲げる者を除く｡)及び前２項に規定する自立訓練（機能訓練）事業所の職員は、専ら当該

自立訓練（機能訓練）事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場

合は、この限りでない。 

５ 第１項第１号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、自立訓練（機能訓練）

事業所の管理上支障がない場合は、当該自立訓練（機能訓練）事業所の他の業務に従事し、又は当該自立訓練

（機能訓練）事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 
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（訓練） 

第54条 自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に

資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。 

２ 自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立した日常生活

又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。 

３ 自立訓練（機能訓練）事業者は、常時１人以上の職員を訓練に従事させなければならない。 

４ 自立訓練（機能訓練）事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該自立訓練（機能訓練）事

業所の職員以外の者による訓練を受けさせてはならない。 

（地域生活への移行のための支援） 

第55条 自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことがで

きるよう、第64条第１項に規定する就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、

必要な調整を行わなければならない。 

２ 自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者が地域において安心した日常生活又は社会生活を営むことができる

よう、当該利用者が住宅等における生活に移行した後も、一定期間、定期的な連絡、相談等を行わなければな

らない。 

（準用） 

第56条 第８条、第９条、第13条から第19条まで、第24条から第26条まで、第28条から第33条まで、第35条から

第39条まで、第41条、第42条及び第46条から第50条までの規定は、自立訓練（機能訓練）の事業について準用

する。この場合において、第16条第１項中「次条第１項」とあるのは「第56条において準用する次条第１項」

と、第17条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と、同条第８項中「６月」とあるの

は「３月」と、第18条中「前条」とあるのは「第56条において準用する前条」と読み替えるものとする。 

第５章 自立訓練（生活訓練） 

（基本方針） 

第57条 自立訓練（生活訓練）の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省

令第６条の７第２号に規定する者に対して、省令第６条の６第２号に規定する期間にわたり、生活能力の維持、

向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

（規模） 

第58条 自立訓練（生活訓練）の事業を行う者（以下「自立訓練（生活訓練）事業者」という｡)が当該事業を行

う事業所（以下「自立訓練（生活訓練）事業所」という｡)は、20人以上の人員を利用させることができる規模

を有するものでなければならない。ただし、離島その他の地域であって規則で定めるもののうち、将来的にも

利用者の確保の見込みがないとして知事が認めるものにおいて事業を行う自立訓練（生活訓練）事業所（宿泊

型自立訓練（省令第25条第７号に規定する宿泊型自立訓練をいう。以下同じ｡)のみを行うものを除く｡)につい

ては、10人以上とすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、宿泊型自立訓練及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練（生活訓練）を併せて行う自

立訓練（生活訓練）事業所は、宿泊型自立訓練に係る10人以上の人員及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練（生

活訓練）に係る20人以上（前項ただし書の知事が認める地域において事業を行うものにあっては、10人以上）

の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。 

（設備の基準） 

第59条 自立訓練（生活訓練）事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要

な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該自立訓練（生

活訓練）事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、そ

の一部を設けないことができる。 
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２ 前項に規定する設備の基準は、規則で定める。 

３ 宿泊型自立訓練を行う自立訓練（生活訓練）事業所にあっては、第１項に規定する設備のほか、居室及び浴

室を備えるものとし、その基準は、規則で定める。ただし、宿泊型自立訓練のみを行う自立訓練（生活訓練）

事業所にあっては、同項に規定する訓練・作業室を設けないことができる。 

４ 第１項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。 

５ 第１項及び第３項に規定する設備は、専ら当該自立訓練（生活訓練）事業所の用に供するものでなければな

らない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

６ 宿泊型自立訓練の事業を行う者が当該事業を行う事業所（次項において「宿泊型自立訓練事業所」という｡)

の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。同項において同じ｡)は、耐火建築物（建築

基準法（昭和25年法律第201号）第２条第９号の２に規定する耐火建築物をいう。同項において同じ｡)又は準耐

火建築物（同条第９号の３に規定する準耐火建築物をいう。同項において同じ｡)でなければならない。 

７ 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規

則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての宿泊型自立訓練事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全

性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

（職員の配置の基準） 

第60条 自立訓練（生活訓練）事業者が自立訓練（生活訓練）事業所に置くべき職員は、次のとおりとし、その

員数及び当該員数の算定の方法等は、規則で定める。 

(1) 管理者 

(2) 生活支援員 

(3) 地域移行支援員 

(4) サービス管理責任者 

２ 健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を置いている自立訓練（生活訓練）事業所につ

いては、前項第２号中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と読み替えるものとし、この場

合における生活支援員及び看護職員の数は、規則で定める。 

３ 自立訓練（生活訓練）事業者が、自立訓練（生活訓練）事業所における自立訓練（生活訓練）に併せて、利

用者の居宅を訪問することにより自立訓練（生活訓練)(以下この項において「訪問による自立訓練（生活訓練)｣

という｡)を提供する場合は、前２項に規定する員数の職員に加えて、当該訪問による自立訓練（生活訓練）を

提供する、規則で定める員数の生活支援員を置くものとする。 

４ 第１項（第１号に掲げる者を除く｡)及び第２項に規定する自立訓練（生活訓練）事業所の職員は、専ら当該

自立訓練（生活訓練）事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場

合は、この限りでない。 

５ 第１項第１号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、自立訓練（生活訓練）

事業所の管理上支障がない場合は、当該自立訓練（生活訓練）事業所の他の業務に従事し、又は当該自立訓練

（生活訓練）事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

（準用） 

第61条 第８条、第９条、第13条から第19条まで、第24条から第26条まで、第28条から第33条まで、第35条から

第37条まで、第41条、第42条、第46条から第50条まで、第54条及び第55条の規定は、自立訓練（生活訓練）の

事業について準用する。この場合において、第16条第１項中「次条第１項」とあるのは「第61条において準用

する次条第１項」と、第17条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）計画」と、同条第８項中

「６月」とあるのは「３月」と、第18条中「前条」とあるのは「第61条において準用する前条」と、第41条第

２項中「６人以上」とあるのは「宿泊型自立訓練以外の自立訓練（生活訓練）については６人以上、宿泊型自

立訓練については10人以上」と読み替えるものとする。 
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第６章 就労移行支援 

（基本方針） 

第62条 就労移行支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第６条

の９に規定する者に対して、省令第６条の８に規定する期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を

通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでな

ければならない。 

（認定就労移行支援事業所の設備） 

第63条 第70条において準用する第39条の規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に

係る学校養成施設認定規則（昭和26年文部省・厚生省令第２号）によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又は

きゅう師の学校又は養成施設として認定されている就労移行支援事業所（以下この章において「認定就労移行

支援事業所」という｡)の設備の基準は、同令の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係

る学校又は養成施設として必要とされる設備を有することとする。 

（職員の配置の基準） 

第64条 就労移行支援の事業を行う者（以下「就労移行支援事業者」という｡)が当該事業を行う事業所（以下「就

労移行支援事業所」という｡)に置くべき職員は、次のとおりとし、その員数及び当該員数の算定の方法等は、

規則で定める。 

(1) 管理者 

(2) 職業指導員及び生活支援員 

(3) 就労支援員 

(4) サービス管理責任者 

２ 前項（第１号に掲げる者を除く｡)に規定する就労移行支援事業所の職員は、専ら当該就労移行支援事業所の

職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

３ 第１項第１号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、就労移行支援事業所の

管理上支障がない場合は、当該就労移行支援事業所の他の業務に従事し、又は当該就労移行支援事業所以外の

事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

（認定就労移行支援事業所の職員の員数） 

第65条 前条の規定にかかわらず、認定就労移行支援事業所に置くべき職員は、次のとおりとし、その員数及び

当該員数の算定の方法は、規則で定める。 

(1) 管理者 

(2) 職業指導員及び生活支援員 

(3) サービス管理責任者 

２ 前項の職員については、前条第２項及び第３項の規定を準用する。 

（実習の実施） 

第66条 就労移行支援事業者は、利用者が第70条において準用する第17条の就労移行支援計画に基づいて実習で

きるよう、実習の受入先を確保しなければならない。 

２ 就労移行支援事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援

センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければ

ならない。 

（求職活動の支援等の実施） 

第67条 就労移行支援事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援しなけれ

ばならない。 

２ 就労移行支援事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と
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連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。 

（職場への定着のための支援の実施） 

第68条 就労移行支援事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関

係機関と連携して、利用者が就職した日から６月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければなら

ない。 

（就職状況の報告） 

第69条 就労移行支援事業者は、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、県に

報告しなければならない。 

（準用） 

第70条 第８条、第９条、第13条から第19条まで、第24条から第26条まで、第28条から第33条まで、第35条から

第39条まで、第41条、第42条、第44条から第50条まで及び第54条の規定は、就労移行支援の事業について準用

する。この場合において、第16条第１項中「次条第１項」とあるのは「第70条において準用する次条第１項」

と、第17条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第８項中「６月」とあるのは「３月」

と、第18条中「前条」とあるのは「第70条において準用する前条」と、第38条ただし書及び第41条第１項中「生

活介護事業所」とあるのは「就労移行支援事業所（認定就労移行支援事業所を除く｡)」と読み替えるものとす

る。 

第７章 就労継続支援Ａ型 

（基本方針） 

第71条 就労継続支援Ａ型の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら省

令第６条の10第１号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のため

に必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

（管理者の資格要件） 

第72条 就労継続支援Ａ型の事業を行う者（以下「就労継続支援Ａ型事業者」という｡)が当該事業を行う事業所

（以下「就労継続支援Ａ型事業所」という｡)の管理者は、社会福祉法第19条各号のいずれかに該当する者若し

くは社会福祉事業に２年以上従事した者若しくは企業を経営した経験を有する者又はこれらと同等以上の能力

を有すると認められる者でなければならない。 

（規模） 

第73条 就労継続支援Ａ型事業所は、10人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければな

らない。 

２ 就労継続支援Ａ型事業者が第78条第２項の規定により雇用契約を締結していない利用者に対して就労継続支

援Ａ型を提供する場合における雇用契約を締結している利用者に係る利用定員は、10を下回ってはならない。 

３ 就労継続支援Ａ型事業所における雇用契約を締結していない利用者に係る利用定員は、当該就労継続支援Ａ

型事業所の利用定員の100分の50及び９を超えてはならない。 

（設備の基準） 

第74条 就労継続支援Ａ型事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設

備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該就労継続支援Ａ型

事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を

設けないことができる。 

２ 前項に規定する設備の基準は、規則で定める。 

３ 第１項に規定する訓練・作業室は、就労継続支援Ａ型の提供に当たって支障がない場合は、設けないことが

できる。 

４ 第１項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。 
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５ 第１項に規定する設備は、専ら当該就労継続支援Ａ型事業所の用に供するものでなければならない。ただし、

利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

（職員の配置の基準） 

第75条 就労継続支援Ａ型事業者が就労継続支援Ａ型事業所に置くべき職員は、次のとおりとし、その員数及び

当該員数の算定の方法等は、規則で定める。 

(1) 管理者 

(2) 職業指導員及び生活支援員 

(3) サービス管理責任者 

２ 前項（第１号に掲げる者を除く｡)に規定する就労継続支援Ａ型事業所の職員は、専ら当該就労継続支援Ａ型

事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

３ 第１項第１号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、就労継続支援Ａ型事業

所の管理上支障がない場合は、当該就労継続支援Ａ型事業所の他の業務に従事し、又は当該就労継続支援Ａ型

事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

（従たる事業所を設置する場合における特例） 

第76条 就労継続支援Ａ型事業者は、就労継続支援Ａ型事業所における主たる事業所（以下この条において「主

たる事業所」という｡)と一体的に管理運営を行う事業所（以下この条において「従たる事業所」という｡)を設

置することができる。 

２ 従たる事業所は、10人以上の人員を利用させることができる規模を有するものとしなければならない。 

３ 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の職員（管理者及びサービス管理

責任者を除く｡)のうちそれぞれ１人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事す

る者でなければならない。 

（実施主体） 

第77条 就労継続支援Ａ型事業者が社会福祉法人以外の者である場合は、当該就労継続支援Ａ型事業者は専ら社

会福祉事業を行う者でなければならない。 

２ 就労継続支援Ａ型事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）第44条に規定する

子会社以外の者でなければならない。 

（雇用契約の締結等） 

第78条 就労継続支援Ａ型事業者は、就労継続支援Ａ型の提供に当たっては、利用者と雇用契約を締結しなけれ

ばならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、就労継続支援Ａ型事業者（多機能型により就労継続支援Ｂ型の事業を一体的に行

う者を除く｡)は、省令第６条の10第２号に規定する者に対して雇用契約を締結せずに就労継続支援Ａ型を提供

することができる。 

（就労） 

第79条 就労継続支援Ａ型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需

給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。 

２ 就労継続支援Ａ型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、利用者の

障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。 

（賃金及び工賃） 

第80条 就労継続支援Ａ型事業者は、第78条第１項の規定による利用者が自立した日常生活又は社会生活を営む

ことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければならない。 

２ 就労継続支援Ａ型事業者は、第78条第２項の規定による利用者（以下この条において「雇用契約を締結して

いない利用者」という｡)に対しては、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除
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した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。 

３ 就労継続支援Ａ型事業者は、雇用契約を締結していない利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこと

を支援するため、前項の規定により支払われる工賃の水準を高めるよう努めなければならない。 

４ 第２項の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払われる１月あたりの工賃の平均額

は、3,000円を下回ってはならない。 

（実習の実施） 

第81条 就労継続支援Ａ型事業者は、利用者が第85条において準用する第17条の就労継続支援Ａ型計画に基づい

て実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。 

２ 就労継続支援Ａ型事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活

支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に対する意向及び適性を踏まえて行う

よう努めなければならない。 

（求職活動の支援等の実施） 

第82条 就労継続支援Ａ型事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努

めなければならない。 

２ 就労継続支援Ａ型事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機

関と連携して、利用者の就労に関する意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。 

（職場への定着のための支援等の実施） 

第83条 就労継続支援Ａ型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等

の関係機関と連携して、利用者が就職した日から６月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなけ

ればならない。 

（利用者及び職員以外の者の雇用） 

第84条 就労継続支援Ａ型事業者は、利用者及び職員以外の者を就労継続支援Ａ型の事業に従事する作業員とし

て雇用する場合は、次の各号に掲げる利用定員の区分に応じ、当該各号に定める数を超えて雇用してはならな

い。 

(1) 利用定員が10人以上20人以下 利用定員に100分の50を乗じて得た数 

(2) 利用定員が21人以上30人以下 10又は利用定員に100分の40を乗じて得た数のいずれか多い数 

(3) 利用定員が31人以上 12又は利用定員に100分の30を乗じて得た数のいずれか多い数 

（準用） 

第85条 第８条、第９条、第13条から第19条まで、第24条から第26条まで、第28条から第33条まで、第35条、第

37条、第42条、第46条から第50条まで及び第54条の規定は、就労継続支援Ａ型の事業について準用する。この

場合において、第16条第１項中「次条第１項」とあるのは「第85条において準用する次条第１項」と、第17条

中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と、第18条中「前条」とあるのは「第85条において

準用する前条」と読み替えるものとする。 

第８章 就労継続支援Ｂ型 

（基本方針） 

第86条 就労継続支援Ｂ型の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第

６条の10第２号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を

通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければな

らない。 

（工賃の支払等） 

第87条 就労継続支援Ｂ型の事業を行う者（以下「就労継続支援Ｂ型事業者」という｡)は、利用者に、生産活動

に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなけ
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ればならない。 

２ 前項の規定により利用者それぞれに対し支払われる１月当たりの工賃の平均額（第４項において「工賃の平

均額」という｡)は、3,000円を下回ってはならない。 

３ 就労継続支援Ｂ型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水

準を高めるよう努めなければならない。 

４ 就労継続支援Ｂ型事業者は、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用

者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、県に報告しなければならない。 

（準用） 

第88条 第８条、第９条、第13条から第19条まで、第24条から第26条まで、第28条から第33条まで、第35条、第

37条、第38条、第42条、第44条、第46条から第50条まで、第54条、第72条、第74条から第76条まで及び第81条

から第83条までの規定は、就労継続支援Ｂ型の事業について準用する。この場合において、第16条第１項中「次

条第１項」とあるのは「第88条において準用する次条第１項」と、第17条中「療養介護計画」とあるのは「就

労継続支援Ｂ型計画」と、第18条中「前条」とあるのは「第88条において準用する前条」と、第81条第１項中

「第85条」とあるのは「第88条」と､｢就労継続支援Ａ型計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と読み替

えるものとする。 

第９章 多機能型に関する特例 

（規模に関する特例） 

第89条 多機能型による生活介護事業所（以下「多機能型生活介護事業所」という｡)、自立訓練（機能訓練）事

業所（以下「多機能型自立訓練（機能訓練）事業所」という｡)、自立訓練（生活訓練）事業所（以下「多機能

型自立訓練（生活訓練）事業所」という｡)、就労移行支援事業所（以下「多機能型就労移行支援事業所」とい

う｡)、就労継続支援Ａ型事業所（以下「多機能型就労継続支援Ａ型事業所」という｡)及び就労継続支援Ｂ型事

業所（以下「多機能型就労継続支援Ｂ型事業所」という｡)（以下「多機能型事業所」と総称する｡)は、一体的

に事業を行う多機能型事業所の利用定員（多機能型による指定児童発達支援（新潟県指定通所支援の事業等の

人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例（平成24年新潟県条例第71号。以下「指定通所支援基準条例」

という｡)第５条に規定する指定児童発達支援をいう｡)の事業、指定医療型児童発達支援（指定通所支援基準条

例第63条に規定する指定医療型児童発達支援をいう｡)の事業又は指定放課後等デイサービス（指定通所支援基

準条例第73条に規定する指定放課後等デイサービスをいう｡)の事業（以下「多機能型児童発達支援事業等」と

いう｡)を一体的に行う場合にあっては、当該事業を行う事業所の利用定員を含むものとし、宿泊型自立訓練の

利用定員を除く｡)の合計が10人以上である場合は、当該多機能型事業所の利用定員を、次の各号に掲げる多機

能型事業所の区分に応じ、当該各号に掲げる人数とすることができる。 

(1) 多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練（機能訓練）事業所及び多機能型就労移行支援事業所（認定

就労移行支援事業所を除く｡) ３人以上 

(2) 多機能型自立訓練（生活訓練）事業所 ３人以上。ただし、宿泊型自立訓練及び宿泊型自立訓練以外の自

立訓練（生活訓練）を併せて行う場合にあっては、宿泊型自立訓練の利用定員が10人以上かつ宿泊型自立訓

練以外の自立訓練（生活訓練）の利用定員が６人以上とする。 

(3) 多機能型就労継続支援Ａ型事業所及び多機能型就労継続支援Ｂ型事業所 ５人以上 

２ 前項の規定にかかわらず、主として重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複して

いる障害者を通わせる多機能型生活介護事業所が、多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあって

は、第38条の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型生活介護事業所が行う全ての事業を通じて５

人以上とすることができる。 

３ 多機能型生活介護事業所が、主として重症心身障害児（児童福祉法第７条第２項に規定する重症心身障害児

をいう｡)につき行う多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、第38条の規定にかかわらず、
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その利用定員を、当該多機能型生活介護事業所が行う全ての事業を通じて５人以上とすることができる。 

４ 離島その他の地域であって規則で定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして知事が

認めるものであって、地域において障害福祉サービスが提供されていないこと等により障害福祉サービスを利

用することが困難なものにおいて事業を行う多機能型事業所（多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練（機

能訓練）事業所、多機能型自立訓練（生活訓練）事業所、多機能型就労継続支援Ｂ型事業所に限る。以下この

条及び次条第３項において同じ｡)については、当該多機能型事業所の利用定員を、１人以上とすることができ

る。 

（職員の員数等の特例） 

第90条 一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員（多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあ

っては、当該事業を行う事業所の利用定員を含む｡)の合計が20人未満である場合の当該多機能型事業所に置く

べき職員（多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、指定通所支援基準条例の規定により

当該事業を行う事業所に置くべきものとされる職員（指定通所支援基準条例第６条第１項第２号に規定する児

童発達支援管理責任者を除く｡)を含むものとし、管理者、医師及びサービス管理責任者を除く｡)に関する基準

については、第40条第１項、第53条第１項、第60条第１項、第64条第１項及び第75条第１項（第88条において

準用する場合を含む｡)の規定にかかわらず、規則で定める特例によることができる。 

２ 一体的に事業を行う多機能型事業所のうち規則で定めるものを一の事業所であるとみなした場合の当該一の

事業所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者に関する基準については、第40条第１項、第53条第

１項、第60条第１項、第64条第１項及び第75条第１項（これらの規定を第88条において準用する場合を含む｡)

の規定にかかわらず、規則で定める特例によることができる。 

３ 前条第４項の規定により多機能型事業所の利用定員を１人以上とすることができることとされた場合であっ

て、一体的に事業を行う当該多機能型事業所を一の事業所であるとみなしたときの当該一の事業所とみなされ

た事業所に置くべき生活支援員に関する基準については、第40条第１項、第53条第１項、第60条第１項及び第

88条において準用する第75条第１項の規定にかかわらず、規則で定める特例によることができる。 

（設備の特例） 

第91条 多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他

の多機能型事業所の設備を兼用することができる。 

第10章 雑則 

（委任） 

第92条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

（規模に関する経過措置等） 

２ 次に掲げる者が法附則第41条第１項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた

同項に規定する身体障害者更生援護施設、同項の規定によりなお従前の例により運営をすることができること

とされた同項に規定する知的障害者援護施設又は法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をするこ

とができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設（第３号において「身体障害者更生援護施設

等」という｡)に併設して引き続き生活介護、自立訓練（機能訓練)､自立訓練（生活訓練)､就労移行支援又は就

労継続支援Ｂ型の事業を行う間は、第38条（第56条、第70条及び第88条において準用する場合を含む。以下こ

の項において同じ｡)及び第58条第１項の規定にかかわらず、当該事業に係る生活介護事業所、自立訓練（機能

訓練）事業所、自立訓練（生活訓練）事業所、就労移行支援事業所又は就労継続支援Ｂ型事業所（当該事業を

多機能型により行う場合並びにこれらの事業所が第38条ただし書及び第58条第１項ただし書の規定の適用を受
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ける場合を除く｡)の利用定員は、10人以上とすることができる。 

(1) 平成18年10月１日前から法附則第８条第１項第６号に規定する障害者デイサービスの事業を行っている者 

(2) 平成18年10月１日前から法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭

和25年法律第123号。以下「旧精神保健福祉法」という｡)第50条の２第６項に規定する精神障害者地域生活支

援センターを経営する事業を行っている者 

(3) 身体障害者更生援護施設等（障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（平成18

年政令第320号）第16条の規定による改正前の社会福祉法施行令（昭和33年政令第185号）第１条第１号、第

２号又は第４号に規定する身体障害者授産施設、知的障害者授産施設又は精神障害者授産施設に限る｡)を経

営する事業を行っていた者 

３ 法第５条第22項に規定する地域活動支援センター又は小規模作業所（障害者基本法（昭和45年法律第84号）

第２条第１号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第３項の規定により必要な

費用の助成を受けている施設をいう｡)が、平成20年４月１日から平成24年３月31日までの間に障害福祉サービ

ス事業を開始した場合における第38条（第56条、第70条及び第88条において準用する場合を含む｡)、第58条第

１項及び第89条第２項の適用については､｢離島その他の地域であって規則で定めるもののうち、将来的にも利

用者の確保の見込みがないとして知事が認めるもの」とあるのは､｢将来的にも利用者の確保の見込みがないと

して知事が認める地域」とする。 

（就労継続支援Ａ型に関する経過措置） 

４ 平成18年10月１日前から存する法附則第41条第１項の規定によりなお従前の例により運営をすることができ

ることとされた法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法（以下「旧身体障害者福祉法」という｡)

第31条に規定する身体障害者授産施設（以下「身体障害者授産施設」という｡)のうち規則で定めるもの、法附

則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧精神保健福祉法第50条の２

第１項第２号に掲げる精神障害者授産施設のうち規則で定めるもの又は法附則第58条第１項の規定によりなお

従前の例により運営をすることができることとされた法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法（昭

和35年法律第37号。以下「旧知的障害者福祉法」という｡)第21条の７に規定する知的障害者授産施設（以下「知

的障害者授産施設」という｡)のうち規則で定めるもの（これらの施設のうち、同日において基本的な設備が完

成しているものを含み、同日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く｡)において

就労継続支援Ａ型を行う場合については、第84条の基準を満たすための計画を提出したときは、当分の間、同

条の規定は、適用しない。 

（身体障害者更生施設等に関する経過措置） 

５ 法附則第41条第１項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧身体障害者福

祉法第29条に規定する身体障害者更生施設、旧身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設若しく

は身体障害者授産施設、旧精神保健福祉法第50条の２第１項第３号に掲げる精神障害者福祉ホーム又は法附則

第58条第１項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧知的障害者福祉法第21

条の６に規定する知的障害者更生施設、知的障害者授産施設若しくは法附則第58条第１項の規定によりなお従

前の例により運営をすることができることとされた旧知的障害者福祉法第21条の８に規定する知的障害者通勤

寮（これらの施設のうち、平成18年10月１日において基本的な設備が完成しているものを含み、同日以後に増

築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く｡)において、療養介護の事業、生活介護の事業、

自立訓練（機能訓練）の事業、自立訓練（生活訓練）の事業、就労移行支援の事業、就労継続支援Ａ型の事業

又は就労継続支援Ｂ型の事業を行う場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、第11条第１項、

第39条第１項（第56条、第70条において準用する場合を含む｡)、第59条第１項又は第74条第１項（第88条にお

いて準用する場合を含む｡)に規定する多目的室を設けないことができる。 

（従たる事業所に関する経過措置） 
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６ 身体障害者授産施設又は知的障害者更生施設若しくは知的障害者授産施設が、生活介護の事業、自立訓練（機

能訓練）の事業、自立訓練（生活訓練）の事業、就労移行支援の事業、就労継続支援Ａ型の事業又は就労継続

支援Ｂ型の事業を行う場合において、平成18年10月１日前から存する分場（障害者自立支援法の一部の施行に

伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令（平成18年厚生労働省令第169号。以下「整備省令」という｡)

による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準（平成15年厚生労働省令第21号）第51条

第１項並びに整備省令による廃止前の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準（平成15年厚生労働省

令第22号）第23条第２項及び第47条第２項に規定する分場をいい、これらの施設のうち、同日において基本的

な設備が完成しているものを含み、同日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く｡)

を生活介護事業所、自立訓練（機能訓練）事業所、自立訓練（生活訓練）事業所、就労移行支援事業所、就労

継続支援Ａ型事業所又は就労継続支援Ｂ型事業所と一体的に管理運営を行う事業所（以下この項において「従

たる事業所」という｡)として設置する場合については、当分の間、第41条第２項及び第３項（これらの規定を

第56条、第61条及び第70条において準用する場合を含む｡)並びに第76条第２項及び第３項（これらの規定を第

88条において準用する場合を含む｡)の規定は適用しない。この場合において、当該従たる事業所に置かれる職

員（サービス管理責任者を除く｡)のうち１人以上は、専ら当該従たる事業所の職務に従事する者でなければな

らない。 

（運営規程に関する経過措置） 

７ この条例の施行の日前に基準省令第７条及び第36条（基準省令第55条、第61条、第70条、第85条及び第88条

において準用する場合を含む｡)又は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律（平成23年法律第37号）附則第７条の規定によりこの条例が施行されるまでの間において

同法第19条の規定による改正後の法第80条第１項に規定する条例で定める基準とみなされることとされた基準

省令第７条及び第36条（基準省令第55条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む｡)

の規定に基づき定められた運営規程は、当分の間、第７条及び第37条（第56条、第61条、第70条、第85条及び

第88条において準用する場合を含む｡)の規定に基づき定められた運営規程とみなす。 

（非常災害対策に関する経過措置） 

８ この条例の施行の日前に基準省令第８条第１項（基準省令第50条、第55条、第61条、第70条、第85条及び第

88条において準用する場合を含む｡)又は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律附則第７条の規定によりこの条例が施行されるまでの間において同法第19条の規定に

よる改正後の法第80条第１項に規定する条例で定める基準とみなされることとされた基準省令第８条第１項（基

準省令第50条、第55条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む｡)の規定に基づき策

定された非常災害に関する具体的計画は、平成26年３月31日までの間は、第８条第１項（第51条、第56条、第

61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む｡)の規定に基づき策定された非常災害に関する

具体的計画とみなす。 
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新潟県条例第74号 

新潟県地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、障害者自立支援法（平成17年法律第123号。以下「法」という｡)第80条第１項の規定に基づ

き、地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

（基本方針） 

第３条 地域活動支援センターは、利用者（地域活動支援センターを利用する障害者及び障害児をいう。以下同

じ｡)が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者を通わせ、創作的活動又

は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進を図るとともに、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効

果的に行うものでなければならない。 

２ 地域活動支援センターは、利用者又は障害児の保護者（以下「利用者等」という｡)の意思及び人格を尊重し

て、常に当該利用者等の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。 

３ 地域活動支援センターは、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、障害福祉サービス事

業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との連携に努めなければならない。 

４ 地域活動支援センターは、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整

備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。 

（運営規程） 

第４条 地域活動支援センターは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかな

ければならない。 

(1) 施設の目的及び運営の方針 

(2) 職員の職種、員数及び職務の内容 

(3) 利用定員 

(4) 利用者に対して提供するサービスの内容並びに利用者等から受領する費用の種類及びその額 

(5) 施設の利用に当たっての留意事項 

(6) 非常災害対策 

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(8) 秘密保持等に関する事項 

(9) 苦情解決に関する事項 

(10) その他運営に関する重要事項 

（非常災害対策） 

第５条 地域活動支援センターは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、当該地域

活動支援センターの所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常

災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職

員に周知しなければならない。 

２ 地域活動支援センターは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければな

らない。 

（サービスの提供の記録） 

第６条 地域活動支援センターは、利用者に対しサービスを提供した際は、当該サービスの提供日、内容その他

必要な事項を、サービスの提供の都度記録しなければならない。 

（記録の整備） 

第７条 地域活動支援センターは、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 地域活動支援センターは、利用者に対するサービスの提供に関する規則で定める記録を整備し、当該サービ

スを提供した日から５年間保存しなければならない。 

（規模） 

第８条 地域活動支援センターは、10人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければなら

ない。 

（設備の基準） 

第９条 地域活動支援センターは、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設

備を利用することにより当該地域活動支援センターの効果的な運営を期待することができる場合であって、利
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用者に対するサービスの提供に支障がないときは、次に掲げる設備の一部を設けないことができる。 

(1) 創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等ができる場所 

(2) 便所 

２ 前項各号に掲げる設備の基準は、規則で定める。 

（職員の配置の基準） 

第10条 地域活動支援センターに置くべき職員は、次のとおりとし、その員数は、規則で定める。 

(1) 施設長 

(2) 指導員 

２ 施設長は、地域活動支援センターの管理上支障がない場合は、当該地域活動支援センターの他の職務に従事

し、又は他の施設等の職務に従事することができるものとする。 

３ 施設長は、障害者及び障害児の福祉の増進に熱意を有し、地域活動支援センターを適切に運営する能力を有

する者でなければならない。 

（従たる事業所を設置する場合における特例） 

第11条 地域活動支援センターは、地域活動支援センターにおける主たる事業所（以下この条において「主たる

事業所」という｡)と一体的に管理運営を行う事業所（以下この条において「従たる事業所」という｡)を設置す

ることができる。 

２ 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の職員のうちそれぞれ１人以上は、

専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。 

（利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等） 

第12条 地域活動支援センターが利用者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直

接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者等に支払を求めることが適当であるものに限るものと

する。 

２ 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利用者等に金銭の支払を求める理

由について書面によって明らかにするとともに、利用者に対し説明を行い、その同意を得なければならない。 

（生産活動） 

第13条 地域活動支援センターは、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの

需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。 

２ 地域活動支援センターは、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量

等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。 

（工賃の支払） 

第14条 地域活動支援センターは、生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係

る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。 

（定員の遵守） 

第15条 地域活動支援センターは、利用定員を超えて利用させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむ

を得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（衛生管理等） 

第16条 地域活動支援センターは、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、

又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

２ 地域活動支援センターは、地域活動支援センターにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよ

うに必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（秘密保持等） 

第17条 地域活動支援センターの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を

漏らしてはならない。 

２ 地域活動支援センターは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族

の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

（苦情解決） 

第18条 地域活動支援センターは、その提供したサービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適

切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 地域活動支援センターは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

３ 地域活動支援センターは、その提供したサービスに関し、県又は市町村から指導又は助言を受けた場合は、

当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 
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４ 地域活動支援センターは、県又は市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を県又は市町村に

報告しなければならない。 

５ 地域活動支援センターは、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第83条に規定する運営適正化委員会が同法第

85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第19条 地域活動支援センターは、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、県、市町村、

当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 地域活動支援センターは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならな

い。 

３ 地域活動支援センターは、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠

償を速やかに行わなければならない。 

（暴力団等の排除） 

第20条 地域活動支援センターは、その運営について、新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第

３条に規定する基本理念にのっとり、同条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団

員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。 

（委任） 

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に障害者自立支援法に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準（平

成18年厚生労働省令第175号。以下「基準省令」という｡)第３条又は地域の自主性及び自立性を高めるための改

革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成23年法律第37号）附則第７条の規定によりこの条例

が施行されるまでの間において同法第19条の規定による改正後の法第80条第１項に規定する条例で定める基準

とみなされることとされた基準省令第３条の規定に基づき定められた運営規程は、当分の間、第４条の規定に

基づき定められた運営規程とみなす。 

３ この条例の施行の日前に基準省令第４条第１項又は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図

るための関係法律の整備に関する法律附則第７条の規定によりこの条例が施行されるまでの間において同法第

19条の規定による改正後の法第80条第１項に規定する条例で定める基準とみなされることとされた基準省令第

４条第１項の規定に基づき策定された非常災害に関する具体的計画は、平成26年３月31日までの間は、第５条

第１項の規定に基づき策定された非常災害に関する具体的計画とみなす。 
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新潟県条例第75号 

新潟県福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、障害者自立支援法（平成17年法律第123号。以下「法」という｡)第80条第１項の規定に基づ

き、福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

（基本方針） 

第３条 福祉ホームは、利用者（福祉ホームを利用する障害者をいう。以下同じ｡)が地域において自立した日常

生活又は社会生活を営むことができるよう、現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他

の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

２ 福祉ホームは、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立ったサービスの提供に努めな

ければならない。 

３ 福祉ホームは、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、障害福祉サービス事業を行う者

その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との連携に努めなければならない。 

４ 福祉ホームは、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うと

ともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。 

（構造設備） 

第４条 福祉ホームの配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利

用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。 

２ 福祉ホームの建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ｡)は、耐火

建築物（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第９号の２に規定する耐火建築物をいう。次項において同

じ｡)又は準耐火建築物（同条第９号の３に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ｡)でなければなら

ない。 

３ 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規

則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての福祉ホームの建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保さ

れていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

（運営規程） 

第５条 福祉ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければなら

ない。 

(1) 施設の目的及び運営の方針 

(2) 職員の職種、員数及び職務の内容 

(3) 利用定員 

(4) 利用者に対して提供するサービスの内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額 

(5) 施設の利用に当たっての留意事項 

(6) 非常災害対策 

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(8) 秘密保持等に関する事項 

(9) 苦情解決に関する事項 

(10) その他運営に関する重要事項 

（非常災害対策） 

第６条 福祉ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、当該福祉ホームの所

在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関する具体的計

画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に利用者に周知しなければ

ならない。 

２ 福祉ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第７条 福祉ホームは、利用者に対しサービスを提供した際は、当該サービスの提供日、内容その他必要な事項

を、サービスの提供の都度記録しなければならない。 

（記録の整備） 

第８条 福祉ホームは、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 
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２ 福祉ホームは、利用者に対するサービスの提供に関する規則で定める記録を整備し、当該サービスを提供し

た日から５年間保存しなければならない。 

（規模） 

第９条 福祉ホームは、５人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。 

（設備の基準） 

第10条 福祉ホームは、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用す

ることにより当該福祉ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者に対するサービス

の提供に支障がないときは、次に掲げる設備の一部を設けないことができる。 

(1) 居室 

(2) 浴室 

(3) 便所 

(4) 管理人室 

(5) 共用室 

２ 前項各号に掲げる設備の基準は、規則で定める。 

３ 福祉ホームの設備は、専ら当該福祉ホームの用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する

サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。 

（職員の配置の基準） 

第11条 福祉ホームには、管理人を置かなければならない。 

２ 管理人は、障害者の福祉の増進に熱意を有し、福祉ホームを適切に運営する能力を有する者でなければなら

ない。 

（利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等） 

第12条 福祉ホームが利用者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便

益を向上させるものであって、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。 

２ 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利用者に金銭の支払を求める理由

について書面によって明らかにするとともに、利用者に対し説明を行い、その同意を得なければならない。 

（定員の遵守） 

第13条 福祉ホームは、利用定員を超えて利用させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事

情がある場合は、この限りでない。 

（衛生管理等） 

第14条 福祉ホームは、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上

必要な措置を講じなければならない。 

２ 福祉ホームは、福祉ホームにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努め

なければならない。 

（秘密保持等） 

第15条 福祉ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしては

ならない。 

２ 福祉ホームは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏

らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

（苦情解決） 

第16条 福祉ホームは、その提供したサービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応す

るために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 福祉ホームは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

３ 福祉ホームは、その提供したサービスに関し、県又は市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又

は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 福祉ホームは、県又は市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を県又は市町村に報告しなけ

ればならない。 

５ 福祉ホームは、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定

により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第17条 福祉ホームは、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、県、市町村、当該利用者

の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 
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２ 福祉ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。 

３ 福祉ホームは、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やか

に行わなければならない。 

（暴力団等の排除） 

第18条 福祉ホームは、その運営について、新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第３条に規定

する基本理念にのっとり、同条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員等による

不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。 

（委任） 

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に障害者自立支援法に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準（平成18年厚生

労働省令第176号。以下「基準省令」という｡)第４条又は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を

図るための関係法律の整備に関する法律（平成23年法律第37号）附則第７条の規定によりこの条例が施行され

るまでの間において同法第19条の規定による改正後の法第80条第１項に規定する条例で定める基準とみなされ

ることとされた基準省令第４条の規定に基づき定められた運営規程は、当分の間、第５条の規定に基づき定め

られた運営規程とみなす。 

３ この条例の施行の日前に基準省令第５条第１項又は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図

るための関係法律の整備に関する法律附則第７条の規定によりこの条例が施行されるまでの間において同法第

19条の規定による改正後の法第80条第１項に規定する条例で定める基準とみなされることとされた基準省令第

５条第１項の規定に基づき策定された非常災害に関する具体的計画は、平成26年３月31日までの間は、第６条

第１項の規定に基づき策定された非常災害に関する具体的計画とみなす。 
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新潟県条例第76号 

新潟県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

目次 

第１章 総則（第１条－第22条） 

第２章 助産施設（第23条－第26条） 

第３章 乳児院（第27条－第36条） 

第４章 母子生活支援施設（第37条－第45条） 

第５章 保育所（第46条－第53条） 

第６章 児童厚生施設（第54条－第57条） 

第７章 児童養護施設（第58条－第67条） 

第８章 福祉型障害児入所施設（第68条－第76条） 

第９章 医療型障害児入所施設（第77条－第81条） 

第10章 福祉型児童発達支援センター（第82条－第87条） 

第11章 医療型児童発達支援センター（第88条－第91条） 

第12章 情緒障害児短期治療施設（第92条－第99条） 

第13章 児童自立支援施設（第100条－第110条） 

第14章 児童家庭支援センター（第111条－第113条） 

第15章 雑則（第114条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という｡)第45条第１項の規定に基づき、児

童福祉施設の設備及び運営に関する基準（以下「最低基準」という｡)を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

 （最低基準の目的） 

第３条 最低基準は、知事の監督に属する児童福祉施設に入所している者が、明るくて、衛生的な環境において、

素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかにして、社会に適応するように

育成されることを保障するものとする。 

（最低基準の向上） 

第４条 知事は、新潟県社会福祉審議会条例（平成12年新潟県条例第17号）第１条に規定する新潟県社会福祉審

議会の意見を聴き、その監督に属する児童福祉施設に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させ

るように勧告することができる。 

２ 県は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。 

（最低基準と児童福祉施設） 

第５条 児童福祉施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。 

２ 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設においては、最低基準を理由として、そ

の設備又は運営を低下させてはならない。 

（児童福祉施設の一般原則） 

第６条 児童福祉施設は、入所している者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運

営を行わなければならない。 

２ 児童福祉施設は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該児童福祉施設
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の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。 

３ 児童福祉施設は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならな

い。 

４ 児童福祉施設には、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。 

５ 児童福祉施設の構造設備は、採光、換気等入所している者の保健衛生及びこれらの者に対する危害防止に十

分な考慮を払って設けられなければならない。 

（児童福祉施設と非常災害） 

第７条 児童福祉施設においては、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、

当該児童福祉施設の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常

災害に関する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。 

２ 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月１回は、これを行わなければならない。 

（児童福祉施設における職員の一般的要件） 

第８条 児童福祉施設に入所している者の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を

備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた

ものでなければならない。 

（児童福祉施設の職員の知識及び技能の向上等） 

第９条 児童福祉施設の職員は、常に自己研鑽
さん

に励み、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要

な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。 

２ 児童福祉施設は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 

（他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準） 

第10条 児童福祉施設は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該児童福祉施設の設備及び

職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねることができる。ただし、入所している者の

居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員については、この限りでない。 

（入所した者を平等に取り扱う原則） 

第11条 児童福祉施設においては、入所している者の国籍、信条、性別、社会的身分、障害又は入所に要する費

用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。 

（虐待等の禁止） 

第12条 児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その他当該児童の心身に

有害な影響を与える行為をしてはならない。 

（懲戒に係る権限の濫用禁止） 

第13条 児童福祉施設の長は、入所中の児童等（法第33条の７に規定する児童等をいう。以下この条において同

じ｡)に対し法第47条第１項本文の規定により親権を行う場合であって懲戒するとき又は同条第３項の規定によ

り懲戒に関しその児童等の福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権

限を濫用してはならない。 

（衛生管理等） 

第14条 児童福祉施設に入所している者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理

に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

２ 児童福祉施設は、当該児童福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措

置を講ずるよう努めなければならない。 

３ 児童福祉施設（助産施設、保育所及び児童厚生施設を除く｡)においては、入所している者の希望等を勘案し、

清潔を維持することができるよう適切に、入所している者を入浴させ、又は清しきしなければならない。 

４ 児童福祉施設には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければな
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らない。 

（食事） 

第15条 児童福祉施設（助産施設を除く。以下この項において同じ｡)において、入所している者に食事を提供す

るときは、当該児童福祉施設内で調理する方法（第10条の規定により、当該児童福祉施設の調理室を兼ねてい

る他の社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む｡)により行わなければならない。 

２ 児童福祉施設において、入所している者に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、

入所している者の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。 

３ 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所している者の身体的状況

及び嗜
し

好を考慮したものでなければならない。 

４ 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。ただし、少数の児童を対象として家庭

的な環境の下で調理するときは、この限りでない。 

５ 児童福祉施設は、食品の原材料の産地その他の食事の安全性に関する情報の収集及び提供を行うよう努めな

ければならない。 

６ 児童福祉施設は、児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。 

（入所した者及び職員の健康診断） 

第16条 児童福祉施設（児童厚生施設及び児童家庭支援センターを除く。第４項を除き、以下この条において同

じ｡)の長は、入所した者に対し、入所時の健康診断、少なくとも１年に２回の定期健康診断及び臨時の健康診

断を、学校保健安全法（昭和33年法律第56号）に規定する健康診断に準じて行わなければならない。 

２ 児童福祉施設の長は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、

当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に

掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、児童福祉施設の長は、それぞれ

同表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。 

児童相談所等における児童の入所前の健康診断 入所した児童に対する入所時の健康診断 

児童が通学する学校における健康診断 定期の健康診断又は臨時の健康診断 

３ 第１項の健康診断をした医師は、その結果必要な事項を母子健康手帳又は入所した者の健康を記録する表に

記入するとともに、必要に応じ入所の措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の実施を解除又は停

止する等必要な手続をとることを、児童福祉施設の長に勧告しなければならない。 

４ 児童福祉施設の職員の健康診断に当たっては、特に入所している者の食事を調理する者につき、綿密な注意

を払わなければならない。 

（給付金として支払を受けた金銭の管理） 

第17条 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設は、当該施設

の設置者が入所中の児童に係る規則で定める給付金の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を

規則で定めるところにより管理しなければならない。 

（児童福祉施設内部の規程） 

第18条 児童福祉施設においては、次に掲げる事項のうち必要な事項につき規程を設けなければならない。 

(1) 入所する者の援助に関する事項 

(2) その他施設の管理についての重要事項 

（児童福祉施設に備える帳簿） 

第19条 児童福祉施設には、職員、財産、収支及び入所している者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備して

おかなければならない。 

（秘密保持等） 

第20条 児童福祉施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らして
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はならない。 

２ 児童福祉施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を

漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

（苦情への対応） 

第21条 児童福祉施設は、その行った援助に関する入所している者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切

に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支

援施設は、前項の必要な措置として、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たって当該児童福祉施

設の職員以外の者を関与させなければならない。 

３ 児童福祉施設は、その行った援助に関し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の実施に

係る県又は市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければな

らない。 

４ 児童福祉施設は、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条

第１項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。 

（暴力団等の排除） 

第22条 児童福祉施設は、その運営について、新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第３条に規

定する基本理念にのっとり、同条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員等によ

る不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。 

第２章 助産施設 

（種類） 

第23条 助産施設は、第１種助産施設及び第２種助産施設とする。 

２ 第１種助産施設とは、医療法（昭和23年法律第205号）の病院又は診療所である助産施設をいう。 

３ 第２種助産施設とは、医療法の助産所である助産施設をいう。 

（入所させる妊産婦） 

第24条 助産施設には、法第22条第１項に規定する妊産婦を入所させて、なお余裕のあるときは、その他の妊産

婦を入所させることができる。 

（第２種助産施設の職員） 

第25条 第２種助産施設には、医療法に規定する職員のほか、１人以上の専任又は嘱託の助産師を置かなければ

ならない。 

２ 第２種助産施設の嘱託医は、産婦人科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。 

（第２種助産施設と異常分べん） 

第26条 第２種助産施設に入所した妊婦が、産科手術を必要とする異常分べんをするおそれのあるときは、第２

種助産施設の長は、速やかにこれを第１種助産施設その他適当な病院又は診療所に入所させる手続をとらなけ

ればならない。ただし、応急の処置を要するときは、この限りでない。 

第３章 乳児院 

（設備の基準） 

第27条 乳児院（乳児又は幼児（以下「乳幼児」という｡)10人未満を入所させる乳児院を除く｡)の設備の基準は、

次のとおりとする。 

(1) 寝室、観察室、診察室、病室、ほふく室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。 

(2) 寝室の面積は、乳幼児１人につき2.47平方メートル以上であること。 

(3) 観察室の面積は、乳児１人につき1.65平方メートル以上であること。 

第28条 乳幼児10人未満を入所させる乳児院の設備の基準は、次のとおりとする。 
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(1) 乳幼児の養育のための専用の室及び相談室を設けること。 

(2) 乳幼児の養育のための専用の室の面積は、１室につき9.91平方メートル以上とし、乳幼児１人につき2.47

平方メートル以上であること。 

（職員） 

第29条 乳児院（乳幼児10人未満を入所させる乳児院を除く｡)には、小児科の診療に相当の経験を有する医師又

は嘱託医、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、

調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。 

２ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、乳児院において乳幼児の養

育に５年以上従事した者又は法第13条第２項各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

３ 心理療法を行う必要があると認められる乳幼児又はその保護者10人以上に心理療法を行う場合には、心理療

法担当職員を置かなければならない。 

４ 心理療法担当職員は、学校教育法（昭和22年法律第26号）の規定による大学の学部で、心理学を専修する学

科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又は

これと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 

５ 看護師の数は、乳児及び満２歳に満たない幼児おおむね1.6人につき１人以上、満２歳以上満３歳に満たない

幼児おおむね２人につき１人以上、満３歳以上の幼児おおむね４人につき１人以上（これらの合計数が７人未

満であるときは、７人以上）とする。 

６ 看護師は、保育士又は児童指導員（児童の生活指導を行う者をいう。以下同じ｡)をもってこれに代えること

ができる。ただし、乳幼児10人の乳児院には２人以上、乳幼児が10人を超える場合は、おおむね10人増すごと

に１人以上看護師を置かなければならない。 

７ 前項に規定する保育士のほか、乳幼児20人以下を入所させる施設には、保育士を１人以上置かなければなら

ない。 

第30条 乳幼児10人未満を入所させる乳児院には、嘱託医、看護師、家庭支援専門相談員及び調理員又はこれに

代わるべき者を置かなければならない。 

２ 看護師の数は、７人以上とする。ただし、その１人を除き、保育士又は児童指導員をもってこれに代えるこ

とができる。 

（乳児院の長の資格等） 

第31条 乳児院の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、規則で定める者が行う乳児院の運営に関し必要な

知識を習得させるための研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、乳児院を適切に運営する能力を

有するものでなければならない。 

(1) 医師であって、小児保健に関して学識経験を有する者 

(2) 社会福祉士の資格を有する者 

(3) 乳児院の職員として３年以上勤務した者 

(4) 知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、規則で定めるもの 

２ 乳児院の長は、２年に１回以上、その資質の向上のための規則で定める者が行う研修を受けなければならな

い。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 

（養育） 

第32条 乳児院における養育は、乳幼児の心身及び社会性の健全な発達を促進し、その人格の形成に資すること

となるものでなければならない。 

２ 養育の内容は、乳幼児の年齢及び発達の段階に応じて必要な授乳、食事、排せつ、もく浴、入浴、外気浴、

睡眠、遊び及び運動のほか、健康状態の把握、第16条第１項に規定する健康診断及び必要に応じ行う感染症等

の予防処置を含むものとする。 
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３ 乳児院における家庭環境の調整は、乳幼児の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行わ

なければならない。 

（乳児の観察） 

第33条 乳児院（乳幼児10人未満を入所させる乳児院を除く｡)においては、乳児が入所した日から、医師又は嘱

託医が適当と認めた期間、これを観察室に入室させ、その心身の状況を観察しなければならない。 

（自立支援計画の策定） 

第34条 乳児院の長は、第32条第１項の目的を達成するため、入所中の個々の乳幼児について、乳幼児やその家

庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。 

（業務の質の評価等） 

第35条 乳児院は、自らその行う法第37条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による

評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 

（関係機関との連携） 

第36条 乳児院の長は、児童相談所及び必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、保健所、市町村保健セン

ター等関係機関と密接に連携して乳幼児の養育及び家庭環境の調整に当たらなければならない。 

第４章 母子生活支援施設 

（設備の基準） 

第37条 母子生活支援施設の設備の基準は、次のとおりとする。 

(1) 母子室、集会、学習等を行う室及び相談室を設けること。 

(2) 母子室は、これに調理設備、浴室及び便所を設けるものとし、１世帯につき１室以上とすること。 

(3) 母子室の面積は、30平方メートル以上であること。 

(4) 乳幼児を入所させる母子生活支援施設には、付近にある保育所又は児童厚生施設が利用できない等必要が

あるときは、保育所に準ずる設備を設けること。 

(5) 乳幼児30人未満を入所させる母子生活支援施設には、静養室を、乳幼児30人以上を入所させる母子生活支

援施設には、医務室及び静養室を設けること。 

（職員） 

第38条 母子生活支援施設には、母子支援員（母子生活支援施設において母子の生活支援を行う者をいう。以下

同じ｡)、嘱託医、少年を指導する職員及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。 

２ 心理療法を行う必要があると認められる母子10人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置か

なければならない。 

３ 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学の学部で、心理学を専修する学科若しくはこれに相当す

る課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を

有すると認められる者でなければならない。 

４ 配偶者からの暴力を受けたこと等により個別に特別な支援を行う必要があると認められる母子に当該支援を

行う場合には、個別対応職員を置かなければならない。 

５ 母子支援員の数は、母子10世帯以上20世帯未満を入所させる母子生活支援施設においては２人以上、母子20

世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては３人以上とする。 

６ 少年を指導する職員の数は、母子20世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては、２人以上とする。 

（母子生活支援施設の長の資格等） 

第39条 母子生活支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、規則で定める者が行う母子生活支援施

設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、母子生活

支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。 

(1) 医師であって、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者 
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(2) 社会福祉士の資格を有する者 

(3) 母子生活支援施設の職員として３年以上勤務した者 

(4) 知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、規則で定めるもの 

２ 母子生活支援施設の長は、２年に１回以上、その資質の向上のための規則で定める者が行う研修を受けなけ

ればならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 

（母子支援員の資格） 

第40条 母子支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

(1) 規則で定める児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者 

(2) 保育士の資格を有する者 

(3) 社会福祉士の資格を有する者 

(4) 精神保健福祉士の資格を有する者 

(5) 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第２項の規定により大

学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程

によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む｡)又は規則で定める者であって、２年以上児童福祉事業

に従事したもの 

（生活支援） 

第41条 母子生活支援施設における生活支援は、母子を共に入所させる施設の特性を生かしつつ、親子関係の再

構築等及び退所後の生活の安定が図られるよう、個々の母子の家庭生活及び稼働の状況に応じ、就労、家庭生

活及び児童の養育に関する相談、助言及び指導並びに関係機関との連絡調整を行う等の支援により、その自立

の促進を目的とし、かつ、その私生活を尊重して行わなければならない。 

（自立支援計画の策定） 

第42条 母子生活支援施設の長は、前条の目的を達成するため、入所中の個々の母子について、母子やその家庭

の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。 

（業務の質の評価等） 

第43条 母子生活支援施設は、自らその行う法第38条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部

の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 

（保育所に準ずる設備） 

第44条 第37条第４号の規定により、母子生活支援施設に、保育所に準ずる設備を設けるときは、保育所に関す

る規定（第48条第３項を除く｡)を準用する。 

２ 保育所に準ずる設備の保育士の数は、乳幼児おおむね30人につき１人以上とする。ただし、１人を下ること

はできない。 

（関係機関との連携） 

第45条 母子生活支援施設の長は、福祉事務所、母子自立支援員、児童の通学する学校、児童相談所、母子福祉

団体及び公共職業安定所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、婦人相談所等関係機関と密接に連携して、

母子の保護及び生活支援に当たらなければならない。 

第５章 保育所 

（設備の基準） 

第46条 保育所の設備の基準は、次のとおりとする。 

(1) 乳児又は満２歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所

を設けること。 

(2) 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児１人につき1.65平方メートル以上であること。 

(3) ほふく室の面積は、乳児又は第１号の幼児１人につき3.3平方メートル以上であること。 
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(4) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。 

(5) 満２歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場（保育所の付近にある屋外遊

戯場に代わるべき場所を含む。以下同じ｡)、調理室及び便所を設けるとともに、医務室を設けるよう努める

こと。 

(6) 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児１人につき1.98平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、前号の

幼児１人につき3.3平方メートル以上であること。 

(7) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。 

(8) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以下「保育室等」という｡)を２階に設ける建物は、次のア、イ及

びカの要件に、保育室等を３階以上に設ける建物は、次のイからクまでの要件に該当するものであること。 

ア 建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第９号の２に規定する耐火建築物又は同条第９号の３に規定

する準耐火建築物（同号ロに該当するものを除く｡)であること。 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ

同表の右欄に掲げる施設又は設備が１以上設けられていること。 

階 区分 施設又は設備 

２階 常用 (1) 屋内階段 

(2) 屋外階段 

避難用 (1) 建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第123条第１項各号又

は同条第３項各号に規定する構造の屋内階段（ただし、同条第１項

の場合においては、当該階段の構造は、建築物の１階から２階まで

の部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連

絡することとし、かつ、同条第３項第２号、第３号及び第９号を満

たすものとする｡) 

(2) 待避上有効なバルコニー 

(3) 建築基準法第２条第７号の２に規定する準耐火構造の屋外傾斜路

又はこれに準ずる設備 

(4) 屋外階段 

３階 常用 (1) 建築基準法施行令第123条第１項各号又は同条第３項各号に規定

する構造の屋内階段 

(2) 屋外階段 

避難用 (1) 建築基準法施行令第123条第１項各号又は同条第３項各号に規定

する構造の屋内階段（ただし、同条第１項の場合においては、当該

階段の構造は、建築物の１階から３階までの部分に限り、屋内と階

段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、

同条第３項第２号、第３号及び第９号を満たすものとする｡) 

(2) 建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこ

れに準ずる設備 

(3) 屋外階段 

４階以上 常用 (1) 建築基準法施行令第123条第１項各号又は同条第３項各号に規定

する構造の屋内階段 

(2) 建築基準法施行令第123条第２項各号に規定する構造の屋外階段 

避難用 建築基準法施行令第123条第２項各号に規定する構造の屋外階段 

ウ イに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩
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行距離が30メートル以下となるように設けられていること。 

エ 保育所の調理室（次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下この号において同じ｡)以外の

部分と保育所の調理室の部分が建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準

法施行令第 112条第１項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房

又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダン

パーが設けられていること。 

(ｱ) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。 

(ｲ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止

するために必要な措置が講じられていること。 

オ 保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。 

カ 保育室等その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられ

ていること。 

キ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。 

ク 保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。 

（保育所の設備の基準の特例） 

第47条 次に掲げる要件を満たす保育所は、第15条第１項の規定にかかわらず、当該保育所の満３歳以上の幼児

に対する食事の提供について、当該保育所外で調理し搬入する方法により行うことができる。この場合におい

て、当該保育所は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該保育所において行うことが

必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。 

(1) 幼児に対する食事の提供の責任が当該保育所にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意

を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。 

(2) 当該保育所又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受

けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。 

(3) 調理業務の受託者を、当該保育所における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適

切に遂行できる能力を有する者とすること。 

(4) 幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必

要な栄養素量の給与等、幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。 

(5) 食を通じた乳幼児の健全育成を図る観点から、乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき

事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。 

（職員） 

第48条 保育所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する

施設にあっては、調理員を置かないことができる。 

２ 保育所には、嘱託歯科医を置くよう努めなければならない。 

３ 保育士の数は、乳児おおむね３人につき１人以上、満１歳以上満３歳に満たない幼児おおむね６人につき１

人以上、満３歳以上満４歳に満たない幼児おおむね20人につき１人以上（認定こども園（就学前の子どもに関

する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号。以下「就学前保育等推進法」と

いう｡)第７条第１項に規定する認定こども園をいう｡)である保育所（以下「認定保育所」という｡)にあっては、

幼稚園（学校教育法第１条に規定する幼稚園をいう。以下同じ｡)と同様に１日に４時間程度利用する幼児（以

下「短時間利用児」という｡)おおむね35人につき１人以上、１日に８時間程度利用する幼児（以下「長時間利

用児」という｡)おおむね20人につき１人以上)､満４歳以上の幼児おおむね30人につき１人以上（認定保育所に

あっては、短時間利用児おおむね35人につき１人以上、長時間利用児おおむね30人につき１人以上）とする。

ただし、保育所一につき２人を下ることはできない。 
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（保育時間） 

第49条 保育所における保育時間は、１日につき８時間を原則とし、その地方における乳幼児の保護者の労働時

間その他家庭の状況等を考慮して、保育所の長がこれを定める。 

（保育の内容） 

第50条 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、規則

で定める指針に従う。 

（保護者との連絡） 

第51条 保育所の長は、常に入所している乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護

者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 

（公正な選考） 

第52条 就学前保育等推進法第10条第１項第４号に規定する私立認定保育所は、就学前保育等推進法第13条第２

項の規定により読み替えられた法第24条第３項の規定により当該私立認定保育所に入所する児童を選考すると

きは、公正な方法により行わなければならない。 

（利用料） 

第53条 法第56条第３項の規定による徴収金及び就学前保育等推進法第13条第４項の保育料（以下この条におい

て「徴収金等」という｡)以外に保育所が徴収金等に係る児童について提供するサービス（当該徴収金等を支払

う者の選定により提供されるものを除く｡)に関し当該者から利用料の支払を受ける場合にあっては、当該利用

料の額は、当該サービスの実施に要する費用を勘案し、かつ、当該者の家計に与える影響を考慮して定めなけ

ればならない。 

第６章 児童厚生施設 

（設備の基準） 

第54条 児童厚生施設の設備の基準は、次のとおりとする。 

(1) 児童遊園等屋外の児童厚生施設には、広場、遊具及び便所を設けること。 

(2) 児童館等屋内の児童厚生施設には、集会室、遊戯室、図書室及び便所を設けること。 

（職員） 

第55条 児童厚生施設には、児童の遊びを指導する者を置かなければならない。 

２ 児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

(1) 規則で定める児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者 

(2) 保育士の資格を有する者 

(3) 社会福祉士の資格を有する者 

(4) 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第２項の規定により大

学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程

によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む｡)又は規則で定める者であって、２年以上児童福祉事業

に従事したもの 

(5) 学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有す

る者 

(6) 前各号に掲げる者のほか、規則で定める基準を満たす者 

（遊びの指導を行うに当たって遵守すべき事項） 

第56条 児童厚生施設における遊びの指導は、児童の自主性、社会性及び創造性を高め、もって地域における健

全育成活動の助長を図るようこれを行うものとする。 

（保護者との連絡） 

第57条 児童厚生施設の長は、必要に応じ児童の健康及び行動につき、その保護者に連絡しなければならない。 
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第７章 児童養護施設 

（設備の基準） 

第58条 児童養護施設の設備の基準は、次のとおりとする。 

(1) 児童の居室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。 

(2) 児童の居室の１室の定員は、これを４人以下とし、その面積は、１人につき4.95平方メートル以上とする

こと。ただし、乳幼児のみの居室の１室の定員は、これを６人以下とし、その面積は、１人につき3.3平方メ

ートル以上とする。 

(3) 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。 

(4) 便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りで

ない。 

(5) 児童30人以上を入所させる児童養護施設には、医務室及び静養室を設けること。 

(6) 入所している児童の年齢、適性等に応じ職業指導に必要な設備（以下「職業指導に必要な設備」という｡)

を設けること。 

（職員） 

第59条 児童養護施設には、児童指導員、嘱託医、保育士、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士及び調

理員並びに乳児が入所している施設にあっては看護師を置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所

させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。 

２ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童養護施設において児童

の指導に５年以上従事した者又は法第13条第２項各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

３ 心理療法を行う必要があると認められる児童10人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置か

なければならない。 

４ 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学の学部で、心理学を専修する学科若しくはこれに相当す

る課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を

有すると認められる者でなければならない。 

５ 実習設備を設けて職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。 

６ 児童指導員及び保育士の総数は、通じて、満２歳に満たない幼児おおむね1.6人につき１人以上、満２歳以上

満３歳に満たない幼児おおむね２人につき１人以上、満３歳以上の幼児おおむね４人につき１人以上、少年お

おむね5.5人につき１人以上とする。ただし、児童45人以下を入所させる施設にあっては、更に１人以上を加え

るものとする。 

７ 看護師の数は、乳児おおむね1.6人につき１人以上とする。ただし、１人を下ることはできない。 

（児童養護施設の長の資格等） 

第60条 児童養護施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、規則で定める者が行う児童養護施設の運営

に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、児童養護施設を適

切に運営する能力を有するものでなければならない。 

(1) 医師であって、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者 

(2) 社会福祉士の資格を有する者 

(3) 児童養護施設の職員として３年以上勤務した者 

(4) 知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、規則で定めるもの 

２ 児童養護施設の長は、２年に１回以上、その資質の向上のための規則で定める者が行う研修を受けなければ

ならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 

（児童指導員の資格） 

第61条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 
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(1) 規則で定める児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者 

(2) 社会福祉士の資格を有する者 

(3) 精神保健福祉士の資格を有する者 

(4) 学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又は

これらに相当する課程を修めて卒業した者 

(5) 学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優

秀な成績で修得したことにより、同法第102条第２項の規定により大学院への入学を認められた者 

(6) 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科

又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 

(7) 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する

課程を修めて卒業した者 

(8) 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第２項の規定により大

学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程

によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む｡)又は規則で定める者であって、２年以上児童福祉事業

に従事したもの 

(9) 学校教育法の規定により、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であ

って、知事が適当と認めたもの 

(10) ３年以上児童福祉事業に従事した者であって、知事が適当と認めたもの 

（養護） 

第62条 児童養護施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、

職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長とその自立を

支援することを目的として行わなければならない。 

（生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整） 

第63条 児童養護施設における生活指導は、児童の自主性を尊重しつつ、基本的生活習慣を確立するとともに豊

かな人間性及び社会性を養い、かつ、将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることができる

ように行わなければならない。 

２ 児童養護施設における学習指導は、児童がその適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう、適切な

相談、助言、情報の提供等の支援により行わなければならない。 

３ 児童養護施設における職業指導は、勤労の基礎的な能力及び態度を育てるとともに、児童がその適性、能力

等に応じた職業選択を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等及び必要に応じ行う実習、講

習等の支援により行わなければならない。 

４ 児童養護施設における家庭環境の調整は、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように

行わなければならない。 

（自立支援計画の策定） 

第64条 児童養護施設の長は、第62条の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、児童やその家庭の

状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。 

（業務の質の評価等） 

第65条 児童養護施設は、自らその行う法第41条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者

による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 

（児童と起居を共にする職員） 

第66条 児童養護施設の長は、児童指導員及び保育士のうち少なくとも１人を児童と起居を共にさせなければな

らない。 
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（関係機関との連携） 

第67条 児童養護施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、児

童委員、公共職業安定所等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならな

い。 

第８章 福祉型障害児入所施設 

（設備の基準） 

第68条 福祉型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。 

(1) 児童の居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けること。ただし、児童30人未満を入所させる

施設であって主として知的障害のある児童を入所させるものにあっては医務室を、児童30人未満を入所させ

る施設であって主として盲児又はろうあ児（以下「盲ろうあ児」という｡)を入所させるものにあっては医務

室及び静養室を設けないことができる。 

(2) 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、職業指導に必要な設備を設けるこ

と。 

(3) 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設には、次の設備を設けること。 

  ア 遊戯室、訓練室、職業指導に必要な設備及び音楽に関する設備 

  イ 浴室及び便所の手すり並びに特殊表示等身体の機能の不自由を助ける設備 

(4) 主としてろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設には、遊戯室、訓練室、職業指導に必要な設備及び

映像に関する設備を設けること。 

(5) 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、次の設備を設けること。 

  ア 訓練室及び屋外訓練場 

  イ 浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備 

(6) 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設又は主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型

障害児入所施設においては、階段の傾斜を緩やかにすること。 

(7) 児童の居室の１室の定員は、これを４人以下とし、その面積は、１人につき4.95平方メートル以上とする

こと。ただし、乳幼児のみの居室の１室の定員は、これを６人以下とし、その面積は、１人につき3.3平方メ

ートル以上とする。 

(8) 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。 

(9) 便所は、男子用と女子用とを別にすること。 

（職員） 

第69条 主として知的障害のある児童（自閉症を主たる症状とする児童（以下「自閉症児」という｡)を除く。次

項及び第３項において同じ｡)を入所させる福祉型障害児入所施設には、嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、

調理員及び児童発達支援管理責任者（障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として規則で

定めるものをいう。以下同じ｡)を置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所させる施設にあっては

栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。 

２ 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医は、精神科又は小児科の診療に相

当の経験を有する者でなければならない。 

３ 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じて

おおむね児童の数を4.3で除して得た数以上とする。ただし、児童30人以下を入所させる施設にあっては、更に

１以上を加えるものとする。 

４ 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設には、第１項に規定する職員並びに医師及び看護師を

置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託

する施設にあっては調理員を置かないことができる。 
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５ 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医については、第２項の規定を準用する。 

６ 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数については、第３項の

規定を準用する。 

７ 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の医師は、児童を対象とする精神科の診療に相当の経

験を有する者でなければならない。 

８ 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の看護師の数は、児童おおむね20人につき１人以上と

する。 

９ 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設については、第１項の規定を準用する。 

10 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医は、眼科又は耳鼻咽喉科の診療に相当の経

験を有する者でなければならない。 

11 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じて、乳幼児

おおむね４人につき１人以上、少年おおむね５人につき１人以上とする。ただし、児童35人以下を入所させる

施設にあっては、更に１人以上を加えるものとする。 

12 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、第１項に規定する職員及び看護師

を置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委

託する施設にあっては調理員を置かないことができる。 

13 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じ

ておおむね児童の数を3.5で除して得た数以上とする。 

14 心理指導を行う必要があると認められる児童５人以上に心理指導を行う場合には心理指導担当職員を、職業

指導を行う場合には職業指導員を置かなければならない。 

15 心理指導担当職員は、学校教育法の規定による大学の学部で、心理学を専修する学科若しくはこれに相当す

る課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を

有すると認められるものでなければならない。 

（生活指導及び学習指導） 

第70条 福祉型障害児入所施設における生活指導は、児童が日常の起居の間に、当該福祉型障害児入所施設を退

所した後、できる限り社会に適応するようこれを行わなければならない。 

２ 福祉型障害児入所施設における学習指導については、第63条第２項の規定を準用する。 

（職業指導を行うに当たって遵守すべき事項） 

第71条 福祉型障害児入所施設における職業指導は、児童の適性に応じ、児童が将来できる限り健全な社会生活

を営むことができるようこれを行わなければならない。 

２ 前項に規定するほか、福祉型障害児入所施設における職業指導については、第63条第３項の規定を準用する。 

（入所支援計画の作成） 

第72条 福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者及び児童の意向、児童の適性、児童の障害の特性その他の

事情を踏まえた計画を作成し、これに基づき児童に対して障害児入所支援を提供するとともに、その効果につ

いて継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより児童に対して適切かつ効果的に障害児入所

支援を提供しなければならない。 

（児童と起居を共にする職員） 

第73条 福祉型障害児入所施設（主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設を除く｡)については、

第66条の規定を準用する。 

（保護者等との連絡） 

第74条 福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、児童の通学す

る学校及び必要に応じ当該児童を取り扱った児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、児童の生活指
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導、学習指導及び職業指導につき、その協力を求めなければならない。 

（心理学的及び精神医学的診査） 

第75条 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、入所している児童を適切

に保護するため、随時心理学的及び精神医学的診査を行わなければならない。ただし、児童の福祉に有害な実

験にわたってはならない。 

（入所した児童に対する健康診断） 

第76条 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設においては、第16条第１項に規定する入所時の

健康診断に当たり、特に盲ろうあの原因及び機能障害の状況を精密に診断し、治療可能な者については、でき

る限り治療しなければならない。 

２ 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、第16条第１項に規定する入

所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所を

継続するか否かを考慮しなければならない。 

第９章 医療型障害児入所施設 

（設備の基準） 

第77条 医療型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。 

(1) 医療型障害児入所施設には、医療法に規定する病院として必要な設備のほか、訓練室及び浴室を設けるこ

と。 

(2) 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には、静養室を設けること。 

(3) 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設には、屋外訓練場、ギブス室、特殊手

工芸等の作業を指導するに必要な設備及び義肢装具を製作する設備を設けること。ただし、義肢装具を製作

する設備は、他に適当な設備がある場合は、これを設けることを要しないこと。 

(4) 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設においては、階段の傾斜を緩やかにす

るほか、浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を設けること。 

（職員） 

第78条 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には、医療法に規定する病院として必要な職員の

ほか、児童指導員、保育士及び児童発達支援管理責任者を置かなければならない。 

２ 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児

童の数を6.7で除して得た数以上とする。 

３ 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設には、第１項に規定する職員及び理学療

法士又は作業療法士を置かなければならない。 

４ 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は、肢体の機能の不自由な

者の療育に関して相当の経験を有する医師でなければならない。 

５ 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じ

て、乳幼児おおむね10人につき１人以上、少年おおむね20人につき１人以上とする。 

６ 主として重症心身障害児（法第７条第２項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ｡)を入所させる医療

型障害児入所施設には、第３項に規定する職員及び心理指導を担当する職員を置かなければならない。 

７ 主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は、内科、精神科、医療法施行令

（昭和23年政令第326号）第３条の２第１項第１号ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた名称を診療科

名とする診療科、小児科、外科、整形外科又はリハビリテーション科の診療に相当の経験を有する医師でなけ

ればならない。 

（心理学的及び精神医学的診査） 

第79条 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設における心理学的及び精神医学的診査については、
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第75条の規定を準用する。 

（入所した児童に対する健康診断） 

第80条 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設においては、第16条第１項に規定す

る入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入

所を継続するか否かを考慮しなければならない。 

（児童と起居を共にする職員等） 

第81条 医療型障害児入所施設（主として重症心身障害児を入所させる施設を除く。以下この項において同じ｡)

における児童と起居を共にする職員、生活指導、学習指導及び職業指導並びに医療型障害児入所施設の長の保

護者等との連絡については、第66条、第70条、第71条及び第74条の規定を準用する。 

２ 医療型障害児入所施設の長の計画の作成については、第72条の規定を準用する。 

第10章 福祉型児童発達支援センター 

（設備の基準） 

第82条 福祉型児童発達支援センターの設備の基準は、次のとおりとする。 

(1) 福祉型児童発達支援センター（主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。

以下この号において同じ｡)には、指導訓練室、遊戯室、屋外遊戯場（福祉型児童発達支援センターの付近に

ある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む｡)、医務室、相談室、調理室、便所並びに児童発達支援の提供に必

要な設備及び備品を設けること。 

(2) 福祉型児童発達支援センター（主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び主として重症

心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。次号において同じ｡)の指導訓練室の１室の定員

は、これをおおむね10人とし、その面積は、児童１人につき2.47平方メートル以上とすること。 

(3) 福祉型児童発達支援センターの遊戯室の面積は、児童１人につき1.65平方メートル以上とすること。 

(4) 主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センターには、静養室を設けること。 

(5) 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターには、聴力検査室を設けること。 

(6) 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターには、指導訓練室、調理室、便所並びに

児童発達支援の提供に必要な設備及び備品を設けること。 

（職員） 

第83条 福祉型児童発達支援センター（主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び主として重

症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。次項において同じ｡)には、嘱託医、児童指導員、

保育士、栄養士、調理員及び児童発達支援管理責任者のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合

には、機能訓練担当職員（日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ｡)を置かなけ

ればならない。ただし、児童40人以下を通わせる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設に

あっては調理員を置かないことができる。 

２ 福祉型児童発達支援センターの児童指導員、保育士及び機能訓練担当職員の総数は、通じておおむね児童の

数を４で除して得た数以上とする。 

３ 主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センターの嘱託医は、精神科又は小児科の診療

に相当の経験を有する者でなければならない。 

４ 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターには、第１項に規定する職員及び言語聴覚士を置か

なければならない。ただし、児童40人以下を通わせる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施

設にあっては調理員を置かないことができる。 

５ 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターの嘱託医は、眼科又は耳鼻咽喉科の診療に相当の経

験を有する者でなければならない。 

６ 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターの児童指導員、保育士、言語聴覚士及び機能訓練担
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当職員の総数は、通じておおむね児童の数を４で除して得た数以上とする。ただし、言語聴覚士の数は、４人

以上でなければならない。 

７ 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターには、第１項に規定する職員及び看護師を

置かなければならない。ただし、児童40人以下を通わせる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託す

る施設にあっては調理員を置かないことができる。 

８ 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターの嘱託医は、内科、精神科、医療法施行令

第３条の２第１項第１号ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科、小児科、

外科、整形外科又はリハビリテーション科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。 

９ 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターの児童指導員、保育士、看護師及び機能訓

練担当職員の数は、通じておおむね児童の数を４で除して得た数以上とする。ただし、機能訓練担当職員の数

は、１人以上でなければならない。 

（生活指導及び計画の作成） 

第84条 福祉型児童発達支援センターにおける生活指導及び福祉型児童発達支援センターの長の計画の作成につ

いては、第70条第１項及び第72条の規定を準用する。 

（保護者等との連絡） 

第85条 福祉型児童発達支援センターの長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、必要に

応じ当該児童を取り扱った児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、児童の生活指導につき、その協

力を求めなければならない。 

（入所した児童に対する健康診断） 

第86条 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターにおいては、第16条第１項に規定する入所時の

健康診断に当たり、特に難聴の原因及び機能障害の状況を精密に診断し、治療可能な者については、できる限

り治療しなければならない。 

（心理学的及び精神医学的診査） 

第87条 主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センターにおける心理学的及び精神医学的

診査については、第75条の規定を準用する。 

第11章 医療型児童発達支援センター 

（設備の基準） 

第88条 医療型児童発達支援センターの設備の基準は、次のとおりとする。 

(1) 医療法に規定する診療所として必要な設備のほか、指導訓練室、屋外訓練場、相談室及び調理室を設ける

こと。 

(2) 階段の傾斜を緩やかにするほか、浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を設けること。 

（職員） 

第89条 医療型児童発達支援センターには、医療法に規定する診療所として必要な職員のほか、児童指導員、保

育士、看護師、理学療法士又は作業療法士及び児童発達支援管理責任者を置かなければならない。 

（入所した児童に対する健康診断） 

第90条 医療型児童発達支援センターにおいては、第16条第１項に規定する入所時の健康診断に当たり、整形外

科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所を継続するか否かを考慮しなければ

ならない。 

（生活指導等） 

第91条 医療型児童発達支援センターにおける生活指導並びに医療型児童発達支援センターの長の保護者等との

連絡及び計画の作成については、第70条第１項、第72条及び第85条の規定を準用する。 

第12章 情緒障害児短期治療施設 



平成24年12月28日(金) 新  潟  県  報 号 外 １ 

436 

（設備の基準） 

第92条 情緒障害児短期治療施設の設備の基準は、次のとおりとする。 

(1) 児童の居室、医務室、静養室、遊戯室、観察室、心理検査室、相談室、工作室、調理室、浴室及び便所を

設けること。 

(2) 児童の居室の１室の定員は、これを４人以下とし、その面積は、１人につき4.95平方メートル以上とする

こと。 

(3) 男子と女子の居室は、これを別にすること。 

(4) 便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りで

ない。 

（職員） 

第93条 情緒障害児短期治療施設には、医師、心理療法担当職員、児童指導員、保育士、看護師、個別対応職員、

家庭支援専門相談員、栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設に

あっては、調理員を置かないことができる。 

２ 医師は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。 

３ 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学の学部で、心理学を専修する学科若しくはこれに相当す

る課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学の学部で、心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修

得したことにより、同法第102条第２項の規定により大学院への入学を認められた者であって、個人及び集団心

理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する１年以上の経験を有するものでなければならない。 

４ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、情緒障害児短期治療施設に

おいて児童の指導に５年以上従事した者又は法第13条第２項各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

５ 心理療法担当職員の数は、おおむね児童10人につき１人以上とする。 

６ 児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童4.5人につき１人以上とする。 

（情緒障害児短期治療施設の長の資格等） 

第94条 情緒障害児短期治療施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、規則で定める者が行う情緒障害

児短期治療施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高

く、情緒障害児短期治療施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。 

(1) 医師であって、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者 

(2) 社会福祉士の資格を有する者 

(3) 情緒障害児短期治療施設の職員として３年以上勤務した者 

(4) 知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、規則で定めるもの 

２ 情緒障害児短期治療施設の長は、２年に１回以上、その資質の向上のための規則で定める者が行う研修を受

けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 

（心理療法、生活指導及び家庭環境の調整） 

第95条 情緒障害児短期治療施設における心理療法及び生活指導は、児童の社会的適応能力の回復を図り、児童

が、当該情緒障害児短期治療施設を退所した後、健全な社会生活を営むことができるようにすることを目的と

して行わなければならない。 

２ 情緒障害児短期治療施設における家庭環境の調整は、児童の保護者に児童の状態及び能力を説明するととも

に、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行わなければならない。 

（自立支援計画の策定） 

第96条 情緒障害児短期治療施設の長は、前条第１項の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、児

童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。 

（業務の質の評価等） 
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第97条 情緒障害児短期治療施設は、自らその行う法第43条の５に規定する業務の質の評価を行うとともに、定

期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 

（児童と起居を共にする職員） 

第98条 情緒障害児短期治療施設については、第66条の規定を準用する。 

（関係機関との連携） 

第99条 情緒障害児短期治療施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援セ

ンター、児童委員、保健所、市町村保健センター等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整

に当たらなければならない。 

第13章 児童自立支援施設 

（設備の基準） 

第100条 児童自立支援施設の学科指導に関する設備については、小学校、中学校又は特別支援学校の設備の設置

基準に関する学校教育法の規定を準用する。ただし、学科指導を行わない場合にあっては、この限りでない。 

２ 前項に規定する設備以外の設備については、第58条（第２号ただし書を除く｡)の規定を準用する。ただし、

男子と女子の居室は、これを別にしなければならない。 

（職員） 

第101条 児童自立支援施設には、児童自立支援専門員（児童自立支援施設において児童の自立支援を行う者をい

う。以下同じ｡)、児童生活支援員（児童自立支援施設において児童の生活支援を行う者をいう。以下同じ｡)、

嘱託医及び精神科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士

並びに調理員を置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業

務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。 

２ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童自立支援施設において

児童の指導に５年以上従事した者又は法第13条第２項各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

３ 心理療法を行う必要があると認められる児童10人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置か

なければならない。 

４ 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学の学部で、心理学を専修する学科若しくはこれに相当す

る課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学の学部で、心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修

得したことにより、同法第102条第２項の規定により大学院への入学を認められた者であって、個人及び集団心

理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する１年以上の経験を有するものでなければならない。 

５ 実習設備を設けて職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。 

６ 児童自立支援専門員及び児童生活支援員の総数は、通じておおむね児童4.5人につき１人以上とする。 

（児童自立支援施設の長の資格等） 

第102条 児童自立支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、厚生労働省組織規則（平成13年厚生労

働省令第１号）第622条に規定する児童自立支援専門員養成所（以下「養成所」という｡)が行う児童自立支援施

設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修又はこれに相当する研修を受けた者であって、人格が高潔

で識見が高く、児童自立支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。 

(1) 医師であって、精神保健に関して学識経験を有する者 

(2) 社会福祉士の資格を有する者 

(3) 児童自立支援専門員の職にあった者等児童自立支援事業に５年以上（養成所が行う児童自立支援専門員と

して必要な知識及び技能を習得させるための講習の課程（以下「講習課程」という｡)を修了した者にあって

は、３年以上）従事した者 

(4) 知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、規則で定めるもの 

２ 児童自立支援施設の長は、２年に１回以上、その資質の向上のための規則で定める者が行う研修を受けなけ
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ればならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 

（児童自立支援専門員の資格） 

第103条 児童自立支援専門員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

(1) 医師であって、精神保健に関して学識経験を有する者 

(2) 社会福祉士の資格を有する者 

(3) 規則で定める児童自立支援専門員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者 

(4) 学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科若し

くはこれらに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、

教育学若しくは社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第２項の規定に

より大学院への入学を認められた者であって、１年以上児童自立支援事業に従事したもの又は規則で定める

期間の合計が２年以上であるもの 

(5) 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科

又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、１年以上児童自立支援事業に従事したもの又は規

則で定める期間の合計が２年以上であるもの 

(6) 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する

課程を修めて卒業した者であって、１年以上児童自立支援事業に従事したもの又は規則で定める期間の合計

が２年以上であるもの 

(7) 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第２項の規定により大

学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程

によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む｡)又は規則で定める者であって、３年以上児童自立支援

事業に従事したもの又は規則で定める期間の合計が５年以上であるもの 

(8) 学校教育法の規定により、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であ

って、１年以上児童自立支援事業に従事したもの又は２年以上教員としてその職務に従事したもの 

（児童生活支援員の資格） 

第104条 児童生活支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

(1) 保育士の資格を有する者 

(2) 社会福祉士の資格を有する者 

(3) ３年以上児童自立支援事業に従事した者 

（生活指導、職業指導、学科指導及び家庭環境の調整） 

第105条 児童自立支援施設における生活指導及び職業指導は、すべて児童がその適性及び能力に応じて、自立し

た社会人として健全な社会生活を営んでいくことができるよう支援することを目的として行わなければならな

い。 

２ 学科指導については、学校教育法の規定による学習指導要領を準用する。ただし、学科指導を行わない場合

にあってはこの限りでない。 

３ 生活指導、職業指導及び家庭環境の調整については、第63条（第２項を除く｡)の規定を準用する。 

（自立支援計画の策定） 

第106条 児童自立支援施設の長は、前条第１項の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、児童やそ

の家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。 

（業務の質の評価等） 

第107条 児童自立支援施設は、自らその行う法第44条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部

の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 

（児童と起居を共にする職員） 
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第108条 児童自立支援施設の長は、児童自立支援専門員及び児童生活支援員のうち少なくとも１人を児童と起居

を共にさせなければならない。 

（関係機関との連携） 

第109条 児童自立支援施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、

児童委員、公共職業安定所等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければなら

ない。 

（心理学的及び精神医学的診査等） 

第110条 児童自立支援施設においては、入所している児童の自立支援のため、随時心理学的及び精神医学的診査

並びに教育評価（学科指導を行う場合に限る｡)を行わなければならない。 

第14章 児童家庭支援センター 

（設備の基準） 

第111条 児童家庭支援センターには相談室を設けなければならない。 

（職員） 

第112条 児童家庭支援センターには、法第44条の２第１項に規定する業務（次条において「支援」という｡)を担

当する職員を置かなければならない。 

２ 前項の職員は、法第13条第２項各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

（支援を行うに当たって遵守すべき事項） 

第113条 児童家庭支援センターにおける支援に当たっては、児童、保護者その他の意向の把握に努めるとともに、

懇切を旨としなければならない。 

２ 児童家庭支援センターにおいて、児童相談所、福祉事務所、児童福祉施設、民生委員、児童委員、母子自立

支援員、母子福祉団体、公共職業安定所、婦人相談員、保健所、市町村保健センター、精神保健福祉センター、

学校等との連絡調整を行うに当たっては、その他の支援を迅速かつ的確に行うことができるよう円滑にこれを

行わなければならない。 

３ 児童家庭支援センターにおいては、その附置されている施設との緊密な連携を行うとともに、その支援を円

滑に行えるよう必要な措置を講じなければならない。 

第15章 雑則 

（委任） 

第114条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

（特例幼保連携保育所の特例） 

２ 新潟県認定こども園の要件等に関する条例（平成18年新潟県条例第67号。以下「認定こども園条例」という｡)

に掲げる要件を満たす運営を行うために設置後相当の期間を経過した幼稚園（その運営の実績その他により適

正な運営が確保されていると認められるものに限る｡)と幼保連携施設を構成するよう保育所を新たに設置し、

又は移転させる場合における当該保育所（以下「特例幼保連携保育所」という｡)の保育室又は遊戯室について

は、当該幼保連携施設の園舎の面積（乳児又は満２歳に満たない幼児の保育の用に供する乳児室、ほふく室そ

の他の施設設備の面積及び満２歳以上満３歳に満たない幼児の保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設

設備の面積を除く｡)が次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる面積以上で

あるときは、当分の間、第46条第６号の規定を適用しないことができる。 

学級数 面 積 

１学級 180平方メートル 
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２学級以上 320＋100×（学級数－２）平方メートル 

３ 特例幼保連携保育所の屋外遊戯場については、当該特例幼保連携保育所が構成する幼保連携施設の屋外遊戯

場及び運動場の面積が、次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる面積と満

２歳以上満３歳に満たない幼児につき第46条第６号の規定により算定した面積とを合算した面積以上であると

きは、当分の間、同号の規定を適用しないことができる。 

学級数 面 積 

２学級以下 330＋30×（学級数－１）平方メートル 

３学級以上 400＋80×（学級数－３）平方メートル 

４ 特例幼保連携保育所であって、満３歳以上の幼児につき第48条第３項に規定する数の保育士を確保すること

が困難であるものに対する同項の規定（満３歳以上の幼児に関する部分に限る｡)の適用については、当分の間、

幼稚園の教員免許状を有する当該特例幼保連携保育所が構成する幼保連携施設の職員（当該特例幼保連携保育

所の設置又は移転の後に新たに採用された者を除く｡)であって、保育士となる資格の取得に努めており、その

意欲、適性及び能力等を考慮して知事が適当であると承認したものは、保育士とみなす。 

５ 前項の規定による知事の承認の有効期間は、その承認をした日から３年とする。 

６ 前項の規定にかかわらず、附則第４項の規定による知事の承認については、当分の間、相当期間にわたり保

育士を確保することが困難である場合に限り、その有効期間を６年とすることができる。 

７ 附則第２項から第６項までの規定は、認定こども園条例に掲げる要件を満たす運営を行うために設置後相当

の期間を経過した保育所（その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る｡)

と幼保連携施設を構成するよう幼稚園を新たに設置し、又は移転させる場合における当該保育所について準用

する。この場合において、附則第４項中「当該特例幼保連携保育所の」とあるのは､｢当該保育所と幼保連携施

設を構成する幼稚園の」と読み替えるものとする。 

（経過措置） 

８ 平成10年４月１日前から児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令（平成10年厚生省令第15号）第１条

による改正前の児童福祉施設最低基準（昭和23年厚生省令第63号）第81条から第83条までに規定する児童の救

護事業に従事した期間は、第102条から第104条までに規定する児童自立支援事業に従事した期間とみなす。 

９ 乳児６人以上を入所させる保育所に係る第48条第３項に規定する保育士の数の算定については、当分の間、

当該保育所に勤務する保健師又は看護師を、１人に限って、保育士とみなすことができる。 

10 平成19年４月１日前から児童自立支援施設の長、児童自立支援専門員又は児童生活支援員である者について

は、第102条から第104条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。  

11 平成23年６月17日前から存する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童自立支援施設又は児童福祉

法第12条の４に規定する児童を一時保護する施設（以下「一時保護施設」という｡)の建物（同日において建築

中のものを含み、同日以後に全面的に改築されたものを除く｡)に係る第27条第１号、第28条第１号、第37条第

１号又は第58条第１号（第100条第２項において準用する場合を含む｡)の規定の適用については、なお従前の例

による。 

12 平成23年６月17日前から存する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童

自立支援施設又は一時保護施設の建物（同日において建築中のものを含み、同日以後に増築され、又は全面的

に改築された部分を除く｡)に係る第27条第２号、第28条第２号、第37条第２号若しくは第３号、第58条第２号

（第100条第２項において準用する場合を含む｡)又は第92条第２号の規定の適用については、なお従前の例によ

る。 

13 平成23年６月17日前から乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設（以下この

項において「乳児院等」という｡)に置かれている家庭支援専門相談員に相当する者は、第29条第２項、第59条

第２項、第93条第４項又は第101条第２項の規定にかかわらず、当該乳児院等におけるこの条例の規定による家
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庭支援専門相談員となることができる。 

14 平成23年６月17日前から存していた障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策

を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律（平成22年法律

第71号。以下「整備法」という｡)第５条による改正前の児童福祉法（以下「旧児童福祉法」という｡)第42条に

規定する知的障害児施設であって、整備法附則第34条第１項の規定により整備法第５条による改正後の児童福

祉法（以下「新児童福祉法」という｡)第35条第３項又は第４項に基づき新児童福祉法第42条に規定する障害児

入所施設として設置しているものとみなされたもの（同日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変

更したものを除く｡)については、当分の間、第68条第７号の規定を適用する場合においては、同号中「４人」

とあるのは「15人」と､｢4.95平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は、これ

を６人以下とし、その面積は、１人につき3.3平方メートル以上とする」とあるのは「3.3平方メートル以上と

すること」とする。 

15 平成23年９月１日前から乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設又は情緒障害児短期治療施設の長である

者については、第31条第１項、第39条第１項、第60条第１項又は第94条第１項の規定は、適用しない。 

16 平成24年４月１日前から存する旧児童福祉法第43条の３に規定する肢体不自由児施設（通所のみにより利用

されるものを除く｡)であって、整備法附則第34条第１項の規定により新児童福祉法第35条第３項又は第４項に

基づき新児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設として設置しているものとみなされたもの（同日以後に

増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く｡)については、当分の間、第68条第７号から第

９号までの規定は、適用しない。 

17 平成24年４月１日前から存する旧児童福祉法第43条に規定する知的障害児通園施設であって、整備法附則第

34条第２項の規定により新児童福祉法第35条第３項又は第４項に基づき新児童福祉法第43条に規定する児童発

達支援センターとして設置しているものとみなされたものに対する第83条第２項の規定の適用については、同

条第２項中「通じておおむね児童の数を４で除して得た数以上」とあるのは､｢通じておおむね乳幼児の数を４

で除して得た数及び少年の数を7.5で除して得た数の合計数」とする。 

18 この条例の施行の日前に児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年厚生省令第63号。以下「基準

省令」という｡)第６条第１項又は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律（平成23年法律第37号）附則第７条の規定によりこの条例が施行されるまでの間において同

法第13条の規定による改正後の法第45条第１項に規定する条例で定める基準とみなされることとされた基準省

令第６条第１項の規定に基づき策定された非常災害に関する具体的計画は、平成26年３月31日までの間は、第

７条第１項の規定に基づき策定された非常災害に関する具体的計画とみなす。 
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新潟県条例第77号 

新潟県婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、社会福祉法（昭和26年法律第45号。以下「法」という｡)第65条第１項の規定に基づき、婦

人保護施設（売春防止法（昭和31年法律第118号）第36条の婦人保護施設をいう。以下同じ｡)の設備及び運営に

関する基準（以下「最低基準」という｡)を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

 （基本方針） 

第３条 婦人保護施設は、入所者に対し、健全な環境のもとで、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職

員により、社会において自立した生活を送るための支援を含め、適切な処遇を行うよう努めなければならない。 

２ 婦人保護施設は、入所者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなけ

ればならない。 

３ 婦人保護施設においては、入所者の国籍、信条又は社会的身分によって、差別的取扱いをしてはならない。 

 （最低基準と婦人保護施設） 

第４条 婦人保護施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させるよう努めなければならない。 

２ 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている婦人保護施設においては、最低基準を理由として、そ

の設備又は運営を低下させてはならない。 

 （構造設備の一般原則） 

第５条 婦人保護施設の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項、入所者に

対する危害の防止及び防災について十分考慮されたものでなければならない。 

 （非常災害対策） 

第６条 婦人保護施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、当該婦人保護施設

の所在する地域の環境及び入所者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関する具体

的計画を立てておかなければならない。 

２ 婦人保護施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

 （婦人保護施設の職員の知識及び技能の向上等） 

第７条 婦人保護施設の職員は、常に自己研鑽
さん

に励み、法に定める施設の目的を達成するために必要な知識及び

技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。 

２ 婦人保護施設は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 

 （苦情への対応） 

第８条 婦人保護施設は、その行った処遇に関する入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を

受け付けるための窓口を設置する等必要な措置を講じなければならない。 

２ 婦人保護施設は、その行った処遇に関し、売春防止法第34条に規定する婦人相談所から指導又は助言を受け

た場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

３ 婦人保護施設は、法第83条に規定する運営適正化委員会が行う法第85条第１項の規定による調査にできる限

り協力しなければならない。 

 （帳簿の整備） 

第９条 婦人保護施設は、設備、職員、会計及び入所者の処遇の状況に関する帳簿を整備しておかなければなら

ない。 

 （職員） 

第10条 婦人保護施設には、施設長、入所者を指導する職員、調理員並びに施設のその他の業務を行うために必
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要な職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないこ

とができる。 

２ 婦人保護施設の職員は、専ら当該婦人保護施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者等

の処遇に支障がない場合には、この限りでない。 

 （施設長の資格要件） 

第11条 施設長は、施設を運営する能力と熱意を有する者であって、次に掲げる要件を満たすものでなければな

らない。 

(1) 30歳以上の者であって、社会福祉主事の資格を有するもの又は社会福祉事業若しくは更生保護事業に３年

以上従事したものであること。 

(2) 罰金以上の刑に処せられたことのない者であること。 

(3) 心身ともに健全な者であること。 

 （設備の基準） 

第12条 婦人保護施設の建物（入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く｡)は、耐火建築物（建築

基準法（昭和25年法律第201号）第２条第９号の２に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ｡)又は準耐

火建築物（同条第９号の３に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ｡)でなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規

則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての婦人保護施設の建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保

されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

３ 婦人保護施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。 

(1) 事務室 

(2) 相談室 

(3) 宿直室 

(4) 居室 

(5) 集会室兼談話室 

(6) 静養室 

(7) 医務室 

(8) 作業室 

(9) 食堂 

(10) 調理室 

(11) 洗面所 

(12) 浴室 

(13) 便所 

(14) 洗濯室 

(15) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 

４ 前項各号に掲げる設備の基準は、規則で定める。 

 （居室の入所人員） 

第13条 一の居室に入所させる人員は、原則として４人以下とする。 

 （自立の支援等） 

第14条 婦人保護施設は、入所者の自立を支援するため、入所者の就労及び生活に関する指導及び援助を行わな

ければならない。 

２ 前項の指導及び援助は、入所者の私生活を尊重して行わなければならない。 

３ 婦人保護施設は、入所者の起床、就寝、食事、入浴その他の日常生活に関する事項についての規程を定めな
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ければならない。 

４ 婦人保護施設は、入所者の自立を促進するため、各入所者ごとに自立促進計画を作成しなければならない。 

 （給食） 

第15条 給食は、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所者の身体的状況及び嗜
し

好を考慮したものでな

ければならない。 

２ 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。 

３ 栄養士を置かない婦人保護施設にあっては、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の

指導を受けなければならない。 

４ 婦人保護施設は、食品の原材料の産地その他の給食の安全性に関する情報の収集及び提供を行うよう努めな

ければならない。 

 （保健衛生） 

第16条 婦人保護施設は、入所者については、毎年２回以上定期に健康診断を行わなければならない。 

２ 婦人保護施設は、居室その他入所者が常時使用する設備について、常に清潔にしなければならない。 

３ 婦人保護施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、

又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理を適正に行わなければな

らない。 

４ 婦人保護施設は、当該婦人保護施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずる

よう努めなければならない。 

 （給付金として支払を受けた金銭の管理） 

第17条 婦人保護施設は、当該婦人保護施設の設置者が入所者に係る規則で定める給付金（以下この条において

「給付金」という｡)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を規則で定めるところにより管理

しなければならない。 

 （秘密保持等） 

第18条 婦人保護施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らして

はならない。 

２ 婦人保護施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を

漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

 （関係機関との連携） 

第19条 婦人保護施設は、婦人相談所、福祉事務所、都道府県警察、配偶者暴力相談支援センター、母子生活支

援施設、母子福祉団体、公共職業安定所、職業訓練施設その他の関係機関及び婦人相談員、母子相談員、民生

委員、児童委員、保護司その他の関係者と密接に連携しなければならない。 

 （暴力団等の排除） 

第20条 婦人保護施設は、その運営について、新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第３条に規

定する基本理念にのっとり、同条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員等によ

る不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。 

 （委任） 

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に婦人保護施設の設備及び運営に関する基準（平成14年厚生労働省令第49号。以下「基
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準省令」という｡)第５条第１項又は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律（平成23年法律第105号）附則第25条第１項の規定によりこの条例が施行されるまでの間に

おいて同法第34条の規定による改正後の法第65条第１項に規定する条例で定める基準とみなされることとされ

た基準省令第５条第１項の規定に基づき策定された非常災害に関する具体的計画は、平成26年３月31日までの

間は、第６条第１項の規定に基づき策定された非常災害に関する具体的計画とみなす。 

 



平成24年12月28日(金) 新  潟  県  報 号 外 １ 

446 

新潟県条例第78号 

新潟県認定こども園の要件等に関する条例の一部を改正する条例 

新潟県認定こども園の要件等に関する条例（平成18年新潟県条例第67号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中別表の号及び号の細目の表示に下線が引かれた別表の号及び号の細目（以下「追加別表

号等」という｡)を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)に対応する次の表の改正後の欄中下線

が引かれた部分（別表の号及び号の細目の表示並びに追加別表号等を除く。以下「改正後部分」という｡)が存在

する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該

改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 
  
別表（第３条関係） 

 １・２ （略） 

 ３ 施設設備 

(1)～(6) （略） 

(7) 認定こども園は、当該認定こども園の子ど

もに食事を提供するときは、当該認定こども

園内で調理する方法により行わなければなら

ない。ただし、満３歳以上の子どもに対する

食事の提供については、次のアからオまでに

掲げる要件を満たす場合に限り、当該認定こ

ども園外で調理し搬入する方法により行うこ

とができる。この場合において、当該認定こ

ども園は、当該食事の提供について当該方法

によることとしてもなお当該認定こども園に

おいて行うことが必要な調理のための加熱、

保存等の調理機能を有する設備を備えるもの

とする。 

ア 子どもに対する食事の提供の責任が当該

認定こども園にあり、その管理者が、衛生

面や栄養面等業務上必要な注意を果たし得

るような体制及び調理業務を受託する者と

の契約内容が確保されていること。 

イ 当該認定こども園又は他の施設、保健所、

市町村等に配置されている栄養士により、

献立等について栄養の観点からの指導が受

けられる体制にある等、栄養士による必要

な配慮が行われること。 

ウ 受託業者については、認定こども園にお

ける給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、

栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能

力を有する者とすること。 

エ 子どもの年齢及び発達の段階並びに健康

状態に応じた食事の提供や、アレルギー、

アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給

与など、子どもの食事の内容、回数及び時

機に適切に応じることができること。 

オ 食を通じた子どもの健全育成を図る観点

から、子どもの発育及び発達の過程に応じ

て食に関し配慮すべき事項を定めた食育に

関する計画に基づき食事を提供するよう努

別表（第３条関係） 

 １・２ （略） 

 ３ 施設設備 

(1)～(6) （略） 

(7) 認定こども園においては、当該認定こども

園に設けられた調理室で調理された食事を提

供しなければならない。ただし、認定こども

園に設けられた調理室以外の調理室であって

次に掲げるすべての要件を満たすものがある

場合にあっては、当該調理室で調理された食

事を提供することができる。 

 

 

 

 

 

 

ア 食事を提供する認定こども園と同一の敷

地内又は隣接する敷地内にあること。 

 

 

 

イ 食事を提供する認定こども園の設置者に

より設けられたものであること。 
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めること。 

(8) （略） 

４～６ （略） 

７ 管理運営等 

(1)～(12) （略） 

(13) 認定こども園は、その運営について、新

潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第

23号）第３条に規定する基本理念にのっとり、

同条例第２条第１号に規定する暴力団又は同

条第３号に規定する暴力団員等による不当な

行為を防止し、及びこれにより生じた不当な

影響を排除しなければならない。 

備考 （略） 

 

(8) （略） 

４～６ （略） 

７ 管理運営等 

(1)～(12) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

備考 （略） 
  

附 則 

この条例は、平成25年４月１日から施行する。 
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新潟県条例第79号 

新潟県港湾管理条例の一部を改正する条例 

 新潟県港湾管理条例（昭和38年新潟県条例第11号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動後項」という｡)に対応する同表の改正前の欄

中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動項」という｡)が存在する場合には当該移動項を当該移動後項とし、

移動後項に対応する移動項が存在しない場合には当該移動後項（以下「追加項」という｡)を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項の表示を除く｡)を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（項

の表示及び追加項を除く｡)に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（使用の許可等） 

第４条 （略） 

２ 前項の規定は、港湾法（昭和25年法律第218号）

第43条の11第12項に規定する港湾運営会社が運営

する同条第１項に規定する埠
ふ

頭群に含まれる港湾

施設については適用しない。 

３ 知事は、第１項の規定にかかわらず、次の各号

のいずれかに該当する場合は、許可を行わないこ

とができる。 

(1)～(4) （略） 

４ （略） 

（使用の許可等） 

第４条 （略） 

 

 

 

 

２ 知事は、前項の規定にかかわらず、次の各号の

いずれかに該当する場合は、許可を行わないこと

ができる。 

(1)～(4) （略） 

３ （略） 

   附 則 

 この条例は、平成26年４月１日から施行する。 
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新潟県条例第80号 

新潟県議会図書室設置条例の一部を改正する条例 

新潟県議会図書室設置条例（昭和24年新潟県条例第５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正

後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

第１条 新潟県議会（以下「議会」という｡)は、地

方自治法（昭和22年法律第67号）第100条第19項

の規定により新潟県議会図書室（以下「図書室」

という｡)を設置する。 

第１条 新潟県議会（以下議会という｡)は、地方自

治法（昭和22年法律第67号）第100条第18項の規

定により新潟県議会図書室（以下図書室という｡)

を設置する。 

附 則 

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（平成24年法律第72号）附則第１条ただし書に定める日から施

行する。 
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新潟県条例第81号 

新潟県議会委員会条例の一部を改正する条例 

新潟県議会委員会条例（昭和31年新潟県条例第23号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動後項」という｡)に対応する同表の改正前の欄

中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動項」という｡)が存在する場合には当該移動項を当該移動後項とし、

移動後項に対応する移動項が存在しない場合には当該移動後項（以下「追加項」という｡)を加える。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（項の表示及び追加項を除く。以下「改正後部分」という｡)に対応

する同表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項の表示を除く。以下「改正部分」という｡)が存在する場合には

当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を

加える。 

改 正 後 改 正 前 

第２条 （略） 

２ 特別委員は、委員会に付議された事件が議会に

おいて審議されている間、在任する。 

 

第４条 （略） 

２ 議員は、それぞれ一の常任委員となるものとす

る。 

３ 第１項ただし書の規定により委員を指名したと

きは、議長は、その旨を次の議会に報告しなけれ

ばならない。 

 

第６条 （略） 

２ 常任委員会及び特別委員会の委員長及び副委員

長は、議長が会議に諮つてこれを指名する。ただ

し、閉会中においては、議長が委員長及び副委員

長を指名することができる。 

３ 前項ただし書の規定により委員長及び副委員長

を指名したときは、議長は、その旨を次の議会に

報告しなければならない。 

第２条 （略） 

 

 

 

第４条 （略） 

 

 

２ 前項ただし書の規定により委員を指名したとき

は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければ

ならない。 

 

第６条 （略） 

２ 常任委員会及び特別委員会の委員長及び副委員

長は、議長が会議に諮つてこれを指名する。 

 

附 則 

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（平成24年法律第72号）附則第１条ただし書に定める日から施

行する。 
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新潟県条例第82号 

新潟県議会運営委員会条例の一部を改正する条例 

新潟県議会運営委員会条例（平成３年新潟県条例第47号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「追加項」という｡)を加える。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（項の表示及び追加項を除く。以下「改正後部分」という｡)に対応

する同表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当

該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

（所管） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項に関し協議又は

調査を行い、議案、請願等を審査する。 

(1)～(3) （略）   

 

（委員長及び副委員長） 

第６条 （略） 

２ 委員長及び副委員長は、議長が会議に諮って委

員の中からこれを指名する。ただし、閉会中にお

いては、議長が委員長及び副委員長を指名するこ

とができる。 

３ 前項ただし書の規定により委員長及び副委員長

を指名したときは、議長は、その旨を次の議会に

報告しなければならない。 

（所管） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項に関し協議又は

調査を行い、議案、陳情等を審査する。 

(1)～(3) （略）   

 

（委員長及び副委員長） 

第６条 （略） 

２ 委員長及び副委員長は、議長が会議に諮って委

員の中からこれを指名する。 

附 則 

 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（平成24年法律第72号）附則第１条ただし書に定める日から施

行する。 
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新潟県条例第83号 

新潟県暴力団排除条例の一部を改正する条例 

 新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（県の責務） 

第４条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本

理念」という｡)にのっとり、国、市町村、法第32

条の３第１項の規定により新潟県公安委員会（以

下「公安委員会」という｡)から新潟県暴力追放運

動推進センターとして指定を受けた者、新潟県弁

護士会その他の暴力団員による不当な行為の防止

を目的とする団体及び県民等と連携及び協力を図

りながら、暴力団排除に関する施策を実施するも

のとする。 

（県の責務） 

第４条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本

理念」という｡)にのっとり、国、市町村、法第32

条の２第１項の規定により新潟県公安委員会（以

下「公安委員会」という｡)から新潟県暴力追放運

動推進センターとして指定を受けた者、新潟県弁

護士会その他の暴力団員による不当な行為の防止

を目的とする団体及び県民等と連携及び協力を図

りながら、暴力団排除に関する施策を実施するも

のとする。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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